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発刊に当たって 

 

 世界は知識基盤社会を超えて創造経済に素早く転換しており、創造経済の貨幣である特

許は、企業の競争力を強化し、雇用創出を促す国の中核的な成長エンジンであります。この

ような特許が創造経済を活性化するためには、正確かつ公正な高品質審査を通じて、強力な

特許を創出することが非常に重要であります。 

 

 従って、審査官をはじめとする特許庁職員の業務遂行に必要である細部基準を提示して

いる本「特許・実用新案審査基準」は、審査の統一性・正確性・公正性を高める極めて重要

な役割を果たしてきました。 

 

 1998 年、特許・実用新案審査指針書が初めて制定されて以来、特許法令の制定、判例の

変化を審査実務に反映するために 2002 年と 2011 年に全面改正されるなど、これまで数回

の改正を通じて着実に補完・発展してきました。 

 

 特許庁は、新しい時代環境の変化に合わせて特許庁の組織再編に踏み切り、これにより、

従来多数の局・課に分散していた技術分野別の審査基準を統合することになりました。今般

の改正により特に融合・複合技術を審査する審査官が様々な技術分野の審査基準を総合的

に適用し、正確な審査を行うことができようにしました。 

 

 併せて、今回の改正においては、出願人の強力な特許確保に審査官が一助することができ

るように補正方向を提示するポジティブ審査基準も反映しました。 

 

新しい特許・実用新案審査基準が審査官に正確かつ公正な審査業務を遂行するための基

準を示すだけでなく、出願人にも特許明細書の作成または補正の際に実質的な力になるこ

とができる羅針盤として活用されることを願っております。 

 

 結びに、審査基準の改正に参加し、６カ月間ご尽力してくださいました改正推進団の皆様

方に感謝を申し上げます。 

 

2014年 6月         

 

特許庁長  



 

 

発刊に当たって 

 

 

 21 世紀における国家競争力は、新しい知的財産をいかに多く保有し、これを活用するか

によって決まります。このような知的財産は特許により権利化し、活用されてからこそ産業

発展へ大きく貢献することができるため、特許審査を正確かつ公正に遂行することが非常

に重要であります。 

 

 従って、審査官をはじめとする特許庁職員の業務遂行に必要である細部基準を提示して

いるこの「審査指針書」は、審査の統一性・正確性・公正性を高める極めて重要な役割を担

っております。 

 

 1998 年、審査指針書が初めて制定されて以来、特許法令の改正、判例の変化を審査実務

に反映するため 2002 年に全面改正するなど、これまで数回にわたる改正を通じて着実に補

完・発展してきました。 

 

 今回再び全面改正される本審査指針書には、これまでの法令改正事項、主な判例及び審査

事例などが幅広く反映されているだけでなく、先進５カ国特許庁(IP５)間の審査協力を先

導するためのグローバル水準の特許審査基準の確保に向けた取り組みが盛り込まれていま

す。 

 

 本審査指針書が審査官に正確かつ公正な審査業務を遂行するための基準になるだけでな

く、出願人にも実質的に貢献する指針として活用されることを願っております。 

 

 結びに、通常業務によりお忙しい中にもかかわらず、改正に参加して１年間ご尽力してく

ださいました改正推進団の皆様に感謝の意を表します。 

 

 

 

2011年１月 

特許庁長  



 

 

 

発刊に当たって 

 

 21 世紀における国家の競争力は、新たな知識情報をいかに多く保有し、これを活用する

かによって決まります。とりわけ、知識情報のうち産業の発展に大きな役割を担っている技

術情報は、特許権として形体化され活用されることから、特許の審査を正確に行うことは極

めて重要なことであります。 

 

 特許の審査が正確に行われず、既に知られている技術について特許権を付与することと

なれば、他人の事業化を妨害することとなり、新たな技術であるにもかかわらず特許権が付

与されないこととなれば、技術開発に対する意欲を鼓舞し発明を事業化することにおいて

支障をきたすでしょう。従って、特許の審査を正確に行わなければ、特許制度は、産業の発

展に寄与するどころか、むしろ産業の発展を阻害する要因となり、制度の存置に疑問が提起

されることでしょう。 

 

 こうした側面において、特許の審査についての細部基準を提示する「審査指針書」は、非

常に重要な意味をもっていると言えます。 

 

 本指針書は、１９９８年に制定された「審査指針書」に、「方式審査便覧」と１９９８年

以前に使用していた「審査便覧」及び「審査一般基準」の内容を追加して、これまでの制度

及び審査環境の変化や、判例及び審査事例などを幅広く反映させて作成したものであり、韓

国特許庁の審査官はいうまでもなく、外部専門家の意見も取り入れてまとめたものであり

ます。 

 

 是非とも、本指針書が審査官にとっては正確な審査を行うための基準となり、出願人にと

っては効率の良い特許管理の指針として活用されることを願う次第であります。 

 

 最後に、多忙の中、本審査指針書の改訂を主管された審査２局長をはじめ、読会に参加し、

貴重なご意見をいただいた編纂委員の方々のご苦労に対し、この場を借りて感謝の意を表

します。 

 

 

2002.3.        

特許庁長  



 

発刊に当たって 

 

 

 21 世紀には、国力を判断する基準として知的財産の発展度が急速に浮上すると見られて

おり、政府は、「韓国型知的財産の育成」を 21世紀国内産業発展の一里塚として定めていま

す。 

 

 知的財産基盤産業を代表する分野は知的財産で、それがすなわち特許につながるという

点は、誰もが共感している事実であり、韓国特許庁の基本業務である迅速かつ公正な審査・

審判こそ知的財産産業の育成の根幹を成す柱だと思います。 

 

 1998 年３月１日、特許審判院及び特許法院が開院したことで特許・実用新案など産業財

産権の審査・審判は、新たな転機を迎えており、これまで数回にわたって行った特許法など

の改正により、韓国の特許制度も国際水準に符合する先進制度へ発展を遂げてきました。 

 

 しかし、知的財産の育成を通じた技術先進国の立ち上げは、法制度の先進化・国際化によ

ってのみ達成されることではなく、既に作られている法制度の運用も非常に重要であると

認識されています。 

 

 これまで審査一般基準、審査便覧、産業部門別審査基準など、審査の指標になる基準が

様々な形に分散しており、特許審査制度の運用において一貫性の維持が難しかった問題を

解消するため、今回審査一般基準及び審査便覧を統合して「審査指針書」を制定、一元化し

ました。これで特許審査における体系的かつ効率的な基準の運用が可能となりました。 

 

 本指針書が審査官にとっては迅速かつ公正な審査に向けた統一の判断基準を提供し、出

願人にとっては効率的な特許管理の指針として活用されるなど、韓国特許界において新し

い一里塚になることを願っております。 

 

 結びに、ご多忙中にもかかわらず、本審査指針書の制定に参加してくださいました審査２

局長、制定委員並びに審議委員の皆様に感謝の意を表します。 

 

1998.9.1. 

特許庁長  



 

 

 

特許・実用新案審査基準の制定・改正の沿革 

 

‘72.8.  審査準則の制定 

‘78.10. 審査準則を「審査便覧」に改正 

‘83.2.  「審査基準」の制定 

‘92.8.  「審査一般基準」に全面改正 

‘98.9.  「審査一般基準」と「審査便覧」を統合して「審査指針書」を制定 

‘99.7.  ‘99.7.1.施行の改正特許・実用新案法を反映して審査指針書を改正 

‘02.3.～’04.8. ’01.7.1.施行の改正特許・実用新案法を反映して段階的に全面改正 

’06.10  ’06.3.3.施行の改正特許・実用新案法を反映して審査指針書を改正 

’07.7.  ’07.7.1.施行の改正特許・実用新案法を反映した審査指針書の改正 

’08.12.  ’08.12.26.施行の改正特許・実用新案法を反映した審査指針書の改正 

’09.6.  顧客に合わせた特許制度の早期定着に向けた審査指針書の改正 

’09.12.  進歩性など主な特許要件に関する審査基準の改正を反映した審査指針書の改正 

’11.1.  グローバル水準の審査基準の改正を反映した審査指針書の全面改正 

’11.7.  ’11.7.1.施行の改正特許・実用新案法を反映した審査指針書の改正 

’12.3.  ’12.3.15.施行の改正特許・実用新案法を反映した審査指針書の改正 

’13.7.  ’13.7.1.施行の改正特許・実用新案法を反映した審査指針書の改正 

’14.7.  技術分野別の審査基準を統合、ポジティブ審査基準などを反映した審査基準の例規を制定 

’15.1.  ’15.1.1.施行の改正特許・実用新案法を反映した審査基準の改正 

’15.4.  製法に限定する物の発明などに関する審査基準の改正 

’15.9.  ’15.7.29.施行の改正特許・実用新案法などを反映した審査基準の改正 

’16.2.  意見提出機会の付与当否の判断基準の制定 

’16.11.  新規事項の追加禁止、投与用法・用量の限定発明などに関する審査基準の改正 

’17.3.  ’17.3.1.施行の改正特許・実用新案法などを反映した審査基準の改正 

 

 

 

 



 

 

 

1．凡例 

 

この審査基準において使用している略語は、次の通りである。 

 

特法→特許法 

特令→特許法施行令 

特則特許法施行規則 

実法→実用新案法 

実令→実用新案法施行令 

規定→特許・実用新案の審査事務取扱規定 

告示→優先審査の申立に関する告示 

42(4)(2)→第 42条第 4項第 2号 

 

 

2．この審査基準の適用対象となる出願 

 

この審査基準は、審査国に移送された特許及び実用新案登録出願の審査に適用する。 

 

 

3．この審査基準の適用範囲 

 

(1)この審査基準は、特許法など関連法令の解釈を通じて内部の審査基準を提供している

ものであり、この基準の内容が特許法など関連法令と特許・実用新案の審査事務取扱規

定などの規定と異なる場合は、その規定に従う。 

 

(2)審査官は、所管の技術分野の出願に対して、この審査基準と異なる審査基準を適用す

る必要があると認められる場合は、この審査基準と異なる審査基準を適用することが

できる。ただし、その場合は、特許審査制度課長と協議をしなければならない。 
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 7．その他の代理に関する規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1215 

 

 

第 3章 期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1301 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1301 

 2．期間の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1302 

 3．期間の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1303 

 4．期間の延長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1305 

  4.1法定期間の延長と承認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1306 

  4.2実体審査に関する指定期間の延長と承認・・・・・・・・・・・・・・・・・・1306 

  4.3方式審査に関する指定期間の延長と承認・・・・・・・・・・・・・・・・・・1308 

  4.4指定期間の短縮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1308 

 

 

第 4章 手続きの無効及び返戻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1401 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1401 

 2．方式審査の一般原則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1405 

 3．手続きの無効・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1405 

 4．無効処分の取消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1408 

 5．書類の返戻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1409 

 6．手続きの追完・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1410 

 7．特許出願の回復・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1410 

 



特許・実用新案審査基準 

 

 

 
 

ⅳ  (2017 年 3月追録) 

 

 

第 5章 手続きの停止と続行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1501 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1501 

 2．手続きの停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1503 

  2.1手続きの中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1504 

  2.2手続きの中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1506 

  2.3手続きの停止の効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1507 

 3．手続きの続行と効力の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1507 

 

 

第 6章 書類の提出及び送達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1601 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1601 

 2．書類の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1603 

  2.1書類提出の効力発生時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1603 

  2.2電子文書による特許に関する手続きの遂行・・・・・・・・・・・・・・・・・1604 

 3．書類の送達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1606 

  3.1書類の送達手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1606 

  3.2公示送達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1608 

  3.3公示送達時の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1609 

  3.4在外者に対する送達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1611 

  3.5特別送達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1611 

  3.6電子文書による送達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1611 

 

 

第 7章 手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1701 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1701 

 2．手数料の納付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1703 

 3．手数料の減免・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1705 

  3.1手数料の免除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1705 

  3.2手数料の全額減免・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1706 



目次 

 

 

 

(2016年 11月追録)  ⅲ 

  3.3手数料の一部減免・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1707 

  3.4手数料の減免手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1711 

 4．手数料の返還・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1711 

 

 

第 8章 その他の審査に関する手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1801 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1801 

 2．書類の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1802 

 3．書類の搬出及び公開の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1802 

 4．書類の援用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1803 

 5．秘密漏洩の禁止など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1804 

 

 

第 2部 特許出願 

 

 

第 1章 特許出願人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2101 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2101 

 2．発明者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2103 

 3．承継人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2105 

  3.1承継のための手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2105 

  3.2特殊な承継の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2107 

 4．正当な権利者の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2108 

  4.1保護を受けるための措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2108 

  4.2正当な権利者がした出願の効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2109 

 5．参考事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2110 

 

 

第 2章 特許出願書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2201 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2201



特許・実用新案審査基準 

 

 

 
 

ⅵ  (2016 年 11月追録) 

 

 2．出願書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2201 

 3．要約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2202 

 4．明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2203 

 5．図面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2205 

 

 

第 3章 発明の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2301 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2301 

 2．実施可能要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2302 

  2.1実施の主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2302 

  2.2「容易に実施」の意味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2302 

  2.3審査方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2303 

  2.4請求範囲の記載不備との関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2306 

 3．記載方法の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2308 

  3.1導入の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2308 

  3.2具体的な記載方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2309 

 4．背景技術の記載要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2313 

  4.1発明の背景となる技術の意味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2313 

  4.2背景技術の記載要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2313 

  4.3背景技術の記載が不適切な類型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2314 

  4.4背景技術の記載が不適切な場合の拒絶理由通知・・・・・・・・・・・・・・2316 

  4.5特許法第 42 条第 3項第 2号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応方法・・2317 

 5．その他の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2317 

 6．拒絶理由の通知方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2318 

 

 

第 4章 請求範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2401 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2401 

 2．発明の認定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2402 

 3．発明の説明によって裏付けられること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2403 



目次 

 

 

 

(2017年 3月追録)  ⅴ 

 4．発明を明確かつ簡潔に記載すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2406 

 5．発明の特定に必要であると認められる事項を記載すること・・・・・・・・・・・2416 

 6．請求範囲の記載方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2417 

  6.1独立項と従属項の区別基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2417 

  6.2特許法施行令第 5条第 1項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2418 

  6.3特許法施行令第 5条第 2項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2419 

  6.4特許法施行令第 5条第 4項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2419 

  6.5特許法施行令第 5条第 5項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2420 

  6.6特許法施行令第 5条第 6項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2421 

  6.7特許法施行令第 5条第 7項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2422 

  6.8特許法施行令第 5条第 8項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2422 

 7．請求範囲の提出猶予制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2423 

 

 

第 5章 1特許出願の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2501 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2501 

 2．制度の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2501 

 3．一般的な考慮事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2502 

 4．単一性の判断方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2504 

 5．単一性の判断事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2505 

 6．特別な関係がある場合の単一性の判断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2508 

  6.1物とその物を生産する方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2508 

  6.2物とその物を使用する方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2509 

  6.3物とその物を取り扱う方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2509 

  6.4物とその物を生産する機械、器具、装置、その他の物・・・・・・・・・・・2510 

  6.5物とその物の特定性質のみを利用する物・・・・・・・・・・・・・・・・・2511 

  6.6物とその物を取り扱う物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2511 

  6.7方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、その他の物・・・・・・・2511



特許・実用新案審査基準 

 

 

 
 

ⅷ  (2017 年 3月追録) 

 

 7．特殊な場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2512 

  7.1マーカッシュ(Markush)方式の請求項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2512 

  7.2中間体と最終生成物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2513 

 8．単一性審査の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2515 

 

 

第 6章 微生物関連出願の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2601 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2601 

 2．寄託制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2602 

  2.1趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2602 

  2.2寄託対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2602 

  2.3微生物寄託機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2602 

  2.4容易に入手することができる微生物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2603 

 3．出願手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2603 

 4．審査の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2604 

  4.1 2014年 12月 31日以前の出願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2604 

  4.2 2015年 1月 1 日以降の出願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2605 

 5．核酸塩基序列又はアミノ酸序列を含む特許出願・・・・・・・・・・・・・・・2607 

 

 

第 3部 特許要件 

 

 

第 1章 産業上利用の可能性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3101 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3101 

 2．特許法第 29条第 1項本文の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3101 

 3．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3101 

 4．発明の成立要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3102 

  4.1発明に該当しない類型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3102 

  4.2発明に該当しない場合の拒絶理由の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・3107 



目次 

 

 

 

(2015年 1月追録)  ⅶ 

  4.3「発明」と「考案」の差異・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3107 

 5．産業上利用することができない発明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3108 

  5.1医療行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3109 

  5.2業として利用することができない発明・・・・・・・・・・・・・・・・・・3110 

  5.3現実的に明らかに実施できない発明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3110 

 

 

第 2章 新規性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3201 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3201 

 2．特許法第 29条第 1項の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3201 

 3．規定の理解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3201 

  3.1公知になった発明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3201 

  3.2公然実施をされた発明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3202 

  3.3頒布された刊行物に掲載された発明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3203 

  3.4電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明・・・・・・・・・・・・3205 

 4．新規性の判断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3214 

  4.1請求項に記載された発明の特定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3214 

  4.2引用発明の特定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3220 

  4.3新規性の判断方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3222 

  4.4新規性の判断時の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3224 

 5．公知などになっていない発明とみなす場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・3227 

  5.1関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3227 

  5.2制度の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3228 

  5.3公知などになっていない発明とみなすための要件・・・・・・・・・・・・・・3228 

  5.4特許法第 30 条の規定の適用を受けるための手続き・・・・・・・・・・・・・3230 

  5.5特許法第 30 条の規定の適用の可否に対する審査・・・・・・・・・・・・・・3231 

 

 

第 3章 進歩性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3301 

 1．関連規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3301 

 2．特許法第 29条第 2項の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3301



特許・実用新案審査基準 

 

 

 
 

ⅹ  (2015 年 9月追録) 

 

 3．関連用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3302 

  3.1特許出願前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3302 

  3.2通常の技術者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3302 

  3.3容易に発明することができること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3302 

 4．進歩性の判断の基本原則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3303 
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第 1 章 権利能力及び行為能力 

1101 (2017年 3月追録) 

 

第 1 章 権利能力及び行為能力 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 3 条(未成年者などの行為能力)①未成年者・成年被後見人又は被保佐

人は、法定代理人によらなければ、特許に関する出願・請求その他の手続き

(以下「特許に関する手続き」という)をすることができない。ただし、未成年

者及び成年被後見人が独立して法律行為をすることができる場合は、この限

りではない。 

②第 1 項の法定代理人は、後見監督人の同意を得ないで第 132 条の 2 による

特許取消申立(以下「特許取消申立」という)又は相手方が請求した審判若しく

は再審に関する手続きをすることができる。 

特許法第 4 条(法人ではない社団など)法人ではない社団又は財団であって、代

表者若しくは管理人が定められている場合は、その社団又は財団の名で出願

審査の請求人、特許取消申立人、審判の請求人・被請求人若しくは再審の請求

人・被請求人になることができる。 

特許法第 5 条(在外者の特許管理人)①国内に住所又は営業所を有しない者(以

下「在外者」という)は、在外者(法人の場合は、その代表者)が国内に滞在す

る場合を除き、その在外者の特許に関する代理人であって国内に住所又は営

業所を有する者(以下、「特許管理人」という)によらなければ、特許に関する

手続きをする、若しくはこの法又はこの法に基づく命令により行政庁が下し

た処分について提訴することができない。 

②特許管理人は、委任された権限の範囲内において特許に関するすべての手

続き及びこの法又はこの法に基づく命令により行政庁が下した処分に関する

訴訟において本人を代理する。 

 

特許法第 25条(外国人の権利能力)在外者のうち外国人は、次の各号のいずれか

に該当する場合を除き、特許権又は特許に関する権利を享有することができ

ない。 



第 1 部 総則 

1102 (2016年 11月追録) 

 

1．その外国人が属する国において、大韓民国の国民に対してその国の国民と

同一の条件により特許権又は特許に関する権利を認める場合 

2．大韓民国がその外国人に対して特許権又は特許に関する権利を認める場合

には、その外国人が属する国において大韓民国の国民に対してその国の国

民と同一の条件により特許権又は特許に関する権利を認める場合 

3．条約又はこれに準ずるもの(以下、「条約」という)により、特許権又は特許

に関する権利が認められる場合 

 

2. 特許に関する手続き 

 

(1)特許法、特許法施行令及び特許法施行規則において使用している特許に関す

る手続きとは、特許法第 3条で定めるところと同様、「特許に関する出願・請求、

その他の手続き」であり、特許制度に関する手続きのうち出願人、請求人、申立

人及びその相手方(以下「出願人など」という)が特許庁長、審査官、特許審判院

長、審判長及び審判官(以下、「特許庁長など」という)に対して行う手続きであ

って①〜③を含む。[特法 3] 

①特許に関する出願 

特許出願、分割出願、変更出願、正当な権利者による出願、特許権存続期間

の延長登録出願、PCT出願など 

②特許に関する請求 

審査請求、再審査請求、各種審判請求(審査官による審判請求を含む)、技術

評価請求、再審請求など 

③特許に関するその他の手続き 

上記の①及び②に関連して、出願人などが特許庁長などに対して行う手続

き及び優先審査申立、審査猶予申立などの各種申立手続き 

 

(2)特許に関する手続きには、特許庁長などが出願人などに行う手続(各種通知、

要求など)、特許庁内部の審査業務処理の手続き(方式審査、特許分類の付与、先

行技術調査及び実体審査などに関する内部業務の処理手続き)、出願人などが
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法院(特許法院)にて行う手続き、行政審判に関する手続き、一般相談の申立や出

願人などが第三者に対して行う手続き(警告)などは含まれない。 

 

3. 制限行為能力者 

 

3.1 制度の趣旨 

民法においては、未成年者、成年被後見人又は被保佐人を制限行為能力者と規

定し、この制限行為能力者が法律行為をするためには、法定代理人の同意を得る

よう規定している。特許法においては、このような民法の規定により未成年者、

成年被後見人又は被保佐人は、法定代理人によらなければ特許に関する手続き

をすることができないようにすることで、制限行為能力者を保護している。[民

法 5～14、特法 3] 

 

3.2 制限行為能力者の行為能力 

(1)特許法における制限行為能力者は民法によるもので、①満 19 歳になってい

ない者(未成年者)、②疾病、障害・老齢、その他の理由による精神的制約により

事務を処理する能力が不足している者であって、法院から後見開始の審判を受

けた者(成年被後見人)、③疾病、障害・老齢、その他の理由による精神的制約に

より事務を処理する能力に持続的に欠けている者であって、法院から保佐開始

の審判を受けた者(被保佐人)をいう。[民法 5、9、12] 

(2)制限行為能力者は、法定代理人によらなければ特許に関する手続きをするこ

とができない。ただし、特許法第 3 条第 1 項ただし書きでは「未成年者及び成

年被後見人が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りではない」

と規定し、未成年者及び成年被後見人が法定代理人によらず、直接特許に関する

手続きをすることができる場合を規定している。[特法 3] 

制限行為能力者が独立して法律行為をすることができる場合であって権利の

み得る、又は義務のみ免れる行為(民§5①)、処分が許諾された財産の処分行為

(民§6)、営業の許諾を得た場合、その営業に関する行為(民§8①)、代理行為

(民§117)、遺言行為(民§1062)、無限責任社員として行った行為(商法§7)など

がある。[民法 5(1)、6、8(1)、民法 117、商法 7] 
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特許に関する手続きと関連して予想される行為は、未成年者が法定代理人か

ら許諾を得た特定の営業に関する行為及び満 19歳に達していないが婚姻により

成年として擬制された者の行為などがある。 

(参考)未成年者は、法定代理人の許諾がなければ、任意代理人によっても特許に

関する手続きをすることができない。 

 

3.3 制限行為能力者がした手続きの追認 

特許法第 7 条の 2 によると「行為能力若しくは法定代理権がない、又は特許

に関する手続きに必要な権限の委任に瑕疵ある者がした手続きは、補正された

当事者又は法定代理人が追認すれば行為をした時にさかのぼってその効力が発

生する」と規定しているため、制限行為能力者又は無権代理人がした手続きは、

適法な当事者の追認により最初の行為時にさかのぼってその効力発生する。[特

法 7の 2] 

未成年者など制限行為能力者が特許に関する手続きをした事実が方式審査の

過程において確認された場合、特許庁長の名義で特許法第 46 条により期間を定

めて補正を要求し、指定された期間内に補正された当事者又は法定代理人が追

認しない場合は、その特許に関する手続きを無効とする。[特法 46、16] 

(参考)制限行為能力者は特許法の規定により、誰にでもできる審査請求及び情

報提供などの特許に関する手続きであっても法定代理人を通じて行わな

ければならない。 

   

4. 法人など団体の権利能力 

 

4.1 法人の権利能力 

(1)法人は、構成員とは独立して法律により付与された権利・義務の主体として

の人格を有する。しかし、法人は、権利・義務の主体になり得るが、自然人のよ

うに自ら行動することができないため、機関(例：代表理事)を選定し、その機関

の行為を法人の行為と見なす方式を取っている。
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特許法においても法人の権利能力は、民法における法人の権利能力と同様で

あり、法人が特許に関する手続きをする場合、法人の名称と営業所の所在地を記

載する。[特法 42、142、特則 2] 

(2)法人である会社をその他種類の会社に変更(有限会社と株式会社の相互間、

合名会社と合資会社の相互間など)するのは、実体的権利・義務の主体が変更さ

れるものでないため、これは名義変更ではなく名称変更とみる。 

この場合、特許法施行規則第 9 条第 3 項により特許顧客番号の情報変更[更

正]届出書(別紙 5号書式)を提出して変更するようにする。 

(3)債務者の再生及び破産に関する法律に基づく再生手続開始決定があるとき

は、債務者の業務遂行と財産の管理及び処分をする権限は管理人に専属し、会社

の財産に関する訴えにおいては管理人が原告又は被告になる。[債務者再生及び

破産に関する法律 56(1)、97フ 3371] 

 

4.2 国及び地方自治体の権利能力 

(1)国は、法律に特別な規定はないが、法人と擬制され権利主体になる。一方、

立法部、司法部及び行政各部は勿論、その傘下機関や所属機関、国立研究機関、

大学などは法人格がないため、特許に関する権利の主体になることができない。 

(参考)特許法においては、特許出願の主体になり得る者や当事者能力に関する

規定を別途に設けていないため、特許権と特許法の性質に照らし、民法と

民事訴訟法により、そこで定めている権利能力と当事者能力がある者で

あってはじめて特許出願人又はその審判、訴訟の当事者になることがで

きるといえるところ、本件の出願人である慶北大学校は、国立大学であっ

て民事法上の権利能力や当事者能力がないことが明白であるため、特許

出願人や抗告審判請求人、上告人になることができないといえる。国家機

関である慶北大学校を通じて国を出願人とする意図であったならば、「大

韓民国」名義で、そのようにせず、その総長個人を出願人にしようとした

場合は、その個人の名義で出願と審判請求人の名義を補正し、当事者の表

示を正すようすべきであったといえる(大法院 1997.9.26.宣告 96 フ 825

判決)。 

(2)地方自治法第 3 条の規定によると「地方自治体は、法人とする。」と規定さ

れているため、地方自治体も権利の主体になることができる。地方自治体の種類
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には、特別市、広域市、特別自治市、道、特別自治道、市、郡及び区があり、区

の場合には「特別市と広域市の管轄区域内にある区(自治区)」に限定される。従

って、自治区ではない「一般市」の「区」(例：水原市霊通区)は、権利能力の主

体になることができない。[地方自治法 2、3] 

 

4.3法人格のない社団などの権利能力 

法人格のない団体とは、法人設立登記などをせず、法人格の付与を受けていな

い団体のことで、宗親会、同窓会、教会、学会などがこれに属する。法人格のな

い団体は、権利能力を有しないため、原則として出願などの特許に関する手続き

をすることができない。 

しかし、法人ではない社団又は財団であって、代表者若しくは管理人が定めら

れている場合は、その社団又は財団の名で出願審査請求、実用新案技術評価請

求、特許取消申立、審判請求及び被請求、再審請求及び被請求に限って手続きの

当事者になることができる。[特法 4] 

 

5. 在外者の行為能力 

 

国内に住所又は営業所を有しない者(以下「在外者」という)は、国内に滞在す

る場合を除いて特許管理人によらなければ特許に関する手続きをする、又は特

許法若しくは特許法による命令に基づいて行政庁が下した処分に対して訴えを

提起することができない。[特法 5(1)] 

大韓民国の国民であっても、国内に住所又は営業所を有しない場合は、特許管

理人により特許に関する手続きをしなければならない。 

在外者が特許管理人を選任せずに特許に関する手続きをした場合は、関連書

類は特許法第 5 条及び特許法施行規則第 11 条により疎明の機会を付与した後、

これを返戻する。 
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6. 在外者のうち外国人の権利能力 

在外者のうち外国人は、特許法第 25条により、①相手国において我が国の国

民に対し、相手国の国民と同一の権利を認める場合、②我が国において相手国の

国民に対し、権利能力を認める場合、その相手国も我が国の国民に対し、相手国

の国民と同一の権利を認める場合、③条約により認める場合に限って特許に関

する権利能力を享有することができる。[特法 25、パリ条約 2] 

国内に住所又は営業所を有する外国人若しくは無国籍者は、その者が属する

国において我が国の国民に対する特許に関する権利の享有を認めるか否かを問

わず、我が国において特許に関する権利を享有することができる。 

(参考)外国人であって我が国に住所又は営業所を有しないときは、原則として

産業財産権に関する権利能力を認めないが、その例外として条約又は協

定が締結されている、若しくはその外国人が属する国の法律規定により

我が国の国民に対し、その国に住所又は営業所を有しなくても産業財産

権に関する権利を許容する国の国民に対しては、我が国も産業財産権に

関する権利を享有することを可能にすべきである。このとき、その外国人

が属する国の法律が商標に関する権利を許容する国であって、我が国を

特定して規定していることを要するものではない(大法院 1976.4.27.宣

告 74フ 61判決を参照)。 

 

7. 条約の効力 

 

憲法第 6 条において「憲法により締結・公布された条約と一般的に承認され

た国際法規は、国内法と同様の効力を有する」と規定することにより、条約が国

内法と同一の効力を有するものとしている。[憲法 6] 

現在、我が国が特許制度に関連して加盟している条約は、WIPO設立条約(1979

年 3月 1 日)、パリ条約(1980 年 5 月 4日)、特許協力条約(PCT)(1984年 8月 10

日)、微生物寄託に関するブダペスト条約(1988 年 3 月 28 日)、ストラスブール

(Strasbourg)協定(1999 年 10 月 8 日)などであり、2000 年 6 月 1 日に採択され

た特許法条約(PLT)への加盟を検討中である。 

我が国が加盟している特許関連条約及び現行特許法が直接的に相容れない場
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合はほとんどないが、我が国の特許法より条約においてさらに詳細な内容が規

定されている場合があるため、審査の際に条約を参照する必要がある。例えば、

特許法第 54条においては第 1国出願について特許出願のみ規定しているが、パ

リ条約においては第 1 国出願が特許、実用新案、デザイン出願及び発明者証で

ある場合も当事国に優先権主張出願をすることができるように規定されている

ため、第 1 国出願が特許出願以外に実用新案登録出願など、その他の形態の出

願である場合にも優先権を認めなければならない。
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第 2 章 代理人 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 6 条(代理権の範囲)国内に住所又は営業所を有する者から特許に関す

る手続きをするよう委任を受けた代理人は、特別に権限の委任を受けてはじ

めて次の各号のいずれかに該当する行為をすることができる。特許管理人の

場合も同様である。 

1．特許出願の変更・放棄・取下げ 

2．特許権の放棄 

3．特許権存続期間の延長登録出願の取下げ 

4．申立の取下げ 

5．請求の取下げ 

6．第 55 条第 1項による優先権主張又はその取下げ 

7．第 132条の 17による審判請求 

8．復代理人の選任 

特許法第7条(代理権の証明)特許に関する手続きをする者の代理人(特許管理人

を含む。以下、同じ)の代理権は、これを書面をもって証明しなければならな

い。 

特許法第 7 条の 2(行為能力などの瑕疵に対する追認)行為能力又は法定代理権

を有しない、若しくは特許に関する手続きに必要な権限の委任に瑕疵がある

者がした手続きは、補正された当事者又は法定代理人の追認があれば、行為時

にさかのぼってその効力が発生する。 

特許法第 8 条(代理権の不消滅)特許に関する手続きをする者の委任を受けた代

理人の代理権は、次の各号のいずれかに該当する理由があっても、消滅しな

い。 
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1．本人の死亡又は能力の喪失 

2．本人である法人の合併による消滅 

3．本人である受託者の信託任務の終了 

4．法定代理人の死亡又は行為能力の喪失 

5．法定代理人の代理権の消滅又は変更 

特許法第 9 条(個別代理)特許に関する手続きをする者の代理人が 2 人以上であ

れば、特許庁長又は特許審判院長に対してそれぞれの代理人が本人を代理す

る。 

特許法第 10条(代理人の選任又は改任命令など)①特許庁長又は第 145条第 1項

により指定された審判長(以下、「審判長」という)は、特許に関する手続きを

する者がその手続きを円滑に遂行することができない、又は口頭心理におい

て陳述する能力がないと認められるなど、その手続きをするに適当ではない

と認められれば、代理人を選任してその手続きをするよう命ずることができ

る。 

②特許庁長又は審判長は、特許に関する手続きをする者がその手続きを円滑

に遂行することができない、又は口頭審理において陳述する能力がないと認

められるなど、その手続きをするに適当でないと認められれば、その代理人を

改めて選任するよう命ずることができる。 

③特許庁長又は審判長は第 1 項及び第 2 項の場合、弁理士による代理を命ず

ることができる。 

④特許庁長又は審判長は、第 1 項若しくは第 2 項により代理人を選任する、

又は代理人を改めて選任するよう命令をした場合、第 1 項による特許に関す

る手続きをする者又は第 2 項による代理人がその前に特許庁長若しくは特許

審判院長に対して行った特許に関する手続きの全部又は一部を無効にするこ

とができる。 

特許法第 11 条(複数当事者の代表)①2人以上が特許に関する手続きをするとき

は、次の各号のいずれかに該当する事項を除き、各自が全員を代表する。ただ

し、代表者を選定して特許庁長又は特許審判院長に届出をすれば、その代表者

のみが全員を代表することができる。
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1．特許出願の変更・放棄・取下げ 

2．特許権存続期間の延長登録出願の取下げ 

3．申立の取下げ 

4．請求の取下げ 

5．第 55 条第 1項による優先権主張又はその取下げ 

6．第 132条の 17による審判請求 

②第 1 項ただし書きにより代表者を選定して届出をするときは、代表者に選

任された事実を書面をもって証明しなければならない。 

 

2. 代理制度一般 

 

(1)特許法上における代理制度は、民法及び民事訴訟法上の代理制度に由来して

いるが、特許に関する手続きの特殊性により、民法又は民事訴訟法における代理

制度とは多少の差異がある。特許法上の代理制度に関する規定は、第 3 条の未

成年者など制限行為能力者の法定代理制度、第 5条の在外者の特許管理人、第 6

条の代理権の範囲、第 7 条の代理権の証明、第 8 条の代理権の不消滅、第 9 条

の個別代理、第 10 条の代理人の改任及び第 12 条の民事訴訟法の準用規定があ

る。 

(2)代理人には、法定代理人と任意代理人がいる。法定代理人は本人の意思によ

らず、法律規定により代理人になった者で、任意代理人は本人の意思により代理

権が発生する場合であって、特許法第 6 条の「委任による代理人」以外に同法

第 5条の特許管理人及び指定代理人(国を当事者とする訴訟に関する法律§5)が

ある。[特法 5、6、国を当事者とする訴訟に関する法律 5] 

(3)任意代理人の場合、弁理士ではない者は、業としているか否かを問わず弁理

士法第 2条による代理業務をすることができない。[弁理士法 2] 

 審査官は、特許ネットを通じて弁理士又は法定代理人ではない者が代理人と

して指定されているか否かを確認する。弁理士の場合、代理人番号の第 1 数字

が 9 であるか否かで確認できる(弁理士の代理人番号の例：9-2015-123456-7)。

法定代理人は一般的に代理人番号の第 1 数字が 9 ではないが、出願書に添付さ
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れた住民登録謄本や家族関係証明書などをもって確認する。 

 弁理士又は法定代理人ではない者が代理人である場合は、補正命令を行う。補

正により代理人の瑕疵を直すことができなかった場合、弁理士ではない者が行

った手続きについて無効処分をする。 

(4)弁理士は、特許、実用新案、デザイン又は商標に関して、特許庁若しくは法

院に対してしなければならない事項の代理及びその事項に関する鑑定、その他

の事務を行うことを業とする。[弁理士法 2] 

弁理士の資格を有する者であっても、登録をせずに業として弁理士の業務を

行った者は処罰対象となる。[弁理士法 25] 

また、弁理士は、相手方の代理人として取り扱った事件については、その業務

を行うことができず、弁理士ではない者は、弁理士の名称又はこれと類似した名

称を使用することができない。[弁理士法 7、22] 

もし、弁理士が特許に関する手続きにおいて、双方を代理することにより弁理

士法第 7 条(取り扱うことのできない事件)の規定を違反する、又は民法第 124

条(自己契約、双方代理)の規定を違反した場合は、代理権の授与に瑕疵があるも

のとみなすべきである。この場合、両当事者及び代理人に対して特許法第 46条

により補正を要求し、瑕疵を解消することができなかった場合には、代理人の選

任手続きを無効とする。 

(参考)弁理士法第 7 条において「弁理士は、相手方の代理人として取り扱った

事件については、その業務を行うことができない」とした規定は、弁理士

が同一の事件についてある一方の当事者を代理して業務を取り扱い、そ

の後再びその他方の当事者を代理することで、従前の当事者の利益と反

対する立場で業務を取り扱ってはならないという趣旨として解釈すべき

である。弁理士 L 氏が従前に甲の A 商標について出願及び登録に関する

代理行為をしたとしても、甲が自身の A 商標と乙の B 商標が類似してい

るという理由で無効審判を請求した事件において、L氏が乙の代理人にな

って行う代理行為を指して、弁理士法第 7 条に抵触しているものとみる

ことはできない(大法院 1982.4.27.宣告 81フ 51判決を参照)。 
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3. 法定代理人 

 

(1)法定代理人は、本人の意思によらず、代理権が直接法律規定により授与され

た代理人をいう。法定代理人制度は、自ら訴訟を遂行する能力がない者の訴訟上

の権益を保護するためのものである。 

法定代理権が法律又は法院など官庁の選任により資格を有することになって

も授与方法とは関係がない。 

一方、法院の選任命令(民訴§144)又は特許庁の選任(改任)命令(特§10)によ

り選任した代理人は、代理人の選択を本人がしたものであるため、法定代理人で

はなく任意代理人であることに留意しなければならない。[民事訴訟法 144、特

法 10] 

(2)法定代理権の発生、変更、消滅は、民法などで定めるところによることを原

則とする。法定代理権が消滅又は変更される場合、本人若しくは代理人が民事訴

訟法の例により相手方に通知しなければ消滅又は変更の効力を主張することが

できない。法定代理権の消滅理由としては、本人又は法定代理人の死亡、法定代

理人の禁治産若しくは破産の宣告、後見人の辞退又は解任などがある。[民事訴

訟法 63、127、民事訴訟法 939、940] 

一方、法定代理人が死亡する、又は代理権を喪失したときには、手続きは中断

される。[特法 20] 

(3)民法においては、法定代理人である親権者又は後見人に対して、本人との身

分上の関係により取引関係において本人に不利益をもたらす行為をするおそれ

が少ないため、代理権を相当広く認めているが、特許法においても法定代理人が

本人を代理して特許に関する手続きをする場合、任意代理人とは異なり特別授

権を得なくても特許法第 6 条の規定による特別授権事項に関する代理行為をす

ることができるようにしている。 

ただし、法定代理人であっても親権者と後見人は区分しているが、特許法第 3

条の規定による法定代理人のうち親権者は、特別授権事項は勿論、審判又は再審

を含むすべての特許に関する手続きをするに当たって、後見監督人の同意を得

なくても手続きをすることができる一方、後見人の場合は、相手方が請求した審

判又は再審に関する手続きなど、相手方の請求に対する受動的な手続きに限っ

て後見監督人の同意を得ずに手続きをすることができるが、審判又は再審に対
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する請求は勿論、特許を受けることができる権利又は特許権の得失、変更などを

目的とする行為は、いずれも後見監督人の同意を得なければならない。[特法

3(2)] 

(参考)民法においても法定代理人が後見人である場合は、①営業に関する行為、

②金銭を借りる行為、③義務のみ負担する行為、④不動産又は重要な財産

に関する権利の得失、変更を目的とする行為、⑤訴訟行為、⑥相続の承認、

限定承認又は放棄及び相続財産の分割に関する協議において後見人が被

後見人に代わって行為をする、又は未成年者のこうした行為に同意する

ときには、後見監督人の同意を得るようにすることで、法定代理人が親権

者である場合よりもその権限をさらに制限している。[民法 950] 

(4)法定代理人により特許に関する手続きをする場合には、出願書などの代理人

欄にその事項を記載し、これを証明することができる書類を提出しなければな

らない。一般的に親権者が法定代理人である場合は、住民登録謄本又は家族関係

証明書をもって立証が可能である。[特法 42、142、特則 21] 

法定代理人が後見人である場合は、これを証明する書類を添付して提出しな

ければならない。また、法定代理人が後見人である場合は、特許法第 3条第 2項

が規定する手続き以外の手続きをするために後見監督人の同意を得なければな

らないため、後見監督人の同意を立証することができる書類を添付しなければ

ならず、特許に関する手続きごとに個別に同意を得る、又は包括的に同意を得る

こともできる。 

(参考)審査官は、法定代理人であるか否かについて「住民登録共同利用システ

ム」を利用して確認することができる場合には、これを出願人などに要求

しないこととする。 

 

4. 任意代理人 

 

(1)任意代理人は、本人の信任を受けて本人の意思により代理人になった者であ

る。任意代理人は「委任による代理人」のみならず、委任契約以外の事務処理契

約による代理人も含む。特許管理人及び指定代理人も任意代理人である。[民法

114] 

(2)任意代理権は、本人が他人に代理権を授与した場合に発生する。 

(3)代理権は、本人が授権行為を撤回した場合、当然に消滅する。[民法 128] 
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一方、特許法では民法において規定する代理権の消滅理由(民§127)とは異な

り、本人の死亡又は能力喪失、本人である法人の合併による消滅、本人である受

託者の信託任務の終了、法定代理人の死亡又は能力の喪失若しくは代理権の消

滅又は変更により消滅しない。これは民法第 127 条による場合、代理人が本人

の死亡を知らずにした手続きは無効となり、また、緊急を要する手続きをするこ

とができなくなり、本人の相続人に予測することのできない損害を与えること

になるだけでなく、審査・審判のあらゆる手続きの進行においても支障をきたし

かねないために設けられた制度である。[特法 8、民法 127] 

(4)委任による代理人(在外者の特許管理人は除く)は、特別な授権を得なければ

出願の変更・放棄・取下げ(特許権の存続期間延長登録出願の取下げ)、特許権の

放棄、申立の取下げ、請求の取下げ、特許法第 55条第 1項の規定による国内優

先権主張又はその取下げ、第 132 条の 3 の規定による審判請求又は復代理人の

選任をすることができない。例えば、代理権を委任する欄に代理権の範囲を「本

願○○出願に関する一切の件」などと記載した場合は、特別授権事項を含まな

い。[特法 6] 

国内優先権主張を代理するためには特別授権が必要であり、特別授権の表示

は、以下の例示のように先願を特定しなければならない。[特則 5] 
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区分 先願の委任状 国内優先権主張出願の委任状 

先願時に優先

権主張につい

て特別授権す

る場合 

本願○○出願に関する一切の

件 

(優先権主張に関する特別授

権) 

この○○出願に基づいた特許

法第 55 条第１項又はこれを準

用する実用新案法第 11 条によ

る優先権主張又はその取下げ 

本願○○出願に関する一切の

件 

※特別授権の記載不要 

国内優先権主

張出願時に優

先権主張につ

いて特別授権

する場合 

本願○○出願に関する一切の

件 

※優先権主張に関する特別授

権の記載なし 

本願○○に関する一切の件 

(優先権主張に関する特別授

権) 

○○年○○出願第○○○○号

(先願表示)に基づいた特許法

第 55 条第１項又はこれを準用

する実用新案法第 11 条による

優先権主張又はその取下げ 

(参考)特許に関する手続きとは、出願、請求、その他の手続きであって、特許権

の設定登録後の手続きを含む。従って、実用新案の場合は、実用新案権の

登録後、技術評価に関連する手続きも当然に含まれるため、出願書の提出

時、技術評価に関する事項について代理人が委任を受けているならば、そ

の代理人は技術評価の請求に関する事項を代理することができる。 

 

5. 特許管理人 

 

(1)国内に住所又は営業所を有する者は、代理人を選任せずとも特許に関する手

続きをすることができるが、在外者は、国内に滞在する場合を除き、特許管理人

によらなければ特許に関する手続きをする、又は特許法若しくは特許法に基づ

く命令により行政庁が下した処分に対して訴えを提起することができない。[特

法 5] 

しかし、在外者が国際特許出願をする場合は、特許法第 5 条第 1 項の規定に

もかかわらず、基準日(国内書面提出期間(韓国語翻訳文の提出期間が延長され
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た場合は、その延長された期間を含む)、その期間内に出願人が審査請求をした

時はその請求日)までには代理人によらず、出願翻訳文の提出など、特許又は実

用新案登録に関する手続きをすることができる。この場合、基準日の経過後 2カ

月内に代理人を選任して特許庁長に届け出なければならず、期間内に選任届出

がない場合、その国際特許出願は取り下げられたものとみなす。[特法 206、特

則 116] 

(参考)在外者が特許権利人を選任せずに特許に関する手続きをした場合は、特

許法第 5条及び特許法施行規則第 11条により期間を定め、疎明の機会を

付与した後、関連書類を返戻する。この場合、特許管理人を選任するなど

の補正により瑕疵を解消することは許容されない。[特法 5、特則

11(1)(6)] 

また、在外者の特許管理人が死亡・解任又はその他の理由により存在しな

くなった場合には、迅速に本人(在外者)に管理人の選任手続きをするよ

う連絡する。この場合、新しい管理人が選任されるまでは、書類を航空書

留郵便で直接本人に発送することができるが、①上記発送した日に送達

されたものとみなすという趣旨、②従前の特許管理人が死亡したため、特

許法第 5 条第 1 項の規定により管理人を選任し、その届出をしなければ

ならないという趣旨及び③以降の手続きは、特許管理人によりしなけれ

ばならないという趣旨の注意書(外国語で翻訳した書面を含む)を添付す

ることができる。[特法 220(2)、(3)] 

(2)在内者と在外者が共同で出願した場合、特許法第 11 条第 1 項の各号に規定

されている手続きを除き、在内者は単独で特許に関する手続きをすることがで

きるが、在外者は特許管理人を選任せずに特許に関する手続きをすることがで

きない。[特法 5、11] 

特許法第 11条第 1項の各号のいずれかに該当する特許に関する手続きについ

ては、在内者は在外者が選定した特許管理人と共同でその手続きをしなければ

ならない。 

(3)在外者の特許管理人は、授与された範囲内において特許に関するすべての手

続き及び特許法又は特許法に基づく命令により行政庁が下した処分に関する訴

訴訟に対して本人を代理する。[特法 5(2)]ただし、特許管理人も委任の範囲内

に限って特許に関する手続きをすることができるため、通常の委任による代理

人と同様、出願の取下げ又は審判請求の取下げなどの特別授権事項については、

別途の委任を受けてはじめてその行為をすることができる。 
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6. 代理人の選任又は改任 

 

6.1 代理人の選任 

(1)選任された代理人は、これを証明するために委任状及び代理人選任届出書を

提出しなければならず、選任された代理人を解任又は変更しようとする場合に

も届出書を提出しなければならない。代理人の選任、解任又は変更手続きは、特

許法施行規則第 5条に規定されている。[特則 5] 

(2）出願などの手続きをしている途中で代理人を選任又は変更した場合には、委

任状を添付した代理人選任届出書、又は代理人変更届出書を提出しなければな

らない。意見書などの中間書類に委任状(出願に関する一切を委任する旨が記載

された場合を含む)のみを添付して、代理人による手続きをする場合には、当該

中間手続き(同時にその他の中間手続きをしている場合は、その中間手続きを含

む)に限って代理権があるものとして取り扱う。この場合、中間手続き以降の手

続きについてもその代理人が継続して手続きをする場合には、代理人選任届出

を別途にしなければならない。この際、既に提出した委任状の内容に変更がない

場合は、援用の趣旨を明記し、委任状の写しを提出することができる。[特則 5(3)、

(6)] 

また、出願人の名義変更のある出願について、従前の代理人がその特許に関す

る手続きを継続してしようとする場合は、承継人の委任状を添付して代理人選

任届出書を提出しなければならない。[特則 5(1)] 

代理権の証明書類などに瑕疵がある場合、期間を指定して補正を要求し、瑕疵

を解消することができなかった場合には、代理人選任手続き及び瑕疵があると

された代理人がした手続きは無効とする。[特法 46、16] 

(3)委任状には代理する事件の表示、受任者及び委任者の氏名と住所、委任する

事項及び作成年月日を記載しなければならず、委任者が記名・捺印又は署名しな

ければならない。 

出願書などの提出書類に記載された内容と委任状の記載内容が一致しない場

合、又は代理人選任届出書、復代理人選任届出書、代理人解任届出書などに瑕疵

がある場合には、その手続きについて補正を要求し、瑕疵を解消することができ

なかった場合はその手続きを無効とする。 
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(参考)委任状の委任する事項欄に「○○○に関する一切の件」、「○○○に関する

その他一切の件」などと記載されている場合には、特許法第 6 条の特別

授権事項は含まないものとみなす。また、出願人名義変更届出書に添付さ

れた委任状の委任事項に「○○○に関する出願人名義変更」、「○○○に関

する出願人名義変更に関する一切の件」と記載され、名義変更届出以降の

手続きに関する言及がない場合には、名義変更届出のみの委任とみなす。 

(4)手続きをする者の代理人(特許管理人を含む)の代理権は、書面をもって証明

しなければならない。代理権を証明する書面が添付されていない場合、委任状に

記載されている本人の氏名が異なる場合、又は捺印された印鑑が届出の印章と

一致しない場合などは無権代理とみなす。この場合、補正を要求して正しい委任

状を提出させ、正しい委任状が提出されたときには本人により追認されたもの

とする。もし、追認されなかったときは、代理人がした特許に関する手続きを無

効とする。[特法 7] 

 

6.2 包括委任制度 

(1)包括委任制度は、特許に関する手続きを代理人によりする場合において、現

在及び将来の事件について予め事件を特定せず、包括して委任する制度である。

[特則 5の 2] 

(2)包括委任をしようとする場合には、包括委任登録申立書に代理権を証明する

書類(以下、「包括委任状」という)を添付して特許庁長に提出しなければならな

い。[特則 5の 2(1)] 

特許庁長は、包括委任登録申立があったときには、包括委任登録番号を付与

し、その番号を包括委任登録の申立人に通知しなければならない。包括委任を受

けて特許に関する手続きをしようとする者は、包括委任登録番号を特許庁長又

は特許審判院長に提出する書類に記載しなければならない。[特則 5の 2(2)] 

(3)包括委任登録をした者が特定の事件又は事項について、包括委任の援用を制

限しようとする、又は包括委任を撤回しようとする場合には、それぞれ包括委任

援用制限届出書又は包括委任登録撤回書を特許庁長に提出しなければならない。

[特則 5の 3]
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一方、包括委任登録をした代理人の出願について代理人解任届出書が提出さ

れた場合、当該出願について包括委任援用制限届出書が提出されたものとみな

す。 

(参考)包括委任された代理人が特定の事件に対する代理人を辞任しようとする

場合又は包括委任代理人を辞任しようとする場合は、特許法施行規則第 5

条の 4 の規定による包括委任登録撤回書(特許法施行規則別紙第 3 号書

式)を提出する。 

 

6.3 代理人の改任など 

(1)本人又は代理人が手続き能力のため、行政手続きを円滑に遂行することがで

きないと認められる場合、本人の利益を保護するために代理人を選任して手続

きをするようにする、又はその他の代理人に手続きを遂行するよう代理人改任

を強制する制度を設けている。[特法 10] 

(2)特許庁長又は審判長は、特許に関する手続きをする者又はその代理人がその

手続きを円滑に遂行することができない、又は口頭審理において陳述する能力

がないと認められるなど、その手続きをするに適当でないと認められるときに

は、代理人を選任する、又はその他の代理人によりその手続きをするよう命ずる

ことができるほか、弁理士に代理するように命ずることができる。[特法 10(1)、

(2)] 

特許に関する手続きをする者の代理人が弁理士である場合であっても、特許

法第 10 条の趣旨上、形式的要件にかかわらず、実質的に特許に関する手続きを

することができるか否かを判断し、手続き能力の問題で行政手続きを円滑に遂

行することができないと認められる場合などには、行政上の便宜と本人の保護

のためにその他の代理人に改任することを命ずることができる。実質的に特許

に関する手続きをすることができない場合としては、健康上の理由などにより

特許に関する手続きを円滑に遂行することができない場合、又は口頭審理にお

いて陳述する能力がない場合などがある。 

(3)特許庁長又は審判長は、代理人の選任又は改任の命令後、選任若しくは改任

の前に本人又は代理人が特許庁若しくは特許審判院に対して行った手続きは、

これを無効とすることができる。[特法 10(4)] 

 



第 2 章 代理人 
 

   1213 (2016年 2月追録) 

 

6.4 復代理 

(1)復代理は、代理人が代理権内の行為を行うようにするために自己の名義によ

り改めて代理人を選任し、本人の代理をさせることをいう。代理人により選任さ

れた本人の代理人を復代理人という。[民法 120、123] 

復代理人を選任する権限(以下、「復任権」という)は、代理権そのものとは別

途で本人の承諾又は直接法律規定により付与される権限である。 

(2)法定代理人は、本人の意思によらず代理人になった者であり、その権限も一

般的に広範囲であって辞任も自由ではなく、本人が承諾する能力がない場合も

多いため、法定代理人は常に復任権を有すると解釈し、その責任により復代理人

を選任することができるとみる。[民法 122] 

任意代理人、特許管理人は、特別授権を得なければ復代理人を選任することが

できない。[特法 6] 

(3)復代理人を選任した法定代理人の責任は、原則として選任及び監督に関す

る過失の有無にかかわらず、復代理人の行為すべてに及ぶ。ただし、やむを得な

い理由があるときは、その選任・監督に対してのみ責任がある。[民法 122] 

任意代理人の場合、復代理人の選任の責任は、選任及び監督を怠ったときに限

って、本人に対して損害を賠償する責任がある。ただし、任意代理人が本人の指

名により復代理人を選任した場合は、その不適任さ又は不誠実さを知っていな

がらも本人に対する通知及び解任を怠ったときに限って責任がある。[民法

122(2)] 

(4)復代理人の授権範囲は、代理権の授権範囲を超えることができない。代理人

が復代理人を選任することができる権限及び特別授権事項を本人から授権され

た場合には、特別授権事項であっても復代理人に授権することができる。[民法

123] 

一方、代理人が選任した復代理人の復任権は、原則として認めない。しかし、

本人が代理人に代理権及び復任権を付与すると同時に復代理人が再び復代理人

を選任することができることを明示した場合には、復代理人が再び復代理人を

選任することができる。[民法 120] 
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復代理人は、その権限内の行為について本人を代理し、本人及び第三者に対し

て代理人と同一の権利義務を有する。復代理人も代理制度の基本趣旨に従い善

良な管理者の注意義務を負うものであるため、本人は復代理人を解任すること

ができる。 

(5)本人の授権により代理人が復任権を有する場合、その復任権により選任され

た復代理人は、本人の代理人として取り扱われる。この場合、代理権を証明する

書面として「本人が代理人に復任権を付与したことを立証する書面」及び「代理

人が復任権により復代理人を選任したことを証明する書面」を提出しなければ

ならない。復任権付与の立証は、一般的に委任状の〔委任事項〕欄で確認するこ

とができるため、立証書面として委任状を提出する場合が多い。[民法 123、特

則 5(3)] 

(6)特許に関する手続きをすることができる復代理権は代理権と同様、民法第

127 条の代理権の消滅理由(本人の死亡、代理人の死亡、被保佐の開始又は破産

など)にもかかわらず、特許法第 8 条の規定により本人の死亡又は能力の喪失、

本人である法人の合併による消滅、本人である受諾者の信託任務の終了、法定代

理人の死亡又は能力の喪失若しくは代理権の消滅又は変更により消滅しない。

また、復代理人の代理権は、代理人に民法第 127 条の代理権の一般的な消滅理

由(代理人の死亡、被保佐の開始又は破産)が発生する、又は代理人が辞任する、

若しくは解任される場合にも消滅しない。[特法 8、民法 127] 

復代理権は、民法第 127 条による一般的な消滅理由が復代理人に発生する、

又は代理人、復代理人の委任若しくは授権の撤回により消滅される。[民法 127] 

(参考)代理人が死亡する場合、監督することができないことを踏まえて復代理

権も消滅するものと規定する民法とは異なり、民事訴訟法では、訴訟の迅

速で円滑な遂行という目的に照らし、訴訟代理人が死亡しても復代理権

は消滅しないものと規定している。特許法に代理人に関する特別な規定

があることを除けば、民事訴訟法の規定を準用しているため、特許に関す

る手続きを代理する復代理人の代理権は、代理人の死亡により消滅しな

いものとみなす。[民事訴訟法 96] 
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7. その他の代理に関する規定 

 

(1)民事訴訟法によると「複数の訴訟代理人がいるときは、各自が当事者を代理

し、当事者がこれに背く約定をした場合、その約定は効力を有しない」と規定し

ている。特許法においても同様の趣旨により代理人が数人あるときは、特許庁又

は特許審判院に対して各自が本人を代理することと規定している。[特法 9、民

事訴訟法 93] 

このような個別代理の原則は、任意代理人同士のみならず、本人と任意代理

人、任意代理人と復代理人、本人と復代理人相互間の行為は勿論、同一代理人が

数回にわたって手続きをした場合にも適用される。 

(例)審査官の拒絶理由通知に対して数人の代理人がそれぞれ補正書を提出した

ならば、その補正書はいずれも一旦適法に提出されたものである。この場

合、第 5部第 3章「6.3.1補正された明細書の確定方法」を参考し、審査対

象の明細書を確定して審査する。 

(2)特許法第 7条 2の規定によると「行為能力又は法定代理権がない、若しくは

特許に関する手続きにおいて必要な授権を欠いた者がした手続きは、補正され

た当事者又は法定代理人の追認があるときには、行為時にさかのぼってその効

力が発生する」と規定し、制限行為能力者又は無権代理人がした手続きは、適法

な当事者又は法定代理人の追認により最初の行為時にさかのぼって効力が発生

するものとしている。ここで「補正された当事者」とは、例えば、最初に手続き

をした時は未成年者であったが、その後満 19歳に達して行為能力者になった者

などをいう。[特法 7の 2、民法 4] 

(3)複数の当事者が特許に関する手続きをする場合、その他の当事者に不利益を

もたらしかねない一部の手続きを除き、各自が全員を代表する。複数の当事者が

共同で手続きをしなければならない事項は、特許法第 6 条の規定により通常の

委任代理人が特別授権を得てはじめて代理することができる事項と類似する。

[特法 11] 
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複数の当事者が代表者を選定して届け出た場合には、代表者のみ特許に関す

る手続きをすることができる。2人以上も代表者に選定することができる。代表

者を選定しようとする場合には、選任された代表者が特許法施行規則別紙第 2

号書式の代理人[代表者]に関する届出書に代表者であることを証明する書類及

び代理権を証明する書類(代理人により手続きをする場合に限る)を添付し、特

許庁長又は特許審判院長に提出しなければならない。[特則 6(1)] 

一方、選任された代表者の変更又は解任を届け出ようとする者は、特許法施行

規則別紙第 2 号書式の代理人[代表者]に関する届出書に届出内容を証明する書

類及び代理権を証明する書類(代理人により手続きをする場合に限る)を添付し、

特許庁長又は特許審判院長に提出しなければならない。[特則 6(1)] 

(参考)代表者であっても特許法第 11条第 1項各号の事項については、複数の当

事者の特別授権なしに手続きをすることができない。従って、代表者が特

別授権なくこれらの手続きをした場合、特許庁長は補正を要求し、瑕疵を

解消することができなかった場合はその手続きを無効とする。代表者が

手続きをする権限の委任を受けているか否かは、委任状などを通じて確

認する。[特法 11(1)] 

(4)複数の当事者のうち一部のみ代理人を選任した場合、その代理人は全員を代

表して特許に関する手続きをすることができるが、特許法第 11条第 1項各号に

規定された手続きに関しては、その他の当事者と共同でしなければならない。 

(参考)代理人が出願人全員を代理しない場合は、出願書の[代理人]欄の[住所]

欄の次の行に[特記事項]欄を設け、「出願人○○○の代理人」と記載する。 
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第 3 章 期間 

 

1. 関連規定 

 

特許法第14条(期間の計算)この法又はこの法に基づく命令において定めた期間

の計算は、次の各号による。 

1．期間の初日は計算に算入しない。ただし、その期間が午前 0時から始まる

場合は算入する。 

2．期間を月又は年をもって定めた場合は、暦により計算する。 

3．月又は年の始めから期間を起算しない場合は、最後の月又は年においてそ

の起算日に該当する日の前日の終了をもって期間が満了する。ただし、月

又は年をもって定めた場合、最終の月に当該する日がなければ、その月の

末日の終了をもって期間が満了する。 

4．特許に関する手続きにおいて期間の末日が法定休日(「勤労者の日の制定に

関する法律」による勤労者の日及び土曜日を含む)に該当すれば、期間はそ

の翌日の終了をもって満了する。 

特許法第 15 条(期間の延長など)①特許庁長は、請求により又は職権により第

132 条の 17 に基づく審判の請求期間を 30 日以内で 1 回に限って延長するこ

とができる。ただし、離島・へき地など交通が不便な地域にある者の場合は、

産業通商資源部令で定めるところにより、その回数及び期間を追加延長する

ことができる。 

②特許庁長・特許審判院長・審判長又は第 57 条第 1 項による審査官(以下、

「審査官」という)は、この法により特許に関する手続きをする期間を定めた

場合は、請求によりその期間を短縮又は延長、若しくは職権によりその期間を

延長することができる。この場合、特許庁長などはその手続きの利害関係者の

利益が不当に侵害されないように短縮又は延長の可否を決定しなければなら

ない。 

③審判長は、この法により特許に関する手続きをする期日を定めた場合は、請



第 1 部 総則 

1302 (2017年 3月追録) 

求により又は職権によりその期日を変更することができる。 

 

2. 期間の種類 

 

期間には法定期間と指定期間がある。法定期間とは、特許法又は特許法による

命令に規定されている期間をいう。指定期間とは、出願・請求・その他の手続き

をする者に対して特許庁長、特許審判院長、審判長又は審査官が特許法又は特許

法による命令に基づいて定めた期間をいう。[特法 15(1)、(2)] 

特許出願の審査に関する法定期間及び指定期間は、次の通りである。 

法定期間 指定期間 

 手続きの無効処分の取消請求期間

(特法 16) 

 正当な権利者の出願日遡及認定期

間(特法 34、35) 

 公知などにならない発明とみなす

場合の期間(特法 30) 

 明細書又は図面の補正期間(特法

47) 

 分割出願期間(特法 52) 

 変更出願期間(特法 53) 

 優先権主張関連期間(特法 54、55、

56) 

 審査請求期間(特法 59) 

 出願公開時期(特法 64) 

 特許権存続期間延長登録出願(特

法 90) 

 特許拒絶決定などに対する審判

(特法 132の 17) 

 公示送達の効力発生時期 (特法

219) 

 再審査請求期間(特法 67の 2) 

□ 特許庁長が指定する期間 

 手続きの補正期間(特法 46) 

 同一発明などに関する協議を要求

する場合(特法 36、38) 

 当事者に書類・物の提出を要求す

る場合(特法 222) 

 

□ 審査官が指定する期間 

 拒絶理由を通知して意見書を提出

する機会を与える場合(特法 63) 

 審査のために当事者に必要な書

類、その他の物(模型、見本、試験

成績書を含む)の提出を要求する

場合(特法 222) 

 優先権主張の基礎ともなる出願を

した国の審査結果に関する資料の

提出を要求する場合(特法 63 条の

3) 
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3.期間の計算 

期間の計算は、特別な場合を除いて民法第 155条によるが、特許法第 14条に

おいて特許法及び特許法に基づく命令による期間の計算方法を別途で定めてい

るため、特許法上における期間の計算は、特許法第 14条を優先的に適用し、民

法の規定は補充的に適用する。[民法 155～161、特法 14] 

(参考)期間の計算方法には、自然的計算方法及び暦による計算方法があり、自然

的計算方法は正確である一方で不便であり、暦による計算方法は多少不

正確であるが簡単である。 

(1)特許法上における期間の計算において期間の初日はこれを算入しない。ただ

し、その期間が午前 0時から始まるときは、初日も算入するよう規定している。

[特法 14] 

(2)期間を月又は年をもって定めたときには、月又は年の長短にかかわらず、暦

により計算する。 

(3)期間を月又は年の初めから起算しないときは、最後の月又は年においてその

起算日に該当する日の前日の終了をもって期間が満了する。ただし、月又は年を

もって定めた場合、最終の月に当該日がないときは、その月の末日の終了をもっ

て期間が満了する。ここでいう起算日とは、期間の計算に算入する最初日であ

り、満了日とは、期間の計算に算入する最後日である。 

特許に関する手続きにおいて期間の末日が法定休日である場合、期間はその

翌日の終了をもって満了する。ここで注意すべき点は、翌日の終了をもって満了

する期間は、特許に関する手続きに関する法定期間又は指定期間であることだ。

すなわち、特許に関する手続ではない法定期間又は指定期間は、特許法第 14 条

第 4 号の適用を受けない。例えば、国内優先権主張において先願の取下げとみ

なす時点、特許権の存続期間の満了日などは、期間の末日が法定休日であっても

期間の末日がその翌日に延長されない。 

(例)拒絶理由通知による指定期間の満了日が 1 月 27 日である場合、1 月 27 日

が旧正月連休で、その翌日である 1月 28日が日曜日であれば、補正期間は

1月 29日の終了をもって満了する。従って、1月 29日付で補正書を提出し

たならば、適法な期間内に提出したものである(大法院 1991.2.28.宣告 90

フ 1680判決を参照)。 

(参考)期間の起算日が法定休日である場合、その期間は法定休日から始まる。 
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(4)電子文書を提出しようとする者が期限前に情報通信網を利用して電子文書

を発送したが、電算障害により期限内に提出されなかった場合、期間はその障害

が除去された日の翌日の終了をもって満了する。電算障害とは、情報通信網の障

害、特許庁で使用するコンピューター又は関連装置の障害をいう。ただし、特許

庁長が事前に公知した場合は障害と認めない。詳しい内容は、特許法施行規則第

9条の 4及び「情報通信網などの障害発生時の期限延長に関する告示」を参照す

る。[特則 9の 4(3)] 

(5)特許法第 15 条により期間が延長される場合、期間の末日が法定休日である

場合であっても当初の期間は法定休日の終了をもって満了し、延長期間は指定

期間が満了した日の翌日から起算する。また、2回以上の期間延長申立をした場

合は(1 回の期間延長申立とは、1 月の期間延長申立を意味する。以下、同じ)、

各回ごとに期間の計算は、上記の通りである。[特法 14、民法 161] 

具体的な適用例は、以下を参照する。 

 

最終月に当該日がない場合  

  

12.30  12.31  (指定期間 2月)  2.28(29)  

──●───●--------------------------●───────── 

 通知書 起算日           指定期間 

 送達日                満了日 

 

 特許法上における期間の計算において初日は算入しない。ただし、期間が

午前 0 時から始まる場合は、起算日が翌日から始まるのではなく、初日から

始まる。上の例において通知書の送達が通常 0時に行われる場合はないため、

初日は算入せず、起算日は 12月 31日になる。 

 また、最終月に当該日がない場合、その月の末日の終了をもって期間が満

了する。すなわち、上の例においては 2月 30日がないため、2月の末日であ

る 2月 28日(2月 29日まである場合は 2月 29日)の終了をもって指定期間が

満了する。 
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期間延長日が月又は年の初日から期間を起算する場合  

 

12.28  12.29 (1月指定) 1.28 (2回延長) 2.28  3.1   3.31 

─●───●----------------●───────●───●────●─ 

通知書 起算日      指定期間    1回延長 2回延長 2回延長 

送達日          満了日      満了日  起算日  満了日 

 

 期間を月又は年の初日から起算しないときは、最後の月又は年においてそ

の起算日に該当する日の前日の終了をもって期間が満了する(指定期間満了

日)。また、期間延長の起算日を月又は年の初日から起算したときは、最後の

月又は年の末日の終了をもって期間が満了する(2回の期間延長満了日)。 

 

指定期間の満了日が法定休日である場合で、期間延長をする場

合 

 

7.22   7.23 (2月指定) 9.22 9.23   9.24  9.25 (1月期間延長)10.22 

─●───●--------------●──●───●───●--------------●─ 

通知書 指定期間    (秋夕) 1 回 (日曜日)指定期間    延長期

間 

送達日  起算日         延長      満了日     満了日 

                起算日 

 

 特許に関する手続きにおいて期間の末日が法定休日である場合、期間はそ

の翌日の終了をもって満了する。従って、上の例において期間延長がなかっ

たならば、期間は 9月 25日の終了をもって満了する。 

 期間の起算日が法定休日の場合であっても期間の起算日は法定休日から始

まる。従って、期間延長の満了日は 10月 22日になる。 

 上の例において指定期間の満了日が 9 月 25 日になった場合、9 月 25 日ま

でに指定期間の延長申立ができる。その際、申立が 9月 25日にあったとして

も期間延長の起算日は 9月 23日になり、期間延長の満了日は 10月 22日にな

る。 

 

 

4. 期間の延長 

期間の延長制度は、法定期間又は指定期間内に特許に関する手続きをしなけ
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ればならない者が交通の不便な地域に居住する、又はその手続きをするために

相当な準備期間が所要される場合、その期間を延長することで手続きを十分に

行うことができるようにするための制度である。[特法 15] 

一方、期間の延長のみでは、指定期間が経過する前に特許可否の決定を希望す

る出願人の要求に応えることができない場合があるため、請求により指定期間

を短縮することができるようにする期限短縮制度を設けた。 

法定期間は、特許法第 132 条の 3 の規定による審判の請求期間に限って延長

することができるが、指定期間は延長対象に制限がない。また、法定期間は短縮

することができないが、指定期間は当事者の請求により短縮することができる。 

 

4.1 法定期間の延長と承認 

法定期間のうち特許拒絶決定又は実用新案登録拒絶決定に関する不服審判の

請求期間は、誰でも 1回に限って 30日以内で延長ができ、交通の不便な地域に

ある者の場合、追加延長をすることができる。法定期間延長申立書が提出された

場合、特許審判院長(審判政策課)が延長要件を充足しているか否かを審査し、承

認の可否を決定する。[特法 15(1)、特則 16(2)] 

 

4.2 実体審査に関する指定期間の延長と承認 

(1)特許法施行規則第 16 条による指定期間の延長申立は、毎回 1 月ずつ 1 回又

は 2 回以上一括して申し立てることができ、延長希望期間が 1 月未満である場

合は、その延長希望期間は 1月とする。[規定 23(2)] 

拒絶理由通知による意見書の提出期間(以下、「意見書の提出期間」という)を

除き、期間延長申立書が受け付けられたときに期間延長申立が承認されたもの

とみなす。ただし、審査官はこの場合に利害関係者の利益が不当に侵害されたと

判断した場合は、必要な期間のみ延長を承認し、残りの期間については期間延長

不承認予告通知を出した後、不承認することができる。[規定 23(3)、(7)] 

(2)意見書の提出期間の延長に関する期間延長申立は、延長希望期間の満了日が

元来の意見提出通知書において指定した期間の満了日から 4 月を超過しない期

間(以下、「延長申立可能期間」という)以内である場合は、期間延長申立書が受

け付けられた時に承認されたものとみなすが、延長申立可能期間を超過した場

合は、審査官が期間延長が必要とされる理由を審査し、必要に応じて期間延長を

承認する。[規定 23(3)～(5)] 
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審査官は、意見書提出期間に関する期間延長申立の延長希望期間の満了日が

延長申立可能期間を超過した場合、延長申立可能期間内に限定して期間延長を

承認し、超過した期間については期間延長が必要とされる理由が次に該当する

か否かを検討して承認の可否を決定する。期間延長承認を決定した後は、その趣

旨と期間延長をしようとする場合には、追加で必要な理由を疎明しなければな

らないという事項を記載して出願人に通知する。 

①期間満了前の 1 月以内に初めて代理人を選任する、又は選任された代理人

全員を解任・変更した場合 

②期間満了前の 1 月以内に出願人変更届出書を提出した場合。ただし、新し

い出願人が追加された場合に限る。 

③期間満了前の 2 月以内に外国特許庁の審査結果を受けた後、これを期間延

長申立書とともに提出した場合 

④意見提出通知書の送達が 1 月以上遅延された場合 

⑤原出願又は後願が審判若しくは訴訟に係留中である場合。 

⑥拒絶理由に関する試験及び結果の測定にさらなる期間が必要な場合 

⑦その他不可避な期間延長が必要だと認められる場合 

※第三者が審査を請求した出願に関する期間延長である場合は、①〜⑤で

あっても不承認 

(3)期間延長申立に関する手数料が未納された場合は、期間を定めて補正を要求

する。指定された期間内に未納手数料を納付した場合は、正当な期間延長申立と

して認めるが、指定期間までに未納手数料を納付しなかった場合は、当該期間延

長申立を無効とする。このような処理指針は、法定期間と実体審査及び方式審査

に関する指定期間の区分なく、すべてに適用する。[特法 46] 

(4)実体審査に関する指定期間(指定期間延長申立により期間が延長された場合

は、その延長された期間)の経過後に指定期間延長申立書が提出されれば、疎明

機会を付与した後に返戻する。このとき、指定期間延長申立書とともに納付され

た手数料は返還する。[特則 11(1)(9)] 

(参考)期間延長申立を承認しなかった場合であっても納付された手数料は返還

する。 
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4.3 方式審査に関する指定期間の延長と承認 

(1)特許法第 46 条による補正期間の指定期間延長は毎回 1 月又は 1 月以上申し

立てることができ、延長希望期間が 1 月未満である場合はその延長希望期間は

1月とみなす。[出願関係事務取扱規定 12] 

(2)延長が可能な期間は通算して 4月である。ただし、申立人の責めに帰するこ

とができない理由が発生する、又は国内段階に進んだ国際特許出願など、指定期

間の追加延長が必要だと認められる場合は追加延長ができる。 

(3)延長希望期間が 4月を超過せず、手数料が納付されたときには、その期間延

長申立は、期間延長申立書が受け付けられた時に承認されたものとみなす。延長

希望期間が 4月に該当する指定期間申立がある場合、「これ以降の期間延長は承

認しない」という趣旨の予告文を指定期間延長承認書に記載し、申立人に通知す

る。 

これ以降に指定期間延長申立書が提出される場合は、その期間延長申立を不

承認する。 

(4)方式審査に関する指定期間(指定期間延長申立により期間が延長された場合

は、その延長された期間)を経過した後に指定期間延長申立書が提出されれば、

疎明機会を付与した後に返戻する。このとき、指定期間延長申立書とともに納付

された手数料は返還する。 

(参考)期間延長申立を承認しなかった場合であっても納付された手数料は返還

する。 

 

4.4 指定期間の短縮 

特許に関する手続きをする期間を定めたときには、請求によりその期間を短

縮することができる。期間短縮申立書が提出される、又は補正書に期間短縮の趣

旨が記載されて提出された場合、当該指定期間はその申立書又は補正書の提出

日の終了をもって満了したものとみなし、審査を進行する。[特法 15(2)、特則

16(2)]
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第 4 章 手続きの無効及び返戻 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 46条(手続きの補正)特許庁長又は特許審判院長は、特許に関する手続

きが次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて補正を命じなけ

ればならない。この場合、補正命令を受けた者は、その期間内にその補正命令

に関する意見書を特許庁長又は特許審判院長に提出することができる。 

1．第 3条第 1項又は第 6条に違反した場合 

2．この法又はこの法による命令で定める方式を違反した場合 

3．第 82 条により納付しなければならない手数料を納付しなかった場合 

特許法第 16 条(手続きの無効)①特許庁長又は特許審判院長は、第 46 条による

補正命令を受けた者が指定された期間内にその補正をしなければ、特許に関

する手続きを無効にすることができる。ただし、第 82条第 2項による審査請

求料を納付せず、補正命令を受けた者が指定された期間内にその審査請求料

を納付しなければ、特許出願書に添付した明細書に関する補正を無効にする

ことができる。 

②特許庁長又は特許審判院長は、第 1 項により特許に関する手続きが無効に

された場合であって、補正命令を受けた者がその責めに帰することができな

い理由によって指定された期間を守ることができなかったと認められるとき

には、その理由が消滅した日から 2 カ月以内に補正命令を受けた者の請求に

より当該無効処分を取り消すことができる。ただし、指定された期間の満了日

から 1年が経過したときは、この限りでない。 

③特許庁長又は特許審判院長は、第 1 項本文・ただし書きによる無効処分又

は第 2 項本文による無効処分の取消処分を下すときは、その補正命令を受け

た者に処分通知書を送達しなければならない。 

特許法第17条(手続きの追完)特許に関する手続きをした者がその責めに帰する

ことができない理由により、次の各号のいずれかに該当する期間を守ること
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ができなかった場合には、その理由が消滅した日から 2 カ月以内に守ること

ができなかった手続きを追完することができる。ただし、その期間の満了日か

ら 1 年が経過したときは、この限りでない。 

1．第 132条の 17 による審判の請求期間 

2．第 180条第 1 項による再審の請求期間 

特許法第 67 条の 3(特許出願の回復)①特許出願人がその責めに帰することがで

きない理由により、次の各号のいずれかに該当する期間を守ることができず、

特許出願が取り下げられる、又は特許拒絶決定が確定したものと認められる

場合は、その理由が消滅した日から 2 カ月以内に出願審査の請求又は再審査

の請求をすることができる。ただし、その期間の満了日から 1 年が過ぎたと

きは、この限りでない。 

1．第 59 条第 2項又は第 3項により出願審査の請求をすることができる期間 

2．第 67 条の 2第 1項により再審査の請求をすることができる期間 

②第 1 項による出願審査の請求又は再審査の請求がある場合は、第 59 条第 5

項にもかかわらず、その特許出願は取り下げられなかったものとみなす、又は

特許拒絶決定が確定されなかったものとみなす。 

特許法施行規則第 11 条(不適法な出願書類などの返戻)①特許庁長又は特許審

判院長は、法第 42 条・第 90 条・第 92 条の 3・第 132 条の 4・第 140 条又は

第 140 条の 2 による特許出願、特許権の存続期間の延長登録出願、特許取消

申立、若しくは審判に関する書類・見本又はその他の物(以下、「出願書類など」

という)が次の各号のいずれかに該当する場合は、法令に特別な規定がある場

合を除き、適法な出願書類などと認めない。 

1．第 2 条の規定に違反して 1件ごとに書面を作成していない場合 

2．出願又は書類の種類が不明確な物である場合 

3．特許に関する手続きをする者の氏名(法人の場合は名称)又は特許顧客番号

[特許顧客番号がない場合は、氏名・住所(法人の場合はその名称及び営業所

の所在地)]が記載されていない場合 

4．韓国語で記されていない場合(第 4 条第 1 項各号の書類が国語で記されて

いない場合は除く) 

5．出願書に明細書(明細書に発明の説明を記載していない場合を含む)を添付

していない場合
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5 の 2．請求範囲を記載していない明細書を特許出願書に添付して特許出願し

た正当な権利者の出願であって、その特許出願の当時に既に法第 42 条の 2

第 2項による明細書の補正期間を経過した場合 

6．国内に住所又は営業所を有しない者が法第 5条第 1項に規定された特許管

理人によらずに提出した出願書類などである場合 

7．この法又はこの法による命令が定めた期間内に提出されていない書類であ

る場合 

8．この法又はこの法による命令が定める期間、延長が許容されない期間に対

する期間延長申立書である場合 

9．法第 132 条 17 による審判の請求期間又は特許庁長・特許審判院長・審判

長若しくは審査官が指定した期間を経過して提出された期間延長申立書で

ある場合 

10．特許に関する手続きが終了した後、その特許に関する手続きと関連して提

出された書類である場合 

11．当該特許に関する手続きをする権利のない者がその手続きに関して提出

した書類である場合 

12．別紙第 2 号書式の届出書(包括委任の援用制限に限る)、別紙第 3 号書式

の包括委任登録申立書、包括委任登録変更申立書又は包括委任登録撤回書、

別紙第 4 号書式の特許顧客番号付与申立書若しくは職権により特許顧客番

号を付与しなければならない場合であり、当該書類が不明りょうであるた

め受付ができない場合 

13．情報通信網又は電子的記録媒体により提出された特許出願書若しくはそ

の他の書類が特許庁において提供するソフトウェア又は特許庁ホームペー

ジを利用して作成されていない、若しくは電子文書により提出された書類

が電算情報処理システムにおいて処理が不可能な状態で受け付けられた場

合 

13 の 2．第 3 条の 2 第 2 項の規定により提出命令を受けた書類を期間内に提

出しなかった場合 

14．第 8 条の規定により提出命令を受けた書類を正当な疎明なく、疎明期間

内に提出しなかった場合 
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15．特許出願人が、請求範囲の記載されていない明細書が添付された特許出願

に対して出願審査請求書を提出した場合 

16．請求範囲が記載されていない明細書を添付した特許出願、又は法第 87条

第 3項により登録公告をした特許に対して早期公開申立書を提出した場合 

17．第 40条の 2 第 1項各号のいずれかに該当して、特許可否決定を保留する

ことができない場合 

18．第 40条の 3 第 3項各号のいずれかに該当して、特許出願に対する審査を

猶予することができない場合(審査猶予申立書に限る) 

19．特許出願書に添付された明細書又は図面の補正なく再審査を請求する、若

しくは法第 67条の 2第 1項ただし書きに該当するため、再審査を請求する

ことができない場合 

20．法第 52条第 1項ただし書きにより韓国語翻訳文が提出されていない、又

は法第 53 条第 1項第 2号、法第 59 条第 2項第 2号若しくは法第 64条第 2

項第 2号に該当する場合 

②特許庁長又は特許審判院長は、第 1 項の規定により不適法なものとみなす

出願書類などを返戻しようとする場合は、出願書類などを提出した出願人な

どに対して出願書類などを返戻するという趣旨、返戻理由及び疎明期間を記

載した書面を送付しなければならない。ただし、第 1項第 14号の場合は、返

戻理由を告知し、即時出願書類などを返戻しなければならない。 

③第 2 項の規定により書面の送付を受けた出願人などが疎明しようとする場

合には、疎明期間内に別紙第 24 号書式の疎明書を、疎明なく出願書類などに

ついて疎明期間内に返戻を受けようとする場合は、別紙第 8 号書式の書類返

戻要請書を特許庁長又は特許審判院長に提出しなければならない。この場合、

特許庁長又は特許審判院長は、返戻要請を受けた時に即時出願書類などを返

戻しなければならない。 

④特許庁長又は特許審判院長は、出願人などが疎明期間内に疎明書又は返戻

要請書を提出していない、又は提出した疎明の理由がないと認められるとき

には、疎明期間が終了した後、即時出願書類などを返戻しなければならない。 
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2. 方式審査の一般原則 

 

(1)方式審査は、特許に関する手続きについて特許庁長又は特許審判院長が特許

法第 46 条及び特許法施行規則第 11 条によって行う検討手続きをいう。方式審

査の結果、瑕疵の内容によって補正を要求し、無効にする、又は疎明機会を付与

した後、書類を返戻する。[特法 46、特則 11、規定 18(1)] 

(2)方式審査は、特許庁長又は特許審判院長の名義で方式審査の担当部署(出願

課、国際出願課、登録課又は審判政策課)が行うことを原則とする。ただし、方

式審査による瑕疵が実体審査と密接な関連があり、書類を受け付けた部署にお

いて処理するには不適切である場合(公知例外主張の関連など)は、審査官が方

式審査をする。[規定 18(1)、(2)] 

審査官は、出願及びこれに付帯する申立、主張手続きなどの方式上の瑕疵が方

式審査の担当部署において処理しなければならない一般的事項として漏れて移

管された場合は、瑕疵事項を記載し、その書類を方式審査の担当部署へ移管す

る。審査官から書類を移管された方式審査の担当部署では、瑕疵事項を検討して

方式審査を完了し、審査官に関連書類を再度移管する。 

 

3. 手続きの無効 

 

(1)審査官は特許に関する手続きが特許法第 46 条各号のいずれかに該当する場

合、特許庁長の名義で手続きの補正を要求する。[特法 46] 

補正要求書には出願の書誌事項、補正期間、補正する書類、補正書を期日内に

提出しない場合は当該手続きを無効とする旨及び補正事項を具体的に記載する。

補正事項は、特許法など関連規定において定めた手続き上の要件を違反した内

容を記載し、必要な場合は補正する方法を具体的に記載する。[特法 16] 

補正要求書において指定する手続きの補正期間は 1月以内とする。 

(2)指定された期間内に補正書を提出し、手続き上の瑕疵が直された場合は、当

該手続きを進行した日にさかのぼって補正された状態で進行したものとみなす。

指定期間内に補正書が提出されていない、又は瑕疵を直すことができなかった

場合、当該手続きを無効にすることができる。 
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補正書を提出した場合、次の事項に注意して審査する。 

①指定期間を経過して手続き補正書を提出した場合 

指定期間の経過後、無効処分通知書の発送日(以下、「無効処分日」という)

の以前に補正書が提出されて手続きの瑕疵が直された場合、無効とせずに

補正書を受け付ける。無効処分日の後に提出された補正書は返戻する。[特

則 11(1)(10)] 

無効処分日の以前に郵便により発送したものの、無効処分の当時に補正書

の提出事実を知らずに無効処分をした場合、補正事項を検討して瑕疵を解

消した場合は、無効処分を取り消して補正を認める。無効処分日に提出され

た補正書も同一に取り扱う。 

②手続き上の瑕疵が新たに発見された場合 

補正要求により補正を完了した後、新しい手続き上の瑕疵が発見された場

合、その事項に対して期間を定めて再び補正を要求する。この場合、それぞ

れの補正に対して補正料を納付しなければならない。しかし、1回目で補正

要求ができた事項を漏らしたために同一の事項に対する追加補正を要求し

た場合は、その補正事項の補正に対しては補正料を徴収しない。(特許料・

登録料と手数料のうち補正料の納付要領§3、特許庁告示 2009−19 を参照) 

③補正要求と関係のない補正事項を含む補正書を提出した場合 

補正要求による補正書がまだ提出されていない状態で補正要求の趣旨と関

係のない自発補正書が提出された場合、その補正書を受け付ける。このと

き、その補正事項が補正料の納付対象に該当する場合は、補正料を徴収しな

ければならない。 

④補正を要求した事項の一部のみ補正した場合 

1件の補正要求書により 2以上の手続きに対して補正を要求したものの、指

定期間内に提出された補正書が瑕疵の一部手続きのみを補正した場合は、

瑕疵が直されていない手続きのみを無効とする。2以上の補正要求事項に対

して 2 回以上に分けて補正する場合は、それぞれ別途の補正とみなし、毎

回補正料を納付しなければならない。 
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⑤補正書なく補正内容のみ提出した場合 

補正書の書式を利用せずに補正内容のみ提出した場合は、一旦受け付けた

後、補正書が方式に違反したとの理由でその補正手続きに対して補正を要

求する。一方、その書類の種類が不明りょうである場合は返戻しなければな

らず、書式の瑕疵が軽微である場合は、別途の補正要求をせずとも受け付け

ることができる。 

方式に違反した補正書が指定された期間内に定められた書式により補正さ

れなかった場合、その補正書による補正手続きを無効処分として、補正手続

きの無効処分に従って元来指摘した瑕疵が直されていない場合には、当該

手続きを無効処分とする。 

(3)特許に関する手続きの無効処分における主体は、特許庁長又は特許審判院長

であり、審査官ではない。無効処分の対象は、出願手続きに限られるものではな

く、特許に関する手続であればいずれも該当する。[特法 16] 

無効処分をするときには、その理由を明示し、手続きをした者に通知しなけれ

ばならない。無効処分通知書には行政審判又は行政訴訟を提起することができ

るという案内文を付記する。 

(4)第三者が審査請求した出願であって補正により請求甲が増加し、出願人に審

査請求料を追加納付するように補正を要求した場合、出願人がその審査請求料

を納付しなかったときは、明細書に関する当該補正手続きを無効とする。[特法

82(2)、特法 16(1)] 

(5)出願が無効になった場合、特許法第 36 条第 1 項ないし第 3 項を適用するに

おいては、最初から出願がなかったものとみなし、その出願の出願書において最

初に添付された明細書又は図面に記載された発明に基づいて国内優先権主張出

願をすることができない。[特法 36(4)] 

また、出願が無効になった場合、それによる補償金請求権は、最初から発生し

ていないものとみなす。[特法 65(6)] 
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4. 無効処分の取消 

 

(1)特許庁長は、特許に関する手続きが無効になった場合であっても、その期間

を守ることができなかったことについて、補正要求を受けた者の責めに帰する

ことができない理由によるものだと認められるときは、その理由が消滅した日

から 2 カ月以内に請求によりその無効処分を取り消すことができる。ただし、

その期間の満了日から 1 年が経過した後は、無効処分を取り消すことができな

い。ここでいう「補正要求を受けた者の責めに帰することができない理由」とは、

一般人が普通の注意を払っても避けられない理由であって、天変地異、その他不

可避な理由が該当するのは勿論、審査実務において無効処分の書類を当事者で

はない者に送達した場合を含む。このとき、公示送達の事実を知らなかったとい

う理由は、特別な理由がない限り、責めに帰することができない理由に含まれな

い。 

(参考)特許法第 32 条第 2 項(注)に規定されている、いわゆる懈怠結果の免除は、

同条第 1 項に規定されているところと同様、出願・請求及びその他の手

続きをした者がその後の行為について指定期間を懈怠する、又は登録を

受ける時に納付しなければならない特許料の納付をしていないとき、特

許法にその他規定がある場合を除き、特許庁長がその出願、請求及びその

他の手続きを無効とした場合に限ってその適用があり、特許法第 77条第

3 項に規定されている通りの登録された特許権者が特許料を追納期間内

に追納せず、特許料を納付する期間を経過した時にさかのぼって特許権

が消滅するものとみなされる場合は、その適用がない(大法院 1982.12.14.

宣告 82ヌ 264判決を参照)。 

(注)特許法第 32条第 2項は、判決当時の特許法条文であり、現行の特許

法第 16条第 2項に相当 

(2)無効処分の取消しを求める場合は、特許法施行規則別紙第 10 号書式による

期間経過救済申立書に懈怠理由を証明することができる書類 1 通、代理人がい

る場合はその代理権を証明する書類 1 通を添付して特許庁長に提出しなければ

ならない。[特則 17] 

(3)無効処分の取消の可否は、当初無効処分をした者(部署)が特許庁長又は特許

審判院長の名義で決定し、無効処分の取消を請求した者に通知する。このとき、

無効処分取消通知書に無効処分を取り消した時から当初の補正期間に該当する

期間内に補正することができる旨を併記する。[特法 16(3)] 
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無効処分後、無効処分取消まで特許に関する手続き又は審査が行われた場合

は、事案ごとに検討して無効処分の取消可否による影響及び信頼保護原則など

を考慮し、その手続き及び審査結果の効力の有無を認める。 

 

5. 書類の返戻 

 

(1)特許庁長又は特許審判院長は、特許法施行規則第 11 条により不適法なもの

とみなす出願書類などを提出した出願人、審判請求人又は提出人(以下、「出願人

など」という)に対し、出願書類などを返戻する旨、返戻理由及び疎明期間を記

載した書面を送付しなければならない。[特則 11、規定 19] 

(2)返戻の趣旨などを書面により送付された出願人などが疎明しようとする場

合は、疎明期間内に特許法施行規則別紙第 24号書式の疎明書を、疎明なく出願

書類などについて疎明期間内に返戻を受けようとする場合は、特許法施行規則

別紙第 8 号書式の返戻要請書を特許庁長に提出しなければならない。[特則

11(3)] 

特許庁長又は特許審判院長は、返戻要請があったときは、即時出願書類などを

返戻しなければならず、特許法施行規則第 8 条の規定により提出要求のあった

書類を正当な疎明なく疎明期間内に提出しなかった場合であっても返戻の理由

を記載して出願書類などを即時返戻しなければならない。[特則 11(4)] 

出願人などが疎明期間内に疎明書又は返戻要請書を提出しない、若しくは提

出した疎明内容の理由がないと認められる場合は、疎明期間が終了した後、即時

出願書類などを返戻しなければならない。 

返戻処分時には、その理由を明記して出願人に通知しなければならず、通知書

には行政審判又は行政訴訟を提起することができるという案内文を併記しなけ

ればならない。
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(3)疎明期間中、出願人などは返戻理由通知に対する疎明又は意見などを提出す

ることができるが、返戻理由を克服するための補正書の提出は許容されない。 

(参考)手続き上の補正対象は、記載事項に瑕疵がある、又は準備書類が備えられ

ていない場合を意味し、このような形式的な問題から離れ、外国人の権利

能力を有するかどうか、又は出願人が特許を受けることができるかどう

か(共同発明の場合)などの実質的な事項に関するものは含まれないとみ

ることができる。従って、そのような実質的な事項に関するものは、即時

受け付けない処分をすることはできず、一旦受け付けた後、審査官が実質

的な審査を行うようにすべきである(大法院 1982.9.28．宣告 80ヌ 414判

決を参照)。 

 

6. 手続きの追完 

 

(1)特許に関する手続きをする者がその責めに帰することができない理由によ

り、特許法第 132条の 17による特許拒絶決定に対する審判又は特許法第 180条

第 1 項による再審の請求期間を遵守することができないときは、一定期間内に

その手続きを追完することができる。これは、特許に関する手続きを行った者が

その責めに帰することができない理由により審判又は再審の法定請求期間を経

過して決定又は確定された審決を争うことができなくなった場合、当事者が致

命的な不利益を被ることになるのは過酷であると判断されるためであり、特許

法第 16 条第 2項の規定と同じ趣旨である。[特法 17、特則 17] 

(2)手続きの追完期間は特許に関する手続きをした者の責めに帰することがで

きない理由が消滅した日から 2 カ月以内である。ただし、その期間の満了日か

ら 1年が経過したときは、追完することができない。 

 

7. 特許出願の回復 

 

(1)特許出願人がその責めに帰することができない理由により次の各号のいず

れかに該当する期間を守ることができず、特許出願が取り下げられる、又は特許

拒絶決定が確定されたものと認められる場合には、その理由が消滅した日から 2
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カ月以内に出願審査の請求又は再審査の請求をすることができる。ただし、その

期間の満了日から 1年が経過したときは、この限りでない。[特法第 67条の 3(1)] 

1．第 59 条第 2項又は第 3項により出願審査の請求をすることができる期間 

2．第 67 条の 2第 1項により再審査の請求をすることができる期間 

(2)このような出願審査の請求又は再審査の請求がある場合は、特許法第 59 条

第 5 項にもかかわらず、その特許出願は取り下げられていない、又は特許拒絶

決定が確定されていないものとみなす。[特法 67条の 3(2)] 
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第 5 章 手続きの停止と続行 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 18 条(手続きの効力の承継)特許権又は特許に関する権利に関して行

った手続きの効力は、その特許権又は特許に関する権利の承継人に及ぶ。 

特許法第 19条(手続きの続行)特許庁長又は審判長は、特許に関する手続きが特

許庁若しくは特許審判院に係属中であるとき、特許権又は特許に関する権利

が移転されれば、その特許権又は特許に関する権利の承継人に対してその手

続きを続行させることができる。 

特許法第20条(手続きの中断)特許に関する手続きが次の各号のいずれかに該当

する場合は、特許庁又は特許審判院に係属中である手続きは中断される。ただ

し、手続きをすることを委任された代理人がいる場合は、この限りでない。 

1．当事者が死亡した場合 

2．当事者である法人が合併により消滅した場合 

3．当事者が手続きをする能力を喪失した場合 

4．当事者の法定代理人が死亡する、又はその代理権を喪失した場合 

5．当事者の信託による受託者の任務が終わった場合 

6．第 11 条第 1 項各号以外の部分ただし書きによる代表者が死亡する、又は

その資格を喪失した場合 

7．破産管財人など一定の資格によって自己の名前で他人のために当事者にな

った者がその資格を喪失する、又は死亡した場合 

特許法第 21 条(中断された手続きの受継)第 20 条により特許庁又は特許審判院

において係属中である手続きが中断された場合は、次の各号の区分による者

がその手続きを受継しなければならない。 

1．第 20 条第 1 号の場合：死亡した当事者の相続人・相続財産管理人又は法
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律に基づいて手続きを続行する者。ただし、相続人は相続を放棄することが

できるようになるまで、その手続きを受継することができない。 

2．第 20 条第 2 号の場合：合併によって設立される、又は合併後に存続する

法人 

3．第 20 条第 3 号及び第 4 号の場合：手続きをする能力を回復した当事者又

は法定代理人となった者 

4．第 20 条第 5号の場合：新しい受託者 

5．第 20 条第 6号の場合：新しい代表者又は各当事者 

6．第 20 条第 7号の場合：同じ資格を有する者 

特許法第 22 条(受継の申立)①第 20 条により中断された手続きに関する受継の

申立は、第 21条各号のいずれかに該当する者が行うことができる。この場合、

その相手方は特許庁長又は第 143 条による審判官(以下、「審判官」という)に

対し、第 21条各号のいずれかに該当する者に受継の申立を命ずるように要請

することができる。 

②特許庁長又は審判長は、第 20 条により中断された手続きに関する受継の申

立があれば、この事実を相手方に知らせなければならない。 

③特許庁長又は審判官は第 20条により中断された手続きに関する受継の申立

について、職権により調査して理由がないと認められれば、決定をもって棄却

しなければならない。 

④特許庁長又は審判官は、決定若しくは審決の謄本を送達した後、中断された

手続きに関する受継の申立については、受継させるか否かを決定しなければ

ならない。 

⑤特許庁長又は審判官は、第 21 条の各号のいずれかに該当する者が中断され

た手続きを受継しなければ、職権により期間を定めて受継を命じなければな

らない。 

⑥第 5 項による期間内に受継がない場合は、その期間が終了する日の翌日に

受継があるものとみなす。 

⑦特許庁長又は審判長は、第 6 項により受継があったものとみなした場合に

は、この事実を当事者に通知しなければならない。 

特許法第 23条(手続きの中止)①特許庁長又は審判官が天変地異、又はその他不

可避な理由によりその職務を行うことができない場合、特許庁又は特許審判
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院に係属中である手続きは、その理由がなくなるまで中止される。 

②当事者に一定ではない期間の間、特許庁又は特許審判院に係属中である手

続きを続行できない障害理由が生じた場合には、特許庁長又は審判官は決定

をもって障害理由が解消されるまでその手続きの中止を命ずることができる。 

③特許庁長又は審判官は、第 2項による決定を取り消すことができる。 

④第 1 項又は第 2 項による中止若しくは第 3 項による取消をしたときは、特

許庁長又は審判長は、この事実をそれぞれ当事者に知らせなければならない。 

特許法第 24条(中断又は中止の効果)特許に関する手続きが中断される、又は中

止された場合は、その期間の進行は停止され、その手続きの受継通知をする、

若しくはその手続きを続行した時から改めてすべての期間が進行される。 

 

2. 手続きの停止 

 

特許に関する出願・請求又はその他手続きが特許庁若しくは特許審判院に係

属中であり、その手続きが終了する前に法律上進行しない状態であって、特許法

における手続きの停止に関しては、手続きの中断と手続きの中止に区別して規

定している。[特法 20、23] 

手続きの中断は、当事者に手続きを遂行することができない理由が発生した

場合に新しい手続きの遂行者が現れ、手続きを遂行することができるようにな

るまで法律上当然に手続きの進行が停止されることをいう。 

手続きの中止は、特許庁の立場から手続きを続行することができない障害が

生じる、又は当事者に手続きを引き続き進行するに不適当な理由が発生して法

律上当然に、又は特許庁の決定により手続きが停止されることをいう。 
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2.1 手続きの中断 

(1)特許に関する手続きの中断は、特許庁又は手続きをする当事者の意思にもか

かわらず、法定理由によって発生する。手続きが中断された場合、適法受継者は、

受継申立をしなければならない。一方、中断理由がある場合であっても手続きを

するよう委任を受けた代理人がいる場合、手続きは中断されない。[特法 20] 

手続きの中断理由により受継する者は、次の通りである。 

①当事者が死亡した場合、当事者の相続人・相続財産管理人又は法律により手

続きを続行する者 

ただし、相続人は相続を放棄することができる時まで、その手続きを受継す

ることができない。 

(参考)民法第 1019条(承認、放棄の期間)①相続人は相続開始があることを

知った日から 3 月内に単純承認又は限定承認若しくは放棄をするこ

とができる。 

②当事者である法人が合併により消滅した場合、合併により設立される、又は

合併後に存続する法人 

③当事者が手続きをする能力を喪失した場合、手続きをする能力を回復した

当事者又は法定代理人になった者 

④当事者の法定代理人が死亡する、又はその代理権を喪失した場合、手続きを

する能力を回復した当事者又は法定代理人若しくは新しく法定代理人とな

った者 

⑤当事者の信託による受託者の任務が終了した場合、新しい受託者 

⑥特許法第 11条第 1項ただし書きの規定による代表者が死亡する、又はその

資格を喪失した場合、新しい代表者若しくは各当事者 

⑦破産管財人など一定の資格により自己の名をもって他人のために当事者に

なった者がその資格を喪失する、又は死亡した場合、同じ資格を有する者 

(2)中断された手続きの受継は、その旨を記載した書面の提出によって行う。手

続きの受継の申立があったときは、特許庁長又は審判長は相手方にこれを通知

する。[特法 21、22、特則 18の 2] 
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手続きの受継を申し立てようとする者は、手続き受継申立書に受継の原因を

証明する書類を添付し、特許庁長又は審判長に提出しなければならない。中断さ

れた手続きに関する受継の申立は、第 21条各号による受継する者がすることが

できる。この場合、その相手方は特許庁長又は審判官に第 21条各号による受継

する者に対して受継の申立を命ずるよう要請することができる。特許庁長又は

審判官は受継の申立について職権で調べ、理由がないと認められた場合は、決定

をもって棄却しなければならない。 

特許庁長又は審判官は、特許可否決定の謄本を送達した後に中断された手続

きに関する受継申立については、受継を許可するか否かを決定しなければなら

ない。[特法 22(4)] 

一方、受継すべき当事者が中断された手続きを受継しない場合は、特許庁長又

は審判官は職権でその期間を定め、その手続きの受継を命ずる。指定した期間内

に受継がない場合は、その期間が満了する日の翌日に受継があるものとみなし、

これを当事者に通知しなければならない。[特法 22(5)~(7)] 

(3)一般的に手続きの中断理由が発生する、又は消滅しても特許庁長などは、出

願人の権利関係の変更届出などがないとその事実を認知することができない。

従って、審査官は通常の審査において手続きの中断が発生したか否かに対する

別途の調査なく審査を進行する。 

審査進行中、特許庁長が手続きの中断理由が発生した事実を認知した場合は、

審査手続きの進行を中断し、特許法第 21条の規定による受継がある時まで審査

を進行しない。中断された手続きは受継申立がある、又は手続きの中断理由が解

消されたことを認知した時に受継手続きをして審査手続きを進行する。[特法

24] 

審査官は手続きを受継しなければならない理由があると認知した場合には、

特許庁長の名義で期間を定めて受継を命じ、指定された期間内に受継申立がな

い場合は、受継があるものとみなしてこれを当事者に通知した後に審査を進行

する。[特法 22(5)] 
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(4)手続きの中断理由があるにもかかわらず、これを看過して審査の手続きを継

続して各種処分をした場合は、その手続きを取り消して改めて手続きをしなけ

ればならない。[規定 26(6)] 

(例)代理人のいない出願人が死亡したが、これを認知することができずに審査

官が拒絶理由を通知してから拒絶決定をした場合、拒絶理由通知による意

見書の提出に関する手続きは、特許法第 20条の規定により、特許庁又は出

願人の相続人などが別途の措置をしなくても当然中断されるため、拒絶決

定は違法である。従って、拒絶決定は取り消し、受継があった後に改めて意

見提出通知書を発送して意見書提出の機会を付与しなければならない。 

 

2.2 手続きの中止 

(1)天変地異・その他不可避な理由により、特許庁がその職務を行うことができ

ないときは、別途の中止決定なく手続きが当然に中止される。[特法 23(1)] 

(2)当事者が不定期間の障害により特許庁に係属中である手続きを続行するこ

とができないときは、当事者の申立又は職権により特許庁長若しくは審判官の

決定により手続きが中止される。ここでいう「不定期間の障害」とは、特許庁は

職務を遂行することができるが、当事者が特許に関する手続きをすることがで

きない障害理由が発生した場合をいう。当事者が居住している地域に戦争又は

その他の理由により通信が寸断されて当分の間、回復の兆しが見えない、若しく

は当事者が急な重病などにかかり、特許庁と連絡などを取ることができなくな

ったときなどがその例になり得る。[特法 23(2)] 

(3)出願に関する審査が審判又は訴訟に関連していて、その審判又は訴訟手続き

が完了した後、当該出願の審査を進行することが合理的である場合は、裁量によ

りその手続きを中止することができる。[特法 78(1)] 

(4)天変地異など、特許庁の職務執行不能の状態が消滅されれば、特許法第 23条

第 1項により中止された手続きは当然に続行される。 

特許法第 23条第 2項により中止された手続きについては、その中止理由が消

滅される、又はその他手続きの続行が可能であると認められるときは、中止決定

を取り消すことができる。[特法 23(3)] 
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特許法第 23条第 1項又は第 2項により手続きが中止される、又は中止決定を

取り消したときは、これをそれぞれ当事者に通知しなければならない。[特法

23(4)] 

 

2.3 手続きの停止の効果 

(1)手続きが中断又は中止された場合は、その期間の進行は停止され、その手続

きに対して受継通知をする、又はその手続きを続行したときから再びすべての

期間が進行される。すなわち、この場合の進行期間は、手続きの中止又は中断前

の残余期間の進行であり、指定期間又は法定期間が完成されるのではなく、中断

前に進行された期間が無視され、最初から改めてすべての期間が進行される。

[特法 24] 

(例)審査官が特許法第 46条により 1月内に特許に関する手続きを補正すること

を特許庁長の名義で要求したが、補正要求の後、15 日が経過したときに特

許に関する手続きが中断され、その後に受継されたなら、受継後に補正する

ことができる期間は再び 1月である。 

(2)手続きが中断又は中止される間は、特許庁長及び審査官は勿論、当事者も原

則として手続きを進行することができない。 

 

3. 手続きの続行と効力の承継 

 

(1)特許庁長又は審判長は、特許に関する手続きが特許庁又は特許審判院に係属

中に特許権若しくは特許に関する権利の移転があるときは、その特許権又は特

許に関する権利の承継人に対してその手続きを続行させることができる。[特法

19] 

審査官は、承継人に対して特許に関する手続きを続行させようとするときに

は、特許庁長の名義でその趣旨を当事者に書面をもって通知しなければならな

い。[特則 18] 

(2)特許権又は特許に関する権利について承継がある場合、既にした特許に関す

る手続きの効力は喪失するものではなく、権利の承継人に及ぶ。すなわち、承継

がある場合、手続きを最初から改めてするのではなく、既にした手続きは有効に

なるため、既にした手続きは改めてする必要がない。[特法 18] 
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(例)審査官が意見提出通知書を発送した後、指定期間内に出願人の変更届出が

あったならば、審査官は承継人に改めて意見提出通知書を発送する必要が

なく、意見書の提出期間も当初の意見提出通知書において指定した期間と

なる。 
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第 6 章 書類の提出及び送達 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 28 条(書類提出の効力発生時期)①この法又はこの法による命令に基

づき、特許庁長又は特許審判院長に提出する出願書、請求書、その他の書類

(物を含む。以下、この条において同じ)は、特許庁長又は特許審判院長に到達

した日から提出の効力が発生する。 

②第 1 項の出願書、請求書、その他の書類を郵便により特許庁長又は特許審

判院長に提出する場合、以下の各号の区分による日に特許庁長又は特許審判

院長に到達したものとみなす。ただし、特許権及び特許に関する権利の登録申

立書類と「特許協力条約」第 2条(ⅶ)による国際出願(以下、「国際出願」とい

う)に関する書類を郵便により提出する場合は、その書類が特許庁長又は特許

審判院長に到達した日から効力が発生する。 

1．郵便物の通信日附印に表示された日が明りょうである場合：表示された日 

2．郵便物の通信日附印に表示された日が明りょうでない場合：郵便局に提出

した日を郵便物の受領証により証明した日 

③削除 

④第 1 項及び第 2 項において規定した事項のほか、郵便物の遅延、郵便物の

亡失及び郵便業務の中断による書類提出に必要な事項は、産業通商資源部令

で定める。 

特許法第 28条の 3(電子文書による特許に関する手続きの遂行)①特許に関する

手続きをする者は、この法により特許庁長又は特許審判院長に提出する特許

出願書、その他の書類を産業通商資源部令で定める方式により電子文書化し、

これを情報通信網を利用して提出する、又はフロッピーディスクなど電子的

記録媒体に収録して提出することができる。 

②第 1 項に基づいて提出された電子文書は、この法により提出された書類と

同様の効力を有する。 
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③第 1 項に基づいて情報通信網を利用して提出された電子文書は、その文書

の提出人が情報通信網を通じて受付番号を確認できる時に特許庁又は特許審

判院において使用する受付用電算情報処理組織のファイルに記録される内容

により受け付けられたものとみなす。 

④第 1 項に基づいて電子文書により提出することができる書類の種類・提出

方法、その他の電子文書による書類の提出に必要な事項は、産業通商資源部令

で定める。 

特許法第 28条の 4(電子文書の利用届出及び電子署名)①電子文書により特許に

関する手続きをしようとする者は、予め特許庁長又は特許審判院長に電子文

書の利用届出をしなければならず、特許庁長又は特許審判院長に提出する電

子文書に提出人を識別することができるように電子署名をしなければならな

い。 

②第 28条の 3により提出された電子文書は、第 1項による電子署名をした者

が提出したものとみなす。 

③第 1 項の規定による電子文書の利用届出の手続き・電子署名の方法などに

関して必要な事項は、産業通商資源部令で定める。 

特許法第 28条の 5(情報通信網を利用した通知などの遂行)①特許庁長・特許審

判院長・審判長・審判官又は審査官は、第 28条の 4第 1項の規定により電子

文書の利用届出をした者に書類の通知及び送達(以下、「通知など」という)を

しようとする場合は、情報通信網を利用して通知などをすることができる。 

②第 1 項により情報通信網を利用して行った書類の通知などは、書面により

行ったものと同様の効力を有する。 

③第 1 項による書類の通知などは、その通知などを受ける者が自身の使用す

る電算情報処理組織を通じてその書類を確認した時に特許庁又は特許審判院

において使用する発送用電算情報処理組織のファイルに記録された内容をも

って到達したものとみなす。 

④第 1 項により情報通信網を利用して行う通知などの種類・方法などに関し

て必要な事項は、産業通商資源部令で定める。 

特許法第 218 条(書類の送達)この法に規定された書類の送達手続きなどに関し

て必要な事項は、大統領令で定める。
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特許法第 219 条(公示送達)①書類の送達を受け取る者の住所又は営業所が明り

ょうではないため送達することができない場合は、公示送達をしなければな

らない。 

②公示送達は、書類の送達を受け取る者に何時でも発給する旨を特許公報に

掲載することにより行う。 

③最初の公示送達は、特許公報に掲載した日から 2 週が経つとその効力が発

生する。ただし、同じ当事者に対するその後の公示送達は、特許公報に経済し

た日の翌日をもって効力が発生する。 

特許法第 220 条(在外者に対する送達)①在外者であって特許管理人があれば、

その在外者に送達すべき書類は、特許管理人に送達しなければならない。 

②在外者であって特許管理人がなければ、その在外者に送達すべき書類は、航

空書留郵便により発送することができる。 

③第 2 項により書類を航空書留郵便により発送した場合は、その発送日に送

達されたものとみなす。 

 

2. 書類の提出 

 

2.1 書類提出の効力発生時期 

特許庁に提出する出願書・請求書その他書類(物を含む)は、特許庁に到達した

日からその効力が発生し、「到達した日」は次による。[特法 28(1)] 

(1)特許庁に提出する出願書・請求書その他書類を郵便により提出した場合には、

①郵便物の通信日附印に表示された日が明りょうである場合は、その表示され

た日、②郵便物の通信日附印にその表示された日が明りょうでない場合は、郵便

局に提出した日を郵便物の受領証により証明した日、③郵便物の通信日附印が

明りょうでない、又は郵便物の受領証がない場合は、特許庁に到達した日に到達

したものとみなす。[特法 28(2)] 

(参考)書類を郵便により提出する場合は、特許庁と当事者の間の地理的距離の

差異から生じる不平等などの問題のため、郵便局で受け付けた時期を特

許庁に到達した時期とみなしている。 
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(2)出願書・請求書その他書類(物を含む)を郵便によらず提出した場合は、特許

庁が受け取った日に特許庁に到達したものとみなす。 

(3)国際出願(特許協力条約第 2条(ⅶ)の国際出願)に関する書類を郵便により提

出する場合は、上記の(1)の郵便提出に関する規定にもかかわらず、特許庁に到

達した日からその効力が発生する。[特法 28(2)] 

ただし、これは国際出願に対してのみ適用し、国際出願の後、国内段階に移行

するために翻訳文を提出する、又は審査過程において意見書などを提出する場

合には、(1)又は(2)に従う。 

(4)国際段階にある国際出願に関して郵便物の亡失や郵便の遅延の場合は、特許

法施行規則第 86 条又は第 87 条により処理する。ただし、国際出願に関して特

許協力条約規則(第 82条)においてこれと異なる規定がある場合は、条約規則を

優先して適用する。[特則 86、87、PCT規則 82] 

(5)国内出願の郵便物の亡失又は郵便の遅延の場合は、特許法施行規則第 86 条

又は第 87条を参考して処理する。 

 

2.2 電子文書による特許に関する手続きの遂行 

(1)特許に関する手続きは電子文書を利用して遂行することができる。電子文書

を利用して特許に関する手続きを遂行しようとする者は、予め特許庁長又は特

許審判院長に電子文書の利用届出をしなければならない。特許法施行規則第 9

条の 3により電子文書の利用届出は、特許法施行規則の別紙第 6号書式に従う。

[特法 28の 4、特則 9の 3] 

(2)電子文書は、紙により提出された書類と同一の効力を有し、情報通信網によ

り提出された電子文書は、当該文書の提出人が情報通信網を通じて受付番号を

確認することができる時に特許庁又は特許審判院において使用する受付用電算

情報処理組織のファイルに記録された内容により受け付けられたものとみなす。

[特法 28の 3(2)、(3)] 
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(3)電子文書により特許に関する手続きをする者が情報通信網又は電子的記録

媒体により提出することができる書類は、電子文書添付書類などの物の提出書、

訂正発給申立書、国際出願の使用言語が日本語である国際出願の関連書類(書類

原本を含めて提出する別紙第 35 号書式及び第 51 号書式を含む)、特許法第 214

条第 1項による決定申立書、電子化内容訂正申立書を除いた書類である。[特則

9の 2(1)] 

一方、国防に関する秘密出願をする出願人は、書類を電子文書により提出する

ことができない。ただし、保安維持解除通知又は秘密解除通知を受けた場合は、

電子文書を利用することができる。[特則 9の 2(3)] 

(4)電子文書は、特許庁で提供するソフトウェア又は特許庁ホームページを利用

し、電子署名をして提出しなければならない。[特法 28の 4(1)] 

また、オンラインで提出しようとする者は、特許庁で配布したソフトウェアを

利用して特許顧客番号と暗証番号を電算情報処理組織に入力しなければならな

い。[特則 9の 6] 

(5)電子文書を電子的記録媒体に収録して提出する場合は、特許法施行規則の別

紙第 7 号書式の「電子文書の添付書類など物件提出書」を特許庁長又は特許審

判院長に提出しなければならない。この場合、電子的記録媒体に収録して提出す

ることができない書類は、「電子文書の添付書類などの物件提出書」に添付して

提出しなければならない。 

(6)特許に関する手続きをする者がオンラインで提出をする場合、これに添付し

なければならない書類のうち、オンライン提出時に添付しなかった書類は、オン

ライン提出受付番号を確認した日から 3 日以内に特許法施行規則別紙の第 7 号

書式の「電子文書添付書類などの物の提出書」に添付して書面により提出しなけ

ればならない。[特則 9の 5] 

(7)法令の規定により同時に行わなければならない 2以上の手続きをオンライン

で提出する場合は、連続して入力しなければならない。法令の規定により同時に

行わなければならない 2 以上の手続きのうち 1 の手続きをオンラインで行い、

残りの手続きを電子的記録媒体又は書面により提出する場合は、該当する 2 以

上の手続きを同じ日に行わなければならない。[特則 9の 7] 
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3. 書類の送達 

 

特許法及びその下位法令においては、特許に関する手続きの進行結果が当事

者の特許権の得失又は利害に影響を及ぼす場合はその結果書類を一定の手続き

に従って当事者に通知及び送達するようにしているが、これは書類を受け取る

べき者に確実に書類交付することで、起こり得る紛争を未然に防止することを

目的としている。[特法 218] 

特許法及び特許法施行令においては、特許に関する手続きに関して権利の得

失に重要な影響を及ぼす書類を送達対象書類に規定して送達方法を定めており、

送達対象書類以外の書類の発送などについては、特許庁長が定めるように規定

している。[特令 18] 

 

3.1 書類の送達手続き 

(1)特許法及びその下位法令で定める送達対象書類のうち審査に関連するもの

としては、特許可否決定の謄本、特許法第 16条第 2項の規定による無効処分通

知書及び特許法第 214条第 3項による決定謄本などがある。 

(2)書類を送達する方法には交付による送達、郵便による送達及び公示送達があ

り、これら書類の送達方法は、特許法施行令第 18 条に規定されている。[特令

18(1)] 

一方、特許法施行令第 18 条第 12 項の規定によると、送達すべき書類以外の

書類の発送などは、特許庁長が定めるよう規定されているが、現在特許庁の実務

及び特許庁の送達箱設置運営規定、審査事務取扱規定、出願関係事務取扱規定及

び特許ネットシステムなどにおいては、送達対象書類の発送とほとんど同じく

運営されているため、これら書類も送達対象書類と同様に取り扱う。 

また、無効処分取消通知書のようにその書式が特許審査処理システムに反映

されていなくても審査結果が特許権の得失又は変更に影響を及ぼす場合は、「政

府電子文書システム(オンナラシステム)」を利用して審査結果を当事者に通知

するようにする。 

(3)交付による送達とは、送達書類を当事者又はその代理人に直接交付する送達

方法をいい、この場合、受取人から受取日付及び氏名を記載した受領証を備え置
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かなければならない。ただし、運営支援課の送達箱設置場所に備え置いた文書交

付台帳(別紙 3 号書式)及び料金後納郵便物使用簿(別紙 4 号書式)に受取人が受

取日付及び氏名を記入し、登録された印鑑で確認の捺印をする場合は、これを受

領証の備え置きに代えることができる。上記の受取人が弁理士本人ではない場

合は、弁理士の印鑑と代行者の印章を同時に捺印しなければならない(特許庁送

達箱設置運営規定§7参照)。 

(4)書類の送達は、当事者又は代理人が直接受け取る、又は情報通信網を利用す

る場合を除いて書留郵便により発送する。郵便により送達した場合は、郵便局の

書留郵便物の受領証を備え置かなければならない。[特法 218、特令 18(1)] 

(参考)審判、再審、特許権の取消に関する審決文又は決定文などを送達する場合

は、郵便法令に基づく特別送達方法による。ただし、電子文書利用届出を

した者に送達する場合は、情報通信網を利用することができる。[特令

18(3)] 

(5)送達書類の受信人は、送達を受ける者となる。代理人がいる場合は代理人を、

復代理人又は中途受任代理人がいる場合は、特別な理由がある場合を除いては

復代理人又は中途受任代理人を受信人とする。ここでいう特別な理由がある場

合とは、優先して通知すべき対象ではない代理人又は当事者が審査官の通知直

前に補正書又は意見書など審査と直接関連のある手続きをしたときをいう。以

下、同じである。 

代理人が 2 人以上である場合は、特別な理由がある場合を除いて出願書に第

一に記載された代理人を受信人とする。 

代理人が複数であって包括委任を受けた代理人がいる場合、個別事件別の代

理人に優先して送達する。 

制限行為能力者が送達を受ける者である場合は、法定代理人に送達する。[特

令 18(5)] 

2 人以上が特許に関する手続きをする中で代表者を決めた場合は、代表者に送

達し、代表者選定届出がない場合は、特別な理由がある場合を除いてその手続き

をするための書類に第一に記載された出願人に送達する。[特法 11] 

刑務所又は拘置所に拘束された者に対する送達は、その所長にする。 
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一方、当事者又はその代理人が 2 人以上である場合であって、書類の送達を

受けるための代表者 1人を選定して特許庁長(特許審判院長)に届け出た場合は、

その代表者に送達する。[特令 18(8)] 

(6)書類の送達は、送達を受ける者の住所又は営業所にするが、別途に送達場所

を届け出た場合は、その場所にする。届け出た送達場所が変更されたときは、遅

滞なく届け出なければならない。[特法 18(9)] 

(参考)送達を受ける者が正当な理由なく、送達を拒否したことで送達ができな

くなったときは、発送した日に送達したものとみなす。[特令 18(11)] 

 

3.2 公示送達 

送達を受ける者の住所又は営業所が不明りょうであるため送達することがで

きないときは、公示送達をする。ここでいう住所又は営業所が不明りょうである

ため送達することができないときとは、住民登録共同利用システムを利用して

も送達を受ける者の住所を確認することができない場合を意味する。2人以上が

特許に関する手続きをする場合は、すべての者の住所を確認することができな

いときをいう。[特法 219(1)、2003フ 182] 

審査官は、次の手続きに従って公示送達をする。[規定 81、81の 2] 

①返送された場合、審査局主務課長は、書類の発送番号、返送理由などの返送

事項を電算システムに入力し、当該審査課長又は審査チーム長にこうした

事実を通知する。 

以上の事実の通知を受けた審査課長又は審査チーム長は、行政情報共有

システムを利用して住所を確認した後、当該審査官にその結果を通知する。 

②審査官は、①により出願人の新しい住所を確認することができない場合は、

出願書などに記載された電話番号など、出願人の住所を確認するために相

当の注意を払わなければならない。
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③審査官は、①又は②により出願人の住所が確認されれば、その住所宛に特許

法施行規則別紙第 5 号書式の出願人情報変更(更正)届出書を添付した「出

願人情報変更届出案内書」及び返送書類を再発送する。 

④審査官は、②によっても出願人の住所を確認することができない場合、返送

された書類を公示送達する。ただし、返送理由が「受取人不在」である場合

は、特許法施行規則別紙第 5 号書式の出願人情報変更(更正)届出書を添付

した「出願人情報変更届出案内書」及び返送書類を再発送することができ

る。 

※送達を受ける者が法人である場合、住民登録共同利用システムを利用する

ことができないため、審査官は可能な限り正確な住所を確認するために努

力しなければならず、公示送達をする前に少なくとも 1 回は送達を受ける

者の法定住所宛に送達しなければならない。 

(注意)審査官は、審査事務取扱規定及び特許ネットシステムに反映された手

続きであるにもかかわらず、事案ごとに検討して送達を受ける者に送

達が正確に行われると思われる場合、その方法によって送達すること

ができる。 

(参考)被審判請求人に対して請求書の写しを登録原簿上の住所に一度送達を

してみたが、返送されたため、即時内部決済を受けてそれ以降の書類送

達を公示送達の方法により行っているが、登録原簿に被審判請求人の

住民登録番号が記載されているため、関連行政機関に照会するなどの

方法により職権調査を行うなど、被審判請求人の実際の住所が分かる

方法があるにもかかわらず、そのような努力もなく即時公示送達決定

をしたのは、適正な手続きの進行とみなすことができない(大法院

1991.10.8.宣告 91フ 59判決を参照)。 

 

3.3 公示送達時の留意事項 

(1)公示送達の後、出願人の情報変更により出願人の住所が変更されれば、公示

送達した書類を出願人に再発送する。しかし、再発送しなければならない書類に

関する特許に関する手続きが終了した場合は、再発送しない。このとき、指定期

間又は法定期間の計算は、公示送達による効力が発生した日を基準に計算し、最

初の公示送達の場合は、特許公報に掲載した日から 2 週が経過すれば公示送達
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による効力が発生し、ただし、同一の当事者に対する以降の公示送達は、特許公

報に掲載した日の翌日からその効力が発生する。[規定 81] 

(2)最初の公示送達の後、同一の当事者に再び関係書類を送達しようとしたが、

①出願人情報変更届出案内にもかかわらず、出願人情報変更届出がなかった上、

②公示送達当時、書類の返送理由が「受取人未居住」、「引越」、「住所不明」であ

るときは、郵便送達をせずに即時公示送達をする。 

(3)当事者が住所を変更せずに公示送達すべき書類の通知を要請する場合、出願

人情報変更届出案内の時に書類の内容を記載する、又は公示送達すべき書類を

添付して発送する。審査官が必要であると認める場合であっても同じである。 

(4)住所又は営業所の変更なく、記載された住所に当事者が長期間不在中である、

又は営業所が休業中である場合、書類の送達も返送された書類の取扱を準用す

る。 

(5)特許庁において審査に関して発送した書類のうち、特許法第 218条及び特許

法施行令第 18条による書類は公示送達をしなければならないが、その他送達書

類ではない書類は、その書類が特許を受けることができる権利に及ぼす影響が

少なく、以降その手続きについて本通知をすることができる場合であれば、公示

送達をしないことができる。 

(例)情報提供者に活用可否を通知する場合の通知書などは、審査官が判断して

公示送達を省略することができる。 

(6)出願人が複数である場合など、送達を受ける当事者が複数である場合、送達

した書類が返送されればその書類を即時公示送達するのではなく、その他当事

者に再送達しなければならない。 

(注意)複数当事者の代表者に送達したが、送達書類が返送された場合は、代表者

ではない当事者に送達してはならない。代表者以外の者はその手続きを

行うことができないためである。
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(7)公示送達以降、当事者が書類の直接交付を申し立てた場合は、書面出願に対

しては受領証を受けて出願書類綴りに保管し、電子出願に対しては情報システ

ム課に要請して履歴を記載し、受領証は審査課別に保管する。 

 

 

3.4 在外者に対する送達 

在外者であって特許管理人があるときは、その在外者に送達すべき書類は、特

許管理人に送達しなければならない。[特法 220(1)] 

特許管理人がないときは、その在外者に送達すべき書類は、航空書留郵便によ

り発送することができ、書類を航空書留郵便により発送したときは、発送をした

日に送達したものみなす。すなわち、在外者に対する郵便送達には発信主義が採

択されている。[特法 220(2)、(3)] 

 

 

3.5 特別送達 

審判・再審・通常実施権設定の裁定及び特許権の取消に関する審決文又は決定

文を送達する場合は、郵便法令による特別送達方法によらなければならない。実

用新案登録においては、実用新案技術評価・審判・再審・通常実施権設定の裁定

及び実用新案権の取消に関する審決文又は決定文を送達する場合は、郵便法令

による特別送達方法による。ただし、電子文書利用届出をした者に送達する場合

は、情報通信網を利用することができる。[特令 18(3)] 

特別送達方法に関しては、郵便法第 15 条、郵便法施行令第 25 条及び郵便法

施行規則第 62条及び第 63条を参照する。 

 

 

3.6 電子文書による送達 

特許庁に電子文書の利用届出をした者に書類を通知しようとする場合は、電

算網を利用して行うことができ、電算網を利用して行った書類の通知などは、書
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面をもって行ったものと同一の効力を有する。また、法令に特別な規定がある場

合(例：特別送達書類)を除いてすべての書類を電子文書により通知することが

できる。 
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第 7 章 手数料 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 82条(手数料)①特許に関する手続きをする者は、手数料を支払わなけ

ればならない。 

②特許出願人ではない者が出願審査の請求をした後、その特許出願書に添付

した明細書を補正して請求範囲に記した請求項の数が増加した場合は、その

増加した請求項に対して支払うべき審査請求料は、特許出願人が支払わなけ

ればならない。 

③第 1項による手数料、その納付方法及び納付期間、その他必要な事項は、産

業通商資源部令で定める。 

特許法第 83条(特許法又は手数料の減免)①特許庁長は、次の各号のいずれかに

該当する特許料及び手数料は、第 79 条及び第 82 条にもかかわらず、これを

免除する。 

1．国に属する特許出願又は特許権に対する手数料若しくは特許料 

2．第 133条第 1項・第 134条第 1項・第 2項又は第 137条第 1項による審査

官の無効審判請求に対する手数料 

②特許庁長は、「国民基礎生活保障法」による医療給与の受給者又は産業通商

資源部令で定める者が行った特許出願若しくはその特許出願をして得た特許

権に対しては、第 79 条及び第 82 条にもかかわらず産業通商資源部令で定め

る特許料及び手数料を減免することができる。 

③第 2 項により特許料及び手数料の減免を受けようとする者は、産業通商資

源部令で定める書類を特許庁長に提出しなければならない。 

特許法第 84条(特許料などの返還)①納付された特許料及び手数料は、次の各号

のいずれかに該当する場合に限って、納付した者の請求により返還する。 

1．誤納された特許料及び手数料 
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2．第 132 条の 13 第 1 項による特許取消決定又は特許を無効とするという審

決が確定した年の翌年からの特許料に該当する分 

3．特許権の存続期間の延長登録を無効とするという審決が確定した年の翌年

からの特許料に該当する分 

4．特許出願(分割出願、変更出願及び第 61条による優先審査の申立があった

特許出願は除外する)降、1 カ月以内にその該特許出願を取り下げる、又は

放棄した場合、既に支払った手数料のうち特許出願料及び特許出願の優先

権主張申立料 

5．出願審査の請求をした後、次の各目のいずれかがある前までに特許出願を

取り下げる(第 53条第 4項又は第 56条第 1項本文により取り下げられたと

みなされる場合を含む)、又は放棄した場合、既に支払った審査請求料 

 イ．第 36条第 6項による協議結果届出命令(同一人による特許出願に限る) 

 ロ．第 58条第 1項により依頼された先行技術の調査業務に対する結果通知 

 ハ．第 63条による拒絶理由通知 

 ニ．第 67条第 2項による特許決定の謄本送達 

6．特許権を放棄した年の翌年からの特許料に該当する分 

7．第 176条第 1項により特許拒絶決定又は特許権の存続期間の延長登録拒絶

決定が取り消された場合(第 184条によって再審の手続きにおいて準用され

る場合を含み、審判又は再審のうち第 170 条第 1 項により準用される第 47

条第 1項第 1号又は第 2号による補正がある場合は除外する)、既に支払っ

た手数料のうち審判請求料(再審の場合は再審請求料をいう。以下、この条

において同じ) 

8．審判請求が第 141条第 2項により決定をもって却下され、その決定が確定

された場合(第 184条により再審の手続きにおいて準用される場合を含む)、

既に支払った審判請求料の 2 分の 1に該当する金額 

9．審理終結を通知される前まで第 155条第 1項による参加申立を取り下げた

場合(第 184 条により再審の手続きにおいて準用される場合を含む)、既に

支払った手数料のうち参加申立料の 2分の 1に該当する金額
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10．第 155条第 1項による参加申立が決定をもって拒否された場合(第 184条

により再審の手続きにおいて準用される場合を含む)、既に支払った手数料

のうち参加申立料の 2分の 1に該当する金額 

11．審理終結を通知される前まで審判請求を取り下げた場合(第 184条により

再審の手続きにおいて準用される場合を含む)、既に支払った手数料のうち

参加申立料の 2分の 1に該当する金額 

②特許庁長又は特許審判院長は納付された特許料及び手数料が第 1 項各号の

いずれかに該当する場合は、この事実を納付した者に通知しなければならな

い。 

③第 1 項による特許料及び手数料の返還請求は、第 2 項による通知を受けた

日から 3 年が経過すると、これを請求することができない。 

 

2. 手数料の納付 

 

手数料は、特許出願、審査請求など特許に関する手続きをする特定の利用者か

ら国が提供する役務に対する反対給付又は報酬の性格として徴収する料金のこ

とで、一般租税とは性格が異なる。[特法 82] 

手数料の徴収根拠及び手数料を納付しなければならない者は、特許法第 82条

第 1 項及び 2項に規定されており、手数料の納付方法、納付期間などは同条第 3

項の規定により産業通商資源部令で定めるように規定されている。「特許料など

の徴収規則(以下、「徴収規則」という)には、特許料、登録料及び手数料の賦課

金額と納付方法などが具体的に規定されている。 

(1)特許に関する手数料は、その手続きをする者が納付しなければならない。従

って、出願人又は特許権者ではない者がすることができる特許に関する手続き

の手数料(審査請求料、優先審査申立料など)は、その手続きをする者が納付しな

ければならない。[特法 82(1)] 

ただし、第三者の審査請求後、補正により審査請求料が増加した場合(新しい

請求項が新設され、その項に対する審査請求料が追加された場合など)には、そ

の増加した審査請求料は、出願人が納付しなければならない。[特法 82(2)] 

(2)手数料の種類及び金額は、徴収規則第 2条及び第 3条に規定されており、審
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査に深く関連のある手数料の種類は、次の通りである。手数料の種類別細部金額

は、特許庁ホームページ(http://www.kipo.go.kr)を参照する。[徴収規則 2、3] 

①出願料：特許出願料、特許権存続期間延長登録出願料、実用新案登録出願料、

分割出願料、変更出願料 

②優先権主張申立料：特許出願の優先権主張申立料 

③審査請求料：特許審査請求料、再審査請求料、優先審査申立料 

④出願人の名義変更申立料 

⑤各種補正料 

⑥法定期間延長申立料、指定期間延長申立料 

(3)手数料は、提出書類に対する受付番号を付与され、これを納付者番号にして

国庫収納銀行又は郵便局にその翌日までに納付しなければならず、加算料は基

本料と合算して納付しなければならない。[特法 82(3)、徴収規則 8(1)] 

手数料は、ネットバンキングなど情報通信網を利用した電子的手段により納

付する、又は徴収規則別紙第 1号の 2書式に記載事項を記して現金で納付する。

ただし、郵便により納付する場合は、通常換を同封して提出する。 

納付期間を経過して納付された手数料は、返還する。[特法 84(1)(1)] 

(4)審査請求時、徴収規則第 2条第 1項第 7号及び第 3条第 1項第 6号による審

査請求料は、審査請求をする者が納付しなければならない。審査請求料が未納さ

れた場合は補正を要求し、瑕疵が直されていない場合は、当該審査請求を無効と

することができる。[徴収規則 8(4)] 

審査請求料の算定時、請求項の数は、独立項と従属項を問わず 1 項ごとに算

定する。2以上の項を引用する請求項の場合であっても 1項に計算する。 

審査請求後に補正により審査請求料が増加した場合(新しい請求項が新設、又

は削除された請求項に「訂正」の形により発明を記載し、その項に対する審査請

求料が追加された場合をいう)には、出願人が補正書を提出する時にその増加額

を納付しなければならない。審査請求項が補正により削除された場合であって

も、既に納付された審査請求料は、返還しない。[徴収規則 2(1)(9)] 

審査請求料の算出時、請求項数の計算方法は、次に従う。 

①出願と同時に審査請求をする、又は審査請求時まで補正がない場合には、最

初出願書の請求範囲を対象とする。 
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(例)最初請求範囲：3個項→補正なし→審査請求料：3個項に対して算出 

②審査請求時まで補正により請求範囲が増減した場合には、最終的に補正さ

れた請求範囲を対象とする。 

(例)最初請求範囲：3 個項→補正による請求範囲：5 個項→審査請求料：5

個項に対して算出 

最初請求範囲：3 個項→補正による請求範囲：2 個項→審査請求料：2

個項に対して算出 

③請求範囲に対する補正書の提出と同時に審査請求をする場合には、その時

点での請求範囲を対象とする。 

(例)最初請求範囲：3 個項→補正(1 個項削除、3 個項新設)→審査請求料：

5個項(3-1+3)に対して算出 

④審査請求後に補正により請求範囲が増加した場合には、削除項に関係なく

増加した請求範囲を対象とする。 

(例)最初請求範囲：3個項→3個項に対する審査請求料を納付→補正により

請求範囲が増減(1個項の削除、5個項新設)→追加審査請求料：新設さ

れた 5個項に対して算出(削除された 1個項は除外) 

 

3. 手数料の減免 

 

3.1 手数料の免除 

特許庁長は、国(地方自治体は除外)に属する特許出願又は審査官の無効審判

請求に対する手数料とこれに関連した手続きに対する手数料全体を免除する。

[特法 83] 

このとき、国と国以外の者が共同で特許に関する手続きをする場合は、免除せ

ずに一般原則に従って手数料を納付しなければならない。 

(参考)国・公立大学の職員の職務発明により、国・公立学校内に設置された専従

組織による特許出願の場合には、手数料を免除しない。 
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3.2 手数料の全額減免 

次に該当する者(発明者が出願人と同じ場合に限る)が特許又は実用新案登録

を出願する、若しくは権利設定登録などをする場合に、特許、実用新案登録別に

それぞれ年間 10件に限ってその出願に対する出願料及び審査請求料と最初 3年

分の特許料、実用新案登録料は徴収しない。[徴収規則 7(1)] 

ここで、手数料のうち出願料と審査請求料を除いた補正料などは徴収すると

いう点に留意しなければならない。 

それぞれの免除要件は、当該書類を提出する時に充足しなければならないた

めに出願時には免除対象であったが、登録時に免除対象でない場合は、最初 3年

分の特許料は、免除しない。 

 

免除対象 要件 証明書類 

1．国民基礎生活保障法上の医療給

与受給者 

発明者と出願

人が同一であ

る 場 合 に 限

る。 

国民基礎生活保障法に

よる証明書類 

2．国家有功者とその遺族又は家族、

5.18民主有功者と遺族及び家族、

枯葉剤後遺症患者・枯葉剤後遺疑

症の患者及び枯葉剤後遺症 2世患

者、特殊任務遂行者と遺族、独立

有功者及び遺族又は家族、参戦有

功者 

当該資格を証明する書

類 1 通 

3．障害者福祉法上の登録障害者 

障害者手帳の写し又は

障害者福祉法による登

録障害者の証明書類 

4．小・中等教育法上の在学生 在学証明書 

5．満 6歳以上 19歳未満の人 なし 

6．兵又は公益勤務要員服務者、転換

服務遂行者 
兵籍証明書 
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(1)国民基礎生活保障法による医療給与受給者の場合、出願など書類を提出する

時に国民基礎生活保障法第 12条の 3規定による医療給与受給者に指定されてい

る者に限る。 

(2)国家有功者とその遺族及び家族などの場合、出願など書類を提出する時に国

家有功者などに関する礼遇及び支援に関する法律第 4 条及び第 5 条の規定によ

る国家有功者に指定されている者及びその遺族並びに家族などに限る。 

(3)障害者は、出願など書類を提出する時に障害者福祉法第 32 条第 1 項の規定

による障害者に登録されている者に限る。 

(4)学生は、出願など書類を提出する時に小・中等教育法第 2条による学校に在

学中である学生に限る。 

小・中等教育法第 2条による学校としては、小学校・公民学校、中学校・高等

公民学校、高等学校・高等技術学校、特殊学校及び各種学校がある。 

 

3.3 手数料の一部減免 

個人又は中小企業基本法第 2 条の規定による中企業及び小企業(以下、「中小

企業」という)並びに大企業と中小企業間の共同研究、公共研究機関並びに技術

移転専従組織、中堅企業については、出願料・審査請求料及び最初 3 年分の特

許料、実用新案登録料のうち一部の金額を減免する。[徴収規則 7(2)] 

個人、中小企業、公共研究機関、専従組織、中堅企業の場合に限って 4~9年分

の特許料、実用新案登録料の 30％の金額を減免する。[徴収規則 7(2)] 

減免金額の計算において 100ウォン未満の金額は、減免額に含まれない。 

このとき、個人的に出願した出願人が手数料の減免を受けるためには、当該出

願人が発明者又は考案者でなければならない。 

次の場合は、出願料、審査請求料、最初 3 年分の特許料、実用新案登録料の

85％を減免する。 

減免対象 要件 証明書類 

満 19 歳以上満 30 歳未満の

者 
発明者と出願人が同一であ

る場合に限る 
なし 

満 65 歳以上の者 
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次の場合は、出願料、審査請求料、最初 3 年分の特許料、実用新案登録料の

70％を減免する。 

減免対象 要件 証明書類 

1．個人 発明者と出願人が同一である場合に限る。 なし 

2．小企業 

○中小企業基本法第 2 条の規定による小企

業 

1．食料品製造業、飲料製造業、衣服・衣

服アクセサリ及び毛皮製品製造業、皮・

鞄及び靴製造業、コークス・練炭及び石

油精製品製造業、化学物質及び化学製

品製造業(医薬品製造業は除外)、医療

用物質及び医薬品製造業、非金属鉱物

製品製造業、1次金属製造業、金属加工

製品製造業(機械及び家具製造業は除

外)、電子部品・コンピューター・映像・

音響及び通信装備製造業、電気装備製

造業、その他の機械及び通信装備製造

業、自動車及びトレーラー製造業、家具

製造業、電気・ガス・蒸気及び水道事業：

平均売上高等 120億ウォン以下の企業 

2．農業、林業、漁業及び鉱業、煙草製造

業、繊維製品製造業(衣服製造業は除

外)、木材及び木製品製造業(家具製造

業は除外)、パルプ・紙及び紙製品製造

業、印刷及び記録媒体複製業、ゴム製品

及びプラスチック製品製造業、医療・精

密・光学機器及び時計製造業、その他の

運送装備製造業、その他の製品製造業、

建設業、運輸業、金融及び保険業：平均

売上高等 80 億ウォン以下の企業 

3．卸売り及び小売業、出版、映像、放送

通信及び情報サービス業：平均売上高

等 50 億ウォン以下の企業 

4．下水・廃棄物処理・原料再生及び環境

復元業、不動産業及び賃貸業、専門・科

学及び技術サービス業、事業施設管理

及び事業支援サービス業、芸術・スポー

ツ及び余暇関連サービス業：平均売上

高等 30億ウォン以下の企業 

○小企業であることを

証明する書類 

‐事業者登録証の写し 

‐中小企業確認書又は

直前 3 ヵ事業年度の

資産総額・平均売上高

の確認書類 

例)財務諸表など 
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5．宿泊及び飲食店業、教育サービス業、

保健業及び社会福祉サービス業、修理

及びその他個人サービス業：平均売上

高等 10億ウォン以下の企業 

*業種区分は、中小企業基本法施行令別表

の区分による。 

*職務発明(考案)、創作である場合に限

る。 

3．中企業 

○中小企業基本法第 2 条の規定による中企

業 

1．衣服・衣服アクセサリ及び毛皮製品製

造業、皮・鞄及び靴製造業、パルプ・紙

及び紙製品製造業、1次金属製造業、電

気装備製造業、家具製造業：平均売上高

等 1,500 億ウォン以下の企業 

2．農業、林業、漁業及び鉱業、食料品製

造業、煙草製造業、繊維製品製造業(衣

服製造業は除外)、木材及び木製品製造

業(家具製造業は除外)、コークス・練炭

及び石油精製品製造業、化学物質及び

化学製品製造業 (医薬品製造業は除

外)、ゴム製品及びプラスチック製品製

造業、金属加工製品製造業(機械及び家

具製造業は除外)、電子部品・コンピュ

ーター・映像・音響及び通信装備製造

業、その他の機械及び装備製造業、自動

車及びトレーラー製造業、その他の運

送装備製造業、電気・ガス・蒸気及び水

道事業、建設業、卸売り及び小売業：平

均売上高等 1,000 億ウォン以下の企業 

3．飲料製造業、印刷及び記録媒体複製業、

医療用物質及び医薬品製造業、非金属

鉱物製品製造業、医療・精密・光学機器

及び時計製造業、その他の製品製造業、

下水・廃棄物処理・原料再生及び環境復

元業、運輸業、出版、映像、放送通信及

び情報サービス業：平均売上高等 800億

ウォン以下の企業 

4．専門・科学及び技術サービス業、事業

施設管理及び事業支援サービス業、保

健業及び社会福祉サービス業、芸術・ス

○中小企業であること

を証明する書類 

‐事業者登録証の写し 

‐中小企業確認書又は

直前 3 ヵ事業年度の

資産総額・平均売上高

の確認書類 

例)財務諸表など 
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ポーツ及び余暇関連サービス業、修理

及びその他個人サービス業、：平均売上

高等 600 億ウォン以下の企業 

5．宿泊及び飲食店業、金融及び保険業、

不動産業及び賃貸業、教育サービス

業、：平均売上高等 400億ウォン以下の

企業 

*業種区分は、中小企業基本法施行令別表

の区部による。 

*職務発明(考案)、創作である場合に限

る。 

次の場合は、当該手数料の 50％を減免する。 

減免対象 要件 証明書類 

1．大企業

と 中 小

企 業 に

よ る 共

同研究 

○大企業と中企業又は小企業が契約により

共同研究を遂行し、その研究結果につい

て共同して特許又は実用新案登録出願を

した場合の出願料及び審査請求料 

※2006.5.1.以後に出願又は審査請求をする場

合、出願料若しくは審査請求料に限る。 

○大企業の事業者登

録証の写し 

○中小企業は、中企業

又は小企業である

ことを証明する書

類 

2．公共研

究機関 

○技術移転及び事業化促進に関する法律第

2 条第 6号の規定による公共研究機関 

1．国・公立研究機関 

2．科学技術分野の政府出捐研究機関などの

設立・運営及び育成に関する法律により

設立された政府出捐研究機関 

3．特定研究機関育成法の適用を受ける特定

研究機関 

4．高等教育法による学校(国が設立・経営す

る国立学校、地方自治体が設立・経営する

公立高校及び学校法人が設立・経営する

私立学校) 

5．民法又はその他法律により設立された研

究開発に関する法人・団体 

‐国・地方自治体又は政府投資機関が年間

研究費の 1/2 以上を出捐若しくは補助す

る法人・団体 

‐国・地方自治体又は政府投資機関が資本

金若しくは財産の 1/2 以上を出資又は出

捐した法人 

‐その他関係中央行政機関の長が技術移転

の促進のために必要であると認めて指定

 

 

○当該証明書類 

○なし 

 

 

○なし 

 

○なし 

 

 

 

○当該証明書類 
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する法人・団体 

※出願料、審査請求料、最初 3年分の特許料、実

用新案登録料 

3．技術移

転 専 従

組織 

○技術移転及び事業化促進に関する法律第

11 条第 1 号の規定による専従組織(高等

教育法による国・公立学校に設置する専

従組織は、法人である場合に限る) 

※出願料、審査請求料、最初 3年分の特許料、実

用新案登録料 

○専従組織であるこ

とを証明する書類 

4．地方自

治体 

○地方自治法第 2条 1 項による地方自治体 

※2010.7.28.以後に出願、審査請求又は設定登

録をする場合の出願料、審査請求料又は設定

登録料に限る。 

○なし 

次の場合は、出願料、審査請求料、最初 3 年分の特許料、実用新案登録料の

30％を減免する。 

減免対象 要件 証明書類 

中堅企業 
中堅企業の成長促進及び競争力強化に関する

特別法第 2条第 1号による中堅企業 
中堅企業確認書 

 

3.4 手数料の減免手続き 

(1)出願料などの免除又は減免を受けようとする者は、出願時、審査請求時又は

権利設定登録時の出願書、審査請求書若しくは特許(登録)料納付書に免除又は

減免の理由と免除若しくは減免の対象などを記載し、当該証明書類を添付して

特許庁長に提出しなければならない。[徴収規則 7(4)] 

(2)手数料の減免を受けるためには、必ず出願、審査請求などの当該手続きをす

る時に免除・減免理由を記載し、該当証明書類を提出しなければならなず、出願

又は審査請求時に減免申立をせずにその時に減免対象者であったことを理由に、

追って減免を申し立てることは認めない。 

(3)国家有功者であることを証明する書類及び登録障害者であることを証明す

る書類の場合、既に当該書類を特許庁長に提出したときは、省略することができ

る。国民基礎生活受給者証明願・国家有功者(遺族)確認願・障害者証明書の場合、

書式に省略意思表示と索引情報を記載することで提出を省略することができる。 

 

4. 手数料の返還 
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(1)次の場合は、納付した者の請求により特許料及び手数料を返還しなければな

らない。[特法 84(1)] 

①誤納した手数料 

○出願書が不受理(返戻)されたとき、納付したすべての手数料 

○出願が無効とされたとき、出願時に一緒に納付した手数料のうち出願料

を除いたすべての金額(審査請求料、技術評価請求料、優先権主張申立料

など) 

○過納・誤納した手数料 

○その手続きが無効とされる、又は不承認された場合の手数料 

優先権主張及び優先権主張の追加申立が無効とされた場合、指定期間及

び法定期間の延長申立、期日変更申立が不承認となった場合 

②特許取消決定又は特許を無効とするという審決が確定した年度の翌年から

の特許料に該当する分 

③特許権の存続期間の延長登録を無効とするという審決が確定した年度の翌

年からの特許料に該当する分 

④特許出願(分割出願、変更出願及び優先審査の申立のある特許出願を除く)

後、1月以内に当該特許出願を取り下げる、又は放棄した場合、既に支払っ

た手数料のうち特許出願料及び審査請求料 

⑤出願審査の請求をした後、協議結果届出命令(同一人による特許出願に限

る)、先行技術の調査業務に関する結果通知、拒絶理由通知又は特許決定の

謄本送達がある前まで特許出願を取り下げる(変更出願による取下げと国

内優先権主張による取下げを含む)、又は放棄した場合、既に支払った審査

請求料 

⑥特許権を放棄した年の翌年からの特許料に該当する分 

⑦特許拒絶決定又は特許権存続期間の延長登録拒絶決定が取り消された場合

(再審の手続きにおいて準用される場合を含み、補正がある場合は除外)、既

に支払った手数料のうち審判請求料 

⑧審判請求が却下され、その決定が確定する、又は審理終結を通知される前ま

で審判請求を取り下げた場合(再審の手続きにおいて準用される場合を含
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む)、既に支払った審判請求料の 2分の 1に該当する金額 

⑨審理終結の通知前まで参加申立を取り下げる、又は参加申立が決定をもっ

て拒否された場合(再審の手続きにおいて準用される場合を含む)、既に支

払った手数料のうち参加申立料の 2分の 1に該当する金額 

 

(2)誤納された手数料などの返還申立は、手数料納付書の領収書の氏名欄に明記

されている者又はその委任状を受けた者が特許庁に直接申し立て、取消決定・無

効審決確定年度の翌年からの特許(登録)料に該当する分は、手数料納付書の領

収書の氏名欄に明記されている者及び登録権利者又は委任を受けた者が申し立

てなければならない。[徴収規則 9] 

また、審査官は、特許庁長の名義で手数料を返還しなければならない無効処分

などをする場合は、無効処分書に返還手続きに関する案内文を記載して納付者

に通知する。[特法 84(2)] 
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第 8 章 その他の審査に関する手続き 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 216 条(書類の閲覧など)①特許出願、特許取消申立、審判などに関す

る証明、書類の謄本又は抄本の発給、特許原簿及び書類の閲覧若しくは複写が

必要な者は、特許庁長又は特許審判院長に書類の閲覧などの許可を申し立て

ることができる。 

②特許庁長又は特許審判院長は、第 1 項の申立があっても次の各号のいずれ

かに該当する書類を秘密として維持する必要があると認める場合は、その書

類の閲覧又は複写を許可しないことができる。 

1．出願公開又は設定登録されていない特許出願(第 55条第 1項による優先権

主張を伴う特許出願が出願公開又は設定登録された場合、その先願は除外

する)に関する書類 

2．出願公開又は設定登録されていない特許出願の第 132 条の 17 による特許

拒絶決定に対する審判に関する書類 

3．公共の秩序又は善良な風俗を乱す、若しくは公衆の衛生を害する懸念のあ

る書類 

特許法第 217 条(特許出願などに関する書類などの搬出と鑑定などの禁止)①特

許出願・審査・特許取消申立・審判・再審に関する書類又は特許原簿は、次の

各号のいずれかに該当する場合に限って、これを外部に搬出することができ

る。 

1．第 58 条第 1 項又は第 2 項による先行技術の調査などのために特許出願又

は審査に関する書類を搬出する場合 

2．第 217条の 2第 1項による特許文書電子化業務の委託のために特許出願・

審査・特許取消申立・審判・再審に関する書類又は特許原簿を搬出する場

合 

3．「電子政府法」第 32条第 2項によるオンライン遠隔勤務のために特許出願・
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審査・特許取消申立・審判・再審に関する書類又は特許原簿を搬出する場

合 

②特許出願・審査・特許取消申立・審判又は再審で係属中である事件の内容若

しくは特許可否決定・審決又は決定の内容に関しては、鑑定・証言する、若し

くは質疑に応答することができない。 

特許法第 226 条(秘密漏洩罪など)特許庁又は特許審判院所属の職員である、ま

たは職員であった者が特許出願中の発明(国際出願中の発明を含む)について

職務上知った秘密を漏らす、又は盗用した場合は、5年以下の懲役若しくは 5

千万ウォン以下の罰金に処する。 

特許法第 226 条の 2(専門機関などの役・職員に対する公務員擬制)第 58 条第 1

項による専門機関又は特許文書電子化機関の役職員である、若しくは役職員

であった者は、第 226 条を適用する場合は特許庁所属職員又は職員であった

者とみなす。 

 

2. 書類の閲覧 

 

書類の謄本・抄本又は複写の交付を受けようとする、若しくは書類、見本又は

その他の物を閲覧しようとする者は、特許法施行規則別紙第 29号書式による申

立書を特許庁長に提出しなければならない。[特法 216(1)、特則 120(1)] 

ただし、特許庁長又は審判院長は、設定登録又は出願公開されていない特許出

願に関する書類、その特許出願の特許拒絶決定に対する審判に関する書類及び

公共の秩序又は善良な風俗に反する、若しくは公衆の衛生を害するおそれがあ

る物については、これを許可しないことができる。[特法 216(2)] 

 

3. 書類の搬出及び公開の禁止 

 

特許出願及び審査書類は、外部に搬出することができない。ただし、先行技術

調査の外部用役及び特許分類付与の外部用役のために出願書などを外部に搬出

する、又は特許文書電子化業務の委託のために搬出する場合、若しくはオンライ

ン遠隔勤務のための場合は、これを適用しない。[特法 217] 

また、審査官は、特許出願及び審査に関して鑑定・証言又は質疑に応答するこ
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とができないため、留意しなければならない。 

 

4. 書類の援用 

 

(1)書類の援用とは、特許に関する手続きをする者が 2 以上の手続きを同時に、

又は逐次にするときに、証明書の内容が同一の場合は、1の手続き又は先にした

手続きに対してのみ証明書の原本を提出し、残りの手続き又はその以降にする

手続きには証明書の写しを提出する、若しくは当該書式の添付書類欄にその趣

旨を記載することでその証明書に代わることができるようにする制度である。

[特則 10] 

次の場合、援用することができる。 

①代理人(特許管理人を含む)により手続きをする場合の委任状 

②公知などされていない発明とみなす場合、これを証明することができる書

類 

③条約による優先権主張をした場合の優先権証明書類 

④複数当事者の代表者であることを証明する書類 

⑤権利を承継した者が出願・請求その他の手続きをする場合、承継人であるこ

とを証明する書類 

⑥特許に関する手続きをする者が出願・請求その他の手続きにおいて第三者

の許可・認可・同意又は承諾を必要とする場合、これを証明する書類 

⑦法人が手続きをする場合は法人証明書類、外国人が手続きをする場合は国

籍証明書、非条約国又は非協定国国民が提出する証明書類 

⑧手続きをする者が氏名及び住所(法人である場合は、名称及び営業所)を変

更する、又は更正したとき、若しくはその印鑑を変更した場合、これを証明

する書類 

証明書の原本に代わって写しを提出する場合は、添付書類欄に原本を援用す

るという趣旨を記載しなければならない。援用の趣旨は次のような例に従って

記載する。 

(例)委任状〔○○○○年○○月○○日に提出した特許出願○○-○○○○○号に

添付されたものを援用する〕 
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(2)特許に関する手続きをする者が既に提出された証明書を援用しようとする

場合、当該書類の添付書類欄に援用の趣旨を明記することでその証明書に代わ

ることができる。[特則 10(2)] 

(3)次に該当する場合は、特許法第 7条の規定による代理権を証明する書類の提

出を省略することができる。[特則 10(3)] 

①特許法施行規則第 5 条第 2 項の規定により代理人選任届出をした代理人が

その委任事項の範囲内で特許に関する手続きをする場合 

②特許法施行規則第 5 条の 2 第 2 項の規定により包括委任登録をした代理人

がその包括委任の範囲内で特許に関する手続きをする場合 

 

5. 秘密漏洩の禁止など 

 

特許庁職員も公務員であるため、職務上取得した秘密を厳守する義務があり、

法令による職務上、秘密を漏洩すると刑法上の秘密漏洩罪により処罰されるが、

特許出願中の発明に対する秘密維持は、出願人の利益のためにさらに必要であ

るため、これを保障すべく特許法は取り立てて秘密漏洩罪の規定を設けている。

[特法 226] 

特許法第 58条第 1項による専門機関又は特許文書電子化機関の役・職員若し

くはその職にあった者も職務上未公開の発明の内容を容易に取得することがで

きるという点を踏まえ、特許庁職員又はその職にあった者とみなされるように

した。[特法 226の 2] 

(1)秘密漏洩罪の主体は、特許庁職員又は特許審判院職員のみならずその職にあ

った者を含む。ここでいう公務員とは、「法令により国又は地方自治体に勤務す

る職員」であるが、通説と判例によると「個別的に検討して行政機関に準じる公

法人の職員」も公務員に含め、特許法第 226条の 2には法第 58条に基づく専門

調査機関又は特許文書電子化機関の役・職員に対し、秘密漏洩罪を適用するにお

いて特許庁職員に擬制することで、本罪の主体になることができるという点を

明確にした。 

(2)秘密漏洩罪の客体は、職務上知った特許出願中の発明に関する秘密である。
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ここでいう職務上知った特許出願中の発明に関する秘密とは、特許法など関連

法により秘密にしなければならないもののみならず、外部に知られていないも

ののうち相当な利益がある事項を含む。 

(3)秘密漏洩罪でいう漏洩とは、秘密事項を第三者に知らせることをいう。知ら

せる方法には作為のみならず不作為も含む。盗用とは、職務上知った特許出願中

の発明を権利者の意思に反して業として実施する、又はその発明に関する利用

発明、若しくは利用考案などを特許出願又は実用新案登録出願などをすること

をいう。 

(参考)刑法上公務員の職務に関する罪としては、刑法第 2 編各則第 7 章第 122

条から第 135 条までに規定されており、公務員の職務に関する罪は、公

務員の義務に違背する、又は職権を濫用して国家機能の公正を害するも

のを内容とする犯罪及び賄賂罪の三類型がある。 

①職務違背罪：職務遺棄罪、被疑事実公布罪、公務上秘密漏洩罪 

②職権濫用罪：一般公務員の職権濫用罪、不法逮捕罪、暴行過酷行為罪 

③賄賂罪：単純賄賂罪、事前受賄罪、第三者賄賂受賄罪、受賄後不正処事

罪、事後受賄罪、斡旋受賄罪、受賄物伝達罪 

公務員の職務に関する罪は、行為者が行為時に公務員であることを要す

る。ただし、公務上秘密漏洩罪と事前受賄罪の主体は、公務員であった者

と公務員になる者を含む。 
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第 1 章 特許出願人 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 33 条(特許を受けることができる者）①発明をした者又はその承継人

は、この法で定めるところにより、特許を受けることができる権利を有する。

ただし、特許庁職員及び特許審判院の職員は、相続又は遺贈の場合を除き、在

職中に特許を受けることができない。 

②2名以上が共同して発明した場合は、特許を受けることができる権利を共有

する。 

特許法第 34 条(無権利者の特許出願及び正当な権利者の保護)発明者ではない

者であって、特許を受けることができる権利の承継人ではない者(以下、「無権

利者」という)がした特許出願が第 33 条第 1 項本文による特許を受けること

ができる権利を有しない理由により、第 62条第 2号に該当して特許を受ける

ことができなくなった場合は、その無権利者の特許出願後にした正当な権利

者の特許出願は無権利者が特許出願した時に特許出願したものとみなす。た

だし、無権利者が特許を受けることができなくなった日から 30日が経過した

後に正当な権利者が特許出願をした場合は、この限りでない。 

特許法第 35 条(無権利者の特許及び正当な権利者の保護)第 33 条第 1 項本文に

よる特許を受けることができる権利を有しない理由に基づき、第 133 条第 1

項第 2 号に該当して特許を無効とするという審決が確定した場合は、その無

権利者の特許出願後にした正当な権利者の特許出願は、無効とされたその特

許の出願時に特許出願したものとみなす。ただし、審決が確定した日から 30

日が経過した後に正当な権利者が特許出願をした場合は、この限りでない。 

特許法第 37 条(特許を受けることができる権利の移転など)①特許を受けるこ

とができる権利は移転することができる。 

②特許を受けることができる権利は、質権の目的とすることができない。 
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③特許を受けることができる権利が共有である場合は、各共有者は他の共有

者全員の同意を得て初めてその持分を譲渡することができる。 

特許法第 38 条(特許を受けることができる権利の承継)①特許出願前に行われ

た特許を受けることができる権利の承継は、その承継人が特許出願をして初

めて第三者に対抗することができる。 

②同一の者から同一の特許を受けることができる権利を承継した者が二人以

上の場合、その承継した権利について同日に二つ以上の特許出願があれば、特

許出願人間で協議して決めた者に限って承継の効力が発生する。 

③同一の者から同一の発明及び考案に関する特許を受けることができる権利

及び実用新案登録を受けることができる権利を承継した者が二人以上である

場合、その承継した権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があ

れば、特許出願人及び実用新案登録出願人間で協議して決めた者に限って承

継の効力が発生する。 

④特許出願後は、特許を受けることができる権利の承継は、相続、その他の一

般承継の場合を除き、特許出願人変更届出をして初めてその効力が発生する。 

⑤特許を受けることができる権利の相続、その他の一般承継がある場合は、承

継人は遅滞なくその旨を特許庁長に届け出なければならない。 

⑥同一の者から同一の特許を受けることができる権利を承継した者が二人以

上である場合、その承継した権利について同日に二つ以上の特 許出願人変更

届出があれば、届け出た者の間で協議して決めた者に限って届出の効力が発

生する。 

⑦第 2項・第 3項又は第 6項の場合は、第 36条第 6項を準用する。 

特許法第 44 条(共同出願)特許を受けることができる権利が共有である場合は、

共有者全員が共同して特許出願をしなければならない。 
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2. 発明者 

 

(1)特許を受けることができる権利は、発明の完成から拒絶決定の確定又は特許

権設定登録の前までに発明者が有する権利である。特許を受けることができる

権利は、発明をすると同時にいかなる措置なく原始的に発明者に帰属する。[特

法 33(1)] 

特許法第 33条第 1項は、発明をした者又は承継人は特許を受けることができ

るという原則を規定しており、第 2項においては、2人以上が共同して発明をし

たときは、特許を受けることができる権利を共有とするように規定している。

[特法 33(2)] 

特許を受けることができる権利を有しない者が出願する、又は共同して発明

した者が共同して出願をしなかった場合、拒絶理由又は無効理由になる。[特法

62、133] 

(2)発明者とは、自然法則を利用して技術的思想を創作した者を意味する。発明

は事実行為であって、未成年者などのように行為能力のない者であっても発明

者になることができる上、法定代理人を通じて手続きを行いさえすれば特許を

受けることができる。発明者に該当するためには、技術的思想の創作行為に実質

的に貢献するに至る必要がある。[2009ダ 75178、2011ダ 67705] 

①発明者に該当する場合の例 

(例 1)発明の技術的課題を解決するために具体的な着想を新しく提示・付

加・補完した者 

(例 2)実験などを通じて新しい着想を具体化した者 

(例 3)発明の目的及び効果を達成するための具体的手段及び方法を提供し

た者 

(例 4)具体的な助言・指導により発明を可能にさせた者 

②発明者に該当しない場合の例 

(例 1)単純に発明に関する基本的な課題及びアイデアだけを提供した者 

(例 2)研究者を一般的に管理しただけの者 
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(例 3)研究者の指示に従ってデータの整理と実験だけ行った者 

(例 4)資金・設備などを提供して発明の完成を後援・委託しただけの者 

(3)発明が共同してなされた場合は共同発明者全員が発明者であるため、特許を

受けることができる権利は共同発明者全員にある。従って、この場合はその中の

一部の者のみが出願して特許を受けることはできない。[特法 44] 

共同発明者になるためには、発明が完成するまでの過程のうち、少なくとも一

部に共同発明者それぞれが技術的な相互補完を通じて発明の完成に有益な貢献

をしなければならず、発明の完成のために実質的に相互協力する関係でなけれ

ばならない。[99フ 468、2009ホ 6601] 

(4)出願人の錯誤により発明者の一部の記載漏れがある、又は誤記したときは、

審査官が特許可否を決める前までに必要に応じて追加又は訂正することができ

る。[特則 28(1)] 

審査官の特許可否決定があった後は、発明者の記載が誤記であることが明ら

かな場合、又は出願過程において出願書に記載していた発明者の記載漏れが明

らかな場合を除き、新たに発明者を追加するなどの訂正はできない。 

審査過程において発明者を変更する補正書が提出された場合、特別な事情

がない限り、錯誤により発明者の記載漏れ又は誤記があったか否かのみを判

断すれば充分であり、立証書類を別途に要求する必要はない。ここでいう特

別な事情とは、特許法第 29 条第 3 項を理由に拒絶理由を通知したところで発

明者の変更により拒絶理由を解消しようとするなど、錯誤ではないと疑われ

る合理的な理由がある場合をいう。 

(5)出願書に発明者として記載された者が真の発明者ではないと疑われる合

理的な理由がある場合は、出願に対して補正を要求することができる。真の

発明者ではないと疑われる合理的な場合としては、発明者が自然人ではない

場合、発明をしたと認めることができない未成年者が発明者として記載され

ている場合などがある。 
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3. 承継人 

 

特許を受けることができる権利は財産権であり、譲渡性がある。従って、特許

法第 37条において特許を受けることができる権利を移転することができるよう

に規定している。[特法 37(1)] 

 

3.1 承継のための手続き 

(1)特許を受けることができる権利を出願前に譲渡する場合は、特別な手続きを

必要としないが、特許出願後の譲渡の場合は包括承継を除いては出願人変更届

出をして初めてその効力が発生する。[特法 38(1)、(4)] 

一方、出願前に特許を受けることができる権利の譲渡を受けた承継人が第三

者に対抗するためには出願をしなければならない。 

(2)特許出願後に譲渡があった場合であり、出願人変更届出をしようとする者は、 

特許法施行規則別紙第 20号書式の権利関係変更届出書に出願人変更の原因を証

明する書類、第三者の許可・認可・同意・承諾が必要な場合は、これを受けたこ

とを証明する書類及び代理人により手続きをする場合は、その代理権を証明す

る書類各 1 通を添付してその出願の設定登録前までに特許庁長に提出しなけれ

ばならない。[特則 26] 

2 以上の特許出願に対して出願人変更届出をしようとする場合は、その届出の

内容が同一なものであることを前提として一つの届出書で提出することができ

る。 

(3)2 人以上が共同して出願をする、又は出願人変更届出をする場合であり、出

願人又はその承継人の権利について持分を定めようとするとき、若しくは民法

第 268 条第 1 項ただし書きの規定により 5 年以内に分割しないことを定めた契

約があるときは、その出願書又は権利関係変更届出書にその旨を記載し、これを

証明する書類を提出する。[特則 27] 

(参考)出願人の持分を変更しようとする場合であっても、特許法施行規則別紙

第 20 号書式の権利関係変更届出書に持分変更の原因を証明する書類、代

理人により手続きをする場合は、その代理権を証明する書類各 1通を添付

して特許庁長に提出する。 
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(4)特許に関する手続きをする者が死亡して特許を受けることができる権利の

相続がある場合は、特許法第 20条第 1号によって手続きは中断されるため、相

続人は①被相続人の死亡確認書類(死亡診断書又は除籍謄本・家族関係証明書)、

②相続事実を証明する書類(相続人家族関係証明書など)などを添付して手続き

を承継しなければならない。[特法 20、21] 

相続人が 2人以上である場合は、相続人代表であることを証明する書類(相続

人同意書など)を提出して手続きを承継することができる。特許を受けることが

できる権利の相続人などは、民法第 5編の相続に関する規定に従う。 

(5)特許を受けることができる権利を遺贈により承継した場合、「包括的遺贈」を

受けた者は、相続人と同様に①被相続人の死亡確認書類(死亡診断書又は除籍謄

本・家族関係証明書)、②包括的遺贈事実を証明する書類(遺言書など)などを添

付して手続きを承継することができるが、「特定遺贈」を受けた者は、相続人に

遺贈を移行することを請求し、相続人から特許を受ける権利の譲渡を受けなけ

ればならない。[民法 1078、187] 

(参考)遺贈は、遺言者が遺言により自己の財産を自身の死亡後に無償で与える

という旨を内容とする単独行為であって、遺言に用いられた文言及び諸事

情を総合的に考慮して探求された遺言者の意志によって包括的遺贈と特

定遺贈に区別する。 

包括的遺贈を受けた者は、民法第 1078 条により相続人と同一の権利義

務があるため、民法第 187条により法律上当然に遺贈を受ける権利を取得

するが、特定遺贈を受けた者は、遺贈義務者に遺贈を移行するよう請求す

ることができる債権を取得するだけである。 

(6)特許を受けることができる権利は、合有に準ずる性質も有しているため、特

許を受けることができる権利が共有である場合は、各共有者は他の共有者の同

意を得なければその持分を譲渡することができない。[特法 37(3)、97ダ 41298] 

 

(参考)共有とは、財産権を分割して有することをいう。一般的に共有の財産権

は、持分の割合により使用して収益し、他の共有者の同意を得ずに持分を

処分することができる。しかし、これと比較されるものである合有の場合、

複数人が組合体として物を所有する形態であるため、合有者が自己の持分

を他の合有者の同意を得ずに他人に譲渡することはできない。すなわち、

共有は便宜的に一時的な共同所有の形式を取るのに対し、合有は共同の目
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的のために個人的な立場を拘束するという点において差異がある。[民法

262、271] 

 

3.2 特殊な承継の取扱い 

(1)同一の者から承継した同一の特許を受けることができる権利について、異な

った日に 2 以上の特許出願があったときは、実際の承継の先後を問わず、特許

法第 36 条第 1 項により先に出願した者のみが特許を受けることができる。[特

法 36(1)] 

(2)同一の者から承継した同一の特許を受けることができる権利について、同日

に 2 以上の特許出願があったときは、出願した者間の協議によって決めた者以

外の者の承継は、その効力が発生しない。[特法 38(2)、(7)、特法 36(6)] 

この場合、審査官は、特許法第 38 条第 7 項において準用する同法第 36 条第

6項により、特許庁長の名義で期間を定め、出願人に協議の結果を届け出るよう

要求する。協議要求にもかかわらず、協議が成立しなかった場合、その承継は効

力が発生しないことから、すべての出願は無権利者による出願であるとみなし、

特許法第 33 条違反による拒絶理由を通知して拒絶決定する。 

協議結果の届出は、競合者全員が記名捺印した特許法施行規則別紙第 20号書

式の権利関係変更届出書に協議事実を証明する書類、代理人により手続きをす

る場合は、その代理権を証明する書類各 1 通を添付して特許庁長に提出しなけ

ればならず、このとき、協議結果により一部の競合出願を取り下げるなど、必要

な措置を取らなければならない。[特則 34] 

(3)同一の者から承継した同一の特許を受けることができる権利について、同日

に 2 以上の出願人変更届出があったときは、届け出た者間の協議によって決め

た者以外の者の届出は、その効力が発生しない。[特法 38(6)] 

この場合、審査官は特許法第 38 条第 7 項において準用する同法第 36 条第 6

項により、特許庁長の名義で期間を定めて届出者に協議の結果を届け出るよう

要求し、その期間内に届出がないときには、協議は成立しないものとみなす。協

議が成立しない場合、これを理由に拒絶理由を通知するのではなく、出願人変更

届出がなか ったものとみなして審査を進行する。 
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協議結果の届出は、競合者全員が記名捺印した特許法施行規則別紙第 20号書

式の権利関係変更届出書に協議事実を証明する書類、代理人により手続きをす

る場合は、その代理権を証明する書類各 1 通を添付して特許庁長に提出しなけ

ればならず、このとき、協議結果により出願人変更届出を取り下げるなど、必要

な措置を取らなければならない。[特則 34] 

 

4. 正当な権利者の保護 

 

韓国の特許法は、発明者などを厚く保護するために特許を受けることができ

る権利を有する正当な権利者の出願前に無権利者の出願があったとしても一定

の要件を備えている場合、その正当な権利者を保護する規定を設けている。特許

法第 34 条及び第 35 条は、正当な権利者を保護するために無権利者の出願が拒

絶される、又は特許権が無効となった場合、正当な権利者の出願が後願であるか

らといって拒絶されることがないよう規定している。ここにいう「無権利者」と

は発明者ではない者であって、発明者又はその承継人から特許を受けることが

できる権利を適法に承継していない者をいう。すなわち、特許を受けることがで

きる権利を正当に承継していない者が、まるで正当な承継人のように主張する

冒認者及びその冒認者から特許を受けることができる権利の譲渡を受けた善意

の承継人も無権利者である。[特法 34、35] 

 

4.1 保護を受けるための措置 

無権利者の出願があった後、正当な権利者が保護を受けるためには、特許法第

34条又は第 35条により正当な権利者が出願をしなければならない。出願をする

ときは、特許法施行規則別紙第 14 号書式の出願書に明細書・要約書及び図面、

正当な権利者であることを証明する書類、代理権証明書類(代理人がいる場合)

を添付して特許庁長に提出しなければならない。[特則 31] 
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4.2 正当な権利者がした出願の効果 

(1)以下の要件の下において、正当な権利者がした出願は、無権利者が出願した

ときに出願したものとみなす。[特法 34、35] 

①無権利者がした特許出願が特許を受けることができる権利を有していない

という理由により拒絶決定された場合であって、無権利者の出願後に正当

な権利者が出願した場合。ただし、拒絶決定が確定した日から 30日が経過

した後に特許出願した場合は除く。 

②特許を受けることができる権利を有していないという理由により特許を無

効とするという審決が確定した場合であって、無権利者の出願後に正当な

権利者が出願した場合。ただし、無効審決が確定した日から 30日が経過し

た後に出願をした場合は除く。 

正当な権利者がした出願は、特許要件の判断、期間の計算、関連規定の適用な

どにおいて無権利者が出願した日を基準とする。 

例えば、無権利者の出願と正当な権利者の出願の間に同一発明に対する第三

者の出願があった場合、正当な権利者がした出願の出願日は遡及され、第三者が

した出願の出願日より先になるため、正当な権利者がした出願は、第三者がした

出願により拒絶されず、むしろ第三者の出願が正当な権利者の出願により拒絶

される。 

(参考)無権利者の出願から正当な権利者を保護するために、特許法第 36 条第 5

項は、無権利者がした出願は先願の地位がないものと規定している。[特

法 36(5)] 

(2)正当な権利者がした出願の出願日が無権利者が出願した日から 3年経過した

場合(2017.2.28.以前に特許出願した場合は 5 年)であっても、正当な権利者が

出願した日から 30日以内に審査を請求することができる[特法 59(3)]。 

(3)正当な権利者がした出願の発明範囲が適法なものであると認められるため

には、請求範囲に記載された発明だけでなく、発明の説明及び図面に記載された

発明も無権利者がした出願の発明範囲に含まれていなければならない。[特法 34、

35] 

出願の範囲を逸脱した正当な権利者の出願があった場合(正当な権利者の出

願に多数の発明が含まれていて、その発明のうち一部の発明のみが無権利者に

よって出願された発明に該当する場合)、正当な権利者がした出願の出願日は遡
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及しない。 

(4)特許法第 34条及び第 35条により、正当な権利者がした出願に対して特許が

なされた場合、正当な権利者の特許権の存続期間は、正当な権利者の特許権が設

定された日から無権利者の出願日の翌日より起算して 20年となる日までにとす

る。[特法 88(2)] 

(5)正当な権利者の出願の原因となった無権利者の出願に対しては、特許法第 33

条第 1 項違反を理由に拒絶理由を通知して拒絶決定する。また、その拒絶が確

定した後には、特許法施行規則第 33条の規定によりこれを正当な権利者に書面

をもって通知する。[特則 33] 

(参考)無権利者の出願が特許にされたときは、無効審判によってその特許を

無効とすることができる。 

 

5. 参考事項 

 

(1)特許法第 33 条第 1 項ただし書きは、特許庁職員の特許を受けることができ

る権利を制限した規定であり、これは、特許庁職員は職務上特許関係の業務に携

わっていることを考慮したものである。審査官は特許ネットの出願履歴画面上

の特記事項表示及び登録決定時のお知らせ表示の画面を通して、出願人が特許

庁職員であるか否かを確認し、特許庁職員の在職中に特許決定をしないように

注意を払う必要がある。特許庁職員による出願に対しては、特許法第 33 条第 1

項ただし書きの違反を理由に拒絶理由を通知し、拒絶決定する。 

ただし、特許庁在職中の者が出願後に権利を移転する場合、在職中の出願後に

退職する場合、退職後 2 年以内に出願する場合及び特許庁所管の専門機関であ

る先行技術調査機関の在職者が出願した場合に対しては、当該分類の担当審査

官が外部の先行技術調査機関に審査対象出願について調査を依頼し、その後の

審査手続きを行う。登録対象の出願であると判断されれば、3人の審査官が協議

審査を通じて登録可否を最終的に決定する。[特法 33(1)][規定 26(7-9)、86(6)] 
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(2)特許を受けることができる権利は、質権の目的にすることができないように

規定されている。従って、特許を受けることができる権利を目的に質権を設定し

た場合、その質権は無効である。[特法 37(2)] 

(参考)特許権が設定される、又は実用新案権が設定されれば、質権の目的にする

ことができる。[特法 99(2)] 
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第 2 章 特許出願書類 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 42条(特許出願)①特許を受けようとする者は、次の各号の事項を記し

た特許出願書を特許庁長に提出しなければならない。 

1. 特許出願人の氏名及び住所(法人である場合は、その名称及び営業所の所

在地) 

2. 特許出願人の代理人がいる場合は、その代理人の氏名及び住所又は営業所

の所在地[代理人が特許法人・特許法人(有限)である場合は、その名称、事

務所の所在地及び指定された弁理士の氏名] 

3. 発明の名称 

4. 発明者の氏名及び住所 

②第 1 項による特許出願書には、発明の説明・請求範囲を記した明細書と必

要な図面及び要約書を添付しなければならない。 

③～⑨省略 

特許法第 43 条(要約書)第 42 条第 2 項による要約書は、技術情報としての用途

で使用しなければならず、特許発明の保護範囲を定める用途には使用するこ

とができない。 

 

2. 出願書 

 

(1)発明をした者は、原則としてその発明に対して特許を受けることができるが、

発明をしたことだけで特許を受けることができるわけではない。発明者であっ

ても特許を受けるためには、特許出願書類を提出して審査を請求するなど、後続

手続きを移行しなければならない。[特法 42(1)] 

特許法第 42条は、特許出願に必要な書類(出願書類)、すなわち、特許出願書、
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明細書、必要な図面及び要約書に記載すべき事項及びその記載方法について規

定している。出願書類の提出原則は、最初の出願だけでなく分割出願又は変更出

願などにも同じく適用される。 

(2)特許出願書は、特許出願の本体ということができるものであって、特許出願

の主体(特許出願人)及びその手続きをする者(特許出願人又は代理人)を明確に

し、特許を受けようとする意思を表示する書面であり、その他の記載事項に関す

る届出書である。[特則 21(1)] 

出願書の記載事項としては、①特許出願人の氏名及び住所(法人である場合は、

その名称及び営業所の所在地)、②特許出願人の代理人がいる場合は、その代理

人の氏名及び住所又は営業所の所在地(代理人が特許法人である場合は、その名

称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)、③発明の名称、④発明者の

氏名及び住所などで あり、その他にも特許顧客番号、優先権主張の有無、公知

例外主張の有無、審査請求の有無などを記載するようになっている。[特法

42(1)] 

(3)出願書の発明の名称は、出願に関する発明の内容により簡単かつ明りょうに

記載し、明細書に記載されている発明の名称と同一にしなければならない。 

(4)出願書に記載する発明者とは、その出願に関する発明をした実際の発明者の

ことであり、特許証に発明者として記載される権利を有する者である。法人は、

発明者として認められない。 

 

3. 要約書 

 

(1)特許法第 42 条第 2 項により、出願書には要約書を添付するようになってい

る。 

要約書の添付制度は、出願件数の増加及び技術内容の複雑化の傾向に対応し、

特許情報の効率的利用のために導入された制度であって、出願人が出願時に提

出した要約書を公開することによって、その情報を利用しようとする者が容易

に検索することができるようにしたものである。
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(2)要約書は、特許発明の保護範囲を定めるためには使用することができない。

これは特許法第 97条において特許発明の保護範囲は請求範囲に記載された事項

により定められると規定しているだけでなく、要約書は発明の保護範囲を定め

るときに参酌する明細書とは異なって発明の概要を示す技術情報としてのみ提

出されたものであるためだ。[特法 43] 

また、要約書にのみ記載された事項は、特許法第 29条第 3項において規定さ

れたその他出願の地位を有することもできず、補正によって明細書に追加する

ことも許容されない。 

(3)出願書に要約書が添付されていない場合、その出願手続きは、補正要求の対

象となる。要約書が特許法施行規則別紙第 16号書式の要約書の作成方法に従わ

ず、不十分に作成された場合にも特許法第 46 条による補正要求の対象になる。

[特法 46、16] 

審査官は補正要求にもかかわらず、瑕疵を解消することができなかった場合

は、特許法第 16条により当該出願手続きを無効にすることができる。 

(注意)要約書に誤記があった場合、特許法第 42条第 3項第 1号又は第 4項の要

件を満たしていないという理由により拒絶理由通知をしてはならないと

いう点に留意する。 

 

4. 明細書 

 

(1)特許制度は、新しい技術を開発し、それを公開した者に対して審査過程を経

て特許権を付与することにより発明の保護を図る一方、第三者に対してはその

発明を利用することができる機会を提供することにより、産業発展に貢献する

ように導入した制度である。このような発明の保護及び利用は、実質的に発明の

保護範囲を正確に明示する権利書としての役割のみならず、発明の技術的内容

を公開する技術文献としての役割を果たす明細書によって行われる。[特法

42(2)] 

特許法第 42条は、明細書を成す発明の説明及び請求範囲の記載要件について

厳格に規定し、技術文献及び権利書としての明細書の役割が忠実に達成される

ようにしている。発明の説明及び請求範囲の記載要件に関する詳細事項は、第 3
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章及び第 4章を参照する。 

(2)特許法第 42 条第 2 項により出願時の出願書に添付される明細書には、発明

の説明及び請求範囲を記載しなければならない。必要な場合、請求範囲を出願時

に記載しないこともできるが、特許法第 42条の 2第 2項において規定する期間

までに補正を通じて記載しなければならない。[特法 42(2)、特法 42の 2(2)] 

(3)明細書に記載する発明の名称は、その発明の内容により以下のように簡単か

つ明りょうに記載しなければならない。 

①漠然である又は冗長な記載を避け、発明の内容により簡潔かつ明りょうに

記載しなければならない。 

(例)｢遠心脱水機の脱水槽の振動防止装置」というべきものを「遠心脱水機」

又は「脱水槽が振動せずに起動が円滑に起こるようにした遠心脱水機」

という記載などは不適切である。 

②人名、商標、商品の別称、極めて抽象的な性能のみを表す表現又は「特許」

という用語などが発明の名称に含まれていてはならない。 

(例)OO(株)、改良された、改善された、最新式、文明式など 

③請求範囲に 2以上のカテゴリーの請求項(物、製造方法、製造装置、使用方

法など)を記載する場合は、これら複数のカテゴリーをいずれも含む簡単か

つ明りょうな名称で記載しなければならない。 

(例)「紙、その製造方法及び製造装置」 

④発明の名称は、その発明が何を請求しているのかが明確に分かるように記

載しなければならない。 

(例)発明の内容が自動制御装置であって、多方面の産業分野において応用

される場合、発明の名称を「自動制御装置」と記載しても構わないが、

温度制御にのみ使用される場合は「自動温度制御装置」とした方が適切

である。 

⑤補正により請求範囲に記載されている発明が変更される場合は、発明の名

称もこれに符合するように補正しなければならない。 

また、発明の名称は、出願書に記載した発明の名称と同一に記載しなければな

らない。
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明細書に記載された発明の名称が出願書に記載された発明の名称と異なる、

又は不適切な場合、若しくは拒絶理由があるときには、その拒絶理由と共にその

趣旨を通知する。この場合、審査官は望ましい発明の名称を出願人に提案するこ

とができる。上記の趣旨の通知にもかかわらず、発明の名称を補正しない場合又

は他の拒絶理由がない場合であって特許決定をするときは、適切であると認め

られる発明の名称を決めて出願書を職権で訂正(特許ネットの審査画面上の職

権訂正ボタンを活用)し、明細書の名称もこれに合わせて職権補正する。特許決

定をすることができない場合は、発明の名称が明確に不適切であるときに限っ

て特許法第 46 条により補正を要求し、その出願手続きを無効とする。[特法 66

の 2] 

(注意)意見提出通知書をもって通知したからといって発明の名称が不適切であ

るという理由で拒絶決定をすることはできないという点に留意しなけれ

ばならない。 

(参考)特許決定しようとする出願の出願書及び明細書に記載された発明の名称

のうち英文名称が不適切である場合、韓国語の名称と明らかに不一致し

ている、又は誤訳であるときは、出願書を職権で訂正(特許ネットの審査

画面上の職権訂正ボタンを活用)し、明細書の名称もこれに合わせて職権

補正する。 

(4)図面の簡単な説明の欄には、図面それぞれについて各図面が何を示している

かについて、以下の例のように記載しなければならない。[特法 42(2)] 

(例)【図面の簡単な説明】 

図 1は、全体を組み立てた平面図 

図 2は、ある部分を示した正面図 

図 3は、ある部分の縦断面図 

図面の簡単な説明が不適切な場合、上記(3)の発明の名称が適切ではない場合

と同様に取り扱う。 

 

5. 図面 

 

(1)出願された発明の説明に必要な場合、明細書に記載された発明の構成につい

て理解をより深める補充するため、図面を添付することができる。[特法 42(2)] 
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出願書に添付する図面は、特許法施行規則別紙第 17号書式の記載要領に従っ

て作成しなければならない。結晶構造、金属組織、繊維の形状、粒子の構造、生

物の形態、オシロスコープ結果など、特許法施行規則別紙第 17号書式の記載要

領の製図法に従って作図することが困難な場合、又は発明の内容を表現するた

めに不可避な場合、若しくは写真により実施例をより明確に表現することがで

きる場合は、これらを表現する写真で図面を代用することができる。[特則

21(2)] 

出願人が図面に代わって写真を提出した場合、公報に掲載することができる

明りょうなものに限って認め、グレースケール又はカラー写真は、不可避な場合

に限って認める。 

(2)特許出願は、必要な場合に限って図面を添付するように規定しているが、実

用新案登録出願の場合は必ず図面を添付しなければならない。[実法 8(2)] 

(参考)実用新案登録出願の出願書に図面が添付されていないときは、不適切な

出願書として取り扱って出願人に返戻する。 

(3)他の出願の図面を添付するなど、出願された内容と全く関係のない図面を添

付した場合、図面の誤った添付が原因となって特許法第 42条第 3項第 1号の拒

絶理由が発生したのであれば、その趣旨を記載して拒絶理由を通知する。図面の

誤った添付が請求項に記載された発明を容易に実施するに当たって全く影響を

与えない場合は、他の拒絶理由を通知するときに参考事項として記載して通知

し、これを理由に拒絶決定してはならないという点に留意する。[特法 42(3)(1)] 

(注意)図面を誤って添付した出願に対して図面を改めて提出する補正をする場

合、新規事項を追加する補正に該当する可能性が高いため、審査において

留意しなければならない。[特法 47(2)] 
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第 3章 発明の説明 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 42条(特許出願)①～②省略 

③第 2 項による発明の説明は、次の各号の要件をいずれも満たさなければな

らない。 

1. その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者がその発明を

容易に実施することができるように明確かつ詳細に記すこと 

2. その発明の背景となる技術を記すこと 

④～⑨省略 

特許法施行規則第 21条(特許出願書など)①～②省略 

③第 1 項第 1 号による明細書の発明の説明には、次の各号の事項が含まれて

いなければならない。 

1. 発明の名称 

2．技術分野 

3. 発明の背景となる技術 

4. 次の各目の事項が含まれた発明の内容 

イ．解決しようとする課題 

ロ．課題の解決手段 

ハ．発明の効果 

5．図面の簡単な説明 

6．発明を実施するための具体的な内容 

7. その他にその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者がそ

の発明の内容を容易に理解するために必要な事項 
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④第 3 項第 2 号・第 4 号・第 5 号及び第 7 号の事項は、該当する事項がない

場合は、その事項を省略することができる。 

 

2. 実施可能要件 

 

発明の説明は、その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が

その発明を容易に実施することができるように明確かつ詳細に記載しなければ

ならない。これは、当該技術分野の平均的な技術者が出願時にその発明が属する

技術分野の技術常識と明細書及び図面に記載された事項により、その発明を容

易に実施することができる程、明確かつ詳細に記載しなければならないという

意味である。 

 

2.1 実施の主体 

発明の説明の記載が特許法第 42条第 3項第 1号を充足するか否かに関する審

査に当たって、「その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者」と

は、その出願が属する技術分野において普通の程度の技術的理解力を有する平

均的な技術者(以下、「平均的技術者」という)を意味するものとみなす。[特法

42(3)(1)、2003フ 2072] 

 

2.2 「容易に実施」の意味 

(1)「実施」とは、物の発明においてはその物を生産することができる上、その

物を使用することができることをいい、方法の発明においてはその方法を用い

ることができることを意味する。また、物を生産する方法の発明においてはその

方法によりその物を製造することができることを要求する。[特法 2] 

(2)実施の対象となる発明は、請求項に記載された発明をもって解釈される。従

って、発明の説明にのみ記載され、請求項には記載されていない発明が実施可能

に記載されていない場合は、特許法第 42条第 3項第 1号の違反にならない。 

(3)「容易に実施」とは、その発明が属する技術分野の平均的技術者が当該発明

を明細書の記載により、出願時の技術水準から判断して特殊な知識を付加しな

くても過度な試行錯誤又は重ねた実験などを経ずに、その発明を正確に理解し

て再現することをいう。[97フ 2477、2004フ 3362]
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2.3 審査方法 

2.3.1 基本的な考慮事項 

(1)物の発明の場合 

①物の発明が請求項に記載された場合、発明の説明には平均的技術者がその 

物を生産することができるよう、必要な事項を明確かつ詳細に記載しなけ

ればならない。物を製造することができるためには、通常その製造方法を具

体的に記載する必要がある(製造方法に関する記載がなくても出願時の技

術常識に照らし合わせて明細書及び図面からその物を製造することができ

る場合は除く)。また、その物が発明の説明の全体の記載から明確に把握さ

れる必要があり、そのために物を特定するための技術事項がそれぞれいか

なる役割及び作用をするかについても記載する必要がある。 

②平均的技術者が請求項に記載された物を使用することができるように詳細

に記載しなければならない。物が使用できるようになるためには、どのよう

な使用ができるかについて技術的に意味のある特定用途を具体的に記載す

る必要がある。ただし、用途に関する記載がなくても出願時の技術常識に照

らし合わせて明細書及び図面からその物を使用することができる場合は除

く。 

(2)方法の発明の場合 

方法の発明が請求項に記載された場合、発明の説明には平均的技術者がそ

の方法を使用することができるよう、必要な事項を明確かつ詳細に記載し

なければならない。方法を使用することができるようになるためには、通常

その方法が発明の説明の全体の記載から明確に把握される必要があり、そ

のためにその方法を構成する各段階がそれぞれどのような順序でどのよう

な役割を担うかについても記載する必要がある。 

(3)物を生産する方法の発明の場合 

物を生産する方法の発明が請求項に記載された場合、発明の説明には平均

的技術者がその方法により物を生産することができるよう、必要な事項を

明確かつ詳細に記載しなければならない。物の生産方法により物の製造が

できるようになるためには、通常その方法自体が発明の説明の全体の記載

から明確に把握される必要があり、そのためにその製造方法を構成する各

段階がそれぞれどのような順序でどのような役割を担って物の製造に貢献
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するかについても記載する必要がある。 

物の製造方法は、原材料を扱う複数の細部段階が時系列的に構成される

ことが一般的であるため、物の製造のための原材料、その複数の細部段階が

詳細に説明される必要があり、特別に記載しなくてもこれより製造される

物が原材料又は細部工程から容易に理解することができる場合を除いては、

生産物を明確に記載しなければならない。 

 

2.3.2 特殊な場合の取扱い 

(1)化学分野の物質発明の場合 

化学分野の物質発明に関する発明の説明の記載は、物質そのものを化学物質

名又は化学構造式により示すことだけでは足りない場合が多い。その理由は、化

学物質が当然誘導されると推測される化学反応であっても、実際には予想外の

反応により行われない場合があり、直接実験と確認、分析を通さずにはその発明

の実体を把握することが難しく、それによる効果も予測することが困難なため

である。従って、化学分野の物質発明については、平均的技術者が出願時の技術

常識により明細書に開示された化学反応を容易に理解することができる場合を

除いては、物質そのものを表現すること以外にもその化学物質を容易に再現す

るための具体的な製造方法を欠かさず記載しなければならない。[99 ホ 3177、

2000ホ 6370] 

化学分野の物質発明の場合、容易に実施することができるようにするために

は、発明の説明に特定の出発物質、温度、圧力、流入及び流出量などその物質発

明を製造するなかで必要な具体的な反応条件並びにその条件下で直接実施した

結果を実施例として記載する。 

(2)用途(医薬)発明の場合 

化学分野の発明の場合、当該発明の内容及び技術水準によって差異もあるが、

発明の構成からその効果が比較的分かりやすく容易に再現することができる機

械装置などとは異なって、予測可能性又は実現可能性が顕著に足りないため、実

験データが示されている実験例が記載されていなければ、平均的技術者がその

発明の効果を明確に理解して容易に再現することができるとみなすことは難し

い。[2000フ 2958、2003フ 1550、2005フ 1417]
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従って、化学物質の用途発明は、発明の説明に発明の効果を記載して初めて発

明が完成したとみなされると同時に、明細書の記載要件を充足したともいうこ

とができる。特に、医薬の用途発明においては、その出願前に明細書に記載され

た薬理作用を表す作用機序が明らかにされているなど、特別な事情がない限り、

当該発明に関する物質にそのような薬理作用があるという旨を薬理データなど

が示された試験例をもって記載する、又はこれに代わっても構わない程に具体

的に記載しなければならない。 

(3)パラメータ発明の場合 

①パラメータ発明は、物理的・化学的特性値について当該技術分野において標

準的なものとされない、又は慣用とされないパラメータを出願人が任意で

創出する、若しくはこれら複数の変数間の相関関係を利用して演算式でパ

ラメータ化した後、発明の構成要素の一部とする発明をいう。パラメータに

より特定される発明が容易に実施されるためには、その技術分野において

通常の知識を有する者が発明を具現するための具体的な手段、発明の技術

的課題及びその解決手段などを明確に理解するよう、パラメータに関する

具体的な技術内容を記載しなければならない。[2007ホ 81] 

②発明が容易に実施されるためのパラメータに関する具体的な技術内容とし

ては、(ⅰ)パラメータの定義又はその技術的意味に関する説明、(ⅱ)パラメ

ータ値の限定事項が含まれている場合、値の範囲及びその範囲を限定した

理由、(ⅲ)パラメータ測定のための方法、条件、器具に関する説明、(ⅳ)パ

ラメータを充足させる物を製造するための方法に関する説明、(ⅴ)パラメ

ータを充足させる実施例、(ⅵ)パラメータを充足しない比較例及び(ⅶ)パ

ラメータと効果の関係に関する説明などがある。 

③パラメータに関する具体的な技術内容が発明の説明又は図面に明示的に記

載されていなくても、出願時の技術常識を踏まえて明確に理解することが

できる場合は、これを理由に発明を容易に実施することができないとは判

断しない。 
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2.4 請求範囲の記載不備との関係 

実施可能要件と発明が発明の説明によって裏付けられなければならないとい

う要件は、相互密接な関係にあるため、審査の効率性及び一貫性を維持するため

に以下のような基準に従って関連規定を適用する。 

特許法第 42 条第 3 項第 1 号は、当該技術分野において通常の知識を有する

者、すなわち、平均的技術者が請求項に関する発明について発明の説明の記載か

ら容易に実施することができない場合に適用し、同法第 42 条第 4 項第 1 号は、

請求項に記載された発明が発明の説明に記載されていない、又は発明の説明に

記載された内容から当該技術分野の平均的技術者が認識することのできる範囲

から逸脱した場合に適用する。[特法 42(3)(1)、42(4)(1)] 

(参考)請求範囲が発明の説明により裏付けられているか否かは、その発明が属

する技術分野において通常の知識を有する者の立場からして、請求範囲

に記載された発明と対応される事項が発明の説明に記載されているか否

かにより判断しなければならないため、出願時の技術常識に照らし合わ

せても発明の説明に開示された内容を請求範囲に記載された発明の範囲

まで拡張又は一般化することができない場合は、その請求範囲は、発明の

説明により裏付けられるとみなすことができない。[2004 フ 1120] 

(1)請求項に上位概念の発明が記載されており、発明の説明には上位概念に関す

る発明の記載はなく、下位概念の発明に関する記載があるのみであって、上位概

念に関する発明が発明の説明に記載された下位概念の発明から明確に把握され

ない場合は、特許法第 42条第 4項第 1号を適用する。 

発明の説明に下位概念の実施例が一部のみ記載されており、請求項の上位概

念に含まれる他の下位概念については容易に実施することができないとみなさ

れる具体的な理由がある場合は、特許法第 42 条第 3 項第 1 号を共に適用する。 

一方、請求項に下位概念の発明が記載され、発明の説明に上位概念の発明が記

載された場合であっても、請求項に記載された下位概念の発明が発明の説明の

記載から明確に把握されない場合は、特許法第 42条第 4項第 1号を適用し、発

明の説明の記載から請求項に記載された下位概念に関する発明を容易に実施す

ることができない場合は、特許法第 42条第 3項第 1号を共に適用する。 
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(例 1)請求項には可塑性物の圧縮成形方法が記載されているが、発明の説明に

は、可塑性物の圧縮に適用する方法については単純に言及があるのみで

あって、炭水化物又はたんぱく質などを主成分とする農水産加工品の食

用可塑性物の製造方法についてのみ詳細に記載されているため、その記

載された成形温度又は成形圧力などがセラミックス又は金属などの他の

可塑性物の圧縮成形方法の実施にまで拡張することはできないと認めら

れる場合、特許法第 42条第 3項第 1号の違反で拒絶理由を通知する。ま

た、発明の説明に農水産物の圧縮以外に金属又はセラミックなどその他

の可塑性物の圧縮方法に適用するという記載がない場合は、特許法第 42

条第 4項第 1号の違反で拒絶理由を通知する。 

(例 2)発明の説明には、「酸素吸収用組成物に関する発明であり、普通の電解還

元鉄より速いスピードで酸素を吸収することができるアニーリングした

電解還元鉄微粒子を使用するもの」と記載されているが、請求項には「重

量 99.6%までの電解還元鉄微粒子、電解質生成のために水と結合する重量

として約 3.5%までの塩、○○○○成分を含む酸素吸収用組成物」と記載

されている場合、電解還元鉄微粒子は、アニーリングした電解還元鉄微粒

子の上位概念であり、請求範囲が発明の説明に記載された内容より上位

概念で記載されており、これに関する記載が発明の説明に記載されてい

ないのであれば、請求項が発明の説明によって裏付けられないものとみ

なして、特許法第 42条第 4項第 1号の違反で拒絶理由を通知する。 

(2)請求項がマーカッシュ(Markush)形式で記載されており、発明の説明には請

求項に記載された構成要素のうち一部の構成要素に関する実施例が記載されて

いるだけであって、その他構成要素については言及しているのみで実施例が記

載されていないため、平均的技術者が容易に実施することができる程度に記載

されていないときは、特許法第 42 条第 3 項第 1 号の違反で拒絶理由を通知す

る。 

(例)請求項には、置換基(X)として CH3、OH、COOHが択一で記載された置換ベン

ゼンの原料化合物をニトロ化してパラニトロ置換ベンゼンを製造する方法

が記載されているが、発明の詳細な説明にはその実施例として原料化合物

がトルエン(Xが CH3)である場合について記載されているのみであって、そ

の方法は CH3と COOHの顕著な配向性の相異などからみて原料が安息香酸(X

が COOH)である場合は不適切であると認められる場合は、特許法第 42 条第
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3項第 1号の違反で拒絶理由を通知する。 

 

 

(3)発明の説明には、特定の実施形態のみが実施可能な程度に記載されており、 

請求項に関する発明の実施形態が発明の説明に記載されている特定の実施形 

態とは差異があると認められる場合は、発明の説明に記載された実施例だけで

は、請求項に関する発明を実施することができないという理由により特許法第

42条第 3項第 1号の違反で拒絶理由を通知する。 

(4)発明の説明と請求項に記載された発明の相互間に用語が統一されておらず、

両者の対応関係が不明りょうな場合、請求項に記載された発明が発明の説明に

よって裏付けられないものとみなし、特許法第 42条第 4項第 1号の違反で拒絶

理由を通知する。 

 

3. 記載方法の要件 

 

発明の説明の記載方法を違背すれば、2014.12.31.以前の出願に対しては拒絶

又は無効の理由に当たり、2015.1.1.以降の出願に対しては補正事項に当たる。 

 

3.1 導入の趣旨 

(1)発明をすることは、新しい技術的思想を創作することであるため、発明を説

明するにおいては、出願時の技術水準に照らし合わせて当該発明がどのような

技術的意義を持つか、どのような技術的進歩をもたらしたかを理解することが

できるように記載することが重要である。発明の内容を理解するためには、どの

ような技術分野においてどのような未決課題があって、どのような手段を用い

てそれを解決したかに関する説明を発明の説明中に記載する必要があり、これ

は明細書の作成において世界各国で一般的に採択されている記載方法でもある。

[2003フ 2072、2004フ 3362、97 フ 2477] 

記載方法の要件は、特許出願された発明の内容を第三者が明細書を読むだけ

で容易に分かるように公開させることで、特許権で保護を受けようとする技術

的内容及び範囲を明確にするために導入された。
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(2)特許法施行規則第 21 条は、発明がどのような技術的な進歩をもたらすかに

ついて審査官又は第三者が容易に理解することができるようにする記載方法で

あって、発明の名称、技術分野、発明の背景となる技術、解決しようとする課題、

課題の解決手段、発明の効果、図面の簡単な説明、発明を実施するための具体的

な内容及びその他にその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者

がその発明の内容を容易に理解するために必要な事項を提示している。[特則

21] 

ただし、上記の事項は必ず形式的に区分して記載しなければならないもので

はなく、発明の説明の全体の記載からその事項を把握し、発明の内容を理解する

ことができれば充分なものであるとみなす。 

(3)特許を受けようとする発明が特許法施行規則第 21 条第 3 項に提示された事

項のうち、該当する事項がない発明である場合はその事項を省略することがで

きる。[特則 21(4)] 

例えば、偶然に新規物質を合成する方法を発明するようになった場合、発明の

解 決しようとする課題及び解決手段を記載しなくてもその新規物質又は合成

方法を理解することができるように記載されていれば、発明の説明の記載方法

を違反したものとしない。 

 

3.2 具体的な記載方法 

【発明の説明】は原則的に【発明の名称】、【技術分野】、【発明の背景となる技

術】、(【先行技術文献】)、【発明の内容】、【図面の簡単な説明】、【発明を実施す

るための具体的な内容】、(【産業上利用の可能性】)、(【受託番号】)及び(【序

列目録自由テキスト】)の欄に区分して記載し、その内容は当該技術分野の平均

的技術者がその発明を容易に理解し、容易に重ねて再現することができるよう

に明確かつ詳細に記載しなければならない。[特則 21(3)別紙第 15号書式] 

ここでいう「発明の説明」とは、特許法第 42条第 2項の解釈上、出願人が出

願書に添付して提出した明細書に記載された事項のうち、請求範囲を除いた記

載事項を意味する。 
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3.2.1 技術分野 

特許を受けようとする発明の技術分野を明確かつ簡潔に記載しなければなら

ず、できるだけ関連する技術分野も記載する。技術分野を少なくとも 1 つ以上

記載しなければならないが、明示的記載がなくても平均的技術者が技術常識で

その発明の属する技術分野を理解することができるときは、記載しなくても構

わない。 

出願人が本発明の属する国際特許分類(IPC)を知っている場合は、参照して記

載することができる。 

 

3.2.2 発明の内容 

発明の内容は、原則的に【解決しようとする課題】、【課題の解決手段】、【発明

の効果】の欄に区分して、以下の通り記載する。 

(1)【解決しようとする課題】には、特許を受けようとする発明が技術上の課題

にしている従来技術の問題点などを記載する。 

ただし、明示的な記載がなくても平均的技術者が明細書の他の記載と技術常

識から発明が解決しようとする課題を理解することができるときには、記載し

なくても構わない。また、従来の技術と全く異なる新規の発想により開発された

発明など、そもそも解決しようとする課題が想定されていなかった場合にも、課

題の記載を省略することができる。 

(2)【課題の解決手段】には、どのような解決手段により当該課題が解決された

かを記載する。一般的には、特許を受けようとする発明が解決手段そのものにな

るが、明示的な記載がなくても平均的技術者が解決しようとする課題、実施例な

ど明細書の他の記載から課題の解決過程が充分に理解することができる場合は、

記載しなくても構わない。 

従来の技術と全く異なる新規の発想により開発された発明など、当初より解

決しようとする課題が想定されていない場合は、解決手段の記載は省略するこ

とができる。 
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(3)【発明の効果】には、特許を受けようとする発明が従来の技術と比べて優れ

ていると認められる特有の効果を記載する。出願発明の有利な効果が明細書に

記載される場合、その発明の進歩性の有無を追認する一つの要素になり得るた

め、出願人が知っている限度内でできるだけ記載する必要がある。 

 

3.2.3 発明を実施するための具体的な内容 

(1)【発明を実施するための具体的な内容】には、その発明の平均的技術者がそ

の発明がどのように実施されるかを容易に分かるよう、その発明の実施に向け

た具体的な内容を少なくとも 1つ以上、できるだけ多様な形態で記載する。 

発明がどのように実施されるかを示すためには、課題を解決するための技術

的手段を記載する必要があり、技術的手段が複数である場合は、これらの間にど

のような有機的な結合関係により有利な効果をもたらすかを記載する必要があ

る。技術的手段は、単純にその手段が有する機能又は作用のみを表現するのでは

なく、具体的な手段そのものを記載しなければならない。 

(2)発明を実施するための具体的内容として、発明の構成そのものだけでなく、

その機能についても記載する必要がある。実際、技術分野によって機能を記載し

た方が構成を詳細に記載するより適切である。例えば、コンピューター分野の場

合、個々の技術的手段がどのような機能をするか、及びこれらがどのような相互

関連性をもって作用し、その課題を解決するかなどについて記載した方が有利

な場合がある。 

(3)必要な場合は、【実施例】の欄を作り、その発明が実際にどのように具体化さ

れるかを表す実施例を記載する。実施例は、できるだけ多様に記載する。 

実施例の記載は、以下のように記載することができる。 

①請求範囲が包括的に記載されているときは、その記載により発明の具体的

な内容を平均的技術者が分かる場合を除いて、その包括的な記載に対応す

る個々の代表的な実施例を記載する。 
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②実施例として基礎データなどを記載し、必要な場合は比較例、応用例なども

記載する。比較例は、当該発明と技術的に最も近いものについて記載し、実

施例、比較例、応用例との差異点を明確にする。 

③実施例について図面を利用して説明する場合は、対応個所の図面の符号を

技術用語の後に( )を入れて記載する。 

(4)ある技術的手段について数値を限定しているときは、その限定の理由を記載

する。 

また、特許を受けようとする発明を実験データを利用して説明する場合は、平

均的技術者が容易にその実験結果を再現することができる程度に試験方法、試

験・測定器具、試験条件などを具体的に記載しなければならない。 

発明を実施するために入手が困難な材料又は素子などを使用する場合は、そ

の製造方法又は入手先を記載しなければならない。[96フ 658] 

技術用語は、当該技術分野において一般的に認められている標準用語又は学

術用語を使用しなければならず、化学記号、数学記号、分子式などは一般的に広

く使われているものを使用しなければならない。[2001ホ 4654] 

(5)図面がある場合、その図面に関する説明を記載する。 

 

3.2.4 産業上利用の可能性 

【産業上利用の可能性】は、特許を受けようとする発明が産業上利用すること

ができるものであるか否か不明りょうであるとき、その発明の産業上の利用方

法、生産方法又は使用方法などを記載する。産業上利用の可能性は、明細書の他

の記載から充分類推することができるため、別途の記載を必要としない場合が

多い。 
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4. 背景技術の記載要件 

 

(注)2011.6.30.以前の出願の場合、特許法施行規則別紙第 15号書式(明細書)の

記載要領において発明の背景技術を具体的に記載し、できるだけ背景技術

の文献情報を開示するものと定めていたが、背景技術を記載しなくても拒

絶理由にはならない。 

2011.5.24.付改正(2011.7.1.施行)により、特許法第 42 条第 3 項に第 2 号

が新設され、発明の説明に発明の背景となる技術を記載しなければならな

いという点を明確にした。発明の背景となる技術を記載しない場合、第 42

条第 3 項第 2 号違反の拒絶理由が通知される。改正された特許法規定及び

それによる以下の背景技術に関する審査基準は、2011.7.1.以降の出願に適

用される。 

 

4.1 発明の背景となる技術の意味 

発明の背景となる技術(背景技術)とは、発明の技術上の意義を理解するに当

たって役に立ち、先行技術の調査及び審査に有用であると考えられる従来の技

術をいう。 

 

4.2 背景技術の記載要件 

(1)背景技術は、特許を受けようとする発明に関するものでなければならない。 

特許を受けようとする発明とは、請求範囲に記載された事項によって定めら

れる発明をいう。背景技術が特許を受けようとする発明に関するものであるか

否かは、発明が属する技術分野、発明の解決しようとする課題、課題の解決手段

を重点的に考慮して判断する。 

(2)出願人は、発明の説明の【発明の背景となる技術】の項目に背景技術の具体

的な説明を記載しなければならず、できるだけその背景技術が開示された先行

技術文献の情報も記載しなければならない。先行技術文献の情報は、特許文献の

場合は発行国、公報名、公開番号、公開日などを記載し、非特許文献の場合は著

者、刊行物名(論文名)、発行先、発行年月日などを記載する。基本的に審査官に
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よる拒絶理由通知の際、先行技術文献を引用するときの記載要領と同一に記載

する(第 5部第 3章「5.5 先行技術文献の記載要領」を参照)。 

ただし、背景技術の具体的な説明を記さずに先行技術文献の情報のみを記載

したとしても、その先行技術文献が発明に関する適切な背景技術を開示してい

るものであれば、発明の背景技術を記したものとみなす。 

先行技術文献が多数である場合、できるだけ発明に最も近い(複数の)文献に

ついて記さなければならない。 

(3)既存の技術と全く異なる新規の発想により開発された発明であるため、背景

技術が分からない場合は、隣接した技術分野の従来技術を記載する、又は適切な

背景技術が分からないという旨を記載することによって、当該発明の背景技術

の記載に代替することができる。 

 

4.3 背景技術の記載が不適切な類型 

特許法第 42条第 3項第 2号を充足していないものであり、拒絶理由通知の対

象となる類型は、以下の通りである。 

 

4.3.1 背景技術を全く記していない場合 

【発明の背景となる技術】の項目だけでなく、発明の説明の全体を見ても発明

の解決しようとする課題、解決手段及び発明の効果を記しただけであって、発明

の背景となる技術を発見することができない場合をいう。 

 

4.3.2 特許を受けようとする発明に関する背景技術ではない場合 

発明の説明に背景技術として記しているが、それが特許を受けようとする発

明ではない、他の発明の背景技術である場合は特許法第 42条第 3項第 2号を充

足していないものである。次のような場合がこれに該当する。 

①特許を受けようとする発明と関連性のない背景技術のみを記載した場合 

(例)請求範囲には「騒音を減少させる真空掃除機の吸入ノズル」を請求して

いるのに、【発明の背景となる技術】の項目には、着脱式雑巾掃除機に

関する背景技術のみを記載した場合など、発明の技術分野、解決しよう

とする課題、課題の解決手段などにおいて請求している発明と記載し
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ている背景技術との関連性がないと認められる場合をいう。 

②請求範囲には記載されず、発明の説明にのみ記載された発明の背景技術を

記した場合 

③1 群の発明違反により分割出願したのに、分割出願の発明の説明に記されて

いる背景技術が分割出願の請求範囲において請求する発明に関するもので

はない場合 

 

4.3.3 基礎的技術に過ぎず、発明の背景技術を記したものとみなすことができ

ない場合 

背景技術として特許を受けようとする発明に関する技術分野など従来技術を

記したが、基礎的技術に過ぎないため、発明の背景となる技術であるとみなすこ

とができない場合である。 

このような基礎的技術の記載を背景技術として認めるか否かは明細書に記載

された発明の解決しようとする課題及び課題の解決手段を考慮して、その記載

された技術が特許を受けようとする発明の理解、先行技術調査及び審査に有用

なものであるか否かで判断する。 

ただし、この場合に特許法第 42条第 3項第 2号違反の拒絶理由を通知するた

めには、背景技術として適合した先行技術又は関連文献が当該技術分野におい

て知られている、又は容易に入手することができると認められなければならな

い。審査官が適切な背景技術の開示された先行技術文献を認知していれば、でき

るだけ拒絶理由通知の際にそのような先行技術文献を提示させる。 

(例 1)出願人が「騒音を減少させる真空掃除機の吸入ノズル」を出願し、背景技

術の欄に真空掃除機に関する一般的な技術常識のみを記載した場合、発

明の解決しようとする課題又は課題の解決手段に直接関わる「騒音低減

型真空掃除機」又は「真空掃除機の吸入ノズルの構造」に関する先行技術

が多数存在し、通常の検索システムにより容易に検索することができる

のであれば、これは発明の背景技術を記載したものとみなすことができ

ないため、第 42条第 3項第 2号の拒絶理由通知の対象となる。 

(例 2)出願人が「高精密油圧式ドリル装置」を出願し、背景技術の欄に「油圧式

ドリル」ではなく「電気モータドリル」に関する一般的な技術のみを記し

た場合、発明の理解、先行技術調査及び審査に有用な従来の「油圧式ドリ

ル装置」に関する先行技術(出願人本人の公開特許公報など)が通常の検
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索システムにより容易に検索することができるのであれば、これは発明

の背景技術を記載したものとみなすことができないため、第 42条第 3項

第 2 号の拒絶理由通知の対象となる。 

(例 3)出願人が「溶接機用溶接棒グラインダー」を出願し、背景技術の欄に一般

的な溶接機を使用する時に溶接棒の端が丸くなる現像に関して記載して、

解決しようとする課題の欄に上記の現像を改善するために溶接機用溶接

棒グラインダーを提供すると記載した場合、もし、溶接時に溶接棒の鈍化

現像に関する溶接機又はグラインダーなどの発明の理解、先行技術調査

及び審査にもっと有用な従来技術が通常の検索システムにより容易に入

手することができるものではなければ、背景技術の欄に一般的な技術内

容を記したにもかかわらず、第 42条第 3項第 2号の拒絶理由通知の対象

にならない。 

 

4.4 背景技術の記載が不適切な場合の拒絶理由通知 

背景技術の記載が不適切なものであると認められる場合、審査官は特許法第

42条第 3項第 2号違反の拒絶理由を通知する。 

第 42条第 3 項第 2号の要件を充足しているか否かは、一律で判断するもので

はなく当該発明の技術分野の状況(開拓発明であるか否かなど)、従来技術の蓄

積の程度、出願人/発明者の当該技術分野における研究開発活動の程度などを考

慮しなければならない。 

特許法第 42 条第 3 項第 2 号の要件は、特許法第 62 条による拒絶理由にはな

るが、情報提供理由(特法 63 条の 2)又は無効理由(特法 133(1))にはならない。 
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4.5 特許法第 42 条第 3 項第 2 号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応方

法 

発明の背景技術が記載されていないという拒絶理由通知を受けた場合、出願

人は明細書の【発明の背景となる技術】の項目又はその【先行技術文献】の項目

に適切な背景技術が開示された先行技術文献の情報を追加する補正をすること

で対応することができる。この場合は、特許を受けようとする発明の背景技術が

その先行技術文献に開示されている旨を説明した意見書と共に提出することが

望ましい。 

(補正の例 1)【発明の背景となる技術】の欄の【先行技術文献】の【特許文献】

の 項 目 に 「 大 韓 民 国 公 開 特 許 公 報 第 10-○○○○-

○○○○○○○号(2002.4.25.)」と追加 

(補正の例 2)【発明の背景となる技術】の欄に「本発明の背景となる技術は、

大韓民国公開特許公報第 10-○○○○-○○○○○○○号

(2002.4.25.)に開示されている」と追加 

既存の技術と全く異なる新規の発想により開発された発明であるため、適切

な背景技術が分からない場合は、拒絶理由通知に対する意見書にそのような旨

を説明して対応することができる。 

 

5. その他の留意事項  

 

(1)特許法第 42 条の 3 第 1 項による外国語出願の明細書を除いて明細書に記載

された用語が韓国語で記載されていないため、その記載事項が不明りょうな場

合は、特許法施行規則第 11 条第 1 項第 4 号を理由に疎明の機会を付与した後、

返戻する。ただし、明細書の一部が外国語で記載されており、その点以外には出

願内容を理解するに当たって困難がない場合は返戻せず、特許法第 46条の違反

で補正を要求する。[特則 11(1)(4)、特法 46] 

(2)外国語出願に基づいた条約優先権主張出願などに誤訳がある場合、その条約

優先権主張出願などの明細書のみで記載不備があるか否かを判断し、記載不備

があったときに限って特許法第 42条第 3項第 1号又は第 4項により拒絶理由を

通知する。誤訳により第 1 国出願の内容と相違したものになる、又は明細書の
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記載内容が不明りょうな場合であっても、誤訳を理由に拒絶理由を通知しては

ならないという点に留意しなければならない。[特法 42(3)(1)、特法 42(4)、84

フ 43] 

この場合、補正書の提出により①第 1 国出願の明細書にのみ記載され、条約

優先権主張出願の最初明細書には記載されていない技術内容が追加される、又

は②条約優先権主張出願の明細書に記載された事項だけでは実施が不可能であ

った発明が実施可能になるなど、新規事項が追加される可能性が高いため、細か

く検討しなければならない。[特法 47(2)] 

(3)発明の説明において、技術用語が統一されず、発明を容易に実施することが

できない場合は、特許法第 42条第 3項第 1号の違反で拒絶理由を通知する。発

明の説明及び請求範囲に記載された技術用語が相違する、又は請求範囲に記載

された技術用語が相違していて不明りょうな場合は、特許法第 42条 4項第 1号

の違反で拒絶理由を通知する。 

(4)慣用的に使用されていない技術用語又は学術用語について、発明の説明にお

いて別途に定義せずに用いているためにその意味が不明りょうな場合、又はハ

ングル文字だけでは理解し難い用語について、( )の中に漢字又は原語を併記し

なかったために発明を明確に把握することが難しい場合は、特許法第 42 条第 3

項第 1号の違反で拒絶理由を通知する。[2001ホ 4654] 

(5)明細書において商標又は製品名を記載することは原則として許容しないが、

商標又は製品名を記載してもその商標又は製品名の物を容易に入手することが

でき、その商標又は製品名の品質若しくは組成などの変化により発明の内容が

変質される可能性が少なく、その商標又は製品名の物を明確に確定することが

できる場合は、例外として商標又は製品名を記載することができる。 

 

6. 拒絶理由の通知方法  

 

(1)本章の実施可能要件及び記載方法要件に違背するという理由により拒絶理

由を通知する、又は補正を求めるときは、瑕疵のある位置を具体的に指摘して通

知する。特に、実施可能要件の違背を理由に拒絶理由を通知するときは、対応す

る請求項を適示する。[特法 63(2)] 

(2)特許法施行規則第 21 条第 3 項により発明の説明を記載したものの、請求項

に記載された発明が容易に実施されるように明確かつ詳細に記載していない場
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合は、特許法第 42 条第 3 項第 1 号のみを理由に拒絶理由を通知する。[特法

42(3)(1)、特則 21(3)] 

(3)2014.12.31.以前の出願について、発明の説明の記載が実施可能要件及び記

載方法要件をすべて満たさなかった場合は、特許法第 42条第 3項第 1号及び特

許法施行規則第 21条第 3項すべてを理由に拒絶理由を通知する。ただし、この

場合、2015.1.1.以降の出願については、特許法第 42 条第 3 項第 1 号の拒絶理

由を通知し、特許法第 46条に基づいて補正を求める。 

一方、特許法施行規則第 21条第 3項の記載方法要件を違背したものの、請求

項に記載されたすべての発明が発明の説明の記載だけでも容易に実施すること

ができる場合は、その記載は適切なものとみなす。[特法 42(3)(1)] 
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第 4 章 請求範囲 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 42条(特許出願)①～③省略 

④第 2 項による請求範囲には、保護を受けようとする事項を記した項(以下、

「請求項」という)が一つ以上なければならず、その請求項は次の各号の要件

をいずれも充足しなければならない。 

1. 発明の説明により裏付けられること 

2. 発明が明確かつ簡潔に記されていること 

⑤削除 

⑥第 2項による請求範囲には、保護を受けようとする事項が明確になるよう、

発明の特定に必要であると認められる構造・方法・機能・物質又はこれらの結

合関係などを記さなければならない。 

⑦削除 

⑧第 2 項による請求範囲の記載方法について必要な事項は、大統領令で定め

る。 

⑨第 2 項による発明の説明、図面及び要約書の記載方法などについて必要な

事項は、産業通商資源部令で定める。 

特許法施行令第 5条(特許請求範囲の記載方法)①法第 42条第 8項による特許請

求範囲の請求項(以下、「請求項」という)を記載するときは、独立請求項(以

下、「独立項」という)を記載しなければならず、その独立項を限定する、又は

付加して具体化する従属請求項(以下、「従属項」という)を記載することがで

きる。この場合、必要なときはその従属項を限定する、又は付加して具体化す

る他の従属項を記載することができる。 

②請求項は、発明の性質によって適正な数で記載しなければならない。 

③削除 
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④他の請求項を引用する請求項は、引用される項の番号を記さなければなら

ない。 

⑤2 以上の項を引用する請求項は、引用される項の番号を択一的に記載しなけ

ればならない。 

⑥2 以上の項を引用した請求項において、その請求項において引用された項は

再び 2以上の項を引用する方式を使用してはならない。2 以上の項を引用した

請求項において、その請求項の引用された項が再び一つの項を引用した後、そ

の一つの項が結果的に 2 以上の項を引用する方式に対しても、また同様であ

る。 

⑦引用される請求項は、引用する請求項より先に記載しなければならない。 

⑧各請求項は項毎に改行して記載し、その記載する順序によりアラビア数字

で一連番号を付けなければならない。 

 

2. 発明の認定 

 

請求の範囲の記載は、特許権の保護範囲がそれに基づいて決定されるという

点で 重要な意味を有する。請求の範囲が記載要件を満たすことができない場合、

その特 許権により第三者の権利が不当に制約を受け、権利者自身も特許権が無

効となるか、 あるいは特許権の保護範囲が不要に制限されるなど不利益をこう

むる可能性があるた め、請求の範囲の記載要件を審査するときは、このような

点に十分な注意をしなけ ればならない。 

請求の範囲に請求項として記載された事項は、特許法第 42 条第 4 項及び第 

8 項の 請求の範囲の記載方法により、発明の詳細な説明に開示した発明のうち

出願人が自 分の意志により特許権として保護を受けようとする事項として選

択して記載した事 項である。従って、特許を受けようとする発明の認定は、出

願人が自分の意志 により選択した請求の範囲の記載内容を尊重して、各請求項

に記載された事項に基 づいて行われなければならず、請求項の記載が不明りょ

うであるか、あるいは技術 用語の意味、内容が不明確な場合に限り発明の詳細

な説明又は図面の記載を参酌し なければならず、請求の範囲の記載を逸脱して

発明の詳細な説明に開示された発明 の内容から請求項に記載された発明を認

定してはならない。 
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また、要約書は、技術情報としての用途に限って用いられるものであり、発明

の保護範囲を定めるためには用いることができない。[特法 43] 

 

3. 発明の説明によって裏付けられること 

 

発明の説明は技術公開書としての役割を果たすため、発明の説明に記載して

公開していない発明を請求範囲に請求項として記載して特許を受けると、公開

していない発明に対して特許権が付与される不当な結果になるため、これを防

止するために特許法第 42条第 4項第 1号を規定した。[特法 42(4)(1)、2004 フ

776、2003フ 2072] 

ここでいう「発明の説明」とは、特許法第 42条第 2項の解釈上、出願人が出

願書に添付して提出した明細書に記載された事項のうち、請求範囲を除いた残

りの記載事項を意味する。 

(1)請求範囲が発明の説明によって裏付けられているか否かは、その発明が属す

る技術分野において通常の知識を有する者の立場において請求項に記載された

発明と対応する事項が発明の説明に記載されているか否かによって判断する。

[2004フ 1120] 

対応する事項が発明の説明に記載されているか否かは、請求項と発明の説明

が文言上同一であるか否かよりも、第 42条第 4項第 1号の趣旨を踏まえ、当該

技術分野において通常の知識を有する者が発明の説明から把握することができ

る範囲を超えた発明を請求項で請求しているのではないかを重点的に検討して

判断する。 

(2)請求項に記載された発明が発明の説明によって裏付けられない類型として

は、以下のようなものがある。 

①請求項に記載された事項と対応する事項が発明の説明に直接的に記載され

ておらず、暗示もされていない場合[2003ホ 2188、2003フ 2072] 

(例 1)請求項において具体的な数値限定をしているが、発明の説明にはその

数値について全く記載されていない場合 
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(例 2)請求項には、超音波モータを用いた発明についてのみ記載している

が、 発明の説明には超音波モータを用いた発明については全く記載

がなく、直流モータを用いた発明のみ記載されている場合 

ただし、発明の説明においてはその実施例として直流モータについて

記載していて、直流モータだけでなく他のモータも利用することが 

できるという記載があり、出願当時の技術常識から判断したとき、超

音波モータを利用した実施もできる場合は、発明の説明によって裏付

けられるものと認めることができる。 

②発明の説明と請求項に記載された発明の相互間で用語が統一されていない

ため、両者の対応関係が不明りょうである場合[2005ホ 10916、2006ホ 1926] 

③請求項に記載された事項が特定機能を遂行するための「手段(means)」又は

「工程(step)」として記載されているが、これら手段又は工程に対応する具

体的な構成が発明の説明に記載されていない場合 

④出願時の当該技術分野の技術常識に照らし合わせて発明の説明に記載され 

た内容について、請求された発明の範囲まで拡張する、又は一般化すること

ができない場合[2004フ 1120] 

(例 1)請求項には達成しようとする結果、例えば、達成しようとするエネル

ギー効率の範囲によって発明を特定しようとしているが、発明の説明

には特定手段による実施例しか記載されておらず、出願時のその技術

分野の技術常識から見てもその提示された実施例を請求された発明

のエネルギー効率の全範囲に拡張する、又は一般化することができな

いと認められる場合 

(例 2)請求項においては希望する性質によって定義された化合物を有効成

分にする特定用途の治療剤として請求されているが、発明の説明には

請求項に含まれている一部の具体的化合物についてのみ当該治療剤

の有用性が確認されており、これを逸脱する請求項に含まれいる化合

物については、その有用性が出願時のその技術分野の通常の知識から

見ても認めることができない場合 
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(例 3)請求項 1 において組成物を「コラゲナーゼ-3 選択的抑制剤」と表現

しており、明細書に記載された用語の定義を参酌すると、「コラゲナー

ゼ-3選択的抑制剤」は、「コラゲナーゼ-1酵素に比べてコラゲナーゼ

-3 酵素活性抑制に対して 100 倍以上の選択性を示し、MMP-13/MMP-1

蛍光分析法による IC50 の結果で定義された 100nM 未満の力価を有す

る薬剤」を意味するものと理解されるが、これは、発明の説明に具体

的に列挙された 16 種の化合物だけでなく、上記のような要件を満た

すすべての化学物質を指称する意味であると解釈される。しかし、「発

明の説明」には、上記の 16 種の化合物のうち 2 種の化合物がコラゲ

ナーゼ-3に選択的な抑制活性を有し、軟骨内のコラゲナーゼ活性を実

質的に抑制して骨関節炎などの治療・予防に効果があるという内容及

び薬理作用の実験結果が記載されているのみで、残りの 14 種の列挙

された化合物又はその他に上記のように定義された「コラゲナーゼ-3

選択的抑制剤」に属する化学的構造を特定することができない数多く

の化学物質に対しては、その薬理作用について何ら記載がなく、出願

当時の技術水準から見て上記 2種の化合物と同一の程度の臨床的相関

関係を表すとみなすに足りる資料もないのであれば、請求項 1は、発

明の説明により裏付けられるとはいえない。[大法院 2004フ 1120] 

⑤発明の説明においては、発明の課題を解決するために欠かせない構成とし

て説明されている事項が請求項には記載されておらず、当該技術分野の通

常の知識を有する者が発明の説明から認識することができる範囲を超えた

発明を請求するものと認められる場合 

(例)発明の説明には「水分含量が餅(生地)より低いため、餅(生地)に水分移

行をもたらさないクリーム」のみを餅の餡にすることができるもので

あると餅の構成及び効果を説明しているが、請求項には水分含量と関

係なく牛乳から分離した脂肪分の意味を有する「クリーム」と記載され

ている場合。[大法院 2003フ 496] 

(3)第 42 条第 4 項第 1号と第 42 条第 3 項第 1 号の関係については、第 2 部第 3

章「2.4 請求範囲の記載不備との関係」を参照する。 
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4. 発明を明確かつ簡潔に記載すること 

 

請求項の記載が不明確である、又はその記載内容が簡潔ではない発明に対し

て特許権が付与されると、発明の保護範囲が不明確であるため、特許発明の保護

範囲を定める権利書としての役割を果たすことができないだけでなく、特許要

件の判断などもできなくなるため、特許法第 42条第 4項第 2号は、このような

問題を防止するための規定であるということができる。[特法 42(4)(2)、2003フ

2072] 

(1)請求項に記載された発明が明確かつ簡潔に記載されているか否かは、原則的

に発明の説明又は図面の記載及び出願時の技術常識などを考慮して、その発明

が属する技術分野において通常の知識を有する者の立場から見て請求項の記載

を基準に判断する一方、請求項の記載を無視して他の部分のみに基づいて判断

してはならない。 

(2)発明が簡潔に記載されなければならないという旨は、請求項の記載そのもの

が簡潔でなければならないということであり、その発明の概念が簡潔でなけれ

ばならないという意味ではない。 

(3)発明が明確かつ簡潔に記載されていない類型としては、以下のようなものが

ある。 

①請求項の記載内容が不明確な場合。ただし、不明確な部分が軽微な記載上の

瑕疵であり、その瑕疵によってはその発明が属する技術分野において通常

の知識を有する者から見て発明が明確であると理解する、又は発明の説明

又は図面、出願時の技術常識などによって発明を明確に把握することがで

きる場合は、発明が不明確なものであるとみなさない。 

②発明を成す各構成要素が単純に羅列されているだけで、構成要素間の結合

関係が記載されていないため、発明が不明確な場合[2006 原 3237] 

③請求項に記載されている発明のカテゴリーが不明確な場合[2006ホ 5751] 

特許法においては物の発明と方法の発明によって実施行為と効力範囲を別

途で規定しているため、発明のカテゴリーは請求項の末尾に使用された用

語又は表現によって物であるか方法であるかを判断することを原則として

いる。ただし、発明の実体を把握してカテゴリーの区分が困難である場合

は、不明確なものと判断する。「物の発明」の場合、発明を特定するために
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物の構造、機能又は結合の表現ができる様々な方法を使用することができ

る。同じく、「方法の発明」の場合も、発明を特定するために方法、行為又

は動作の表現ができる様々な方法を使用することができる。 

④同一の内容が重複で記載されているなど請求項の記載があまりにも冗長で、

保護を受けようとする事項が不明確である、又は簡潔ではない場合 

⑤請求項に発明の構成を不明確にする表現が含まれている場合。ただし、この

ような表現を使用しても、その意味が発明の説明によって明確に裏付けら

れ、発明の特定に問題がないと認められる場合は、不明確なものとみなさな

い。[2006ホ 5560] 

(例 1)「所望により」、「必要に応じて」、「特に」、「例えば」、「及び/又は」

などの字句と共に任意付加的事項又は選択的事項が記載された場合 

☞「A及び/又は B」は「A及び B」である場合と「A又は B」である場

合を共に記載したものであるため、発明が「A及び B」である場合と

「A 又は B」である場合の両方に対してそれぞれ特許法第 42 条第 4

項第 1 号及び第 2 号を違背しているか否かを判断する。このとき、

「及び/又は」の記載をもって一つの請求項において異質的な複数の

発明を請求するのではないか(請求項が発明の性質によって適切な

数で記載されたか否か)についても判断する。 

(例 2)「主に」、「主成分として」、「主工程として」、「適合した」、「適量の」、

「多い」、「高い」、「大部分の」、「ほとんど」、「およそ」、「約」など比

較の基準又は程度が不明確な表現を使用した場合 

(例 3)「…を除いて」、「…ではない」のような否定的な表現が使われて不明

確になった場合 

(例 4)数値限定発明において、「…以上」、「…以下」、「0～10」のように上限

又は下限の記載がない数値限定又は 0 を含む数値限定(0 を含む成分

が必須成分ではなく任意成分である場合は除く)をした場合。或いは、

「120-200℃、望ましいのは 150-180℃」のように一つの請求項にお

いて二重で数値限定をした場合 

☞ここでいう「任意成分」とは、出願人が必要に応じて選択的に添加

する、又は添加しなくても良いと認識する成分であり、明細書にその

旨が明確に記載されている成分をいう。 
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⑥指示の対象が不明確であり、発明の構成が不明確な場合 

(例)請求項に様々な種類の歯車が記載されており、そのうち特定の歯車を

指示するときに「上記の平歯車」、「前記のベベル歯車」などのように指

示の対象を明確に記載せずに「上記の歯車」、「前記の歯車」などで記載

した結果、どの歯車を指示するのかが不明確な場合 

⑦請求項において相違する機能を遂行する複数の同一な表現の技術用語があ

る場合、それぞれの機能を限定して記載する、又は図面に使用された符号に

よって明確に区別されるように記載されていないため、保護を受けようと

する発明の構成が不明確な場合[2005フ 803] 

⑧請求項において商業上の利点又は販売地域、販売先など発明の技術的構成

と関係のない事項を記載したため、発明が不明確で簡潔ではない場合 

⑨発明の構成を記載せずに発明の説明又は図面の記載を代用している場合。

ただし、発明の説明又は図面の記載を代用しなければ適切に記載すること 

ができない場合は、これらの代用による記載を認める。 

(例)合金に関する発明において、合金成分の組成の相互間に特定関係があ

って数値又は文章だけでは明確に表現することができない場合は、「添

付図面第 1図の点 A(…)、B(…)、C(…)、D(…)で囲んだ範囲内の Fe・

Cr・Al及び 2%以下の不純物から構成される耐熱・電熱合金」のように

図面を代用して記載することができる。 

(4)前述の類型⑥に関連して、指示の対象が文言上一致していなくてもそれが明

らかな誤記に過ぎないため、その技術分野において通常の知識を有する者が発

明の構成を正確に理解して再現することができる程度であれば、これは第 42条

第 4項第 2号による適切な記載であるとみなす。[2002ホ 6251、2011ホ 7263] 

このように明らかな誤記に該当するため、第 42条第 4項第 2号の違背とみな

さない類型としては、次のようなものがある。 
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ⅰ)請求項に「上記の○○○」と記載されており、当該請求項の先行部分又は

引用される請求項に「○○○」が全く記載されていないが、発明の説明及び

図面を斟酌して「上記」を除いて解釈すれば、発明が明確に把握される場合 

(例)請求項は「上記のレギュレータ(10)の入力端を通じて印加する電源の

電圧変動にも基準電圧が揺れないようにするために、上記のレギュレ

ータ(10)と上記の付加抵抗(R6)(90)を直列で構成し」となっており、請

求項の「上記の付加抵抗(R6)(90)」の先行部分に「付加抵抗(R6)(90)」

が全く表示されていないが、発明の説明の「基準電圧が揺れないように

するために、上記のレギュレータ(10)と付加抵抗(R6)(90)を直列で構

成し」という記載を斟酌して「上記」を除いて解釈すれば、請求項の発

明を明確に把握することができる場合には、「上記」は明らかな誤記で

あるとみなされるため、第 42条第 4項第 2号の違背に該当しない。 

☞ただし、請求項に「上記の○○○」と記載しているのに当該請求項の

先行部分又は引用される請求項に「○○○」が全く記載されていない場

合であって、「上記」を誤って記載したものか、それとも引用される請求

項の番号を誤って記したものかが不明りょうな場合には、上記の類型に

該当せず、第 42 条第 4 項第 2 号に違背する不明確な記載であるとみな

す。例えば、請求項 8に「第 1項において、…上記のダブリングされて

いないサブフィールド…」と記載されているのに、「ダブリングされてい

ないサブフィールド」は、請求項 8の先行部分又は請求項 1には示され

ておらず、請求項 6に記載されているだけで、請求項 8において引用し

ている項の番号(第 1項)の誤記であるか、それとも「ダブリングされて

いないサブフィールド」の前に「上記」という記載の誤記であるかが不

明りょうな場合は、これは第 42条第 4項第 2号違背の拒絶理由になる。 

ⅱ)指示する文言とその指示対象の文言とが完全に一致していなくても、その

意味上相互対応する表現とみなすことができるため、指示対象であること

が明確に分かる場合 
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(例)請求項は「通信システム内の二つのノードのうち第 2 ノードが上記の

二つのノードのうち第 1 ノードにセル負荷を備えるトラフィック状態

に係る情報を提供する段階を含む一方で、…上記の一つの値は、上記の

伝送された情報とマッピング情報に基づいて」となっていたとき、「上

記の伝送された情報」のうち「情報」は「セル負荷を備えるトラフィッ

ク状態に係る情報」に唯一決定され、「伝送された」という文言は、そ

の先行部分に示されていないが、発明の説明などを参酌すれば請求項

の「第 2 ノードが第 1 ノードにセル負荷を備えるトラフィック状態に

係る情報を提供する」ことは、情報を伝送するという意味で解釈される

ことが明確であることから、「上記の伝奏された情報」は、第 42条第 4

項第 2号の違背に該当しない。 

ⅲ)2 以上の項を引用する請求項であって、その引用された請求項のうち一部

が削除されているが、削除された項の引用を除いて解釈すれば請求項の発

明が明確に把握される場合 

(例)請求項 10が「第 1項乃至第 9項のいずれかの一項において、…」であ

る場合、第 3項が削除されていても、第 3項を除いて第 1項、第 2項、

第 4 項乃至第 9 項のいずれかの一項を引用すると解釈すれば、請求項

の発明が明確に把握されるとすると、請求項 10 は、第 42 条第 4 項第

2号の違背に該当しないものとみなす。 

☞ただし、1以上の項を引用する請求項であって、その引用される請求

項の全部が削除されている場合には、どの項を引用しようとするのか

分からず発明を明確に把握することが難しいため、第 42 条第 4 項第 2

号の違背に該当するものとみなす。例えば、請求項 3 が「第 1 項にお

いて、…」である場合、第 1 項が削除されていれば、請求項 3 は第 42

条第 4項第 2号の違反であり、もう一つの例として、請求項 5が「第 1

項乃至第 3 項のいずれかの一項において…」である場合、第 1 項乃至

第 3項がすべて削除されていれば、請求項 5は、第 42条第 4項第 2号

の違反に該当する。 
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上記のようなⅰ)、ⅱ)、ⅲ)の 3類型の記載は、明らかな誤記と認められるた

め、これに対して第 42条第 4項第 2号の違背を理由に拒絶決定をしてはならな

い。審査段階においてこのような記載があった場合、他の拒絶理由がなければ、

特許決定をするに当たって職権補正をして、他の拒絶理由があれば意見提出通

知の際に「参照事項」として記載して補正を勧告する。 

ただし、上記の 3 類型に該当するか否かが不明りょうな場合には、まず出願

人に通知をして意見提出及び補正の機会を付与するために、職権補正又は「参照

事項」よりは、拒絶理由により通知した方が望ましい。しかし、このような拒絶

理由通知に対して提出された意見書/補正書を考慮して再び審査をした際、その

ような記載が上記の 3 類型に該当するものであると判断されれば、これを理由

に拒絶決定をしてはならず(他の拒絶理由がなければ)、職権補正で処理する。 

なお、第 51 条による補正却下の判断(新しい拒絶理由が発生したか否かの判

断)の際に、補正によって上記の 3類型のいずれかに該当する記載が新たに生じ

た場合にも、新しい拒絶理由が発生したものとはみなすことはできないため、こ

れを理由に補正却下をしてはならない。 

(5)発明を成す構成要素のうちの一部を 2以上の置換要素として一つ以上の選択

ができるように記載するマーカッシュ請求項の場合、置換要素として個別に置

き換えられた後の全体の発明が相互類似した性質又は機能を有するのであれば、

これら置換要素を選択形式にして一つの請求項に記載することができる。 

(例)「A+a、A+b、A+c」の 3 つの発明を「A+(a、b、c のいずれか一つ)」と同

じく、1 つのマーカッシュ請求項に記載した場合、発明の全体から見て

A+a、A+b、A+cが類似した性質又は機能を有するのであれば、適合したマ

ーカッシュ請求項として認める。 

例えば、選択形式による記載が化学物質に関するものである場合、以下の要件

をすべて満足すれば、マーカッシュ請求項として認める。 

①選択的に記載した置換要素を持つすべての化学物質が共通する性質又は活

性を有すること 
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②選択的に記載した置換要素を持つすべての化学物質が重要な化学構造要素

を共有している、又は選択的に記載した置換要素を持つ全体の化学物質が

その発明の属する技術分野において一群のものであると認識される化学物

質群に属すること 

ここで「選択的に記載した置換要素を持つすべての化学物質が重要な化学

構造要素を共有する」とは、複数の化学物質がその化学構造の大部分を占有

する共通する化学構造を有している場合、又は複数の化学物質がその化学

構造の小部分のみを共有するとしても、その共有している化学構造が構造

的に顕著な部分を構成している場合を意味する。また、「一群のものである

と認識される化学物質群」とは、構成要素として記載された化学物質群のそ

れぞれが請求項に記載された発明においては同一に作用するということが

その技術分野の知識に基づいて予想される化学物質群をいう。すなわち、こ

の化学物質群に属する化学物質のうち、いずれかを選択しても同等な結果

が得られる場合を意味する。また、機械、電機などのその他の技術分野にお

いてもこれと同様に判断するようにする。 

(6)請求項において発明の機能又は効果を記載した機能的表現が含まれている

場合、そのような記載によっても発明の構成が全体として明りょうであると認

められる場合でなければ許容されない(大法院、1998.10.18.宣告 97 フ 1344 を

参照)。ここにおいて機能的表現によっても発明の構成が全体として明りょうで

あると認められる場合とは、①従来の技術的構成だけでは、発明の技術的思想を

明確に示すことが困難な事情があり、請求項を機能的に表現することが必要な

場合(BM 発明又はコンピュータに関する発明など、技術分野によって発明の特性

上の請求範囲を具体的な構造の記載だけでは表現することが難い場合がある)、

②発明の説明及び図面の記載により、機能的表現の意味の内容を明確に確定す

ることができる場合などを指す(特許法院 2006.11.23.宣告 2005 ホ 7354 を参

照)。 

請求項が機能的表現を含む場合、審査官はその発明が属する技術分野におい

て通常の知識を有する者の立場から見て、発明の説明又は図面などの記載及び

出願当時の技術常識を考慮し、請求範囲に記載された事項から特許を受けよう

とする事項を明確に把握することができるか否かを判断し、そうでないと認め

られる場合は、特許法第 42 条第 4 項第 2 号の違反で拒絶理由を通知する(大法

院 2007.9.6.宣告 2005フ 1486を参照)。[2005フ 1486]
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(7)物の発明の請求項には物の構造又は特性などで記載することができるだけ

でなく「.....方法で製造された物」、「....装置で製造された物」などの形式で

製造方法を利用して物に関する請求項を記載することができる。物の発明を方

法的に記載したとしても、そのような記載によって発明の対象になる物の構成

が全体として明りょうであれば、方法的記載だけを理由にして記載不備とみな

すことはできない。[2008 ホ 11484] 

ただし、審査官は明細書及び図面、出願時の技術常識を踏まえても製法に限定

する物の発明に記載された製造方法(出発物質又は製造工程など)が不明確であ

ると認められる場合、特許法第 42条第 4項第 2号の違反で拒絶理由を通知する

ことができる。 

また、明細書、図面及び出願時の技術常識を考慮しても物の構造又は特性など

を把握することができない程度に不明確である場合は、第 42条第 4項第 2号の

違反で拒絶理由を通知することができる。ただし、出願人がその製造方法によら

なければ物の特定ができないという特別な事情がある、又はその製造方法が物

の構造若しくは性質にいかなる影響も及ぼさないことを立証した場合には、そ

の拒絶理由は解消されたものとみなして拒絶決定をしない。 

(8)パラメータ発明は、物理的・化学的特性値に対して当該技術分野において標

準的なものとされない、又は慣用とされないパラメータを出願人が任意で創出

する、若しくはこれら複数の変数間の相関関係を利用して演算式でパラメータ

化した後、 発明の構成要素の一部にする発明をいう。パラメータ発明は、その

記載だけではパラメータが示す特性値を有する技術的構成を明確に把握するこ

とができない場合が多いため、発明の説明又は図面及び技術常識を参酌して①

パラメータの定義又はその技術的意味を明確に理解することができ、②当該パ

ラメータを使うしかない理由が明らかになり、③また、出願時の技術水準との関

係を理解することができる場合以外には、発明が明確かつ簡潔に記載されてい

ないものとみなす。[2007 ホ 81] 
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パラメータを用いるしかない理由が明らかになるためには、パラメータを満

足させる場合とそうではない場合が比較例として提示され、パラメータと効果

との因果関係及び技術的課題と解決手段としてのパラメータとの相関関係を明

確に理解しなければならない。また、出願時の技術水準との関係を理解するため

には、発明の説明に類似した構造又は効果を有する公知物との比較実験の例が

示されている、又は論理的説明が提示されるなど、公知物が出願発明に含まれな

いという事実を明確に理解しなければならない。 

パラメータの技術的意味、当該パラメータを使うしかない理由及び技術水準

との関係が発明の説明と図面に明示的に記載されてはいなくても出願時の技術

常識を踏まえた際、明確に理解することができる場合は、これを理由に発明が不

明確なものであるとみなさない。 

(9)造成割合が%で記載された造成物の発明の場合、以下の①乃至④の場合のよ

うに、造成割合の技術的瑕疵又は矛盾がある場合、発明の構成が明確に記載され

ているとはいうことができない。 

①全成分の最大成分量の和が 100%に達しない場合 

②全成分の最小成分量の和が 100％を超過する場合 

③一つの最大成分量と残りの最小成分量の和が 100％を超過する場合 

④一つの最小成分量と残りの最大成分量の和が 100％に達しない場合 

しかし、請求範囲が「～を含む」のように特定成分のみで構成されておらず、

その他の成分も含まれる開放型請求項においては、上記①の場合に明示された

最大成分量の和が 100％に達しなくても、その他の成分が含まれれば 100％にな

り得るので明確な記載であり、④の場合に明示された一つの最小成分量と残り

の最大成分量の和が 100％に達しなくても、その他の成分が含まれれば 100％に

なり得るので明確な記載に該当する。 

(例 1)【請求項 1】40～60質量%の A成分と 30～50質量%の B成分、20～30質量%

の C 成分から構成される組成物 

☞3 つの成分のうちの一つである A の最大値と残りの成分の B、C の最小

値の和が 100％を超えるため、発明が不明確である。 
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(例 2)【請求項 1】 

a)クレゾールノボラック型エポキシ樹脂 5～20重量％  

b)フェノールノボラック型硬化剤 5～20重量％  

c)シリカ及びアルミナから選択された無機充填剤 50～80重量％及び  

d)アミン類硬化促進剤 0.5～1重量％  

からなる半導体素子密封用エポキシ樹脂の組成物 

☞成分 c)をその最小値である 50 重量%に選択する場合、残りの成分であ

る a)、b)、d)をすべて最大値にしても全体の和が 91 重量%になって 100

重量%に達しないため、発明が不明確である。この場合「～を含む」のよ

うに開放型請求項として記載すれば、一つの最小成分量と残りの最大成

分量の和が 100％に達しなくても、その他の成分を含めば 100％になり得

るので明確な記載に該当する。 

(10)組成物の組成割合を重量部で表示することができ、この場合は組成割合を

百分率(％)で表 示する場合に備えて上記の(9)において規定した要件を満たす

必要がない。 

(例)【請求項 1】A成分 10～30重量部、B成分 20～30重量部、C成分 10～20重

量部、D成分 20～30 重量部を含む樹脂組成物 

☞重量部は一般的に一つの基準物質を決め、これによるその他の成分の含

量を表現する記載方法であるが、基準物質が特定されていなくても一つの

成分を基準にしてその他の成分の含量を相対的な割合で換算することが

できるため、組成物の組成割合が明確に記載されているとみなすことがで

きる。 

合金を構成している各成分の組成範囲全体の和は 100％になるように記載し

なければならない。請求項を閉鎖型(「行われる」の形式)又は開放型「(含む」

の形式)のどちらの形式で記載しても、組成範囲全体の和が 100％を超える、又

は達しなくてはならない。 
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合金は添加成分の種類又は量により組織状態、用途又は性質が異なることも

あるため、主成分の限定だけでは請求範囲が特定されず、残りの添加成分がすべ

て限定されなければならない。 

(例)【請求項 1】①40～80％の Cu、②10～45％の Zn、③1～5％の Sn、④0.6～

3％の Be、⑤0.8～4％の Si を含むことを特徴とする溶接用銅合金 

☞成分①をその最小値である 40％に選択する場合、残りの成分である②乃

至⑤をすべて最大値にしても全体の和が 57％になって 100％に達せず、合

金の場合、「～を含む」などの開放型請求項で記載しても、一つの最小成分

量とその残りの最大成分量の和が 100％に達しないことを許容しないため、

発明が不明確である。 

また、請求範囲の記載において合金を構成する成分のみを単純に並べてはな

らず、その成分の組成範囲を明確に記載しなければならない(第 9部第 6章合金

に関する発明 2.2 請求範囲の記載要件を参照)。 

 

5. 発明の特定に必要であると認められる事項を記載すること 

 

特許法第 42条第 6項は、請求範囲において保護を受けようとする事項を明確

にするに必要であると認められる構造・方法・機能・物質又はこれらの結合関係

などを記載するよう規定している。これは技術が多様化したことによって物(装

置)の発明について物理的構造又は具体的手段よりは、その装置の作用又は動作

方法などによって発明を表現することが望ましい場合があるため、発明を明確

に特定することができれば、出願人の選択によって自由に発明を記載すること

ができるという点を明確にしたものである。[特法 42(6)] 

(参考)上記の規定は、拒絶理由又は無効の理由にならないため、上記の規定を理

由にして拒絶理由を通知する、又は拒絶決定をしてはならない。 
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6. 請求範囲の記載方法 

 

明細書に記載される請求範囲は、特許発明の保護範囲を定める権利書として

の役割を果たすよう、その記載方法が法定化している。特に韓国特許法は、請求

範囲において保護を受けようとする事項を記載した請求項を 1 又は 2 以上記載

することができるようにする「多項制」を採択しているため、特許法施行令第 5

条において多項制に基づく請求範囲の記載方法を明確に規定している。[特令 5] 

 

6.1 独立項と従属項の区別基準 

請求範囲に記載された請求項(以下、「請求項」という)は、独立請求項(以下、

「独立項」という)と独立項を限定する、又は付加して具体化する従属請求項(以

下、「従属項」という)に区分することができる。[特令 5(1)] 

ここで「独立項を限定する、又は付加して具体化」するという意味は、技術構

成を付加する、又は上位概念を下位概念に限定することで発明を具体化するこ

とをいい、従属請求項とは、発明の内容が他の項に従属され、他の項の内容変更

によって当該請求項の発明の内容が変更される請求項をいう。 

発明の内容の側面から見ると、独立項を付加する、又は限定していても形式的

に引用しているのでなければ従属項ということができず、独立項を形式的には

引用しているとしても独立項を限定する、又は付加しない場合(例：請求項○に

おいてAの構成要素をBに置き換える物)は従属項とはいえない。[2004フ3546、

2006ホ 9654] 

(参考)特許法施行令第 5 条第 1 項が「独立項を限定する、又は付加して具体化

する請求項は、従属項として記載することができる」と規定しているが、

これは独立項を限定する、又は付加して具体化する請求項はすべて引用

する形式で記載しなければならないという規定ではないため、独立項を

限定する、又は付加して具体化する請求項も独立項の形式で記載するこ

とができる。 
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6.2 特許法施行令第 5条第 1項 

(1)独立項は、他の請求項を引用しない形式、すなわち、独立形式で記載する。

ただし、独立項であっても同一事項の重複記載を避けるために発明を明確に把

握することができる範囲内で他の請求項を引用する形式で記載することができ

る。 

(例 1)請求項○の方法で製造された.......物 

(例 2)……して請求項○の物を製造する.....方法 

(例 3)請求項○の方法で製造された物を利用して……する方法  

(例 4)請求項○の装置で製造された物 

(2)従属項は、独立項又は他の従属項を引用する形式で記載する。従属項は、引

用される請求項の特徴をいずれも含む。 

(例 1)請求項○の.......において、.......物 

(例 2)請求項○又は請求項○の.......方法において、.......を特徴とする方法 

以下のような請求項は従属項とみなさず、独立項としてみなす。 

①引用される項の構成要素を減少させる形式で記載する場合 

②引用される項に記載された構成を他の構成に置き換える形式で記載する場合 

(例)【請求項 1】歯車伝動機器を備えた……構造の動力伝達装置 

【請求項 2】請求項 1において、歯車伝動機器の代わりにベルト伝動機器を

備えた動力伝達装置 

(3)特許法施行令第 5 条第 1 項は「法第 42 条第 8 項による…(中略)…従属請求

項を記載することができる」と任意事項として規定しており、この項を理由にし

て拒絶理由を通知しないこととする。[91フ 578] 

 

 

 

 

 

 



第 4 章 請求範囲 

 

 

2419 (2016年 11月追録) 

6.3 特許法施行令第 5 条第 2項 

(1)請求項は、発明の性質により適正な数で記載しなければならない。この規定

は、特許法第 45条の 1特許出願の範囲規定とは別途に取り扱われる必要がある。

[98 ホ 8571、88フ 967] 

請求項が適正な数で記載されていない場合としては、①一つの請求項にカテ

ゴリーの異なる 2 以上の発明が記載された場合、②請求する対象が 2 以上であ

る場合、③同一の請求項を重複して記載(文言的に同一な場合であって、実質的

に同一であるだけで表現を異にした場合は除く)する場合、④一つの請求項にお

いて多数の請求項を多重で引用する場合などがある。 

(例 1)一つの請求項に 2以上の対象が記載されている場合：…高分子化合物及び

その高分子化合物を利用したコンタクトレンズ 

(例 2)請求項において 2以上の項を引用し、その引用した請求項において再び多

数の項を引用する場合：例えば、「請求項○又は請求項○の方法により製

造される請求項○又は請求項○の物」のようなことであって、これは 2以

上の項を引用する従属項が 2 以上の項を引用した他の請求項を引用した

場合と同じ混乱をもたらすため、除くことにする。 

 

6.4 特許法施行令第 5 条第 4項 

他の請求項を引用する請求項は、引用される項の番号を記さなければならず、 

引用される項の番号を記す例は、以下の通りである。 

(例 1)請求項○において、…する方法 

(例 2)請求項○乃至請求項○のいずれかの一つの項において、…装置 

(参考)従属項だけでなく他の項を引用する請求項であれば、すべて適用対象に

なるものであり、改定された特許法施行令(大統領令 24645号、2013.6.28.

公布)第 5 条第 4 項は 2013.7.1.以後審査するすべての出願に対して適用

する。 
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6.5 特許法施行令第 5条第 5項 

2以上の項を引用する項は、一つの項が選択されるように項の番号を記載しな

ければならない。 

①引用する請求項を択一に記載した例 

(例 1)請求項 1又は請求項 2 において、…装置 

(例 2)請求項 1乃至請求項 3 のうち、いずれかの一つの項において、…装置 

(例 3)請求項 1、請求項 2又は請求項 3のうち、いずれかの一つの項におい

て、…装置 

(例 4)請求項 1、請求項 2又は請求項 3において、…装置 

(例 5)請求項 1乃至請求項 7 及び請求項 9 乃至請求項 11 のうち、いずれか

の一つの項において…装置 

(例 6)請求項 1乃至請求項 7 又は請求項 9 乃至請求項 11 のうち、いずれか

の一つの項において…装置 

(例 7)請求項 1、請求項 2及び請求項 4乃至請求項 7のうち、いずれかの一

つの請求項において…装置 

上記の例において、「～のうち、いずれかの一つの項において」が「及び」

の前後に列挙された請求項全体を限定したものとみなし、引用される項の

番号を択一して記載したものと認める。「及び」の代わりに「又は」で連結

された場合は、「又は」の前後に列挙された請求項をそれぞれ限定したもの

とみなし、引用される項の番号を択一して記載したものと認める。 

②引用される項の番号を択一して記載していない例  

(例 1)請求項 1、請求項 2において、…装置 

(例 2)請求項 1及び請求項 2 又は請求項 3において、…装置 

(例 3)請求項 1及び請求項 2 又は請求項 3のうち、いずれかの一つの項にお

いて、…装置 

(例 4)請求項 1、2において、…装置 
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6.6 特許法施行令第 5 条第 6項 

2 以上の項を引用する請求項は、2以上の項を引用した他の請求項を引用する

ことができない。この規定の趣旨は、一つの請求項を解釈するに当たって多数の

他の請求項を参照しなければならない困難を防止するためである。 

①2 以上の項を引用する請求項が 2 以上の項を引用した他の請求項を引用し

た場合 

(例)請求項 4は、2以上の項を引用する従属項として 2以上の項を引用した

他の請求項(請求項 3)を引用しており、請求範囲の記載方法に違背する。 

【請求項 1】 ……装置 

【請求項 2】請求項 1において、……装置 

【請求項 3】請求項 1又は請求項 2において、……装置 

【請求項 4】請求項 2又は請求項 3において、……装置 

②2 以上の項を引用した請求項において、その請求項の引用された項が再び一

つの項を引用した後、その一つの項が結果的に 2以上の項を引用した場合 

(例)請求項 5は 2以上の項を引用する従属項であって、2以上の項を引用し

ている第 3 項を引用した第 4 項を引用しており、請求範囲の記載方法

に違背する。 

【請求項 1】 ……装置 

【請求項 2】請求項 1において、……装置 

【請求項 3】請求項 1又は請求項 2において、……装置 

【請求項 4】請求項 3において、……装置 

【請求項 5】請求項 2又は請求項 4において、……装置 

【請求項 6】請求項 5において……装置 

上記の場合、請求項第 4 項は、請求項第 3 項のみを引用しているとしても

請求項第 3 項が 2 以上の請求項を引用しており、実質的に 2 以上の項を引

用する場合と同一であるため、請求項第 5項に対して特許法第 42条第 8項

の違反で拒絶理由を通知する。 
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一方、特許法施行令第 5 条第 6 項は、「2 以上の項を引用する請求項」を対象

にしており、一つの請求項のみを引用する請求項については適用することがで

きないという点に注意しなければならない。上記の②の例において請求項 6は、

特許法施行令第 5 条第 6 項を違背する請求項 5 を引用しているため、実質的に

多数の他の請求項を参照して解釈しなければならないという困難はあるが、2以

上の項を引用する請求項ではないため、特許法施行令第 5 条第 6 項の違背にな

らない。[2001ホ 1433] 

 

6.7 特許法施行令第 5条第 7項 

引用する請求項より引用される請求項を先に記載しなければならず、これは、

請求項に記載された発明をより容易に把握するためである。 

請求の範囲に記載された請求項が、自身の請求項と同じ番号の請求項を引用

する場合は、引用される請求項を先に記載していないものとみなして特許法第

42 条第 8 項及び特許法施行令第 5条第 7 項の違反で拒絶理由を通知する、又は

請求項の記載が明確ではないものとみなして特許法第 42条第 4項第 2号の違背

で拒絶理由を通知する。[2007ホ 9477] 

 

6.8 特許法施行令第 5条第 8項 

各請求項は項毎に改行して記載し、その記載する順序に従ってアラビア数字

で一連番号を付けなければならない。 

ただし、同一の請求項においても発明の構成を明確にするため、改行して記載

することができる。 

(例)【請求項 1】次の各工程からなる金属材料の加工方法  

(イ)金属材料を 800-850℃で加熱する第 1工程  

(ロ)加熱された材料を鍛造する第 2工程  

(ハ)鍛造された材料を 600℃で再加熱する第 3工程  

(ニ)再加熱された材料を焼入処理する第 4工程 
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7. 請求範囲の提出猶予制度 

 

(1)出願人は、出願当時に請求範囲が記載されていない明細書を出願書に添付す

ることができる。これは請求範囲の作成なしに迅速な出願を可能にし、特許の利

用戦略を充分に検討して効果的に請求範囲を作成する時間的余裕を提供するこ

とによって出願人の権利保護を図ろうと取り入れた制度である。ただし、審査及

び第三者の技術利用という側面から請求範囲を記載する必要があるため、一定

の時点(審査請求の旨の通知を受けた日から 3カ月になる日まで、又は優先日な

どから 1年 2カ月(出願日が 2014.12.31.以前の場合は 1年 6カ月、以下、「請求

範囲の提出期間」という)までは、補正により請求範囲を記載するようにしてい

る。[特法 42の 2(2)] 

(2)請求範囲を記載していない明細書を出願書に添付した出願人が、以下の制限

された期限内に請求範囲を記載する補正をしなければ、当該出願はその期限に

なる翌日に取り下げられたものとみなす。 

①請求範囲の提出期限になる日まで 

②①の期限内に第三者による審査請求の旨の通知を受けた日から 3 カ月にな

る日まで[出願日(優先権主張がある場合、最優先)から 11 カ月(出願日が

2014.12.31.以前の場合は 1年 3カ月)になる日の後に通知を受けた場合は、

出願日(優先権主張がある場合、最優先日)から 1 年 2 カ月(出願日が

2014.12.31.以前の場合は 1年 6カ月)になる日まで] 

(3)出願人は請求範囲が記載された明細書が提出された時に限って、出願審査の

請求をすることができる。請求範囲が記載されていない明細書が添付された出

願に対して出願人が審査請求をする場合、その審査請求書は疎明機会を付与し

た後に返戻する。[特則 11(1)(15)] 

(4)請求範囲が記載されていない明細書が添付された出願は、請求範囲の提出期

限になる日の翌日に取り下げるとみなされるため、出願公開の対象から除外さ

れる。[特法 42の 2(3)] 

一方、請求範囲が記載されていない明細書が添付された出願が取り下げられ

るとみなされる前に早期公開申立書が提出された場合、疎明機会を付与して返



第 2 部 特許出願 

2424  (2016年 11月追録) 

戻する。[特則 11(1)(16)] 

(5)正当な権利者の出願、分割出願及び変更出願に対しても請求範囲を記載して

いない明細書を添付することができる。一方、請求範囲の提出期限になる日まで

に請求範囲を記載する補正をしなければ、その翌日に取り下げられたものとみ

なされる。ただし、原出願が 2015年 1月 1日以降に出願した分割出願、変更出

願の場合は、請求範囲の提出期限になる日が過ぎた後であっても分割出願、変更

出願をした日から 30日になる日まで請求範囲を記載することができる。 

(6)請求範囲の提出猶予制度において請求範囲が記載されたか否かは、特許法施

行規則別紙第 15号書式の明細書のうち「請求範囲」の識別項目が削除されてい

るか否かにより判断する。すなわち、「請求範囲」の識別項目が記載されている

場合は、その以下にいかなる記載(例えば、空欄、句点、読点など)が含まれてい

ても、請求範囲の提出猶予制度を利用していないものとみなす。 
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第 5 章 1特許出願の範囲 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 45条(1特許出願の範囲）①特許出願は、一つの発明毎に一つの特許出

願とする。ただし、一つの総括的発明の概念を形成する一群の発明に対して一

つの特許出願とすることができる。 

②第 1 項ただし書きにより、一群の発明に対して一つの特許出願とすること

ができる要件は、大統領令で定める。 

特許法施行令第 6 条(1 群の発明に対する 1 特許出願の要件）法第 45 条第 1 項

ただし書きの規定による 1群の発明に対し、1特許出願をするためには、次の

各号の要件を備えなければならない。 

1. 請求された発明の間に技術的相互関連性があること 

2. 請求された発明が同一である、又は相応する技術的特徴を有していること。

この場合、技術的特徴は、発明全体から見て先行技術に比べて改善されたも

のでなければならない。 

 

2. 制度の趣旨 

 

特許出願の範囲に関する特許法第 45条の規定は、相互技術的に密接な関係を

有する発明に対し、一つの出願書で出願することができるようにすることによ

り、出願人、第三者及び特許庁の便宜を図ろうとする制度である。[98ホ 5145] 

出願人の立場からすると、できる限り多数の発明を一つの出願書に含めて出

願することが出願料及び特許管理の側面において有利であるが、第三者の立場

からすると、出願手続きの衡平性、権利に対する監視及び先行技術資料としての

利用などの側面においてできる限り 1 出願の範囲を縮めることが有利である。

一方、特許庁の立場からすると、出願の特許分類付与や検索など審査負担の側面

において 1 出願の範囲は狭いことが望ましい。従って、この規定は相違する複
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数の発明を一つの出願書に複数含めようとする出願人と、これを許容する場合

に不利益を被ることになる第三者及び特許庁間で均衡を図るために導入された

規定ということができる。 

 

3. 一般的な考慮事項 

 

(1)特許法第 45 条第 1 項において規定している「一つの総括的発明の概念を形

成する 1群の発明(以下、「単一性」という)」に該当するか否かは、同法施行令

第 6 条によって一つ又は二つ以上の同一である、若しくは相応する「特別な技

術的特徴」を含めているため、各請求項に記載された発明が技術的に相互関連性

があるか否かにかかっている。ここでいう「特別な技術的な特徴」は、「各発明

において全体から見て先行技術と区別される改善された部分」である。[98 ホ

5145] 

ここでいう各発明の「特別な技術的な特徴」は、同一ではなくても相応してさ

えいれば構わない。例えば、ある請求項で弾性を与えるための「特別な技術的な

特徴」がスプリングであって、他の請求項では弾性を与える「特別な技術的な特

徴」がゴム・ブロックである可能性もある。 

(2)「特別な技術的な特徴」は、発明の単一性を判断するために特別に提示され

た概念であり、当該出願前に公知などがされた先行技術に比べて新規性と進歩

性を備えることになる技術的特徴をいい、発明を全体として考慮してから決定

しなければならない。 

「特別な技術的な特徴」は、先行技術に比べて改善された部分を意味するた

め、発明の単一性を充足するか否かの判断は、場合によって先行技術を検索する

前であってもできるが、先行技術を考慮した後で判断するのが一般的である。 

例えば、発明 A+Xと A+Yに関する請求項の場合、Aが請求項すべてに共通して

いるため、先行技術を検索する前なら、先験的に発明の単一性が存在すると判断

することができるが、Aと関わる先行技術が検索された場合には、各請求項は先

行技術に比べて区別される同一である、又は相応する特別な技術的特徴を有し

ないため、後験的に発明の単一性が欠如することになる。
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(3)1 群の発明には、一つの出願内にカテゴリーが同一の複数の独立項が含まれ

る場合もあり、一つの出願内にカテゴリーが相異する複数の独立項が含まれる

場合もある。 

また、一つの請求項内にも 1 群の発明の範囲を超える発明が含まれ、単一性

が満たされない場合がある。 

(4)1 群の発明が一つの総括的発明の概念を形成するか否かについての判断は、

1群の発明がそれぞれ別個の請求項で請求されているか、又は一つの請求項内に

択一的形式で請求されているかとは関係がない。 

(参考)元来、特許法は一発明一出願主義を採択しているが、技術的に関わってい

る複数の発明を各独立項にして一括で出願することができるようにする

ことが望ましい面もあるため、互いに技術的に密接な関係を有する発明

に対して、それらを一つの出願として出願することができるようにする

ことで、出願人、第三者及び特許庁の便宜を図ろうとするのが特許法第

45 条規定の趣旨である。それゆえ、上記の基準を解釈するにおいては出

願料又は特許管理の面における有利さのため、相互関連性のない複数の

発明を一つの出願書に多数含めようとする出願人と、これを許容する場

合に他人の権利に対する監視又は先行技術資料としての利用、若しくは

審査に対する負担のために不利益を被ることになる第三者及び特許庁の

間で均衡を図ることが必要である。 

このような観点からすれば、「一つの総括的発明の概念を形成する 1群の

発明」に該当するか否かは、各請求項に記載された発明の間で一つ又は二

つ以上の同一である、又は対応する特別な技術的特徴が関連している技

術関係が存在するか否か(すなわち、技術的に密接な関係が存在するか否

か)にかかっており、特別な技術的特徴とは、各発明において全体的に見

て先行技術と区別される改良部分を意味するということができる(特許

法院 1999.1.14.宣告 98ホ 5145参照)。 
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4. 単一性の判断方法 

 

単一性の判断は、基本的に(1)～(6)の順序で行う。 

(1)第 1 発明を決めてその発明と関連のある先行技術と比較し、先行技術に比べ

て改善された点に実質的な作用をする第 1 発明の「特別な技術的特徴」を確定

する。発明の技術内容によって一つの発明にも複数の「特別な技術的特徴」が含

まれることがある部分に留意する。 

ここでいう第 1発明は主たる発明を意味し、請求項の順序とは関連がない。 

(2)第 2 発明を決めてその発明と関連のある先行技術と比較し、先行技術に比べ

て改善された点に実質的な作用をする第 2 発明の「特別な技術的特徴」を確定

する。発明の技術内容によって一つの発明にも複数の「特別な技術的特徴」が含

まれることがある部分に留意する。 

(3)第 1 発明の「特別な技術的特徴」と第 2発明の「特別な技術的特徴」が相互

同一である、又は相応するか否かを判断し、両発明間に技術的な相互関連性があ

るか否かを確認する。もし、2つの発明間に同一である、又は相応する「特別な

技術的特徴」が含まれた技術的な相互関連性が存在するのであれば、それらは一

つの総括的発明の概念に属するという結論になる。 

(4)(2)～(3)の過程を通じて請求範囲に記載された発明に対し、特許法施行令第

6条で定める技術的相互関連性があり、一つの総括的発明の概念を形成するか否

かを判断する。 

(5)第 1 発明を土台に「審査対象発明」を選定する。「審査対象発明」としては、

第 1 発明及び第 1 発明と一つの総括的発明の概念を形成する技術群(第 1 技術

群)に属している発明を優先的に考慮するが、先行技術に比べて改善された「特

別な技術的特徴」を持たないためにどの技術群にも属しない発明であるが単一

性判断の過程で審査が実質的に終了した発明は含む。 

また、審査対象発明には、第 1 技術群に属している発明とカテゴリーが異な

るだけの発明など、表現上の差があるだけで追加努力なく審査ができる発明は

含むことができる。
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(6)審査対象発明に対し、単一性を除いた特許要件に関する審査を進める。 

単一性要件に違反するという拒絶理由を通知する際には、請求項全体につい

て単一性要件に違反すると拒絶理由を通知する。単一性の拒絶理由を通知する

ときは、その発明が第 1 技術群であると特徴づける「特別な技術的特徴」と同

一である、又は相応する技術的特徴を共有しないことを明確にして通知する。 

ただし、上記(1)の段階において第 1発明の「特別な技術的特徴」を確定した

後、(2)～(3)段階で追加の先行技術を調査せずに第 2 発明を特定した後で第 1

発明の「特別な技術的特徴」と同一である、又は相応する「特別な技術的特徴」

が第 2発明に含まれているか否かの判断だけで単一性を判断することもできる。

また、審査実務の便宜上、各発明間で共通する特徴をまず探し、この共通する特

徴が先行技術に比べて改善されたものであるか否かを判断した後、共通する特

徴が先行技術に比べて改善されていなければ、単一性がないと判断することも

できる。 

一方、審査に当たって単一性の欠如は拒絶理由に該当するだけで、無効理由に

はならないという点に留意しなければならない。すなわち、単一性の欠如が明白

な場合であれば、拒絶理由を通知して補正されるように誘導しなければならな

いが、文言的なアプローチをして無理に単一性の拒絶理由を通知し、補正又は分

割出願を強制する必要はない。特に、単一性が欠如していても、それ以上の検索

が必要なわけではなく、付加審査の努力なしでも審査を終結することができる

ようになった場合(例：検索された先行技術から請求範囲全体の新規性･進歩性

を否定することができる場合)には、単一性の拒絶理由を通知しないこともでき

る。 

 

5. 単一性の判断事例 

 

(1)独立項が「特別な技術的特徴」を有している場合には、これを引用する従属

項はその独立項の技術的特徴を全て含むため、同一の「特別な技術的特徴」を有

することになり、請求項間では単一性が満たされる。下の例で A+B が「特別な

技術的特徴」であれば、すべての請求項において同一の特別な技術的特徴である

A+B が存在するため、 請求項 1 と請求項 1 の従属項である請求項 2、3 間では

単一性が満たされる。 
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(例)【請求項 1】: 特徴 A+Bを有する表示装置 

【請求項 2】: 第 1項において、特徴 Cを付加した表示装置 

【請求項 3】: 第 1項において、特徴 Dを付加した表示装置  

これは上位概念の発明を記載した請求項を引用する下位概念の発明の従属項

間でも同一に適用される。下の例で請求項 1 と請求項 2 及び 3 は、いわゆる上

位概念と下位概念の関係にある。請求項 1、2、3 の間に同一の特別な技術的特

徴を「ポリエチレン樹脂の表面を酸によって処理する技術」とみるとき、請求項

1、2、3間では単一性が満たされる。 

(例)【請求項 1】: ポリエチレン樹脂の表面を酸によって処理する方法 

【請求項 2】: 第 1項において、酸は硫酸である方法 

【請求項 3】: 第 1項において、酸は硝酸である方法 

(2)その他の単一性の判断については、次の例を参照する。 

請求項が他の請求項の特別な技術的特徴を含む場合  

【請求項 1】ランプ用フィラメント A 

【請求項 2】フィラメント A があるランプ B 

【請求項 3】フィラメント A があるランプ Bと回転リム C から構成されるサーチ

ライト(searchlight) 

請求項 1 の「フィラメント A」が「特別な技術的特徴」であれば、すべての請

求項間で共通するため、請求項 1、2及び 3の間には単一性が存在する。 

互いに相応する特別な技術的特徴を有する場合  

【請求項 1】：映像信号の時間軸伸張器を備えた送信機 

【請求項 2】：受信した映像信号の時間軸圧縮器を備えた受信機 

【請求項 3】：映像信号の時間軸伸張器を備えた送信機及び受信した映像信号の

時 間軸圧縮器を備えた受信機から構成された映像信号の伝送装置 

請求項 1 の時間軸伸張器が「特別な技術的特徴」、請求項 2 の時間軸圧縮器が

「特別な技術的特徴」であり、これらは互いに相応する技術的特徴(いわゆるサ

ブコンビネーションとサブコンビネーション)であれば、請求項 1 と請求項 2 の

間には単一性が存在する。請求項 3 は、請求項 1 及び請求項 2 の「特別な技術的

特徴」が全て含まれているため、請求項 1 及び請求項 2 と単一性がある(いわゆ

るコンビネーションとサブコンビネーション)。 
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同一である、又は相応しない特別な技術的特徴を有する場合  

 

【請求項 1】直流モータ用制御回路 A 

【請求項 2】直流モータ用制御回路 B 

【請求項 3】制御回路 Aがある直流モータを利用する装置 

【請求項 4】制御回路 Bがある直流モータを利用する装置  

直流モータに使われるという事実が「特別な技術的特徴」ではない場合で

あって、「制御回路 A」が一つの「特別な技術的特徴」で、「制御回路 B」も「制

御回路 A」とは関連がないが、もう一つの「特別な技術的特徴」である場合、

請求項 1 と請求項 3 の間、又は請求項 2 と請求項 4 の間には単一性がある

が、請求項 1と請求項 2の、間又は請求項 3と請求項 4間には単一性がない。 

単一ではない請求項の技術的特徴を含む場合  

 

【請求項 1】特徴 Aを有するコンベヤベルト 

【請求項 2】特徴 Bを有するコンベヤベルト 

【請求項 3】特徴 A及び特徴 Bを有するコンベヤベルト 

「特徴 A」が一つの「特別な技術的特徴」で、「特徴 B」はもう一つの「特

別な技術的特徴」である場合、請求項 1と請求項 3 の間、又は請求項 2と請

求項 3の間には単一性があるが、請求項 1と請求項 2の間には単一性がない。 
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6. 特別な関係がある場合の単一性の判断 

 

6.1 物とその物を生産する方法 

(1)特定の請求項に記載された物の発明と、その物を生産する方法の発明の間の

単一性は、その生産方法がその物の生産に「適合しているか否か」で判断する。 

ここでいう「適合しているか否か」とは、その生産方法を実施すれば本質的に

その物が生産されるということを意味する。しかし、「適合しているか否か」と

いう意味が、その物がその他方法によっては生産されない、又はその生産方法が

他の物の生産に使うことができないというのではない。 

(例 1)【請求項 1】化学物質 X 

【請求項 2】化学物質 Xの製造方法 

請求項 2の製造方法は、請求項 1項の化学物質 Xの製造に適合している。

請求項 1 及び 2において共通する「特別な技術的特徴」は、化学物質 Xで

ある。 

(例 2)【請求項 1】多孔性合成樹脂に空隙部を有する段ボール紙 

【請求項 2】段ボール紙の空隙部に発泡性合成樹脂を充填する工程及びこ

の積層体を加熱する工程からなる段ボール紙の製造方法 

請求項 2の製造方法による生産物は、請求項 1の段ボール紙のみである。

従って、請求項 2 の製造方法は請求項 1 の段ボール紙の生産に適合して

いるため、請求項 1及び 2 は単一性を満たす。 

(例 3)【請求項 1】特定構造の芯部を有するゴルフボール 

【請求項 2】特定工程からなる請求項 1のゴルフボールの製造方法 

請求項 2 の製造方法による生産物は、「請求項 1のゴルフボール」と明記

されているため、請求項 2 の製造方法は、請求項 1 のゴルフボール生産

に適合している。 
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(2)生産方法は、それ自体でその物を生産することができる方法でなければなら

ない。従って、その物の生産に間接的又は補助的に使われる方法(例：分析方法

など)は、他の事情がない限り一つの出願とすることができない。 

 

6.2 物とその物を使用する方法 

物を使用する方法の発明は、物が有している性質、機能などを利用する方法の

発明をいう。物の発明には、化学物質又は組成物以外にも機械、器具、装置、部

品、回路などが含まれる。例えば、装置の発明においてその装置の稼動方法の発

明又は使用方法の発明を考えることができる。 

(例 1)【請求項 1】物質 A 

【請求項 2】物質 Aによる殺虫方法 

請求項 2の「殺虫方法」は、請求項 1の物質 Aが有している性質(殺虫力)

を利用する方法に該当する。 

(例 2)【請求項 1】物質 A 

【請求項 2】物質 Aを醤油と混合し、醤油のカビの発生を抑制する醤油の

製造方法 

請求項 2は「製造方法」と表現されているが、「物質 Aを醤油と混合する

ことにより、醤油のカビの発生を抑制する方法」と実質的に同一である。

従って、請求項 2 は、請求項 1 の物質 A が有している特定の性質を利用

する方法に該当する。 

 

6.3 物とその物を取り扱う方法 

「物を取り扱う」の意味は、その物に対して外部の作用を加えてその物に機能

を維持又は発揮させることであり、物を本質的には変化させないことをいう。例

えば、物の移送、保存などがある。 

(例 1)【請求項 1】特定構造の組立式住宅(保管・運搬が容易な組立式住宅) 

【請求項 2】特定構造の組立式住宅の保管方法 

請求項 2の「保管方法」は、請求項 1の「組立式住宅」の「保管・運搬が



第 2 部 特許出願 

2510  

容易だという機能」を維持、発揮させるものであり、請求項 1の発明を取

り扱う発明に該当する。 

(例 2)【請求項 1】特定物質 A 

【請求項 2】特定物質 A を温度 X℃以下、圧力 Y 気圧以下で光を遮蔽し、

レアガス(ネオン、アルゴン)の存在下で物質 Bを添加して保

存する方法 

請求項 2 は、不安定な性質を有する特定物質 A の保存のための特別な保

存方法に関するものであり、請求項 1の発明を取り扱う発明に該当する。 

 

6.4 物とその物を生産する機械、器具、装置、その他の物 

(1)物を生産する機械、器具、装置、その他の物(以下、「装置類」という)がその

物の生産に「適合しているか否か」の判断基準となる。「適合しているか否か」

とは、その物を生産する装置類に関する発明を実施すれば、本質的にその物が生

産されるという意味である。しかし、「適合しているか否か」という意味が、そ

の物がその他装置類によっては生産されない、又はその物を生産する装置類と

同一の装置類が他の物の生産には使うことができないという意味ではない。 

(例)【請求項 1】特定構造のボルト A 

【請求項 2】特定構造のボルト Aを生産する装置 B 

請求項 2 の装置 B を請求項 1 のボルト A の生産以外に他の物の生産に使う

ことができるか否かに関係なく、装置 Bはボルト Aの生産に適合している。

従って単一性を満たす。 

(2)装置類は、それ自体によってその物を生産することができる装置類をいう。

従って、その物を生産するための間接的、補助的装置類(例：その物の生産に使

われる測定装置又は分析装置など)は一つの出願とすることができない。 

(3)「その他の物」には装置類以外に化学物質又は微生物などが含まれる。  

(例)【請求項 1】抗生物質 A 

【請求項 2】抗生物質 Aを生産する新菌株 B 

新菌株 Bは抗生物質を生産する「その他の物」に該当するため、単一性を満

たす。 
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6.5 物とその物の特定性質のみを利用する物 

物の特定性質のみを利用する物の発明は、その発明の目的がその物の有して

いる特定属性を利用して初めて達成されるもので、さらに、このような特定属性

を利用することが発明の構成に明確に表現されている物の発明をいう。従って、

通常、このような物の発明は化学物質などに限定される。 

(例)【請求項 1】物質 A 

【請求項 2】物質 Aからなる除草剤 

請求項 2 の除草剤は、請求項 1 の物質 A が有している除草能力を利用した

物に該当する。 

 

6.6 物とその物を取り扱う物 

その物に外部の作用を加え、その物の機能を維持又は発揮させるものであっ

て、その物を本質的に変化させない場合をいう。 

(例)【請求項 1】不安定な化学物質 A 

【請求項 2】化学物質 Aの保存装置 

請求項 2 の保存装置は、請求項 1 の化学物質 A がその機能を維持すること

ができるようにするものであり、化学物質 Aを取り扱う物に該当する。 

 

6.7 方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、その他の物 

「方法の実施に直接使用する機械、器具、その他の物」が特定方法の実施に直

接使用されるに当たって適合している場合には、発明の単一性が満たされる。こ

こで「適合しているか否か」の判断は、「方法の実施に直接使う機械、器具、そ

の他の物」の特別な技術的特徴が「方法」の有する特別な技術的特徴の発現に直

接的に使われるか否かで判断する。 

(例 1)【請求項 1】微生物 Xの培養による抗生物質 Aの製造方法 

【請求項 2】微生物 X 
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請求項 2 の微生物 Xは、抗生物質 Aの製造に直接使う「機械、器具など」

には該当しないが、抗生物質 A の製造時の役割は、いわゆる製造装置に

該当するものであり、「その他の物」に当たる。 

(例 2)【請求項 1】サビ抑制物質 Xを含むペンキを特定の電極配置を使用し、静

電負荷して塗装する塗装方法 

【請求項 2】サビ抑制物質 Xを含むペンキ 

「サビ抑制物質 X を含むペンキ」は、請求項 1 項の方法の実施に直接使

われる物に該当する。 

 

 

7. 特殊な場合の取扱い 

 

7.1 マーカッシュ(Markush)方式の請求項 

(1)一つの請求項に択一的要素がマーカッシュ方式で記載されている場合にお

いて、択一的事項が「類似した性質又は機能」を有する場合には、単一性の要件

は満たされる。 

マーカッシュグループ(Markush Grouping)が化合物の択一的事項に関するも

のであるときには、第 4章 4.(5)の要件を満たす場合には、類似した性質又は機

能を有するものとみなす。 

(2)発明の単一性の判断において、二つ以上の択一的事項を複数の独立項で記載

しても、一つの請求項内にマーカッシュ方式で記載しても判断基準が変わるも

のではない。 

(3)マーカッシュグループの択一的要素のうち少なくとも一つが先行技術と関

連して新規のものではないと判断されれば、審査官は、発明の単一性に関する問

題を再検討しなければならない。 
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(例 1)【請求項 1】下記構造式の化合物 

ここで R1はフェニル、ピリジル、チアゾリル、トリアジニル、アルキル

チオ、アルコキシ及びメチルからなる群の中から選択され、R2乃至 R4は、

メチル、ベンジル又はフェニルである。この化合物は、血液の酸素吸収力

を増大させるための薬剤として有用である。 

[説明]この場合、インドール基はすべての置換基により共通する「重要な構造的

要素」である。すべての請求された化合物が同一の用途を有すると主張し

ているため単一性がある。 

(例 2)【請求項 1】(X)又は(X+a)からなる炭化水素を蒸気相で酸化させるのに使

用される触媒 

[説明]この例において(X)は RCH3 を RCH2OHに酸化させ、(X+a)は RCH3 を RCOOH

にさらに酸化させる。二つの触媒は、RCH3 に対する酸化触媒として共通

する要素及び活性を有している。(X+a)を使用すれば、酸化がより完全で、

カルボン酸が形成されるまで持続するが、活性は同一である。従って単一

性がある。 

 

7.2 中間体と最終生成物 

(1)「中間体」という用語は、中間物質又は出発物質を意味する。このような中

間物質又は出発物質は、物理的若しくは化学的変化によって本来の特性を失い、

最終生成物を生産するために使用される能力を有している。 

次の①及び②が充足される場合、中間体と最終生成物の間には発明の単一性

があるものとみなす。 
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①中間体と最終生成物の間で主要な構造的要素が同一であること。すなわち、 

(ⅰ)中間体と最終生成物の基本化学構造が同一である、又は 

(ⅱ)中間体と最終生成物の化学的構造が技術的に密接な相関関係にあり、

中間体が最終生成物に主な構造的要素を提供すること 

②中間体及び最終生成物が技術的に密接な相関関係にあること。すなわち、最

終生成物が中間体から直接生産される、又は、重要な構造的要素が同一の少

数の中間体を経由して製造されること。 

(2)中間体の主な構造的要素が同一であれば、一つの最終生成物を生産するため 

に相違する工程に使用される一つ以上の相違する中間体を 1 出願にすることが

できる。しかし、最終生成物の他の構造部分に用いられる相違する二つ以上の中

間体は、1出願にすることができない。 

(3)中間体及び最終生成物が中間体から最終生成物を製造する過程で、新規のも

のではなく、中間体によって分離される場合は、1出願として許容されない。 

(4)中間体と最終生成物が化合物群である場合、各中間体化合物は、最終生成物

化合物群内で請求された一つの化合物と対応しなければならない。しかし、最終

生成物の一部は、中間体化合物群に対応する化合物がないこともあるため、二つ

の化合物群の間が完全に 1対 1で対応する必要はない。 

(例 1)【請求項 1】無晶形重合体 A(中間体) 

【請求項 2】結晶性重合体 A(最終生成物) 

結晶性重合体 A は、無晶形重合体 A の被膜を延伸させて製造される。こ

こで、無晶形重合体 A が結晶性重合体 A を製造するための出発物質とし

て使用される という点で中間体と最終生成物の関係があるため、単一性

がある。 

(例 2)【請求項 1】下記の一般式により定義される繊維材料として有用な

高分子化合物(反復単位 X) 
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【請求項 2】下記の一般式により定義される化合物(上記の高分子化合物

の製造のための出発物質として有用) 

請求項 1 及び請求項 2 の化合物はいずれも「主な構造的要素(反復単位

X)」を共有しており、技術的にも密接な相関関係を有している。従って、

請求項 1 及び請求項 2 の発明は、中間体と最終化合物の関係を有してお

り、単一性が存在する。 

 

8. 単一性審査の留意事項 

 

(1)発明の単一性は、まず、独立項について判断する。独立項が発明の単一性に

関する要件を満たした場合には、これら独立項において引用する従属項は単一

性が満たされる。[特法 62、133(1)、特法 63の 2] 

(2)特許法第 45条の単一性に関する要件は、特許法第 62条による拒絶理由にな

ることがあるが、情報提供理由又は無効理由(特法 133(1))にはならない。 

(3)特許法第 45 条を理由に拒絶理由を通知する場合、出願人が拒絶理由に対し 

てより容易に対応することができ、迅速かつ正確な審査に役立つと認められる

ときは、出願の分割に関する示唆をすることができる。 

(4)ある特定の独立項を基準として単一性を判断した結果、単一性の要件が満た

された場合であっても、補正によりその基準とされた独立項が削除される、又は

発明の内容が変更された結果、単一性の要件が満たされなくなることがあるこ

とに留意しなければならない。 
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(5)一つの請求項内に 1群の発明範囲を超える発明が含まれている場合など、特

別な事情のある場合でなければ、ある請求項とその請求項を引用する他の請求

項の間では単一性が満たされたものとみなす。従って、独立項とその独立項を引

用する従属項の間では原則的に発明の単一性を判断する必要がない。他の請求

項に記載された事項がすべて含まれているため、事実上引用関係にあるとみる

ことができる場合も同様である。 

ただし、引用される請求項が先行技術により新規性又は進歩性に欠けている

ため、｢特別な技術的特徴｣を有しない場合には、当該請求項を引用する請求項間

で発明の単一性違反の問題が生じかねないため、引用する請求項間で先行技術

に比べて区別される同一である、又は相応する｢特別な技術的特徴｣が共有され

ているか否かを追加検討する必要がある。 

(例)請求項 1 は独立項で、請求項 2 乃至 5 は請求項 1 の従属項であり、審査官

による先行技術検索の結果と対比したときに、 

【請求項 1】A(Aは先行技術に開示) 

【請求項 2】A+B(A+Bは先行技術に開示) 

【請求項 3】A+C(Cは先行技術に開示されていない) 

【請求項 4】A+C+D 

【請求項 5】A+F(Fは先行技術に開示されていない)  

の場合を例とする。独立項である請求項 1 は、先行技術に比べて改善され

た特徴がないため、請求項 1 を引用する請求項 2 乃至 5 の間で発明の単一

性を違反しているか否かを検討してみる必要がある。請求項 2には｢特別な

技術的特徴｣がなく、請求項 3乃至 4の｢特別な技術的特徴｣は Cであり、請

求項 5 の｢特別な技術的特徴｣は F である。ここで C と F が同一である、又

は相応する技術的特徴でなければ、従属項は<請求項 2>、<請求項 3及び 4>、

<請求項 5>の 3つの発明群からなっているのである。請求項 1を請求項 2と

同一群の発明であるとすれば(請求項 1を第 1、2、3群それぞれに含める方

法も可能)、次のように 3つの発明群があることを指摘して発明の単一性の

拒絶理由を通知することができる。このとき、第 1 群に関する実体審査の

結果(新規性・進歩性の拒絶理由など)を共に通知する。 

第 1群：請求項 1、2  
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第 2群：請求項 3、4  

第 3群：請求項 5 

前述の｢4.単一性の判断方法｣の(6)の最終段落で説明した通り、発明の単一 

性が欠如していても、上の請求項 3、4、5に対してそれ以上検索する必要が

なくなり、付加審査の努力がなくとも審査を終結することができるように

なった場合であれば、発明の単一性の拒絶理由を通知せずに請求項 1 乃至

5 に対する新規性・進歩性などの拒絶理由を直ちに通知することができる。 
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第 6 章 微生物関連出願の取扱い 

 

1. 関連規定 

 

特許法施行令第 2 条(微生物の寄託)①微生物に係る発明について特許出願をし

ようとする者は、特許出願の前に次の各号のいずれかに該当する期間に特許

庁長が定めて告示する方法に従って当該微生物を寄託しなければならない。

ただし、当該発明が属する技術分野において通常の知識を有する者がその微

生物を容易に入手することができる場合には、これを寄託しないことができ

る。 

1．「特許法」(以下、「法」という)第 58 条第 1 項により微生物の寄託及び分

譲に関する業務を担当する専門機関として指定された機関(以下、「国内寄

託機関」という) 

2．「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」第 7条

により、国際寄託機関としての地位を取得した機関(以下、「国際寄託機関」

という) 

②第 1 項により微生物を寄託した者は、特許出願書に産業通商資源部令で定

める方法に従ってその趣旨を記し、微生物の寄託事実を証明する書類(国際寄

託機関に寄託した場合には、「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関す

るブダペスト条約」第 7 規則による受諾証のうち、再審の受諾証の写しをい

う)を添付しなければならない。 

③特許出願人又は特許権者は、第 1 項の微生物の寄託について特許出願後に

新しい受託番号が付与されたときには、遅滞なくその事実を特許庁長に届出

しなければならない。 

特許法施行令第 3 条(微生物に係る発明の特許出願明細書の記載)微生物に係る

発明について特許出願をしようとする者は、法第 42 条第 2 項による明細書

(特許出願書に最初に添付した明細書をいう)を作成するとき、第 2 条第 1 項

本文により微生物を寄託した場合には国内寄託機関又は国際寄託機関から付

与された受託番号を、同項ただし書きに基づいてその微生物を寄託しなかっ

た場合にはその微生物の入手方法を記載しなければならない。 
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2. 寄託制度 

 

2.1 趣旨 

出願人は、出願発明についてその発明が属する技術分野において通常の知識

を有する者がその発明を容易に実施することができるように発明の説明に記載

しなければならない。出発物質又は最終産物が微生物など生物学的物質

(Biological material)を含む場合は、明細書の記載だけでは発明を容易に実施

することができない場合が多い。この場合、明細書の記載によって当該技術分野

において通常の知識を有する者が容易にその発明を実施することができるよう

にするためには、出発物質の入手手段と最終産物の製造方法を明細書に明確に

記載しなければならない。つまり、出発物質又は最終産物である微生物などを特

許出願前に特許法施行令第 2条による国内寄託機関又は国際寄託機関に寄託(以

下、「特許寄託」という)することにより、発明の再現性を裏付けることができる。

[特法 42(3)(1)] 

 

2.2 寄託対象 

(1)寄託の対象となる微生物とは、遺伝子、ベクター、細菌、カビ、動物細胞、

受精卵、植物細胞、種子など生物学的物質(biological material)全体を意味し、

受託可能な微生物の種類は、寄託機関によって異なる。 

(2)植物関連発明の場合も、その発明が属する技術分野における通常の知識を有

する者がその発明を容易に実施することができるようにするために必要なとき

には、親植物、又は当該植物を生産することができる種子、細胞などを寄託する

ことができる。 

 

2.3 微生物寄託機関 

(1)微生物寄託機関は、特許庁長が指定する国内寄託機関又は「特許手続き上の

微生物寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」第 7 条の規定により国際寄

託機関としての地位を取得した機関をいう。[特令 2(1)] 

(2)国内寄託機関には、韓国生命工学研究院微生物資源センター(KCTC、Korean 

Collection for Type Cultures)、社団法人韓国種菌協会付設韓国微生物保存セ
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ンター(KCCM、Korean Culture Center of Microorganisms)と国立農業科学院農

業遺伝資源センター(KACC、Korean Agricultural Culture Collection)が指定

されている。[微生物寄託機関指定などに関する告示 2] 

(3)国内所在の国際寄託機関には、KCTC、KCCM 及び韓国細胞株研究財団(KCLRF、

Korean Cell Line Research Foundation)の 3機関がある。 

 

2.4 容易に入手することができる微生物 

特許法施行令第 2条による「容易に入手することができる微生物」には、次の

ようなものがある。 

①市中で販売されている微生物 

②その出願前に信用することのできる保存機関に保存され、保存機関が発行

するカタログなどによって自由に分譲することができるという事実が確認

された微生物。この場合、当該微生物の保存機関、保存番号を出願時の明細

書に記載しなけれ ばならない。 

③明細書の記載により当該発明が属する技術分野において通常の知識を有す

る者が容易に製造することができる微生物 

 

3. 出願手続き 

 

(1)微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、特許出願前に寄託

機関にその微生物を特許寄託した後、特許出願書にその趣旨を記載し、その事実

を証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該発明が属する技術分野

において通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場

合には、これを寄託しないこともできる。[特令 2(1)] 

(2)微生物に係る発明について特許出願しようとする者は、最初の明細書に微生

物の受託番号を記載し、微生物を寄託しない場合にはその微生物の入手方法を

記さなければならない。[特令 3] 

(3)分割出願、変更出願又は国内優先権主張出願であり、微生物に関する発明を

含め、寄託が必要とされる場合には、分割出願書、変更出願書又は国内優先権主

張出願書にその趣旨を記載し、その事実を証明する書類を添付しなければなら
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ない。ただし、その事実を証明する書類の内容が原出願又は先願について既に提

出された証明書類の内容と同一であるため、これを援用しようとする場合はに

はその趣旨を明記することでその証明書類に代替することができる。 

一方、国内段階に進んだ国際特許出願の場合、微生物を国際出願日の前に国際

寄託機関に特許寄託した後、特許出願書にその趣旨を記載し、その事実を証明す

る書類を添付しなければならない。 

(4)国内優先権主張又は条約優先権主張を伴う出願であって、微生物に関する発

明を含めて寄託が必要とされる場合、その微生物が先願又は第 1 国出願前に寄

託機関に特許寄託されていて、その受託番号が先願又は第 1 国出願明細書に記

載されているときは、優先権主張出願において微生物寄託に関する手続きを行

えば、その発明についても優先権主張の効果を享受することができる。 

(5)出願人は微生物寄託について特許出願後に新しい受託番号が付与された場

合には、遅滞なくその事実を特許庁長に届出しなければならない。微生物受託番

号の変更届出をする者は、特許法施行規則別紙第 18号書式の微生物受託番号変

更届出書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。[特

令 2(2)、特則 22] 

①新しい受託番号を証明する書類 1通 

②代理人によって手続きを行う場合には、その代理権を証明する書類 1通 

 

4. 審査の留意事項 

 

4.1 2014 年 12月 31日以前の出願 

(1)微生物の寄託が必要な出願であって、明細書に受託事実と受託番号が記載さ

れているが受託証の写しが添付されていない場合、その微生物は寄託されてい

ないものとみなして審査を進行する。ただし、受託証の写しを添付しなかったが

審査官の拒絶理由通知を受けて写しを添付する場合は適法なものとみなして受

付後、審査する。 

(2)微生物の寄託が必要な出願において、出願書に最初に添付された明細書に受

託番号が記載されていなかったものを補正によって新しく記載することは、新

規事項の追加とみなす。[特法 47(2)] 
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(3)出願前に微生物を寄託して受託証を添付し、明細書にも受託番号などの関連

事実を記載したものの、寄託微生物の分類学上の位置が訂正されて名称が変わ

った場合、寄託機関から発行した証明書の写しを提出すれば、当該微生物の名称

を変更して補正しても新規事項の追加に該当しないものとみなす。ただし、新し

く属することになった分類の微生物の性質のうち最初に添付された明細書に記

載されていなかった科学的性質などを記載することは、新規事項の追加に該当

する。 

(4)微生物の寄託は、微生物関連発明についてその発明が属する技術分野におい

て通常の知識を有する者がその発明を容易に実施することができるように明確

かつ詳細に記すために発明の説明の記載を補充しようとするものであるため、

当該微生物は出願時に寄託されていなければならない。[特法 42(3)(1)] 

寄託日は、出願人が微生物を寄託機関に寄託し、寄託機関においてこれを受付

けた日とみなす。ただし、受託番号のみを明細書に記載して出願し、出願後にも

補正などによって受託証を提出しない場合は、寄託日に寄託がなかったものと

みなす。 

 

4.2 2015 年 1月 1日以降の出願 

(1)方式審査 

特許出願時に出願書に趣旨を記載せず、その事実を証明する書類のみ添付し

た場合、又は出願書に趣旨のみを記載してその事実を証明する書類を添付しな

かった場合は、同法による命令で定める方法に違反したものとみて特許法第 46

条規定に基づいて補正を命令し、補正命令にもかかわらず指定期間以内にその

瑕疵を補正することができなかった場合、特許期間に関する手続きを無効にす

ることができる。 

微生物に関する発明に関する趣旨を記載した出願書が提出されれば、その事

実を証明する書類に記載された微生物が特許出願前に特許寄託されたか否かな

どについて方式審査をしなければならない。 

出願人が微生物に関する発明について趣旨を記載した出願書とその事実を証

明する書類を提出したものの、 

①特許出願前に特許寄託されていなかった場合 
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②出願書とその事実を証明する書類に寄託機関名、受託番号、受託日付などを間

違って記載した場合は、その瑕疵を指摘して補正命令を下した後、補正命令に

もかかわらず指定された機関以内に補正ができなかった場合、特許寄託に関

する手続きを無効にすることができる。 

(2)実体審査 

審査官は出願人の提出した書類を検討し、方式に瑕疵がない場合は実体審査

に取り掛かる。 

微生物の特許寄託が必要な出願であって特許出願書に最初に添付された明細

書又は図面に受託事実に関する受託番号は記載されているものの、出願書にそ

の趣旨を記載せずにその事実を証明する書類を添付しなかった場合は、出願書

に趣旨を記載すること及びその事実を証明する書類添付するよう補正命令し、

その補正命令にもかかわらず指定期間内にその瑕疵を補正することができなか

った場合、特許寄託に関する手続きを無効にすることができる。 

一方、特許寄託に関する手続きに瑕疵があり、その手続きが無効処分にされた

場合、審査官は当該微生物に関する発明について特許法第 42 条第 3項第 1号を

適用することができる。 

寄託機関による受託番号の表記方法は以下の通りである。 

 KCTC KCCM KCLRF KACC 

特許 

微生物 

国内寄託 KCTC番号 P KCCM番号 P － KACC番号 P 

国際寄託 KCTC番号 BP KCCM番号 P KCLRF BF 番号 － 

一般寄託 KCTC番号 KCCM番号 KCLB番号 KACC番号 

 

微生物に関する発明を、当該技術分野において通常の知識を有する者が容易

に実施することができるようにするためには、明細書に次のように記載されて

いなければならない。 

①通常の技術者が微生物を容易に入手することができる場合、発明の説明に微

生物の入手方法と共に出発物質から最終産物である微生物を得る方法などを

通常の技術者が容易に実施することができるように具体的に記載することで、

発明の再現性を裏付けることができる。 
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②通常の技術者が微生物を容易に入手することができず、発明の説明に出発物

質から最終産物である微生物を得る方法などを通常の技術者が容易に実施す

ることができるように記載することが難しい場合、最終産物である微生物を

特許寄託することで、発明の再現性を裏付けることができる。 

ただし、最終産物である微生物を特許寄託しなくても、その微生物の出発物質

を特許寄託し、発明の説明に出発物質から最終産物である微生物を得る方法

などを通常の技術者が容易に実施することができるよう具体的に記載するこ

とで発明の再現性を裏付けることもできる。 

 

5. 核酸塩基序列又はアミノ酸序列を含む特許出願 

 

(1)核酸塩基序列又はアミノ酸序列(以下、「序列」という)を含む特許出願をしよ

うとする者は、特許庁長が定める方法に従って作成した序列目録(以下、「序列目

録」という)を明細書に記し、その序列目録を収録した電子ファイル(以下、「序

列目録電子ファイル」という)を特許庁長の定める方法に従って作成し、特許出

願書に添付しなければならない。ただし、特許庁長が定める方法に従って作成し

た序列目録電子ファイルの形式で明細書に書いた場合には、序列目録電子ファ

イルを添付しなくても構わない。[特則 21の 4(1)] 

(2)序列目録及び序列目録電子ファイルの作成に関する詳細事項は、「核酸塩基

序列目録又はアミノ酸序列目録の作成基準(特許庁告示第 2013-1号)」に基づく。

[核酸塩基序列目録又はアミノ酸序列目録の作成基準] 

(3)明細書に記載した序列目録と序列目録電子ファイルに収録した序列目録が

相違する場合には、明細書に記載した序列目録を基準として審査する。 

(4)序列目録の補正は、上記の(1)乃至(3)の審査基準を準用する。 

(5)序列目録が明細書に記載されていない、又は序列目録電子ファイルが添付さ

れていない出願の場合は、次のように取り扱う。 

①序列目録が明細書に記載されていない場合の取扱い 

序列目録が明細書に記載されておらず、請求項に記載された発明を容易に
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実施することができないときには、特許法第 42条第 3項第 1号により拒絶

理由を通知する。拒絶理由通知によって序列目録を明細書に追加する場合

には、新規事項の追加禁止の規定により判断する。 

②序列目録電子ファイルを添付しなかった場合の取扱い 

序列目録電子ファイルが出願書に添付されていない場合(明細書に序列目

録を序列目録電子ファイルの形式で記載した場合を除く)、特許法による命

令が定める方式に違反したものであるため、補正命令の対象に該当する。 

従って、序列目録電子ファイルが添付されていない出願については、特許法

第 46条によって補正を要求し、瑕疵が直されていない場合、その出願手続

きを無効にする。 

イメージにより作成されたスキャニング序列目録は、特許庁長が定めると

ころに従って作成された序列目録電子ファイルではないため、スキャニン

グ序列目録が添付されている場合、序列目録電子ファイルが添付されてい

ない場合と同一に取り扱う。 

(参考)出願人は、補正要求がなくても出願手続きが係属中であるときは、上

記の出願の方式上瑕疵を自主的に補正することができる。 
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第 1 章 産業上利用の可能性 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 29条(特許要件)①産業上利用することができる発明であって、次の各

号のいずれかの一つに該当するものを除いては、その発明について特許を受

けることができる。 

1. 特許出願前に国内又は国外で公知される、又は公然と実施された発明 

2. 特許出願前に国内又は国外で頒布された刊行物に掲載される、又は電気通

信回線により公衆が利用することができる発明 

 

2. 特許法第 29条第 1項本文の趣旨 

 

特許法の目的が産業発展に寄与することにあるため(特法(1))、すべての発明

は、産業上利用の可能性があって当然である。これにより、特許法第 29 条第 1

項本においては、産業上利用することができる発明に限って特許を受けること

ができるように規定した。 

特許法第 29条第 1項本文の「産業」は、最も広い意味の産業として解釈すべ

きである。すなわち、産業は有用かつ実用的な技術に属するすべての活動を含む

最広義の概念であると解釈される。 

(参考)パリ条約第 1条(3)産業財産権は、最広義に解釈され、厳格な意味の工業

及び商業のみならず、農業又は採取産業の分野及び製造又は天然のすべ

ての産品、例えば、葡萄酒、穀物、タバコの葉、果実、家畜、鉱物、鉱泉

水、ビール、花、小麦粉に対しても適用される。 

 

3. 関連規定 
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特許法第 29 条第 1 項本文の「産業上利用することができる発明」は、通常、

「発明」の成立要件及びその発明が「産業上利用することができるものであるこ

と(産業上利用の可能性)」の要件で区分することができる。従って、本審査基準

においては、特許法第 29 条第 1 項本文の要件は、「発明」であることの成立要

件及び「産業上利用することができるものであること」の要件で区分して規定す

る。[特法 29(1)本文] 

 

4. 発明の成立要件 

 

特許法第 2条第 1 号は、「“発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創

作であって、高度なものをいう」と定義しているため、特許出願された発明が特

許法上の発明になるためには、この規定を満たすものでなければならない。[特

法 2] 

ここでいう「高度なもの」の意味は、一般に実用新案法上の「考案」と特許法

上の「発明」を区分する相対的な概念であるため、実務上「発明」の成立要件に

関する判断をする際には「高度なもの」については考慮しないこととする。[2001

ホ 4937] 

 

4.1 発明に該当しない類型 

特許法第 2 条第 1 号の発明に該当するか否かについて判断が容易ではないた

め、本審査基準においては、発明に該当しない類型を例示して、発明に該当する

か否かに関する判断に助力する。 

 

4.1.1 自然法則自体 

発明は、自然界に存在する法則、すなわち、自然法則を利用して与えられた課

題を解決するための技術的思想の創作であるため、自然法則自体は発明に該当

しない。従って、熱力学第 2 法則、エネルギー保存の法則のような自然法則自

体は、発明ではない。 
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4.1.2 単純な発見であって創作ではないもの 

発見とは、自然界に既に存在する物又は法則を単純に見つけることであって

創作ではないため、天然物(例：鉱石)、自然現象などの発見自体では発明に該当

しない。[2002フ 1935] 

しかし、物質自体の発見ではなく、天然物からある物質を人為的に分離する方

法を開発した場合、その方法は発明に該当し、また、その分離された化学物質又

は微生物なども発明に該当する。 

自然界に存在する物の属性を発見し、その属性に合わせて新たな用途で使用

することにより起因する用途発明の場合も単純な発見とは区分されるものであ

り、特許法上別途のものとして取り扱われる。原則的に新たな用途の単純な発見

だけでは発明として成立しないが、新しい属性の発見とそれと結び付けられる

新たな用途の提示行為が、通常の技術者にとっては自明ではない発明的努力を

加えた場合であれば、発明として認められる。 

 

4.1.3 自然法則に違背するもの  

発明は、自然法則を利用したものでなければならないため、自然法則に違背す

るもの(例：永久機関)は発明に該当しない。この場合、請求項に記載された発明

の一部であっても自然法則に違背する部分があれば発明に該当しないことにな

る。(関連判例：大法院 1998.9.4.宣告 98フ 744判決) 

 

4.1.4 自然法則を利用していないもの 

請求項に記載された発明が自然法則以外の法則(経済法則、数学公式、論理学

的な法則、作図法など)、人為的な約束(ゲームの規則自体など)、又は人間の精

神活動(営業計画自体、教授方法自体、金融保険制度自体、課税制度自体など)を

利用している場合には、発明に該当しない。[2007 フ 265、2007フ 494] 

論理的法則又は数学的原理自体、若しくはこれを直接利用する方法又は原理

自体について特許を請求するのではなく、数学的演算によって変換されるデー

タを利用して特定技術手段の性能を高める、又は制御することで有用かつ具体

的で、実用的な結果を得ることができる技術的装置又は方法をもって請求する

場合には、そのような装置又は方法が特定目的を達成するための合理的な手段
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として普遍性と反復性及び客観性を持つものであれば、発明として取り扱われ

る。 

特許法上の発明に該当するための自然法則利用の可否は、請求項全体として

判断しなければならない。従って、請求項に記載された発明の一部に自然法則を

利用している部分があっても、請求項全体として自然法則を利用していないと

判断されるときは特許法上の発明に該当しない。他方、請求項に記載された発明

の一部において自然法則を利用していない部分(例：数学公式など)があっても、

請求項を全体として把握したとき自然法則を利用していると判断されるときに

は、特許法上の発明に該当する。 

(例 1)アルファベット、数字、記号などを組み合わせて暗号を作成する方法 

(例 2)外国語の発音表記文字を形成する方法において、文字に対するハングル

と外国語の発音上の差異によって表記の際に差異が生じる文字を表示

するため、当該文字の発音時に形成される人の喉の形状と舌音が発音

上の変化を起こす現象とこれに伴う唇の形によって文字を変形させて

形成することを特徴とする外国語の発音表記文字の形成方法(特許法

院 2002.1.17.宣告 2001ホ 3453判決を参照)。 

(例 3)排出者の個人情報が入力されたバーコードシールと排出ゴミが表示さ

れたカレンダーを管轄官庁から各排出者に配布し、各排出者は定めら

れた規定によって正確に分別されたゴミを規格ゴミ袋に入れて排出す

る一方で、必ず排出者の個人情報が入力されたバーコードシールをゴ

ミ袋に付着して排出し、回収者は排出されたゴミを曜日別に正確に分

別回収して集荷場へ移送し、リサイクルゴミと埋立焼却するゴミを選

別して処理過程を経て、間違って分類されたゴミ袋に対しは前面に付

着されたバーコードを判読して当該排出者に是正命令を指示する各過

程において得られる資料を蓄積した統計によって、生活ゴミを総合管

理するようにする生活ゴミのリサイクル総合管理方法(特許法院

2001.9.21.宣告 2000ホ 5438判決を参照)。 

 

4.1.5 技能 

技能は、個人の熟練により達成することができるものであって、知識として第

三者に伝達することができる客観性が欠如している。従って、技能は発明に該当

しない。
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(例)楽器の演奏方法、ボールを指で握る方法とボールを投げる方法に特徴があ

る投球方法など 

 

4.1.6 単純な情報の提示 

単純に提示される情報の内容に限って特徴があるものであって、情報の提示

を主たる目的とする場合には、発明に該当しない。 

(例 1)録音された音楽に限って特徴がある CD、コンピュータ・プログラムリス

ト自体、デジタル・カメラで撮影されたデータなど 

しかし、情報の提示が新規の技術的特徴を有していれば、そのような情報の提

示自体、情報の提示手段、情報を提示する方法は、発明に該当することもある。 

(例 2)文字、数字、記号からなる情報を浮彫で記録したプラスチックカ－ド(情

報の提示手段に技術的特徴がある場合) 

 

4.1.7 美的創造物 

美的創造物は、技術的な面以外の視覚的な面を有し、その評価も主観的に行わ

れるものである。従って、美的効果自体(例：絵画、彫刻自体など)は、発明に該

当しない。しかし、美的効果が技術的構成或いは他の技術的手段によって得られ

る場合、美的な効果を得るための手段は発明に該当することもある。 

 

4.1.8 コンピュータ・プログラム言語自体、コンピュータ・プログラム自体 

コンピュータ・プログラムは、コンピュータを実行する命令に過ぎないもので

あり、コンピュータ・プログラム自体は発明にならない。 

ただし、コンピュータ・プログラムによる情報処理がハードウェアを利用して

具体的に実現される場合には、当該プログラムと連動して動作する情報処理装

置(機械)、その動作方法及び当該プログラムを記録したコンピュータで読み取

ることができる媒体及び媒体に保存されたコンピュータ・プログラム(2014.7.1.

出願から適用)は、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、発明に該当

する(第 9 部第 10 章コンピュータに関する発明 1.1 特許請求範囲の記載要件を

参照)。 
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4.1.9 反復して同一の効果を得ることができないもの 

発明の目的を達成するための手段が形式的に提示されているが、その提示し

た手段により発明者が得た成果と客観的に同一の結果を得ることができない場

合、すなわち、反復して実施することができないものは発明に該当しない。ここ

で出願発明の反復再現性は必ずしも 100%の確率で効果を得ることができること

を意味するのではなく、100%より少ない確率であっても効果を得ることができ

ることが確実であれば、反復再現性があるとみなす。 

 

4.1.10 未完成発明 

特許を受けることができる発明は完成したものでなければならない。ここで

いう完成した発明とは、その発明が属する分野において通常の知識を有する者

が反復実施し、目指している技術的効果を得ることができる程度にまで具体的

かつ客観的に構成されている発明であり、その判断は、特許出願の明細書に記載

された発明の目的、構成及び作用効果などを全体的に考慮して、出願当時の技術

水準に立脚して判断する(大法院 1994.12.27.宣告 93フ 1810判決を参考)。 

もし、発明の課題を解決するための具体的手段が欠如している、又は提示され

た課題の解決手段だけでは課題の解決が明白に不可能であると認められる場合

には、発明に該当しないものとみなす。この場合に発明者は、信頼できる第三者

の実験データをもってその課題の解決が可能であるという事実を立証すること

ができる。 

一方、特許付与の要件として発明の完成しているか否かと、明細書の記載要件

が充足しているか否かは区別しなければならない。未完成発明は、出願当時に発

明が完成していない場合に適用されるものであるため、出願後に補正によりそ

の瑕疵を直すことができないのに比べ、明細書の記載不備は出願当時に発明は

完成してものの、記載をちゃんとできなかった場合に適用されるものであるた

め、補正によってその瑕疵を直すことができる可能性がある。従って、発明の説

明に記載された発明が通常の技術者がその発明を容易に実施することができる

程度に明確かつ充分に記載されておらず、また、同一の理由でその発明が未完成

発明であるか否かが不明な場合には、産業上利用することができる発明に該当

しないという理由(特許法第 29 条第 1 項本文)に優先して特許法第 42 条第 3 項

第 1号に基づいて拒絶理由を通知することが望ましい。
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4.2 発明に該当しない場合の拒絶理由の通知 

特許法第 2条は、同法第 62条で定める拒絶理由に含まれないため、発明に該

当しない出願、すなわち、自然法則自体、発見、自然法則に違背したもの、自然

法則を利用していないもの、情報の単純な提示、美的創造物又は未完成発明に対

しては、特許法第 29条第 1項本文の規定を引用して「産業上利用することがで

きる発明」に該当しないという理由で拒絶理由を通知する。 

 

4.3 ｢発明｣と｢考案｣の差異 

特許法では、物(組成物を含む)又は方法いずれも保護の対象としてみなされ

るが、実用新案法上登録を受けることができる考案は、「物品の形状・構造又は

組合せに関する考案」に限定される。実用新案として登録されるのは考案であっ

て、物品自体ではなく請求項に記載された物品に適用された技術的思想である。

[98 フ 2771] 

 

4.3.1 実用新案法上の物品 

実用新案法第 4条第 1項本文の｢物品｣について一定の定義はないが､一般的に

は空間的に一定の型を有するものであって､一般商取引の対象になり､使用目的

が明確なものは､実用新案法上の｢物品｣に該当するものと解釈される｡[2003 ホ

4450、2003ホ 915] 

｢物品の形状･構造又は組合せ｣について簡単に説明すると次の通りである｡ 

(1)形状 

形状とは、線又は面などで表現された外形的な形態をいう。例えばキャム

(cam)の形態、歯車の歯形のようなものが形状である。 
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(2)構造 

構造とは、空間的・立体的に組み立てられた構成であって、物品の外観だけで

なく平面図、側面図、正面図及び場合によっては断面図を利用して表現される構

成である。構造上の特徴は、外観上明りょうであることを必要とせず、切断する

ことにより、又は物理的・化学的分析により区別することができる場合、外観が

同一であっても構造上差異があるものとみる。電子製品などの回路の場合も、物

品の構造とみなして実用新案の対象とする。 

(3)組合せ 

物の使用時又は不使用時に、2つ又はその以上の物品が空間的に分離した形態に

あり、また、各々独立的に一定の構造又は形状を有し、使用によってこれらが互

いに機能的に係わって使用価値を発揮することを物品の組合せという。例えば、

締結具としてボルトとナットを組合せる場合がある。 

 

4.3.2 「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないもの 

方法の考案、組成物の考案、化学物質の考案、一定の形状を有しないもの、動

物の品種、植物の品種などは実用新案法上の考案に該当しない。 

(参考)独立項が物品の形状又は構造、若しくは組合せに関する考案であり、従属

項が独立項の構成要素の材料を限定する場合、その請求項を物品の形状、

構造又は組合せとして認める。 

 

5. 産業上利用することができない発明 

 

「産業上利用することができる発明」に該当しないものの代表的な類型は、次

の通りである。[特法 29(1)本文] 

請求項に記載された発明がこの要件を充足していないとして拒絶理由を通知

するときには、可能な限り具体的理由を挙げて詳細に指摘する。[特法 63(2)] 
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5.1 医療行為 

(1)産業上利用することができる発明に該当しない類型 

①人間を手術する、又は治療若しくは診断する方法の発明、すなわち、医療行

為については、産業上利用することができる発明に該当しないものとする。 

医師(漢方医師を含む)又は医者の指示を受けた者の行為ではなくても、医

療機器(例：メスなど)を利用して人間を手術する、又は医薬品を使用して人

間を治療する方法は、医療行為に該当するものとみなす。 

また、理化学的測定又は分析、検査方法などの各種データを収集する方法の

発明において、その方法が病気の診断に関するものであっても、その方法の

発明が臨床的判断(注)を含まない場合には、産業上利用するできる発明とし

て認める。しかし、その発明の構成が人体に直接的でありながら、一時的で

はない影響を与える段階を含む場合には、産業上利用可能性がないものと

みなす。 

(注)「臨床的判断」とは、医学的指示又は経験を踏まえて行われる病気若しく

は健康状態を判断する精神的活動をいい、臨床的判断を含まない方法と

しては、「大腸がんの診断に必要な情報を提供するために患者の試料から

抗原－抗体反応により腫瘍マーカーAを検出する方法」などがある。 

②請求項に医療行為を少なくとも一つの段階又は不可分の構成要素として含

んでいる方法の発明は、産業上利用できるものとして認められない。[2004

ホ 7142] 

③人体に対して処置する方法が治療効果と非治療効果(例：美容効果)を同時

に有する場合、治療効果と非治療効果を区別及び分離することができない

方法は、治療方法とみなされ、産業上利用可能なものと認めない。 
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(2)産業上利用することができる発明に該当する類型 

①人間を手術する、又は治療する、若しくは診断に使うための医療機器自体、

医薬品自体などは、産業上利用することができる発明に該当する。 

②新規の医療機器の発明に並行する医療機器の作動方法、又は医療機器を利

用した測定方法の発明がその構成に人体と医療機器間の相互作用又は実質

的な医療行為を含む場合を除き、産業上利用することができるものとみな

す。 

③人間から自然的に排出されたもの(例：尿、便、胎盤、毛髪、爪)又は採取さ

れたもの(例：血液、皮膚、細胞、腫瘍、組織)を処理する方法は、医療行為

と分離することができる別途の段階で行われたもの、又は単純にデータを

収集する方法である場合、産業上利用することができるものとみなす。 

(3)医療行為が含まれた発明の審査時の留意事項 

一般的に人間を手術、治療、診断する方法に利用することができる発明の場

合、産業上利用の可能性がないものとみるが、それが人間以外の動物に限られる

という事実が請求範囲に明示されていれば、産業上利用することができる発明

とみなす(大法院 1991.3.12.宣告 90フ 250判決を参照)。 

 

5.2 業として利用することができない発明 

個人的又は実験的、学術的にのみ利用することができ、業として利用する可能

性がない発明は、産業上利用することができる発明に該当しないものとみなす。

しかし、個人的又は実験的、学術的に利用することができるものであっても、市

販又は営業の可能性があるものは、産業上利用することができる発明に該当す

る。 

 

5.3. 現実的に明らかに実施できない発明 

理論的にはその発明を実施することができるとしても、その実施が現実的に

全く不可能であるという事実が明らかな発明は、産業上利用することができる

発明に該当しないものとみなす。
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(例)オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防止するために、地球表面全体を紫

外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法など 

ただし、その発明が実際に又は直ちに産業上利用することが必要とされず、将

来に利用する可能性があれば、産業上利用することができる発明であると判断

する。ここで、特許出願された発明が出願日当時ではなく、将来に産業的に利用

する可能性があるとしても、特許法が要求する産業上利用の可能性の要件を満

たすという法理は、当該発明の産業的実施化が将来にあっても良いという意味

であるだけで、将来、関連技術の発展に伴って技術的に補完され、将来産業上利

用の可能性が生じる場合まで含むものではない(大法院 2003.3.14.宣告 2001 フ

2801判決を参照)。 
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第 2 章 新規性 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 29 条(特許要件）①産業上利用することができる発明であって、次の

各号のいずれかの一つに該当するものを除き、その発明について特許を受け

ることができる。 

1. 特許出願前に国内又は国外において公知される、又は公然実施をされた発

明 

2. 特許出願前に国内又は国外において頒布された刊行物に掲載される、又は

電気通信回線を通じて公衆が利用することができる発明 

(注)2006年 3月 3日付で｢国内において公知される、又は公然実施をされた発

明｣を｢国内又は国外において公知される、又は公然実施をされた発明｣に

改正することにより、公知、公然の実施を国際主義に拡大した。改正され

た規定は、2006年 10月 1日以降の出願に適用する。 

 

2. 特許法第 29条第 1項の趣旨 

 

特許制度は、発明を公開する代償として特許権を付与する制度であるため、既

に一般に知られている発明について独占排他権を付与しない。従って、特許法第

29 条第 1 項においては、特許出願前に国内又は国外において①公知になった発

明、②公然実施をされた発明、③刊行物に掲載された発明、④電気通信回線を通

じて公衆に利用可能となった発明は新規性がない発明とみなし、特許を受ける

ことができないようにしている。 

 

3. 規定の理解 
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3.1 公知になった発明 

｢公知になった発明｣とは、特許出願前に国内又は国外においてその内容が秘

密状態で維持されず不特定の者に知られる、又は知られる状態にある発明を意

味する。ここでいう｢特許出願前｣とは、特許出願日の概念ではなく特許出願の

時・分・秒まで考慮した自然時(外国において公知になった場合、韓国時間で換

算した時間)の概念である。また、｢不特定の者｣とは、その発明に対する秘密遵

守の義務がない一般公衆をいう。[2006 フ 2660、2008 ホ 3636、2006 フ 2660、

2006ホ 4147、2006ホ 1902] 

(例)登録公告が行われなくとも、出願が登録されれば何者でもその出願書を閲

覧することができるため、特許法第 29条第 1項第１号の先行技術資料とし

て使用することができる。しかし、出願が登録公告又は出願公開されていな

い場合、その出願書は特許法第 29条第 1項第 2号の特許出願前に国内又は

国外において頒布された刊行物ではないため、その出願に記載された発明

は、特許法第 29 条第 1 項第 2 号の先行技術として使用することはできな

い。[特法 216(2)] 

 

3.2 公然実施をされた発明 

｢公然実施をされた発明｣は、国内又は国外においてその発明が公然知られた

状態若しくは公然知られる状態で実施(実施の定義については、特許法第 2条第

3号を参照)されていることを意味する。[98ホ 4449] 

ここで｢公然｣とは、言い換えると｢全面的な秘密状態ではないこと｣を意味す

るため、その発明の実施において発明の主要部について一部でも秘密の部分が

あるときには、その実施は｢公然｣なものとはいえない。[98ホ 17、99ホ 7636] 

(例)不特定の者に工場を見学させた場合、その製造状況を見てその技術分野に

おいて通常の知識を有する者がその技術内容が分かる状態であるときに 

は｢公然実施｣をされたとみなす。また、その製造状況を見て製造工程の一部

については装置の外部を見てもその製造工程の内容が分からないものであ

って、その内容が分からなければその技術全体を理解することができない

場合であっても、見学者がその装置の内部を見る、又はその内部について工

場の従業員から説明を聞くことができる状況(工場側で説明を拒否しない)

にあってその内容が分かるときには、その技術は公然実施をされたとみな

す。[99ホ 6596]
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(参考)不特定多数の者が認識することができる状態で実施されたからといって、

必ずしもその技術の内容を正確に認識することができるわけではないた

め、公用によって新規性が否認されるためには、｢当該技術分野において

通常の知識を有する者がその技術思想を補充又は付加して発展させるこ

となく、その実施により直接容易に反復実施することができる程度に公

開されること｣が求められる(大法院 1996.1.23 宣告 94 フ 1688 判決を参

考）。 

 

3.3 頒布された刊行物に掲載された発明 

3.3.1 刊行物 

｢刊行物｣とは、｢一般公衆に公開する目的で印刷、その他の機械的・化学的方

法により複製された文書、図面、その他これと類似する情報伝達媒体｣をいう。

ここで、一般公衆に頒布により公開する目的で複製されたものとは、必ずしも公

衆の閲覧のために予め公衆の要求を満たすことができる程度の部数を原本から

複製して一般公衆に提供しなければならないことではなく、原本が公開されて

その複写物が公衆の要求により即時交付することができれば、刊行物として認

められる。[2005フ 3277] 

刊行物には特許文献と非特許文献があり、特許文献は登録特許公報と公開特

許公報、非特許文献は特許文献以外のすべての刊行物をいう。例えば、①単行本

に掲載された文献と情報、②学会論文誌などに掲載された文献と情報、③科学雑

誌などの一般的な雑誌に掲載された文献と情報、④企業の技術情報誌などに掲

載された文献と情報、⑤新聞、ジャーナルなどに掲載された記事内容、⑥マニュ

アル、使用説明書などに掲載された文献と情報、⑦学会、セミナーなどで発表さ

れた文献と情報などである。 

また、マイクロフィルム又は CD-ROMなどによる特許公報類の場合、一般公衆

がディスプレイ装置などを通じて閲覧することができ、また、必要に応じて紙に

出力してその複写物の交付を受けることができる状態にあるため、刊行物とし

て認められる。一方、非特許文献であってマイクロフィルム又は CD-ROMの形態

の資料は勿論、フロッピーディスク、スライド、プレゼンテーション又は OHP 用

資料なども公衆 に伝達する目的で製作されたものであれば、刊行物に含まれる。 
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3.3.2 頒布 

｢頒布｣とは、上記の刊行物が不特定の者が見ることができる状態にすること

をいう。従って、不特定の者がその刊行物を現実的に見たという事実を必要とす

るものではない。[2002ホ 7612] 

 

3.3.3 刊行物の頒布時期 

刊行物の頒布時期については、以下に従う。[98 フ 270、98 フ 1884、2000ホ

6189、2000ホ 4633] 

①刊行物に発行時期が記載されている場合 

(a)発行年度のみが記載されているときには、その年度の末日  

(b)発行年月が記載されているときには、その年月の末日  

(c)発行年月日まで記載されているときには、その年月日 

②刊行物に発行時期が記載されていない場合 

(a)外国の刊行物であって国内に入手された時期が明らかであるときは、そ

の入手時期より発行国から国内に入手されるまでかかる通常の期間を

遡った時期を立証することができる場合には、その時に頒布されたもの

と推定することができる。 

(b)当該刊行物について書評、抜粋、カタログなどを掲載した刊行物がある

ときには、その発行時期より当該刊行物の頒布時期を推定する。 

(c)当該刊行物についての重版又は再版などを利用する場合は、その刊行物

の頒布時期は、初版が発行された時期に発行されたものと推定する。た

だし、再版又は重版において追加された内容若しくは変更された内容が

ある場合には、引用する部分の内容が初版と一致することが前提になる。 

(d)その他、適当な根拠があるときには、それらより頒布時期を推定又は認

定する。
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(例)企業において自社の製品を紹介又は宣伝するために製作されるカタログの

配付は国内に限定されず、今日のように交易が頻繁で交通が便利になり、国

際間でも商品及び技術情報を入手するために他社のカタログを迅速に収

集・利用していることも我々の経験則上知り得ることであるため、カタログ

は製作されていれば配付・頒布されることが社会通念であるとみられ、製作

したカタログを配付・頒布せずに死蔵しているということは、経験則上納得

しがたいことであるため、カタログの配付範囲、備置場所などについて具体

的な証拠がなくても、そのカタログが頒布・配付されたことを否認すること

はできないため、引用発明が本件発明の出願前に国内に搬入されたことが

明白である以上、カタログも本件発明の出願前に頒布されたものと認めら

れる。[91フ 1410、98フ 270] 

 

3.3.4 刊行物に掲載された発明 

｢刊行物に掲載された発明｣とは、その文献に直接的かつ明確に記載されてい

る事項及び文献に明示的には記載されていないが、事実上記載されていると認

められる事項により把握される発明をいう。[96フ 1514] 

ここで｢事実上記載されていると認められる事項｣とは、その発明が属する技

術分野において通常の知識を有する者が出願時の刊行物に記載された事項から

把握して導き出すことができる事項を含む。この場合には、出願時の技術常識を

参酌する。 

(例)考案が刊行物に掲載されているとみるためには、少なくとも考案がどのよ

うな構成を有しているのかが提示されていなければならない。従って、内部

に特徴のある考案についてその外形写真のみが掲載されている場合には、 

その考案は掲載されたものとはいえない(特許法院 1998.7.9宣告 98ホ 3767

判決を参照）。 

 

3.4 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明 

3.4.1 導入の趣旨 

最近の情報伝達手段の発達により、インターネットを通じて発表される技術

の量が急激に増加しており、これらの技術はインターネットの特性上、掲載後に
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その掲載日及び内容が変造される可能性があるという点を除けば、公衆の利用

可能性、伝播速度及び技術水準などの側面において刊行物により発表された技

術と比べて先行技術の地位に全く遜色がないため、こうした時代の変化を特許

制度に反映する必要性が提起されてきた。[特法 29(1)(2)、特令 1の 2] 

しかし、法第 29条第 1項第 2号の｢刊行物(Printed Publication)｣とは、｢印

刷、その他の機械的・化学的方法により公開する目的で複製された文書、図画、

写真など｣に限定するものとしているため(大法院 1992.10.27.宣告 92 フ 377 判

決)、インターネットを通じて公開された技術は、法第 29 条第 1 項第 2 号にお

いて規定している刊行物に掲載された先行技術としての地位を有することがで

きず、法第 29条第 1 項第 1号が規定している｢公知技術｣としての地位のみを有

するものと解釈されてきた。 

従って、旧特許法(法律第 6411 号、2001年 2月 3日公布、2001年 7月 1日施

行)においては、第 29 条第 1 項第 2 号を改正し、大統領令が定める一定の電気

通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明については、刊行物を通じて公

開された発明と同様の地位を付与することができるようにした。 

さらに、改正特許法(法律第 11654 号、2013年 3 月 22 日公布、2013年 7月 1

日施行)においては、第 29 条第 1 項第 2 号において「大統領令が定める」を削

除し、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明については、いずれも

特許法第 29条第 1項第 2号を適用するようにした。 

 

3.4.2 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明を引用する際の一般

原則 

改正特許法(法律第 11654 号、2013 年 3 月 22 日公布、2013 年 7 月 1 日施行)

は、2013 年 7 月 1 日以降に出願された特許出願についてのみ適用され、その前

に出願された特許出願については、旧特許法(法律第 6411 号、2001 年 2 月 3 日

公布、2001年 7月 1日施行)が適用されるため、電気通信回線を通じて公開され

た発明を先行技術として引用時に適用する法条文は、出願日別に次の通りであ

る。 

①2013 年 6月 30日以前に出願された特許出願 

旧特許法施行令(2013年 6 月 28 日大統領令第 24645 号に改正される前のも

の)第 1条の 2において規定する政府・地方自治体、外国の政府・地方自治
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体又は国際機構、高等教育法第 3条による国・公立学校若しくは外国の国・

公立大学、我が国又は外国の国・公立研究機関、特許情報に関連する業務を

行う目的で設立された法人であって特許庁長が指定して告示する法人のい

ずれかの一つに該当する者が運営する電気通信回線を通じて公衆に利用可

能となった発明は、旧特許法第 29条第 1項第 2号の先行技術として引用す

る。しかし、施行令第 1 条の 2 において定める電気通信回線以外の電気通

信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、旧特許法第 29条第 1項第

1 号の国内又は国外において不特定の者に知られる状態にある発明に該当

するため、旧特許法第 29条第 1項第 1号の先行技術として引用しなければ

ならない。旧特許法施行令第 1 条の 2 において定める電気通信回線を通じ

た公知とそれ以外の電気通信回線を通じた公知において、公知の内容と公

知の時点の認定可否及び認定基準は、3.4.3で説明する。 

②2013 年 7月 1日以降に出願された特許出願  

電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明と認められれば、すべ

て特許法第 29条第 1項第 2号の先行技術として引用する。電気通信回線を

通じた公知の内容と公知の時点の認定可否及び認定基準は、3.4.3で説明す

る。 

 

3.4.3 電気通信回線を通じた公開が特許法第 29条第 1項第 2号(2013年 6月 30

日以前の出願の場合、旧特許法第 29 条第 1 項第 2 号又は第 29 条第 1 項

第 1 号）の先行技術の地位を有するための要件 

(1)電気通信回線を通じて公開された発明であること  

電気通信回線(telecommunication line)にはインターネットは勿論、電気通

信回線を通じた公衆掲示板(public bulletin board)、電子メール・グループな

どが含まれ、今後の技術の発達により新たに現れる可能性のある電気・磁気的通

信方法も含まれる。 

電気通信回線であるといって、必ずしも物理的な回線(line)を必要とするわ

けではない。有線は勿論、無線、光線及びその他の電気・磁気的方式によって符

号・文言・音響並びに映像を送信又は受信することができるものであれば、ここ

でいう電気通信回線に含まれる(電気通信基本法第 2条第 1号を参照)。 
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CD-ROM 又はディスクによる技術の公開は、電気通信回線を通じた技術の公開

ではなく、刊行物による技術の公開に該当する。 

(2)公衆に利用が可能となった発明であること 

電気通信回線を通じて公開された発明が刊行物に掲載された発明の先行技術

としての地位を有するためには、｢公衆に利用可能となった発明｣でなければな

らない。 

ここで公衆とは、不特定の秘密遵守義務のない者をいい、利用可能性とは、公

衆が資料にアクセスし、その発明の内容を見て利用することができる状態をい

うため、公衆のアクセスができれば、公衆に利用可能となったものとする。 

すなわち、電気通信回線に公開されたとしても、公開された発明へのアクセス

が一般人には許容されず、秘密遵守義務のある特定の者に限って公開されたの

であれば、その公開された発明は公衆によるアクセスが可能なものではないた

め、公衆に利用可能となった発明ではない。公衆の利用可能性を判断するに当た

って、一般的なサーチエンジンによってアクセスできる否か、又はパスワードを

付与して一般人のアクセスができないようにしたものであるか否かなどを踏ま

え、当該発明が一般公衆に公開されたものであるか否かを事案毎に検討しなけ

ればならず、公衆の利用可能性が認められた場合に限って先行技術として採択

することができる。 

(3)旧特許法施行令(2013 年 6 月 28 日大統領令第 24645 号に改正される前のも

の）第 1条の 2において定める電気通信回線 

2013年 6月 30日以前の特許出願については、大統領令が定める電気通信回線

を通じて公開された発明についてのみ刊行物に掲載された発明と同一の先行技

術としての地位を付与し、旧特許法施行令第 1 条の 2 において定める電気通信

回線は、次のいずれかの一つに該当する者が運営する電気通信回線をいう(2013

年 7 月 1 日以降の特許出願についても、次のいずれかの一つに該当する者が運

営する電気通信回線に公開された発明は、当然刊行物に掲載された発明と同一

の先行技術の地位を有する)。 

 

 



第 2 章 新規性 

 

 

3209 (2013年 7月追録) 

 

①政府・地方自治体、外国の政府・地方自治体又は国際機構 

特許法施行令第 1 条の 2 第 1 号において規定する政府・地方自治体である

か否かは、政府組織法、地方自治法が定めるところにより決定する。外国の

政府又は地方自治体であるか否かは、各国の関連法令が定めるところによ

る。第 1 号に規定された電気通信回線の代表的な例としては、特許庁が運

営する電気通信回線、特にサイバー公示制度(cyber bulletin)が挙げられ

る。 

特許庁で運営するインターネット・ホームページに掲示された発明につい

て、刊行物に掲載された発明と同一の先行技術の地位を付与することによ

り、出願公開を書面又は CD-ROMではなく、インターネットにより迅速かつ

経済的に公開することができるようになった。旧特許法下では必ず書面又

は CD-ROMにより公開しなければならなかったが、現行法下では特許庁が運

営するインターネット上に公開された先行技術について、刊行物に公開さ

れた先行技術と同一の地位を付与しているためである。 

また、｢国際機構｣とは、政府間国際機構(Intergovernmental Organization)

を意味し、これにアジア弁理士会などの非政府機構(Nongovernmental 

Organization)は含まれない。政府間国際機構には、国連(UN)、世界知的所

有権機構(WIPO)、世界貿易機関(WTO)及び欧州連合(EU)などは勿論、政府間

合意により設立された地域特許庁(欧州特許庁(EPO)、アフリカ知的財産機

関(African Intellectual Property Organization、OAPI）、ユーラシア特

許庁(Eurasian Patent Organization、EAPO)、アフリカ広域知的財産機関

(African Regional Industrial Property Organization、ARIPO))などを含

む。 

②高等教育法第 3条による国・公立学校又は外国の国・公立大学  

特許法施行令第 1 条の 2 第 2 号の｢高等教育法第 3 条による国・公立学校｣

とは、高等教育法第 2 条が規定する高等教育を実施するための学校(大学、

産業大学、教育大学、専門大学、放送大学、通信大学、放送通信大学、技術

大学、各種学校)のうち国が設立・経営する国立学校、地方自治体が設立・

経営する公立学校をいう。外国の大学が同条第 2 号においていう｢外国の

国・公立大学｣であるか否かは、各国の関連法令が定めるところに従う。 
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③我が国又は外国の国・公立研究機関 

我が国の国・公立研究機関とは、国又は地方自治体所属の研究機関(検査所、

試験所などを含む)と政府出捐の研究機関を含む。外国の国・公立研究機関

であるか否かについても各国の関連法令で定めるところに従う。 

④特許庁長が指定して告示する法人 

特許法施行令第 1条の 2第 4号の｢特許情報に関する業務を遂行する目的で

設立された法人｣には、｢特許情報関連電気通信回線運営法人に関する告示

(特許庁訓令第 2011-21号)｣により、韓国発明振興会、韓国特許情報院が告

示された。韓国発明振興会又は韓国特許情報院は、特許庁が委任又は依頼す

る業務を遂行し、特許庁の管理・監督下にあるため、これらが運営する電気

通信回線の信頼性を認めることができるためである。[特許情報関連電気通

信回線運営法人に関する告示] 

(4)公開内容及び公開時点の認定  

インターネットのウェブサイトなどに掲載された情報は、一般的にアップデ

ートが容易であり、内容・日付の追後変更が理論上できることから、審査官がウ

ェブサイトなどを検索したときの掲載内容に、その表示された掲載日に公開さ

れたことを認めることができるか否かが問題となる。 

新規性、進歩性など拒絶理由通知のために先行技術を引用するためには、原則

として審査官がその先行技術が公知になったという事実に関する証拠を提示し

なければならない。これは、電気通信回線を通じて公知になった先行技術の場合

も同様であり、電気通信回線に示された内容に、その表示された時点で公開され

たことを認めるために審査官が検討すべき事項は、次のようにその情報が掲載

された電気通信回線の種類によって異なる。 

ⅰ)まず、旧特許法施行令第 1条の 2が規定する電気通信回線については、一

定の公信力が認められるため、その電気通信回線のウェブサイトなどで発明の

公開内容及び公開時点を把握することができれば、審査官は別途の確認手続き

を行わなくてもこれを基にその発明を先行技術として使用することができる。 
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ⅱ)旧特許法施行令第 1条の 2が規定する電気通信回線でなくても、我が国又

は外国の学術団体、非政府国際機構、公共機関、私立大学、新聞・雑誌などの定

期刊行物の発行会社、テレビ若しくはラジオ放送局が自身の本来の業務上運営

する電気通信回線であって、一般公衆に対する認知度と運営期間などを考慮し

たときに、特に公開内容及び公開時点に疑問が生じる程の事情がなければ、審査

官は別途の確認手続きを行わずにその電気通信回線のウェブサイトから把握さ

れる発明の公開内容及び公開時点を認めることができる。 

ⅲ)上記のⅰ)、ⅱ)以外の電気通信回線を通じた公開の場合、審査官はまず、

当該電気通信回線の認知度、一般公衆の利用頻度、運営主体の信頼度、運営期間

などを考慮し、その公開内容・公開時点の信頼性を検討する。検討した結果、公

開事実の信頼性があると判断されれば先行技術として引用することができるが、

この場合、審査官は意見提出通知書にその公開事実が信頼性があると認める論

理的根拠を提示しなければならない。検討結果、信頼性に疑問が生じた場合はそ

のウェブサイトに実際に掲載された日を確認する過程などを通じて公開内容・

公開 時点に関する疑問を解消することができる場合に限って先行技術として

使用することができる。実際の掲載日を確認するためには、当該電気通信回線の

情報掲載に関する権限又は責任を有する者に対して掲載の事実を問い合わせる、

又は米国の非営利団体であるインターネット・アーカイブが運営する

www.archive.org に保存された内容及び掲載日の資料を活用することができる。 

電気通信回線における公開時点は、電気通信回線に当該発明を掲載した時点

である。従って、既に頒布された刊行物を電気通信回線を通じて公開した場合で

あっても、電気通信回線に公開された発明を引用する場合は、発明が電気通信回

線に公開された時点を公開日としなければならない。 

 

3.4.4 引用方法 

審査官が電気通信回線を通じて公開された技術を審査過程で引用する場合、

世界知的所有権機関の標準(WIPO Standard)ST.14に基づいて、著者(author)、

表題(title)、刊行物の名称、当該ページ(又は図、図表など)、公開日、検索日、

ホームページのアドレス(URL)などを記載しなければならない。(第 5 部第 3 章

5.5.3を参照) 

 

 



第 3 部 特許要件 

3212  (2013年 7月追録) 

 

ただし、引用文献が特許文献であって特許文献の公開がインターネットを通

じて公開されている場合は、便宜上、検索日又はホームページのアドレスを記載

せず、通常の書面又は CD-ROMの形で公開された特許公報類と同一の方法により

引用文献を記載する。 

 

3.4.5 適用時の留意事項 

(1)電気通信回線からハイパーリンク(hyperlink)した他のウェブサイトの取り

扱い 

原則的に旧特許法施行令第 1 条の 2 が規定する電気通信回線、又は広く知ら

れていて長期間運営されてきた学術団体、公共機関、定期刊行物の発行会社など

が運営する電気通信回線は信頼性があると推定されるが、このような電気通信

回線からハイパーリンクされた他のウェブサイトは、旧特許法施行令第 1 条の

2が規定する電気通信回線などとみなされない。そのウェブサイトが他の主体に

よって運営されるため、内容又は公開時点などに関する信頼性を確信すること

が難しいためである。 

(2)2013 年 6 月 30 日以前の出願と 2013 年 7 月 1 日以降の出願の審査適用時の

注意事項 

上記の 3.4.1 で説明した通り、電気通信回線を通じた公知を先行技術として

使用するとき、2013 年 6月 30日以前の出願は旧特許法第 29 条第 1項第 2 号又

は同条同項第 1 号を適用するのに対し、2013 年 7月 1 日以降の出願は特許法第

29条第 1項第 2号を適用する。 

具体的には、旧特許法施行令第 1 条の 2 において規定する電気通信回線を通

じた公知の場合、2013 年 6 月 30 日以前の出願は、旧特許法第 29 条第 1 項第 2

号の先行技術として引用し、2013年 7月 1日以降の出願も特許法第 29条第 1項

第 2 号の先行技術として引用する。広く知られていて長期間運営されてきた学

術団体、公共機関、定期刊行物の発行会社などが運営する電気通信回線を通じた

公知又はその他の電気通信回線を通じた公知(信頼性が認められる、又は実際の

掲載日を確認することができるものに限る)の場合、2013 年 6 月 30 日以前の出

願は、旧特許法第 29条第 1項第 1 号の先行技術として引用し、2013年 7月 1日

以降の出願は、特許法第 29条第 1項第 2号の先行技術として引用する。 
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このように、法改正により電気通線回線を通じた公知に対して法条文のどの

号を適用して拒絶理由通知をするかは出願日によって異なるが、どの電気通信

回線を通じた公知の公開内容及び公開時点を認めて審査の先行技術として使う

ことができるかの判断基準は、出願日に関わらず、実質的に同一である。 

これを表にまとめると、以下の通りである。 

 

 

旧特許法施行令第

1 条の 2 で定める

電気通信回線を通

じた公知 

学術団体、公共機関、

定期刊行物の発行会

社などが運営する電

気通信回線(大衆認

知度と運営期間を考

慮し、特に疑問点が

存在しない場合)を

通じた公知 

その他電気通信回線を通じた

公知 

信頼性が認

められる、又

は実際の掲

載日が確認

できる場合 

信頼性に疑問

を解消するこ

とができない

場合 

2013年 6月 30

日以前の出願

(旧法適用件) 

旧特許法第29条第

1 項第 2 号の先行

技術として引用 

旧特許法第 29 条第 1 項第 1 号の先

行技術として引用 

先行技術とし

て引用× 

2013 年 7 月 1

日以降の出願

(新法適用件) 

特許法第 29条第 1項第 2号の先行技術として引用 
先行技術とし

て引用× 

 

(3)電気通信回線を通じた公知の可否について、出願人の反論がある場合の審査

処理  

審査官が電気通信回線を通じて公知になった発明を先行技術として引用した

ことに対し、出願人が公衆のアクセスの可能性、公開内容、公開時点などに関し

て疑問があるという根拠又は証拠を提示すれば、審査官はこれを考慮しなけれ

ばならない。 

出願人が提示した証拠などによって公開内容、公開時点において当該電気通

信回線の信頼性又は電気通信回線の実際の掲載日の認定などについて疑問が生

じた場合、審査官はその公知の事実を確認することができる追加証拠を調べな

ければならず、追加証拠が見つからなければ、その電気通信回線に掲載された発

明は先行技術として使用することができない。ただし、出願人が具体的な証拠を

提示することができず、単純に信ぴょう性がないという一般的な反論をするの
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に留まるのであれば、審査官はこれを考慮する必要がない。 

 

4. 新規性の判断 

 

(1)新規性の判断とは、請求項に記載された発明が特許法第 29 条第 1 項各号の

1に該当するか否かについての判断である。すなわち、請求項に記載された発明

が特許法第 29 条第 1 項各号の 1 の発明と同一であれば新規性のない発明であ

り、同一でなければ新規性がある発明である。 

(2)請求項は、保護を受けようとする事項を記載した項であるため(特法 42(4))、

発明の同一性は、原則として請求項に記載された事項から特定される発明の同

一性の有無によって判断する。 

(3)請求範囲に請求項が 2以上ある場合には、請求項毎に新規性を判断する。 

 

4.1 請求項に記載された発明の特定 

4.1.1 発明の特定の一般原則 

(1)請求項の記載が明確である場合には、請求項に記載された通りに発明を特定

する。[2005ホ 780] 

請求項に記載された用語は、用語の意味が発明の説明に明示的に定義されて

特定の意味を有する場合を除き、その用語について当該技術分野において通常

受け入れられている意味及び範囲を有するものと解釈する。文言の一般的な意

味に基づき、出願時の技術常識を考慮してその文言によって表現しようとする

技術的意義を考察 することで客観的・合理的に解釈しなければならない。[2006

フ 2851、2006フ 1896、2005ダ 77350、2003フ 2072] 

(2)請求項に記載された発明の技術構成が明確に理解できる場合には、発明の技

術内 容を特定するに当たって、請求項の記載を基礎とすべきであるばかりでな

く、発明 の詳細な説明や図面の記載によって制限解釈してはならない。 
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発明の説明又は図面に記載されているが、請求項に記載されていない事項は、

請求項には記載されていないものとみなして発明を特定する。他方で、請求項に

記載されている事項については必ずそれを考慮して発明を特定しなければなら

ない。たとえ発明の説明又は図面によって請求項に記載されている事項を理解

するために参酌するとしても、請求項の一部ではない、限定事項を請求項として

特定しないことが重要である。例えば、請求項に記載された事項が実施例より包

括的である場合、発明の説明に記載された特定実施例に制限解釈して新規性、進

歩性などを判断してはならない。 

(例 1)請求項には｢クリーム｣が記載されており、発明の説明には実施例として

｢あんこより水分含量が少ないため、保全性に優れたクリーム｣が記載され

ている場合、クリームという用語は、通常、水分の含量に関わらず牛乳か

ら分離した脂肪分を意味するものであり、当該技術分野における通常の知

識を有する者にとって明確に理解できることから、発明の説明の実施例に

制限解釈してはならない。[2003フ 496] 

(例 2)請求項に｢薄膜型探針部材｣としか記載されておらず、発明の説明に｢探針

部材の尖部に長手方向に特定パターンが形成されている｣と記載されてい

る場合、｢薄膜型探針部材｣だけでも発明が明確であるため、探針部材の尖

部に発明の説明の特定パターンが形成されたものと制限解釈してはなら

ない。[2004ホ 7739] 

(例 3)請求項にはブラシローラの回転方向に関する記載がなく、図面にブラシロ

ーラが回転体の方向に回転するという内容が開示されているだけである

場合、請求項の記載だけでも発明が明確であるため、ブラシローラの回転

方向について図面に表示された回転方向に制限解釈してはならない。 

(3)出願人が、ある用語を当該技術分野における通常の意味ではなく、特定の意

味を持たせるために発明の説明において、その用語の意味が当該技術分野にお

いて理解される通常の意味と異なるということが通常の技術者にとって明確に

理解できるように明示的に定義した場合には、その用語はその特定の意味を有

すると解釈する。[2004フ 2260] 
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このとき、請求項に記載された用語の概念に含まれた下位概念だけを単に発

明の説明又は図面中に記載したということだけでは、ここでいう明示的な定義

に該当しないとみなす。 

(参考)特許の明細書に記載される用語は、それが有する普通の意味として使用

すると同時に、明細書全体を通して統一して使用しなければならないが、

ある用語を特定の意味として使用しようとする場合には、その意味を定

義して使用することが許されることから、用語の意味が明細書において

定義されている場合には、それによって解釈すれば足りるといえる(大法

院 1998.12.22.宣告 97フ 990 判決を参照)｡ 

(4)請求項に記載された用語の意味が不明確である場合には、発明の説明又は図

面、及び出願時の技術常識を参酌して発明が把握できるか否かを検討し、発明の

説明又は図面、及び出願時の技術常識を参酌して発明の把握ができる場合には、

明細書など記載不備と新規性に関する拒絶理由を一括して通知することができ

る。 

(5)発明の説明又は図面、及び出願時の技術常識を参酌して解釈しても、請求項

に記載された用語の意味・内容が不明確であり、発明を特定することができない

場合には、新規性に対する審査を行わず、明細書などの記載不備を理由に拒絶理

由を通知する。 

 

4.1.2 特殊な表現を含む場合の発明の特定原則 

(1)作用、機能、性質又は特性(以下、｢機能・特性など｣という)を利用して物を

特定する場合[2007フ 4977] 

請求項を記載するときには、保護を受けようとする事項を明確にすることが

できるよう、発明を特定するに当たって必要であると認められる構造、方法、機

能、物質又はこれらの結合関係などを記載することができるため、請求項に記載

された機能・特性などが発明の内容を限定する事項として含まれている以上、こ

れを発明の構成から除外して解釈することはできない。請求項に機能・特性など

を用いて物を特定しようとする記載がある場合、発明の説明において
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特定の意味を有するよう、明示的に定義している場合を除き、原則としてその

記載はそのような機能・特性などを有するすべての物を意味していると解釈す

る。ただし、出願時の技術常識を参酌したとき、そのような機能・特性などを有

するすべての物のうち、特定の物を意味していると解釈しては困難な場合があ

り得るという事実に留意しなければならない。 

(例)請求項に｢プラスチック部材を相互選択的に接合する手段｣が記載されてい

る場合、ここでいう｢選択的に接合する手段｣とは、磁石などのようにプラス

チック材質の部材を選択的に接合するに当たって使い難い接合手段は含ま

れないとみなすのが妥当である。 

(2)用途を限定して物を特定する場合  

請求項に用途を限定する記載が含まれている場合、発明の説明及び図面の記

載並びに当該技術分野の出願時の技術常識を参酌して、その用途で使用するの

に特に適合した物のみを意味していると解釈する。請求項に記載されたすべて

の技術的特徴を含む物であっても、当該用途で使用するに当たって不適当であ

る、又はその用途で使用するために変更が必要であると認められる場合には、そ

の物に該当しないものとみなす。例えば｢～の形状を有するクレ－ン用フック｣

は、クレ－ンに用いるに当たっては特に適合した大きさ又は強さなどを持つ構

造のフックを意味すると解釈し、同様の形状の｢釣り用フック｣とは構造の面に

おいて相異する物を意味すると解釈した方が適切である。 

もし、明細書及び図面の記載と出願時の技術常識を参酌したとき、用途を限定

して特定しようとする物がその用途に限って特に適合したものではないと認め

られる場合には、用途限定事項が発明の特定にいかなる意味も有していないも

のと解釈し、新規性などの判断に影響を及ぼさないとみなす。 

(例)請求項には重量と厚さが数値的に限定された農業用エンボス不織布が記載

されており、出願前に発行されたカタログには上記の数値限定範囲に含ま

れるエンボス不織布が開示されている場合において、出願時の技術常識を

参酌ししたとき、請求項の不織布が農業用に限って適合するものとして構

造的変形をもたらすものではないと認められれば、用途限定事項は発明を

特定するに当たっていかなる意味も有しないことになるため、出願発明は

カタログに開示された発明によって新規性が否定される。[2005フ 2045] 
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(3)製造方法により物を特定する場合  

物の発明の請求項は、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載

されなければならないため、物の発明の請求項に記載された製造方法は、最終生

産物である物の構造又は性質などを特定する一つの手段としてその意味を有す

るに過ぎない。従って、製造方法により物の発明の特許要件を判断するに当たっ

て、その技術的構成を製造方法自体として限定して把握するのではなく、製造方

法の記載を含め、請求項のすべての記載により特定される構造又は性質などを

有する物として把握し、出願前に公知になった先行技術と比べて新規性、進歩性

などがあるか否かを判断しなければならない。[2011フ 927] 

製法に限定する物の発明において、製造方法が物の構造又は性質などに影響

を与える場合は、製造方法により特定される構造又は性質などを有する物で新

規性を判断する。反面、物の発明の請求項のうち、製造方法による記載があって

も製造方法が製造の効率又は収率にしか影響を与えない場合など、物の構造又

は性質などに影響を及ぼさなかった場合は、製造方法を除いて最終的に得られ

た物自体を新規性判断の対象として解釈する。従って、請求項に記載された製造

方法とは異なる方法によっても同一の物が製造される可能性があり、その物が

公知になった場合なら、当該請求項に記載された発明の新規性は否定される。出

願人が「専ら Aの方法によって製造された Z」のように規定することで特定の方

法により製造された物だけで請求項を限定しようとすることが明白な場合であ

っても同一に取り扱う。 

請求項に記載された製造方法と同一の製造方法を開示する先行技術が存在す

る場合、同一の製造方法によって同一の物が生産されると推定されるため、その

製造方法によって製造された物をもって発明の範囲を把握し、その先行技術と

比べて新規性が否定される趣旨の拒絶理由を通知することができる。 

製造方法による物の特定において、その製造方法によって物の構造又は性質

などに影響を及ぼしたか否かを決めることは難しく、当該製造方法を考慮して

いない物自体と同一の引用発明により新規性が否定されるような合理的疑いが

があれば、新規性が否定される趣旨の拒絶理由を通知することができる。審査官

は意見書などを参酌して審査を進める。
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(例 1)板について保護を受けようとしつつ、請求項には｢波形の刃が長手方向に

連続して形成された刃物を用いて切削する工程により形成された、木目が

交互になっている板｣と記載した場合、刃の形態の製造方法が発明の対象

である木目の交互になっている板の構造又は性質などに影響を及ぼすわ

けではないため、新規性を判断する際には最終的に得られた木目が交互に

なっている板だけを引用発明と対比する。出願発明と引用発明とを比べる

と、いずれも天然状態の縞模様の断面に波文様又は雲文様が表れているた

め、同一の発明とみなされる。 

(例 2)アルミニウム合金形状物を請求しつつ、請求項には上記の合金形状物が水

溶性アミン化合物に浸漬する工程及び熱可塑性樹脂と直接的に一体で射

出成型される工程を経て形成される旨を記載した場合、技術常識を参酌す

ると、結合構造又は形状若しくは強度などについて、上記の工程により特

定される構造又は性質などを有する形状物はその他工程からは得られな

いため、製造方法により特定される形状物を出願前に公知になった先行技

術などと比べて新規性などを判断する。 

(4)請求項を前提部と特徴部とに分けて記載した場合  

請求項の記載形式に従って、請求項の技術的範囲に差異が生じるわけではな

いため、請求項を前提部と特徴部とに分けて記載した、いわゆるジェプソン形式

(Jepson type)の請求項の場合であっても、前提部を含めて全体として発明を特

定する。[2007ホ 2469、2003ホ 6227] 

この際、前提部に記載されたという事実だけで前提部に記載された構成要素

が公知になったと判断してはならない。請求項に記載された構成要素が出願前

に公知になったものであるか否かは事実関係の問題であり、請求範囲の記載形

式により歴史的事実関係が確定するものではないためである。前提部に記載さ

れたすべての構成要素が公知になったものであるとしても、公知になった構成

要素を含めた有機的一体としての発明全体の技術思想が判断の対象になるため、

そのうち公知になった前提部を除いて残りの特徴部の構成要素だけをもって先

行技術と対比してはならない。[2003ホ 2096、2002 ホ 1355、2000ホ 2453] 
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(例)特徴部に記載された構成は引用発明にすべて記載されているが、前提部の

構成要素である点火プラグ、送風機などは引用発明に記載されていないジ

ェプソン形式の出願発明の場合、上記の点火プラグ、送風機などが前提部に

記載されたからといって直ちに公知になったとみなされるわけではなく、

さらに、請求項の発明は前提部を含む有機的一体としての技術思想全体が

特許性判断の対象になるため、前提部の構成要素を含まない引用発明を理

由に新規性を否定してはならない。[2001ホ 3019] 

(参考)請求項を前提部と特徴部とに分けて記載する方式(通常、ジェプソン形式

(Jepson type)で呼ばれる方式)において、前提部は①発明の技術分野を

限定する場合、②発明の技術が適用される対象物品を限定する場合、③公

知の技術と考えて権利の保護範囲から除外する場合など、様々な意味で

理解することができ、特徴部は、前提部と組み合わせて保護を受けようと

する当該発明の技術的特徴をいう。[2007ホ 2469] 

 

4.2 引用発明の特定 

特許法第 29条第 1項各号の 1に規定された発明であり、新規性判断時に対比

される発明(以下、｢引用発明｣という)の特定は、次の通りに行う。 

 

4.2.1 公知になった発明 

公知になった発明は、その内容が秘密状態に維持されず不特定の者に知らさ

れる、又は知らされる状態にある発明を意味し、その公知になった内容に基づい

て発明を特定する。この場合は、発明の公知時の技術常識を参酌してその公知 

になった内容から通常の技術者が明白に把握することができる事項も公知にな

ったとみなし、これに基づいて発明を特定する。 

(参考)技術常識とは、通常の技術者に一般的に知られている技術(例えば、周知

技術、慣用技術)又は経験則から明白な事項をいう。「周知技術」とはその

技術に関して多数の文献が存在する、又は業界に知られている、若しくは

例示する必要がない程よく知られた技術のように、その技術分野におい

て一般的に知られている技術のことであり、｢慣用技術」とは、周知技術

のうち、よく使われている技術をいう。 
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4.2.2 公然実施をされた発明 

公然実施をされた発明とは、その発明が実施されることによって不特定の者

に知られた場合をいうため、その発明が公知になったか否かについては判断す

る必要はなく、その発明の公然実施の有無について判断すれば充分である。 

公然実施をされた発明は、通常、機械装置、システムなどを媒体として不特定

の者に公然と知られる、又は公然と知られる状況において実施された発明であ

るため、媒体になる機械装置、システムなどに一体されている事実により発明を

特定する。この場合においても実施当時の技術常識を参酌し、通常の技術者が明

白に把握することができる事項は公然実施をされたものとみなして、これに基

づいて発明を特定する。 

 

4.2.3 頒布された刊行物に掲載された発明 

刊行物に掲載された発明は、その文献に直接的かつ明確に記載されている事

項から特定することが原則であるが、その文献に明示的には記載されていなく

ても、事実上記載されていると認めることができる事項であれば発明の特定に

利用することができる。ここで、事実上記載されていると認めることができる事

項とは、出願時の技術常識を参酌して、通常の技術者が明白に把握することがで

きる事項をいう。 

 

4.2.4 引用発明の特定時の注意事項 

(1)学会誌などの原稿の場合、一般に原稿が受け付けられてもその原稿の公表時

までは不特定の者に見られる状態にあるものではないため、公知になった発明

と認めない。 

(2)カタログは、企業が自社の宣伝又は自社製品の紹介・宣伝のために製作する

ものであり、当該カタログが頒布されなかったという特別な事情がある場合を

除いては、一旦製作されれば頒布されたと推定することができる。[98フ 1884] 
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(3)出願日と刊行物の発行日が同じ日の場合は、特許出願時点が刊行物の発行時

点以降であるという事実が明白な場合を除き、その出願発明は新規性が喪失さ

れず、特許法第 29条第 1項第 2号を適用しない。 

(4)学位論文の頒布時点は、その内容が論文審査前後に公開された場所で発表さ

れたなどの特別な事情がない限り、最終審査を経て公共図書館又は大学図書館

などに入庫される、又は不特定の者に配布された時点を頒布時期とみなす。[95

フ 19] 

 

4.3 新規性の判断方法 

新規性の判断は、請求項に記載された発明と引用発明の構成とを比べて両者

の構成の一致点と差異点を抽出して判断する。請求項に記載された発明と引用

発明の構成に差異点がある場合には、請求項に記載された発明は新規性がある

発明であり、差異点がなければ新規性のない発明である。請求項に記載された発

明と引用発明が全面的に一致する場合は勿論、実質的に同一である場合も新規

性のない発明である。 

ここで発明が実質的に同一である場合とは、課題の解決に向けた具体的手段

で周知慣用技術の単なる付加、転換、削除などに過ぎず、新しい効果が生じず、

発明間の差異が発明の思想に実質的な影響を及ぼさない非本質的事項に過ぎな

い場合をいう(大法院 2003.2.26.宣告 2001フ 1624判決を参照)。 

 

4.3.1 数値限定発明の新規性の判断 

数値限定発明とは、請求項に記載された発明の構成の一部が数量的に表現さ

れている発明を意味する。 

請求項に記載された発明が数値限定を含めている場合、数値限定事項を除い

たその他技術的特徴だけで引用発明と比べたときに、同一でなければ新規性の

ある発明である。数値限定事項を除いた残りの技術的特徴だけで引用発明と同

一である場合には、次のように新規性を判断する。 
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(1)引用発明に数値限定がなく、請求項に記載された発明が新たに数値限定を含

めた場合には、原則として新規性が認められるが、出願時の技術常識を参酌した

とき、数値限定事項が通常の技術者にとって任意的に選択可能な水準に過ぎな

い、又は引用発明中に暗示されているとみなされる場合には、新規性が否定され

ることがある。 

(2)請求項に記載された発明の数値範囲が引用発明の記載されている数値範囲

に含まれている場合には、その事実だけでも直ちに新規性が否定されるのでは

なく、数値限定の臨界的意義によっては新規性が認められる。 

数値限定の臨界的意義が認められるためには、数値限定事項を境目に特性、す

なわち、発明の作用・効果において顕著な変化がなければならないのであって、

①数値限定の技術的意味が発明の説明に記載されていなければならず、②上限

値及び下限値が臨界値であることが発明の説明中の実施例又は補助資料などに

より立証されなければならない。臨界値であるという事実が立証されるために

は、通常、数値範囲内と範囲外をすべて含めている実験結果が提示されて臨界値

であることが客観的に確認できなければならない。[98ホ 2481] 

(3)請求項に記載された発明の数値範囲が引用発明の数値範囲を含めている場

合は、直ちに新規性を否定することができる。 

(4)請求項に記載された発明と引用発明の数値範囲が相違する場合は、通常、新

規性が認められる。 

 

4.3.2 パラメータ発明の新規性の判断 

(1)パラメータ発明は、物理的・化学的特性値について当該技術分野において標

準的なものではない、又は慣用されないパラメータを出願人が任意に創り出す、

若しくはこれら複数の変数間の相関関係を利用して演算式でパラメータ化した

後、発明の構成要素の一部にする発明をいう。パラメータ発明は、請求項の記載

自体だけでは技術的構成を明確に理解することができない場合があるため、パ

ラメータ発明の新規性は、発明の説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌し

て、発明が明確に把握される場合に限って判断する。[2007ホ 81] 
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(2)パラメータ発明は、パラメータ自体を請求項の一部にして新規性を判断する

一方で、請求項に記載されたパラメータが新規だからといって、その発明の新規

性が認められるわけではない点に注意しなければならない。パラメータによる

限定が公知になった物に内在されている本来の性質又は特性などを試験的に確

認したに過ぎない、又はパラメータを使って表現方式だけを別にしたものであ

れば、請求項に記載された発明の新規性は否定される。 

(3)パラメータ発明は、一般に先行技術と新規性の判断のための構成の対比が困

難であるため、両者が同一の発明であるとの｢合理的な疑い｣がある場合には、先

行技術と厳密に対比せず、新規性がない旨の拒絶理由を通知した後、出願人の意

見書及び実験成績書などの提出を待つ。出願人の反論によって拒絶理由を維持

することができない場合には拒絶理由が解消されるが、合理的な疑いが解消さ

れない場合は、新規性がないという理由で拒絶決定する。 

(4)新規性の判断において、同一の発明であるという合理的な疑いが生じる場合

としては、①請求項に記載された発明に含まれたパラメータをその他定義又は

試験・測定方法で換算したところ、引用発明と同一になる場合、②引用発明のパ

ラメータを発明の説明に記載された測定・評価方法に従って評価したところ、請

求項に記載された発明が限定するものと同じ事項が得られるものと予想される

場合、及び③発明の説明に記載された出願発明の実施形態と引用発明の実施形

態が同一である場合などがある。 

(5)パラメータ発明の拒絶理由を通知するときは、一旦合理的な疑いを抱くこと

になった理由を具体的に記載しなければならず、必要な場合、審査官は自身の合

理的な疑いを解消するための反論方法を出願人に提示することができる。 

(6)請求項に記載されたパラメータが当該技術分野において標準である、又は慣

用されている、若しくは当該技術分野において通常の知識を有する者が容易に

理解することができるものだと認められるときには、上記(1)～(5)の審査基準

は適用しないこととする。 

 

4.4 新規性の判断時の留意事項 

(1)請求項に記載された発明と引用発明がそれぞれ上・下位概念で表現された場

合には、次のように判断する。[2004 ホ 6507、2001フ 2740]
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①請求項に記載された発明が上位概念で表現され、引用発明が下位概念で表

現されている場合は、請求項に記載された発明は新規性のない発明である。

ここで｢上位概念｣とは、同族的又は同類的事項の集合体の総括的概念、又は

ある共通の性質により複数の事項を総括した概念を意味する。 

(例)請求項に記載された発明が金属に記載され、引用発明が銅(Cu)に記載

された場合、請求項に記載された発明は、新規性のない発明である。 

②請求項に記載された発明が下位概念で表現され、引用発明が上位概念で表

現されている場合、通常、請求項に記載された発明は新規性がある。ただし、

出願時の技術常識を参酌して判断した結果、上位概念で表現された引用発

明から下位概念で表現された発明を自明に導き出すことができる場合には、

下位概念で表現された発明を引用発明に特定して、請求項に記載された発

明の新規性を否定することができる。このとき、単に概念上下位概念が上位

概念に含まれる、又は上位概念の用語から下位概念の要素を列挙すること

ができるという事実だけでは、下位概念で表現された発明を自明に導き出

すことができるとはいえない。 

(例)請求項には電力輸送用超伝導ケーブル材料として銀が記載され、引用

文献には金属材質の超伝導ケーブルが公知になっている場合、電力輸

送分野において超伝導現象を利用するためにケーブルの材質として銀

を使用することが周知慣用技術に該当すれば、明白に金属材質の超伝

導ケーブルから銀の超伝導ケーブルを導き出すことができるため、新

規性を否定することができる。 

(2)新規性を判断する際には、請求項に記載された発明を一つの引用発明と対比

しなければならず、複数の引用発明を結合して対比してはならない。複数の引用

発明の結合によって特許性を判断するのは後述する進歩性の問題であり、新規

性の問題でない。[2004ホ 5160] 

ただし、引用発明が再び別の刊行物などを引用している場合(例：ある特徴に

ついてより詳細な情報を提供する文献)には、別の刊行物は引用発明に含まれる

ものとして取り扱い、新規性の判断に引用することができる。また、引用発明に

使用された特別な用語を解釈する目的で辞典又は参考文献を引用する場合も、

辞典又は参考文献は引用発明に含まれるものとして取り扱い、新規性の判断に

引用することができる。 
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(3)マーカッシュ形式の請求項など一つの請求項に 2以上の発明が記載された場

合(複数の請求項又は構成要素を択一的に引用又は記載する場合など)について

は、一つの先行技術をもってそれぞれの発明について新規性又は進歩性がない

旨の拒絶理由を通知することができる。また、請求項に記載された発明につい

て、同一の引用発明により、又は引用発明を変えて新規性がない旨の拒絶理由と

進歩性がない旨の拒絶理由を同時に通知することができる。 

(4)一の引用文献に 2 以上の実施例が開示されている場合、2 以上の実施例を引

用発明としてそれぞれ特定し、相互結合して請求項に記載された発明の新規性

を判断してはならない。引用発明の結合による特許性の判断は新規性の問題で

はなく、進歩性の問題である。ただし、当該技術分野の出願時の技術常識から考

慮したときに、2 以上の実施例から一つの引用発明が自明に導き出される場合に

は、この限りではない。[2004ホ 5160] 

(5)審査の対象になる出願の明細書中に背景技術として記載された技術の場合、

出願人がその明細書又は意見書などにおいてその技術が出願前に公知になった

ことを認めている場合には、その技術の公知性を事実上推定して請求項に記載

された発明の新規性を判断することができる。ただし、出願人が実際には出願当

時に公開されていなかった先願発明又は出願人の会社内部でしか知られていな

かった技術を間違って公知になったものと記載したことが分かった場合など特

別な事情があれば、こうした推定が翻されることもあるため、出願人が特別な事

情があったことを主張・立証した場合は、その推定に基づいた拒絶理由は解消さ

れたものとみなし、その後の審査手続きを進める。[2013フ 37] 
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5．公知などになっていない発明とみなす場合 

 

5.1 関連規定 

特許法第 30 条(公知などになっていない発明とみなす場合)①特許を受けるこ

とができる権利を有する者の発明が次の各号のいずれかの一つに該当する場

合には、その日から 12カ月以内に特許出願をすれば、その特許出願された発

明に対して第 29条第 1項又は第 2項を適用するとき、その発明は同条第 1項

各号のいずれかの一つに該当しないものとみなす。 

1. 特許を受けることができる権利を有する者によってその発明が第 29 条第

1項各号のいずれかの一つに該当するようになった場合。ただし、条約又は

法律に基づいて国内若しくは国外において出願公開される、又は登録公告

された場合を除く。 

2. 特許を受けることができる権利を有する者の意に反して、その発明が第 29

条第 1項各号のいずれかの一つに該当するようになった場合。 

②第 1 項第 1 号の規定の適用を受けようとする者は、特許出願書にその旨を

記して出願しなければならず、これを証明することができる書類を産業通商

資源部令で定める方法に基づいて特許出願日から 30日以内に特許庁長に提出

しなければならない。 

③第 2 項にもかかわらず、産業通商資源部令で定める補完手数料を納付した

場合、次の各号のいずれかの一つに該当する期間に第 1 項第 1 号の適用を受

けようとする趣旨を記した書類又はこれを証明することができる書類を提出

することができる。 

1．第 47 条第 1項により補正することができる期間 

2．第 66 条による特許決定又は第 176 条第 1 項による特許拒絶決定の取消審

決(特許登録を決定した審決に限り、再審審決を含む)の謄本の送達を受け

た日から 3カ月以内の期間。ただし、第 79条による設定登録を受けようと

する日が 3カ月より短い場合は、その日までの期間 
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5.2 制度の趣旨 

特許法第 29条第 1項は出願前に公知になった発明は新規性がないというもの

であるが、特許法第 30条｢公知などになっていない発明とみなす場合｣に関する

規定は、たとえ発明が出願前に公知になったとしても、一定の要件を満たした場

合、その発明は特許法第 29条第 1及び 2項の新規性又は進歩性に関する規定を

適用する際、先行技術として使用しないようにする規定であり、出願日を遡及す

るものではない。[70フ 69] 

すなわち、この制度は自己の発明の公開によって自己の発明が特許を受ける

ことができなくなることが過度に酷であるという側面と、そのような例外を認

めない場合、研究結果を迅速に公開しないことが結果的に国家産業の発展を阻

害するという側面を考慮したものである。 

本規定は、2006 年 3 月 3 日付の改正によって出願公開、登録公告を除くすべ

ての国内・外の自己公知行為について、公知例外規定の適用を受けることができ

るように公知形態の制限が緩和された。これは、公知・公用の国際主義の導入に

より外国における公知・公用についても公知の例外を認める必要が生じ、国際学

術団体の論文が学術誌ではなくインターネットを通じて事前に公知になる傾向

にあること、また、公知例外の適用対象を特定の公知形態に限定することにより

その適用可否の判断が出願人及び審査官に負担として作用するなどの現実を反

映したものである。 

｢大韓民国と米合衆国間の自由貿易協定｣(韓米 FTA)を反映した 2011年 12月 2

日付の特許法改正により、公知の例外適用を受けるために出願しなければなら

ない期間が公知日より 6カ月から公知日より 12カ月に変更された。変更された

12 カ月という期間は、出願日が 2012 年 3 月 15 日以降の特許出願に対して適用

される。 

 

5.3 公知などになっていない発明とみなすための要件 

5.3.1 権利者が発明を出願前に公開した場合 

(1)発明について特許を受けることができる権利を有する者がその発明を特許

出願前に公開したにもかかわらず、公知などになっていない発明とみなす場合

は、特許法第 30 条第 1 項第 1 号に規定されているように、その発明が第 29 条

第 1項各号のいずれかの一つに該当し、発明が公知などになった場合であって、
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次の要件を満たさなければならない。[特法 30(1)、93フ 1841] 

①特許を受けることができる権利を有する者によって公知などになった場合

であること 

②公知などになった日(公知などになった日が明確に分からない場合は、それ

が明らかになった月、年の初日)から 12カ月(出願日が 2012年 3月 14日以

前である場合は 6カ月)以内に特許を受けることができる権利を有する者が

出願すること 

③出願書に特許法第 30条規定の適用を受けようとする旨を記載すること 

④出願日から 30日以内に証明書類を提出すること 

(2)出願前に公知などになった発明が公知などになっていない発明に認められ

るためには、上記の共通要件以外に第 29条第 1項各号のいずれかの一つの要件

を満たさなければならない。 

 

5.3.2 権利者の意に反して公知になった場合 

特許を受けることができる権利者の意に反して発明が公知になった場合は、

その発明の公知方法に制限がない。特許を受けることができる者の意に反して

公知になった場合にも、公知になった発明は、公知になった日から 12 カ月(出

願日が 2012年 3月 14日以前である場合は 6カ月)以内に特許出願をしなければ

ならない。ただし、特許を受けることができる権利を有する者が発明を公開した

場合とは違って出願書にその旨を記載する必要はない。[特法 30(1)、2002 フ

1911、2001ホ 263、85フ 14] 

 

5.3.3 権利者による公知と権利者の意に反する公知の違い 

(1)公知例外主張出願において特許を受けることができる権利者による公知と

特許を受けることができる権利者の意に反する公知は、公知になった日から 12

カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前である場合は 6 カ月)以内に出願をしなけ

ればならないという点では共通するが、公開者、公開媒体及び必要書面の提出な

どにおいて相違する。 
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(2)権利者による公知は、発明者又は特許を受けることができる権利の正当な承

継人による公開をいう。従って、権利者から公開の許諾を得たとしても権利者で

はない者が公開をしたのであれば、特許法第 30条の規定の適用を受けることが

できない場合がある。反面、権利者の意に反する公知は、発明者又は特許を受け

ることができる権利の承継人の意に反する公知であり、意に反するものである

か否かは、公知時点を基準に権利者の真の意思を参酌して判断する。 

(3)権利者による公開及び権利者の意に反する公知は、いずれも公知の形態に特

別な制限はないが、権利者による公開の場合は条約又は法律に基づいて国内又

は国外で出願公開される、若しくは登録公告された場合は、公知例外の規定を適

用しない。[特法 30(1)(1)] 

(4)権利者による公知を理由に特許法第 30 条の規定の適用を受けようとする場

合、その旨を出願書に記載しなければならない。一方、権利者の意に反する公知

を理由に特許法第 30条の規定の適用を受けようとする場合は、その旨を出願時

に出願書に記載する必要はない。 

 

5.4 特許法第 30条の規定の適用を受けるための手続き 

5.4.1 権利者が発明を出願前に公開した場合 

(1)特許法第 30 条第 1 項第 1 号に該当するようになった日から 12 カ月(出願日

が 2012 年 3 月 14 日以前である場合は 6 カ月)以内に出願しなければならない。

すなわち、特許法第 30条第 1項規定の適用を受けようとする出願であるという

旨を特許出願時に出願書に記載しなければならない。[特法 30(2)、特則 20の 2] 

(2)特許出願日から 30日以内に特許出願に関する発明が特許法第 30条第 1項第

1 号に該当する発明であることを証明することができる書類を提出しなければ

ならない。ただし、特許出願と同時にその証明書を提出することもできる。一方、

2015年 7月 29日以降の出願である場合、その証明書を明細書の補正可能期間及

び特許決定謄本の送達を受けた日から 3 カ月(ただし、設定登録以前)以内に提

出することもできる。実用新案登録出願に対しても同一に適用する。[特法 30(2)、

30(3)、実法 11、特則 20の 2] 
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(3)国際特許出願発明については、出願書にその旨を記載してこれを証明するこ

とができる書類を特許法第 30条第 2項の規定にかかわらず、特許法第 201条第

4 項の規定による基準日(国内書面提出日)の経過後 30 日以内に提出しなければ

ならない。[特法 200、特則 111] 

(4)｢公開者｣が｢特許を受けることができる権利を有する者｣であることを証明

しなければならない。公開者が出願人又は発明者と相違する場合は、発明の公開

時に公開者が｢特許を受けることができる権利｣の正当な承継人であるという事

実、又は｢特許を受けることができる権利｣の正当な承継人から継承を受けたと

いう事実を｢証明できる書類｣をもって証明しなければならない。 

 

5.4.2 権利者の意に反して公知になった場合 

特許法第 30条の規定の適用を受けようとする者は、自己の意に反して漏洩又

は盗用された事実を立証しなければならず、当該発明の公知事実の主張・立証要

件は個別事案によって判断する。すなわち、特許法第 30条第 1項第 2号の特許

を受けることができる権利を有する者の意に反して発明が公知になった場合は、

特許を受けることができる権利を有する者が積極的に自身の発明を公開したも

のではないため、特許法第 30条第 1項第 1号の場合のように公知になった過程

などの証明が困難な場合が多い。従って、発明が公知になった過程が自身の意に

反するものであったという事実の立証は多様な方法を通じて行われるしかない。

[98 ホ 1747] 

 

5.5 特許法第 30条規定の適用の可否に対する審査 

5.5.1 方式審査 

公知例外主張の旨を記載した出願書が提出されれば、その出願書が公知日か

ら 12カ月(出願日が 2012年 3月 14日以前である場合は 6カ月)以内に提出され

たか否か、その公知が特許を受けることができる権利を有する者によって行わ

れたか否かなどに対する方式審査をしなければならない。 
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出願人が特許法第 30条の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提

出したものの、①その発明を発表した者と出願人(発明者)が相違する場合、②発

表した日から 12カ月(出願日が 2012年 3月 14日以前である場合は 6カ月)が経

過した後で公知になった発明を出願した場合、③出願書に公知例外適用対象の

証明書類、公開形態又は公開日付などを誤って記載した場合、④証明書類を充分

に提出することができない場合は、その瑕疵を指摘して補正命令をし、その補正

命令にもかかわらず指定された期間内に補正ができなかった場合、その手続き

(公知例外主張の手続き、ただし、出願手続きは有効)を無効処分する。 

すなわち、発表者と出願人(発明者)が一致せず、発表者が特許を受けることが

できる権利を正当に承継したか否かを確認することができない場合、出願書の

記載が間違っている、又は誤記若しくは漏れにより発表日を誤って記載した場

合、出願書に特許法第 30条を適用する旨の欄を新設せず、添付書類のみ添付し

た場合、又は証明書類の一部に漏れがあって特許法第 30条の規定の適用を受け

るための要件を満たしていない場合などには、この法による方式に違反するも

のとみなし、特許法第 46条規定により補正を命じ、その補正命令にもかかわら

ず指定された期間内にその瑕疵を補正することができなかった場合、その手続

きを無効処分する。[特法 46、16] 

前述の④において証明書類を充分に提出したか否かについては、公知例外主

張の要件の審査に必要な事項をその証明書類を通じてすべて確認することがで

きるか否かで判断する。公知例外主張要件の審査に必要な事項とは、ⅰ)公開日、

ⅱ)公開者、ⅲ)公開形態、iv)公開された発明の内容をいう。 

博覧会を通じた発明公開の場合、その公開を証明する書類上で公開された発

明を特定することができないときには、発明を特定することができる程度まで

の補足資料(展示会、プログラムの写し、出品物のカタログ又はパンフレットの

写し、出品ブースに出品物が展示されたという事実が分かる写真など)と説明資

料を要求することができ、博覧会名、主催者名、開催日、開催場所、出品者に関

して提出された書類の事実関係に疑問が生じる場合には、こううした事実関係

の証明に必要な補足資料を要求する。 
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5.5.2 実体審査 

審査官は出願人が提出した書類を検討し、方式に瑕疵がない場合には実体審

査に着手する。特許法第 30条の規定の適用を受けた公知になった資料は、審査

において特許法第 29 条第 1 項及び第 2 項を適用する際の先行技術とみなさな

い。一方、出願人の公知例外適用申立の手続きに瑕疵があって、その手続きが無

効処分にされた場合、出願人が提出した資料は先行技術資料として使用するこ

とができる。[特法 30(1)] 

 

5.5.3 特許法第 30条の規定の適用における留意事項 

(1)特許を受けることができる権利を有する者が特許出願前に当該発明を複数

回に渡って公開した場合、すべての公開行為に対して公知例外の適用を受ける

ためには、原則としてそれぞれの公開行為に対して特許法第 30条規定の適用を

受けるための手続きをしなければならない。[99ホ 5418] 

ただし、特許法第 30 条第 2 項においていう「趣旨の記載」とは、「公知例外

の適用を受けようとする」趣旨自体の記載を意味するのであって、必ず出願書に

当該公知事実を特定して初めて趣旨の記載とみなされるわけではない。従って、

出願時に出願書に（出願書書式の公知例外適用のボックスにチェックして）公知

例外主張の趣旨を表示した場合には、出願書に公知事実を具体的に記載してい

なくても、出願日から 30日以内に公知を証明することができる書類を提出すれ

ば、その公知に対して公知例外が認められる。 

一方、特定の一つの公開行為と密接不可分の関係にある複数回に渡る公開で

ある場合は、2回目以降の公開については証明書類の提出を省略することができ

る。この場合、特許法第 30 条第 1 項の期間である 12 カ月(出願日が 2012 年 3

月 14日以前の場合は 6カ月)の起算日は、最先公開日である。 

ここで｢特定の一つの公開行為と密接不可分の関係にある複数回に渡る公開｣

とは、特許法第 30条第 1項第 1号に該当する特定の一つの公開行為と密接な関

連がある公開であって、互いに不可分の関係にあり、例えば、次のようなものが

ある。 

 



第 3 部 特許要件 

3234  (2017年 3月追録) 

 

 

(例)①2 日以上を要する試験、②試験と試験当日に配布された説明書、③刊行物

の初版と重版、④原稿集とその原稿の学会(口頭)発表、⑤学会発表とその講演

集、⑥学会の巡回講演、⑦博覧会出品とその出品物に関するカタログなど 

また、研究結果による発明について一つの学術的な発表活動(学術雑誌への掲

載、学術団体における発表、研究報告書の公表、学位論文の公開など)がある場

合、これらの公開は、その一つの学術的な発表行為に限られるのではなく、複数

回の学術的な公開が続く状態を予定していることであり、同一の発明のその他

学術的な発表行為とも密接不可分の関係にあるとみなして、最初の学術的な発

表行為に対して適法な公知例外主張手続きをしているのであれば、同一の発明

に関する以降の学術的な発表行為に対しても公知例外の効力が及ぶものとみな

す。[2011原 6757、2010原 4635] 

(2)特許法第 30 条第 1 項第 1 号による公知になった日と特許出願日の間に第三

者によって公知例外主張出願に記載された発明と同一の発明の公開がある場合、

第三者による公知が公知例外に該当する公知により知得した発明の公開である

という事実が明白な場合を除き、その公知例外主張出願は新規性がないものと

みなして拒絶決定する。[特法 29(1)] 

ここで、第三者による公知が公知例外に該当する公知により知得した発明の

公開とは、例えば、特許を受けることができる権利者による試験又は刊行物の発

表、学術団体が開催する研究集会での発表、博覧会への出品などによって公知に

なった発明を第三者が刊行物に転載する場合などである。 

また、上記の理由による審査官の拒絶理由通知に対して出願人が第三者によ

る公知が公知例外に該当する公知により知得した発明の公開であるという事実、

又は出願人の意に反して公知になった発明であるという事実を立証することが

できない場合、その特許出願に対して拒絶決定する。 
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(3)発明が公開された後、12 カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前である場合は

6 カ月)以内に同一発明を出願(A)し、特許法第 30 条の規定により公知例外主張

出願の規定の適用を受け、上記の出願日と同じ日に同一発明について第三者が

出願(B)をした場合、Aは Bとの関係においては特許法第 36条第 2項による同日

に出願された同一発明に該当して協議対象発明になり、それと同時に B は公開

により新規性を喪失した発明になる。従って、B 出願は特許法第 36 条の規定を

適用しなくても公開された発明により新規性がなく、特許を受けることはでき

ない。 

この場合、審査官は A と B を審査するに当たって B に新規性がないという理

由で拒絶理由を通知した後で拒絶決定をするのではなく、Bに対し新規性がない

旨の拒絶理由を通知すると同時に A と B に対し、A と B は同日に出願された同

一発明に該当するため、協議によって定められた一つの発明のみが特許を受け

ることができる旨を記載して、特許法第 36条第 6項の規定に基づいて協議を命

じる。協議命令に従って Bを取り下げるなど適切な措置をとった場合、Aは特許

を受けることができる。 

(4)特許を受けることができる権利を有する者が特許出願などをすることによ

りその発明が特許公報などに掲載されて公知になった場合には、特許法第 30 条

の規定が適用されない。[特法 30(1)(1)] 

これは特許を受けることができる権利者が特許出願をした結果、その発明が

特許公報などに掲載されて公知になった場合において、特許公報などによる公

開は特許出願に関する手続きの一環であって特許法第 64条第 1項の規定により

特許庁長が公開するものであり、特許を受けることができる権利を有する者の

積極的な意思により当該発明を刊行物に発表するものではないため、このよう

な場合には特許法第 30条規定は適用されない。 

ただし、出願された発明の公開がある前に取り下げられる、又は無効になる、

若しくは拒絶決定が確定するなど出願に関する手続きが終了した後、特許庁の

錯誤により公開された場合には、本人の意思に反する公開とみなして特許法第

30条の規定を適用することができる。 
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(5)条約による優先権主張に伴う出願において特許法第 30 条規定の適用を受け

るためには、特許法第 30条規定の適用対象になる行為をした日から 12カ月(出

願日が 2012年 3月 14日以前である場合は 6カ月)以内に我が国において出願を

しなければならない。[特法 30(1)、特法 54] 

しかし、国内優先権主張出願においては公知などになった日から 12 カ月(出

願日が 2012年 3月 14日以前である場合は 6カ月)以内に公知例外適用の申立と

共に先願をした場合であれば、後願を 12 カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前

である場合は 6 カ月)以内にしなくても特許法第 30 条の適用を受けることがで

きる。 

(6)特許法第 30 条第 1 項第 1 号規定による公知例外主張の規定の適用を受ける

ための公開行為は、その発明の公開が特許を受けることができる権利を有する

者の積極的公開行為のみならず、特許を受けることができる権利を有する者が

公開を依頼して第三者が公開する行為、又は第三者が特許を受けることができ

る権利を有する者の許諾(黙示的許諾を含む)を得て引用する公開行為などを含

む。 

ここで、①特許を受けることができる権利を有する者が公開を依頼して公開

した場合とは、権利者が第三者に発明の公開を委託(発明者又は権利者を明記す

る場合など)する、又は新聞社に報道資料若しくは原稿を伝達して発明を公開す

る場合(発明者又は権利者が記事に明確に示されていなくても報道資料若しく

は原稿の寄稿者が権利者であることを立証する場合は可能)などを含み、②特許

を受けることができる権利を有する者の発明を引用する公開とは、特許を受け

ることができる権利を有しない者の論文又は記事などにおいて発明者若しくは

発明者が属する会社などを明らかにし、その発明を引用して公開する場合、又は

発明者の属する会社がその製品のカタログなどを通じて発明を公開する場合な

どを含む。 
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一方、発表者、発明者又は出願人が多数である場合、発表者のうち 1人でも発

明者又は出願人と同一であれば、これらの関係を証明しなくても本規定の適用

を受けることができるが、同一の者がいない場合は、①発表者が発明の発表時に

特許を受けることができる権利を有する者であることを証明することができる

書類、②特許を受けることができる権利を有する者が公開を依頼して公開した

事実を立証することができる書類、③特許を受けることができる権利を有する

者の発明を引用するという公開事実を立証することができる書類を提出しなけ

ればならない。 

(7)我が国において出願されたものとみなす国際出願(国際特許出願)は、国際出

願日に公知例外主張に関する手続きを行わなくても特許法第 200 条により基準

日経過後 30 日内に公知例外主張の旨を記載した書面と証明書類を提出すれば、

同法第 30条の規定の適用が受けることができる。[特法 200、特則 111] 

国内段階に進んだ国際特許出願について上記の旨を記載した書面と証明書類

が法定期間内に提出された場合には、特別な事情がない限り、公知例外主張が第

30 条第 2 項の要件を備えたものと認め、通常の公知例外主張と同一に方式審査

と実体審査を進行する。 

一方、国際出願の場合、出願人は国際出願日当時に国際出願書(Box No. 

VIII(v))において、｢新規性喪失の例外に関する宣言｣を行うことができ、特許法

第 201 条第 5 項により国際出願書は我が国における特許出願の出願書にみなさ

れるため、国際出願書に上記の宣言が含まれたことが確認された場合には、特許

法第 30条第 2項による旨の記載が正しくなされたものとみなさなければならな

い。すなわち、上記の宣言が国際出願書に記載され、基準日から 30日内に証明

書類が適法に提出されたのであれば、第 200 条による書面が提出されなかった

場合であっても第 30 条第 2 項の要件を備えたものと認めて審査を進める(PCT

規則 4.17を参照)。[PCT規則 4.17] 

(8)2015 年 7 月 29 日以降の出願に対しては、特許法第 30 条第 3 項の規定によ

り、特許を受けることができる権利を有する者が出願時に出願書に公知の事実

を記載しなかったとしても、明細書などの補正可能期間及び登録決定の送達を

受けた日から 3 カ月(ただし、設定登録以前であること)内に公知例外主張を補

完することができるという点を踏まえ、拒絶理由を通知する際にできるだけす

べての拒絶理由をまとめて指摘するようにする。 
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一方、出願人が公知例外主張を補完して指摘された拒絶理由を解消したため、

これによってその他の公知になった文献を理由に新しく拒絶理由を通知しよう

とする場合は、最初意見提出通知とする。 
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第 3 章 進歩性 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 29条(特許要件)①産業上利用することができる発明であって、次の各

号のいずれかの一つに該当するものを除き、その発明について特許を受ける

ことができる。 

1. 特許出願前に国内又は国外において公知になる、又は公然実施をされた発

明 

2. 特許出願前に国内又は国外において頒布された刊行物に掲載される、又は

電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明 

②特許出願前にその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が

第 1 項各号のいずれかの一つに該当する発明によって容易に発明をすること

ができれば、その発明については、第 1項の規定にもかかわらず、特許を受け

ることができない。 

 

2. 特許法第 29条第 2項の趣旨 

 

特許法第 29条第 2項において進歩性がない発明に対して特許を付与しないと

した理由は、従来の技術と同一ではないだけであって技術的効果において改善

されたところがない、又は改善の程度が微々たる技術に対して特許権を付与す

ることは、技術の発達に貢献した者に対してその公開の代償として独占排他権

を付与する特許制度の趣旨とも合致しないだけでなく、こうした特許権によっ

て第三者による技術の実施が制限されることにより、産業発展に寄与しようと

する特許制度の目的にむしろ反するためである。 

(参考)｢進歩性｣という用語は、特許法上に明文規定されていないが、特許法第

29 条第 1 項各号の 1 に規定された発明により、その発明が属する技術分

野において通常の知識を有する者が容易に発明することができた発明を
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進歩性のない発明であるといい、そうではない発明を進歩性のある発明

という。 

 

3. 関連用語の定義 

 

3.1 特許出願前 

｢特許出願前｣とは特許出願日の概念ではなく、特許出願の時・分・秒まで考慮

した概念である。例えば、国外において発明が公知になり、その公知になった時

を我が国の時間に換算してみたとき、当該出願の出願時より前であると認めら

れる場合は、特許法第 29条第 1項第 1号に該当する発明として取り扱う。[2006

フ 2660、特法 29(2)] 

 

3.2 通常の技術者 

進歩性有無の判断にあって基準になる者は、｢その発明が属する技術分野にお

いて通常の知識を有する者(以下、｢通常の技術者｣という)｣である。 

通常の技術者とは、出願前の当該技術分野の技術常識を有し、出願発明の課題

に関連した出願前の技術水準にあるすべてを入手して自身の知識にすることが

できる者であり、実験、分析、製造などを含む研究又は開発のために通常の手段

を用いることができる上、公知の材料の中から適切な材料を選択する、又は数値

範囲を最適化する、若しくは均等物に置き換えるなど通常の創作能力を発揮す

ることができる特許法上の想像の人物である。[2008ホ 8150] 

ここでいう｢技術水準｣とは、特許法第 29条第 1項各号の 1に規定された発明

以外にも当該発明が属する技術分野の技術常識などを含む技術的知識によって

構成される技術の水準をいう。また、日常的な業務及び実験のための普通の手段

など、請求項に記載された発明の技術分野に係わるあらゆる種類の情報に関係

があるものである。 

 

3.3 容易に発明をすることができること 

｢通常の技術者が特許法第 29 条第 1 項各号の 1 に規定された発明によって容

易に発明をすることができるもの｣は、通常の技術者が特許出願前に公知などに
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なった発明(又は複数の発明)から動機誘発により、又は通常の創作能力の発揮

により、請求範囲に記載された発明を容易に考え出すことができるか否かの判

断である。 

 

4. 進歩性の判断の基本原則 

 

(1)進歩性の審査は、特許出願前に通常の技術者が｢請求項に記載された発明｣を

特許法第 29条第 1項各号の 1に規定された発明(以下、｢引用発明｣という)によ

り容易に発明することができるか否かに関する判断である。特許出願前に通常

の技術者が｢請求項に記載された発明｣を引用発明により容易に発明することが

できる場合には、その発明は進歩性がない。[特法 29(2)] 

(2)請求範囲に請求項が 2以上ある場合には、請求項毎に進歩性の有無を判断す

る。[96フ 603] 

(3)新規性と進歩性は別個の拒絶理由であり、進歩性の判断より新規性の判断を

先行しなければならないが、審査手続きの簡素化及び出願人対応の容易性のた

めに新規性がないと判断された発明に対しては進歩性もないという旨の拒絶理

由を同時に通知することができる。 

(参考)特許発明の進歩性は新規性のあることを前提にしているため、ある発明

が公知技術に照らし合わせて新しいものであるか否かという新規性の問

題と、それが公知技術から容易に考え出すことができるものであるか否

かという進歩性の問題は区別されるべきで、よって発明の進歩性を判断

するためには、その発明の新規性の判断が先行されることが順序という

べきである(大法院 1992.6.2.91マ 540決定を参照)。 

(4)マーカッシュ形式の請求項など 1の請求項に 2以上の発明が記載された請求

項(複数の請求項又は構成要素を選択的に引用する場合を含む)に対し、一部の

発明に対してのみ新規性又は進歩性がないという拒絶理由を通知する場合は、

当該拒絶理由のある発明を具体的に指摘しなければならない。[特法 63(2)] 

 

5. 進歩性の判断方法  
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審査官は、出願当時に通常の技術者が直面していた技術水準全体を考慮する

よう努めると同時に発明の説明及び図面を勘案し、出願人が提出した意見を参

酌して出願発明の目的、技術的構成、作用効果を総合的に検討する一方で、技術

的構成の困難性を中心に目的の特異性及び効果の顕著性を参酌して総合的に進

歩性が否定されるか否かを判断する。[2007フ 1527、2001フ 812、97フ 2224] 

進歩性が否定されるか否かは、通常の技術者の立場から①引用発明の内容に

おいて請求項に記載された発明に至るような動機があるか否か、又は②引用発

明と請求項に記載された発明の差異が通常の技術者の有する通常の創作能力の

発揮に該当するか否かを主な観点にして③引用発明に比べて改善された効果が

あるか否かを参酌して判断する。 

 

5.1 進歩性の判断手順 

発明の進歩性は、次の手順に従って判断する。 

(1)請求項に記載された発明を特定する。この場合、請求項に記載された発明の

特定方法は、｢第 2章の新規性判断｣と同一である。 

(2)引用発明を特定する。この場合、引用発明の特定方法は、｢第 2 章の新規性

判断｣と同一であり、複数の引用発明を特定することもできる。引用発明を特定

するときには、請求項に記載された発明と共通する技術分野及び技術的課題を

前提に、通常の技術者の視覚で特定しなければならない。 

(3)請求項に記載された発明と｢最も近い引用発明｣を選択し、両者を比較してそ

の差異点を明確にする。差異点を確認するときには発明の構成要素間の有機的

結合性を勘案しなければならない。より具体的には、発明を構成する要素のうち

有機的に結合しているもの同士は構成要素を分解せず、結合した一体のものと

して引用発明の対応する構成要素と比較する。 

(4)請求項に記載された発明が最も近い引用発明と差異があるにもかかわらず、

最も近い引用発明から請求項に記載された発明に至ることが通常の技術者にと

って容易であるのか否かをその他引用発明と出願前の技術常識及び経験則など

に照らして判断する。 

 

5.2 引用発明の選択
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(1)進歩性の判断の比較対象になる引用発明は、原則として出願発明と同じ技術

分野に属する、又は出願発明の技術的課題、効果若しくは用途と合理的に関連す

る技術分野から選択しなければならない。ここでいう同じ技術分野とは、原則と

して当該発明が利用される産業分野を意味するが、請求項に記載された発明の

効果又は発明の構成の全部若しくは一部が有する機能から把握される技術分野

も含まれる。引用発明が請求項に記載された発明と異なる技術分野に属してい

ても引用発明自体が通常その他技術分野においても使用される可能性がある、

又は通常の技術者が特定の技術的課題を解決するために参考にする可能性があ

ると認められる場合には、引用発明に選定することができる。もし、請求項に記

載された発明と相違する分野の先行技術を引用発明に引用する場合には、両技

術分野の関連性、課題解決の同一性、機能の同一性など引用の妥当性を充分に検

討しなければならない。[2006フ 3939、2006フ 2059] 

(例 1)出願発明は開封が容易で、完全な密閉ができる植物栄養剤容器用キャップ

に関するものであり、引用発明として多様な粘度の液体に使用できる噴

出閉鎖具組立体が開示されている場合、両方はいずれも液体を収容する

容器の口を閉鎖又は開封する手段に関するものであるという点で、技術

の転用が可能な隣接技術分野に属するとみることができるため、噴出閉

鎖具組立体は、引用発明として適切に選択されたものということができ

る。 

(例 2)傘とパラソルは、技術分野が厳密に一致するものではないが、いずれも中

央の支持棒を中心に上部の覆いを広げる構造からなっていて、その技術

分野が非常に隣接しているため、パラソルを引用発明にして傘の進歩性

を否定することができる。[2005フ 3321] 

(例 3)出願発明は樹幹注入法を利用して薬剤を木に注射し、穿孔穴を塞ぐ樹木の

病虫害防止方法であり、引用発明 1 は樹幹に穿孔した後、その穿孔を処

理する方法に関するものであり、引用発明 2 は樹幹注入法により防除対

象の樹木に抗生剤を投与する技術に関するものである場合、引用発明 1、

2は、出願発明と同一技術分野に属する発明とみなされるため、引用発明

1、2を先行技術にして出願発明の進歩性を否定することができる。[2002

フ 987] 
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(2)｢最も近い引用発明｣とは、選定された引用発明のうち通常の技術者が利用す

ることができる最も有力な先行技術を意味し、出願発明の技術的特徴が最も多

く含まれているものであって、できる限り請求項に記載された発明の技術分野

と近接している、又は同一若しくは類似した技術的課題、効果又は用途を有する

引用発明の中から選択することが望ましい。 

(例)パラソル又は傘のように畳んで広げることができる物品において、畳んだ

ときの嵩をより小さくすることで携帯容易性を向上させるのは、当該技術

分野において通常認識されている共通の技術的課題に該当するため、傘は

パラソルの進歩性を否定するための最も近い引用発明となる。[2005 フ

3321] 

(3)刊行物において請求項に記載された発明から遠ざかる、又は反対方向に導く

ような記載がある場合、当該刊行物を引用発明に選定することに注意を払う必

要がある。ただし、請求項に記載された発明を容易に導き出すなかで適切ではな

い記載があったとしても、技術分野の関連性と機能の共通性など他の観点から

みて発明に至るような動機があった場合には、引用発明に使用することができ

る。 

(例)出願発明はプローブカ－ドに関するものであって、引用発明 1 と同じ技術

分野に属し、引用発明 1 は全体的な平面性を調整する手段がないという点

を除けば出願発明の構成をすべて含んでおり、また、引用発明 1 に全体的

な平面性を調整する手段の導入を妨げる旨の記載はなく、その技術的構成

に照らしてこのような手段を導入することに技術的困難があるといえない

ため、引用発明 2(出願発明と同一の技術分野)に開示された基板の配向を全

体的に調整する構成(平面性調整機能の遂行)を引用発明 1 と結合して出願

発明の進歩性を否定することができる。 

(4)審査の対象になる出願の明細書の中に背景技術として記載された技術の場

合、出願人がその明細書又は意見書などでその技術が出願前に公知になったこ

とを認めている場合は、その技術の公知性を事実上推定して請求項に記載され

た発明の進歩性を判断することができる。ただし、出願人が実際には出願当時に

公開されていない先願発明又は出願人の会社内部にしか知られていない技術を

錯誤で公知になったと間違って記載したことが明らかになる場合など、特別な

事情があるときには、こうした推定が翻される可能性もあるため、出願人が特別

な事情があったと主張・立証した場合は、その推定に基づいた拒絶理由は解消さ

れたものとみなして、その後の審査手順を進める。[2013フ 37]
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(5)先行技術が未完成発明である、又は表現が不充分である、若しくは一部の内

容に瑕疵があるとしても通常の技術者が技術常識又は経験則により容易に技術

内容を把握することができるのであれば、進歩性の判断の対応資料にして引用

することができる。[2006 フ 1957、2005ホ 8210、2004フ 2307] 

(例)出願発明がエストロゲン化合物を単独で使用して神経退行性疾患を治療す

る製薬組成物に関するものであり、通常の技術者がエストロゲンなど性ホ

ルモンが神経退行性疾患に有用であるという事実を引用発明から容易に認

識することができる上、このような事実が出願発明の出願当時の技術常識

にも相反しない場合には、たとえ引用発明の明細書に薬理作用及び実験例

が充分に記載されていないため、明細書の一部記載に瑕疵があるとしても

引用発明を先行技術にして進歩性を判断することができる。 

 

6. 容易性判断の根拠 

 

6.1 発明に至るような動機の有無 

引用発明の内容中に請求項に記載された発明に関する示唆がある場合、引用

発明と請求項に記載された発明の課題が共通する場合、機能・作用が共通する場

合、技術分野の関連性がある場合などは通常の技術者が引用発明に基づいて請

求項に記載された発明を容易に発明することができるという有力な根拠になる。 

 

6.1.1 引用発明の内容中の示唆 

引用発明の内容中に請求項に記載された発明に関する示唆があれば、通常の

技術者が引用発明に基づいて請求項に記載された発明を容易に発明することが

できるという有力な根拠となる。[2006フ 3724] 
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(例)出願考案には密閉された容器内に凝縮機、モータ、コンプレッサなどを装着

する技術手段が記載されていて、引用考案には冷凍用圧縮機の関連構成を

密閉された容器内に収蔵する技術手段が記載されており、引用考案は密閉

容器内に熱交換器が含まれないという点に限って出願考案と違いがある場

合、引用考案が冷却要素の一つである熱交換器の収蔵も示唆していると考

えられるため、出願考案の技術手段は引用考案の技術内容から通常の技術

者が極めて容易に考案されるものである。 

 

6.1.2 課題の共通性 

(1)引用発明と請求項に記載された発明の課題が共通する場合、そては通常の技

術者が引用発明に基づいて請求項に記載された発明を容易に発明することがで

きるという有力な根拠になる。[2007 フ 5024] 

もし、引用発明が請求項に記載された発明と技術的課題が共通しない場合に

は、出願発明の課題が当該技術分野において自明な課題であるか否か、技術常識

に照らし合わせて容易に考えられる課題であるか否かについてより綿密に検討

し、進歩性を否定することができる根拠にできないかを判断する。 

(例 1)出願考案は防寒帽子の全体的な形状を動物の形状にして独特のファッシ

ョンを創出すると共に着用者の頭部と耳だけでなく、首、頬、口の周囲をす

べて保護することができるようにした動物型防寒帽子に関するものであり、

引用考案 1 は動物の頭部の形状で形成された動物型防寒帽子に関するもの

であり、引用考案 2 は悪天候の際に目を除いた残りの顔部を覆うことで顔

面を保護するマスクフードに関するものである。この場合、引用考案の技術

分野が出願発明と同一である、又は非常に隣接し、出願考案の技術的課題と

その解決手段は引用考案それぞれにすべて提示されているといえるため、

各引用考案を結合することに技術的困難性がないものとみなされるため、

出願考案は通常の技術者が各引用考案から極めて容易に考案することがで

きるものである。[2007ホ 3028] 

(例 2)出願発明はダイアフラムの外周部に力を加えて外周部の傾斜を調整する

ことにより、ダイアフラムのスナップ動作の特性を調整するスナップ動作

ダイアフラムに関するものであって引用発明は温度の変化によって動作す

るサーモスタットに関するものであり、出願発明と引用発明の技術的課題

は、いずれもダイアフラムのスナップ動作の特性を調整しようとするもの
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であるため、互いに同一である。このとき、出願発明のダイアフラムが圧力

変化によって動作するものである反面、引用発明のダイアフラムは温度の

変化によって動作するという点で差異があるが、この差異が発明の本質に

影響を及ぼすのではなく引用発明の熱応動によるスナップ動作の調整方法

を圧力応動方式のダイアフラムに適用することが通常の技術者が容易にす

ることができる程度のことであれば、出願発明の進歩性は認められない。 

(2)引用発明が請求項に記載された発明とその課題が相違する場合にも、通常の

技術者が引用発明から通常の創作能力を発揮して請求項に記載された発明と同

一の構成を導き出すことができたという事実が自明である場合には、進歩性を

否定することができる。 

(例)出願発明はディスクの表面に水滴が付着することを防止するためにカーボ

ン製ディスクブレーキに溝を形成したものであり、引用発明 1 にはカーボ

ン製ディスクブレーキが記載されており、引用発明 2 には表面に付着する

埃を除去する目的で金属製のディスクブレーキに溝を形成するという記載

がある場合、技術的課題は異なるものの、引用発明 1 のカーボン製ディス

クブレーキの場合にも表面に埃が付着すれば制動の妨げになるということ

は一般的な技術常識であり、こうした問題を解決するために引用発明 2 の

技術を引用発明 1 のカーボン製ディスクブレーキに適用して溝を形成する

ことは、通常の技術者であれば容易に構成することができる程度の改良に

過ぎないため、出願発明の進歩性は否定される。 

 

6.1.3 機能・作用の共通性 

引用発明と請求項に記載された発明の機能又は作用が共通する場合、それは

通常の技術者が引用発明に基づいて請求項に記載された発明を容易に発明する

ことができるという有力な根拠になる。 

(例)出願発明は、特定の構造のろ過部が形成された家庭用ろ過装置に関するも

のであり、引用発明 1 にはろ過部の構造が相違するだけで、他の構成は出

願発明と同一の家庭用ろ過装置が開示されており、引用発明 2 には出願発

明とろ過部の構造が同一の自動車用ろ過装置が開示されている場合、引用

発明 1 及び 2 に記載されたろ過装置はろ過という機能乃至作用の面におい

て共通し、ろ過装置に一般的に要求されている目的乃至課題の面において

相違する技術分野の発明であるともいえないことから、引用発明 1 に、引

用発明 2 に記載されたろ過装置を導入して出願発明に至らせることは、通
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常の技術者であれば、容易にできる程度のことである。 

 

6.1.4 技術分野の関連性 

出願発明と関連する技術分野の公知技術のうち、技術的課題の解決と関係の

ある技術手段が存在するという事実は、通常の技術者が引用発明に基づいて請

求項に記載された発明を容易に発明することができるという有力な根拠になる。

[2005フ 3321、2002フ 987] 

(例)靴下の構成に関する発明において、引用発明に靴下の構成と類似した手袋

が記載されている場合、手袋と靴下は極めて近接した技術分野に属し、相互

関連性が高いため、通常の技術者であれば容易に手袋の構成を靴下の構成

に置き換えてみることができる。 

 

6.2 通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当すること 

公知技術の一般的な応用、よく知られた物理的性質からの推論、よく知られた

課題の解決に向けたその他の技術分野の参照などにより日常的な改善を達成す

ることは、通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当する。「通常の創

作能力の発揮」に該当する具体的な類型として、一定の目的を達成するための公

知の材料の中で、最も適した材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物

による置換、技術の具体的適用に伴う単純な設計変更、一部の構成要素の省略、

単純な用途変更などがある。請求項に記載された発明と引用発明の相違点がこ

のような点において見られるだけである場合には、他に進歩性を認める根拠が

ない限り、通常その発明の進歩性は否定される。[2007フ 1299、2005フ 438] 

 

6.2.1 均等物による置換 

発明の構成の一部に対し、同一の機能を遂行して互換性のある公知の構成に

置き換えることは、より良い効果を有するなど特別な事情がない限り、通常の技

術者が有する通常の創作能力の発揮に該当するため、進歩性が認められない。

[2002フ 2099、2002フ 1829、2002フ 604] 
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ここで、均等物物による置換が通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮

に該当するというためには、置換された公知の構成要素が均等物として機能す

るという事実だけでは充分ではなく、その置換が出願時に通常の技術者にとっ

て自明でなければならない。このとき、置換された構成要素が均等物として機能

するという事実が出願前に知られているなど、その均等性が当該技術分野にお

いて既に知られている場合には、その置換が通常の技術者に自明であるという

証拠となる。 

(例 1)請求項に記載された熱交換装置を引用発明と比べてみると、他の技術的構

成は引用発明に開示されたところと同じであり、ただし、材質において SiC

と均等関係にあるアルミニウムに置き換えたという差異がある場合、体積

が小さく耐食性に優れた熱交換機を提供しようとする当該技術分野にお

いて、SiC とアルミニウムが互いに均等関係にあるという事実がこの出願

前に既に公知になっていたとすれば、出願発明の進歩性は認められない。 

(例 2)請求項に記載された発明は反応を加速させて結晶の形成を促進させるた

めに炭酸マグネシウムを添加しているのに対し、引用発明は同じ目的で酸

化マグネシウムを使用すると同時に当該技術分野において反応温度が

1300℃以上になると炭酸マグネシウムが酸化マグネシウムに変化するこ

とが知られている場合、引用発明の酸化マグネシウムを炭酸マグネシウム

に単純置換することは、より良い効果をもたらさない均等物による置換に

過ぎないため、進歩性が認められない。 

(例 3)請求項に記載された発明が油圧モータを採用したドリルに関するもので

あり、引用発明のドリルは電気モータを採用している場合、研削技術分野

において電気モータと油圧モータが混用される事実が認められるため、油

圧モータの採用によって予想しなかった効果が発生するという事実が明

らかにされない限り、進歩性は否定される。 

 

6.2.2 技術の具体的適用による単純な設計変更 

請求項に記載された発明が引用発明の技術思想をそのまま利用し、単純に適

用上の具体的環境変化に応じて設計を変更したものであり、それによってより

良い効果があると認められないときには、特別な事情がない限り、通常の技術者

が有する通常の創作能力の発揮に該当するため、進歩性が認められない。[2004

フ 1137] 
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例えば、請求項に記載された発明と引用発明の違いが公知になった技術構成

の具体的適用によって発生したものであって、単純に構成要素の大きさ、比率

(proportion)、相対寸法(relative dimension)又は量にあるだけの場合には、通

常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当するとみなして進歩性を否定

する。ただし、そのような違いによって動作又は機能などが異なる効果があり、

そのような効果が通常の技術者の有する通常の予測可能範囲を超える、より良

い効果として認められる場合には、進歩性が認めることができる。[2000フ 2008、

2000フ 3623] 

(例 1)出願考案は電子レンジドアの開閉時の遊動を防止するためのものであっ

て、遊動防止突起を上下に設置して挿入溝に嵌合するようにしたものであ

り、引用考案は目的及び作動原理は同一であるが、突起と溝の形状、個数

及び設置位置が相違するだけである場合に、上記の構成上の差異は引用考

案の挿入部材と受入部材を出願考案の電子レンジの形状に適用するため

に単純に設計を変更したものに過ぎないため、進歩性は認められない。

[2003フ 243] 

(例 2)出願発明の電動あんま機用の制御回路を引用発明のキムチ冷蔵庫用マイ

コンと対比してみたところ、構成上の違いは電動按摩機に適用するための

抵抗値情報と電動モータ駆動用制御の仕様にあるだけである場合、出願時

点のマイコン設計の技術水準を考慮した際、この差異が制御対象にマイコ

ンを合わせるための通常の技術者による単純な設計変更に該当するので

あれば、進歩性が認められない。 

(例 3)出願発明は保温材が密着固定された水タンク用レベルゲージのカバーに

関するものであって、引用発明は内側面にシーリング材が取り付けられた

ドアに関するものである場合、通常の技術者が引用発明のシーリング材の

材質を単純変更して保温材にしたことで出願発明を導き出すことができ

るようにみられるが、出願発明はレベルゲージに保温材が密着・固定され

ることにより、冬季における外部温度の下降に伴うレベルゲージの凍結破

損を防止することができるという点で効果が顕著であるため、直ちに容易

に発明をすることができるものとみなしてはならない。 
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6.2.3 一部の構成要素の省略 

先行技術に開示された公知になった発明の一部構成要素を省略した結果、関

連した機能が失われる、又は品質(発明の効果を含む)が劣化する場合、そうした

省略は通常の技術者にとって自明なものとみなして進歩性が否定される。しか

し、出願時の技術常識を参酌したとき、通常の技術者の通常予測可能な範囲を超

えて一部構成要素の省略にもかかわらず、その機能が維持される、又はむしろ向

上する場合には進歩性を認めることができる。 

(例)引用発明は水溶性けい酸塩を含む歯磨き粉であって、けい酸塩が歯の表面

に皮膜を形成することによって敏感な歯に対する刺激を遮断する効果を与

えるのに対し、出願発明はコスト減縮を目的に歯磨き粉から上記の水溶性

けい酸塩を除いた歯磨き粉に関するものである場合、けい酸塩を省略した

ことによって歯磨き粉からコーティング及び刺激遮断の効果が失われたと

すれば、出願発明は進歩性がないものとみなされる。 

 

6.2.4 単純な用途の変更・限定 

先行技術に開示された公知になった発明の用途を単純に変える、又は用途を

追加的に単純限定する場合には進歩性が認められない。すなわち、請求項に記載

された発明が用途の変更又は用途の追加的限定によってのみ先行技術と区別さ

れる場合、出願時の技術常識を参酌したときにその用途の変更又は追加的限定

にってより良い効果がなければ、進歩性は認められない。[2005フ 414、2003 フ

1390、2002フ 1935] 

(例)潤滑特性の変化を遅らせる合成油が公知になっており、出願発明は上記の

公知の合成油を切削工程の切削油として使用することによって切削油の再

利用が可能になる効果が得られたとするとき、出願時の技術常識を参酌した

ところ、潤滑特性の変化が遅くなることにより自然に再利用が可能になった

というとすれば、進歩性は否定される。 

 

 

 



第 3 部 特許要件 

3314  

 

 

6.2.5 公知技術の一般的な適用 

先行技術に記載され、その構成及び機能が既に知られている公知の技術を出

願発明の技術的課題の解決のために必要に応じて付加し、その機能通りに使用

することによって予測可能な効果を得ただけである場合には、進歩性が認めら

れない。ただし、出願時の技術常識を参酌したときに公知の技術が適用され、他

の構成要素と有機的結合関係が形成されることにより、先行技術に比べてより

良い効果が得られる場合は、進歩性を認めることができる。[2005フ 2991、2004

フ 1137、2000フ 150] 

(例 1)出願発明が通常の牛黄清心丸を経口用(飲む)液剤に剤型化したものであ

る場合、出願前から既に多数の漢薬剤において丸剤を液剤の形態へ剤型化

する事例が少なくなかったとすれば、出願発明に特別な技術的意味がある

とはみなすことは難しいため、出願発明の進歩性は否定される。[2000 フ

433] 

(例 2)出願発明が配管連結ジョイントに漏水感知孔を形成することを特徴とす

る場合、ある物体の内部の状況を感知するために外部に孔を形成すること

は、全技術分野において極めて常識的なことであるため、出願発明の配管

連結ジョイントに形成される漏水感知孔は、通常の技術者が有する通常の

創作能力の範囲内に過ぎず、進歩性が認められない。[2005フ 469] 

(例 3)出願発明はボールグリッドアレイ集積回路の部品を格納するためのトレ

イに関するものであり、出願当時、既に集積回路の部品がピンタイプから

ボールグリッドタイプへ発展していた場合、集積回路の部品の格納トレイ

を生産する通常の技術者であれば、集積回路部品の上記の形態の変化に歩

調を合わせて引用発明のピンタイプトレイから出願発明のボールグリッ

ドタイプトレイを格別の困難なく発明することができたと見られること

から、進歩性は認められない。[2005フ 1486] 
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6.3 より良い効果の考慮 

(1)請求項に記載された発明の技術的構成によって発生する効果が引用発明の

効果に比べてより良い効果を有する場合、その効果は進歩性の認定において肯

定的に参酌することができる。[2006フ 2097、2005 フ 1264] 

(参考 1)特許法第 29 条第 2 項の規定は、特許出願された発明が先行の公知技術

から容易に導き出される創作であるときには、進歩性に欠けているとみ

なして特許を受けることができないようにする趣旨であるため、出願さ

れた技術において公知になった先行技術から予測される効果以上のよ

り良い、新しい作用効果があるものと認められるため、出願された技術

が先行技術より顕著に向上・進歩したものと判断されるときには技術の

進歩・発展を図る特許制度の目的に照らし合わせ、通常の技術者が容易

に発明することができないものであり、進歩性があるものと認めるべき

である(大法院 1997.9.26.宣告 96フ 825判決を参照)。 

(参考 2)特許発明が公知・公用の既存技術を収集・総合し、これを改良して成さ

れた場合において、これを総合するに当たって格別の困難性がある、又

はこれによる作用効果が公知になった先行技術から予測される効果以

上の新しい相乗効果があるとは認められる上、通常の技術者が先行技術

に基づいて容易に発明することができないと思われる場合、若しくは新

しい技術的方法を追加する場合でなければ、その発明の進歩性は認める

ことができない(大法院 1997.5.30.宣告 96フ 221判決を参照)。 

(2)引用発明の特定事項と請求項に記載された発明の特定事項が類似している、

又は複数の引用発明の結合により、一見すると通常の技術者が容易に考えるこ

とができる場合であっても請求項に記載された発明が引用発明の有するものと

は異質の効果を有する、又は同質であっても顕著な効果を有し、こうした効果が

当該技術水準から見て通常の技術者が予測することができない場合には、進歩

性が認められる。[2006フ 619、2000フ 1184] 

特に、選択発明又は化学分野の発明などのように物の構成による効果の予測

が容易ではない技術分野の場合、引用発明と比べてより良い効果を有するとい

うことが進歩性の存在を認定するための重要な事実になる。[2002 フ 1935、97

フ 1771] 
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(参考)二つ以上の化合物を所定の割合で配合して製造した染料組成物の進歩性

は、その組成物自体の作用効果の有無によって判断されるべきであり、仮

に組成物を構成する個々の成分が公知の範疇に属する化合物であっても、

これを所定の割合で配合した結果、従来には予測することができなかっ

た作用効果が創出されたのであれば、これは進歩性があるということが

できる(大法院 1994.4.15.宣告 90フ 1567判決を参照)。 

(3)発明の説明に引用発明と比べてより良い効果が記載されている、又は引用発

明と比べてより良い効果が発明の説明に直接記載されていなくても、通常の技

術者が発明の説明又は図面に記載された発明の客観的構成から容易に認識する

ことができる場合には、意見書などにおいて主張・立証(例えば、実験結果)した

より良い効果を参酌して進歩性を判断する。しかし、発明の説明に記載されてお

らず、発明の説明又は図面の記載から通常の技術者が推論することができない

場合には、意見書などにおいて主張・立証する効果を参酌してはならない。[97

フ 2224] 

(例)出願発明が作動棒の下端に半開円筒が延設された構成を有する吸い玉に関

するものであって、半開した円筒を採用することでその内部に挿入された

遊動ゴム板の状態が容易に確認できるという点、作動棒の取っ手を引いて

真空を解除する際に半開した部分から空気が円滑に流通してすい玉を容易

に除去できるという点など、出願発明の相乗効果を通常の技術者が発明の

説明及び技術常識から容易に確認することができれば、出願発明の進歩性

はこれを参酌して判断する。 

 

6.4 発明の類型による進歩性の判断 

6.4.1 選択発明の進歩性の判断 

選択発明は引用発明において上位概念に表現されているが、請求項に記載さ

れた発明には下位概念に表現されている発明であって、引用発明には直接的に

開示されていない事項を発明の必須構成要素の一部にして選択した発明を意味

する。[2001フ 2740] 
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公知技術から実験的に最適又は好適なものを選択するのは、一般的に通常の

技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当して進歩性が認められない。ただ

し、選択発明が引用発明に比べてより良い効果を有する場合には、その選択発明

は進歩性が認められる。このとき、選択発明に含まれる下位概念のすべてが引用

発明の有する効果と質的に異なる効果を有している、又は質的な差異はないが

量的に顕著な差異がなければならない。[2008フ736、2001フ2740、2002フ1935、

2002フ 2846] 

一方、選択発明の発明の説明においては引用発明に比べて上記のような効果

があることを明確に記載すれば充分であり、その効果の顕著さを具体的に確認

することができる比較実験資料まで記載しなければならないわけではない。万

一、その効果が疑わしいために進歩性が認められないという理由により拒絶理

由の通知があった場合は、出願人が比較実験資料を提出するなどの方法により

その効果を具体的に主張・立証することができる。 

(例)出願発明と引用発明は、いずれも中枢神経系退行性疾患の治療に使用され

るものであって神経の保護作用をする化合物に関するものであり、出願発

明は引用発明において直接的に記載していない下位概念上の化合物を選択

した発明である場合、その選択によって出願発明の経口活性が 10倍程度優

れた効果(明細書に明確に記載されている効果)を発揮することになれば、

効果の顕著性が認められるため、進歩性は肯定される。 

 

6.4.2 数値限定発明の進歩性の判断 

数値限定発明とは、請求項に記載された発明の構成の一部が数量的に表現さ

れた発明を意味する。[2006 フ 3939、2006フ 3472] 

公知技術から実験的に最適又は好適の数値範囲を選択するのは、一般的には

通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当し、進歩性が認められない。

しかし、請求項に記載された発明が限定された数値範囲内において引用発明の

効果に比べてより良い効果を有するときには、進歩性が認められる。この場合の

効果は、数値限定範囲全体において満たされる顕著に向上された効果をいって

数値限定の臨界的意義の必要性については、次のように判断する。[2007フ 1299、

2004フ 370、2004フ 431、2004フ 448、2003フ 1000] 
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(1)請求項に記載された発明の課題が引用発明と共通し、効果が同質である場合

には、その数値限定の臨界的意義が要求される。 

(2)請求項に記載された発明の課題が引用発明と相違し、その効果も異質である

場合には、数値限定を除いた両発明の構成が同一であっても数値限定の臨界的

意義を要しない。 

数値限定の臨界的意義が認められるためには、数値限定事項を境界にして特

性、すなわち、発明の作用・効果に顕著な変化がなければならず、①数値限定の

技術的意味を発明の説明に記載しなければならず、②上限値及び下限値が臨界

値であることを発明の説明中の実施例又は補助資料などにより立証しなければ

ならない。臨界値であるという事実を立証するためには、通常数値範囲内と数値

外をいずれも含む実験結果が提示され、臨界値であることが客観的に確認され

る必要がある。 

(例 1)出願発明は、引用発明とは違って螺旋の 1 回転度を内径直径の約 12 倍に

なる管体の長さ以内に数値限定した発明の場合、出願発明の発明の説明

に｢12 倍以下｣に限定することに関する何ら技術的説明もないことから、

単に螺旋の回転度を過度に緩慢にしないという意味以上の特別な技術的

効果はないものと判断されるため、出願発明における数値限定は何ら技

術的意味がない。 

(例 2)出願発明は、バックビード(back bead)の形状を良好にするアーク溶接用

セラミック裏面材に関するものであり、引用発明との構成上の違いは、裏

面材を成す酸化鉄が 0.01～0.7%含まれていることしかない場合、上記の

数値は、その技術分野において通常の知識を有する者が適切に選択して

実施することができる程度の単純な数値限定であり、そのような限定さ

れた数値範囲内・範囲外において異質である、又は顕著な作用効果の違い

が生じないものであれば、その出願発明は進歩性の要件を備えていない

ものとみなされる。 
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(例 3)出願発明の製造原料又は製造工程が公知になった引用発明のそれと一部

類似した、又は同一な点があっても、出願発明がその製造原料の構成比又

は工程上の添加物において引用発明と異なり、また、それによって経済性

又は完成品の品質が引用発明より顕著に向上・進歩している場合には、進

歩性があるということができる(大法院 1992.5.12.宣告 91 フ 1298 判決

参照)。 

(参考)出願発明がその出願前に公知になった発明の有する構成要素の範囲を数

値に限定して表現した場合は、その出願発明において進歩性を認めるこ

とができる他の構成要素が付加されていて、その出願発明における数値

限定が補充的な事項に過ぎないものではない以上、その限定された数値

範囲内・外において異質である、又は顕著な効果の違いが生じなければ、

その出願発明は、その技術分野において通常の知識を有する者が通常的

かつ反復的な実験を通じて適切に選択することができる程度の単純な数

値限定に過ぎず、進歩性が否定される上、その出願発明が公知になった発

明と課題が共通し、数値限定の有無に限って相違点がある場合には、その

出願発明の明細書に限定された数値を採用することによる顕著な効果な

どが記載されていなければ、特別な事情がない限り、そのように限定した

数値範囲内・外において顕著な効果の違いが生じるとは見難い。 

 

6.4.3 パラメータ発明の進歩性の判断 

(1)パラメータ発明は、物理的・化学的特性値について当該技術分野において標

準的なものではない、又は慣用にされていないパラメータを出願人が任意で創

出する、又は複数の変数間の相関関係を利用して演算式でパラメータ化した後、

発明の構成要素の一部にする発明をいう。パラメータ発明は、請求項の記載だけ

では技術的構成を明確に理解することができない場合があるため、パラメータ

発明の進歩性は、発明の説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌して発明が

明確に把握される場合に限って判断する。 
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(2)請求項に記載された性質又は特性が発明の内容を限定する事項である以上、

これを発明の構成から除外して先行技術と対比することはできないため、パラ

メータ発明の場合、パラメータから起因する性質又は特性などを勘案して容易

に発明することができるか否かを判断する。パラメータ発明の進歩性の判断は、

まず、パラメータの導入に技術的意味があるか否かを検討しなければならない

ため、請求項に記載されたパラメータが出願前に公知になった物性を表現方式

のみを変えて表現したものに過ぎない、又は公知になった物に内在している本

来の性質又は特性を試験的に確認したものに過ぎない場合、若しくはパラメー

タ及びより良い効果の因果関係が足りない場合には、技術的意義を認めること

ができないので進歩性を否定する。ただし、パラメータ発明が数値限定発明の形

態を取っている場合は、数値限定発明の進歩性の判断基準をそのまま適用する

ことができるため、仮にパラメータだけでは技術的意義がなくても数値限定に

よって異質又は同質であっても顕著な作用効果が認められるのであれば、進歩

性を認めることができる。[2007 ホ 8764、2007ホ 81] 

(3)請求項に含まれているパラメータを理解することが困難である、又は試験測

定及び換算が難しいため、引用発明において対応されるものと比べることが困

難であっても、当該パラメータ発明が引用発明から容易に発明することができ

ると合理的に疑うに値する事情があれば、その構成を厳密に対比せずに進歩性

が否定される旨の拒絶理由を通知した後、出願人の立証資料(意見書及び実験成

績書など)の提出を待つことができる。出願人の反論によって拒絶理由を維持す

ることができない場合には拒絶理由が解消されるが、合理的な疑いが解消され

なかった場合には進歩性がないという理由により拒絶決定する。 

(4)進歩性の判断において容易に発明することができるという合理的な疑いが

生じる場合としては、①請求項に記載された発明のパラメータを他の定義又は

試験・測定方法に換算したところ、請求項に記載された発明が引用発明から容易

に発明することができる場合、②引用発明のパラメータを発明の説明に記載さ

れた測定・評価方法に従って評価したところ、請求項に記載された発明が限定す

るものと類似することになって進歩性を否定することができる場合、③発明の

説明に記載された出願発明の実施形態と引用発明の実施形態が類似していて進

歩性を否定することができる場合などがある。 
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(5)パラメータ発明に対して拒絶理由を通知するときは、一旦合理的な疑いを抱

くことになった理由を具体的に記載しなければならず、必要な場合、審査官は審

査官の合理的な疑いを解消するための反論方法を出願人に提示することができ

る。 

(6)請求項に記載されたパラメータが当該技術分野において標準的又は慣用さ

れている、若しくは当該技術分野において通常の知識を有する者が容易に理解

することができるものであると認められるときには、上記の(1)~(5)の審査基準

は適用しないことにする。 

(参考)性質又は特性などによって物を特定しようとする記載を含む特許発明及

びこれと異なる性質又は特性などによって物を特定している引用発明を

対比するとき、特許発明の請求範囲に記載された性質又は特性が異なる

定義又は試験測定方法によるものに換算ができて換算した結果、引用発

明において対応されるものと同一又は類似する、若しくは特許発明の発

明の説明に記載された実施形態と引用発明の具体的な実施形態が同一又

は類似する場合は、特別な事情がない限り、両発明は発明に関する技術的

表現が相違するだけで、実質的に同一又は類似するものであるとみなす

べきであるため、こうした特許発明は新規性及び進歩性は認め難い(大法

院 2002.6.28宣告 2001フ 2658判決を参照)。 

 

6.4.4 製造方法により特定された物の発明の進歩性の判断 

(1)物の発明の請求項は、発明の対象である物の構成を特定する方式で記載しな

ければならないため、物の発明の請求項に記載された製造方法は、最終生産物で

ある物の構造又は性質などを特定する一つの手段としてその意味を有するだけ

である。従って、製法に限定する物の発明の特許要件を判断するに当たって、そ

の技術的構成を製造方法自体に限定して把握するのではなく、製造方法の記載

を含めて請求項のすべての記載に基づいて特定される構造又は性質などを有す

る物で把握し、出願前に公知になった先行技術と比べて新規性、進歩性などがあ

るか否かを判断しなければならない。[2011フ 927] 
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(2)製法に限定する物の発明の請求項において保護を受けようとする対象は、製

造方法又は製造装置ではなく、最終的に得られる物であると解釈されることか

ら進歩性に対する判断対象は物である。従って、審査官は進歩性の判断において

その製造方法又は製造装置に特許性があるか否かを判断するのではなく、そう

した方法により製造されて特定される構造又は性質などを有する「物」の構成が

公知になった物の構成と比べて進歩性があるか否かを判断して特許の可否を決

定する。 

(3)製法に限定する物の発明の請求項において、製造方法が物の構造又は性質な

どに影響を与える場合は、製造方法により特定される構造又は性質などを有す

る物と見て進歩性を判断する。反面、物の発明の請求項のうち、製造方法による

記載があっても製造方法が製造効率又は収率に限って影響を及ぼすなどの場合

と同様、物の構造又は性質などに影響を及ぼしていないのであれば、製造方法を

除いて最終的に得られた物自体を進歩性判断の対象として解釈する。 

(4)請求項に記載された製造方法により物の構造又は性質などを把握すること

が困難な場合は、明細書に記載された実験データ、実施例、図面などの全体的な

記載を参照して発明の範囲を把握し、把握された発明の範囲と同一である、又は

類似した引用発明であるため、進歩性が否定される趣旨の拒絶理由を通知する

ことができる。 

(5)請求項に記載された製造方法と同一である、又は類似した製造方法を開示す

る先行技術が存在する場合、同一又は類似した製造方法により同一又は類似し

た物が生産されると推定されるため、その製造方法により製造された物と見て

発明の範囲を把握し、その先行技術と比べて進歩性が否定される旨の拒絶理由

を通知することができる。 

(6)製造方法による物を特定するに当たって、その製造方法により物の構造又は

性質などに影響を及ぼしたか否かの判断が難しく、当該製造方法を考慮してい

ない物自体と類似した引用発明により進歩性が否定されるような合理的な疑い

があれば、進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知することができる。審査官は

意見書などを参酌して審査を進める。 
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(例 1)出願発明がジャセオシジンを有効成分にして、これに薬剤学的に許容され

る物質が添加された胃腸疾患治療剤用の薬学的組成物を請求し、「ヨモギ

の葉をメタノール又はエタノールで抽出して得られたヨモギ抽出物を脱

脂し、クロロホルムで溶出させて小分画物を得た後、これをシリカゲルカ

ラムに充填して溶出させる方法」を記載した場合、その方法は最終生産物

であるジャセオシジンの構造又は性質に影響を及ぼすものではないため、

その方法は除いてその有効成分は「ジャセオシジン」という単一の物自体

として解釈する。[2013フ 1726] 

(例 2)出願発明がシートベルト装置用のベルト結合金具を請求し、請求項に｢板

状体の一部を一側面側から他側面に曲げると同時に曲げた部分を一側面

側に押し戻すことによって｣と製造方法を記載した場合、製造方法がベル

ト結合金具の構造又は性質などに影響を及ぼすことになるため、その方

法によって得られる板状体の構造と形状に特定したベルト結合金具を引

用発明と対比して進歩性を判断する。 

(例 3)出願発明が偏光フィルムを請求し、請求項には「ポリビニルアルコール系

重合体を 1 以上 100 未満の重量の浴槽比の 30~90 度の温水において洗浄

したポリビニルアルコールチップを原料に使用して PVA フィルムを製造

し、10cmの正方形で 3090um厚さの PVAフィルムを 50度の 1L水中に 4時

間放置したときの PVAの溶出量が 10~60ppmになるようにする」と製造方

法を記載した場合、偏光フィルムの製造工程前にチップ状態の PVA 原料

を水で洗浄し、PVAフィルムの製造過程で溶出されやすい PVAを予め一定

範囲内で除去することでその溶出された PVA により偏光フィルムに欠陥

が生じることを防ぐことから、欠陥が少ない偏光フィルムを高い収率で

得られる作用効果を有することが確認されるため、製造方法により特定

される構造又は性質などを共に考慮した偏光フィルムを引用発明と対比

して進歩性を判断する。 

 

7. 結合発明の進歩性の判断  

 

(1)結合発明は、発明の技術的課題を達成するために各先行技術に記載された技

術的特徴を総合して、新しい解決手段に構成した発明をいう。 
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請求項に記載された発明は、全体として考慮しなければならないため、結合発

明の進歩性を判断するに当たって、請求項に記載された発明の構成要素それぞ

れが公知又は引用発明から自明に把握されるからといって請求項に記載された

発明の進歩性を否定してはならない。[2006フ 2097] 

すなわち、請求項が複数の構成要素からなっている場合、各構成要素が有機的

に結合した全体としての技術思想が進歩性判断の対象になるのであって、各構

成要素が独立して進歩性判断の対象になるわけではないため、その結合発明の

進歩性の有無を判断するに当たって、請求項に記載された複数の構成を分解し

た後、分解したそれぞれの構成要素が公知になったものであるか否かだけを判

断してはならず、特有の課題解決の原理に基づいて有機的に結合した全体とし

ての構成の困難性を検討しなければならない。このとき、結合された全体の構成

としての発明が有する特有の効果も共に考慮しなければならない。[2005 フ

3277] 

(2)結合発明の進歩性は、2 以上の先行技術(周知・慣用技術(注)を含む)を相互

結合して判断することができるが、その結合は、当該発明の出願時に通常の技術

者にとって容易に行うことができると認められる場合に限る。このとき、結合で

きる先行技術の個数に特別な制限はない。様々な先行技術文献を引用して結合

発明の進歩性を判断するに当たっては、その引用される技術を結合すれば、当該

出願発明に至ることができるという暗示、動機などが先行技術文献に提示され

ているか否かを主に参酌して判断する。ただし、当該出願発明の出願当時の技術

水準、技術常識、当該技術分野における基本的課題、発展傾向、当該業界のニー

ズなどに照らし合わせてその技術分野において通常の知識を有する者が容易に

そのような結合に至ることができると認められる場合には、当該結合発明の進

歩性を否定することができる(大法院 2007.9.6 宣告 2005 フ 3284 判決を参照)。 

(注)｢周知技術｣とは、その技術に関して多数の文献が存在する、又は業界に知れ

ている、若しくは例示する必要がない程よく知られた技術のようにその技

術分野において一般的に知られている技術をいい、｢慣用技術｣とは、周知技

術のうち、よく使われている技術をいう。 
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(例 1)出願発明はウェブを通じてゲームをダウンロードして実行するウェブゲ

ーム・サーバに関するものであって、引用発明との構成上の違いは｢ゲーム

プログラムとゲームデータを分離してダウンロードするという点｣にしか

ない場合、出願当時の技術水準を勘案したとき、プログラムコードとデー

タを分離してダウンロードする技術的特徴が単純な周知・慣用技術に過ぎ

ないものであれば、これを引用発明に単純結合することに格別な困難はな

いため、進歩性は認められない。 

(例 2)イメージセンサーを利用して一連番号を抽出する有価証券係数方法につ

いて、引用発明 1とは光学式センサーで券種を認識するという点に違いが

あるだけであり、引用発明 2にはイメージセンサーを利用した紙幣分類の

ステップが開示されている場合、各引用発明の技術分野が相互一致してお

り、出願当時の技術水準を勘案したとき、違いが生じる事項は引用発明 1

の光学式センサーを引用発明 2のイメージセンサーに置き換えることによ

って容易に考えることができる事項であると認められることから、出願発

明は、通常の技術者が引用発明を結合することによって容易に考え出すこ

とができるものである。[2007フ 5024] 

(3)結合に関する暗示、動機などが先行技術文献に提示されているか否かは、先

行技術にそのまま教示されている場合だけでなく、発明が達成しようとする技

術的課題の性質自体に内在しているか否か、又は通常の技術者の有する技術常

識若しくは経験則に含まれているか否かを総合的に判断して決定するようにす

る。[2007フ 1633] 

(例)引用発明 1 が軟質プラスチック材質の透視窓を含むベビーカーの保護カバ

ーを開示していて、出願発明は乳児の視力を保護するために上記の透視窓

の材質を引用発明 2 に開示した硬質プラスチックに変更したものである場

合、透視窓の材質に使用された軟質プラスチックが、乳児の視力を損傷させ

るという事実が出願発明の優先権主張日前に地上波テレビを通じて報道さ

れ、また、硬質プラスチックは上記の問題がないという事実が当該技術分野

における技術常識に該当するのであれば、引用発明 1 の透視窓の材質を引

用発明 2 の硬質プラスチックに変更することに格別な困難はないとみなさ

れる。 
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(4)一般的にある先行技術文献が他の文献を引用しているときには、結合の暗示

又は動機が先行技術文献に提示されているといえるため、両者の結合は容易な

ものとみなして進歩性を否定する。また、同一文献内に存在する複数の技術的特

徴の結合は、通常の技術者がこれを関連付けることに格別な困難はないとみな

して容易なものとみなす。 

周知・慣用技術を他の先行技術文献と結合することは、通常容易であるとみな

す。ただし、結合する技術的特徴が当該技術分野における周知・慣用技術であっ

ても、他の技術的特徴との有機的な結合によってより良い効果を有する場合に

は、その結合は自明であるということはできない。[2005フ 1530、2005フ 1851] 

(例)出願発明の案内部を除いたその他構成が引用発明 1 にそのまま示されてお

り、上記の案内部が引用発明 1 において引用している引用発明 2 のガイド

部材と実質的に同一である場合、引用発明の結合が既に暗示されていると

みることができるため、引用発明 1 と引用発明 2 を結合して出願発明に至

らせることは容易であるということができる。[99フ 2199] 

(5)一般的に結合発明は、技術的特徴間の機能的相互作用により、それぞれの特

徴の技術的効果の和とは異なる、例えば、より大きい複合的相乗効果を達成する

場合、技術的特徴の集合を技術的に意味深い組合わせとみなして進歩性を認め

ることができる。請求項に記載された結合発明が単に｢各技術的特徴の並列(羅

列)又は単純結合(単純な寄せ集め)｣に該当し、技術的に意味深い組合せではな

いものと判断される場合には、ほかに進歩性を認めることができる根拠がない

限り、個々の技術的特徴が自明であることを立証することにより結合発明の進

歩性を否定することができる。[2006 フ 1490] 

(例 1)出願発明が引用発明 1 の油圧アクチュエーターをサーボモータに変更し、

引用発明 1 のスピンドルを引用発明 2 の折曲具に代替したものである場

合、その構成を代替・変更するに当たって特別な構成上の困難がなく、作

用効果も引用発明 1と引用発明 2が有する総和以上ではないと認められる

のであれば、単純結合に該当するため、進歩性を認めることはできない。 
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(例 2)出願発明が引用発明 1 に開示された通常の射出成型機に真空状態で成型

ができるように設けた真空チャンバ(引用発明 2に開示)と、作業の便宜性

を図るために設けた金型締結システム(引用発明 3に開示)を寄せ集めたも

のに該当する場合、構成要素を結合するに当たって特別な困難性がなく、

作用効果に顕著な差異がなければ、出願発明は容易に発明することができ

たものに該当すると認めることができる。[2001フ 2269] 

(6)結合発明の進歩性を判断するに当たって、出願発明に至らせるために最も近

い引用発明と一つ以上のその他引用発明を結合しなければならないという事実

は、進歩性の存在を示唆することになるため、進歩性の判断に注意しなければな

らない。また、結合した引用発明の数が多くなるほど、事後の考察又は合理的拒

絶理由が欠如しているケースに該当する可能性が高くなるという点にも留意す

る必要がある。二つ以上のその他先行技術を結合することが容易であるか否か

を決定するとき、審査官は①通常の技術者が結合する可能性があるか否か、②先

行技術の出処が同一である、又は隣接する技術分野であるか否か、③結合に向け

て関連付けてもいいような合理的根拠があるか否かを考慮しなければならない。 

 

8. 進歩性の判断時に考慮すべきその他の要素 

 

進歩性の判断は、原則として請求項に記載された発明の目的、技術的構成、作

用効果を総合的に検討する一方で、技術的構成の困難性を中心に目的の特異性

及び効果の顕著性を参酌して総合的に判断することであるが、進歩性を判断す

るに当たっては様々な判断要因が考えられるため、出願人が意見書などを通じ

て下記の事項を挙げて容易に発明することができないと主張する場合、進歩性

がないという結論に簡単に到達してはならない。 

(1)先行技術文献がその先行技術を参酌しないよう教示しているのであれば、す

なわち、通常の技術者にとって出願発明に至ることができないよう阻害してい

るのであれば、その先行技術が出願発明と類似していても、その先行技術文献に

よって当該出願発明の進歩性は否定されない。このとき、先行技術文献において

その先行技術の方が劣等であると表現したという事実だけでは、阻害要因と言

うことはできない。 

 

(2)発明の製品が商業的に成功する、又は業界において好評されたという事情、

若しくは出願前に長らく実施した者がいなかった点などの事情は、進歩性を認
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める一つの補助資料として参考にすることができる。ただし、このような事情だ

けで進歩性が認められるとは限らない。進歩性は、優先的に明細書に記載された

内容、すなわち、発明の目的、構成及び効果を基に判断しなければならないため、

商業的成功が発明の技術的特徴に起因したものでなく、その他要因、例えば、販

売技術の改善又は広告・宣伝などによって得られたものであれば、進歩性判断の

参考資料にすることはできない。[2006 フ 3472、2005 フ 3277、2004 フ 2819、

2004フ 1090、96フ 559、2004ホ 11] 

(例 1)出願発明に該当する携帯用映像歌謡伴奏機が日本において人気を博し、2

年間で 8千 4 百万ドルの輸出契約を締結したとしても、そのことが専ら出

願発明の技術的構成の優越性に基づいたものと断定することはできず、実

施者の営業能力に起因したものと認められるときには、商業的成功という

事情だけで進歩性を認めることはできない。[2002フ 314] 

(例 2)出願発明は、金属製の装身具を欄干に固定させる方式に関するものであ

り、溶接に適合した大きさの溶接孔と湾曲面を設けて内部溶接ができるよ

うにしたものである場合、従来の外部溶接方式による欄干用支柱の連結装

置より優れた作用効果を有しているにもかかわらず、その出願前に実施さ

れたことがなかったのであれば、通常の技術者がこの出願発明を容易に発

明することができなかったと認められる。 

(参考)出願考案が優れた作用効果を有しているにもかかわらず、その出願前に

実施されたことがなかったことから、通常の技術者が同事件出願考案を

極めて容易に考案することはできなかったとみなすに相当する(大法院

2001.12.14.宣告 99フ 1140 判決を参照)。 

(3)出願発明が長期間、通常の技術者が解決しようとした技術的課題を解決する、

又は長期間求められていた必要性を充足させたという事実は、出願発明が進歩

性を有するという証拠になる。こうした技術的課題の解決又は必要性は、通常の

技術者に認識され続き、出願発明によって初めに満たされたものでなければな

らず、これを認めるためには客観的な証拠資料が求められる。 

 

 

 

 

(4)発明が当該技術分野において特定技術課題に関する研究及び開発を妨害す
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る技術的偏見によって通常の技術者が諦めた技術的手段を採用することにより

創出されたものであって、これによりその技術課題を解決したのであれば、進歩

性判断の指標の一つとして考慮することができる。 

(5)出願発明が、他の者が解決しようとして失敗した技術的困難を克服する方法

を提示する、又は課題を解決する方法を提示したものであれば、発明の進歩性を

認める有利な証拠になる。[2006フ 3052] 

(6)出願発明が新しい先端技術分野(brand-new technology)に属していて、関連

する先行技術が皆無している場合、又は最も近い先行技術と出願発明の差異が

顕著である場合は、進歩性が存在する可能性が高い。 

 

9. 進歩性の判断時の留意事項  

 

(1)審査の対象になる出願の明細書に記載された事項により得られた知識を前

提にして進歩性を判断する場合、通常の技術者が引用発明から請求項に記載さ

れた発明を容易に発明することができるものと認められる傾向があるため、注

意する必要がある。また、ある原因の解明による発明であってその原因が解明さ

えできれば解決が容易な発明である場合は、その原因の解明過程を重視して進

歩性を判断しなければならず、単にその解決手段が自明であるという理由だけ

で進歩性を否定してはならな い。[2006フ 138、2006 フ 237] 

(例)出願発明は非常時において受信部の音声信号の受信は遮断し、送信部の送

話音声の送出のみを許容する盗聴モードを含む端末機に関するものであり、

引用発明は｢端末機からの音声送信を他の人に気付かれないようにする｣と

いう意味の記載があるだけの場合、通常の技術者が上記の記載から出願発

明の具体的な技術構成を容易に把握することはできないため、出願発明が

上記の引用発明の記載事項から容易に案出することができるとすることは、

明細書に記載された内容を知っていることを前提にして事後的に判断した

ものに該当する。 

 

 

 

(2)独立項の進歩性が認められる場合には、その独立項を引用する従属項に対し
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ても進歩性が認められる。しかし、独立項の進歩性が認められない場合は、その

独立項に従属する従属項に対しては別途に進歩性を判断しなければならない。

[2003フ 2072、2005フ 1516] 

(3)物に関する発明の進歩性が認められる場合には、その物の製造方法に関する

発明及びその物の用途の発明は原則として進歩性が認められる。 

(4)請求項に記載された発明がマーカッシュ形式(Markush Type)又は構成要素

が選択的に記載された場合などにおいて、その選択要素のいずれかの一つを選

択して引用発明と対比した結果、進歩性が認められなければその請求項に進歩

性がないと認められる。この場合、出願人は進歩性がないと指摘された選択要素

を削除して拒絶理由を解消することができる。一方、マーカッシュ形式又は構成

要素が選択的に記載された請求項の進歩性を判断するに当たって選択要素のい

ずれかの一つに関する効果を出願発明全体の効果に拡大して認めないように注

意する必要がある。 

(例)出願発明が様々な化合物を選択要素として含む神経保護用クロマン化合物

の場合、化合物すべてが引用発明に比べて顕著な効果がなければ特許を受

けることができないため、明細書に効果が優れていると記載しておいた一

部の化学式(Ⅲ)化合物に関する対応実験資料だけで出願発明全体の効果に

認めて進歩性を認めることは間違いである。 

(5)退歩発明は進歩性がない。退歩発明に対して特許を許与することは、技術的

進歩の誘導を通じて産業発展を図る特許法の目的に符号せず、たとえ特許を許

与して独占権を付与しても実施されることはなく、実施する者にはむしろ実施

に伴う無駄な努力の弊害をもたらすに過ぎないためである。 

(6)審査官は周知・慣用技術に該当すると認められる場合、証拠資料を添付せず

に拒絶理由を通知することができる。ただし、証拠資料による裏付けもなく周

知・慣用技術を｢最も近い引用発明｣にすることは適切ではない。[2005フ 1530] 

証拠資料の添付がされないまま、周知・慣用技術に基づいて通知された拒絶理

由に対し、出願人が意見書において周知・慣用技術ではないと主張する場合、審

査官は原則としてその拒絶理由に関する証拠資料を提示しなければならない。 
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ただし、文献などによる証拠資料の提示が困難な場合であれば、審査官は周知・

慣用技術であるという点について充分に説明する、又は周知・慣用技術ではない

という出願人の主張が適切ではない理由を指摘して拒絶することができる。 

周知・慣用技術が記載されている資料としては、広く使用されている教科書、

初学者を対象にする書籍、技術標準辞典、当該技術分野の国家標準(KS)規格など

がある。ただし、情報通信など技術開発が活発な技術分野においては技術標準辞

典又は国家標準(KS)規格に収録された内容を周知・慣用技術にみなせない場合

があるため、注意しなければならない。 

(7)発明の進歩性は、特許出願された具体的発明に従って個別に判断されるもの

であって、他の発明の審査例に拘束されるものではないため、法制と慣習を異に

する他国の審査例は参考事項になるが、特許性の判断に直接的な影響を及ぼす

ものではない。[2002フ 1775、2000フ 1566] 

(8)国内・外の法律上の制限により、その技術内容の実現が禁止されるとしても

技術の困難性を判断するに当たってそうした法律上の制限は考慮しない。 

(例)出願発明と引用発明は宝くじの抽選方式に差異があるだけで、宝くじの抽

選方式が法律により厳しく制限されていて宝くじの設計者が容易に変更す

ることができない場合、発明の進歩性の判断において法律上の制限は考慮

対象ではないので技術的困難性だけを勘案し、通常の技術者が容易に選択

できる程度のものであれば、進歩性は否定される。 

(9)審査官は、先行文献を基に当該発明の進歩性が否定されるか否かを判断する

ためには、進歩性否定の根拠になる一部の記載だけではなく、その先行文献全体

に基づいて通常の技術者が合理的に認識できる事項を基に対比判断しなければ

ならない。そして出願人が上記の一部の記載部分と相反する、又はこれを不確実

にするその他先行文献を提示した場合は、その内容までも総合的に考慮して通

常の技術者が当該発明を容易に導き出すことができるか否かを判断する必要が

ある。[2013フ 2873] 
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第 4 章 拡大された先願 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 29条(特許要件)③特許出願した発明が次の各号の要件をいずれも備え

たその他特許出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された

発明と同一である場合、その発明は第 1 項にもかかわらず、特許を受けるこ

とができない。ただし、その特許出願の発明者とその他特許出願の発明者が同

一である、又は特許出願を出願した時の出願人とその他特許出願の出願人が

同一である場合は、この限りでない。 

1．その特許出願日の前に出願された特許出願であること 

2．その特許出願後、第 64条により出願公開される、又は第 87条第 3項によ

り登録公告された特許出願であること 

④特許出願した発明が次の各号の要件をいずれも備えた実用新案登録出願の

出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された考案と同一である場

合、その発明は第 1 項にもかかわらず、特許を受けることができない。ただ

し、その特許出願の発明者と実用新案登録出願の考案者が同一である、又は特

許出願を出願した時の出願人と実用新案登録出願の出願人が同一である場合

は、この限りでない。 

1．その特許出願日の前に出願された実用新案登録出願であること 

2．その特許出願後、「実用新案法」第 15 条により準用される同法第 64 条に

より出願公開される、又は「実用新案法」第 21条第 3項により登録公告さ

れた実用新案登録出願であること 

⑤第 3 項を適用するとき、その他特許出願が第 199 条第 2 項による国際特許

出願(第 214 条第 4 項に基づいて特許出願とみなす国際出願を含む)の場合、

第 3項本文のうち「出願書に最初に添付された明細書又は図面」は、「国際出

願日までに提出した発明の説明、請求範囲又は図面」であり、同項第 2号のう

ち「出願公開」は、「出願公開又は「特許協力条約」第 21条に基づいて国際公

開」とみなす。 
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⑥第 4項を適用するとき、実用新案登録出願が「実用新案法」第 34条第 2項

による国際実用新案登録出願(同法第 40 条第 4 項に基づいて実用新案登録出

願とみなす国際出願を含む)の場合、第 4項本文のうち「出願書に最初に添付

された明細書又は図面」は、「国際出願日までに提出した考案の説明、請求範

囲又は図面」であり、同項第 2号のうち「出願公開」は、「出願公開又は‘特

許協力条約’第 21条に基づいて国際公開」とみなす。 

(注)2001 年 2 月 3 日、「特許出願をした日の後」を「特許出願をした後」に改

正：これは、特許出願と同じ日に公開されたものの、出願より遅れて公開さ

れた出願に対して本法条項を適用することに困難がある点を勘案し、公開

時期を日ではなく時点の概念に改正したもので、2001年 6月 30日以前の出

願に対しては従来の規定を適用する。 

 

2. 拡大された先願の趣旨 

 

明細書又は図面に記載されている発明は、出願公開又は登録公告によって公

開されるため、請求範囲に含まれていなくても、その発明は出願人の立場から見

ると代償なく社会に供与した発明とみることができる。 

従って、特許法第 29条第 3項乃至第 6項は、このように供与された発明を後

願した第三者の専有物にすることは不合理であるだけでなく、新しい発明に対

する公開の代償として一定期間独占排他権を付与する特許制度の趣旨にも符号

しないため、特許を許与しないという趣旨である。 

また、明細書又は図面に記載された発明を補正によって請求範囲に記載する

場合、特許法第 36条規定による先願になる可能性があり、後願の審査を先願の

審査終結時まで先送りしなければならない問題が生じるため、これを防止する

という側面もある。 

 

3. 適用要件 

 

特許法第 29条第 3乃至第 6項を適用するためには、次の要件を満たさなけれ

ばならない。



第 4 章 拡大された先願 

 

 

3403 

 

(1)当該特許出願(以下、「当該出願」という)の出願日(条約優先権主張を伴う出

願は第 1国出願日、国内優先権主張出願は先願日)前に、その他特許出願又は実

用新案登録出願(以下、「その他出願」という)が出願されていること[特法 29(3)、

特法 29(4)] 

①その他出願が分割出願又は変更出願(2006 年 10 月 1 日以前の出願である場

合は、二重出願)である場合は、特許法第 29 条第 3 項乃至第 6 項の適用に

おける出願日は、分割又は変更出願日である。[特法 52(2)、特法 53(2)] 

(例)分割出願又は変更出願は、第 29 条第 3 項・4 項の適用時に出願日が遡

及されないため、当該出願より出願日が遅れ先行技術に使用すること

ができないが、 原出願は、当該出願より出願日が先になるため、その

他出願にして先行技術にして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

②その他出願がパリ条約による優先権主張を伴う出願である場合は、第 1 国

出願の明細書又は図面(以下、出願の最初明細書又は図面は「当初明細書な

ど」という)と優先権主張を伴う出願の当初明細書などに共通して記載され

た発明については、第 1 国出願日をその他出願の出願日と認める。[特法

出願日 

当該出願 

原出願出願日 

その他出願 

出願公開 

分割/変更出願日 



第 3 部 特許要件 

3404  

54(1)] 

(例)以下の例において第 1国出願に記載された発明 Aは、特許法第 29条第

3・4 項の適用時に第 1 国出願日を出願日とみなすため、優先権主張出

願をその他出願にして先行技術に使用することができるが、第 1 国出

願に記載されていない B 発明は、出願日が実際に我が国において出願

した日であるため、その他出願の先行技術資料にして使用することが

できない。一方、第 1 国出願には記載されていたが優先権主張出願に

含まれなかった C 発明は、我が国において出願された発明ではないた

め、その他出願の先行技術資料にして使用することができない。 

 

 

 

③国内優先権主張の基礎になった先願の当初明細書に記載された発明又は当

該優先権の主張を伴う出願(以下、「後願」という)の当初明細書などに記載

された発明を特許法第 29 条第 3 項乃至第 6 項のその他出願にする場合は、

次のように取り扱う。 

(a)後願と先願両方の当初明細書などに記載された発明については、先願の

出願日をその他出願の出願日にして特許法第 29 条第 3 乃至第 6 項の規

定を適用する。後願の当初明細書などに記載されているだけで先願の当

初明細書などには記載されていない発明に対しては、後願の出願日をそ

の他出願の出願日にして特許法第 29 条第 3 項乃至第 6 項の規定を適用

する。先願の当初明細書などに記載されているだけで後願の当初明細書

などには記載されていない発明に対しては、特許法第 29 条第 3 項乃至

第 6項の規定を適用することができない。[特法 55(3)、(4)] 

先願は、その出願日から 1 年 3月(2001 年 7 月 1日以降に出願された実

出願日(A、B、C 発明) 

当該出願 

第 1 国出願(A、C 発明) 

その他出願 

優先権主張出願日(A、B 発明) 出願公開 
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用新案登録出願の場合は即時)を経過した時に取り下げられたものとみ

なされて出願公開されないため、後願が出願公開又は登録公告された際

に後願の当初明細書などに記載された発明のうち、先願の当初明細書な

どに記載された発明は、上記の登録公告又は公開された時に出願公開さ

れたものとみなす。[特法 56(1)、特法 55(4)] 

 

 

 

 

 

また、後願と先願の当初明細書などには記載されていないが、補正によ

って新たに記載された発明に対しては同規定が適用されず、先願の当初

明細書などには記載されているが、後願の当初明細書などには記載され

ていない発明に対しては出願公開されたものとみなさない。従って、こ

のような発明に対しても特許法第 29 条第 3 項乃至第 6 項の規定は適用

されない。 

(b)(a)の場合において、先願が国内優先権主張を伴う出願(パリ条約による

ものを含む)の場合には、後願と先願両方の当初明細書などに記載され

た発明のうち、当該先願の優先権主張の基礎になる出願の当初明細書な

どに記載された発明に対しては、後願の出願日をその他出願の出願日に

して特許法第 29 条第 3項乃至第 6項の規定を適用する。[特法 55(5)] 

(例 1)下記の事例①において、後願が先願だけを基礎にして優先権主張出

願をしたとすれば、先願に記載された A、C 発明のうち第 1 国出願

に記載された発明 Aは、特許法第 29条第 3・4項の適用時に後願日

に出願したとみなすため、当該出願に A発明が記載されていても後

願を先行技術資料にして使用することはできず、C 発明についての

み先行技術にして使用することができる。 

(例 2)下記の事例②において、後願が第 1 国出願と先願を基礎にして優先

権主張出願をしたとすれば、A 発明も法第 29 条第 3・4 項の適用時

にその他出願にして先行技術にして使用することができる。 
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(注)事例①：後願が先願だけを基礎にして優先権主張出願をした場合  

事例②：後願が先願と第 1 国出願を基礎にして優先権主張出願をした場

合 

(2)当該出願の出願後、その他出願が出願公開又は登録公告されること[特法

29(3)] 

出願が一旦出願公開又は登録公告になった後は、その出願について特許可否

の決定、無効、取下げ又は放棄などがあったとしても、当該出願のその他出願と

しての地位は維持される。しかし、出願が拒絶決定、取下げ、放棄又は無効にな

った後、公開されるべきでないにもかかわらず出願公開などがあった場合は、そ

の出願はその他出願としての地位を喪失する。 

(3)当該出願の請求項に記載された発明が、その他出願の最初明細書などに記載

された発明又は考案と同一であること 

当該出願の請求項に記載された発明とその他出願の当初明細書などに記載さ

れた発明又は考案は完全に同一である、又は実質的に同一でなければならない。 

また、その他出願の明細書などには記載されているが、出願以後の補正によっ

て削除された事項に対しても特許法第 29条第 3・4項が適用される。 

 

4. 拡大された先願の適用の例外 

出願日(A、B、C 発明) 

当該出願 

第 1 国出願日(A、B 発明) 

その他出願 

先願日(A、C 発明) 

後願日(A、B、C) 
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次の場合は、特許法第 29条第 3項乃至第 6項のその他出願の地位を有しない

出願とみなす。  

(1)当該出願の発明者とその他出願の発明者が同一である場合 

当該出願の発明者とその他出願の発明者は、原則的に出願書に記載された発

明者をいう。発明者が共同発明者である場合は、当該出願及びその他出願の発明

者全員が表示上完全に一致することを要する。しかし、表示上完全に一致しない

場合であっても、実質的に同一の発明者であると判断されれば発明者が同一で

あると認める。発明者が表示上完全に一致しない場合、出願人は発明者が同一で

あるという事実を立証しなければならない。[特法 29(3)ただし書き] 
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審査官が、当該出願とその他出願の発明者が相異するため、その他の出願を先

行技術にして拒絶理由を通知した結果、これを解消するために出願人が発明者

を追加する、又は訂正を申し立てた場合、審査官は出願人が追加又は訂正を要請

した発明者が真の発明者であるか否かを立証することができる書類を出願人に

要求することができる。[特則 28] 

(2)当該出願の出願人とその他出願の出願人が同一である場合  

出願人が同一であるか否かは、当該出願の実際の出願時点を基準にしてその

他出願と当該出願の出願書に記載された出願人が同一であるか否かによって判

断する。もし、出願人が 2 人以上である場合は、全員が完全に一致しなければ

ならない。[特法 29(3)ただし書き] 

その他出願日と当該出願日の間に出願人の改称・相続・合弁などによって出願

人の記載が外形上完全に一致しない場合であっても実質的に同一である場合は

一致するものとみなす。 

 

5. その他出願が国際出願である場合の特則 

 

(1)その他出願が国際出願又は決定により特許出願になる国際出願である場合

に関する特許法第 29 条第 3・4 項の適用に当たっては、その他出願が通常の出

願である場合と比べて、次のような点において異なる。 

①その他出願及び審査対象の出願いずれも 2014年 12月 31日以前の出願であ

る、又はその他出願は 2014年 12月 31日以前の出願であり、審査対象の出

願は 2015年 1月 1日以降の出願である場合 

a．その他出願については、その他出願が国際出願である場合、特許法第 29

条第 3 項のうち「出願公開」は「出願公開又は特許協力条約第 21 条に

よる国際公開」に、「出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載さ

れた発明又は考案」は韓国語で出願した場合、「国際出願日に提出した国

際出願の明細書、請求範囲又は図面に記載された発明若しくは考案」に、

外国語で出願した場合、「国際出願日に提出した国際出願の明細書、請求

範囲又は図面とその出願翻訳文にすべて記載された発明又は考案」とみ

なす。 
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b．国内優先権主張を伴う国際特許出願に対して第 29 条第 3 項乃至第 6 項

の規定を適用するにおいては、国際出願日に提出した国際出願の明細

書・請求範囲又は図面とその出願翻訳文にすべて記載された発明のうち、

国内優先権主張の基礎になる先願の明細書又は図面に記載された発明

は、その国際特許出願の特許協力条約第 21 条において規定する国際公

開又は特許の登録公告時にその先願について出願公開されたものとみ

なす。[特法 202(2)] 

c．第 29 条第 5・6 項においてその他特許出願が国際特許出願である場合、

この国際特許出願の拡大された先願の適用範囲は、国際出願日に提出し

た国際出願の明細書・請求範囲又は図面とその出願翻訳文にすべて記載

された発明である。ただし、先願が国際特許出願であり、これを基に国

内優先権主張をした特許出願をその他特許出願にする場合において、特

許出願した発明が先願の国際出願日に提出された明細書・請求範囲・図

面に記載された内容と同一である場合は、先願の国際出願日に提出され

た明細書・請求範囲・図面によって拒絶されることもある。[特法 55(4)

後段] 

②その他出願及び審査対象の出願いずれも 2015年 1月 1日以降の出願である

場合 

a. その他出願が国際出願である場合、特許法第 29条第 3・4項のうち「出

願公開」は「出願公開又は特許協力条約第 21 条に基づいて国際公開」、

「出願書に最初に添付された明細書又は図面」は「国際出願日までに提

出した発明の説明、請求範囲又は図面」である。[特法 29(5)、特法 29(6)] 

ただし、特許法第 29 条第 3・4 項を適用するとき、特許法第 201 条第 4

項により出願人が国内書面提出期間に発明の説明及び請求範囲の国語

翻訳文を提出しなかったために取り下げたものとみなす国際特許出願

又は国際実用新案登録出願の場合には、その他出願の地位を持たない出

願とみなす。[特法 29(7)] 

b．国内優先権主張を伴う国際特許出願に対して第 29 条第 3 項乃至第 6 項

規定を適用するに当たっては、国際出願日に提出した国際出願の明細書

又は図面に記載された発明のうち、国内優先権主張の基礎になる先願の

明細書又は図面に記載された発明は、その国際特許出願の特許協力条約

第 21 条において規定する国際公開又は特許の登録公告時、その先願に

ついて出願公開されたものとみなす。[特法 202(2)]
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c．第 29 条第 5・6 項においてその他特許出願が国際特許出願である場合、

この国際特許出願の拡大された先願の適用範囲は、国際出願日に提出し

た国際出願の明細書・請求範囲又は図面に記載された発明である。ただ

し、先願が国際特許出願であり、これを基に国内優先権主張をした特許

出願をその他特許出願にする場合において特許出願した発明が先願の

国際出願日に提出された明細書・請求の範囲又は図面に記載された内容

と同一である場合は、先願の国際出願日に提出された明細書、請求範囲、

図面により拒絶されることもある。[特法 55(4)後段] 

 

6. 同一性を判断する方法 

 

特許法第 29 条第 3・4 項の適用に関する判断は、当該出願の「請求項に記載

された発明」とその他出願の最初出願時の出願書に添付された「明細書又は図面

に記載された発明又は考案」(以下、「引用発明」という)が同一であるか否かに

関する判断である。 

 

6.1 同一性判断の手順 

(1)当該出願の請求項に記載された発明を特定する。この場合、請求項に記載さ

れた発明の特定方法は「第 2章 新規性の判断」と同一である。 

(2)引用発明を特定する。引用発明は、引用されたその他出願の明細書などに記

載されている事項によって特定する一方、記載された事項による特定時、その他

出願の出願時の技術常識を参酌して明白に導き出すことができる事項も引用発

明に特定することができる。 

(3)請求項に記載された発明と引用発明を対比して構成の一致点と差異点を明

確にする。この場合、2以上の引用発明を結合して請求項に記載された発明と対

比してはならない。 

(4)対比の結果、請求項に記載された発明と引用発明間において構成の差異がな

ければ、請求項に記載された発明と引用発明は同一である。この場合の同一は、

実質的同一を含む。 
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6.2 同一性判断の実体的方法 

発明の同一性の問題は、発明の新規性(特法 29(1))の問題だけでなく、公知例

外主張出願(特法 30)、拡大された先願(特法 29(3)、(4))、正当な権利者の保護

(特法 33、34)、先願(特法 36)、特許を受けることができる権利の継承(特法 38(2)、

(3)、(4))、分割出願(特法 52)、変更出願(特法 53)、及び優先権主張出願(特法

54、55)などの適合性を判断する際にも発生する問題であり、本章の同一性判断

基準は上記の各部分から準用する。 

(1)同一性の判断は、請求項に記載された発明と引用発明について発明の構成を

対比して両者の構成の一致点と差異点を抽出して判断する。 

(2)請求項に記載された発明と引用発明の構成に差異点がある場合には同一の

発明ではなく、差異点がなければ請求項に記載された発明と引用発明は同一の

発明である。 

(3)請求項に記載された発明と引用発明が全面的に一致する場合は勿論、実質的

に同一である場合も同一の発明である。 

 

6.3 発明が実質的に同一である場合 

発明が実質的に同一である場合とは、引用発明と請求範囲に記載された発明

が単純な表現の相違、単純な効果に対する認識の相違、単純な目的の相違、単純

な構成の変更、単純な用途の相違及び単純な用途限定の有無など、発明の思想に

は実質的に何ら影響を及ぼさず、ただ非本質的事項(付随事項)に差異があるに

過ぎない場合である。 

(例)拡大された先願に関する「特許法」第 29条第 3項において規定する発明の

同一性の有無の判断は、両発明の技術的構成が同一であるか否かによるも

のの、発明の効果も参酌しなければならないが、技術的構成に差異があって

もその差異が課題解決に向けた具体的手段における周知・慣用技術の付加・

削除・変更などであり、新しい効果の発生がない程度に過ぎないのであれ

ば、両発明は互いに実質的に同一であるとみなすべきである(大法院

2008.3.13.宣告 2006フ 1452 判決を参考)。 
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6.3.1 単純な表現の相違 

単純な表現の相違とは、請求範囲の表現は異なるが実質的に同一の内容であ

ることをいい、単純なカテゴリーの相違も単純な表現の相違に属する。 

(例)海水中に海水に溶解されない冷却剤を吹き込んで海水中の水分を分離する

ことによって「海水を淡水化する方法」と「海水を濃縮化する方法」の場合 

 

6.3.2 単純な効果に対する認識の相違 

単純な効果に対する認識の相違とは、両発明の構成が同一であるため、これに

よる作用効果も同一であるにもかかわらず、単に作用効果の認識において差異

がある程度に過ぎない場合をいう。 

(例)ポリエチレンで被覆した電線を要旨にする発明であって、先願は絶縁性に

優れた効果があるとし、後願は高周波特性に優れているとして両者の効果

に対する認識が相違する場合 

 

6.3.3 単純な目的の相違 

単純な目的の相違とは、両発明の構成は同一であるが、目的という主観的な意

図は異なることをいう。 

 

6.3.4 単純な構成の変更 

単純な構成の変更とは、ある発明についてその構成を変更することにより構

成が異なる発明になったとき、その変更が目的達成に向けた具体化手段として

通常の技術者によって一般的に採用される程度の技術手段の単純な置換、付加

又は削除などに該当するものであって、その変更により発明の目的及び効果に

格別の差異が生じない場合をいい、次に示すような「単純な慣用手段の転換」、

「単純な慣用手段の付加又は削除」、「単純な材料変換又は均等物の置換」、「単純

な均等手段の転換」、「単純な形状、数又は配列の限定又は変更」、「単純な数値の

限定又は変更」などが含まれる。 
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(1)単純な慣用手段の転換 

ある発明について、その構成を変更することにより構成が異なる発明になっ

たとき、その変更が慣用手段の転換に該当するものであって、その変更により発

明の目的及び効果に格別の差異が生じない場合、このような構成の変更は単純

な慣用手段の転換である。 

(例)「天然果汁をベントナイトを使用して清澄した後、これを真空凍結乾燥する

粉末天然果汁の製法」と、「天然果汁を硅藻土を使用して清澄した後、これ

を真空凍結乾燥する粉末天然果汁の製法」 

(2)単純な慣用手段の付加又は削除 

ある発明について、その構成を変更することにより構成が異なる発明になっ

たとき、その変更が慣用手段の付加又は削除に該当するものであって、その変更

により発明の目的及び効果に格別の差異が生じない場合、このような構成の変

更は単純な慣用手段の付加又は削除である。 

(例)「トルエンをニトロ化することを特徴とする P-ニトロトルイジンの製法」

と「トルエンをニトロ化して P-ニトロトルエンとして、続いてこれを還元

することを特徴とする P-トルエンの製法」(ただし、「P-ニトロトルエンを

還元することを特徴とする P-トルイジンの製法」は、慣用手段とする) 

(3)単純な材料の変換又は均等物の置換 

ある発明について、その構成を変更することにより構成が異なる発明になっ

たとき、その変更が互換性を有し、また、同一機能を有する公知の材料又は物の

置換に該当するものであって、その変更により発明の目的及び効果に格別の差

異が生じない場合、このような構成の変更は単純な材料の変換又は均等物のお

置換である。 

(例)「コンクリート製杭の外周に刃を作った基礎杭」と「杭の外周に刃を作った

基礎杭」 
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(4)単純な均等手段の転換 

ある発明について、その構成を変更することにより構成が異なる発明になっ

たとき、その変更が互換性を有し、また、同一機能を有する公知の手段の転換に

該当するものであって、その変更により発明の目的及び効果に格別の差異が生

じない場合、このような構成の変更は単純な均等手段の転換である。 

(5)単純な形状、数又は配列の限定又は変更 

ある発明について、その構成を変更することにより構成が異なる発明になっ

たとき、その変更が目的及びその他構成からみて、その技術分野において通常の

知識を有する者によって普通に採用されると認められる程度の形状、数又は配

列の限定若しくは変更に該当するものであって、その変更により発明の目的及

び効果に格別の差異が生じない場合、このような構成の変更は単純な形状、数又

は配列の限定若しくは変更である。 

(6)単純な数値の限定又は変更 

ある発明について、その構成を変更することにより構成が異なる発明になっ

たとき、その変更が目的及び効果からみて、その技術分野において通常の知識を

有する者によって普通に採用されると認められる程度の数値の限定又は変更に

該当するものであって、その変更により発明の目的及び効果に格別の差異が生

じない場合、このような構成の変更を単純な数値の限定又は変更という。 

 

6.3.5 単純な用途の差異 

単純な用途の差異とは、構成に差異がある両発明においてその差異が用途の

差異であると表示されているだけであって、その用途の差異がその他構成から

導き出される用途の相互間の差異に過ぎない場合をいう。 

(例 1)「化合物 Bからなる塩化ビニル樹脂の可塑剤」と「化合物 Bからなる塩化

ビニル樹脂の変色防止剤」 

(例 2)「化合物 Aを山野に散布する野ウサギの忌避方法」(野ウサギ忌避剤 A)と

「化合物 Aを山野に散布する鹿の忌避方法」(鹿忌避剤 A) 
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6.3.6 用途限定の有無 

単純な用途限定の有無とは、両発明においてその差異が用途限定の有無で表

示されているだけであって、その用途がその他構成から当然導き出される用途

の限定に過ぎない場合をいう。 

(例)「断面が平らな糸で構成された網」と「断面が平らな糸で構成された漁網」 
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第 5 章 先願 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 36条(先願)①同一の発明について異なった日に二つ以上の特許出願が

ある場合は、先に特許出願した者のみがその発明について特許を受けること

ができる。 

②同一の発明について同じ日に二つ以上の特許出願がある場合は、特許出願

人間で協議を行って決めた一人の特許出願人のみがその発明について特許を

受けることができる。ただし、協議が成立しない、又は協議をすることができ

ない場合はどの特許出願人もその発明について特許を受けることができない。 

③特許出願された発明と実用新案登録出願された考案が同一である場合、そ

の特許出願と実用新案登録出願が異なる日に出願されたものであれば、第 1

項を準用し、その特許出願と実用新案登録出願が同じ日に出願されたもので

あれば、第 2項を準用する。 

④特許出願又は実用新案登録出願が次の各号のいずれかの一つに該当する場

合、その特許出願又は実用新案登録出願は、第 1 項から第 3 項までの規定を

適用するときには最初からなかったものとみなす。ただし、第 2 項ただし書

き(第 3 項により準用される場合を含む)に該当し、その特許出願又は実用新

案登録出願について拒絶決定又は拒絶する旨の審決が確定した場合は、この

限りでない。 

1．放棄、無効又は取下げになった場合 

2．拒絶決定又は拒絶する旨の審決が確定した場合 

⑤発明者又は考案者ではない者であって、特許を受けることができる権利又

は実用新案登録を受けることができる権利の承継人ではない者がした特許出

願又は実用新案登録出願は、第 1 項から第 3 項までの規定を適用するときに

は、最初からなかったものとみなす。 

⑥特許庁長は、第 2 項の場合、特許出願人に期間を定めて協議の結果を届け

出ることを命じ、その期間内に届出がなければ第 2 項による協議は成立しな

かったものとみなす。 
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2. 特許法第 36条の趣旨 

 

特許法第 36条は先願主義を規定しているものであり、同一の技術思想に対し

ては最も先に出願した者に権利を付与するようにする規定である。特許制度は

公開の代償として一定期間独占権を付与する制度であり、一つの技術思想に二

重で独占権を付与することは特許制度の本質に反するため、重複特許排除の原

則を実現するために導入された。[2002フ 1937] 

 

3. 適用要件 

3.1 同一発明 

(1)先願主義は、相違する出願に記載された同一性のある発明間に適用される。

発明が同一であるか否かは、請求項に記載された発明(発明と考案が同一である

か否かを含む。以下同じ)間に技術的思想が同一であるか否かによって定められ

る。[特法 36(1)] 

(2)請求項が 2以上である場合は、各請求項毎に発明の同一性を判断する。 

(3)特許法第 36条は、発明者又は出願人の同一性に関係なく適用される。 

(4)請求項の発明間の技術的思想の同一性の判断は、発明を成す構成を相互対比

して判断する一方で、次のような手順による。 

①請求項に記載された発明を特定する。請求項に記載された発明の特定方法は、 

「第 2章 新規性」と同一である。 

②請求項に記載された発明を相互対比して、両者の構成における一致点と差異

点を明確にする。 

③両者の構成に差異点がなければ同一である。両者の構成に差異がある場合も

「第 4 章 拡大された先願の第 6 節」の場合は、同一性がある(実質的同一を

含む)とみなす。 

 

3.2 先願の地位を有しない出願
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(1)特許出願又は実用新案登録出願が無効・取下げ又は放棄される、若しくは拒

絶決定又は拒絶する旨の審決が確定した場合、その特許出願又は実用新案登録

出願は、先願の地位を有しない。[特法 36(4)] 

ただし、拒絶決定又は拒絶する旨の審決が確定した出願であっても、特許法第

36 条第 2 項後段(第 3 項の規定により準用される場合を含む)の規定に該当し、

その理由により拒絶決定又は拒絶する旨の審決が確定した場合には、先願の地

位を有する(2006年 3月 3日以降の出願から適用)。 

(注)上記のただし書きの規定は、その拒絶決定の理由が先願主義に違背するも

のであるときは、先願の地位を排除しないようにすることにより、出願人間

の協議不成立により拒絶決定された後、再び出願して特許を受けようとす

るケースを防止するためのものである。 

(2)発明者又は考案者ではない者であって、特許又は実用新案登録を受けること

ができる権利を継承しない者の特許出願又は実用新案登録出願も特許法第 36条

所定の先願の地位を有しない。[特法 36(5)] 

 

4. 審査方法 

 

4.1 判断基準日の認定 

(1)出願日が同一であるか否か、又は最先願であるか否かを判断するための判断

基準日は、次のように認める。 

①優先権主張を伴わない出願については、実際の出願日を判断基準日とする。 

②パリ条約による優先権主張を伴う出願であって優先権主張の基礎になる出

願の明細書又は図面に記載された発明については、優先権主張の基礎にな

る出願の出願日を判断基準日とする。複数の優先権を主張する出願につい

ては、発明毎に判断して最先日を判断基準日にする。[特法 54(1)] 

③国内優先権主張を伴う出願であってその優先権主張の基礎になる先願の出

願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明については、そ

の優先権主張の基礎になる先願の出願日を判断基準日とする。複数の優先

権を主張する出願については、発明毎に判断して最先日を判断基準日にす
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る。マーカッシュ形式の請求項などは同一請求項内でも判断基準日が異な

ることに注意する。[特法 55(3)] 

④分割出願及び変更出願は、原出願日を判断基準日とする。[特法 52(2)、

53(2)] 

⑤正当な権利者による出願は冒認出願日を判断基準日とし、その冒認出願は

最初からなかったものとみなして判断基準日を認めない。[特法 34、35] 

(2)国際特許出願の場合は、出願日によって次のように最先願を判断するための

判断基準日を認める。 

①当該出願が 2014年 12月 31日以前の出願である場合 

大韓民国を指定国にする国際出願については、国際出願の明細書・請求範囲

又は図面の出願翻訳文に記載された発明に関して国際出願日を判断基準日

に認める。[特法 199] 

決定により特許出願又は実用新案登録出願とみなす国際出願については、

その国際出願の明細書・請求範囲又は図面の出願翻訳文に記載された発明

に関して特許法第 214条第 4項又は実用新案法第 40条第 4項により定めら

れた出願日を判断基準日に認める。[特法 214] 

②当該出願が 2015年 1月 1日以降の出願である場合 

大韓民国を指定国にする国際出願については、国際出願の明細書又は図面

に記載された発明に関して国際出願日を判断基準日に認める。[特法 199] 

決定により特許出願又は実用新案登録出願とみなす国際出願については、

その国際出願の明細書又は図面に記載された発明に関して特許法第 214 条

第 4項又は実用新案法第 40条第 4項により定められた出願日を判断基準日

に認める。[特法 214] 

 

4.2 異なる日に 2以上の出願がある場合 

(1)同一の発明について異なる日に 2以上の特許出願があるときには、先に出願

した者のみがその発明について特許を受けることができる。特許出願に関する

発明と実用新案登録出願に関する考案が同一である場合にも、先に出願した者

のみがその発明又は考案について特許又は実用新案登録を受けることができる。

[特法 36(1)] 
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(2)同一発明について異なる日に 2以上の出願がある場合には、次の通りに審査

する。 

①出願人と発明者が相異し、先願が出願公開又は登録公告された場合には、後願

に対して特許法第 29 条第 3・4 項の規定を優先的に適用する。拡大された先願

の規定は、先願の請求範囲が確定する前であっても出願公開などがされていれ

ば、その他出願の明細書又は図面の範囲内において柔軟に適用することができ

るためである。[特法 29(3)] 

もし、先願が公開されていなければ、先願が出願公開又は登録公告される時まで

後願の審査を保留する。[規定 7(1)(1)] 

②後願の出願時の出願人と先願の出願人が同一である、又は先願と後願の発明

者が同一である場合は、特許法第 29条第 3項又は第 4項を適用することができ

ないため、特許法第 36条の規定を適用しなければならない。このとき、同一発

明に関する後願であるという拒絶決定をする場合には、先願の請求範囲が確定

した以降にしなければならない。[特則 40] 

 

先後願人の

同一性 

先願の 

公開有無 
後願の審査着手の有無 

同一 

公開 
審査に着手して第 36条第 1項により拒絶理由通知 

(先願の請求範囲が確定した後に特許可否決定) 

未公開 

審査に着手して第 36条第 1項により拒絶理由通知 

(先願の出願番号と請求項に記載された発明のみを適示し、先願

の請求範囲が確定した後に特許可否決定) 

相異 
公開 

審査に着手して第 29条第 3項、第 4項により拒絶理由通知 

(ただし、発明者が同一である場合は第 36条第 1項を適用) 

未公開 先願が公開される時まで審査着手を保留 
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4.3 同じ日に 2 以上の出願がある場合 

(1)同一の発明について同じ日に 2以上の特許出願があるときには、特許出願人

の協議により定められた一人の特許出願人のみがその発明について特許を受け

ることができ、協議が成立しない、又は協議をすることができないときには、ど

の出願人も特許を受けることができない。[特法 36(2)] 

(2)協議をすることができないときとは、①相手方が協議に応じないなどの理由

により協議をすることができない場合、及び②同一の発明に関する 2 以上の出

願のいずれかの一つの出願が特許(実用新案登録)を受ける、又は特許法第 36条

第 2 項後段(第 3 項の規定により準用される場合を含む)の規定に該当して、こ

れを理由に拒絶決定又は拒絶する旨の審決が確定した場合をいう。 

(3)協議が成立すると、特許法施行規則別紙第 20 号書式の権利関係変更届出書

を提出しなければならず、協議結果によって競合する出願の取下げなど関連手

続きを同時にしなければならない。権利関係変更届出書のみが提出され、協議結

果による手続きを履行しない場合には、協議が成立しなかったものとみなして

処理する。[特則 34(1)、(2)] 

(参考)協議要求書を受けた出願人は、当事者間の協議なく補正書を提出して競

合する対象発明を異にする、又は削除することにより、競合状態を脱して

拒絶理由を解消することができる。 

(4)特許出願に関する発明と実用新案登録出願に関する考案が同じ日に同一の

事項で出願された場合であっても、前記(1)～(3)と同じく取り扱う。 

 

4.4 競合出願審査の具体的な内容 

(1)競合出願の有無の確認 

同一の発明について同じ日に 2 以上の出願があるか否かを確認して、競合出

願が見つかった場合には、出願人が同一であるか否かを確認する。 

競合出願が無効・取下げ・放棄される、又は特許法第 36 条第 2項若しくは第

3項ではない拒絶理由により拒絶決定が確定した場合、又は無権利者の出願に該

当する場合は、当該競合出願の先願の地位が排除されるため、当該出願について

競合出願が最初からなかったものとみなして審査手続きを進行する。[特法

36(4)、(5)]
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(参考)審査実務において競合出願が発生する場合は、出願人又は発明者が異な

るケースは少なく、主に出願人が分割出願をする際に原出願の請求範囲

を誤って補正するケースが大部分である。 

(2)出願人が異なる場合 

競合出願が特許を受けるなど協議をすることができない場合には、当該出願

に関する審査を進行する。競合出願が特許を受けた場合は、出願人間の実質的な

協議のために競合出願人に対して競合事実をオンナラ・システム(「政府業務処

理システム」をいう)を利用して通知する。当該出願の出願人には拒絶理由を通

知する際に競合事実を記載して通知する。 

競合出願と協議することができる場合は、競合出願の審査請求の有無を確認

する。 

①競合出願が公開され審査請求されている場合 

競合出願が審査請求されている場合には、期間を指定して特許庁長の名義

で協議を要求する。この場合、審査官は競合出願と当該出願の両方に対して

協議を要求する共に特許法第 36 条第 2 項又は第 3 項の拒絶理由(他の拒絶

理由がある場合には、その拒絶理由を含めることができる)を通知する。協

議要求と拒絶理由通知は、それぞれの通知書により通知することを原則と

するが、審査能率を考慮して(協議要求時に競合が容易に解消できる場合な

ど)協議要求のみを優先することもできる。 

協議要求を受けた後、出願人が指定期間内に協議結果に関する届出及び協

議結果に関する措置をして、特許法第 36条第 2項又は第 3項の拒絶理由を

解消し、他の拒絶理由がない場合には特許決定し、拒絶理由があってその拒

絶理由が既に通知した拒絶理由である場合には拒絶決定する。 

②競合出願が公開されていない、又は審査請求されていない場合 

競合出願が公開・審査請求される、又は取下げ若しくは放棄されるまで審査

を保留する旨を当該出願の出願人に通知する。[規定 7(1)(6)] 
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(3)出願人が同一である場合 

①競合出願が特許拒絶される、又は特許法第 36条第 2項又は第 3項の拒絶理

由により拒絶決定された場合は、審査官は特許法第 36条第 2項又は第 3項

の拒絶理由(他の拒絶理由がある場合は、その拒絶理由を含む)を通知する。 

②競合出願が特許決定前であれば、審査官は特許法第 36条第 2項又は第 3項

の拒絶理由を確認せずその他拒絶理由を通知する。出願人が補正した後に

通知された他の拒絶理由が解消されていなければ、拒絶決定する。一方、既

に通知された拒絶理由がすべて解消された場合、審査官が再び審査する時

に競合出願の特許可否が決定されておらず、第 36条第 2項又は第 3項の拒

絶理由を除外した拒絶理由を見つけることができないときには、登録決定

する。しかし、審査官が再度審査する時に競合出願が特許決定され、第 36

条第 2 項又は第 3 項の拒絶理由が存在していれば、当該出願に対して第 36

条第 2 項又は第 3 項の拒絶理由を通知する。このとき、競合出願の請求範

囲が最後に補正された日より遅れて当該出願の請求範囲が補正された場合

(他の拒絶理由があれば、すべて最後拒絶理由である場合)であれば最後拒

絶理由を通知し、そうでなければ最初拒絶理由を通知する。 

ただし、競合出願が特許決定前であっても、当該出願の特許可否を決めると

き、競合出願が特許決定され、第 36条第 2項又は第 3項の拒絶理由を通知

しなければならないと予想される場合には、特許法第 36 条第 2 項又は第 3

項の拒絶理由を他の拒絶理由と共に通知することができる。このとき、審査

官は協議要求を同時にする。 

(4)協議要求後の指定期間の延長 

協議要求と拒絶理由通知を同時にした場合、指定期間を延長しようとする出

願人は、意見書提出に関する指定期間の延長だけでなく協議要求時に指定した

期間も延長申立をすることができる。[特法 15(2)、規定 23] 
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5. 審査の留意事項 

 

(1)競合出願が設定登録されて協議することができない場合、その特許権又は実

用新案権を放棄するからといって協議できる状態に変わる、又は競合状態が解

消されるわけではない。これを認める明文の規定がないだけでなく、特許権など

の放棄は出願の放棄とは違って遡及効がないため、特許権を放棄しても競合状

態の出願がなかったものになるのではないためである。[2005フ 3017] 

(参考)旧特許法(2001 年 2 月 3日法律第 6411号に改正される前のもの)第 36 条

第 3 項などの適用に当たって、特許権又は実用新案権の放棄により競合

出願の瑕疵が直され、第三者に対する関係において特許権の効力を主張

することができるとみなすのは明文の根拠がないだけでなく、権利者が

放棄の対象と時期を任意に選択することができるため、権利関係が不明

確な状態に置かれるようになるなど法的安定性を害するおそれがある点、

特許権又は実用新案権の放棄はその出願の放棄とは違って遡及効がない

にもかかわらず、結果的にその放棄に遡及効を認めることになって不当

であり、さらに特許権などの放棄は、登録だけで構成されて対外的な公示

方法では充分ではない点などを総合すると、出願が競合した状態におい

て登録された特許権又は実用新案権のどちらについて事後権利者がその

権利を放棄したとしても、競合出願による瑕疵が直されるとは見難い(大

法院 2007.1.12.宣告 2005フ 3017判決)。 

(2)設定登録された出願が無効に確定される場合、第 36 条第 4 項の先願の地位

の喪失と第 133 条第 3 項の特許無効の遡及効を勘案し、先願の地位を喪失した

ものとみなす。[2014原 7914] 

(参考)同一人が同一の考案について同じ日に競合出願をしていずれも登録され

た場合、その後一方の登録が無効に確定されたのであれば、その他登録を

維持・存続させることが妥当であり、当初、競合出願であったという事実

だけでその他登録まで無効にみなしてはならない(大法院 1990.8.14.宣

告 89フ 1103判決)。 
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(3)特許決定された後、納付期間、追加納付期間、補填期間及び回復期間まで特

許料を正常に納付しなかった場合は、その出願は放棄したものとみなして先願

の地位が排除されることに留意する。[特法 81(3)、特法 81の 2(2)] 

(4)競合出願があってもこれを拒絶理由にして通知する、又は論ずることをせず、

他の拒絶理由を挙げて拒絶決定をすることができる。我が国の特許法において

は拒絶理由があれば 意見書提出の機会を付与した後、拒絶決定することができ

ることを規定しているだけで、すべての拒絶理由を挙げて拒絶するように強制

していないためである。[97フ 2576] 

(参考)同一の考案について同じ日に 2 以上の実用新案登録出願があるが、その

考案が新規性又は進歩性に欠けている場合、旧実用新案法第 7条第 2項、

第 6 項所定の「出願人間の協議手続きなど」を経ずに行った拒絶査定は

適法である(大法院 2000.1.21.宣告 97フ 2576判決)。 

(5)先願の下位概念発明を、後願において上位概念発明に表現したことによる差

異である場合には、両者が同一のものであるとみなす。 

(6)発明 A及び Bの出願日が同じ場合において、発明 Aを先願にして発明 Bを後

願であると仮定して両者を対比したとき、後願の発明 B が先願の発明 A と実質

的に同一であるとしても、発明 B を先願にして発明 A を後願であると仮定して

両者を対比したところ、発明 A が発明 B と実質的に同一ではなくなった場合に

は、両者が同一ではないものとみなす。 
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第 6 章 不特許発明など 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 32 条(特許を受けることができない発明)公共の秩序又は善良な風俗

を害する、又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については第 29 条第 1

項にもかかわらず、特許を受けることができない。 

 

2. 特許法第 32条の趣旨 

 

本条は、公益のための不特許対象を規定した条文であり、「公共の秩序又は善

良な風俗を害する、又は公衆の衛生を害するおそれがある発明」は、特許法第 29

条の規定により特許要件を備えた発明であっても特許を受けることができない

旨を明らかにし、そのような発明を列挙した規定である。しかし、本条に該当す

る発明は、法第 29条の特許要件を備えているか否かを確認するまでもなく、本

条違反により拒絶決定する。 

 

3. 特許を受けることができない発明 

 

3.1 公序良俗を害する発明 

公共の秩序、善良な風俗を害する発明、すなわち、公序良俗を害する発明が不

特許事由になっている。一般的に両者を区別せずに使用しているが、より明確に

区別すると、「公共の秩序」は国家社会の一般的利益を意味し、「善良な風俗」は

社会の一般的・道徳的観念を示している。 

このように公序良俗を害するものに対して特許を許与してはならないという

ことは、特許法の目的を考慮しなくても社会通念上当然のことである。 
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(1)性具に関する発明であって、①特許発明の対象の物が露骨に人の特定の性的

部位などを赤裸々に表現又は描写する淫乱な物に該当する、又は②発明の実施

が公然の淫乱行為を必然的に伴うと予想される、又はこれに準じる程度に性的

な道の観念に反する発明は、公序良俗に反するものと認める。すなわち、発明の

実施が私的空間において行われると予想される場合は、公序良俗を害する恐れ

があるという理由だけで特許を受けることができない発明とみなして本規定を

適用してはならない。[2014ホ 4555] 

(2)人体を使用する発明であって、その発明を実行する時に必然的に身体を損傷

させる、又は身体の自由を非道徳的に拘束する発明及び人間の尊厳性を損傷さ

せる結果を招きかねない発明については、公序良俗を害する恐れがあるものと

みなす。 

しかし、人体から自然的に排出される尿、胎盤など又は人間に危害を与えない

人為的方法により得られた血液などを原料にする発明については、公序良俗を

害する恐れがないと認める。ただし、食品に関する発明の場合は、病気の治療な

ど特殊な目的ではなく日常的な摂取のためであることを踏まえると、人体の一

部又は人体の排出物を食品の材料として使用することは倫理的に許容されない

ため、認められない。 

(参考)食品医薬品安全処告示「食品の基準及び規格」の[別表 3]「食品に使用す

ることができない原料」の目録には、人間の胎盤と血液を食品に使用する

ことはできないと規定している。 

(3)当該発明の本来の目的以外に不当に使用した結果、公序良俗を害する場合ま

でをいうものではないとみるべきであろう。例えば、当該発明に関する器具(ビ

ンゴゲーム)は、純粋な娯楽用で提供されることを目的にしており、賭博行為そ

の他の不正行為用で提供することを目的にしていないことが明細書の記載内容

上明らかであり、また、当該発明の内容に照らし合わせて当該装置を純粋な娯楽

用で提供し、不正行為用で提供しないことができると認められる場合は、当該装

置が不正行為の用途で提供される可能性があるという理由だけで公序良俗を害

する恐れがあるとみなすことはできない。 
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3.2 公衆衛生を害する恐れがある発明 

公衆衛生を害する恐れがある発明においても公序良俗を害する恐れがある発

明の場合と同一に取り扱い、これに該当するか否かの判断も前述した公序良俗

を害する場合に準じて考慮すべきであろう。 

当該発明が製造方法である場合、その方法自体が公衆衛生を害する恐れがあ

るか否かを判断しなければならないだけでなく、その製造方法の目的生成物が

公衆衛生を害する恐れがあるか否かについても考慮しなければならない。当該

発明の方法によって得られた物が学術書において有害であると記されている場

合であっても、福祉部が薬事法に基づいて製造を許可している場合は、当該学術

書の記載により公衆衛生を害する恐れがあるものに該当するとみなすことはで

きない。 

また、発明本来の有益な目的は達成されるものの、その結果、公衆の衛生を害

する恐れがある場合は、その害を除去する手段があるか否かを判断する、又はそ

の効果のプラス・マイナスを比較衡量することも必要であろう。 
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第 1 章 補正制度の概要 

 

1. 特許法第 47条 

 

特許法第 47 条(特許出願の補正)①特許出願人は、第 66 条による特許決定の謄

本を送達する前までに特許出願書に添付した明細書又は図面を補正すること

ができる。ただし、第 63条第 1項による拒絶理由の通知(以下、「拒絶理由通

知」という)を受けた後は、次の各号の区分による期間(第 3 号の場合は、そ

の時)に限って補正することができる。 

1. 拒絶理由通知(拒絶理由通知に関する補正により発生した拒絶理由に対す

る拒絶理由通知は除く)を最初に受ける、又は第 2号の拒絶理由通知ではな

い拒絶理由通知を受けた場合：当該拒絶理由通知による意見書の提出期間 

2. 拒絶理由通知(第 66条の 3第 2項による通知をした場合は、その通知前に

した拒絶理由通知は除く)に関する補正により発生した拒絶理由に対する

拒絶理由通知を受けた場合：当該拒絶理由通知による意見書の提出期間 

3. 第 67 条の 2による再審査を請求する場合：請求する時 

②第 1 項による明細書又は図面の補正は、特許出願書に最初に添付した明細

書又は図面に記載された事項の範囲内でしなければならない。この場合、外国

語特許出願に関する補正は、最終の韓国語翻訳文(第 42 条の 3 第 6 項前段に

よる訂正がある場合は、訂正された韓国語翻訳分をいう)、又は特許出願書に

最初に添付した図面(図面のうち説明の部分は除く)に記載された事項の範囲

においてもしなければならない。 

③第 1 項第 2 号及び第 3 号による補正のうち請求範囲に関する補正は、次の

各号のいずれかの一つに該当する場合に限ってすることができる。 

1. 請求項を限定又は削除する、若しくは請求項に付加して請求範囲を減縮す

る場合 

2. 間違って記載された事項を訂正する場合 
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3. 不明りょうに記載された事項を明確にする場合 

4.第 2 項による範囲を超えた補正について、その補正前の請求範囲に戻る、

又は戻って請求範囲を第 1号から第 3号までの規定に従って補正する場合 

④第 1 項第 1 号又は第 2 号による期間に補正をする場合は、各々の補正手続

きにおいて最後補正の前にしたすべての補正は、取り下げられたものとみな

す。 

⑤外国語特許出願の場合は、第 1項本文にもかかわらず、第 42条の 3第 2項

により国語翻訳文を提出した場合に限って明細書又は図面を補正することが

できる。 

 

2. 補正制度の趣旨 

 

明細書又は図面の補正制度は、同一発明については先に出願した者のみが特

許を受けることができる先願主義の下、出願を急ぐ中で発生する明細書作成の

不完全性を解消して出願人の権利を保護することができる方案を模索するため

に導入された制度である。[2005 フ 2526、97控原 2469] 

出願後、特定期間及び条件の下において明細書を補正する場合、その補正事項

は最初出願日に遡及して効果が発生する。 

一方、審査着手後に補正する場合は、審査結果が無為に帰し、審査が遅れる恐

れがあるため、審査の円滑な進行のために審査の着手前までは自由に補正する

ことができるようにする一方で、拒絶理由を通知した後は補正時期を厳格に制

限して審査処理の遅延を防止している。また、明細書などの補正により当初明細

書などに記載されていなかった発明が追加される場合、その内容は元の出願日

に遡及して効果が発生するので先願主義に反し、第三者に不測の損害を与える

恐れがあるため、補正の範囲を厳格に制限している。[特法 47(1)] 
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3. 補正要件 

 

3.1 補正手続きの要件 

(1)明細書又は図面を補正することができる者は、補正当時のその出願の出願人

である。出願人が複数である場合、補正は出願人全員が手続きをする必要はな

く、出願人各自が補正することができる。[特法 47(1)、特法 11、特則 13] 

(2)明細書などを補正するためには、補正対象になる出願が特許庁に係属中でな

ければならない。従って、出願が無効、取下げ又は放棄される、若しくは拒絶決

定が確定した場合は補正することができない。 

(参考)出願が特許庁において係属中である場合とは、出願について特許庁が特

許を許与(特許法第 87条第 2項による設定登録をいう)するために必要な

行政行為をすることができる状態を意味し、出願が無効、取下げ、放棄さ

れる、又は設定登録される、若しくは拒絶決定が確定した時は出願係属中

ではない。 

 

3.2 補正の実体的要件 

(1)明細書などの補正範囲は、補正期間によってそれぞれ規定している。審査着

手前に自発補正することができる期間及び最初拒絶理由通知に対する意見書提

出期間内の補正は新規事項の追加が禁止されるが、最後拒絶理由通知に対する

意見書提出期間内の補正及び再審査を請求するときに行う補正の場合には、新

規事項の追加禁止だけでなく、請求範囲を減縮しなければならないなど補正の

範囲がさらに制限される。[特法 47(1)(1)~(3)] 

(2)実体的要件を満たさない補正に対する取扱い方法も、補正期間によって定め

られる。詳しい事項は次の表の通りである。[特法 62、51、133] 
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補正期間 

補正の範囲 
不適切な補正の 

取扱い 発明の 

説明・図面 
請求範囲 

①特許決定謄本の送達前 

②最初拒絶理由通知に対す

る意見書提出期間内 

新規事項の追加禁止 
審査中:拒絶理由 

登録後:無効理由 

①最後拒絶理由通知に対す

る意見書提出期間内 

②再審査を請求する時 

新規事項の

追加禁止 

新規事項の

追加禁止 + 

請求範囲の

減縮要件な

どの追加 

審査中:補正却下 

登録後:無効理由 

(特許法第 47 条第 3項

の要件は除く) 

 

4. 補正期間 

 

4.1 自発補正期間 

自発補正期間は、特許法第 47条第 1項による補正期間のうち特許庁長が特許

決定の謄本を送達する前までの期間であって、特許法第 47条第 1項各号の期間

を除いた期間である。ここで特許庁長が特許決定の謄本を送達した時とは、審査

官が特許決定の謄本を発送した時をいう。従って、審査官が特許決定の謄本を発

送した後、出願人が特許決定の謄本を受け取っていない期間中に補正書を提出

した場合、その補正は認められない。[特法 47(1)本文] 

審査官が特許法第 36条及び第 38条による協議要求又は分割出願の不認定(予

告)通知などにおいて指定した期間が特許決定の謄本を送逹する前であって、拒

絶理由通知を受ける前であれば、明細書などを自発補正して特許法第 36条によ

る拒絶理由又は分割不認定理由などを解消することができる。 

(参考)審査官が最初拒絶理由を通知した後、出願人がその意見提出通知書を受

ける前までは自発補正期間に相当する。 
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4.2 拒絶理由通知にともなう意見書提出期間 

(1)出願人は、特許法第 63 条の規定による拒絶理由通知を最初に受けた場合、

又は特許法第 47条第 1項第 2号の拒絶理由通知(最後拒絶理由通知)ではない拒

絶理由通知を受けた場合は、当該拒絶理由通知による意見書提出期間内に限っ

て明細書などに関する補正書を提出することができる。[特法 47(1)(1)] 

意見書の提出期間は通常 2カ月以内で指定する一方、特許法第 15条第 2項に

より出願人の指定期間延長の申立がある場合は延長できる。ただし、4カ月を超

える場合は、審査官の期間延長承認の有無によって延長が決定される。[特則

16(1)、規定 23(1)、(3)、特法 15(2)] 

特許法第 47 条第 1 項第 1 号における意見書提出期間とは、特許法第 63 条規

定による意見書の提出期間に限定されるため、特許法第 36条第 6項による協議

要求期間又は特許法第 46条による手続き補正期間などはこれに該当しない。[特

法 63、47(1)] 

(2)特許法第 47 条第 1 項第 2 号に該当する拒絶理由通知(最後拒絶理由通知)が

ある場合であっても、意見書を提出することができる期間内に限って明細書な

どの補正ができる。ただし、この期間中の補正は補正の範囲がさらに制限され

る。[特法 47(1)(2)] 

 

4.3 再審査を請求する時 

特許出願人は、特許法第 67条の 2により拒絶決定の謄本の送達を受けた日か

ら 30日以内に再審査を請求することができ、再審査の請求と同時に特許出願書

に添付された明細書又は図面を補正することができる。[特法 67 の 2、特法

47(1)(3)] 

特許拒絶決定に対する不服審判請求期間は、特許法第 15条第 1項の規定によ

って要件を満たした場合は延長ができるため、審判請求期間が延長された場合、

延長期間内に再審査請求と同時に補正することができる。[特法 15(1)] 
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第 2 章 補正の範囲 

 

1. 自発補正及び最初拒絶理由通知に対応した補正 

 

特許法第 47条第 2項において明細書又は図面の補正は「特許出願書に最初に

添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内で行うことができる」と

規定しており、特許法第 47条第 1項本文及び同項第 1号による補正においても

新規事項の追加が禁止される。この期間に行う明細書又は図面の補正について

新規事項の追加禁止以外の補正範囲の制限はない。[特法 47(2)] 

 

1.1 新規事項の追加禁止 

(1)出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲を超え

る事項を「新規事項」という。ここで最初に添付された明細書又は図面(以下、

「最初明細書など」という)に記載された事項とは、最初明細書などに明示的に

記載されている事項、又は明示的記載がなくても通常の技術者であれば出願時

の技術常識に照らして最初明細書などに記載されているものと同じであると理

解することができる事項をいう。[2005フ 3130、2006 ホ 11244] 

すなわち、通常の技術者が最初明細書などに記載された事項によって判断し

た結果、直接的に表現する記載はないが、記載されていると明らかに理解するこ

とができる事項は、新規事項ではない。 

(参考)特許法改正(2001.07.01.施行)により、従前の「要旨変更」という用語が

削除され、請求範囲だけでなく、発明の説明又は図面の補正も制限された

ことを受け、要旨変更とは異なる新しい概念の導入が必要になった。従っ

て「新規事項」という用語を採択し、「範囲内」の事項ではない新しい事

項であるという意味を明確にした。 
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(2)新規事項であるか否かの判断の対象は、補正された明細書又は図面であり、

このうちどちらであっても新規事項を追加する補正は許容されない。[特法

47(2)] 

(3)明細書などの補正によって追加された事項が新規事項であるか否かを判断

するための比較対象は、出願書に最初に添付された明細書又は図面である。ここ

で最初に添付されたとは、出願日まで出願書と共に提出されたことを意味し、出

願日以降の補正によって追加された事項は、最初に添付された明細書などに記

載された事項ではない。 

一方、外国語出願については第 5部第 5章「2．原文の新規事項及び韓国語翻

訳文の新規事項」を参考する。 

分割出願又は変更出願の場合において「特許出願書に最初に添付された明細

書又は図面に記載された事項」とは、分割出願をした日又は変更出願をした日に

当該分割出願書又は変更出願書に添付された明細書又は図面に記載された事項

をいい、分割出願又は変更出願の基礎になった原出願の明細書若しくは図面に

記載された事項ではない。[特法 47(1)本文] 

(4)明細書又は図面を補正した事項に新規事項の追加であるか否については、補

正された明細書又は図面に記載された事項(判断対象)が最初明細書などに記載

された事項(比較対象)の範囲内にあるか否かを判断して決定する。 

ここで「記載された事項の範囲内」とは、出願書に最初に添付された明細書又

は図面に記載された事項の範囲内において、外形上の完全な同一を意味するの

ではなく、通常の技術者が最初明細書などの記載から見て自明な事項も記載さ

れた事項の範囲内とみなす。[2005フ 3130] 

 

1.2 新規事項の追加禁止規定の具体的な判断方法 

(1)優先権主張の基礎になった第一国出願又は先願は、特許出願書に最初に添付

された明細書又は図面に該当しないため、新規事項の追加であるか否かの判断

の基礎に使用することができない。[特法 47(1)、55(3)] 

(2)要約書は、明細書又は図面に該当しないため、新規事項の追加であるか否か

を判断する基準になる最初明細書などに含まれない。 
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(3)未完成発明を完成させる補正をした場合、その補正は新規事項を追加したも

のになる。 

(4)上位概念を下位概念に補正して範囲を縮小しても(材質又は用途限定の場合

を含む)、最初明細書などにその下位概念が開示されている、又は出願時の技術

常識を参酌して通常の技術者にそのような上位概念であると説明しただけで補

正された下位概念として直ちに認識される程度でなければ、新規事項の追加に

該当する。 

(例 1)発明の説明の「透明板上側にガイド型の微細突起が形成されたプラスチッ

ク透明板体」を「透明板上側にガイド型の微細突起が形成された ABS材質

のプラスチック透明板体」に補正した場合、最初明細書などにおいて材質

を ABS樹脂に限定しておらず、透明板体のプラスチック材質を ABS樹脂に

することが通常の技術者にとって当然な事項でなければ、上記の補正は新

規事項の追加である。 

(例 2)○○回転体の制御装置において「○○回転体歯車部の回転量を感知するセ

ンサー」を「○○回転体歯車部の回転量を感知する近接センサー」に補正

した場合、○○回転体の制御装置分野における通常の技術者が○○回転体

歯車部の回転量を感知するセンサーと聞いて直ちに近接センサーに認識

する程度であれば、最初明細書など範囲内の補正とみなされる。 

(5)下位概念を上位概念に補正する場合、その上位概念のうち最初明細書などの

下位概念と比べて発明課題の解決の有無又は効果が異なる部分が含まれれば、

新規事項の追加に該当する。一部構成を削除する場合であっても、その削除され

る構成が最初明細書などにおいて課題の解決のために欠かせないものとして記

載されたものであれば、新規事項の追加に該当する。 

ただし、課題の解決とは関係なく任意で付加されて事項を削除して上位概念

になった場合は、最初明細書など範囲内の補正とみなされる。 

(例 1)請求項の「接触凸部は突出している凸曲面を持ち、凹部の幅方向の断面は

V 字形状をしているコネクター」を「接触凸部は突出している凸形状部を

持ち、凹部の幅方向の断面は V字形状をしているコネクター」に補正した

場合、「凸形状部」は「凸曲面」を含める上位概念にとられることができ 
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るが、凸形状部のうち面取り面の勾配が凹部の傾斜面の勾配と同一である

場合は、電気接触が異なるため、凸曲面を前提にした最初明細書などの効果

と相違する効果をもたらすため、このような補正は新規事項の追加に該当

する。[2006ホ 11244] 

(例 2)「車両の位置座標、速度及び識別コードを送受信する交通制御方法」を「車

両の位置座標と速度を送受信する交通制御方法」に補正する場合、車両の

位置座標と速度のみを送受信することは最初明細書などに記載されてい

ないが、最初明細書などを見ると発明の解決しようとする課題は車両の位

置座標と速度を通信することで達成されるものであり、識別コードは発明

課題の解決と関係なく任意で付加された事項に過ぎないことから、この補

正は最初明細書など範囲内で行われたものである。 

(6)数値範囲を追加する、又は変更若しくは減縮する補正の場合、新しい数値範

囲が最初明細書などに記載されておらず、最初明細書などの記載から自明では

ない場合は、新規事項の追加に該当する。 

(例)補正前の「ホットメルト接着剤を 120~220℃で加熱して溶融する」及び「ホ

ットメルト接着剤が接着される PE シートの圧出温度は 160~180℃である」

から「120~160℃の熱融点を持つホットメルト接着剤」に補正した場合、最

初明細書の記載を総合すれば、ホットメルト接着剤は 120~220℃で液体状態

であり、PE シートの圧出温度 160~180℃で溶融され、この圧出温度で溶融

されるためにはホットメルト接着剤の熱融点はそれより低くなるべきであ

ることは、自然法則上自明である。従って、「120~160℃の熱融点を持つホッ

トメルト接着剤」は、最初明細書などに記載されたものと同一であると理解

することができる事項である。[2009ホ 900] 

(7)請求項において一定の事項を除く補正(いわゆる、「除くクレーム」補正)は、

そのような除く限定によって最初明細書などに記載されたものとみなされない

新しい技術的事項が導入されるのでなければ許容される。特に医療方法に関す

る発明の対象が人間であるか動物であるか明示されていない場合、その発明が

特定の動物だけを対象にしているのではないことが自明であるときは、人間に

該当する部分を削除するために限定する補正は新規事項の追加とみなさない。 
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(例)「哺乳動物の治療方法」を「人間以外の哺乳動物の治療方法」又は「家畜の

治療方法」に補正した場合 

(8)最初明細書などにおいて独立して記載された個別構成又は各実施例を一つ

の発明に結合する補正を行う場合、そのような結合が最初明細書などに言及さ

れている、又は通常の技術者が出願時の技術常識に照らし合わせて当然想定す

ることができる程度でなければ、新規事項の追加に該当する。 

(例)「シェイキングレバー」を含む冷蔵庫(第 1実施例)と「移送部」を含む冷蔵

庫(第 2実施例)がそれぞれ記載されていたが、「シェイキングレバー」と「移

送部」をいずれも含む冷蔵庫を追加する補正をした場合、最初明細書に第 2

実施例は第 1 実施例のシェイキングレバーを移送部に代替したものである

と記載されており、一つの回転軸にシェイキングレバーと移送部を兼ね備

える場合は全く言及されていないため、このような補正は新規事項の追加

に該当する。 

(9)一般的に実施例又は試験例を追加する補正は、新規事項の追加に該当する。

ただし、最初明細書などの記載範囲内であるとみなされる場合は、新規事項の追

加に該当しない。 

(10)一般的に発明の新しい効果を追加する補正は、新規事項の追加に該当する。

ただし、最初明細書などに記載された発明の構成などから通常の技術者が当然

予測することができる程度である、又は最初明細書などに記載された発明の構

成がそのような効果を表すということが当該技術分野においてよく知られてい

る事実である場合は、新規事項の追加に該当しない。 

(11)先行技術の文献名を明細書に単純に追加する補正と先行技術の文献名と共

にその文献内容の簡単な要約を追加する補正は、新規事項の追加とみなさない。 

ただし、未完成発明を完成させる、又は発明の実施などに関する発明の記載要

件の不備を解消するために先行技術文献の内容を追加する補正、若しくは出願

発明の利点を提示するために出願発明と先行技術を比較する内容を追加する補

正は、一般的に新規事項の追加に該当する。 
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(例)請求項に記載された発明の実施に関連し、発明の説明に「発明の構成要素の

うち、多方向分配装置の具体的な実施については、大韓民国公開特許公報第

0000-0000000 号の両方向分配装置の実施例の部分を参考することができる」

などの記載を追加する補正は、発明の説明の記載用件に関連するものであ

り、単純な先行技術文献の内容の要約とみなされないため、新規事項の追加

に該当する。 

(12)補正により追加された事項が周知・慣用技術であっても、それが通常の技術

者が最初明細書などに記載されているものと同一であると理解することができ

る事項でなければ、これを追加する補正は最初明細書などに記載された事項の

範囲を超えた新規事項の追加に該当する。[2008ホ 1235] 

(13)通常の技術者が最初明細書又は図面に誤記があることを認識することがで

きる上、その誤記が何に訂正されるべきであるかも明確に分かれば、そのような

誤記の訂正は新規事項の追加とみなさない。 

また、明細書又は図面のうち相容れない二つ以上の記載のうち、どれが正しい

かが最初明細書などの記載から通常の技術者にとって自明である場合、正しい

記載により一致させる補正は、新規事項の追加ではない。 

 

2. 最後拒絶理由通知に対応する補正又は再審査請求時の補正 

 

最後拒絶理由通知に対応する補正又は再審査の請求時の補正は、特許法第 47

条第 2項の要件以外に同条第 3項の要件をさらに満たさなければならない。[特

法 51(1)] 

特許法第 47条第 2項の新規事項の追加禁止の規定は、前節を参照する。 

 

2.1 請求範囲補正の制限 

特許法第 47条第 3項によって最後拒絶理由通知に対応する補正又は再審査の

請求時に行う補正のうち、請求範囲に関する補正は、請求項を限定するなどによ

る請求範囲を減縮するもの又は誤記を訂正するもの、若しくは不明りょうな記

載を明確にするもの、又は新規事項を削除するためにする補正のうちいずれか

の一つに該当しなければならない。[特法 47(3)] 
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特許法第 47 条第 3 項の補正要件は、補正した請求項に対してのみ適用する。

この場合、独立項が補正されればその独立項を引用する従属項も補正されたも

のとして取り扱う。 

また、請求範囲を補正した事項が以上に羅列した場合のいずれかに該当する

か否かは、最後拒絶理由通知の際に審査対象になった請求項と同じ番号の請求

項を比較して判断する。ただし、番号が異なっていても補正後の請求項が異なる

番号の請求項を補正したものだという状況が自明である場合に限って番号が異

なる請求項と対比して補正の適合性を判断することができる。 

出願人が一つの請求項を一つの語句だけを補正する、それとも請求項を全般

的に補正するにかかわらず、その請求項に関する補正が第 47条第 3項の各号の

いずれかの一つに該当する場合、その補正は特許法第 47条第 3項の補正に適合

したものとみなす。ただし、この場合においても一つの請求項に 2 以上の発明

がある場合(マーカッシュタイプ又は複数の項を引用した請求項)、各発明毎に

判断する。 

(参考)このように取り扱う理由は、一つの請求項に記載された事項を補正前後

の語句又は補正箇所別に判断する場合、①請求項を全般的に補正した補

正(記載された発明を改めて記述する場合)と、複数の箇所に分けて補正

した補正間で公平性の問題を引き起こすだけでなく、②特許法第 47条第

3項規定は、補正の内容を実質的に制限するためのものではなく、過度な

補正による審査上の困難を防止する目的があるためだ。 

 

2.2 請求項を限定、削除する、又は請求項に付加して請求範囲を減縮する場

合 

特許法第 47条第 3項の請求範囲を減縮する場合とは、請求項を限定する場合、

請求項を削除する場合及び請求項に技術的特徴を付加する場合に制限される。

これについては、それぞれ次の通りに説明する。[特法 47(3)(1)、2006ホ 1742] 
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(1)請求項を限定する場合は、請求項に記載された発明の範囲を内的に制限する

ことであって、数値範囲の縮小、上位概念から下位概念に記載を変更することな

どがある。 

①数値範囲の縮小 

当初の請求項に記載された範囲内において数値限定の範囲を縮小する場合

である。このとき、数値範囲が 10~20℃になっていたものを 15~30℃にする

ことのように数値範囲を縮小すると同時に、一方の数値範囲を拡張するこ

とは数値範囲の縮小に該当しない。 

②上位概念から下位概念への変更 

同族的又は同類的事項を集めて総括した概念で表現した事項をこれに含ま

れる一つの下位概念に変更することをいう。例えば、筆記具を万年筆に補正

する場合である。 

③択一的に記載された要素の削除 

多数の構成要素が択一的に記載された場合、そのうち一部を削除する補正

は、請求範囲の減縮に該当して適切な補正と認められる。例えば、「A 又は

B」という択一的記載要素のうち Aを削除する、又は Bを削除する場合であ

る。 

④多数項を引用する請求項において引用項の数を減縮 

多数の異なる項を引用する請求項において引用項の一部を削除することは、

選択的構成要素を削除する場合と同様、請求項を限定して減縮する補正と

みなす。 

(2)請求項を削除することは、請求範囲の減縮に該当するため、適切な補正と認

める。 

一方、請求項を削除した後、削除された請求項を引用するその他請求項の引用

番号を変更する、又は引用内容を追加する補正は、誤った記載を訂正する補正と

みなす。 
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(3)発明の説明又は請求範囲に記載されていた新しい技術的事項を直列的に付

加することによって発明の範囲が縮小される場合である。例えば、「A に B を付

着した栓抜き」という記載を「A に B を付着し、さらに B に C を付着した栓抜

き」にすることと同じ場合である。 

(4)以下の場合は、特許法第 47条第 3項第 1号に該当しない補正とみなす。 

①請求項を新設する、又は択一的に記載された構成要素の追加若しくは引用

項を追加して請求範囲に発明を追加する場合[2006 原 1610] 

ただし、請求項を新設したとしても請求項を整理する中で発生する不可避

な場合は除く。 

(例)[補正前] 

請求項 1：構成要素 A、Bからなる装置 

請求項 2：請求項 1において構成要素 Cを付加した装置 

請求項 3：請求項 1又は請求項 2において D、Eを付加した装置 

[補正後] 

請求項 1：削除 

請求項 2(訂正)：構成要素 A、B、Cからなる装置 

請求項 3(訂正)：構成要素 A、B、D、Eからなる装置 

請求項 4(新設)：構成要素 A、B、C、D、Eからなる装置 

※上記例において各請求項の単一性の維持の有無は論外とする。 

②次のような補正により請求範囲が当初の範囲を逸脱した場合 

-下位概念の記載から上位概念の記載への変更 

例)当初：…スプリングにより支持される… → …弾性体により支持され

る… 
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-直列的構成要素の削除[2006 原 6108] 

例)当初：A、B、C、Dからなる自動車 → A、B、Cからなる自動車 

-直列的構成要素の加減 

例)当初：A、B、Cからなる装置 → B、C、D、Eからなる装置 

-数値範囲の拡張 

例)当初：10~50℃の温度で… → 10~70℃の温度で… 

-構成要素の置換 

例)当初：ボルトで結合させた… → リベットで結合させた… 

-数値範囲の変更 

例)当初：10~20℃の温度で…→ 30~50℃の温度で… 

 

2.3 誤った記載を訂正する場合 

誤った記載を訂正する場合とは、訂正前の記載内容と訂正後の記載内容が同

一であることが客観的に認められる場合であって、請求範囲の記載が誤記であ

ることが明細書の記載内容から見て自明であると認められる場合、又は周知の

事項若しくは経験則から見て明確である場合、その誤記を正確な内容の字句又

は語句に直すことをいう。[特法 47(3)(2)、2006フ 2301] 

 

2.4 明確ではない記載を明確にする場合 

明確ではない記載とは、文理上それ自体の意味が明確ではない記載であって、

請求項の記載自体の文言上の意味が不明りょうなもの、請求項自体の記載内容

がその他記載との関係において不合理なもの、又は請求項自体の記載は明りょ

うであるが、請求項に記載した発明が技術的に正確に特定されず不明りょうな

ものなどをいう。[特法 47(3)(3)] 
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実体的には変わらないつつ請求項を全般的に改めて記載する補正は、特別な

事情がない限り、明確ではない記載を明確にする場合とみなして特許法第 47 条

第 3 項第 3号に該当する補正として取り扱う。 

 

2.5 新規事項を削除するために補正する場合 

特定の補正段階において新規事項が追加された場合、新規事項が追加される

以前の請求範囲の内容に戻す補正は許容される。これを許容しない場合、拒絶理

由を解消するために新規事項を削除する補正をしても特許法第 47条第 3項に違

背して補正却下されるはずであり、それが拒絶決定につながって出願人にとっ

て過度に酷な結果になるためである。[特法 47(3)(4)] 

新規事項が追加される以前の請求範囲の内容に戻す補正だけでなく、戻す過

程において請求範囲を特許法第 47条第 3項第 1号乃至第 3号の規定に基づいて

補正する場合も許容する。審査官は、新規事項が追加される以前の請求範囲と補

正された請求範囲を相互対比して補正の適法性を判断しなければならない。 

具体的な審査方法は、以下の例を参照する。 

 

区分 補正内容/審査方向 

適用例 

[審査の着手前] 

請求項 1：A+Bからなる装置 

請求項 2：A+B+Cからなる装置 

[最初拒絶理由通知]請求項 1は引用発明により進歩性がない。 

[最初補正後の明細書] 

請求項 1：A+B+Dからなる装置 

(Dは新規事項、進歩性は認められる) 

請求項 2：A+B+Cからなる装置 

[最後拒絶理由通知]請求項 1の Dは新規事項 

例 1 

補正 

[最後補正後の明細書] 

請求項 1：A+Bからなる装置 

請求項 2：A+B+Cからなる装置 

判断 

[補正認定]新規事項が追加される直前の請求範囲に戻したため、 

補正は認められる。 

[拒絶決定]請求項 1は進歩性がないため、拒絶決定 
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区分 補正内容/審査方向 

例 2 

補正 

[最後補正後の明細書] 

請求項 1：A+bからなる装置 

(bは Bの下位概念、進歩性は認められる) 

請求項 2：A+B+C からなる装置 

判断 

[補正認定]請求項 1は、新規事項が追加される直前の請求範囲に戻す

過程で請求項を限定して請求範囲を減縮する場合である

ため、補正は認められる。 

[特許決定]請求項 1、2 は拒絶理由を発見することができないため、

特許決定する 

例 3 

補正 

[最後補正後の明細書] 

請求項 1：削除 

請求項 2：A+B+C からなる装置 

判断 

[補正認定]請求項 1は、新規事項が追加される直前の請求範囲に戻す

過程で請求項を削除する場合であるため、補正は認められ

る。 

[特許決定]請求項 2は拒絶理由を発見することができないため、特許

決定する。 

例 4 

補正 

[最後の補正後の明細書] 

請求項 1：A+B+E からなる装置 

(A+B+E は、最初明細書などの範囲内発明であり、進歩性は

認められる) 

請求項 2：A+B+C からなる装置 

判断 

[補正認定]請求項 1は、新規事項が追加される直前の請求範囲に戻す

過程で請求項に Eを付加し、請求範囲を減縮する場合であ

るため、補正は認められる。 

[特許決定]請求項 1、2 は拒絶理由を発見することができないため、

特許決定する。 
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第 3 章 補正却下 

 

1. 特許法第 51条及び第 63 条 

 

特許法第 51 条(補正却下)①審査官は、第 47 条第 1 項第 2 号及び第 3 号による

補正が同条第 2項及び第 3項を違反する、又はその補正(同条第 3項第 1号及

び第 4号による補正のうち、請求項を削除する補正は除く)に従って新しい拒

絶理由が発生したものと認められれば、決定をもってその補正を却下しなけ

ればならない。ただし、次の各号のいずれかの一つに該当する補正である場合

は、この限りでない。 

1．第 66 条の 2による職権補正をする場合：その職権補正前にした補正 

2．第 66 条の 3 による職権再審査をする場合：取り消された特許決定前にし

た補正 

3．第 67 条の 2による再審査の請求がある場合：その請求前にした補正 

②第 1 項による却下の決定は書面をもって行わなければならず、その理由を

付さなければならない。 

③第 1 項による却下の決定に対しては不服することができない。ただし、第

132 条の 17 による特許拒絶決定に関する審判において、その却下の決定(第

66 条の 3 による職権再審査をする場合、取り消された特許決定前に行った却

下の決定と第 67条の 2による再審査の請求がある場合は、その請求前にした

却下の決定は除く)について争う場合には、この限りでない。 

特許法第 63条(拒絶理由の通知)①審査官は、次の各号のいずれかの一つに該当

する場合、特許出願人に拒絶理由を通知し、期間を定めて意見書を提出するこ

とができる機会を与えなければならない。ただし、第 51条第 1項によって却

下決定をしようとする場合は、この限りでない。 

1．第 62 条により特許拒絶決定をしようとする場合 

2．第 66 条の 3 第 1 項による職権再審査を行い、取り消された特許決定前に

既に通知した拒絶理由をもって特許拒絶決定をしようとする場合 
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2. 補正却下の要件 

 

(1)最後拒絶理由通知に対する意見書提出期間内の補正又は再審査の請求時に

する補正が特許法第 47条第 2項及び第 3項の規定を違反する、又はその補正に

よって新しい拒絶理由が発生したと認められるときは、特許法第 51条第 1項に

従って補正を却下しなければならない。[特法 51(1)] ただし、新しい拒絶理由

に対して職権補正ができる事項であれば、審査官は補正を承認し、その後の手続

きを進行することができる。職権補正ができる事項については、「第 8部第 2章

3.職権補正ができる事項」を参照する。 

ここで「その補正によって新しい拒絶理由が発生した場合」とは、当該補正書

の提出により、前になかった拒絶理由が発生した場合(当該補正によって記載不

備が新たに発生した場合、又は新規性若しくは進歩性の拒絶理由が新たに発生

した場合など)を意味し、当該補正前に拒絶理由が通知された各拒絶理由は勿論、

補正以前の明細書などにあったものの通知されていなかった拒絶理由は、新し

い拒絶理由ではない。 

「その補正によって新しい拒絶理由が発生した場合」の判断について、第 5部

第 3章「11.2補正要件の充足有無の判断」の例を参照することができる。 

(2)職権補正をする場合、職権再審査をする場合及び再審査の請求がある場合、

その前に行われた補正が補正却下の対象であったにもかかわらず、審査過程に

おいて看過されたのであれば、この補正事項は、補正却下の有無の判断において

は除外されるべきである。[特法 51(1)ただし書き] 

(3)補正によって新しい拒絶理由が発生したか否かを判断するにおいて、特許法

第 47条第 3項第 1号又は第 4号に基づいて請求項を削除する補正によって新し

い拒絶理由が発生した場合は除く。[特法 51(1)本文括弧] 

このとき、「請求項を削除する補正によって新しい拒絶理由が発生した場合」

には、単純に請求項を削除する補正を行う過程において、その削除された請求項

を引用していた請求項に引用番号をそのまま残して記載不備が発生した場合だ

けでなく、請求項を削除する補正を行う過程においてその削除した請求項を直

接・間接的に引用していた請求項においてその引用番号を間違って変更したこ

とで記載不備が発生した場合、又は削除した請求項をそのままにせずに項整理

をする過程において引用番号を間違って変更することで記載不備が発生した場

合も該当する。[2013フ 2101][2016ホ 5903] 
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(参考)特許法第 51条第 1項において、補正によって新しい拒絶理由が発生した

と認められればその補正を却下するようにしつつ、「請求項を削除する補

正」の場合をその対象から除外している趣旨は、補正によって新しい拒絶

理由が発生した場合は、その補正を却下することで新しい拒絶理由に対

する拒絶理由通知とその他の補正が繰り返されることを排除して審査手

続きの迅速な進行を図る一方、「請求項を削除する補正」の場合は、請求

項を限定・付加する補正などその他の場合と違って、それによって新しい

拒絶理由が発生しても上記のような補正の繰り返しによって審査官の新

しい審査による業務量の加重及び審査手続きの遅延の問題が生じないた

め、それについて拒絶理由を通知して補正の機会を改めて付与すること

で、出願人を保護しようとすることである。(大法院 2014.7.10.宣告 2013

フ 2101判決) 

 

3. 補正却下要件の判断方法 

 

(1)最後拒絶理由通知後の補正又は再審査の請求時の補正に関する補正要件を

満たしているか否かに関する判断は、各補正要件の先後を区別せずに検討する

ことができ、補正要件のうち複数の要件を満たすことができなかった場合、でき

る限り満たすことができなかった要件すべてを指摘し、補正却下するようにす

る。[特法 51(1)] 

(2)補正の実体的要件に関する適合性の有無は、以下のような手順に従って判断

する。 
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(3)補正却下決定に対する不服手段は別途に設けられていないため、補正却下と

同時に補正前の明細書をもって改めて審査をして特許の可否を決定する、又は

拒絶理由を通知する。[特法 51(3)] 

 

 

 

 

 

 

 

4. 補正却下決定の留意事項 

 

(1)複数の補正事項を含む補正書が提出された場合、その補正は、不可分的な一

つの補正であって、補正事項すべてを一体にして補正を認めるか否かを判断し

なければならないため、補正事項中のいずれかの一つでも特許法第 47条第 2 項

及び第 3 項を違反する、又はその補正(請求項を削除する補正は除く)によって

新しい拒絶理由が発生したと認められれば、その補正書の補正全体を却下しな

ければならない。[2009ホ 5912、2009ホ 3947] 

このとき、補正却下の対象になる補正の補正書は、特許法施行規則別紙第 9 号
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書式の提出により区分される補正書をいう。 

(2)最後拒絶理由通知において定めた意見書の提出期間に数回に渡る補正書の

提出があった場合、その補正書の提出日が同一であるか否かにかかわらず、各補

正書の全体補正毎に補正却下するか否かを判断する。通常、各補正書には「識別

項目」又は「識別番号」(補正対象項目)毎に補正事項を記した別紙が添付されて

いるため、当該補正書によって補正しようとする事項は、その前に提出された補

正書と補正対象項目別の最終補正部分の組合わせにより決定する。補正書毎に

補正しようとする事項の詳しい決定方法は、「第 5部第 3章 6.3補正された明細

書の取扱い」を参照する。ただし、2013 年 7 月 1 日以降の出願であれば、最後

に提出された補正書以外には取り下げられたとみなし、最後に提出された補正

書をもって補正却下をするか否かを判断する。[特則 13] 

(3)特許法第 176条第 1項及び第 2項により拒絶決定が取り消され、審査局に再

び差し戻しになった場合、同条第 3 項に基づいて審決において取消の基本にな

った理由(審決の主文以外にもその前提になった要件事実の認定と判断)は、差

戻しになった特許出願の審査について審査官を拘束する。[特法 176(3)] 

取消差戻しになった出願は、拒絶決定又は補正却下決定が取り消されただけ

で、その決定に先立って行われた審査における特許に関する手続き及び審査官

が行った手続きはすべて有効であるため、拒絶決定又は補正却下決定だけがな

かったものとみなして通常の審査と同一に審査する。[特法 176(1)] ただし、取

消差戻し前の拒絶理由通知に対する補正によって発生した拒絶理由を通知する

場合は、審査官の間違った拒絶決定によって手続きの遅延という不利益を被っ

た出願人に対して再び補正の範囲を制限することは酷である点、特許法第 66条

の 3 による職権再審査においても取消通知前の拒絶理由通知に対する補正によ

って発生した拒絶理由を通知する場合、最初拒絶理由を通知するという点を踏

まえ、通知する拒絶理由を最初通知理由にする。 

(4)最後拒絶理由通知に対応して提出された補正を却下し、その却下決定が審決

において取り消された場合、補正却下決定において挙げられなかった却下理由

であって、拒絶決定不服審判の手続きにおいて審理・判断されなかった理由を発

見した場合は、その理由を挙げて再び補正却下をすることができるものと解釈

されるが、特許法第 170 条において拒絶決定不服審判の請求前に行われた不適

法な補正に対しては審判手続きにおいて補正却下ができないようにする趣旨、

審査官が看過した理由を再び挙げて補正却下することは、出願人に不測の損害

を与えかねないという点を考慮し、補正を再び却下せずに審査することにする。

[特法 51(1)、特法 170(1)] 
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一方、2009年 6月 30日以前に出願され、審査前置手続きを経た特許出願が取

消差戻しになった場合、特許法第 51 条が第 47 条第 1 項第 2 号のみを適用対象

にしており、拒絶決定不服審判の請求日から 30日以内にした補正に対しては審

査の段階で却下することができないため、新しい補正却下理由を発見した場合

であっても再び補正却下はしない。[特法 51(1)、174] 
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第 1 章 審査手続き一般 

 

1. 審査手続きの概要 

1.1 審査のフロー図 
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1.2 審査の概要 

1.1 に示した審査手続フロー図を参考にして審査官が行う審査手順を簡略に

説明する。各段階別にさらに詳しい事項は第 2章~第 5章を参照する。 

(1)方式審査 

方式審査とは、出願人、申立人又は請求人などが特許に関する手続きにおい

て、行為能力又は代理権の範囲に瑕疵はないか、特許法又は特許法による命令が

定める方式に適合するか、手数料は適法に納付されたか、特許法施行規則第 11

条第 1 項各号により書類を返戻する理由に該当するか否かなどを審査すること

をいう。[特法 46、特則 11、規定 18、19] 

方式審査は、書類を最初に受け付けた部署において特許庁長名義で行うこと

が原則であるが、書類受付部署において方式審査を落とした場合は、審査官が特

許庁長の名義で行う。 
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(2)特許分類(CPC、IPC)の付与 

特許出願がある場合、出願発明が属する特許分類を付与する。協力特許分類

(CPC)は、米国特許庁と欧州特許庁が共同開発・管理・維持する特許分類体系で

あって、審査官又は特許情報の利用者がその情報を容易に検索する、又は利用す

ることができるように出願毎に付与される。国際特許分類(IPC)は世界知的所有

権機関(WIPO)において管理する階層的技術分類の記号体系である。[規定 9~12] 

(3)出願公開 

秘密に維持される必要がある出願を除き、係属中であるすべての特許出願は、

出願日(条約優先権又は国内優先権が主張された場合は、その優先日)から 1 年

6月が経過したとき、又はその期間が経過する前であっても出願人の申立があっ

たときに公報の形態で公開される。[特法 64] 

(4)審査請求 

特許出願は、審査請求があったときに限って審査する。審査の請求は、誰でも

することができ、審査請求期間は出願日から 3年(2017 年 2 月 28日以前の特許

出願である場合は 5年)以内である。[特法 59、特則 37]
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(5)審査の着手 

審査官は、出願審査の請求順位により審査に着手し、出願手続きが特許法第

46条の方式に違反しないか、特許法第 62条各号のいずれかの一つに該当して拒

絶すべきではないかなどを審査する。出願手続きが方式に違反する場合には、別

途に補正要求をして瑕疵を直す機会を与えなければならない。[特則 38、規定

20] 

(6)拒絶理由通知 

審査官は、特許出願が特許法第 62条各号のいずれかの一つに該当して拒絶決

定をしようとするときには、拒絶決定前に出願人に意見書を提出する機会を与

えなければならない。[特法 63、規定 22] 

(7)意見書/補正書 

出願人は、審査官の拒絶理由通知に対応して意見書を提出することができ、特

許法第 47条によって審査官が意見提出通知書において指定した意見書提出期間

内に補正書を提出し、明細書又は図面を補正することができる。[特法 47] 

(8)審査 

出願人が意見書を提出した場合、提出された意見書を反映して拒絶理由が維

持されるか否かを再び審査する。万一、意見書提出期間内に補正書も共に提出し

た場合は、当該補正書による補正事項を反映して審査する。 

(9)特許決定 

審査官は、審査に着手して審査した結果、拒絶理由が見つからなかったとき

は、特許決定をする。[特法 66] 

(10)職権補正 

審査官は特許決定をするとき、明細書、図面又は要約書に記された事項が明白

に間違っている場合、職権で補正することができる。職権補正された事項は、特

許決定の謄本と共に出願人に通知される。出願人は、設定登録のための特許料を

納付する前まで意見書を提出して職権補正事項を受け入れるか否かを決定する。

[特法 66の 2] 
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(11)拒絶決定 

審査官は、意見書及び補正事項を反映して再び審査してからも、意見提出通知

書において指摘した拒絶理由が解消されなかったと認められる場合は、拒絶決

定をする。[特法 62] 

(12)補正/再審査の請求 

出願人は、拒絶決定の謄本の送達を受け取った日から 30 日(法廷期間が延長

された場合は、その延長された時まで)内に明細書又は図面を補正して再審査を

請求することができる。再審査の請求は、再審査により再度拒絶決定される、又

は拒絶決定に関する不服審判がある場合はできない。再審査の請求によって拒

絶決定は取消しとみなされる。[特法 67条の 2、特則 37条の 2] 

(13)再審査 

再審査の請求があった場合、その前にした拒絶決定は取り消されたものとみ

なされるため、通常の出願審査と共に補正書を反映して再審査する。[規定

51~55] 

(14)再審査による拒絶決定 

審査官は、補正書を反映して再審査してからも拒絶決定当時に指摘された拒

絶理由が解消されなかったと認められる場合、再度再拒絶決定する。[規定

54(3)] 

 

2. 審査官の指定 

 

特許出願に関する審査請求があった場合、特許庁長は審査官の資格を有する

者を指定して当該出願を審査させる。[規定 13] 

 

2.1 審査官の任務など 

(1)審査官は、審査局長、審査課長(チーム長)及び審査パート長の管理及び監督

の下、特許法及び関連規定により正確かつ迅速に審査する。審査官は、専門知識

を基に独立して審査する一方、審査局長、審査課長(チーム長)及び審査パート長

の意見を審査に考慮しなければならない。[規定 5]
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(2)正しい審査のために審査官発令日から 1年以下の新任審査官は、他の審査官

を補佐して審査しなければならず、補佐審査後にもさらに 1 年間、他の審査官

と共同で審査する。補佐又は共同審査の期間は一定要件を備えた場合、短縮する

ことができる。[規定 14] 

(3)出願された発明が複合技術に関するものである場合、担当審査官は、副分類

を担当する審査官と協議して審査することができる。「協議審査」をしようとす

る場合、担当審査官は協議審査する審査官と事前協議を経て協議審査官を指定

し、協議内容を協議審査官別に審査報告書の「協議審査」の欄に記載する。協議

審査時、審査関連文書の名義は審査官共同名義にし、報告は主審査官、協議審査

官、パート長の順で行う。 

特殊分野の審査に向けて常設運営される審査協議体の場合、特許審査企画課

と事前協議をした後、運営理由、方法及び構成員を特許審査企画課に通知し、協

議審査時の出席者名簿を特許審査企画課に提出する。 

審査のために外国語諮問が必要であると認められる場合、その外国語に堪能

な審査官を諮問審査官にして協議審査をすることができる。 

同一の出願人(出願人が 2人以上である場合、そのうち一人でも同一な場合を

含む)が同一の日に出願した技術的特徴が同一である又は相応する 2以上の特許

出願、実用新案登録出願又は特許出願と実用新案登録出願(同一の関連技術出

願)について担当審査官の指定が出願別になった場合、担当審査官は当該審査官

と協議審査することができる。[規定 14(5)~(7)] 

(4)審査局長は、審査に関する法規の統一された運用と審査上判断が難しい出願

について諮問を求めるために必要であると認められる場合には、3人以上の審査

官により構成された審査官合同会議を招集し、その意見を聴取することができ

る。[規定 8] 

(5)審査官は、職務上知得した特許出願中の発明について秘密を維持する義務が

あるため、面談、電話相談などの審査業務を遂行することに当たって注意しなけ

ればならない(国家公務員法第 60条)。また、特許出願及び審査に関する書類は、

先行技術調査、電子化又はオンライン遠隔勤務のために欠かせない場合を除い

ては外部に搬出することができず、出願、審査又は審判により継続中である事件

の内容又は特許可否の決定、審決若しくは決定の内容に関する鑑定、証言又は質

問に応答することができない。[特法 226、特法 217、国家公務員法 60] 
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2.2 審査官の指定及び変更 

(1)国際特許分類別に 1人以上の審査官が指定されて出願の審査を担当する。そ

のうち 1 人は主審査官に指定され、分類別に主審査官の指定は、審査局長の要

請によって特許審査企画課長が電算入力する。[規定 13(1)~(3)] 

(2)審査に着手して出願に関する最初の通知があってから担当審査官の所属が

変更(他審査局に移動した場合を含む)された場合、その担当審査官が当該出願

の審査を継続して終結処理することを原則とする。[規定 13(4)] 

(3)再審査請求があった出願及び拒絶決定が取り消されて審査官に差し戻され

た出願(特許権存続期間延長登録出願を含む)は、特別な理由がない限り、拒絶決

定をした審査官が継続して審査する。ただし、2回以上取消差戻しにされた出願

については、拒絶決定をした審査官ではなく他の審査官に担当審査官を変更す

ることができる。[規定 13(5)] 

(4)審査官は、審査の専門性及び効率性のために特別に必要であると認められる

場合を除いては、継続して 5年以上同一の特許分類を担当しない。[規定 13(6)] 

(5)特許法第 148条第 1号乃至第 5号及び第 7号の審査官除斥理由のうちいずれ

かの一つに該当する、又は審査官任用直前の 3 年間に在職した勤務先からの出

願を審査することになった在職期間 2 年以下の審査官は、当該出願の審査から

排除され指定変更される。この理由に該当する審査官は、審査局長の許諾を受け

て当該出願に関する審査を回避することができる。[特法 148、特法 68、規定 16] 

(6)審査を担当する審査官が指定された出願であっても、特別な理由がある場合、

他の審査官に指定が変更されることもある。例えば、二重出願に対して原出願を

審査した審査官を担当審査官に指定変更する、又は同一人による関連技術出願

の担当審査官が相違する場合は、当該審査官間で協議して決めた審査官が審査

するよう担当審査官を変更することができる。[規定 15] 
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(7)主分類と副分類が同じく付与された出願について、正確な審査のために必要

であると認められる場合、関連審査局長と特許審査企画局長が協議を経て副分

類を担当している審査官に審査を進めて終結処理させることができる。[規定

13(7)] 

(8)職権補正の受入拒否による再審査及び職権再審査をする出願については、特

別な理由がない限り、登録決定をした審査官が継続して審査を行う。[規定

13(8)] 

 

2.3 審査業務の報告 

(1)審査官は、取消差戻しにされた出願(特許権存続期間延長登録出願を含む)に

ついて登録決定又は拒絶決定(ただし、拒絶理由通知に対する意見書及び補正書

の提出がない状態で拒絶決定をする場合は除く)する場合、又は既に行われた処

分を取り消す場合には、審査パート長及び審査課長(審査チーム長を含む)を経

由して審査局長に報告する。[規定 5(2)] 

(2)審査官は、拒絶決定(ただし、拒絶理由通知に対する意見書及び補正書の提出

がない状態で拒絶決定をする場合は除く)、補正却下決定、登録決定、無効処分

(補正要求による意見書及び補正書の提出がない場合は除く)、再審査の請求が

あった出願の拒絶理由通知又は登録決定若しくは拒絶決定(ただし、拒絶理由通

知に対する意見書及び補正書の提出がない状態で拒絶決定する場合は除く)、取

消差戻しにされた出願(特許権存続期間延長登録出願を含む)に対する拒絶理由

通知、優先審査申立の却下、重大な瑕疵に対する訂正公告の依頼、特許権存続期

間延長登録出願に対する補正要求、拒絶理由通知、延長登録決定又は延長登録拒

絶決定をしようとする場合及び記載不備だけで 3 回以上指摘された最初拒絶理

由を通知する場合は、審査パート長を経由して審査課長又は審査チーム長に報

告する。 

ただし、審査課長又は審査チーム長は登録決定及び拒絶決定(ただし、拒絶理

由通知に対する意見書及び補正書の提出がない状態で拒絶決定をする場合は除

く)のうちいずれかの一つを担当審査官別に選択して適用し、特別な理由がない

ときは、いずれも適用することができる。[規定 5(3)、(7)] 
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(3)審査官は、上記以外の処分をしようとする場合には、審査パート長に報告す

る。ただし、審査官の等級によって以下の場合は、審査パート長に対する報告を

省略することができる。[規定 5(4)、規定 6] 

①先任審査官の場合は、優先審査申立に関する補完要求又は優先審査結果の

通知(優先審査申立人が出願人ではない場合に限る) 

②責任審査官の場合は、拒絶理由通知、優先審査申立に関する補完要求、優先

審査結果の通知(優先審査申立人が出願人ではない場合に限る)、又は協議

通知 

③首席審査官の場合は、審査パート長に対する報告事項 

(参考)審査官の等級は特許庁昇級審査委員会において決定し、審査経歴年限(首

席審査官は 10年以上、責任審査官は 7年以上、先任審査官は 4年以上)、

及び該当等級別教育過程履修(必須教育 1 つ以上、選択教育 1 つ以上)を

要件とする。[審査官等級制運営に関する規定 5~7] 

 

2.4 審査関連文書の書式及び名義 

(1)特許庁で書式により審査に関する文書を定めた場合は、その書式を使用する

ことを原則とする。審査に関する書式が別途に定められていない場合には、事務

管理規定による一般文書を使用する。 

(2)添付書類がある場合には、本文の末尾に添付書類の目録を記載する。 

(3)出願の審査に関する事項は、特許法第 46条による補正要求、同法第 16条に

よる無効処分、特許法施行規則第 11条による返戻に関する事項及び優先審査に

関する事項を除いては、担当審査官の名義で施行する。共同審査又は協議審査に

関する事項は、関連審査官と共同名義で施行する。[規定 4] 

 

3. 特許分類(CPC、IPC)の付与 

 

特許分類は出願別に付与され、審査官の検索を容易にするだけでなく、特許情

報を利用したい者が特許文献に容易にアクセスできるように技術を細分化する
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役割を果たすため、出願された発明の技術内容によって正確に付与される必要

がある。[規定 9~12] 

 

3.1 特許分類(CPC、IPC)付与手続きのフロー図 

 

 

 

3.2 特許分類付与の概要 

(1)出願課、国際出願課にそれぞれ受け付けられた一般出願、PCT 国際出願の方

式審査が完了すれば、特許審査企画課で外部の用役機関に対して当該出願の特

許分類付与を依頼する。用役機関では依頼された出願について、用役機関の分類

要員が各出願の技術内容によって特許分類の分類票上の特定分類箇所にそれぞ

れの出願を分類する。2015 年 1 月以降の PCT 国際出願を除いたすべての出願に

対して協力特許分類(CPC)が付与され、国際特許分類(IPC)は協力特許分類(CPC)

に対応する分類コードが自動付与される。一部の協力特許分類(CPC)は、従来の

国際特許分類(IPC)に存在していないが、必要性が認められる技術テーマを取り

扱うために存在し、付加情報の割当に使われるだけの可能性があって審査官の

配置とは関係なく先行技術の調査に限って活用する。一方、PCT国際出願は、IPC

を付与する。 
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(2)一般出願は外注機関で仮分類を付与し、審査官は出願された発明の技術的内

容に合わせて特許分類が適切に付与されているか否か、及び本人が審査する分

類範囲に属するか否かを確認してから審査に着手すると、確定分類されたもの

とみなす。一方、不適切な分類であると判断されれば、ⅰ)本人が担当している

ものの分類が不適切である場合、正確な分類を反映するために分類訂正を申し

立てる、ⅱ)本人が担当していない分類に属するものであって、他の審査官の担

当分類に属する場合は、審査官間で協議を行って当該出願を移送し、出願の移送

を受けた審査官が分類訂正を申し立てる、ⅲ)協議が成り立たない場合、本人が

分類訂正を行って適切な分類を反映し、特許審査企画課に出願移送を求めて担

当審査官を変更する。 

(3)国防に関する出願と PCT 国際出願は、一般出願の分類確定方式とは違って、

外注機関において仮分類を担当する審査官の審査システム画面上に当該出願の

仮分類が表示され、審査官の確定分類処理の手続きを行う。審査官がそれぞれの

出願に指定された仮分類の適合性を検収し、適合すれば確定分類処理をして、適

合しなければ適合すると判断される分類記号を指定し、搬送意見を記載して用

役機関へ搬送処理する。用役機関では搬送処理にされた出願に対して審査官に

よって指定された分類記号、審査官の搬送意見を参考にして仮分類指定の過程

を改めて遂行すれば、再び指定された仮分類に対する検収、確定分類処理、搬送

処理の過程が再び行われる。ただし、PCT国際出願は、仮分類の再指定とその後

の過程が行われない。 

(4)審査段階において把握した技術内容によって正確な分類を反映するために

分類の訂正が必要とされる場合、「分類訂正」を申し立てる。審査段階において

誤分類を検証して公報上に正確な分類を反映するための過程であり、関連請求

項、参考文献など訂正理由を記載する。 

審査官が特許審査企画課を通して分類訂正を申し立てれば、特許審査企画課

において当該出願に関する分類を検討し、最終承認又は返戻する。 
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3.3 国際特許分類(IPC)の理解 

3.3.1 特許分類付与の基本原則 

(1)特許分類専門機関の分類要員及び特許庁の審査官は、出願の技術内容を基準

にして出願がセクション、クラス、サブクラス、メイングループ、サブグループ

(サブグループに該当する分類箇所がない場合は、メイングループまで)のうち

どの分類箇所に該当するかを決定し、当該分類箇所の分類記号を当該出願に指

定する、又は確定する。 

技術内容は請求範囲に記載された事項を基準にして発明の説明及び図面に記

載された事項を参照して判断し、当該技術内容を発明情報に分類し、その技術内

容の分類記号を指定する。請求範囲の記載が極めて不明りょうで請求項に記載

された発明を把握することができない場合及び請求範囲提出の猶予出願につい

ては発明の説明及び図面に記載された事項を中心に技術内容を判断する。請求

範囲の技術内容と発明の説明及び図面に記載された事項が一致しない場合、請

求範囲に記載されていない重要な技術内容であって、発明の説明及び図面にし

か記載されていない技術内容は付加情報に分類し、その技術内容の分類記号も

指定する。 

(2)技術内容を把握するときは、請求項に記載された発明のカテゴリなどの形式

に拘らず、出願発明を全体として把握して技術の本質的な内容によって技術内

容を決定する。 

(例)チューナー、復調器、増幅器及び出力回路などを含むラジオ用電子回路の場

合、4 つの部品それぞれに該当する分類箇所によって分類するのではなく、

これらが一つになったラジオ用電子回路に該当する分類箇所に分類しなけ

ればならない。ただし、発明の主な技術内容がこのうちいずれかの一つの部

品に関するものである場合、その部品に該当する分類箇所により分類する

ことができる。 

(3)出願発明の技術内容が多数である場合、出願発明を代表する最も中心になる

技術内容の分類記号を「主分類」に選定し、その他技術内容の分類記号を「副分

類」に選定する。主分類の選定に対する判断が容易ではない、又は請求範囲に記

載された発明が特許法第 45 条において規定する 1 群の発明に該当しなければ、

請求項第１項に記載された技術内容の分類記号を主分類にすることができる。 
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3.3.2 国際特許分類(IPC)付与の一般原則 

(1)国際特許分類の分類表上の分類箇所は、機能指向箇所と用途指向箇所がある

ため、まず、出願発明の技術内容の重点が用途にあるか、機能にあるかを把握し、

出願発明を用途指向箇所に分類するか、機能指向箇所に分類するかを判断する。 

①用途発明の場合 

単一用途の発明であって国際特許分類の分類表に当該用途に該当する分類箇

所がある場合は、その分類箇所に分類し、当該用途に該当する分類箇所がない場

合は、当該機能の分類箇所を主分類にして当該用途の類似箇所を副分類にする。 

技術内容が多用途に適用される発明である場合は、当該機能の分類箇所に分

類することを原則とする一方、主用途以外のその他用途が用途拡張のために単

純に言及された水準であれば、主用途に該当する分類箇所を主分類にして当該

機能の分類箇所を副分類にする。 

②機能発明の場合 

物自体の固有の性質又は機能に技術的特徴があるものであって、特定分野の

用途に限定されないものは、純粋機能の発明であるとみなされる。機能発明であ

る場合、当該機能の分類箇所に分類する一方、当該機能の分類箇所が国際特許分

類の分類表上にない場合、明細書に記載された主用途の分類箇所に分類する。 

(例 1)サブクラス F16K は、バルブの具体的な用途と関係なく、機能的観点から

バルブ自体だけの性質に応じて分類箇所が展開されているものであって、

バルブの機能による分類箇所に該当する。一方、圧力炊飯器用バルブは

A47J、心臓用バルブは A61F、車両用バルブは B60などに分類箇所が展開さ

れており、これら分類箇所はバルブの用途による分類箇所に該当する。 
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(2)国際特許分類は「国際特許分類識別の略語(Int.CI)」、「分類記号又はインデ

キシングコード」、「バージョン標識」の三つの要素によって特許文献に表記され

る。分類記号とインデキシングコードは、「発明情報を示す分類記号」→「付加

情報(非発明情報、追加情報ともいう）を示す分類記号)→「インデキシングコー

ド(付加情報のみを示す)」の順で特許文献上に配列される。 

発明情報と付加情報の表示において、発明情報は太字(ボールド)で、付加情報

は一般字で表記する。我が国をはじめとする多出願国は、国際特許分類の分類記

号全体を使用して特許文献を分類し、特許文献上にイタリックで表記する一方、

出願量が少ない国は、国際特許分類のメイングループだけを使用して特許文献

を分類し、特許文献上にイタリックではなく一般字で表記する。 

(例 1)国際特許分類の分類記号全体を使用する国の場合 

 

 

(3)付加情報は、発明情報を補完する選択的事項であって、分類記号を付与する、

又はインデキシングコードを付与する方法がある。インデキシングコードは分

類箇所に含まれない各観点を具体化したインデキシング分類表に従って指定さ

れるものであり、分類記号が指定された後、調査目的に有用な技術内容について

追加に指定される。 

 

 

 

Int.Cl. 

C04B32/00 (2006.04) 

B28B5/00  (2006.01) 

B28B1/29  (2007.04) 

H05B3/18  (2008.07) 

C04B111/10 (2006.10) 

 国際特許分類識別の略語 

バージョン表記は年月を一般字で表記 

発明情報はボールド 

付加情報は一般字 

アドバンストレベルなためいずれもイタリック 

インデキシングコードは付加情報としてのみ使用 

発明情報を示す三つのアドバンストレベル分類記号： 

C04B32/00、B28B5/00、B28B1/29 

付加情報を示す一つのアドバンストレベル分類記号：H05B3/18 

付加情報を示す一つのインデキシングコード：C04B111/100 
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(4)明細書に記載された発明が国防上秘密を要する内容であれば、その事項を共

に記載する。さらに詳しい事項は第７部第 3章を参照する。 

(5)分割出願、変更出願、国内優先権主張出願、条約優先権主張出願、正当な権

利者による出願などは原出願の分類を確認し、原出願の分類に該当しないこと

が明白である場合を除いては、できる限り原出願の分類を主分類に指定し、新た

に付与する分類を副分類に指定する。 

 

3.3.3 技術形態別の国際特許分類の付与方法 

(1)装置又は方法 

装置又は方法のための分類箇所があれば、その分類箇所に分類する。装置の分

類箇所が存在しなければ、その装置によって行われる方法の分類箇所に分類す

る。方法の分類箇所が存在しなければ、方法を行う装置がある分類箇所に分類す

る。もし、装置の分類箇所も方法の分類箇所も存在しなければ、その装置又は方

法による製造物品自体の分類箇所に分類する。 

(2)製造物品 

製造物品は、これを取り扱う分類箇所に分類する。そのような分類箇所がない

場合には、適切した機能指向箇所に分類し(すなわち、製造物品により具現され

る機能に合わせて分類される)、その分類箇所もない場合は、製造物の用途に合

わせて分類する。 

(3)多段階工程又はプラント 

複数の工程又は複数の装置の組合わせでそれぞれ構成された多段階工程又は

プラントは、そのような組合せの分類箇所(例えば、B09B)に全体として分類す

る。そのような組合せの分類箇所がなければ、そのような組合せによって得られ

る生産物に該当する分類箇所に分類する。さらに、組合せのうち各要素にも特徴

があれば、その要素の分類箇所にも分類する。ただし、組合せには本質的な特徴

がなく、各要素に特徴があるだけの場合は組合せの分類箇所に分類しない。 
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(4)細部又は構造の部分 

構造的・機能的な細部又は構造の部分が特定装置に限って使われるものであ

れば、その装置の分類箇所に分類する。しかし、このような細部又は構造の部分

が 2 以上の装置に使われる場合は、そうした細部又は構造の部分の分類箇所に

分類し、そうした分類箇所がない場合は、適切した装置の分類箇所に分類する。 

(5)複数のグループに含まれる一つの技術内容 

発明の技術内容が 2 つ以上のグループに直接的かつ本質的に関連している場

合、各技術内容が相違するグループに含まれるときは、各グループにすべて分類

する。また、一つの技術内容が同一のメイングループ下にある同一階層の 2 つ

以上のグループに含まれれば、各グループに含まれる事項自体が検索の目的上、

さほど重要ではなく単純にそれら事項の組合せにその技術内容が帰する場合に

は、階層的に上位グループに分類する。 

(6)化合物 

発明の技術内容が化合物(有機、無機又は高分子)に関するものである場合、原

則としてその化合物固有の性質、すなわち、化学構造によって C セクションの

当該分類箇所に分類する。もし、その化合物が同時に使用分野にも関連する場

合、その使用分野がその技術内容の本質的な内容を構成し、関連する適切した分

類箇所が存在する場合、その使用分野の分類箇所にも分類する。しかし、発明の

技術内容が化合物の使用に限って関係する場合は、その使用分野の分類箇所に

限って分類する。 

(7)混合物又は組成物 

混合物又は組成物が発明の技術内容を構成している場合、そのような分類箇

所(例えば、ガラス組成物 C03C、セメント又はセラミック組成物 C04B、合金組成

物 C22C)があれば、その混合物又は組成物固有の性質によって当該分類箇所に分

類し、そのような分類箇所がなければ、その用途又は使用に合わせて分類する。

さらに、用途又は使用にも本質的特徴がある場合は、混合物又は組成物自体及び

その用途若しくは使用分野の分類箇所にも分類する。 
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(8)化合物の製造又は処理 

発明の技術内容が特定化合物の製造又は処理に関する場合は、その化合物自

体に分類する一方、製造方法又は処理方法のための分類箇所がある場合は、その

分類箇所にも分類する。ただし、発明テーマが「化合物群」の製造又は処理に向

けた一般的方法と関連がある場合は、そのための分類箇所がある場合、その分類

箇所に分類する。 

(9)マーカッシュ形式(Markush Type)の化合物分類 

発明が一般化学式により定義されるマーカッシュ形式で記載された化合物に

関するものである場合、化合物の一般化学式が分類できる分類箇所が少なけれ

ば(例えば、5つ以下)、それぞれに対して分類する。 

特定された化合物が請求された物自体(特に組成物)又は請求された方法

(Process)による生産物、若しくはこれらの誘導体に該当する場合、それぞれの

分類箇所に分類する。ここで「特定」されたという意味は、①化合物の構造が名

称又は式により定められている、又は択一的反応物のうち特定反応物による製

法から推論することができるものであって、②化合物又は生産物が明細書上に

おいて物理的性質(例えば、溶融点)によって特定されている、又はその製法が詳

細内容を記述する実施例として表現されている場合に該当する化合物又は生産

物をいう。 

(10)コンビナトリアル・ライブラリー(Combinatorial Libraries)の化合物分類 

多数の化合物、生物学的固体、又はその他物質が含まれたライブラリー形態で

示されるコンビナトリアル・ケミストリー発明における個別化合物も、上記のマ

ーカッシュ形式の化合物分類方法と同じ方法によって国際特許分類を付与する。

ただし、ライブラリー全体に関する特徴は、コンビナトリアル・ケミストリー

(C40B)に分類する。 
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3.4 協力特許分類(CPC)の理解 

協力特許分類(CPC)は、米国特許庁と欧州特許庁が先行技術調査の効率性の向

上に向け、2010 年 10 月に開発に合意し、2012 年末に開発を完了、2013 年 1 月

から使用している協力的特許分類である。我が庁では 2015年 1月から全面的に

導入して使用している。 

CPC は、欧州の審査官が主導して開発した。ECLA を基盤にして欧州特許庁で

使用していた補助分類であるインデキシングコード(ICO)、キーワード(KW)を統

合し、USPC のうち営業方法(BM)の分野を受け入れ、Y セクションの追加及び一

部分類の細分化により完成に至った。CPC特許分類は、IPC体系に基づいてサー

ブグループの後に数字を表記した形態である。 

CPC の主な長所は、先行文献へのアクセスが容易であり、多様な言語で作成さ

れた文書の検索ができるという点である。 

 

 

CPC 特許分類の表記例 

 

また、CPCは IPCと同様、クラス(Class)とグループ(Group)で構成された分類

構造になっている。 
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CPC構造の例 

 

3.4.1 協力特許分類(CPC)の構造 

CPC 分類票は「メイントランク」、「インデキシング・コード」(「2000シリー

ズ」とも呼ぶ)、「Y セクション」の三つの部分に分けられる。IPC と比べて CPC

の最大の特徴は、付加情報として付与する 2000シリーズと Yセクションの存在

である。 

Section A-H Section Y 

・約 16 万個の分類記号 

・発明情報又は付加情報 
・約 7千個の分類

記号 

・ 既 存 USPC 

XRACs と

digess を含む 

・付加情報に限

って付与 

Indexing Codes – 2000 series 

・約 9万個の分類記号 

・既存 ICOコードの breakdown、orthogonal コードに該当 

・IPC インデキシングコード 

・付加情報に限って付与 

CPC 分類票の構成 

 

(1)メイントランク 

CPCは IPCと同様、セクション、クラス、サブクラス及びメイングループ並びに

サーブグループの階層的構造であって、サブクラスの記号に 1~3 桁目の数字、

スラッシュ(/)及び 2~6 桁目の数字が IPC 標準に従って構成され、IPC より細分

化し、より文字が追加された形態である。 



第 1 章 審査手続き一般 

 

 

5119 (2016年 11月追録) 

 

 

 

CPC の構造及び表記の例 

 

 

メイントランクにおいて CPC の分類箇所に相応する IPC の分類箇所が存在す

れば、一般的にその CPCタイトル(title)は相応する IPCタイトルと同一である。

相応する IPCの分類箇所が存在せず、CPCだけで追加された情報は中括弧｛｝の

中に記載される。 

(2)インデキシング・コード 

CPCのインデキシング分類票は、インデキシング分類票及び欧州特許庁におい

て使用していたインデキシング・コードである ICO、KWを導入したもので、グル

ープ記号が 2000 から始まることから 2000 シリーズとも呼ばれている。参考と

して、Y セクションには 2000 シリーズ記号がない。インデキシング・コードへ

の分類は、メイントランク及び定義書に別途の指示事項がない限り非義務の分

類であって付加情報の割当に限って使用される。ICO を導入したグループはメイ

ントランクグループをさらに細分化したグループ(「細分化(breakdown)インデ

キシング・コード」という)及び細分化規則とは相違する基準で直交概念を導入

したグループ(「直交(orthogonal)インデキシング・コード」という)で構成され

る。 

(3)Yセクション 

Y セクションは、既存 IPCには存在していないが、必要性が認められる技術テ

ーマを取り扱うために欧州特許庁が ECLA に導入した分類である。Y セクション

の記号は付加情報としてのみ割り当てられる。 
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セクション 題目 導入時期及び内容 

Y02 
気候変動に対して緩和又は適応するた

めの技術若しくは応用 
グリーンエネルギーに関する出願の増

加によって 2009 年 4 月から議論を始

め、2011年に新設 Y04 
その他技術分野に影響する情報又は通

信技術(例：スマートグリッド) 

Y10 
USPC 相互参照技術コレクション

(CRACs)及び要約文に含まれる技術 

CPC の生成も踏まえ、2012 年 7 月に導

入 

Yセクションの構成 

 

3.4.2 協力特許分類(CPC)の階層的構成 

CPC の階層で最上層はセクション(section)であり、A セクションから H セク

ションまで 8 のセクションに Y セクションまで追加され、計 9 のセクションが

ある。それぞれのセクションはクラス(class)に細分される。クラスはサブクラ

ス(subclass)に細分され、サブグラスはメイングループ(main group)、サブグ

ループ(subgroup)に再度細分される。サブグループが CPC 内の最小検索単位で

ある。それぞれのセクション、クラス、サブクラス、メイングループ、サブグル

ープによって固有の CPC分類記号が付与される。 

 

 

CPC の階層構造 
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サブグループ間の階層はタイトルの前に付くドットの個数だけで決められる。

すなわち、それらのインデントのレベルで決められるだけで、サブグループの番

号の桁数で決められるわけではないことに注意しなければならない。 

 

例)A01B 1/02 ・ 鋤；スコップ 

    1/04 ・・ 歯がある物 

    1/06 ・ 鍬；受動耕作機 

    1/08 ・・ 一枚の刃がある物 

    1/10 ・・ 二枚の刃がある物 

 

上記の例においてすべてのサブグループが二桁のサブグループの番号を有し

ているが、1-ドットサブグループ 1/02 が 2 ドットサブグループ 1/04 より上位

の階層であることが分かる。この例の階層構造を図示すると以下の通りである。 

 

 

サブグループ間の階層構造 

 

3.4.3 セクション 

CPC セクションは計 9 個ある。Aセクションから Hセクションがすべての技術

分野を含め、Yセクションは特殊技術向けのセクションである。それぞれの CPC

セクションは、セクション内のすべての CPCクラスを羅列する。 

以下は、9の CPCセクションとそのタイトルである。 
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CPCセクションの構造 

 
A セクション 生活必需品 

B セクション 処理操作；輸送 

C セクション 科学；冶金 

D セクション 繊維；紙 

E セクション 固定構造物 

F セクション 機械工学；照明；加熱；武器；爆破エンジン又はポンプ 

G セクション 物理 

H セクション 電機 

Y セクション 新しい技術開発の一般的タギング(tagging)； 

IPC 一部のセクションに広がっている交差セクション(cross-

sectional)技術の一般的タギング；既存 USPC を交差参照した技

術コレクション(XRACS)及び要約に含まれた技術 

3.4.4 サブセクション 

一部セクションはサブセクションのタイトルを含めるが、これは関連性のあ

るそれぞれのクラスを一まとめにするとき、有用な情報を提供する。 

例)Cセクション－化学；冶金 

サブセクション：化学 

C01 無機化学 

C02 水、廃水、下水又は汚泥(スラッジ)の処理 

 

サブセクション：冶金 

C21 鉄の冶金 

C22 冶金(鉄の冶金 C21)；鉄又は非鉄合金；合金の処理又は非鉄金属の処

理(電気分解又は電気泳動の方法による金属の生産 C25) 

 



第 1 章 審査手続き一般 

 

 

5123 (2016年 11月追録) 

3.4.5 クラス 

各セクションは、分類の 2 番目階層「クラス」に細分される。各クラスはクラ

ス記号とタイトルを含み、さらにクラス索引を含むこともある。 

 

CPC サブセクション 

1)クラス記号：セクション記号の後に二桁の数字を付ける。(例：H01) 

2)クラスタイトル：クラスの内容を表示する。(例：H01 基本的電子素子) 

3)クラス索引(IPC向け) 

CPCは IPCと違ってクラス索引を使用しない。ただし、CPCが IPCを基にし

ているため、IPCにおいてクラス索引のあった所に索引に関する情報が CPC

にも含まれるだけである。一部クラスには、そのクラス内容を概括して把握

できるように情報を要約した索引がある。 

 

3.4.6 サブクラス 

クラスの下には、分類における 3番目の階層に当たる「サブクラス」がある。

それぞれのサブクラスは、記号とタイトルを含め、サブクラス索引及び表題

(guidance heading)を含めることもある。 

1)サブクラス記号：クラス記号の後に 1 つの英語の大文字を付ける。(例：

H01S) 

2)サブクラスタイトル：サブクラスの内容をできるだけ正確に表示する。 

例)H01S 誘導放出を利用した装置 

3)サブクラス索引 

CPCは IPCと違ってサブクラス索引を使用しない。ただし、CPCが IPCを基

にしているため、IPC においてサブクラス索引のあった所に索引に関する情
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報が CPC にも含まれるだけである。一部サブクラスには、そのサブクラス

内容を概括して把握できるように情報を要約した索引がある。 

4)残存(residual)サブクラス：その他サブクラスに分類されない技術のため

のサブクラスである。 

例)F21K その他分類されない光源 

 

3.4.7 グループ 

グループは CPC の最小検索単位であってメイングループ、サブグループ、残

存メイングループがあり、CPC分類表にもすべて羅列される。 

1)メイングループ：ドット及びインデントを使用せず、記号は常に「/00」で

終わる。 

2)サブグループ：メイングループを細分し、記号はスラッシュ(/)とその後に

00 外の数字で終わる。 

3)残存メイングループ 

USPCの「その他(miscellaneous)」のサブクラスと類似している。サブクラ

スに分類された技術のうち、各メイングループに細分されずに残された主

題(すなわち、サブグラスの残存範囲)が残存メイングループに分類される。

残存メイングループのタイトルは大体「その他属しない」又は「その他分類

されない」というコメントが付く。 

例)H02S 99/00 このサブクラスのその他グループにその他分類されない

技術 

タイトルを解釈するとき、英語版の場合はサブグループのタイトルが大文字

で始まれば大体完了した表現であると解釈し、小文字で始まればまだ従属展開

中の上位階層タイトルの連続であると解釈する。しかし、韓国語版の場合は大文

字と小文字の区分がないため、文脈を読み解く、又は英語版を参考にして読まな

ければならない。 

例 1)H01S 3/00 レーザ 

     3/14 ・活性媒質に使われる物質に特徴を有する物 

  →H01S 3/14 のタイトルは「活性媒質に使われる物質に特徴を有するレー

ザ」で解釈 
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例 2)H01S 3/05 ・ 光学的共振機の構造又は形状 

  →H01S 3/05のタイトルは「レーザの光学的共振機の構造又は形状」で解釈 

一方、CPCグループはその範囲において相互独占的であり、重複しない。 

 

CPC グループ範囲の例 

 

4. 出願公開 

 

4.1 出願公開の趣旨 

出願公開制度は、審査請求制度と共に導入された制度であって、特許出願後、

一定期間が経過した時に特許出願の審査の有無にかかわらず、出願された内容

を公開することにより、重複投資及び重複研究を防ぐために導入された制度で

ある。[特法 64、特則 43] 

従来の出願公開をせずに特許が登録される場合に限って発明を公開していた

制度下においては、審査が遅延されれば出願された発明の公開が遅れて技術情

報としての価値が低下するため、その発明を社会一般の共通知識にして産業発

展に寄与しようとする特許制度の目的を適切に反映することができないという

側面があった。従って、審査と発明の公開を分離し、特許出願後、一定期間が経

過すれば特許出願の内容を公開する出願公開制度を導入することになった。 

 

4.2 出願公開の時期 
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(1)出願が公開される時期は、特許出願日から 1年 6月が経過した時である。た

だし、条約による優先権主張出願又は国内優先権主張出願は、第 1 国出願日又

は先願日から起算し、2以上の優先権が主張された出願については、第 1国出願

日又は先願日のうち、最先日から起算する。[特法 64(1)] 

(2)分割出願又は変更出願については、原出願した時に出願したものとみなされ

るため、原出願日から出願の公開時期が起算される。従って、分割出願又は変更

出願が原出願日から 1 年 6 月以内に出願された場合は、原出願日から 1 年 6 月

が経過した時点に公開し、分割出願又は変更出願が 1 年 6 月が経過した後で出

願された場合は、その後遅滞なく出願を公開する。 

(3)出願人が特許法施行規則別紙第 25 号書式の早期公開申立書を提出した場合

は、出願日から 1年 6月が経過する前であっても当該出願を公開する。[特則 44] 

 

4.3 出願公開の対象 

(1)特許法第 64 条第 1 項各号のいずれかの一つに該当する日から 1 年 6 月が経

過する、又は特許出願日から 1 年 6 月が経過する前であっても出願人の早期公

開申立があるすべての特許出願は、原則として出願公開の対象になり、公開され

る内容は特許法施行令第 19条第 3項に列挙された事項である。ただし、出願公

開の対象になる出願であっても、明細書に請求範囲を記していない出願、外国語

出願の場合、第 42条の 3第 2項による韓国語翻訳文を提出していない出願、登

録公告をした出願、特許法第 41 条第 1 項により秘密取扱になった出願、無効、

取下又は放棄される、若しくは拒絶決定が確定した出願の場合は、例外的に出願

公開の対象にならない。[特法 64(2)、(3)、特令 19(3)] 

(例)国内優先権主張出願の基礎になった先願が取下げとみなされる以前(先願

が特許出願である場合は、先願日から 1年 3月以内)に出願人が早期公開を

申し立てる場合、又は公開時期が到来した場合(例えば、国内優先権主張出

願の先願が条約による優先権主張を伴う出願であって、取下げとみなされ

る前に公開時期が到来した場合)には、その先願を公開しなければならない。 
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(2)国防上秘密を要する特許出願は出願公開しない。また、公共の秩序又は善良

な風俗を害する、若しくは公衆の衛生を害する恐れのある事項は、公開用特許公

報に掲載しない。[特法 64、特令 19(3)] 

 

4.4 出願公開の媒体 

出願公開は、特許庁ホームページのインターネット公報を通じて行われてお

り、同一の資料が DVD-ROM 及び韓国特許情報院などのホームページ上ても公開

されている。 

 

4.5 出願公開の効果 

(1)出願人は、出願公開があった後、その出願発明の内容を書面により提示して

警告したときには、その発明を業として実施した者に対して警告を受ける、又は

公開された発明であることを知った時から設定登録時までに通常受けることが

できる金額に相当する報償金の支給を請求することができる。ただし、その請求

権は、当該特許出願の設定登録された後でなければ行使することができず、請求

権の行使は、特許権の行使に何ら影響を及ぼさない。[特法 65(1)~(4)] 

(2)出願が公開される場合、特許法第 29 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に該当し、

先行技術としての地位を獲得するだけでなく、特許法第 29条第 3項のその他特

許出願として活用される。 

 

5. 審査請求 

 

5.1 審査請求一般 

(1)出願に対して審査を請求するためには、当該出願の手続きが特許庁に係属中

でなければならない。従って、出願が無効、取下又は放棄されたときには、審査

を請求することができない。 
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審査請求は一つの出願に一回だけ認められ、取り下げることはできない。ま

た、有効に成立した審査請求は、審査請求人が死亡するなど権利能力又は行為能

力を喪失する場合であっても有効である。[特法 59(4)] 

一方、特許出願人は請求範囲が記載された明細書が出願書に添付される、又は

外国語出願の場合に第 42条の 3第 2項による韓国語翻訳文が提出されたときに

限り、出願審査を請求することができる。[特法 59(2)] 

(2)審査請求は何者でもすることができるため、当該出願について利害関係を持

たない第三者であっても出願の審査を請求することができる。ただし、未成年者

など行為無能力者が審査を請求する場合は、法定代理人によって手続きをしな

ければならない。[特法 59(2)] 

法人ではない社団又は財団であっても代表者又は管理人が定められている場

合は、その財団又は社団の名義で審査を請求することができる。 

(3)審査請求期間は、出願日から 3 年(2017年 2月 28日以前に特許出願があった

場合は 5年)以内に請求することができる。[特法 59(2)] 

一方、分割出願又は変更出願については、出願日から 3 年が経過した後であ

っても、分割出願をした日又は変更出願をした日から 30日以内に出願審査を請

求することができる。[特法 59(3)] 

(参考)国際特許出願に対して審査を請求することができる期間は、特許協力条

約(PCT)第 11 条第 3 項及び特許法第 199 条第 1 項により、国際出願日か

ら 3 年であり、わが国に翻訳文を提出した日から 3 年ではない(大法院

1995.6.16.宣告 95ヌ 3336 判決を参照)。 

(4)審査を請求することができる期間内に出願審査の請求がないときは、その特

許出願は取り下げられたものとみなす。[特法 59(5)] 

 

5.2 審査請求の手続き 

(1)出願審査の請求をしようとする者は、特許法施行規則別紙第 22 号書式の審

査請求書を特許庁長に提出し、審査請求料を納付しなければならない。[特法

60(1)、特令 37]
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(参考)出願人ではない者が審査を請求した後、明細書を補正して請求項が増加

した場合は、増加した請求項による審査請求料は出願人が納付しなけれ

ばならない。増加した審査請求料を納付しなかったときは、出願人に補正

を要求し、指定された期間内に審査請求料を追加納付しなければ、当該明

細書の補正手続きを無効にすることができる。[特法 82(2)] 

 

5.3 審査請求の効果 

(1)審査請求された出願は、審査官の審査の対象になり、出願が無効、取下げ又

は放棄されない限り、設定登録又は拒絶決定の確定によってのみ出願状態が終

了する。 

(2)出願公開前に出願審査の請求があったときは出願公開時に、出願公開後に出

願審査の請求があったときは遅滞なくその旨を特許公報に掲載しなければなら

ない。[特法 60(2)] 

(3)出願書に請求範囲が記載された明細書が添付されていない出願について、第

三者の審査請求によって出願審査請求の趣旨の通知を受けた場合、出願人は、特

許法第 42条の 2第 2項に基づいた日までに請求範囲が記載されるよう、明細書

を補正しなければならない。[特法 42(5)] 

(4)特許庁長は、特許出願人ではない者から出願審査の請求があったときは、そ

の旨を特許出願人に通知しなければならない。審査官は出願人ではない第三者

が審査を請求した出願に対して最終決定(取下げ、放棄を含む)をする場合には、

その決定事項を第三者に通知する。[特法 60(3)、規定 26(4)] 

 

6. 審査着手 

 

6.1 審査着手の順位 

審査官は、審査着手の順序が到来した出願に対して直接審査を進行すること

ができる出願であるか否かを先ず確認しなければならない。審査の遅延を防止

するために、確認過程はできる限り早い時期内に行われなければならない。[特

則 38、規定 20] 
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(1)特許分類(CPC、IPC)が出願された発明の技術的内容によって適切に付与され

たか否か、及び本人が審査する分類範囲に属するか否かを確認する。第 5部第 1

章第 3節の特許分類の付与方法に従って、ⅰ)特許分類上、本人が主分類の審査

官であれば審査に着手する、又はⅱ)本人が主分類の審査官であっても、副分類

の審査官が審査した方が正確な審査のために望ましいと思われる場合は、担当

審査官と協議して出願を移送する、若しくはⅲ)分類上の誤りにより、本人が担

当していない技術分野の出願が仮分類された場合、審査官間の協議ができれば

当該出願を移送し、出願の移送を受けた審査官が分類訂正を申し立てる、又は

ⅳ)他の審査官と協議が行われなかった場合、本人が分類訂正を申し立て、特許

審査企画課に出願移送を要請して担当審査官を変更する。 

(2)特許法第 148条第 1号乃至第 5号及び第 7号の審査官の除斥理由のいずれか

の一つに該当する、又は審査官任用直前の 3 年間在職した勤務先からの出願を

審査することになった在職期間 2 年以下の審査官は、当該出願の審査から排除

されるべき場合であるか否かを確認する。除斥理由に該当する場合は、審査局長

の決裁を受けて当該出願について最も近い技術分類を担当する審査官に移送す

る。[規定 16(2)] 

(3)審査着手は、審査請求のあった出願に対して審査官別、技術分類別(サブクラ

ス)に審査請求の順序に従って行う。ここで審査着手とは、審査官が出願書類綴

の移管を受けて特許の可否を審査する段階において、審査官の名義又は特許庁

長の名義で出願人に拒絶理由通知、補正要求又は協議要求、若しくは特許決定書

の謄本などを最初に通知することをいう。 

(4)審査官別、技術分類別に審査請求日が同一である場合は、特許出願を実用新

案登録出願より優先して審査し、出願の種類が同一であるときは出願番号の順

で行う。 

(5)分割出願又は変更出願は、当該分割出願又は変更出願の審査請求の順序に従

って審査に着手する一方、原出願が審査請求後に分割される、又は変更された場

合は、原出願の審査請求の順序に従って審査に着手する。[規定 20~21] 

原出願の審査に着手した後で分割又は変更された場合は、分割又は変更出願

の審査請求日から 3 月と出願書類の移送を受けた日から 2 月のうち遅く満了す

る日までに審査に着手する。ただし、優先審査が請求された原出願の分割出願又

は変更出願の審査着手に対しては、この規定を適用せず、原出願の審査請求の順

序に従う。 
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6.2 審査着手の保留 

審査官は当該出願が次のいずれかの一つに該当する場合は、審査着手を保留

することができる。[規定 7] 

①先願又は競合出願が公開されていない、又は競合出願の審査が請求されて

いない場合 

②国内優先権主張の先願であって、取下げとみなされる期間を経過していな

い場合 

③当該出願に関する審判又は訴訟が係留中である場合 

④先行技術調査を専門機関に依頼する、又は外部に意見の問い合わせをする、

若しくは協議審査が必要になる場合 

⑤条約優先権主張出願の優先権証明書類の提出期間が経過していない場合 

⑥その他に審査着手の保留が必要であると認められる場合 

審査着手の保留に関する具体的な内容は、第 5 部第 3 章「8.審査の保留又は

処理期間の延長」を参照する。 

 

7. 処理期限 

 

(1)拒絶決定後、再審査が請求された出願及び拒絶決定不服審判によって取消差

戻しにされた出願に対しては、担当審査官がその出願書類の移送を受けた日か

ら 1 カ月以内に審査に着手することを原則とする。ただし、やむを得ずに 1 カ

月以内に審査に着手することができない場合、その理由を審査パート長に報告

しなければならない。審査保留の手続きと関連して第 5 部第 3 章第 8 節「審査

の保留又は処理期間の延長」を参照する。[規定 55] 

(2)優先審査が申し立てられた出願の優先審査の可否の決定は、優先審査申立書

の移送を受けた日から 7 日以内、審査着手は優先審査決定書の発送日から 2 カ

月(ただし、告示第 4 条第 3 号又は第 4 号により優先審査の場合は 4 カ月)以内

にしなければならない。[規定 59] 
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(3)その他、審査に関する処理期間と関連し、次のようなものがある。 

 

8. 法律適用の基準 

 

(1)出願係属中に特許法が改正される場合、通常一般的な経過措置を設けて改正

により不利益が発生しないようにしているため、審査に適用される法規定は、出

願日を基準に適用する。 

区分 起算日 処理期間 根拠規定 備考 

分類審査 分類確定  着手時 規定§9② 

変更申立な

く着手時確

定とみなす 

一般審査 審査着手 審査請求日 
審査請求 

順序 

特則§38 

規定§20 

審査協力型

調査納品件

は例外 

優先審査 

優先審査 

可否決定 

優先審査申立書移送日 7日 規定§59①  

補完期間満了日/ 

補完書類移送日 
7日 

規定

§59②③ 
遅い満了日 

先行技術

調査依頼 
決定書発送日 15日 規定§86①  

審査着手 

決定書発送日 2月/4月 

規定§66① 
遅い満了日 

先行技術調査結果移送日 1月 

予備審査申立日 2月/4月 

補正書移送日 1月 規定§66② 

審査猶予 審査着手 
審査猶予時点/ 

出願書類移送日 
3月 

規定§21

条の 2 
遅い満了日 

分割出願 

変更出願 
審査着手 

審査請求日 3月 
規定§21① 遅い満了日 

書類移送日 2月 

取消差戻

し再審査

請求 

再度 

審査着手 
書類移送日 1月 規定§55①  

中間書類 

(取消差

戻し) 

指定期間満了日/ 

中間書類移送日 
2月 規定§55⑤ 遅い満了日 

指定期間 

延長 

承認可否

の決定 

延長期間超過 

延長申立書移送日 
2週 

規定§23

条の 2 

期間経過後

自動延長 

承認 
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(2)原出願の出願日に出願したとみなす分割出願、変更出願及び正当な権利者に

よる出願は、原出願の出願日を基準に法規定を適用する。 

例えば、2009年 6 月 30 日以前に出願された特許出願に基づいて 2009 年 7月

1日以降に分割出願した場合、2009年 1月 30日の法律第 9381号(2009年 7月 1

日施行)に改正される前の法を適用し、当該分割出願に対しては再審査制度では

なく、審査前置制度が適用される。 

一方、国際特許出願は、特許法第 203 条第 1 項の書面の提出日ではなく、国

際出願日を基準に法規定を適用する。 

(3)条約優先権主張出願、国内優先権主張出願及び公知例外主張を伴う出願の場

合は、当該優先権主張又は公知例外主張を伴う出願の出願日を基準に法規定を

適用する。 

例えば、2006年 9月 30日以前に日本に出願された特許出願に基づいて条約に

よる優先権を主張し、2006 年 10月 1 日以降にわが国に出願した場合、わが国の

出願日を基準に公知、公然実施に関する国際主義(2006 年 3 月 3 日法律第 7871

号に改正され、特許法第 29 条第 1 項第 1 号に導入)を適用し、日本における出

願日以前に日本において公然実施をされた事実を根拠に拒絶理由を通知するこ

とができる。 
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第 2 章 先行技術調査 

 

1. 先行技術調査の概要 

 

先行技術調査は、出願された発明の新規性又は進歩性など、特許要件を審査す

るために関連先行技術を検索することである。先行技術調査には、特許法第 36

条の先願及び同法第 29条第 3項の拡大された先願の検索も含まれる。 

審査官は、必要に応じて審査業務の一部である先行技術調査の業務を外部専

門機関に依頼することができる。[特法 58、特令 8 条の 3] 

 

2. 調査前の手続き 

 

(1)先行技術を検索する前に出願された技術内容を分析する。先行技術調査は、

明細書の請求範囲に記載された発明を対象に行わなければならないため、発明

の把握は、請求範囲に記載された事項を基準にする一方、発明の説明及び図面を

参照する。 

(2)出願の発明の説明において文献を引用している場合、その引用文献をまず検

討し、その文献が発明の出発点に引用されたものであるか、技術の現況を示すも

のであるか、発明が解決しようとする課題のその他解決方法であるか、又は発明

の正しい理解を助けるために記載されたものであるかなどを分析し、必要であ

ればその文献を参照して検索の出発点にしなければならない。 

その引用文献が請求された発明と直接関係のない発明の説明だけに関連して

いることが明らかである場合には、その文献を無視することができる。請求され

た発明の特許要件の判断に必要な文献であって通常の方法によって入手するこ

とができない場合には、出願人に書類提出を要求し、当該文献が提出される時ま

でに審査を保留することができる。 

(3)当該出願と関連して外国特許庁又は調査機関において事前に行われた調査

結果がある場合には、その調査結果を検討して活用することができるか否かを
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確認しなければならない。 

 

3. 調査手続き 

 

3.1 調査の範囲 

(1)先行技術調査は、技術内容別に体系的に整理された文献を用いた調査を基本

とする。 

こうした文献の蓄積物は、我が庁の検索システムのデータベースに保管中で

ある公報文献をはじめ各国の公報資料を基礎としており、定期刊行物などに掲

載された論文又はその他各種刊行物と図書、紙資料の他にもマイクロフィッシ

ュ(microfiche)及び CD-ROM、DVD-ROMなどを含む。 

(2)先行技術調査は、審査の対象になる発明と直接関連する分類の先行技術をい

ずれも含まなければならない。 

また、先行技術調査を進めつつ、審査官の判断に従って類似分野の関連分類へ

拡大していかなければならず、どの範囲まで先行技術調査を行うべきかについ

ては審査官が技術分野の特性などを勘案して合理的に決定する。 

 

3.2 調査から除外される場合 

次の場合には、先行技術調査を行わない、又は必要な範囲内に限って先行技術

調査を行うことができる。審査官は先行技術調査をしない場合、その旨を意見提

出通知書の参考事項として記載する。 

①特許法第 47条の規定による新規事項が追加されている発明 

②特許法第 32条の規定により特許を受けることができない発明 

③未完成発明又は産業上利用することができない発明 

④特許法第 45条による 1特許出願の範囲を満たさない出願である場合、審査

を行った群に属しない発明 

この場合、まず、特許法第 45条の違背で拒絶理由を通知し、出願人の対応

を待つことができる。 
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⑤明細書の記載が著しく不備であって、発明の内容を把握することができな

い場合 

明細書の記載不備の程度が軽微であって発明の内容を把握することができ

るときには、発明の内容の把握ができる範囲内で先行技術調査を行う。 

 

3.3 調査の時間基準 

(1)先行技術の調査は、原則として当該出願の出願日以前の先行技術について行

わなければならない。 

しかし、特別な場合には出願日以降の先行技術についても先行技術調査を行

わなければならない。ここで特別な場合とは、特許法第 29 条第 3・4 項又は同

法第 36条と関連した文献の場合、若しくは条約優先権主張出願、国内優先権主

張出願において特許要件の判断日を遡及することができない出願などがある。 

(2)出願日以降に頒布された文献であっても、出願発明の原理又は理論が間違っ

ていることを確認する、若しくは出願発明が未完成発明であることを立証する

資料としては使用することができる。 

(3)条約優先権主張又は国内優先権主張出願の場合、請求項に記載されたすべて

の発明について、後願日(又はわが国における出願日)を基準に先行技術調査を

実施した後、先願日と後願日の間に先行技術が発見されれば、各請求項に記載さ

れた発明についてそれぞれの特許要件の判断日を決定し、調査された先行技術

の適用可否を判断する。 

ただし、請求項毎に特許要件の判断日の決定が容易である場合には、各請求項

毎にまず優先日を決定した後、請求項に記載された発明毎に先行技術調査をす

ることができる。 

 

3.4 調査の中断 

(1)先行技術調査の途中、当該請求項について新規性又は進歩性を充分に否定す

ることができる先行技術を発見した場合には、その時点でその請求項に関する

先行技術調査を中断することができる。 
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(2)特定出願の場合、完璧な先行技術調査のためには過度な時間と労力が所要さ

れるため、審査官は可用時間と費用の限度内で、より完璧な先行技術調査を行う

ことができるよう最大限効率的な方法を講じた後、合理的な判断により有効な

先行技術が見つからなかったとしても調査を中断することができる。 

 

3.5 調査時の留意事項 

(1)先行技術調査は、発明の説明に記載されている技術内容を参照して請求範囲

に記載された技術内容に対する均等物であると認められるすべての技術内容を

含む。この場合、均等物に認められる技術内容は、発明の説明に記載された内容

とは多少異なる技術内容も含めるようにする。 

(例)発明が複数の部品の構造と機能に特徴を有する製品に関するものであって、

請求項にはそうした部品が溶接によって結合するものと記載されている場

合、その発明の技術的特徴が溶接手段にあるという事実が明確ではない限

り、溶接による結合以外に接着剤による結合、リベットによる結合などもす

べて含めなければならない。 

(2)独立項に対する先行技術調査を行うと共に同一の分類範囲に属する従属項

に対する先行技術調査も同時に進める。 

しかし、従属項は独立項の特徴をすべて含めるため、独立項と関連のある先行

技術が存在しないときには、従属項に対する別途の先行技術調査は不要である。 

(例)爪の疾患を治療するための薬理学的組成物に関する発明において、発明の

主な構成成分の結合関係を記載した独立項に関する先行技術が存在しない

場合には、組成物のキャリアとして特定の揮発性有機溶剤を使用するとい

う事項を付加した従属項に対しては、先行技術を調査する必要がない。 

(3)カテゴリーが相違する 2以上の請求項がある場合は、請求範囲のすべてのカ

テゴリーの請求項に対して先行技術調査をしなければならない。しかし、物に関

する請求項が新規性かつ進歩性を有する場合、その物の製造方法又は用途に関

する請求項に対しては先行技術調査をする必要がない。 
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ただし、出願発明が一つのカテゴリーに属する請求項があるだけの場合であ

っても、他のカテゴリーに対する先行技術調査が必要になる場合がある。 

(例 1)発明が化学物質の製造工程に関するものである場合でも、最終物質に対し

て先行技術調査を実施し、製造工程に対する新規性又は進歩性などを判

断する場合 

(例 2)物を生産する方法の発明の場合、物に対する先行技術調査を実施して物を

先に対比した後、生産する方法を容易に導き出すことができるか否かを

判断する場合 

(4)先行技術調査は請求項に記載された発明を基準に実施する一方、先行技術調

査に過度な追加努力を要しない場合、補正書の提出に備えて請求範囲には記載

されず、発明の説明に限って記載された発明に対する先行技術調査を行うこと

ができる。 

 

3.6 先行技術文献の引用 

(1)拒絶理由において引用する先行技術は、その先行技術の公知又は公然実施若

しくは頒布性に疑問がない場合に限って引用しなければならない。 

(2)特別な場合、先行技術調査を行った文献の内容について、他の文献の内容を

通じてその文献の正確性を充分に確認することができる根拠がある場合は、拒

絶理由として引用することができる。 

(例)出願日の前に解読が困難な言語で公開された引用文献であっても、当該発

明の出願日後に公開され、解読できる言語で記載された対応文献が存在す

る場合は、その出願日以降に公開された解読できる文献を先行技術として

引用することができる。この場合、拒絶理由通知時に解読することができな

い言語で記載された対応文献が出願日前に公開されたという事実を記載し、

その文献も添付しなければならない。 

(3)抄録を引用文献にして出願発明の新規性又は進歩性を否定することができ

る。しかし、この場合、抄録に記載された内容だけを根拠にして拒絶理由を通知

しなければならず、抄録に記載されていない全文の内容を根拠にして拒絶理由

を通知してはならない。 
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(参考)抄録と全文が発明の要旨を異にする文献であることは前述の通りであり、

全文の入手が容易であるという事情だけでは抄録を全文と同一視する何

ら根拠がなく、審査及び審判段階において拒絶理由を通知する時に全文

が記載された文献を入手することができる場合には、全文が記載された

文献の内容に基づいて具体的に比べて拒絶理由にしなければならず、本

事件のように審査官が全文の記載された文献を入手することができなか

ったため、抄録だけを進歩性判断の資料にする場合は、抄録に記載された

内容だけを拒絶理由にすべきである(特許法院 2001.7.19.宣告 2000 ホ

6288判決を参照)。 

(4)拒絶理由通知の際に添付される引用文献は、全文を添付することを原則とす

る一方、添付すべき先行技術の量が膨大である場合、拒絶理由と直接関係のある

ページだけを複写して添付することができる。 

一方、出願人がインターネットに容易にアクセスすることができると認めら

れ(任意代理人がいる場合又は出願を電子文書をもって行った場合は、いずれも

これに該当するものと認める)、引用文献が特許文献である場合は、その文献を

確認することができるインターネットアドレス(URL)と引用文献の公報番号を

明確に記載し、先行技術資料の添付に代替することができる。 

引用文献が非特許文献であって、その文献の有料提供又は複製禁止、搬出禁止

などにより意見提出通知書に添付が困難な場合は、入手することのできる入手

経路などを記載する。 

(5)特許法第 29 条第 3 項の他の特許出願にすることができる未公開出願を発見

した場合は、まず、審査を保留してその出願が公開された後、これを引用文献に

して拒絶理由を通知しなければならない。[特則 40、規定 7(1)(1)] 

 

3.7 参考事項 

特許協力条約(PCT)による国際出願又は欧州特許出願については、サーチレポ

ートを審査の参考にすることができる。サーチレポートにおいて関連先行技術

は、関連性によって以下のように分かれる。 
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①「X」:当該文献の一件だけで新規性又は進歩性に欠けていると判断される場

合 

②「Y」:当該文献が一つ又はそれ以上の他の文献と結合したとき、進歩性に欠

けていると判断される場合 

③「A」:「X」又は「Y」には該当しないが、出願発明と関連がある場合 

④「O」:口頭による開示、使用、展示などについて言及している文献 

⑤「P」:優先日後、国際出願日前に公開された特許文献 

⑥「E」:国際出願日前に出願され、国際出願日後に公開された特許文献 

⑦「T」:国際出願日又は優先日より遅く公開される、又は発明の原理若しくは

理論を理解するために引用された文献 

⑧「L」:優先権主張に疑問を提起する、又は当該出願の主な請求内容を否定す

る、若しくはその他内容を確定するために言及している文献 

 

4. 調査後の措置 

 

(1)先行技術調査を完了したときには、「審査報告書」に引用文献の類似度と共に

調査結果を記載する。意見提出通知書において引用される文献については、引用

有無も共に表示する。 

(2)「審査報告書」には先行技術調査において浸かった検索キーワードと検索履

歴を記載することができる。検索履歴を記載するときには、検索したデータベー

スの名称と使用された検索式及びその時の検索件数を共に記載する。 

(3)審査官は先行技術調査において発見された審査上の参考事項を「審査報告書」

に追加記載することができる。 

 

5. 専門調査機関を利用した先行技術調査 

 

先行技術調査の外部用役は、審査業務の一部である先行技術調査の業務を外
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部の専門機関に依頼することによって審査官の過重な業務負担を軽減し、審査

処理期間を短縮させて究極的には審査の質的水準の向上と出願人の利益を保護

することにその目的がある。 

 

5.1 調査依頼 

(1)審査官は、毎月配分された用役依頼の量によって用役依頼対象の出願を特許

審査処理システム上から選定する。審査局長は、審査官が選定した用役依頼対象

を確定して専門調査機関に調査を依頼する。[規定 86] 

(参考)審査局別に割り当てられる年間調査依頼の量は、特許審査企画課長が計

画を立てて審査局に通知する。各審査局長は当該年度の調査量を月別、審

査課別に配分する。 

(2)情報管理課長は、審査局長から調査を依頼された出願の内容を専門調査機関

に提供する。 

(3)審査官は、特許庁在職者の出願、特許庁退職者の退職後 2年以内の出願及び

特許庁所管の専門機関である先行技術調査機関の在職者の出願に対しては、い

ずれも審査着手前に専門調査機関に調査を依頼しなければならない。このとき、

先行技術調査機関の在職者による出願に対しては、在職者の属している先行技

術調査機関に依頼しないように注意する。[規定 86(6)] 

 

5.2 先行技術調査結果の納品及び検収 

(1)審査官は、審査着手前の予備検収と審査着手後の確認検収を実施する。[規定

86] 

検収の際には調査結果の納品形式、調査された資料の適合性、調査資料に関す

る関連度付与の適切性、構成対比の適切性、その他先行技術調査用役に係わる事

項の適正性について検討する。 

(参考)調査機関の調査結果は、特許庁が指定するファイル形式によって納品さ

れ、「先行技術調査報告書」には請求項毎に技術内容と引用文献の技術内

容を比較して引用文献の頁・行などが付記される。また、「先行技術調査

報告書」に添付される引用文献には、請求項毎に対比される技術内容が適

正な方法で表示される。 
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(2)審査官は、予備検収として調査依頼した出願に対して納品された「先行技術

調査納品書」の目録に従って「先行技術調査報告書」全体を検収した後、その結

果を「先行技術調査検収内訳書」に記載し、審査課長(チーム長)を経由して所属

審査局長に報告する。 

審査局長は、「先行技術調査検収内訳書」を添付して運営支援課及び納品した

専門調査機関に現況と共に通知し、特許審査企画課に検収内訳の現況を通知す

る。 

(3)審査官は、確認検収として審査着手の際に特許審査処理システム上において

先行技術調査の外部用役結果の活用度調査書を作成する。 

(参考)活用度調査書において審査官が未活用に評価する場合、調査機関が再調

査を行うよう先行技術調査外部用役の契約に反映されている。 
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第 3 章 審査進行 

 

1. 審査進行の概要 

 

特許出願が特許法において定めた要件を満たすことができなかった場合、審

査官はその出願に対して拒絶理由を通知し、出願人に意見書を提出する機会を

付与した後、出願人が提出した意見書又は補正書によっても拒絶理由が解消さ

れなければ、特許拒絶決定をするように規定されている。審査は、次のフロー図

の順序で進行する。[特法 62、63] 
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2. 出願発明の理解 

 

(1)審査官は、審査が始まると出願書に添付された明細書を精読し、出願された

発明の実体を明確に理解しなければならない。発明の理解は、出願人が提示した

技術的課題に基づいて背景技術と区別される課題の解決手段に重点を置き、発

明の効果も考慮しなければならない。 

(2)審査対象になる明細書は、出願書に最初に添付された明細書であるが、1 回

目の拒絶理由通知の以前に出願人が自発補正をした場合は、その補正事項がす

べて反映された明細書が審査の対象になる。 

補正事項が反映された明細書の確定方法は、第 5部第 3章「6.3.1補正された

明細書の確定方法」を参照する。 

(3)特許の対象になる発明は、請求項に記載された発明であるため、審査対象に

なる発明を認めるときには請求項に記載された通りに把握する。このとき、請求

項に記載された用語は、通常の技術者が理解する普通の意味で解釈する一方、出

願人が発明の説明において用語を明示的に定義した場合は、その意味を有する

ものと解釈する。[特法 42(4)、(6)] 

 

3. 先行技術文献の検討 

 

検索された先行技術文献が新規性、進歩性、拡大された先願及び先願の拒絶理

由の根拠になるか否かについては、次の通りに検討する。 

(1)先行技術文献が刊行された日付は、新規性、進歩性などの拒絶理由を構成す

る上で重要であるため、先行技術文献の書誌事項を確認して出願日(優先権主張

がある場合は、優先日)より先立つか検討する。 

また、拡大された先願の場合は、当該特許出願又は実用新案登録出願の出願人

及び発明者も追加確認する。 

先行技術文献の刊行日の認定については、第 3 部第 2 章の新規性の部分を参

照する。
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(2)先行技術文献を精読して当該文献において記載している技術的事項を明確

に理解する。このとき、審査の対象になる出願から得た知識に基づいて記載され

ていない事項を認めやすい傾向があるため、注意しなければならない。また、合

理的な根拠もなく、一部の記載から推定して拡大解釈しないよう注意を要する。 

 

4. 特殊な出願の取扱い 

 

(1)審査官は出願に優先権主張、公知例外主張が含まれている、又は分割出願、

変更出願など手続きが適法しているか否かによって特許要件の判断が異なる出

願については、実体審査に先立って当該主張手続き又は出願手続きの方式審査

を優先して進行しなければならない。 

各主張及び出願手続きの詳細な方式審査の方法については、第 6 部を参照す

る。 

(2)条約優先権主張、国内優先権主張又は公知例外主張が不適法である場合には、

補正を要求し、指摘した事項が解消されなかった場合は当該主張の手続きを無

効処分にする。分割出願、変更出願が方式(主体的、時期的要件)に違反する場合

は、疎明機会を付与した後、出願書類を返戻する。[特法 46、特則 11] 

 

4.1 条約優先権主張がある場合 

(1)条約優先権主張出願をすることができる者は、条約当事国に出願された出願

の出願人又はその出願人の正当な権利の承継人である。出願人が相互同一では

ない場合、審査官は必要に応じて条約優先権主張出願の出願人が特許を受ける

ことができる権利を正当に継承したか否かを証明する資料を提出させることが

できる。[特法 54] 

条約優先権主張をすることができない者がした優先権主張の手続きについて

は補正を要求し、瑕疵が解消されなかった場合は当該手続きを無効処分する。 

(2)条約優先権主張は、優先権主張の基礎になる出願の最初出願日から 1年以内

に限ってすることができる。[特法 54(2)、パリ条約 4(C)] 
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法定期間を経過して条約優先権主張出願された場合は補正を要求し、瑕疵が

解消されなければ、その条約優先権主張の手続きを無効にする。このとき、優先

権主張手続きの補正は、自明な誤記に限られるため、その旨を併記して補正を要

求する。 

(3)条約優先権主張の基礎になる第 1国出願が最初の正規の出願として成立して

いれば、第 1国出願の係属可否、すなわち、出願の無効、取下げ、放棄又は特許

可否の確定などは優先権に影響を及ぼさない。[パリ条約 4(A)(3)] 

審査官は、条約優先権主張の基礎になる第 1 国出願の係属可否は別途審査を

しない。 

(4)条約優先権主張出願に記載された発明が第 1国出願に記載された発明と同一

ではない場合は、特許法第 29 条及び第 36 条の適用に関連して特許要件の判断

日が遡及されない。特許要件の判断日の確定は、請求範囲に記載された発明別に

し、次の通りにする。[特法 54、パリ条約 4(F)] 

①第 1国出願に記載された発明と同一(実質的に同一である場合を含む。以下、

この項目において同じ)の発明は、当該優先権主張の第 1国出願日 

2以上の条約優先権主張(複合優先権)を含む出願について、発明が 2以上で

ある第 1 国出願に共通して記載されている場合には、第 1 国出願日などの

うち最先日 

②第 1国出願に記載されていない発明は、条約優先権主張出願の出願日 

2以上の第 1国出願に基づいた優先権主張出願において、それぞれの第 1国

出願に別に記載されている技術的事項を結合して導き出した発明、又は第 1

国出願に記載されている発明に新しい技術的事項を結合して導き出した発

明は、「第 1国出願に記載されていない発明」に取り扱う。 

③条約優先権主張の基礎になる第 1 国出願がその出願前に行われた他の出願

に基づいて優先権主張をしている場合、第 1 国出願に記載された発明中、

その他出願にも記載された発明は、パリ条約第 4 条 C(2)上の「最初出願」

とみなされないため、優先権主張の効果を認めることができない。従って、

このような場合、審査官は特許要件の判断日を遡及せずに審査し、拒絶理由

を通知するときは、遡及することができない理由を具体的に併記する。[パ

リ条約 4(C)(2)]
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先行技術調査の結果、優先日と当該優先権主張出願日の間で特許要件の判断

日を遡及することができない発明に関する先行技術が見つかった場合は、その

発明に対して遡及することができない理由を併記して拒絶理由を通知する。 

(5)優先権証明書類は、最先日から 1年 4月以内に提出しなければならない。法

定期間内に提出されなかった場合、優先権主張の効力は当然喪失される。[特法

54(4)、(5)、パリ条約 4(D)(3)] 

審査履歴を見て優先権証明書類が提出されていない場合には、当該優先権主

張の手続きに対して補正を要求し、瑕疵が解消されなかった場合、その手続きを

無効処分にする。法定期間が経過した場合は、優先権証明書類を提出しても瑕疵

は直すことができないことに留意しなければならない。 

一方、特許業務を担当する行政機関間において優先権証明書類を電子的媒体

によって交換することができるシステムが構築された国家であって、日本、欧州

特許庁、米国、中国及び世界知的所有権機関(WIPO)のデジタルアクセスシステム

(DAS)を通じて優先権証明書類を電子的に送達することに合意した国である場

合は、第 1 国出願の発明の明細書及び図面の謄本の提出を省略することができ

ることに注意しなければならない。[特法 54(3)、特則 25(1)、(2)、優先権照明

書類の電子的交換告示 1] 

また、特許法第 54条第 4項第 2号の第 1国出願の出願番号を記載した書面の

提出は、当該条約優先権主張の出願書に出願番号及びアクセスコードを記載し

て代替することができることに留意する。 

(6)優先日と条約優先権主張出願の出願日間に先行技術が存在するなど、審査に

必要な場合、審査官は期間を定めて優先権証明書類の翻訳文の提出を要求する

ことができる。国語翻訳文が指定された期間内に提出されなかった場合、その優

先権主張手続きを無効にすることができる。[特則 25(3)~(5)] 

 

4.2 国内優先権主張がある場合 

(1)国内優先権主張出願をすることができる者は、先願の出願人である。出願人

が相互同一ではない場合、審査官は補正を要求して当該優先権主張の手続きを

無効にする。補正要求による出願人の補正範囲は、自明な誤記を訂正することに

限る。[特法 55(1)] 
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先願と出願人が同一であるか否かは、当該国内優先権が主張されたとき、すな

わち、出願書に優先権主張の内容を記載する、又は出願日後の補正によって追加

する時点を基準にして判断する。 

(2)国内優先権主張は、優先権主張の基礎になる先願の出願日から 1年以内に限

ってすることができる。 

法定期間を経過して国内優先権主張出願がされた場合、補正を要求して瑕疵

が解消されなければ、その優先権主張手続きを無効にする。このとき、優先権主

張手続きの補正は自明な誤記に限られるため、その旨を併記して補正を要求す

る。 

(3)分割出願又は変更出願の場合は、国内優先権主張の先願にすることができな

い。先願にすることができない出願を基に国内優先権主張をした場合、当該優先

権主張の手続きに対して補正を要求し、瑕疵が解消されなければ、無効にする。 

(4)出願が無効、取下げ、放棄される、又は特許可否の決定若しくは実用新案登

録可否が確定した場合には、国内優先権主張の基礎にすることができない。 

審査官は、先願がこれに該当する場合、当該国内優先権手続きに対して補正を

要求し、瑕疵が解消されなければ無効にする。 

(5)国内優先権主張出願に記載された発明が先願の最初明細書又は図面(以下、

この項目において「先願の最初明細書など」という)に記載された発明と同一で

はない場合は、特許法第 29条及び第 36条など同法第 55条第 3項に記載された

規定の適用に関連して特許要件の判断日が遡及されない。特許要件の判断日の

確定は発明別にして次の通りにする。 

①先願の最初明細書などに記載された発明と同一(実質的に同一の場合を含

む。以下、この項目において同じ)である発明は、当該優先権主張の基礎に

なった先願の出願日 

2以上の国内優先権主張(複合優先権)を含む出願について、発明が 2以上の

先願最初明細書などに共通して記載された場合は、最先願日 

②先願の最初明細書などに記載されていない発明は、国内優先権主張出願の

出願日
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2以上の先願を基礎にした国内優先権主張出願において、それぞれの先願の

の最初明細書などにそれぞれ記載されている技術的事項を結合して導き出

した発明又は先願の最初明細書などに記載されている発明に新しい技術的

事項を結合して導き出した発明は、「先願の最初明細書などに記載されない

発明」に取り扱う。 

③国内優先権主張の基礎になる先願がその出願前に行われた他の出願を基礎

にして優先権主張をしている場合、先願の最初明細書などに記載された発

明のうち、その他の出願にも記載された発明については優先権主張の効果

を認めることができない。従って、この場合、審査官は特許要件の判断日を

遡及せずに審査し、拒絶理由を通知するときは、遡及することができない理

由を具体的に併記する。[特法 55(5)] 

先行技術調査の結果、先願の出願日及び当該優先権主張出願日との間で特許

要件の判断日を遡及することができない発明に関する先行技術が見つかった場

合は、その発明に関して遡及することができない理由を併記して拒絶理由を通

知する。 

(6)国内優先権主張出願の最初明細書又は図面に記載された発明のうち、先願の

最初明細書又は図面に記載された発明と同一の発明は、その優先権主張出願が

出願公開される、又は登録公告されたときに先願に関して出願公開されたもの

とみなし、その先願をその他出願にして拡大された先願を適用する。[特法

55(4)] 

(7)国内優先権主張出願の先願は、その出願日から 1年 3月が経過すれば、取り

下げられたものとみなす。[特法 56(1)] 

審査官は、審査中の出願が国内優先権主張の基礎になった場合は、審査を保留

しなければならない。[規定 7(1)(7)] 

一方、方式上の問題により国内優先権主張の手続きが無効になった場合、その

優先権主張は法律効果が生じなくなるため、審査保留又は取下げとみなされる

状態を修正して審査手続きを再開する。この場合、先願と国内優先権主張された

出願間に特許法第 29 条第 3 項のその他出願又は第 36 条の先願の問題が生じか

ねないため、留意しなければならない。 
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(8)国内優先権主張出願に対する特許可否の決定は、先願が取下げとみなされた

後で行う。国内優先権主張出願を優先審査した場合は、先願を取り下げた場合に

限って特許可否の決定ができることを架電などで出願人に通知し、取下げにさ

れなければ先願が取下げになるまで審査を保留する。 

 

4.3 公知例外主張がある場合 

(1)公知例外主張がある場合、当該公知日から 12カ月(出願日が 2012.3.14.以前

である場合は 6カ月)以内に出願したか否かを審査し、期間を経過して出願され

た場合は当該公知例外主張に対して補正を要求して無効処分にする。時期要件

を満たさなかった公知例外主張は、瑕疵を解消することができないことに留意

しなければならない。[特法 30(2)] 

(2)特許を受けることができる権利を有する者による公知を理由に公知例外主

張をした場合、その公知の当時、公知にした者が特許を受けることができる権利

を有する者であったか否か、その旨を出願書に記載したか否か、及び公知を証明

することができる書類を出願日から 30 日以内に提出したか否かを追加審査す

る。不適法な場合、補正を要求して指定期間内に瑕疵が直されなかった場合は無

効処分にする。[特法 30(1)] 

特に、公知にした者と出願人が異なる場合、公開形態及び公開日付を間違って

記載した場合、公知になった発明が特定される程度に証明書類を充分に提出し

なかった場合、又は証明書類のみ提出して公知例外主張の旨を出願書に記載し

なかった場合(出願日に証明書類を提出した場合に限る)などに注意して審査す

る。 

(3)公知行為が複数である場合、出願書に公知例外主張の旨(公知例外適用のボ

ックスにチェック)が表示されており、それぞれの公知行為に関する証明書類が

すべて提出されていれば、それぞれの公知行為に対して公知例外が適用される。

ただし、公開行為の間に密接不可分の関係がある場合には、最初の公知行為につ

いて証明書類を提出していれば後続の公知行為に対しては、証明書類の提出を

省略することができる。 



第 3 章 審査進行 

 

5309 (2015年 9月追録) 

 

たとえば、博覧会で発明品を展示し、別途で市中に販売した場合、公知例外主

張は、博覧会展示と商業的販売行為に対して別途で行われなければならず、証明

書類もそれぞれ提出しなければならない。ただし、商業的販売行為が博覧会展示

による契約によって行われるなど、密接不可分の関係にある点が認められる場

合、商業的販売に関する証明書類の提出は省略することができる。 

(参考)先願主義の下において公知例外を認める趣旨は、一定の手続き要件の遵

守を条件に新規性を認めて特許として保護することにより産業の発展を

図る一方で、一般公衆の信頼を保護し、予測可能性を担保しようとするこ

とである。 

(4)公知例外主張が複数ある場合、公知例外主張が適法であるか否かは、公知例

外主張別に判断しなければならない。[特法 30(2)] 

(5)公知例外主張が適法なものであると認められる場合、当該公知になった発明

は、新規性及び進歩性の判断においてなかったものとみなして審査を進行する。

[特法 30(1)] 

 

4.4 分割出願又は変更出願の場合 

(1)分割出願又は変更出願をすることができる者は、原出願の出願人である。出

願人が一致しない場合(複数である場合は、全員一致)は、疎明の機会を付与した

後で当該出願を返戻する。疎明要求による出願人の補正範囲は、自明な誤記を訂

正することに限る。[特法 52(1)、特法 53(1)] 

原出願との出願人の同一性は、分割出願又は変更出願される時点を基準に判

断する。分割出願又は変更出願された日に原出願の出願人名義が変更された場

合は、適法なものとみなす。 

(2)分割出願は、明細書又は図面を補正することができる期間又は特許拒絶決定、

若しくは特許拒絶決定取消審決(特許登録を決定した審決に限り、再審審決を含

む)の謄本の送達を受けた日から 3カ月(ただし、設定登録以前)以内、又は拒絶

決定不服審判を請求することができる期間に限って可能であり、変更出願は最

初拒絶決定謄本の送達を受けた日から 30 日(拒絶決定不服審判を請求すること

ができる期間が延長された場合は、その延長された期間内)が経過する前に限っ

てすることができる。 



第 5 部 審査手続き 

5310  (2015年 9月追録) 

 

一方、拒絶決定不服審判を請求したとしても、拒絶決定謄本の送達を受けた日

から 30 日以内(第 132 条の 3 による期間が延長された場合は、その延長された

期間をいう)には、分割出願ができるものとする。[特法 52(1)(2)] 

法定期間を経過して分割出願又は変更出願された場合、特許法施行規則第 11

条に基づいて疎明の機会を付与した後で当該出願を返戻する。 

(3)原出願が無効、取下げ、放棄される、又は拒絶決定が確定した場合は、分割

出願又は変更出願をすることができない。また、原出願が設定登録された以降

は、変更出願することができない。 

審査官は、原出願がこれに該当する場合、当該分割出願又は変更出願手続きに

対して疎明の機会を付与して返戻する。 

適法に分割又は変更された後、原出願の手続きが終了した場合は、当該分割出

願又は変更出願は有効なものであると認めて審査する。 

(4)分割(変更)出願の範囲は、原出願の出願書に最初に添付された明細書又は図

面に記載された事項の範囲内である。分割(変更)することができる範囲を逸脱

して出願された分割(変更)出願は、原出願の出願日によって次の通りに取り扱

う。[特法 52(1)、特法 53(1)] 

①原出願が 2006 年 9 月 30 日以前に出願された場合は、分割(変更)出願に対

して期間を定めて分割(変更)不認定予告通知をし、提出された意見書によ

っても分割(変更)出願を認めることができない場合は分割(変更)不認定通

知をする。分割(変更)不認定通知が行われた後は、出願日を遡及せず分割

(変更)出願した日を基準に審査する。 

分割(変更)不認定理由と拒絶理由が同時にある場合、分割(変更)出願の認

定可否を確定した後、拒絶理由通知をすることを原則とする。ただし、当該

拒絶理由が出願日の遡及可否(分割(変更)出願の認定可否)と関係のない拒

絶理由である場合は、分割(変更)不認定予告通知及び拒絶理由通知をそれ

ぞれ同時に行うことができる。 

分割(変更)不認定通知の後、審査は分割(変更)出願日を基準に審査し、審査

中に分割(変更)の範囲を適合するように補正した場合は、再度出願日を遡

及して審査しなければならない。 
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②原出願が 2006 年 10 月 1 日以降に出願された場合は、分割(変更)出願に対

して分割(変更)の範囲を逸脱して分割(変更)されたという理由によって拒

絶理由を通知する。意見書又は補正によっても適法ではない場合には、拒絶

決定する。このとき、他の拒絶理由が同時にある場合は、同一の意見提出通

知書により通知する。 

(5)分割出願により原出願の補正が求められる場合は、分割出願と同時に原出願

の明細書又は図面を補正しなければならない。補正が必要であるにもかかわら

ず、原出願の明細書を補正せずに特許を受けようとする発明が同一になった場

合は、特許法第 36条第 2項を適用する。[特則 29(3)] 

(6)原出願(A 出願)を基に分割出願(B 出願)をし、再度 B 出願を基に分割出願(C

出願)をすることは許容される。これは特許法上禁止されておらず、実質的に出

願人が分割出願手続きを取らざるを得ない場合(時期制限のため、A 出願から分

割出願をすることができないが、B 出願から分割出願することができる場合な

ど)もあり得るためである。 

C 出願が B出願について分割要件を満たし、また、B出願が A出願についても

分割要件を満たすと同時に C出願が A出願に関する客体的要件(第 6部第 1章第

3 節)を満たす場合、C 出願は A 出願の出願日に出願したものとみなす。すなわ

ち、最後分割出願である C出願が A出願の出願日を遡及するためには、A出願の

出願書に最初に添付された明細書及び図面に記載された事項の範囲から分割し

なければならない。 

変更出願の場合も、上記の審査基準を適用して審査する。 

 

4.5 正当な権利者による出願の場合 

(1)正当な権利者による出願に認められるためには、①無権利者の出願が正当な

権利者の出願前に行わなければならず、②その無権利者の出願が無権利者の出

願という理由で拒絶決定又は無効審決が確定されていなければならず、③正当

な権利者による出願がその確定日から 30日以内行わなければならず、④正当な

権利者による出願の発明の範囲が無権利者が行った出願の発明範囲内でなけれ

ばならない。[特法 34、35] 
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特許法施行規則別紙第 14 号書式を利用し、正当な権利者出願により出願(審

査過程中、意見書において正当な権利者による出願であることを主張する場合

を含む)した場合、審査官は他の拒絶理由に先立って正当な権利者の出願の適法

性をまず審査し、上記の①、③及び④の要件の充足が疑われる場合は、出願日を

遡及することができない旨を記載して出願人に通知する。[特則 31] 

上記②の要件が満たされない場合には、特別な事情がない限り審査を保留す

る。審査が保留された出願の審査は、無権利者の出願で主張された出願の特許可

否の決定又は無効と関連した審決の確定以降に速かに再開する。[規定 7(1)(9)、

規定 7(4)] 

(2)特許法第 34条及び第 35条の規定により、正当な権利者による出願であると

認められた出願は、無権利者が出願したときに出願したものとみなす。すなわ

ち、正当な権利者による出願は、特許要件の判断、期間の計算、関連規定の適用

などにおいて無権利者が出願した日を基準にする。[特法 34、35] 

例えば、無権利者の出願と正当な権利者の出願の間に同一発明に関する第三

者の出願があった場合、正当な権利者による出願の出願日は遡及し、第三者によ

る出願の出願日より先になるため、正当な権利者による出願は、第三者の出願に

よって拒絶決定されず、むしろ、第三者の出願が正当な権利者の出願によって拒

絶決定される。 

(3)正当な権利者による出願の出願日が無権利者の出願した日から 3年が経過し

た場合であっても、正当な権利者の出願に対して出願と同時(又は同日)に審査

を請求した場合は、その審査請求は有効なものであると認める。 

(4)正当な権利者出願による発明範囲が適法なものであると認められるために

は、請求範囲に記載された発明のみならず、発明の説明及び図面に記載された発

明も無権利者がした出願の発明範囲に含まれなければならない。 

出願の範囲を逸脱した正当な権利者による出願がある場合(正当な権利者に

よる出願に多数の発明が含まれており、その発明のうち一部の発明のみが無権

利者により出願された発明に該当する場合)、正当な権利者による出願の出願日

は、遡及せずに審査を進行しなければならない。 

 

4.6 国際特許出願の場合 
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(1)「国際特許出願」は、特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願日が認められた

国際出願であって韓国を指定国に指定した国際出願である。[特法 199] 

国際特許出願は、拡大された先願の適用など一部の特例条項を除き、国際出願

日に出願された通常の特許出願と同様に取り扱われる。外国語で出願された国

際特許出願は、特許法第 201 条による韓国語翻訳文の提出がなければ、取り下

げられたものとみなす。[特法 201(4)] 

翻訳文の提出による効果は、出願日によって以下の通りに取り扱う。 

①当該出願が 2014年 12月 31日以前の出願である場合 

国際出願日は特許出願日になり、国際出願日に提出された国際出願の明細

書、請求範囲、図面及び要約書の出願翻訳文(国語で提出された国際特許出

願の場合、国際出願日に提出された明細書、請求範囲、図面及び要約書)は

それぞれ特許法第 42 条第 2項による明細書、図面及び要約書とみなす。[特

法 201(6)、特法 201(1)] 

②当該出願が 2015年 1月 1日以降の出願である場合 

国際出願日は特許出願日になり、国際出願日までに提出された国際出願発

明の説明、請求範囲、図面は特許法第 42条第 2項による特許出願書に最初

に添付された明細書及び図面とみなす。また、国際特許出願の要約書を国語

で記した場合は国際特許出願書の要約書を第 42条第 2項による要約書とみ

なし、国際特許出願の要約書を外国語で記した場合は第 201 条第 1 項によ

り提出された国際特許出願の要約書の国語翻訳文(第 201条第 3項本文によ

って新しい国語翻訳文を提出した場合は最後に提出した国際特許出願の要

約書の国語翻訳文をいう)を第 42条第 2項による要約書とみなす。 

(2)審査官は国際特許出願を審査する場合、国際出願日を出願日と見て、以下で

説明する特例規定に注意して通常の特許出願と同じく審査する。 

国語翻訳文を提出して我が国に進入した国際特許出願が特許協力条約に基づ

く優先権主張を含む場合、当該優先権主張は特許協力条約により条約優先権主

張とみなす一方、優先権主張の基礎になった出願が我が国のおける出願である

場合、又は我が国のみを指定した国際特許出願である場合は、国内優先権主張と

みなす。[PCT8(2)] 



第 5 部 審査手続き 

5314  (2015年 1月追録) 

 

 

国際特許出願が国内優先権主張の先願であって、拡大された先願のその他出

現とされる場合は、出願公開されたか否かは国際公開まで拡大され、その他出願

の範囲は国内優先権主張出願の最初明細書又は図面に記載された発明のうち、

国際出願日に提出された明細書、請求範囲又は図面に記載された発明であるこ

とに留意しなければならない。[特法 55(6)] 

国際特許出願の場合、公知例外主張の旨を国際出願日に国際出願書に記載し

なかったとしても、基準日(国内書面提出期間、その期間内に審査請求があった

場合は審査請求日)の経過後 30 日以内に趣旨を記載した書面と証明書類を提出

することができるため、これに該当する場合は適法なものであると認める。[特

法 200、特則 111] 

国内優先権主張出願の先願が国際特許出願(出願言語に関係なく)である場合、

国内優先権主張出願に記載された発明のうち、先願である国際特許出願の国際

出願日に提出された明細書、請求範囲又は図面に記載された発明と同一の発明

は、先願日(国際出願日)に出願されたものとみなす。[特法 202(3)、特法 55(3)] 

特許協力条約第 19 条又は第 34 条による明細書又は請求範囲に関する補正書

の国語翻訳文が基準日までに提出されれば、その国際特許出願について特許法

第 47条による自発補正があったものとみなして審査を進める。[特法 204、205、

特則 115] 

特許庁長は、国際特許出願に対して国際調査報告書又は国際予備審査報告書

に記載された文献の写しの提出を命じることができる。審査官は審査に必要な

場合、特許庁長の名義で期間を定めて提出を要求する。[特法 211] 

(3)国際特許出願の拡大された先願に関する特例規定は、審査対象の出願及びそ

の他出願の出願日により、以下の通りに取り扱う。 

①その他出願と審査対象の出願いずれも 2014 年 12 月 31 日以前の出願であ

る、又はその他出願は 2014年 12月 31日以前の出願であって、審査対象の

出願は 2015年 1月 1日以降の出願である場合 
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外国語で出願された国際特許出願が拡大された先願のその他出願になる場

合、出願公開されたか否かは国際公開にまで拡大され、その他出願の範囲は

国際出願日に提出された明細書、請求範囲又は図面及びその出願翻訳文に

共通して記載された発明に制限されることに留意しなければならない。[特

法 29(4)] 

国内優先権主張出願に取り扱う国際特許出願が外国語で出願された場合、

先願が出願公開される、又は登録公告されたものとみなされる発明の範囲

は、国際出願日に提出された明細書、請求範囲又は図面及びその出願翻訳文

に共通して記載された発明のうち、国際特許出願の先願(優先権主張の基礎

出願)において最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一

の発明である。[特法 202(2)、特法 55(4)] 

②その他出願と審査対象の出願いずれも 2015年 1月 1日以降の出願である場

合 

外国語で出願された国際特許出願が拡大された先願のその他出願になる場

合、出願公開されたか否かは国際公開にまで拡大され、その他出願の範囲は

国際出願日までに提出された発明の説明、請求範囲又は図面に記載された

発明であることに留意しなければならない。[特法 29(5)、特法 29(6)] 

国内優先権主張出願に取り扱う国際特許出願が外国語で出願された場合、

先願が出願公開される、又は登録公告されたものとみなされる発明の範囲

は、国際出願日までに提出された発明の説明、請求範囲又は図面に記載され

た発明のうち、国際特許出願の先願(優先権主張の基礎出願)において最初

に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一の発明である。[特法

202(2)、特法 55(4)] 

ただし、特許法第 201 条第 4 項によって出願人が国内書面提出期間に発明

の説明及び請求範囲の国語翻訳文を提出せず、取り下げられたものとみな

す国際特許出願又は国際実用新案登録出願の場合は、その他出願の地位を

有さない出願とみなす。[特法 29(7)] 

(4)国際特許出願の補正に関する特例規定は、当該出願の出願日によって以下の

通りに取り扱う。 
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①当該出願が 2014年 12月 31日以前の出願である場合 

外国語で出願された国際特許出願の明細書又は図面の補正範囲は、国際出

願日に提出した国際特許出願の明細書、請求範囲又は図面(図面のうち、説

明部分に限る)の翻訳文(出願翻訳文に該当)又は国際出願日に提出した国

際特許出願の図面(図面のうち、説明部分を除く)に記載された事項である

ため、国際特許出願に対して新規事項の追加で拒絶理由を通知する、又は補

正却下の当否を判断する際に留意しなければならない。[特法 208(3)] 

②当該出願が 2015年 1月 1日以降の出願である場合 

外国語で出願された国際特許出願の明細書又は図面の補正範囲は、国際出

願日までに提出した原文又は国語翻訳文に記載された事項であるため、国

際特許出願に対して新規事項の追加で拒絶理由を通知する、又は補正却下

の当否を判断する際に留意しなければならない。[特法 208(3)] 原文の新規

事項及び国語翻訳文の新規事項に関する詳細事項は、第 5部第 5章「2．原

文の新規事項及び国語翻訳文の新規事項」を参照する。 

 

5. 拒絶理由通知 

 

(1)審査官は、特許法第 62 条により特許拒絶決定をしようとするときには、出

願人に拒絶理由を通知し、期間を定めて意見書を提出する機会を与えなければ

ならない。[特法 63、特則 48(1)] 

この規定の趣旨は、特許を受けることのできる発明であるか否かの判断は、高

度の専門知識を要するが、審査官であってもそのような知識を普く備えること

はできないため、これによる過ちを予防し、また、出願人が先願主議制度の下で

起こしかねない失敗について補正する機会を与えずに直ちに拒絶することは過

度に酷なためである。[2000フ 3227] 

特許拒絶決定の理由としては、次のような事項がある。[特法 62] 

①特許法第 25 条・第 29 条・第 32 条・第 36 条第 1 項から第 3 項まで、又は

第 44条により特許を受けることができない場合
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②第 33条第 1項本文による特許を受けることができる権利を有しない、又は

同項ただし書きにより特許を受けることができない場合 

③条約に違反した場合 

④第 42 条第 3 項・第 4 項・第 8 項又は第 45 条による要件を備えていない場

合 

⑤第 47条第 2項による範囲を逸脱した補正である場合 

⑥第 52条第 1項による範囲を逸脱した分割出願である場合 

⑦第 53条第 1項の規定による範囲を逸脱した変更出願である場合 

(2)拒絶理由通知において意見書の提出期間は、在外者であるか否かにかかわら

ず 2 月以内とする。ただし、意見書を提出するために試験又は結果測定が求め

られ、時日を要すると認められる場合には、当該試験又は結果測定に所要される

期間を合算して指定する。[特則 16(1)、規定 23(1)] 

(参考)特許法第 46条による補正要求など、特許庁長が指定する補正期間は 1 月

以内とする。 

 

5.1 拒絶理由通知をするときの留意事項 

(1)審査官は、特別な場合を除き、審査過程において見つかった全ての拒絶理由

を一括して通知しなければならない。また、出願人の補正に関する手続きの利益

及び審査進行を促進するために相互矛盾する拒絶理由も同時に通知する。[規定

22(1)] 

ただし、次の場合は一括して通知しない。 

①明細書の記載不備が著しくて発明の内容を把握することができない場合に

は、先行技術調査及び特許要件に対する判断をせずに、特許法第 42 条第 3

項第 1号又は第 4項の違反に関する拒絶理由のみを通知する。 

ただし、明細書の記載不備の程度が軽微であって発明の内容を把握するこ

とができるときには、発明内容を把握することができる範囲内で先行技術

調査及び特許要件に対する判断をしなければならならず、その結果、発見さ

れた拒絶理由及び特許法第 42条第 3項第 1号又は第 4項違反の拒絶理由を

同時に通知する。 
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②請求項に新規事項が追加されていることが明らかである場合、特許法第 32

条の不特許理由があることが明らかである場合、発明に該当しないことが

明らかである場合、又は産業上利用することができないことが明らかであ

る場合は、その請求項に対しては新規性、進歩性などの特許要件に対する審

査をせずに、上記の記拒絶理由のみを通知する。 

③特許法第 45 条の規定による 1 特許出願の範囲を満たさない出願である場

合、1特許出願の範囲に属するある 1群の発明については、すべての特許要

件に対する審査を行い、その結果、発見された拒絶理由及び特許法第 45条

違反の拒絶理由を同時に通知する。 

ただし、審査官が審査の効率的な進行のために必要であると認める場合、特

許要件の審査に先立って特許法第 45条違反の拒絶理由を優先して通知する

ことができる。[規定 22(1)] 

(2)拒絶理由を通知するときは、拒絶の根拠になる法条文を明示しなければなら

ない。また、請求項が 2以上ある場合には、拒絶理由のある請求項を明示し、当

該請求項の具体的な拒絶理由を記載する。詳しい記載方法は、「5.4 請求項別審

査方法」を参照する。[特法 63(2)、規定 22(2)] 

(3)拒絶理由は、出願人が分かりやすいように明確かつ簡潔に記載する。特に、

次の事項に留意しなければならない。 

①進歩性の判断に関する先行技術は、拒絶理由の論理構成に必要な最少の引

用文献のみを引用し、引用文献の中で拒絶の根拠になる部分を明示する。 

②発明が出願前に公知になる、又は公然実施をされたという点を挙げ、新規性

又は進歩性を否定しようとする場合は、公知になる又は公然実施をされた

事実を具体的に指摘する。 

③発明の説明の記載が不備であるという理由で拒絶理由を通知する場合には、

その不備の部分及びその具体的な理由を指摘する。 



第 3 章 審査進行 

 

5319 (2011年 7月追録) 

 

(4)進歩性がないという拒絶理由を通知するときには、請求項に記載された発明

と最も近い引用発明との相違点を明確に記載しなければならない(第 3部第 3章

5.1 進歩性判断の手続きを参照)。ただし、新規性がないという拒絶理由と進歩

性がないという拒絶理由を共に通知する場合に限り、引用発明との差異を記載

しなくても構わない。このように二つの拒絶理由を共に通知する場合、新規性が

ない理由を新規性の判断方法(第 3 部第 2 章 4.新規性の判断を参照)に従って説

明し、進歩性がない理由については、第 O項発明は引用発明と同一であるため、

当然発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が引用発明から容易

に発明することができるという論理によって拒絶理由を通知することができる。 

(5)拒絶理由への出願人の対応の便宜を図り、迅速かつ正確な審査に役立つと認

められる場合は、拒絶理由を通知するときに補正又は分割などに関する示唆を

することができる。 

ただし、このような示唆が法律的な効果を発生させるものではなく、補正又は

分割の可否は出願人の意思によって決定される旨を共に記載する。 

(6)既に通知した意見提出通知書に誤記がある場合、次のような場合を除き、意

見書提出の有無に関係なく、改めて正しい拒絶理由の通知をしなければならな

い。 

①出願人がその誤記に対して誤記であることを認識し、正しく解釈して意見

書を提出したものと認められる場合 

②出願人からその誤記に対していかなる意見の提示がなく、その誤記が審査

官の意図した拒絶理由にいかなる影響も及ぼさない単純な誤字・脱字であ

る場合 

(7)明細書中の明白な誤記は、他の拒絶理由がある場合は「参考事項」に記載し

て一緒に通知し、他の拒絶理由がない場合は架電など通信手段を利用して自発

補正を誘導する、又は職権による補正をすることができる(「第 8部第 2章職権

補正」を参照)。通信手段などを利用して案内をした場合は、案内した事項を「審

査報告書」の「出願人/代理人面談」項目に記録する。 
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5.2 追加の拒絶理由通知なく拒絶しなければならない場合 

拒絶理由を通知した後、補正書などを反映して出願を改めて審査した結果、拒

絶理由があって、その拒絶理由が既に通知した拒絶理由である場合は、他の拒絶

理由があっても、再度拒絶理由を通知せずに拒絶決定する(ただし、第 8 部第 2

章職権補正と第 3章拒絶理由の再通知の場合は、例外とする)。[特法 62] 

ここで「その拒絶理由が既に通知した拒絶理由である場合」とは、当該拒絶理

由が先に通知された拒絶理由通知で指摘した拒絶理由と主旨において符合する

場合を意味するものであり、主旨が符合するか否かは一部の文言又は表現に拘

束されてはならず、出願人に対して意見を提出する機会が実質的に与えられた

か否かの観点から評価されなければならない。[2006フ 1766、2001フ 2702] 

 

5.2.1 新規性・進歩性に関する意見提出機会の付与可否の判断 

5.2.1.1. 同一請求項に通知された拒絶理由を根拠に拒絶決定する場合 

当該請求項の発明が既に通知した引用発明であり、新規性又は進歩性が否定

される場合、引用発明の存在を認知して補正をしたため、出願人に対して意見を

提出する機会を実質的に付与したものと見て、既に通知した当該請求項を引用

発明にして新規性又は進歩性を拒絶することができる。 

原則上、以下の条件①及び②をいずれも満たす場合は、拒絶決定をすることが

できる。 

①当該請求項に対して適用される拒絶理由に関する法条項がいずれも同一であ

ること 

②新規性又は進歩性を否定するための引用発明の種類と個数が同一であること 

(例) 

(補正前)請求項 1：Aからなる装置 

  (引用発明 1 進歩性を通知) 

(補正後)請求項 1：(訂正)A、Bからなる装置 

  (引用発明 1 進歩性の拒絶決定可能)
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※上記の例において構成 B は、補正前発明の説明にしか記載されていない構成

にする。 

 

5.2.1.2 その他請求項に通知された拒絶理由を根拠に拒絶決定する場合 

(1)その他請求項の発明と同一になるよう補正が成された場合 

審査対象の請求項に記載された発明が補正後に拒絶理由の通知を受けたその

他請求項の発明と同一(実質的に同一になった場合も含む)になった場合は、そ

の他請求項に通知した拒絶理由を根拠に拒絶決定することができる。 

(例)(補正前) 

請求項 1：Aからなる装置 

 (引用発明 1 新規性を通知) 

請求項 2：A、Bからなる装置 

 (引用発明 1＋引用発明 2 進歩性を通知) 

(補正後) 

請求項 1：(訂正)構成要素 A、Bからなる装置 

 (引用発明 1＋引用発明 2 進歩性の拒絶決定可能) 

請求項 2：削除 

(2)その他請求項の発明などが付加され、補正が成された場合 

審査対象の請求項が既に通知された拒絶理由を解消するためにその他請求項

又は発明の説明に記載された構成と結合する補正が成され、補正された発明が

審査対象の請求項に既に通知された引用発明(組み合わせ)による拒絶理由は克

服したものの、その他請求項の発明に通知された引用発明(組み合わせ)を使用

した同一の法条項の拒絶理由は克服することができなかったものと判断した場

合、当該発明に対しては意見提出の機会を充分付与したものとみなし、拒絶決定

することができる。ただし、補正された請求項を拒絶するため通知したことのな

い引用発明の組み合わせを適用しなければならない場合、これは以前の拒絶理

由通知の趣旨とは異なる、新しい拒絶理由が発生したものとみなし、審査段階に

よって最後拒絶理由通知の対象にする、又は補正却下をした後、以前の明細書に

戻って審査を進める。 
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(例)(補正前) 

請求項 1：Aからなる装置 

 (引用発明 1 新規性を通知) 

請求項 2：A、Bからなる装置 

 (引用発明 1＋引用発明 2 進歩性を通知) 

請求項 3：A、Cからなる装置 

 (引用発明 1＋引用発明 3 進歩性を通知) 

(補正後) 

請求項 1：(訂正)A、Dからなる装置 

 (引用発明 1＋引用発明 2 進歩性の最後拒絶理由を通知) 

請求項 2：(訂正)A、Eからなる装置 

(引用発明 1＋引用発明 2 又は引用発明 1＋引用発明 3 進歩性の拒絶

決定可能) 

請求項 3：(訂正)A、B、Eからなる装置 

 (引用発明 1＋引用発明 2 により拒絶決定又は引用発明 1＋引用発明 2

 ＋引用発明 3 進歩性の最後拒絶理由を通知) 

※上記は複数の事例をいっぺんに示すためのもので、実務的には一つの請求項

でも拒絶可能な場合は、特許出願を拒絶決定することができる。 

(説明) 

①請求項 1 は、補正前に新規性に関する拒絶理由の通知を受けたことがあり、

補正によって発明の説明に記載された構成を付加する補正が成されたものの、

進歩性の拒絶理由が発生したのであれば、新しい拒絶理由と見て最後拒絶理

由を通知する。 

②請求項 2 は、補正前に進歩性に関する拒絶理由の通知を受けたことがあり、

補正によっても依然として補正前の請求項 2 又は請求項 3 に通知されたこと

のある引用発明の組み合わせによる拒絶理由を克服することができなかった

のであれば、特別な事情がない限り、出願人に実質的に意見提出の機会を付与

したものと見て拒絶決定をする。
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③請求項 3は、補正前に進歩性に関する拒絶理由の通知を受けたことがあり、

補正によっても依然として補正前の請求項 2 に通知されたことのある引用

発明の組み合わせによる拒絶理由を克服することができなかったのであれ

ば拒絶決定をしなければならないが、万一、補正後に請求項 3 を拒絶する

ために引用発明 1＋引用発明 2 以外に引用発明 3 がさらに必要になったの

であれば、新しい拒絶理由が発生したものと見て最後拒絶理由を通知する。 

一方、補正された請求項が拒絶理由を通知していない請求項に関する発明で

ある場合は、最初拒絶理由を通知する。ここで「拒絶理由を通知していない請求

項に関する発明」とは、補正前に拒絶理由を通知していない請求項の発明であ

る、又はこの発明において構成を付加する、又は限定した発明をいう。ただし、

拒絶理由を通知していない請求項を補正した場合であっても、その補正された

請求項の発明が補正前の請求項(拒絶理由が通知されていないその他請求項を

含む)の発明とその他発明に補正された場合は、その補正によって新しい拒絶理

由が発生したため、最後拒絶理由を通知する。この場合、「その他発明」とは、

補正前の発明に構成を付加又は限定していないつつ、発明が変更された場合を

いう。 

補正によって新設された項の場合、以前に拒絶理由が通知されたことがない

ため、新設された発明が拒絶理由の通知されたその他請求項の発明と同一(実質

的に同一である場合を含む)である場合でなければ、意見提出の機会を付与しな

ければならず、拒絶理由通知の種類は第 5部第 3章の 5.3節を参照する。[イ 7

フ 3494、2007ホ 197] 

(例)(補正前) 

請求項 1：Aからなる装置 

 (引用発明 1 進歩性を通知) 

請求項 2：A、Bからなる装置 

 (引用発明 1＋引用発明 2 進歩性を通知) 

請求項 3：A、Cからなる装置 

 (進歩性を未通知) 

請求項 4：A、Gからなる装置 

 (進歩性を未通知) 
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(補正後) 

請求項 1：(訂正)A、B、Dからなる装置 

 (引用発明 1＋引用発明 2 進歩性の拒絶決定) 

請求項 2：(訂正)A、B、Cからなる装置 

(引用発明 1＋引用発明 2 進歩性の最初拒絶決定を通知) 

請求項 3：(訂正)A、C、Hからなる装置 

 (引用発明 1＋引用発明 2 進歩性の最初拒絶決定を通知) 

請求項 4：(訂正)A、Fからなる装置 

 (引用発明 1＋引用発明 2 進歩性の最後拒絶理由を通知) 

請求項 5：(新設)A、Bからなる装置 

 (補正前の請求項 2と同一であるため拒絶決定) 

請求項 6：(新設)A、Eからなる装置 

 (引用発明 1＋引用発明 2 進歩性の最後拒絶理由を通知) 

(説明) 

①請求項 1 は、補正前の同項に対して拒絶理由が通知されたことがあり、補正

によって拒絶理由が通知された請求項 2 の構成及び発明の説明の構成が付加さ

れて請求範囲が減縮されたとしても、補正前の請求項 2 に既に通知されている

引用発明の組み合わせの拒絶理由を克服できなかったのであれば、特別な事情

がない限り、出願人に対して実質的に意見提出の機会を与えたものとみなして

拒絶決定する。 

②請求項 2 は、補正前の同項に対して拒絶理由が通知されたことがあるが、補

正によって拒絶理由が通知されていない請求項 3 の構成を付加したため、進歩

性の拒絶理由があれば、当該拒絶理由は元からあった拒絶理由に該当して最初

拒絶理由を通知する。 

③請求項 3 は、補正前の同項に対して拒絶理由が通知されたことがないが、補

正によって請求範囲を減縮したにもかかわらず進歩性の拒絶理由があれば、当

該拒絶理由は元来からあった拒絶理由に当たるため、最初拒絶理由を通知する。 

④請求項 4 は、補正前の同項に対して拒絶理由が通知されたことはないが、補

正によって進歩性の拒絶理由が新たに発生したため、最後拒絶理由を通知する。
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⑤新設された請求項 5 は、拒絶理由が通知された補正前の請求項 2 と同一であ

るため、拒絶決定する。 

⑥新設された請求項 6 は、補正前の請求項の発明と同一ではないため、最後拒

絶決定理由を通知する。 

 

5.2.1.3 意見提出機会付与の可否判断時の留意事項 

(1)審査官が審査対象の請求項に対して既に通知した拒絶理由と異なる理由で

拒絶決定をしようとするときは、拒絶決定の前に出願人に対して実質的な意見

提出の機会を与えたか否か、慎重に検討しなければならない。 

(例 1)補正がないにも引用発明を変更して拒絶決定をした間違いの例 

(最初意見提出通知) 

請求項 1：A 

 (進歩性：引用発明 1) 

(拒絶決定) 

請求項 1：A 

 (進歩性：引用発明 1＋2) 

※上記の例 1において引用発明 1、2の結合は、補正前のその他請求項に対する

進歩性を拒絶理由とする通知を受けたことがある。 

(例 2)補正によって請求範囲が拡張されたにもかかわらず、引用発明を変更して

拒絶決定した間違いの例 

(最初意見提出の通知) 

請求項 1：A＋B＋C 

 (進歩性：引用発明 1) 

(拒絶決定) 

請求項 1：A＋B 

 (進歩性：引用発明 1＋2) 
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※上記の例 2において引用発明 1、2の結合は、補正前のその他請求項に対する

進歩性を拒絶理由とする通知を受けたことがある。 

(2)審査官は、最後意見提出通知又は再審査請求による補正要件の判断時、新し

い引用発明(組み合わせ)の拒絶理由が発生したのであれば、新しい拒絶理由を

理由にして補正却下しなければならず、以下の例のように補正前には単純な瑕

疵によって間違って通知された引用発明(組み合わせ)があったとしても、補正

要件の判断時には通知されていない引用発明(組み合わせ)とみなして補正却下

しなければならない。 

(例)拒絶理由通知において各引用発明の組み合わせについて一貫性を無くして

間違って通知したにもかかわらず、審査を継続して進めた間違いの例 

(補正前) 

請求項 1：A、Dからなる装置 

 (引用発明 1 進歩性を通知) 

請求項 2：第 1項において Bを付加した装置 

 (引用発明 1＋引用発明 2 進歩性を通知) 

請求項 3：第 1項において Cを付加した装置 

 (引用発明 1＋引用発明 2＋引用発明 3 進歩性を通知→引用発明 1＋引

 用発明 3の単純な記載の誤記) 

(最後意見提出通知) 

(補正後) 

請求項 1：A、B、Dからなる装置 

請求項 2：削除 

請求項 3：第 1項において Cを付加した装置 

 (引用発明 1＋引用発明 2＋引用発明 3：補正を認めた後、拒絶決定) 

 

5.2.2 記載不備に関する意見提出機会付与の可否判断 

5.2.2.1 同一請求項に通知された拒絶理由を根拠に拒絶決定する場合 
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既に通知した拒絶理由と同一であっても、記載不備の対象部分が異なる場合、

出願人がこれを認知することができずに補正をすることがあり、出願人に対し

て意見提出機会を実質的に付与しなかったことになるため、特別な事情がない

限り、既に通知した拒絶理由により拒絶決定をすることはできない。 

すなわち、記載不備については補正前・後の同一請求項に対して適用される拒

絶理由が同一であって、当該請求項に記載された発明のうち拒絶理由の対象部

分が実質的に同一である場合に限って拒絶決定をする。 

(参考)当該請求項に対して適用される拒絶理由が同一であっても、拒絶理由の

対象部分が異なる場合、又は同一の拒絶理由であっても既存の請求項と同一で

はない発明により請求項を新設するなどの場合は、意見提出機会を付与しなけ

ればならない。 

(例)(補正前) 

請求項 1：Aからなる装置 

 (Aに記載不備 1 を通知) 

請求項 2：A、Bからなる装置 

 (Bに記載不備 2 を通知) 

請求項 3：A、Cからなる装置 

 (記載不備を未通知) 

請求項 4：A、Eからなる装置 

 (Aに記載不備 1 を通知) 

(補正後) 

請求項 1：(訂正)A’、Dからなる装置 

 (Dに記載不備 1 がある場合、最後拒絶理由を通知) 

請求項 2：(訂正)A’、B、Dからなる装置 

(Bに記載不備 2 がある場合、拒絶決定) 

請求項 3：(訂正)A’、Cからなる装置 

 (Cに記載不備 2 がある場合、最初拒絶理由を通知) 

請求項 4：(訂正)B、Eからなる装置 
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 (Bに記載不備 2がある場合、最後拒絶理由を通知) 

請求項 5：(新設)Aからなる装置 

 (Aに記載不備 1がある場合、拒絶決定) 

(説明) 

①請求項 1 は、当該請求項に対して適用される拒絶理由が記載不備 1 であって

同一であっても、拒絶理由の対象部分が A ではなく D になったため、最後拒絶

理由を通知する。 

②請求項 2 は、既に通知した請求項が同一であって、記載不備の拒絶理由及び

その対象部分が同一であるため、拒絶決定する。 

③請求項 3 は、拒絶理由を通知していない発明であるため、最初拒絶理由を通

知する。 

④請求項 4 はには補正前の請求項 2 に通知した記載不備 2 の拒絶理由が存在す

るが、補正前・後の請求項が同一ではなく、補正によって記載不備 2 の拒絶理

由が発生したため、最後拒絶理由を通知する。 

⑤請求項 5 は、補正後の請求項に記載された発明が拒絶理由を通知ｓちあその

他請求項の発明と同一になった場合は、拒絶決定する。 

 

5.2.2.2 その他請求項に通知された拒絶理由を根拠に拒絶決定する場合 

 補正後の請求項に記載された発明が拒絶理由を通知したその他請求項の発明

と同一になった場合は、拒絶決定をすることができる。 

 

5.3 拒絶理由通知の種類 

 審査官が行う拒絶理由通知は 2 種類に区分され、その種類によって出願人が

することができる明細書又は図面の補正範囲がそれぞれ制限される。[特法

47(1)(1)、規定 22(5)] 

 一つは、拒絶理由通知に対する補正によって発生した拒絶理由のみを通知す

る拒絶理由通知(以下、「最後拒絶理由通知」という)と、もう一つは、出願人が

初めて受ける、又は最後拒絶理由通知ではない拒絶理由通知(以下、「最初拒絶理

由通知」という)をいう。 
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5.3.1 「最初拒絶理由通知」にしなければならない場合 

(1)審査に着手した後、第一回目の拒絶理由通知は、自発補正があったか否かを

問わず、最初拒絶理由通知をする。 

(2)補正されていない補正識別項目(特許法施行規則別紙第 9 号書式記載要領の

識別項目であり、識別番号などをいう。以下、同じ)に拒絶理由がある場合は、

最初拒絶理由通知をする。 

(3)拒絶理由通知後に補正された発明の説明又は請求範囲に存在する拒絶理由

であっても、その拒絶理由が補正により発生したものではなく、最初拒絶理由通

知時にも発明の説明又は請求範囲に存在していた拒絶理由であれば、最初拒絶

理由に通知しなければならない。 

(例 1)下記の例において、審査官が最初拒絶理由を通知した後、軽微な記載不備

(発明の説明などを参考し、A'は A になるべきであると認める)を補正し

た請求項に対して再度審査した結果、構成要素 A+C になった装置に関す

る先行技術を発見して拒絶理由を通知しようとする場合、これは補正前

の請求項に記載された発明にも存在した新規性又は進歩性の拒絶理由で

あるため、最初拒絶理由を通知しなければならない。 

 

補正前 補正後 

【請求項 1】：構成要素A’又は B に C を付加

した装置 

【請求項 1】：構成要素 A 又は B に C を付加

した装置 

 

(例 2)一つの請求項に記載された 2以上の発明のうち、一部に対してのみ拒絶理

由を通知した後、残りの発明に対して拒絶理由を通知する場合、その請求

項が拒絶理由通知によって補正されたとしても最初拒絶理由を通知しな

ければならない。 

(4)補正の外部的要因により拒絶理由が発生した場合は、最初拒絶理由通知にし

なければならない。[特法 47(1)(2)] 
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 たとえば、審査に着手して最初拒絶理由を通知するときは、外国人として権利

能力に関する瑕疵がなかったが、補正後、特許法第 25条によって特許に関する

権利を享有することができなくなった場合、当該拒絶理由は、拒絶理由通知に対

する補正によって発生した拒絶理由ではないため、最初拒絶理由にして通知し

なければならない。[特法 25] 

(5)職権再審査をする場合、特許決定を取り消すという通知をする前の拒絶理由

通知に対する補正によって発生した拒絶理由であっても、最初拒絶理由に通知

する。[特法 47(1)(2)] 

(6)取消差戻しにされた出願は、取消差戻し前の拒絶理由通知に対する補正によ

って発生した拒絶理由であっても、審査官の間違った拒絶決定により手続きの

遅延という不利益を被った出願人に対して再び補正の範囲を制限することが酷

であること、及び特許法第 66条の 3による職権再審査においても取消通知前の

拒絶理由通知に対する補正によって発生した拒絶理由を通知する場合は最初拒

絶理由を通知するということを踏まえ、最初拒絶理由に通知する。 

 

5.3.2 「最後拒絶理由通知」にしなければならない場合 

 

 拒絶理由が拒絶理由通知に対する補正によって発生したものであるときは、

最後拒絶理由通知をする。すなわち、拒絶理由通知に対する補正前は存在してい

なかった、又は審査する必要のない拒絶理由だったものの、補正によって新たに

発生する、又は審査する必要が生じた拒絶理由に対しては最後拒絶理由を通知

する。[特法 47(1)(2)、規定 22(6)] 

 最後拒絶理由通知は、補正が前提にならなければならないため、拒絶理由通知

後に補正書が提出され、補正識別項目に新たな拒絶理由が発生した場合に限る。 

 最後拒絶理由通知をしなければならない具体的な例は、次の通りである。 

(1)明細書又は図面を補正して新規事項が追加された場合、記載不備が新たに発

生した場合、分割出願又は変更出願の範囲を逸脱するようになった場合
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(2)審査が行われた請求項を補正して新たに新規性、進歩性などに関する拒絶理

由を通知するようになった場合。ただし、補正された請求項の発明がその請求項

以外の請求項に最初から記載されていた発明であったにもかかわらず、当該拒

絶理由を通知しなかった場合は、最初拒絶理由を通知する。 

(例 1)下記の例において、新規性又は進歩性の違反により拒絶理由を通知した請

求項 1を補正して従前の新規性又は進歩性の拒絶理由を解消したものの、

構成 Dを付加したことにより、Dを含む先行技術を追加引用する必要が生

じたのであれば、これは補正によって発生した拒絶理由であるため、最後

拒絶理由を通知する。 

万一、「A及び B」という表現が構成要素を選択的に記載せず、発明の構成

が不明確である旨の拒絶理由があった場合は、これは構成 D を付加した

こととは関係なく補正前の請求項に存在した拒絶理由であって、補正に

よって発生した拒絶理由ではないため、最後拒絶理由通知の対象ではな

い。 

補正前 補正後 

【請求項 1】：構成要素A及び Bに Cを付加し

た装置 

【請求項 1】：構成要素 A 及び B に D を付加

した装置 

(例 2)記載不備のみを理由に通知した拒絶理由に対する補正により、請求項が拡

張されたことで新規性又は進歩性の拒絶理由が発生した場合、補正によ

って先行技術を再度調べて審査しなければならないため、その拒絶理由

が同一請求項の番号に存在する拒絶理由であっても、最後拒絶理由を通

知しなければならない。 

(3)新設される、又は実質的に新設に準ずる程度に変わった請求項に新規性、進

歩性などの拒絶理由がある場合。ただし、当該請求項が拒絶理由の通知を受けて

いない請求項の発明に補正された場合は、最初拒絶理由を通知する。 

(4)請求項の記載の顕著な記載不備又は新規事項の追加などにより、新規性又は

進歩性などに関する審査ができなかった請求項を補正した後、改めて審査した

結果、新規性又は進歩性に関する拒絶理由が見つかった場合 

 

5.3.3 拒絶理由通知の選択方法 

(1)改めて審査した結果、見つかった拒絶理由すべてが最後拒絶理由通知の対象
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である場合に限って最後拒絶理由通知にし、それ以外は最初拒絶理由に通知す

る。[特法 47(1)、規定 22] 

(2)拒絶理由通知の種類が不明確である場合には、出願人の補正機会を保障する

ために、最初拒絶理由にして通知する。 

 

5.4 請求項別の審査方法 

5.4.1 制度の趣旨 

 審査は出願を対象にするものであるため、出願において拒絶理由が一つでも

存在する場合、その出願は全体として特許を受けることができない。従って、審

査官が 2 以上の請求項に関して拒絶理由を通知するとき、拒絶理由がある請求

項すべてに対して拒絶理由を具体的に明らかにしなかった場合、出願人として

は拒絶理由を解消することができる請求項が明確に分からないため、特許にで

きる一部の請求項について権利を取得し難いという問題がある。[特法 63(2)、

特則 48(2)(6)、規定 22(2)] 

 請求項別の審査制度とは、請求範囲に 2 以上の請求項がある出願に関する拒

絶理由を通知するとき、拒絶される請求項を明示し、その請求項に関する拒絶理

由を具体的に記載するようにすることにより、出願人が拒絶理由のある請求項

に対する削除又は補正などの対応を容易にすることができるように導入された

制度である。 

 

5.4.2 意見提出通知書の作成方法 

 意見提出通知書には[審査結果]として「審査対象の請求項」、「この出願の拒絶

理由がある部分と関連法条項」及び「特許にできる請求項」を記載し、拒絶理由

がある部分に対する[具体的な拒絶理由]を記載する。また、拒絶理由ではない

が、出願人の対応に役立つ事項を「補正に関する参考事項」として記載する。各

部分の具体的な記載方法は、次の通りである。 

(1)「審査対象の請求項」の項目には、意見提出通知書の作成時に審査対象とな

る請求項の番号を記載する。 

(2)「この出願の拒絶理由がある部分と関連法条項」の項目には、拒絶理由があ

る請求項を明示し、その拒絶理由の根拠になる関連法条項を記載し、請求項に直

接係わらない拒絶理由については、当該拒絶理由がある部分を記載する。
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 補正によって新規事項が追加される、又は分割出願若しくは変更出願の範囲

を逸脱する場合には、新規事項が追加される、又は範囲を逸脱した部分を拒絶理

由のある部分として記載する。 

※記載の例示 

順 拒絶理由がある部分 関連法条項 

1 発明の説明 第 42条第 3項第 1号(発明の説明の記載不備) 

2 第 6項乃至第 8項 第 42条第 8項(請求範囲の記載方法) 

3 第 1項乃至第 15項 第 45条(1特許出願の範囲) 

4 第 1項乃至第 4項、第 6項 第 29条第 2項(進歩性) 

5 発明の説明、第 15 項 第 52条第 1項(分割出願の範囲) 

 

(3)「特許にできる請求項」の項目には、拒絶理由の通知時に拒絶理由がある部

分に指摘されなかった請求項すべてを記載する。 

 例外的に請求項自体に対して拒絶理由がある部分に指摘されなかったとして

も、拒絶理由の通知時に当該請求項の特許要件を判断し難い事情がある、又は請

求項以外の部分に対して指摘された拒絶理由に関連して、特許を受けることが

できないと判断される請求項については、「特許にできる請求項」の項目に記載

しないことができる。この場合、記載しなかった理由を「補正に関する参考事項」

の項目に記載しなければならない。これは当該請求項に対する審査官の意見を

出願人に明確にして、特許にできる請求項以外の請求項を削除するなど、意見提

出通知書への出願人の対応を容易にするためのものである。 

 「特許にできる請求項」は審査官の最終的決定ではなく、拒絶理由通知時に拒

絶理由が見つからなかった請求項に対する審査官の意見であるため、その後に

新しい拒絶理由が見つかった場合には、改めて拒絶理由通知をする。また、請求

項の一部又は全部を特許にできる請求項に明示したとしても、出願人の対応後、

当該出願に対して指摘された拒絶理由がいずれかの一つでも解消されなかった

場合は、当該出願に対して拒絶決定をしなければならない。 

(4)[具体的な拒絶理由]の項目には、当該出願に存在する拒絶理由が何であるか

が容易に分かるよう、拒絶理由がある部分に対して具体的な理由を記載する。 
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 2以上の請求項がある出願に対して拒絶理由を通知する場合は、拒絶理由があ

る請求項を明示し、その請求項に該当する拒絶理由を具体的に記載して通知し

なければならない。具体的な拒絶理由の記載要領は、次の通りである。 

①各請求項別に拒絶理由が明確に分かるように具体的に記載しなければなら

ない。同一の記載が請求項毎に不必要に繰り返されることを避けるために、

先に記載した拒絶理由を引用して記載する、又は実質的に同一の拒絶理由

を有する 2以上の請求項を同時に指摘して記載することができる。 

②引用発明と請求項を対比して拒絶理由を記載するときは、引用発明におい

て当該請求項と対比される部分を具体的に指摘しなければならない。複数

の引用発明がある場合は、請求項の発明と最も近い引用発明において対比

される部分を優先して記載し、その差異に対応する他の引用発明と当該技

術分野における通常の知識などに基づいた通常の技術者の容易性判断を記

載する。 

③請求項に記載された発明を特定せず、直ちに引用発明を特定した後、差異を

記載して進歩性などに関する判断事項を記載することができる。このとき、

出願人が請求項に記載された事項との対応関係を容易に分かるよう、引用

発明を特定しなければならない。 

④新規性又は進歩性の拒絶理由を指摘する場合、独立項は従属項と区分して

記載する。従属項に対する拒絶理由を記載するときは、従属項に付加・限定

された部分と引用発明の対応される部分を指摘する、又は差異に対する容

易性判断だけで簡略に記載することができる。特別な事情がなければ、従属

項の拒絶理由には、当該従属項において引用する独立項又は他の従属項に

おいて指摘した拒 絶理由がいずれも含まれているとみなされる 

⑤請求項を引用発明と対比するに当たって必要であると認められる場合は、

下記の通り、請求項において記載された発明の特徴的な部分と対応される

引用発明の部分を対比して記載した構成対比表を使用することができる。

このとき、請求項の特徴的な部分と対応する部分が記載された引用発明の

位置を同時に表示することができる。構成対比表を使用する場合は、対比表

上に示された請求項と引用発明間の差異がある部分などに対する判断を構

成対比表の下に付記する、又はその対比表内に記載して出願人が対比結果

を容易に分かるようにする。 
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※記載の例示 

(1)構成対比表の下に判断事項を記載した例 

請求項第 1

項 

引用発明 1 

公開特許公報第○○-○○○○号 

引用発明 2 

米国特許第○○○○○○号 

A(構成 1) A(記載された位置)  

B(構成 2) B(記載された位置)  

C(構成 3)  C'(記載された位置) 

 請求項第 1 項の発明は、以上の対比表に示された通り、構成 3 をさらに備え

た点において引用発明 1 と相違するが、構成 3 の C は引用発明 2の C'と…した

点において実質的に同一のものです。引用発明 2 の C'は…した点において当該

技術分野で通常の知識を有する者が引用発明 1の A、Bと容易に結合することが

できるものであるため、結局、上記の請求項第 1 項の発明は、当該技術分野に

おいて通常の知識を有する者が引用発明 1 及び引用発明 2 によって容易に発明

することができるものであります。 

(2)構成対比表内に判断事項を記載した例 

請求項 
引用発明 1 

公開特許第○○-○○○○号 

引用発明 2 

米国特許第○○○○○○号 

1項 

A(構成 1) A(記載された位置)  

B(構成 2) B(記載された位置)  

C(構成 3)  C'(記載された位置) 

判断 

構成 3の Cは、引用発明 2の C'と△△△した点において実質的に同一

のものである。引用発明 1の A、Bは▽▽▽した点において引用発明 2

の C’と容易に結合することができるため、第 1 項は通常の技術者が

引用発明 1、2から容易に発明することができる。 

 

(5)「補正に関する参考事項」の項目には、拒絶理由にはならないが、出願人が

拒絶理由の通知に容易に対応することができるよう、参考する事項を記載する。

例えば、明細書記載などに関する審査官の意見、拒絶理由を指摘しなかった請求

項を特許にできる請求項に明示しなかった理由、指摘された拒絶理由以外に出

願人が明細書を補正する際に考慮すべき事項などを記載する。 
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(参考)「補正に関する参考事項」に記載された内容を拒絶理由にしようとする場

合は、改めて拒絶理由通知をしなければならない。 

 

5.4.3 拒絶決定書の作成方法 

 意見提出通知書と同一の方法で記載し、[審査結果]の項目には拒絶理由があ

る部分の代わりに「拒絶理由が解消されなかった部分」を記載する。拒絶理由通

知に対して意見書及び補正書が提出されない場合は、[審査結果]及び[拒絶決定

の理由]を別途記載しない。[特則 48(2)] 

(1)「審査対象の請求項」の項目には、拒絶決定の対象になった明細書に記載さ

れた請求項番号を記載する。 

(2)「この出願の拒絶理由が解消されなかった部分と関連法条項」の項目には、

再度審査した結果、拒絶理由が解消されず、拒絶理由を覆すことができない部分

と関連法条項を記載する。 

 既に通知された拒絶理由が依然として含まれている請求項が新設された場合

は、補正前にその拒絶理由の通知を受けた請求項と新設された請求項が同一で

ある場合に限って意見書提出の機会が付与されたものとみなし、拒絶理由が解

消されなかった部分に記載する。 

※記載の例示 

 

(3)「特許にできる請求項」の項目には、拒絶理由が通知されなかった請求項及

び再度審査する過程において拒絶理由が解消されたものと認められる請求項を

特許にできる請求項に記載する。しかし、例外的に、新設などによって特許要件

の判断をしない、又は補正によって新しい拒絶理由が発生した請求項若しくは

他の拒絶理由と関連して特許を受けることができないと判断される請求項につ

いては、特許にできる請求項を記載しないこともできる。

順番 拒絶理由が解消されなかった部分 関連法条項 

1 発明の説明 第 42条第 3項第 1号(発明の説明の記載不備) 

2 第 1項乃至第 4項、第 6項 第 29条第 2項(進歩性) 
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 このように拒絶決定の理由に指摘されなかった請求項があるにもかかわらず、

これを特許にできる請求項に明示しなかった場合は、その理由を「参考事項」の

項目に記載する。これは、拒絶決定の理由に含まれない請求項に関する審査官の

意見を出願人に明確にし、再審査請求時の補正書の提出によって特許にできる

請求項以外の請求項を削除するなど、拒絶決定への出願人の対応を容易にする

ためのものである。拒絶決定の時点において特許にできる請求項がないと判断

される場合は、「特許にできる請求項」の項目を記載しない。 

(4)「拒絶決定の理由」の項目には、当該出願に対して解消されない拒絶理由が

何であるかが容易に分かるよう、拒絶理由が解消されなかった部分について具

体的な理由を記載する。[特則 48(2)(6)、規定 26(3)] 

 請求項に関する拒絶決定の理由を記載する場合は、拒絶決定の理由がある請

求項別に拒絶決定の理由が明確に分かるように具体的に記載し、既に意見提出

通知書において指摘した拒絶理由と同一の内容は、改めて記載せずに援用する

ことができる。 

 補正書と意見書が同時に提出された場合は、補正内容に対して拒絶理由が解

消されない理由と共にそれに関する意見書における主張を排斥する理由を記載

する。このとき、実質的な補正がない請求項又は直接的な補正がない従属項につ

いては、既に通知された拒絶理由が解消されない事実だけを簡略に記載するこ

とができる。 

 補正書を提出せず、意見書だけ提出された場合には、意見書における主張を排

斥する理由を拒絶理由が解消されない事実と共に記載する。 

(5)「参考事項」の項目には、拒絶決定の理由には該当しないが、出願人が再審

査請求など後続手続きにおいて補正書提出時に参考にすべき事項を記載する。 

 請求項の新設又は補正によって新しい拒絶理由が発生したにもかかわらず、

指摘された拒絶理由が解消されず、拒絶決定することになる場合には、そのよう

な事情を「参考事項」の項目に記載することができる。 

 

5.4.4 請求項別審査の留意事項 
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(1)発明の説明に記載不備がある場合、その拒絶理由に関連があるとしても請求

項自体に対して指摘された拒絶理由がない請求項は、特許にできる請求項に記

載する。ただし、発明の説明に対して指摘された拒絶理由に関する請求項が特許

にできるか否かを拒絶理由の通知時に判断することが難しい、又は出願人のい

かなる補正によってでも発明の説明の拒絶理由が直されないと判断される請求

項については、これを特許にできる請求項に記載しない。この場合、「補正に関

する参考事項」の項目に特許にできる請求項を明示しない理由を記載しなけれ

ばならない。 

(2)特許法第 42 条第 4 項に違背する拒絶理由のある請求項を引用する請求項に

ついては、引用される請求項にある拒絶理由が依然として含まれているか否か

に留意しなければならない。引用される請求項にある記載不備の拒絶理由が依

然として含まれていると認められた場合は、引用する請求項も同一の拒絶理由

があるものと記載する。しかし、特許法第 42条第 8項及び特許法施行令第 5条

の請求範囲記載方法に違反する場合は、その記載方法に違反した請求項のみを

拒絶理由があるものと記載する。 

(3)2 群以上の発明が含まれている特許出願を審査する場合、少なくともある 1

群の発明については特許要件を判断することを原則とし、請求項全体に対して

単一性がない旨の拒絶理由を通知する。 

 もし、効率的な審査のために単一性違反のみを優先して通知する必要がある

と認められる場合であれば、「補正に関する参考事項」の項目にすべての請求項

の発明に対して特許要件を審査しなかった旨を記載する。 

 

5.5 先行技術文献の記載要領 

 審査官は、請求項の技術内容に関して拒絶理由を作成する場合、このような記

載を裏付ける文献を引用しなければならない。ここで取り立てて定めていない

引用文献の記載方法は、WIPO標準 ST.14によることを原則とする。 

 

5.5.1 特許文献を引用する場合
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(1)拒絶理由を裏付ける引用文献が特許文献である場合、当該特許文献の記載は、

発行国(我が国である場合は省略可)、特許文献名、文献番号(公開番号など)、発

行日(公開公報の場合は公開日など)の順でその文献が明確に特定されるように

記載する。 

 特許文献名と文献番号は、当該特許文献に記載された文献名と番号通りに記

載することを原則とする。具体的な記載例は、以下の表の通りである。 

発行国 記載要領 

韓国 

登録実用新案公報第 oo-oooo号(19××.×.×.) 

公開特許公報第 oo-oooo-oooooo号(19××.×.×.) 

公開実用新案公報第 oo-oooo号(19××.×.×.) 

登録特許公報第 oo-oooo号(19××.×.×.) 

米国 

米国特許公報 USooooooo(20××.×.×.) 

米国特許出願公開公報 USoooo/ooooooo(20××.×.×.) 

米国特許抄緑公報 USooooooo(19××.×.×.) 

日本 

日本特許公報特許第 ooooooo号(20××.×.×.) 

日本登録実用新案公報実用新案登録第 oooooo 号(20××.×.×.) 

日本公開特許公報特開平 oo-oooooo号(19××.×.×.) 

日本公開特許公報特開 2000-oooooo号(20××.×.×.) 

日本公開実用新案公報昭 oo-oooo号(19××.×.×.) 

欧州 
欧州特許公報 EPooooooo(20××.×.×.) 

欧州特許出願公開公報 EPooooooo(20××.×.×.) 

国際出願 国際公開公報 WO2004/oooooo(2004.×.×.) 

ドイツ 

ドイツ特許公報 DEoo-ooo(classoo)(19××.×.×.) 

ドイツ特許出願公開公報 DEoooooo(19××.×.×.) 

※ドイツの特許明細書は 1955 年(624,334-655,806 号)及び 1957 年以降が

class別になっているため、これを括弧内に付記 

※西ドイツ特許出願公告明細書は 1957年 1月 1日第 1,000,001号から発行

されたものであり、1959年-1960年(1,048,241-1,096,300 号)は class別に

なっているため、これを括弧内に付記 

英国 

英国特許公告第 oooooo号抄緑(class ooo)(19××.×.×.) 

英国特許公告第 oooooo号抄緑(Group ooo)(19××.×.×.) 

英国特許公告第 oooooo号 抄緑(Heading ooo)(19××.×.×.) 

英国特許公告 oooooo(19××.×.×.) 

※明細書抄緑を引用する場合には、必ずその類別(1930 年以前は class、

1931 年以降は 940,000 号までは Group、940,001 号からは Divisions にな

っており、これをさらに細分化したものが Headingである)を括弧内に付記 
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(2)拒絶理由に特許文献の一部分を引用する場合は、特許文献のどの部分を引用

して拒絶理由にしたかを明確に示すために、次の記載例の通り、引用した部分の

ページ又は図面番号などを括弧内に付記する。 

(例)公開特許公報 第 oo-oooo-ooooooo号(19××.×.×.)(第 o面第 o図) 

公開特許公報 第 oo-oooo-ooooooo号(19××.×.×.)(減速装置部分) 

公開特許公報 第 oo-oooo-ooooooo号(19××.×.×.)(図面符号 a、b、cで

表示されている部分) 

 

5.5.2 非特許文献を引用する場合 

 定期的に発行されているか否かにより、次の記載例の通りにする。 

 

区分 記載要領 

定期 

刊行物、 

否定期 

刊行物 

(ⅰ)著者名.論文名.刊行物名.発行場所：発行先.発行年月日、巻数、

号数、ページの順で記載する。 

著者名、論文名、刊行物名は句点を打って区分し、発行場所及び

発行先は「:」で区分し、発行先の後には句点を打つ。残りの記

載要素は「、」で区分する。 

(ⅱ)刊行物名は、原則として略号を使用しない。 

(ⅲ)巻数と号数は、その刊行物に記載されている巻数と号数を「第

oo 巻、第 oo号」の方式で記載する。英文刊行物の場合は「Vol.

巻数、No.号数」の方式で表示する。 

(ⅳ)発行年月日で巻数を代用することができる場合は、巻数及び号

数の記載を省略することができる。 

(ⅴ)発行年月日は、刊行物に記載されて発行された年月日を記載す

る。発行日が記載されていない場合は、年月だけを記載する。 

(ⅵ)発行年月日が不明りょうな場合は、入手日を記載することがで

き、この場合は、その旨を明りょうに記載しなければならない。 

(ⅶ)誤認する懸念がない刊行物の場合は、発行先の記載を省略する

ことができる。 

(ⅷ)発行場所が広く知られていない場合は、発行場所の後に発行国

を「、」で区分して記載する。我が国において発行された単行本

の場合は、発行場所の記載を省略する。 

(ⅸ)著者名及び論文名は必要がない場合、記載を省略することがで
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区分 記載要領 

きる。 

(ⅹ)ページは原則的に通巻ページを数字で表示する。通巻ページが

表示されていない場合は、その号のページを記載し、数字の前に

「pp」を付ける。 

引用するページが複数である場合、そのページが連続するとき

は、その最初と最後のページ番号を「-」で連結し、連続しない

場合は「、」で区分して表示する。 

(xi)刊行物名はイタリックで表示する。外国語で記載された刊行物

については原語表記を原則とし、括弧内に国語を記載すること

ができる。 

単行本 

(ⅰ)著者名(又は編著者名).書名.発行場所：発行先.発行年月日、巻

数、版数、ページの順で記載する。 

翻訳書の場合は、原著者(又は原編者)、翻訳者の順で記載する。 

(ⅱ)著者名、書名は句点で区分し、発行場所及び発行先は「：」で

区分し、発行先の後に句点を打つ。残りの記載要素は「、」で区

分する。 

(ⅲ)講座、全集のような叢書(Series)の場合は、書名の前にその講

座又は全集名とその叢書の巻数を記載する。 

(ⅳ)書名はイタリックで記載する。 

(ⅴ)版数は単行本に表示がない場合は、記載しない。 

(ⅵ)発行場所が広く知られていない場合は、発行場所の後に発行国

を「、」で区分して記載する。我が国において発行された単行本

の場合は、発行場所の記載を省略する。 

(ⅶ)ページを記載するときは、数字の前に「pp」を付ける。引用す

るページが複数である場合は、定期刊行物の例に従う。 

 

(2)拒絶理由に刊行物の一部分を引用する場合は、刊行物のどの部分を引用して

拒絶理由にしたかを明確に示すために、次の記載例の通り、引用した部分のペー

ジ又は図面番号などを括弧内に付記する。 

(例)大韓化学会誌.社団法人大韓化学会.19××.×.×.、第 o巻、第 o号(第 oペ

ージ乃至第 o頁) 

洪吉童.蒸気機関.大田：oo出版社.19××.×.×.、第 o版(第 o頁) 
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5.5.3 電子文書を引用する場合 

 電子文書、例えば、CD-ROM、インターネット又はオンライン・データベースな

どで検索した文献を引用する場合は、引用文献の通常の情報以外にも検索媒体

の形態(中括弧内に記載)、検索した日付(文献の発行年月日後に中括弧内に記

載)及び検索位置を記載する。 

(例)洪吉童の他 3 名.特許文献の効率的管理による検索速度の増進方法.韓国電

算学会、[online]、2001 年 2 月、[2010 年 7 月 15 日検索]、インターネット：

<URL：http://www.kipo.go.kr/papers> 

 

6. 意見書などの取扱い 

 

6.1 指定期間の延長又は短縮 

 特許庁長又は審査官は、特許に関する手続きをする期間を定めたときは、請求

によって当該期間(以下、「指定期間」という)を短縮又は延長する、若しくは職

権によってその期間を延長することができる。この場合、特許庁長などは当該手

続きの利害関係人の利益が不当に侵害されないように短縮又は延長の可否を決

定しなければならない。[特法 15(2)、特則 16(2)] 

 

6.1.1 実体審査に関する指定期間の延長と承認 

(1)特許法施行規則第 16 条による指定期間の延長申立は、毎回 1 カ月ずつ 1 回

又は 2 回以上一括して申し立てることができ、延長希望期間が 1 カ月未満であ

る場合は、その延長希望期間は 1 カ月にする。[規定 23(2)] 

 拒絶理由通知による意見書の提出期間(以下、「意見書提出期間」という)を除

いては、期間延長申立書が受け付けられた時に期間延長申立が承認されたとみ

なす。ただし、審査官はこの場合にも利害関係人の利益が不当に侵害されると判

断した場合は、必要な期間に限って延長を承認し、残りの期間については期間延

長不承認の予告通知後、不承認にする。[規定 23(3)、(7)] 
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(2)意見書提出期間の延長に関する期間延長申立は、延長希望期間の満了日が本

来、意見提出通知書において指定した期間の満了日から 4 カ月を超えない期間

(以下、「延長申立可能期間」という)以内である場合は、期間延長申立書が受け

付けられた時に承認されたとみなすが、延長申立可能期間を超えた場合は、審査

官が期間延長が必要とされる理由を審査し、必要に応じて期間延長を承認する。

[規定 23(3)~(5)] 

 審査官は、意見書提出期間に関する期間延長申立の延長希望期間の満了日が

延長申立可能期間を超えた場合、延長申立可能期間内に限って期間延長を承認

し、超過した期間については期間延長が必要とされる理由が下記に該当するか

否かを確認して承認可否を決定する。期間延長承認の決定後にはその旨を、期間

延長をしようとする場合は、さらに必要とされる理由を疎明しなければならな

いという事項を記載して出願人に通知する。 

①期間満了前 1 カ月以内に最初代理人を選任する、又は選任された代理人全

員を解任･変更した場合 

②期間満了前 1 カ月以内に出願人変更届出書を提出した場合。ただし、新し

い出願人が追加された場合に限る。 

③期間満了前 2 カ月以内に外国特許庁の審査結果を受けた後、これを期間延

長申立書と同時に提出した場合 

④意見提出通知書の送達が 1 カ月以上遅延された場合 

⑤原出願又は後願が審判又は訴訟に係留中である場合 

⑥拒絶理由に関する試験及び結果測定にさらに期間が必要とされる場合 

⑦その他不可避に期間延長が必要であると認められる場合 

※第三者が審査請求した出願に関する期間延長である場合は、①～⑤であ

っても不承認 
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(3)期間延長申立に関する手数料が未納である場合は、期間を定めて補正を要求

する。指定された期間内に未納手数料を納付した場合は、正当な期間延長申立で

あると認めるが、指定期間までに未納手数料を納付しなかった場合は、当該期間

延長申立を無効処分にする。このような処理指針は、法定期間と実体審査に関す

る指定期間の区分を問わず、すべてに適用する。[特法 46] 

(4)実体審査に関する指定期間(指定期間延長申立によって期間が延長された場

合は、その延長された期間)経過後に指定期間延長申立書が提出されれば、疎明

機会を付与した後で返戻する。このとき、指定期間延長申立書と共に納付された

手数料は返戻する。[特則 11(1)(9)] 

(参考)期間延長申立を承認しなかった場合であっても、納付された手数料は返

還する。 

 

6.1.2 方式審査に関する指定期間の延長と承認[出願関係事務の取扱規定 12] 

(1)特許法第 46 条の規定による補正期間の指定期間延長は、毎回 1 月又は 1 月

以上申し立てることができ、延長希望期間が 1 月未満である場合は、その延長

希望期間は 1月とする。 

(2)延長できる期間は、通算して 4カ月である。ただし、申立人の責めに帰する

ことができない理由が発生する、又は国内段階に移行する国際特許出願など、指

定期間の追加延長が必要であると認められる場合には、追加延長ができる。 

(3)延長希望期間が 4月を超えず、手数料が納付されたときには、その期間延長

申立は期間延長申立書が受け付けられたときに承認されたものとみなす。延長

希望期間が 4カ月に該当する指定期間申立があった場合、「今後、期間延長は承

認しない」の旨の予告文を指定期間延長承認書に記載して申立人に通知する。 

 その後、指定期間延長申立書が提出される場合、その期間延長申立を不承認に

する。 

(4)方式審査に関する指定期間(指定期間延長申立によって期間が延長された場

合には、その延長された期間)の経過後に指定期間延長申立書が提出されれば、

疎明機会を付与した後で返戻する。このとき、指定期間延長申立書と共に納付さ

れた手数料は返還する。 
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(参考)期間延長申立を承認しない場合であっても納付された手数料は、返還す

る。 

 

6.1.3 指定期間の短縮など 

(1)特許に関する手順をする期間を定めたときには、請求によってその期間を短

縮することができる。期間短縮申立書が提出される、又は明細書など補正書に期

間短縮の旨が記載されて提出された場合には、当該指定期間は、その申立書又は

補正書の提出日をもって満了したものとみなして審査を進行する。[特法 15、特

則 16(2)] 

(2)法定期間中、特許拒絶査定又は実用新案登録拒絶決定に関する不服審判請求

期間は、誰もが一回に限って 30日以内で延長することができ、交通が不便な地

域にある者の場合、追加延長ができる。法定期間延長申立書が提出された場合、

特許審判院長(審判政策課)が延長要件を満たしているか否かを審査し、承認可

否を決定する。[特法 15(1)] 

(3)指定期間が経過した後に提出される明細書又は図面に関する補正書は、指定

期間内に提出されなかったために返戻しなければならないが、出願書に関する

補正書など手続き補正書は、無効処分前に提出さえされれば、受け付けることを

原則とする。 

 

6.2 意見書の取扱い 

(1)審査官は、補正書と共に意見書が提出された場合、意見書の主張内容を充分

に検討し、通知した拒絶理由が維持されるか否かを判断する。また、補正せずに

意見書のみ提出された場合も、意見書の内容を検討して拒絶理由通知において

指摘した理由が維持されるか否かを判断しなければならない。 

(2)拒絶理由通知に対応して提出された意見書又は実験成績書などは、明細書の

一部にすることはできない。ただし、発明の説明に記載された事項の正当性を釈

明する、又は立証するための資料であるため、特許要件に関する判断の参考にす

ることができる。 
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(3)拒絶理由通知において指定した期間が経過して提出された補正書は、返戻し

なければならないが、意見書は不受理事項ではないため、受理して参照する。

[特則 11(1)] 

(4)意見書に限って補正しようとする事項を記載し、補正書を提出しない場合に

は、拒絶理由通知当時の明細書を基準に審査する。また、意見書において主張す

る補正内容と補正書を通じて実際に補正した事項が異なる場合、補正書によっ

て補正された内容を基準に審査する。ただし、補正しようとする事項を意見書に

限って記載し、補正書には漏れていた場合であって、一定要件を満たす場合は、

審査官の裁量によって同一の拒絶理由を再通知することができる。(第 8 部第 3

章 拒絶理由の再通知を参照) 

 

6.3 補正された明細書の取扱い[規定 24(3)、(4)] 

6.3.1 補正された明細書の確定方法 

(1)拒絶理由通知がある前に、自発補正として複数の補正書が提出された場合、

それぞれの補正書は累積して審査対象の明細書に反映されるため、審査官が使

用する審査システムの特許ネット上において自動的に補正識別項目別に最後の

補正部分の組合せと補正を申し立てなかった補正識別項目の組合せとして審査

対象最の最終版が決定される。 

 しかし、一つの拒絶理由通知による指定期間内に複数の補正書が提出された

場合の処理は、旧特許法(2013.3.22.法律第 11654 号に改正される以前のもの)

が適用される出願と改正特許法(法律第 11654 号、2013.3.22.公布、2013.7.1.

施行)が適用される出願において差異がある。 

ⅰ)旧特許法が適用される 2013.6.30.以前の出願について最初拒絶理由通知

による指定期間内に復数の補正書が提出された場合は、それぞれの補正書

が累積して反映されて審査対象の最終版明細書が決定され、最後拒絶理由

通知による指定期間内に復数の補正書が提出された場合には、各補正書の

うち審査官によって承認された補正書のみが累積反映されて審査対象の

最終版明細書が決定される。 

ⅱ)改正特許法が適用される 2013.7.1.以降の出願について拒絶理由通知によ

る指定期間内に復数の補正書が提出された場合は、改正特許法第 47 条第

4 項により、最後補正書の以前に提出された補正書によるすべての補正は
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取下げとみなされるため、審査対象の最終版明細書には、その最後に提出

された補正書のみが反映される。 

 旧特許法が適用される 2013.6.30.以前の出願について拒絶理由通知による指

定期間内に復数の補正書が提出された場合の明細書の確定方法は、次の例の通

りである。 

(例)拒絶理由通知による指定期間に第 1 次補正書と第 2 次補正書を提出した場

合、それぞれの補正明細書の決定方法 

補正対象項目 最初出願 
第 1次

補正書 

第 2次

補正書 

第 2次 

補正 

第 2次 

補正明細書 

第 1次 

補正明細書 

発明の説明 ◇ ◆  ◆ ◆ ◆ 

第 1項 ○ ●  ● ● ● 

第 2項 □ ▒ ■ ■ ■ ▒ 

第 3項 △    △ △ 

-       

第 10項 ☆    ☆ ☆ 

図面 ♤ ♠  ♠ ♠ ♠ 

※上記例の通り、第 1次補正書において発明の説明、請求項 1、請求項 2及び

図面に対して補正をし、請求項 2を補正する第 2次補正書を提出した場合、

第 2次補正は第 1、2次補正項目による最後補正部分の組合せで決定((発明

の説明(◆)、請求項 1(●)、請求項 2(■)及び図面(♠))され、第 2次補正明

細書は、第 2 次補正と当初明細書において補正しなかった項目の組合せで

決定(発明の説明(◆)、請求項 1(●)、請求項 2(■)、請求項 3(△)、....請

求項 10(☆)及び図面(♠))する。 

(2)最後拒絶理由通知に対応した補正又は再審査請求と同時にした補正が特許

法第 51条第 1項の規定によって却下された場合は、当該補正書は提出されなか

ったものとみなし、審査対象の明細書を確定する。補正却下については本節の

「11.最後拒絶理由通知による補正の取扱い」を参照する。[特法 51、規定 24(1)、

(2)、規定 51(2)] 

 

6.3.2 補正による明細書確定時の留意事項 

(1)審査に着手する前に提出された自発補正書と最初拒絶理由通知に対する意

見書提出期間に提出された補正書は、提出された通り認める。ただし、2013.7.1.

以降の出願に当たっては、拒絶理由通知による指定期間に補正書を 2 回以上提

出した場合、最後補正書の以前に提出された補正書によるすべての補正は、取下
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げとみなされる。[特法 47(1)] 

(2)審査官が意見提出通知書を発送した後、出願人が拒絶理由の送達を受ける前

までの期間中にも、出願人は自発補正をすることができる。迅速な審査進行のた

め、第 1 回目の拒絶理由を通知した後、出願人が意見提出通知書の送達を受け

る前に補正書を提出した場合は、既に通知された意見提出通知書を取り消さず、

次の通りに取り扱う。 

 出願人が意見提出通知書の送達を受けた時点は特殊(小包)郵便物受領証によ

って確認し、送達を受けた日と補正書提出日が同一である場合には、送達時点が

補正書の提出時点より早いことが明白である場合を除き、意見提出通知書の送

達を受ける前に提出したものとみなす。補正書に意見提出通知書の発送番号を

提出原因に記載した場合には、送達時点が補正書の提出時点より早いものとみ

なす。 

 

 

①補正 aのみ提出された場合 

 補正 aを反映した明細書で再審査する。 

(a)再審査した結果、拒絶理由がない場合は特許決定する。 

(b)再審査した結果、拒絶理由があり、その拒絶理由が補正 aによって発生した

拒絶理由ではなく、既に指摘した拒絶理由である場合、拒絶理由が解消されな

かったため、拒絶決定する。 

(c)再審査した結果、最初拒絶理由通知において記載した拒絶理由は解消された

ものの、補正 a により発生した拒絶理由がある場合又は補正 a 前の審査対象

の明細書には存在していたが、指摘しなかった拒絶理由がある場合は、最初拒

絶理由を通知する。 
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②補正 a及び補正 bが提出された場合 

 補正 a及び補正 bの補正内容が反映された明細書で再審査する。 

(a)再審査した結果、拒絶理由がない場合は特許決定する。 

(b)再審査した結果、拒絶理由があり、その拒絶理由が補正 a又は補正 bにより

発生した拒絶理由ではなく、既に指摘した拒絶理由である場合、拒絶理由が解

消されなかったため、拒絶決定する。 

(c)再審査した結果、最初拒絶理由通知において記載した拒絶理由は解消された

ものの、補正 a により発生した拒絶理由がある場合又は補正 b の以前の審査

対象の明細書にもあったが、指摘しなかった拒絶理由がある場合は、改めて最

初拒絶理由を通知する。[特法 47(1)(1)] 

(d)再審査した結果、他の拒絶理由はなく、補正 bにより発生した拒絶理由のみ

あった場合には、最後拒絶理由を通知する。 

 

6.4 審査参考資料の取扱い 

(1)審査官は、審査進行の促進に必要であると認められる場合、出願人に審査に

必要な書類その他の物品を提出させることができる。[特法 63条の 3、211、222] 

(2)審査に必要とされる書類などは、次の通りである。 

①国際特許出願であって、国際調査報告書又は国際予備審査報告書に記載さ

れた関連文献及びこれの翻訳文。他特許庁にファミリー出願のある出願で

あって、他特許庁の審査結果を参考にする必要があると認められる場合、そ

の審査結果 

②発明の説明の量及び請求項数が膨大な場合、請求項の技術事項と発明の説

明の識別番号の間の対応関係を記載した書面又は請求項間の連結関係を説

明した書面 

③出願の技術内容が難解であって、処理期間内に審査が難しいとされる場合、

発明の要旨を簡単明りょうに説明した書面 
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④見本、実験成績書などがなければ発明の効果を確認することができない場

合、その見本、実験成績書など。ただし、見本、実験成績書などの提出によ

り、出願当時に明細書の記載が明確かつ充分であったことが確認できる場

合に限る。 

⑤明細書又は図面に使用される数式、技術用語又は記号などが明確に理解で

ない場合、その数式の誘導過程、技術用語の定義又は記号の意味を説明した

書面 

⑥意見書における出願人の主張に理解困難な点があり、その主張が特許性の

判断に重大な影響を与えると認められる場合、その主張を改めて明りょう

に説明した書面 

⑦条約優先権主張の基礎になる出願をした国の審査結果に関する資料(情報

通信網によって容易に確認することができる文献の場合は除く)及び韓国

語翻訳文 

(3)審査に必要な書類などの提出要求は、審査官の名前で行い、どのような提出

書類などがあるかについて具体的に明示しなければならない。書類提出の指定

期間は、意見書の提出期間と同一にする。迅速な審査に向けて意見提出通知書に

参考事項として書類などの提出要求を付記することができる。ただし、国際特許

出願として国際調査報告書又は国際予備調査報告書に記載された文献の写しは、

特許庁長の名前で提出を命じる。[特法 63 条の 3、特法 211、特法 222、規定

23(1)] 

(4)審査官の提出要求に出願人が応じないからといって、出願手続きを無効処分

にしてはならない。ただし、出願人が提出要求のあった書類を提出しない、又は

提出された書類に不備がある場合は、再度提出を命じることができる。 

(5)審査官の要求によって提出された書類などは、参考資料に過ぎず、明細書に

代替する、又は補充することはできない点に留意しなければならない。 

(6)審査官は、書類・見本などの提出があったときには、その目録を作成・配置

し、提出された書類・見本などを出願書類綴の中に保管することができるもので

あるときには、出願書類と共に出願書類綴の中に保管し、出願書類綴の中に保管

することができないものについては、審査終了までに別途保管する。[規定 82(1)、

(2)] 
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 提出された書類・見本などについては、次の事項に留意する。 

①返還申立があるものについては、破損されないように注意して保管する。 

②返還申立がないものであっても、将来、審判において必要とされる場合に備

えて破損されないように注意する。 

③審査終了後、直ちに返還手続きを行う。 

(参考)書類・見本などの提出人が提出した書類・物品などの返還を受けようとす

るときは、提出書にその旨を記載しなければならない。審査官は、審査終

了後に期間を定めて提出人にこれを受け取るよう通知しなければならな

い。 

書類・見本などに対する返還請求がない、又は指定期間内に提出人が引取

手続きをしないときには、特許庁長が定めるところによってこれを処分

することができる。 

(7)審査官は、情報提供により提出された証拠資料を審査に活用することができ

る。[特法 63の 2、特則 45] 

 証拠資料が刊行物又はその写し、若しくは明細書又は図面の写しによって出

願日前に公開されたことが明確である場合は、追加の証拠調査をせずに先行技

術として使用することができる。 

 提出された証拠が刊行物又はその写し、若しくは明細書又は図面の写し以外

の書類などについては、証拠調査をせずとも当該書類によって証明しようとす

る事実の存在に対して確信できる場合に限って提出された証拠を先行技術とし

て使用する。ただし、この場合、出願人が意見書においてその事実の存在を否定

する反論をしたときには、別途の証拠調査をせずとも、通知された理由により特

許拒絶査定をすることが正当であると判断される場合以外には、その事実の存

在を認めない。 

(説明)特許法においては、出願の審査については証拠調査に関する規定を設け

ていないため、情報提供時に提出された証拠が頒布された刊行物又はそ

の写し、若しくは明細書又は図面の写し以外の書類などであって、その書

類によって証明しようとする事実の存在について確信することができな

い場合には、当該証拠に基づいて拒絶査定をすることができない。 

(参考)出願の無効、取下げ、放棄又は拒絶査定が確定する、若しくは審査官が特
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許査定した場合を除いては、いかなる者であってもその出願は特許を受

けてはならない旨の情報を証拠と共に提供することができる。情報提供

は、自然人又は法人の場合はいかなる者であってもすることができるが、

行為能力のない未成年者などは法定代理人によらなければできない。一

方、法人格のない団体などが提出した情報提供書類であっても、返還す

る、又は無効処分にせずに審査に参考する。[特法 63の 2] 

 

7. 追加検索 

 

 審査の進行中に追加検索をしなければならない場合がある。審査官は、出願の

審査が以下に該当する場合には、追加検索を進める。 

①意見書、面談、情報提供などによって出願発明の不完全な理解が検索に影響

を与えたと判断される場合 

②最初の検索において除外され、発明の説明にしか記載されていなかった技

術事項が補正によって請求範囲に含まれている場合 

③1 特許出願の範囲を逸脱しているという理由で最初の検索において除外さ

れた請求項の発明について審査をしようとする場合 

④出願発明に対し、特許法第 29 条第 3項の他出願にされる国際特許出願が国

内段階に移行し、翻訳文の提出が予想される場合 

⑤その他、追加検索が必要であると認められる場合 

 

8. 審査の保留又は処理期間の延長 

 

(1)審査官は、審査の進行中、出願が次のいずれかの一つに該当する場合は、2カ

月以内で期間を定め、審査を保留する、又は処理期間を延長することができる。

[特則 40、規定 7] 

 ただし、特許庁長又は審査官が当該出願に対して特許に関する手続きをする

期間を定めたときには、その期間の範囲内では審査を保留する、又は処理期間を

延長することができない。 
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①先願又は競合出願が公開されていない、又は競合出願が審査請求されてい

ない場合 

②国内優先権主張の先願であって、取下げとみなされる期間を経過していな

い場合 

③当該出願に関連した審判又は訴訟が係留中である場合 

④先行技術調査を専門機関に依頼する、又は外部に問い合わせをする、若しく

は協議審査が求められる場合 

⑤条約優先権主張出願の優先権証明書類の提出期間を経過していない場合 

⑥その他審査の保留又は処理期間の延長が必要であると認められる場合 

(参考)上記⑥の理由に該当する場合としては、審査に関する先行技術文献を国

内において入手することが難しい、又は入手に時間がかかる場合、出願人

が提出した出願書類が受付中であるために審査を処理することができな

い場合などがある。 

(2)審査保留又は処理期間の延長をしようとする場合は、審査パート長に報告し

なければならない。審査パート長に報告するときは、次の例の通りに具体的な延

長理由を記載して報告する。[規定 7(2)] 

(例 1)先願 OO-OOOO-OOOOOOO が未公開になっており、審査を保留します。 

(例 2)重要な先行技術文献(Journal of OOO、Vol.OO、pageOOO)を NDSLに申し立

て、入手及び検討に時間がかかるため、審査を保留します。 

(3)審査保留又は処理期間を延長した出願について審査官は、月 1回以上審査を

保留した理由又は処理期間を延長した理由が解消されたか否かを確認しなけれ

ばならない。[規定 7(3)、(4)] 

 確認した結果、審査保留又は処理期間を延長した理由が解消された場合は、審

査保留期間又は処理期間を延長した期間の満了日までに審査を処理しなければ

ならない。 
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(4)審査保留又は処理期間を延長した出願において、審査保留又は処理期間の延

長理由が解消されていない、又は審査を保留する若しくは処理期間を延長すべ

き新しい理由が発生した場合は、審査パート長を経由して審査課長又は審査チ

ーム長に報告し、2カ月以内で審査保留又は処理期間の延長を再度行うことがで

きる。[規定 7(5)] 

 

 ただし、先行技術調査を専門機関に依頼する、又は外部に問い合わせする、若

しくは協議審査が必要な場合、又はその他審査保留が必要であると認められ、審

査保留若しくは処理期間を延長した場合(上記(1)の審査保留理由のうち、④、⑥

の場合)には、審査官の責めに帰することができない理由がある場合に限り、審

査保留又は処理期間の延長を再度することができる。審査官の責めに帰するこ

とができない理由としては、先行技術調査報告書が納品されず、審査を進行する

ことができない、又は外部に先行技術文献の複写を要請したが到着していない

場合などがある。 

 

 

 

 

(5)審査官は、(4)により再度、審査保留又は処理期間延長を最初に行ったときに

は、審査保留又は処理期間延長事由を具体的に記載して出願人に通知しなけれ

ばならない。 

(6)(1)の審査保留理由のうち、「③当該出願に関する審判又は訴訟が係留中であ

る場合」としては、当該出願手続きに関する行政審判・訴訟が係留中である場合

がある。 
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(7)(1)の審査保留理由のうち①に関して、同一の発明に対して 2 以上の特許出

願があったときは先願が処理される、又は出願公開若しくは登録公告されるま

でに後願の審査着手を保留しなければならない。ただし、先願を拒絶する理由と

同一の理由によって後願を拒絶することができる場合には、審査に着手するこ

とができる。後願の具体的な審査着手方法は、次の表による。 

 

先・後願の 

同一性 

先願の 

公開可否 
後願の審査着手可否 

同一 

公開 
審査に着手して第 36条第 1項により拒絶理由通知 

(先願の請求範囲が確定された後、特許可否を決定) 

未公開 

審査に着手して第 36条第 1項により拒絶理由通知 

(先願の出願番号と請求項に記載した発明のみを適時し、先

願の請求範囲が確定された後、特許可否を決定) 

相違 

公開 
審査に着手して第 29条第 3項・第 4項により拒絶理由通知 

(発明者が同一の場合は、第 36条第 1項を適用) 

未公開 先願が公開されるまでに審査着手を保留 

 

(8)後願が審査保留された降、先願が処理される、又は出願公開若しくは登録公

告されれば審査に着手することができる。ただし、後願に対する審査を進めたと

しても特許法第 36条第 1項の規定を適用するに当たって、審査に対する最終決

定は先願の請求範囲が確定された後にしなければならない。 

 

9. 書類の送達 

 

9.1 書類送達の一般原則 

(1)書類の送達は、当事者又は代理人が直接受領する、若しくは情報通信網を利

用する場合を除いては書留で発送する。郵便で送達した場合には郵便局の書留

郵便受領証を添付しなければならない。[特法 218、特令 19(1)] 
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(参考)審判、再審、特許権の取消しに関する審決文又は決定文などを送達する場

合は、郵便法令による特別送達方法による。[特令 19(3)] 

(2)送達書類の受信人は、送達を受ける者になる。代理人がいる場合は代理人を、

復代理人又は中途受任代理人がいる場合は、特別な理由がある場合を除いては、

復代理人又は中途担当代理人を受信人にする。ここで特別な理由がある場合と

は、優先して通知する対象ではない代理人又は当事者が審査官の通知直前に補

正書又は意見書など審査に直接係わる手続きをしたときをいう。 

 代理人が 2 人以上である場合には、特別な理由がある場合を除いては、出願

書に最初に記載された代理人を受信人とする。 

 代理人が複数であって包括委認を受けた代理人がいる場合、個別事件別に代

理人に優先して送達する。 

 無能力者が送達を受ける者である場合は、法定代理人に送達する。[特令

19(5)] 

 2人以上が特許に関する手続きをする中で代表者を決めた場合は、代表者に送

達し、代表者選定届出がない場合は、特別な理由がある場合を除いては、その手

続きをするための書類に最初に記載された出願人に送達する。[特法 11] 

(3)書類の送達は、送達を受ける者の住所又は営業所にするが、別途に送達場所

を届け出た場合は、その場所にする。届出した送達場所が変更されたときには、

遅滞なく届け出なければならない。[特令 19(8)] 

(参考)送達を受ける者が正当な理由なく、送達を受けることを拒否することに

よって送達することができなくなったときは、発送した日に送達したも

のとみなす。書類の送達についてより詳しい事項は「第 1 部第 6 章書類

の提出及び送達」を参照する。[特令 19(10)] 

 

9.2 公示送達 

 送達を受ける者の住所又は営業所が不明で送達することができないときには、

公示送達をする。ここで住所又は営業所が不明で送達することができないとき

とは、住民登録共同利用システムを利用しても送達を受ける者の住所を確認す

ることができない場合をいう。2人以上が特許に関する手続きをする場合は、全
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員の住所を確認することができない場合をいう。公示送達の具体的な手続きは、

「第 1部第 6章書類の提出及び送達」を参照する」。[特法 219(1)、2003フ 182] 

 

10. 面談 

 

 審査官は、出願人又は代理人(以下、この節において「当事者」という)の申立

がある、又は審査官が迅速かつ公正な審査のために必要であると認める場合、補

助的審査手段として当事者と面談することができる。面談が必要な場合として

は、出願発明と先行技術間の対比説明が必要な場合、拒絶理由を明確にする必要

がある場合、意見書の内容を明確に理解しようとする場合、その他出願発明の内

容が複雑かつ高度で内容把握が難しいときなど、審査官が必要であると認める

場合がある。[規定 17(1)] 

 

10.1 面談の申立及び受諾 

(1)面談を希望する当事者は、ファクス、電話又は電子メールなどの情報通信網

を利用する、又は特許顧客相談センターを訪問して書面により面談を申し立て

る。面談を希望する出願が複数である場合は、出願件別に面談を申立し、同一出

願に対しては担当審査官が一つの申立にすることができる。[規定 17(2)] 

 面談の申立は、審査に着手してから特許可否の決定前までにすることを原則

とし、特許拒絶査定された出願に対しては、特許拒絶決定不服審判の請求前まで

にすることができる。 

(2)審査官は、当事者と面談が必要な場合、書面、ファクス又は電話で期日を定

めて面談を要請する。審査官の面談要請は、架電だけでは面談が必要な理由が解

消されない場合に限る。 

 審査官が指定した面談期日は、当事者との合意により変更することができる。

面談期日が変更された場合は、面談台帳にその事実を記録しなければならない。

[規定 17(3)、(4)] 

(3)審査官は、当事者の面談申立があった場合は積極的に応じなければならない。

ただし、単純な事務連絡、審査進行の現況又は特許性に関する単純な問合せ、同

一出願に対する反復面談の申立、その他審査進行に関連のない面談の申立の場

合は、面談申立の内容に修正を求める、又は応じないことができる。 
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 面談の申立について当事者と電話、ファクス又は電子メールなどで連絡した

場合、通話日時、通話者、面談予定日、面談の形式、連絡先などの連絡内容を特

許審査処理システム上の審査報告書に記録しなければならない。[規定 17(5)] 

 

10.2 面談の手続き 

(1)面談は、対面又はテレビ電話で進める。対面面談の場合は、特許顧客相談セ

ンター内の審査官面談室を利用することを原則とする。テレビ電話面談は、ソウ

ル事務所のマルチメディアセンター(13 階)の遠隔テレビ会議施設と本庁のテレ

ビ会議施設を利用する、又はその他テレビ電話ができる施設を活用する。 

(2)審査官は面談がある場合、円滑かつ効果的な進行に向けて出願に関する書類

を予め検討し、必要な場合は出力して準備しなければならない。当事者との事前

連絡により議論の主題が決まっている場合は、関連事項を検討して整理しなけ

ればならない。 

 必要に応じては、先行技術を示す文献又はマルチメディア資料など面談補充

資料を当事者に予め要請することができる。 

(3)面談を実施する前に、出席者が当事者であるか否かをまず確認しなければな

らない。出席者は当該出願に対して責任のある対応をすることができる者であ

って、出願人(法人の場合、法人を代表することができる者)、当該出願の代理人

又は出願人若しくは復代理人の選任権がある代理人から面談手続きの委任を受

け、これを証明する書類を持参した代理人である。 

 面談手続きだけを委任された面談出席者は、面談別に委任状を提出しなけれ

ばならない。ただし、複数の出願に関する面談手続きの委任を一件の委任状に出

願番号すべてを記載することですることができる。 

 正当な面談出席者は、発明者又は特許関連の担当者を伴うことができる。 

(4)審査官は面談記録書に出願番号、審査官名、出席者名、面談内容及び面談結

果などを記録し、出席者と共に記名捺印して特許顧客相談センターの担当者に

提出する。また、面談内容は特許審査処理システムの審査報告書に記録しなけれ

ばならない。[規定 17(5)] 
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 審査官は、面談時に面談制限事項に該当する意思交換があった場合、面談記録

書にその内容を簡略に記載する。 

 

10.3 面談時の留意事項 

(1)審査官は、面談結果を反映して迅速に審査手続きを進行しなければならない。

また、面談後、措置することに合意した事項については早期に履行しなければな

らない。 

(2)審査官は、面談内容を前提にして拒絶理由通知又は拒絶査定の記載を簡略に

する、又は省略してはならない。 

(3)審査官は、面談後に新しい拒絶理由が見つかるなどの理由で面談結果と相反

する処分をしようとする場合は、その旨を意見提出通知書、電話、ファクス又は

電子メールなどを利用して当事者に通報し、審査手続きを進行しなければなら

ない。 

(4)審査官は、面談において提示された資料の提出を要請することができる。 

(5)面談は、出願別に 1回実施することを原則とし、必要に応じて追加実施する

こともできる。 

(参考)出席者は、意見書を提出することができる期間内に面談を行った場合、面

談時に措置することに合意した事項に基づいて回答書類(意見書、補正書

など)を提出しなければならない。面談結果とは相違する対応をしようと

する場合は、電話、ファクス、電子メール又は郵便を利用してその旨を担

当審査官に通知しなければならない。 

出願人は、面談内容を前提にして意見書の記載を簡略にする、又は省略し

てはならない。 

 

10.4 出張面談 

(1)当事者は情報通信網を利用し、審査官が訪問して面談(以下、「出張面談」と

いう)するよう申し立てることができる。[規定 17の 2] 
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(2)出張面談の申立があった場合、電話で連絡して出張面談の必要性を判断し、

架電では意思疎通が難しい、又は迅速かつ正確な審査必要な場合に限って出張

面談を受諾する。 

(3)出張面談は、出張地域の発明振興法第 23 条に基づいて設立された「地域知

識財産センター」にて実施することを原則とし、不可避な事情がある場合は、当

事者との合意の下、当事者の事業所以外の場所にて実施することができる。 

(4)出張面談の期日変更及び記録維持については、一般の面談手続きによる。 

 

11. 最後拒絶理由通知による補正の取扱い 

 

 最初拒絶理由通知とは異なり、最後拒絶理由通知後に補正書が提出された場

合は、特許可否の決定に先立って補正却下の可否をまず判断し、審査対象の明細

書を確定しなければならない。[特法 51、規定 24(2)~(4)] 

 出願人は、意見書を提出すると共に審査官が通知した最後拒絶理由通知が最

後通知として正当ではない旨の主張をすることができる。審査官は、最後拒絶理

由通知にすることが不適法である旨の主張があった場合、最終処分に先立って

最後拒絶理由により通知することが適法であったか否かをまず判断する。 

 

11.1 最後拒絶理由による通知の適法性の検討 

(1)最後拒絶理由通知の適法性は、「5.3拒絶理由通知の種類」を参照して判断す

る。最後拒絶理由通知にすることが適法であった場合は、補正要件の充足有無を

検討する。 

(2)審査官は、最後拒絶理由通知にすることが不適法であったとされる場合は、

補正を却下してはならず、原則として補正を承認しなければならない。 

 最後拒絶理由通知において指摘した拒絶理由が解消されなかった場合には、

補正形態により、次の通りにする。 
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①補正をしない、又は最後拒絶理由通知に対応した補正のみをした場合 

審査官が最初拒絶理由により通知すべき拒絶理由を最後拒絶理由により通

知したものの、最後拒絶理由に対応した補正書(請求項を新設せずに減縮す

る補正のみをした場合など)のみ提出する、又は補正をしない場合は、たと

え最後拒絶理由通知において指摘した拒絶理由が解消されなかったとして

も、拒絶査定をせずに改めて拒絶理由を通知する。このときに行う拒絶理由

通知の種類は「5.3拒絶理由通知の種類」を参照して決定する。 

②出願人が最初拒絶理由通知とみなして補正した場合 

審査官が通知した最後拒絶理由通知の不当性を主張し、最初拒絶理由通知

とみなして最初拒絶理由通知に対応した補正と認められる範囲の補正書を

提出した場合は、拒絶査定する。 

例えば、最初拒絶理由に通知すべき請求項における記載不備の拒絶理由を

最後拒絶理由に通知したものの、最初出願された請求項にもあった記載不

備であったと主張し、請求項を新設する補正書(最初拒絶理由に対応した補

正であると認められる補正)を提出した場合、その記載不備が当該補正書を

反映しても依然として解消されなければ、補正を承認した後で拒絶決定す

る。 

 

11.2 補正要件の充足有無の判断 

(1)最後拒絶理由通知に対応して意見書の提出期間に補正書が複数で提出され

た場合は、当該出願が 2013 年 6 月 30 日以前の出願であれば、補正書が提出さ

れた逆順に従って補正却下の可否を決定する。2013 年 7 月 1 日以降の出願であ

れば、最も最後に提出された補正書以外には取り下げられたものとみなし、最後

に提出された補正書により補正却下の可否を決定する。[規定 24(3)] 

(2)審査官は、最後拒絶理由通知に対応した補正が特許法第 47 条第 2 項及び第

3 項の補正要件を満たすことができない、又はその補正(同条第 3 項第 1 号及び

第 4 号による補正中、請求項を削除する補正は除く)によって新しい拒絶理由が

発生した場合は、その補正を却下しなければならない。[特法 51(1)] ただし、

新しい拒絶理由が職権補正のできる事項であれば、審査官は補正を承認してそ

の後の手続きを進めることができる。職権補正ができる事項については、「第 8



第 5 部 審査手続き 

5362   (2017年 3月追録) 

部第 2章 3.職権補正ができる事項」を参照する。 

 

 ここで「その補正によって新しい拒絶理由が発生した場合」とは、当該補正の

提出により、以前は存在しなかった拒絶理由が発生した場合(当該補正によって

記載不備が新たに発生する、又は新規性若しくは進歩性の拒絶理由が新しく発

生した場合など)を意味するものであって、当該補正前に拒絶理由通知された各

拒絶理由は勿論、補正以前の明細書に存在したが通知されなかった拒絶理由は、

新しい拒絶理由ではない。 

 「その補正によって新しい拒絶理由が発生した場合」の判断について、次の例

を参照する。 

 

 

(例 1) 

 請求項 1：A+Bからなる装置 

 [最後拒絶理由通知]請求項 1は引用発明 1により進歩性がない。 

 [最後補正後の明細書] 

  請求項 1：A+bからなる装置 

      (引用発明 1により依然として進歩性がない) 

 [補正認定]請求項 1 に対する補正により新しい拒絶理由が発生したもので

は 

      ないため、補正は認められる。 

 [拒絶決定]請求項 1(A+b)は、引用発明 1により進歩性がないため拒絶決定 

 

(例 2) 

 請求項 1：A+Bからなる装置 

 [最後拒絶理由通知]請求項 1は引用発明 1により進歩性がない。 

 [最後補正後の明細書] 

  請求項 1：A+B+Cからなる装置 

      (引用発明 1に対しては進歩性が認められるが、引用発明 1及び

引 

      用発明 2により進歩性がない。引用発明 2は、Cの付加により追

加 

      が必要) 

 [補正却下]請求項 1 に対する補正によって補正前になかった新しい拒絶理

由 

      が発生したものであり、補正は認められず、補正却下 

 [拒絶決定]請求項 1(A+B)は、引用発明 1により進歩性がないため拒絶決定 
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(例 3) 

 請求項 1：A+Bからなる装置 

 請求項 2：請求項 1において Cが附加された装置 

 [最後拒絶理由通知]請求項 1は引用発明により進歩性がない。 

 [最後補正後の明細書] 

  請求項 1：削除 

  請求項 2：請求項 1において Cが附加された装置 

 [補正認定]請求項 1 を削除する補正は、請求範囲の減縮に該当する。請求

項 1 

      の削除により請求項 2 に記載不備という新たな拒絶理由が発生

し 

      たが、特許法第 51 条第 1 項括弧書きの規定により補正は認め

る。 

 [最後拒絶理由通知]拒絶理由通知に対する請求項 1 の削除補正により、請

求 

          項 2に記載不備が発生したため、最後拒絶理由を通知 

 

(例 4) 

 請求項 1：A+Bからなる装置 

 請求項 2：請求項 1において Cを付加した装置 

 請求項 3：請求項 1又は請求項 2において D+Eを付加した装置 

 [最後拒絶理由通知]請求項 1 は競合出願であるため、特許受けることがで

き 

          ない。 

 [最後補正後の明細書] 

  請求項 1：削除 

  請求項 2：(訂正)A+B+C からなる装置 

  請求項 3：(訂正)A+B+D+Eである装置 

  請求項 4：(新設)A+B+C+D+E である装置 

 [補正認定]請求項 4 は、請求項 1 の削除による項の整理に過ぎず、実質的

に 

      補正前の請求項 3 に該当するため、請求項を新設したものでは

な 

      い。従って、削除による不可避な項の整理であって補正は適法

な 

      ものであるため、補正を認める。 

 

(例 5) 

 請求項 1：Aからなる装置 

 [最後拒絶理由通知]請求項 1は、引用発明 1により進歩性がない。 

 [最後補正後の明細書] 
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  請求項 1：A+Bからなる装置 

      (引用発明 1に Bも開示されており、依然として進歩性を否定す

る 

      ことができる場合) 

 [補正認定]請求項 1 に記載された発明が引用発明 1 により進歩性が否定さ

れ 

      る旨の拒絶理由は、既に通知された拒絶理由であり、補正によ

り 

      新しい拒絶理由が発生したものではないため、補正は認められ

る。 

 [拒絶決定]請求項 1(A+B)は、引用発明 1により進歩性がないため拒絶決定 

 

 

 

 

 

 

(3)審査官は、補正要件の充足有無について、法条項の順序又は補正の箇所の先

後を問わず、審査進行の便宜によって判断することができる。補正の制限要件に

違反するか否かについて詳しい事項は、第 4部第 2章を参照する。 

(4)当該補正が請求項を削除する補正であり、それにより新しい拒絶理由(請求

項の削除により、その削除された請求項のみを引用していた請求項において記

載不備が発生した場合など)が発生した場合、これを理由にして補正却下をして

はならず、他に補正却下の理由がない限り、補正を認めた後で最後拒絶理由を通

知しなければならないことに留意する。[特法 51(1)] 

 ただし、当該補正が請求項を削除する補正である場合に、その削除された項以

外にその他削除されなかった項も引用している請求項については、削除された

項の引用を除いて解釈して請求項の発明が明確に把握されるのであれば、これ

は第 42 条第 4項第 2号の拒絶理由ではなく、明白な誤記に過ぎないため、補正

却下の対象である新しい拒絶理由ではないことは言うまでもなく、補正を承認

した後でも最後拒絶理由通知の対象ではなく、職権補正などの対象になる(詳し

い事項は、第 2部第 4章 4.(4)を参照)。 

(5)補正却下の決定は、拒絶決定とは別途の書面により行う。出願人に対して後

続手続きの便宜を提供するため、補正制限要件に違反する事項は、その全部に対
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して理由を明示して補正却下決定をする。[特法 51(2)] 

(参考)補正却下の決定については、審査段階において不服を申し立てることが

できず、拒絶決定に対する不服審判において争うことができるだけであ

る。一方、職権再審査をする場合は、取り消された特許決定の前に行った

却下決定及び再審査の請求がある場合、再審査請求の前に行った却下決

定は、不服対象から除外される。[特法 51(3)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 補正を承認した後の審査 

(1)補正が適法である場合は、その補正を認めて補正事項を反映し、審査対象の

明細書を確定した後で拒絶理由の有無、それによる拒絶理由通知の可否、特許決

定又は拒絶決定の可否を判断する。 

(2)補正によっても拒絶理由が解消されなかった場合は拒絶決定し、拒絶理由が

全て解消されたのであれば特許決定する。 

(3)補正によって通知された拒絶理由は解消したものの、他の拒絶理由を発見し

た場合には、拒絶理由を改めて通知する。拒絶理由の種類については「5.3拒絶

理由通知の種類」を参照する。 

(注意)最後拒絶理由通知の後で不適法な補正があったが、これを見過ごして最

初拒絶理由通知又は最後拒絶理由通知をする、若しくは特許決定をした

のであれば、その後に補正が不適法であった事実を発見したとしても遡

って補正却下しない。 

 

11.4 補正を却下した後の審査 
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(1)補正を却下した後は、直ちに補正前の明細書を審査対象にして審査を継続し

て進める。 

(2)最後拒絶理由通知をした拒絶理由を再検討して、拒絶理由が解消されなかっ

た場合は拒絶決定する。最後拒絶理由通知をした拒絶理由が不適切で、他の拒絶

理由を発見することができない場合は特許決定する。 

(3)最後拒絶理由通知をした拒絶理由が不適切であって、他の拒絶理由を発見し

た場合は、拒絶理由を改めて通知する。拒絶理由の種類については「5.3拒絶理

由通知の種類」を参照する。 

 

12. 特許可否の決定 

 

 審査官は、出願に関する審査を完了した後は、迅速に特許可否を決定しなけれ

ばならない。 

 

 出願手続き(出願に伴う主張、申立手続きなどを含む)に関する方式審査の結

果、瑕疵がある場合はその方式上の瑕疵が直された後で特許可否を決定するこ

とを原則とする。[規定 18] 

 

12.1 特許決定 

(1)審査官は、審査の結果、拒絶理由を発見することができないときには、その

理由を付して書面により特許決定しなければならない。[特法 66、特法 67(1)] 

 特許決定書には出願番号、発明の名称、出願人の氏名及び住所、代理人の氏名

及び住所、特許可否決定の主文及びその理由、特許決定年月日、職権補正事項な

どを記載し、記名捺印する。[特則 48(2)] 

(2)特許決定があった場合、特許庁長は、その特許決定の謄本を出願人に送達し

なければならない。特許決定は、その決定謄本が送達された時に確定する。[特

法 67(2)] 

(3)審査官は、特許庁在職者の在職中出願、特許庁退職者の退職後 2年以内の出

願及び特許庁所管の専門機関である先行技術調査機関の在職者の出願に対して

審査した結果、登録対象出願であると判断されれば、審査課長又は審査チーム長
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を含めた 3人協議によって登録可否を決定する。[規定 26(7)~(9)] 

 

12.2 拒絶決定 

(1)審査官は、拒絶理由が見つかって拒絶理由通知によって意見書提出の機会を

与えたものの、その拒絶理由が解消されなかった場合は、その特許出願に対して

その理由を付して書面により特許拒絶決定をしなければならない。[特法 62、特

法 67(1)] ただし、解消されなかった拒絶理由が職権補正のできる事項であれ

ば、審査官はその拒絶理由を職権補正して登録決定することができる。職権補正

のできる事項については、「第 8 部第 2 章 3.職権補正ができる事項」を参照す

る。 

 

 

 

 

 特許拒絶決定書には出願番号、発明の名称、出願人の氏名及び住所、代理人の

氏名及び住所、拒絶理由通知年月日、特許拒絶決定の主文及び理由(請求項が 2

以上であるときには、当該請求項及びその拒絶決定の理由)、特許拒絶決定年月

日などを記載し、記名捺印する。[特則 48(2)] 

(2)特許拒絶決定があった場合、特許庁長はその拒絶決定の謄本を出願人に送達

しなければならない。特許拒絶決定は特許法において規定する不服申立の方法

に基づいてこれを取り消すことができない状態になった時に確定する。例えば、

法定期間内に拒絶決定不服審判が請求されない、又は審判請求があったとして

も拒絶決定を支持する旨の審決、審判請求を却下する旨の審決若しくは審判請

求書を却下する旨の決定が確定した時には拒絶決定が確定される。[特法 67(2)] 

(3)特許拒絶決定をするときには、解消されなかったすべての拒絶理由に対し、

意見書において主張した出願人の意見、補正内容に対する審査官の判断及び解

消されなかったすべての拒絶理由を明確に指摘する。[規定 26(3)] 

(4)2 以上の請求項がある特許出願において、一つの項でも拒絶理由を有する場

合は、その特許出願に対して特許拒絶決定をしなければならない。[2001フ 1044] 

(5)既に通知した拒絶理由以外に新しい先行技術文献を追加するなど、無理な理

由により拒絶決定をしてはならず、新しい先行技術を引用しようとするときに
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は、改めて拒絶理由を通知しなければならない。[特法 63] 

 

12.3 特許可否決定時の留意事項 

 審査官は情報提供のある出願又は無権利者の出願を審査した場合は、特許可

否の決定前に必要とされる措置をしなければならない。[規定 83、規定 5(5)] 

(1)審査官は、情報提供のある出願が拒絶決定、特許決定又はその他の理由によ

り審査が終結されるときには、その結果及び提出された情報の活用可否を情報

提供者に通知しなければならない。 

 ただし、情報提供をすることができない者(行為能力がない者、実在しない 

者)が情報提供をした場合、審査に着手する前に放棄、取下げ、無効になった場

合は、提供された情報の活用可否を通知しない。 

 

 

 

(2)審査官は、無権利者による特許出願であるという理由で特許拒絶決定をした

場合は、その決定が確定したことを確認して迅速に正当な権利者に書面通知を

しなければならない。拒絶決定不服審判によって拒絶決定の確定に長期間が所

要される場合には、拒絶決定が確定する前であっても拒絶決定事実と不服審判

請求の事実を通知する。[特則 33] 

(3)取消差戻しにされた出願については、審査課長又は審査チーム長を含めた 3

人が協議して登録拒絶可否を決定する。[規定 55(6)] 

 

13. 処分の取消し 

 

 審査官は、審査過程において行った処分の成立に瑕疵がある場合、その処分を

取り消すことができる。処分が取り消された場合、その処分の効力の全部又は一

部は初めに遡及して喪失される。[規定 26(6)、規定 5(2)(4)] 

 審査実務において審査官が行った処分を取り消すか否かを検討しなければな

らない場合としては、手続きが中止又は中断された出願に対する審査を継続し

た場合、取下げ又は放棄された出願など、出願の手続きが終了した出願に対する
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審査を継続した場合、審査請求のない出願を審査した場合などがある。 

(1)既に行った処分を取り消す場合は、まず、その処分に明白な瑕疵がなければ

ならず、その処分を維持する場合より、取消にした場合の利益の方が大きいと認

められる場合に限らなければならない。すなわち、審査官は「法律適合性の原則」

と「信頼保護の原則」に関する比較衡量により、法律適合性のための利益の方が

大きいと認められる場合に限って職権取消しをしなければならない。 

(参考)行政庁が一旦行政処分をした場合は、行政処分をした行政庁であっても

法令に規定があるとき、行政処分に瑕疵があるとき、行政処分の存続が公

益に反するとき、又は相手方の同意があるときなど特別な理由がある場

合を除いては、行政処分を恣意で取り消す(撤回の意味を含む)ことはで

きない。 

(2)意見提出通知書、補正要求書、補完要求書は、取消しの実益より、改めて通

知して補正する、又は瑕疵を直すようにすることが出願人に実質的に役立つた

め、取り消さない。 

(3)審査官の名義で行った処分の取消しは、審査官の名義で行う。審査官が既に

行われた処分を取り消そうとする場合には、審査パート長を経由して審査局長

に報告し、その対象と理由を明確かつ具体的に記載して出願人に通知しなけれ

ばならない。 

(4)処分の取消しは、原則的に特許審査処理システム上で利用することができる

取消通知書に従うが、発送日から 3 カ月が経過する、又は通知書の発送後に受

付/発送された文書がある、若しくは手数料に関する処理が進まない、又は他の

システムにおいて後続手続きが進めらず、取消通知書を作成することができな

い場合には、「政府電子文書システム(オンナラ・システム)」を利用する。 

(5)審査官は、既に行った処分を取り消したときには、それによる適切な措置を

迅速に取らなければならない。 
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第 4 章 再審査 

 

1. 再審査制度の概要 

 再審査制度とは、拒絶決定した出願について、出願人が拒絶決定謄本の送達を

受けた日から 30 日(拒絶決定不服審判の請求期間が延長された場合は、その延

長された期間をいう)以内に明細書又は図面を補正すれば、審査官が補正された

出願を再度審査するように制度であり、従前の審査前置制度を利用していた出

願人の手数料負担を軽減し、審査手続きの複雑性を解消するために導入された。

[特法 67の 2] 

 

2. 再審査の手続き 

2.1 再審査手続きのフロー図 
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2.2 再審査請求の方式審査 

(1)再審査請求があった出願の担当審査官は、拒絶決定をした審査官にすること

を原則とする。ただし、拒絶決定をした審査官の所属が当該審査局外に変更され

るなど、再審査を行うことが適合しない場合には、再審査請求があった出願の特

許分類を審査する審査官を担当審査官にする。[規定 13(5)] 

(2)再審査を請求することができる出願は、無効、取下げ又は放棄されていない

出願であって、拒絶決定(再審査による拒絶決定は除く)がなければならず、拒絶

決定不服審判請求があってはならず、明細書又は図面を補正して再審査請求の

意思表示をしなければならない。ここで補正とは、形式的な補正を意味するた

め、実質的内容を補正しなかった場合であっても再審査請求の意思表示があっ

たものとみなす。[特法 67の 2(1)、特則 37の 2] 

(3)再審査請求は、補正書の提出によらなければできないため、再審査請求の方

式審査は補正手続きの方式審査に準じて進める。すなわち、無効、取下げ又は放

棄されて係属中ではない出願に対して再審査が請求された場合、出願人ではな

い者が補正書を提出して再審査を請求する場合、法廷期間を経過して補正書を

提出した場合には、疎明の機会を付与して返戻する。 

 また、拒絶決定書を受けていない出願に対して再審査を請求する、又は再審査

によって再度拒絶決定された出願に対して再度再審査が請求された場合も返戻

する。 

 ただし、再審査後に再度拒絶決定された出願に対して取消差戻しにされて再

度拒絶決定された出願に対しては、再審査を請求することができる。 

(4)拒絶決定不服審判の請求があった出願に対しては、再審査を請求することが

できない。再審査請求と拒絶決定不服審判が同時に請求されたときには、次の通

りに取り扱う。[特法 67の 2(1)、特則 11] 

①審判請求書を提出した後に再審査請求の趣旨を記載した補正書を提出した

場合
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特許法第 67条の 2のただし書きにおいて、拒絶決定不服審判が請求された

場合には再審査を請求することができないと規定しているため、特許法施

行規則第 11 条第 1 項第 19 号を理由にして疎明の機会を付与し、補正書を

返戻する。このとき、補正書の返戻を受けた出願人は特許法第 67条の 2第

1項の期間が経過していなければ、審判請求を取り下げ、補正すると共に再

審査を請求することができる。 

②再審査請求の趣旨を記載した補正書を提出した後、審判請求書を提出した

場合 

補正書の提出による補正及び再審査請求の手続きは適法であるため、拒絶

決定が取り消されたものとみなし、再審査手続きを行う。[特法 67の 2(2)] 

③審判請求書と再審査請求の趣旨を記載した補正書が同じ日付で提出された

場合 

審判請求書と補正書の提出時点を確定することができないため、出願人の

選択を誘導すべく補正書が遅く提出されたものとみなし、補正書に対して

返戻理由を即時通知する。返戻理由通知書においては、出願人が拒絶決定不

服審判又は再審査のうちいずれかを選択することができる旨を詳細に説明

しなければならない。出願人が審判請求を取り下げる場合は、再審査請求が

有効であるものとみて再審査手続きを進め、返戻を要請する場合には、補正

書を即時返戻する。 

④審判請求書と再審査請求の趣旨が記載されていない補正書を同じ日付で提

出した場合[特法 47(1)、特法 67の 2(1)] 

補正書に再審査請求の趣旨が記載されていないため、補正書は補正ができ

る期間内に提出されたとみなされず、同法又は同法による命令が定める期

間内に提出されなかった書類に取り扱い、疎明の機会を付与した後で返戻

する。[規定 51(1)] 

 

2.3 補正の適法性検討 

(1)再審査請求があった場合、従前の拒絶決定は取り消されたものとみなすため、

拒絶決定の前に遡って補正書が提出された通常の審査と同一に審査を行う。 
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 ただし、拒絶決定が取消しとみなされるだけで、その前に行なわれた審査手続

きは取り消されたものではないため、拒絶決定前に進められた特許に関する手

続き及び審査官の行った手続き(最初拒絶理由通知、補正、最後拒絶理由通知、

補正却下など)は、再審査の過程においていずれも有効なものであるとみなして

審査を進める。[規定 51(2)] 

(2)審査官は、再審査を請求するために補正書が提出された場合、再審査に先立

って補正却下の可否をまず判断し、審査対象の明細書を確定しなければならな

い。 

 再審査を請求するときに行った補正却下の可否判断は、「第 3 章 11.2 補正要

件の充足有無の判断」部分を参照する。このとき、「最後拒絶理由通知に対応す

る補正」とは、「再審査を請求する時に行った補正」にする。 

(参考)再審査の請求時に補正することができる範囲は、最後拒絶理由通知に対

応する補正の範囲と同じである。補正ができる範囲は、第 4 部第 2 章を

参照する。[特法 51(1)] 

(3)再審査の請求があった場合、その請求前に行った補正が補正却下の対象であ

ったにもかかわらず、見過ごされたとしてもこの補正事項を理由にして補正却

下してはならない。これは、拒絶決定前にした補正に基づいてその降に再審査手

続きを行った出願人の信頼と手続上の利益を保護するためのものである。 

(4)補正の適法性判断するとき、比較の対象になる補正明細書は、次の通りであ

る。 

①再審査が請求される前に補正を却下せず、拒絶決定になった場合 

補正Ⅰの内容を反映した明細書で審査して最初拒絶理由を通知し、出願人

が提出した補正Ⅱを反映して再度審査した結果、拒絶理由が解消されなか

ったため拒絶決定したが、出願人が再審査を請求して補正Ⅲを提出した場

合、補正要件のうち(a)特許法第 47条第 2項の新規事項の追加に当たるか
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否かは最初特許出願明細書及び図面と比較し、(b)特許法第 47 条第 3 項の

補正要件は、補正Ⅱの内容を反映した明細書及び図面と比較して判断する。 

②再審査が請求される前に補正を却下した後で拒絶決定になった場合 

補正Ⅱの内容を反映した明細書で再度審査した結果、補正Ⅱにより発生し

た拒絶理由があって最後拒絶理由を通知し、出願人が提出した補正Ⅲの補

正要件を判断した結果、補正Ⅲが補正要件を満たさなかったと判断されて

補正Ⅲを補正却下したほか、補正Ⅱの明細書に遡って審査した結果、最後拒

絶理由が解消されていないと判断されたために拒絶決定したが、出願人が

再審査を請求して補正Ⅳを提出した場合、補正要件のうち特許法第 47条第

2項の新規事項の追加に当たるか否かは、最初特許出願明細書及び図面と比

較し、特許法第 47条第 3項の補正要件は、補正Ⅱの内容を反映した明細書

及び図面と比較して判断する。 

すなわち、補正Ⅲは既に補正却下され、再審査請求前に行った補正却下決定

に対しては不服することができないため、特許法第 47条第 3項の補正要件

を満たしているか否かを判断するときには、補正Ⅲは考慮する必要がない。 

 

 

 

 

 

2.4 補正を承認した後の審査[規定 54] 

(1)補正が適法である場合、その補正を認めて補正事項を反映して審査対象の明

細書を確定した後、拒絶理由の有無、それによる拒絶理由の通知可否、特許決定

又は拒絶決定の可否を判断する。 
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(2)再審査請求時の補正によっても拒絶理由が解消されなかった場合は拒絶決

定し、拒絶理由がいずれも解消されれば、特許決定する。特許可否の決定時、担

当審査官を含めた 3人が協議して特許可否を決定することができる。 

 

 

(3)再審査請求時の補正によって通知された拒絶理由は解消したものの、既に通

知していなかった他の拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由を再度通知する。拒

絶理由の種類については「5.3拒絶理由通知の種類」を参照する。 

(注意)再審査請求時の補正事項のうち不適法な補正があったものの、これを看

過して最初拒絶理由通知又は最後拒絶理由通知若しくは特許決定をした

場合、その後に補正が不適法である事実を発見したとしても、遡って補正

却下しない。 

 

2.5 補正を却下した後の審査 

(1)補正を却下した後は、直ちに補正前の明細書を審査対象にして審査を継続し

て進める。[規定 54] 

(2)拒絶決定理由を再検討して拒絶理由が解消されなかった場合は、拒絶決定す

る。拒絶決定が不適切であって他の拒絶理由を発見することができない場合に

は、特許決定する。 

(3)拒絶決定が不適切であって他の拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由を再度

通知する。拒絶理由の種類については「第 3 章 5.3 拒絶理由通知の種類」を参

照する。 

 

3. 再審査時の留意事項 

 

(1)再審査請求時の補正によっても以前に指摘した拒絶理由が解消されない場

合、その補正によって新しい拒絶理由が発生したものではないため、補正は認め

て拒絶決定する。[特法 47(1)、特法 51(1)] 

(2)再審査が請求された場合、拒絶決定は取消しとみなされるため、拒絶決定謄

本の送達を受けた日から 30日以内にすることができる行為、すなわち、拒絶決
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定に対する不服審判請求及び分割出願はすることができない。ただし、分割出願

は再審査請求と同時にする、又は再審査の過程において拒絶理由通知による意

見書提出期間にすることはできる。[特法 67の 2(2)、特法 52(1)]
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(3)特許法第 67 条の 2 第 3 項において再審査請求は取り下げることができない

ように規定している。これは、再審査の請求があった場合、拒絶決定は取消しと

みなされるため、再審査請求の取下げによって手続上の混乱が生じかねないた

めである。再審査請求に対する取下書が提出された場合は、書類の種類が不明確

なもの(特則 11)とみて疎明の機会を付与した後で返戻する。[特法 67 の 2(3)、

特則 11] 

(4)特許法第 67 条の 2 第 2 項において再審査の請求があった場合、従前に成さ

れた拒絶決定は、取消しとみなすように規定している。従って、同日付けで再審

査請求の旨が記載された補正書が複数回提出された場合、第 2 回目以降の補正

書は補正ができる期間内に提出された補正書とみなすことはできない(特法 47、

特法 67 の 2(1))。この場合、審査官は 2 回目以降の補正書に対して、同法又は

同法に基づく命令が定める期間内に提出されなかった書類(特則 11)とみなし、

疎明の機会を付与した後で返戻する。[特法 67の 2(1)、(2)、特法 47(1)(3)、特

則 11] 

(5)再審査請求の補正に対する審査時には、取り消された拒絶決定書によって既

に指摘されたことのある拒絶決定理由が補正によって解消されたかを判断する。 

 拒絶決定理由ではない既に通知された拒絶理由に対しては、再審査を請求す

る時に行った補正が当該拒絶理由を解消することができなかったとしても、直

ちに拒絶決定せずに意見提出の機会を付与する。 

 ただし、既に通知された拒絶理由が明細書などの補正によって拒絶決定当時

には解消されたものの、再審査請求の補正によって再び発生した場合、当該拒絶

理由は既に出願人に対して意見提出の機会及び実質的な補正の機会を付与した

ものとみなして拒絶決定する。 
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第 5 章 外国語出願 

 

1．概要 

 

1.1 関連規定 

特許法第 42 条の 3(外国語特許出願など)①特許出願人が明細書及び図面(図面

のうち説明部分に限る。以下、第 2項及び第 5項において同じ)を国語ではな

く、産業通商資源部令で定める言語で記す趣旨を、特許出願をする時に特許出

願書に記した場合は、その言語で記載することができる。 

 ②特許出願人が特許出願書に最初に添付した明細書及び図面を第 1 項による

言語で記した特許出願(以下、「外国語特許出願」という)をした場合は、第 64

条第 1 項各号の区分による日から 1 年 2 カ月になる日までにその明細書及び

図面の韓国語翻訳文を産業通商資源部令で定める方法に基づいて提出しなけ

ればならない。ただし、本文による期限前に第 60条第 3項による出願審査請

求の趣旨の通知を受けた場合は、その通知を受けた日から 3 カ月になる日又

は第 64条第 1項各号の区分による日から 1年 2カ月になる日のうち早い日ま

でに提出しなければならない。 

 ③第 2 項により国語翻訳文を提出した特許出願人は、第 2 項による期限前に

その国語翻訳文に代えて新しい国語翻訳文を提出することができる。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

1．明細書又は図面を補正(第 5 項によって補正したものとみなす場合は、除

外する)した場合 

2．特許出願人が出願審査の請求をした場合 

 ④特許出願人が第 2 項による明細書の国語翻訳文を提出しなかった場合は、

第 2 項による期限になる日の翌日をもって、当該特許出願を取り下げたもの

とみなす。 
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 ⑤特許出願人が第 2 項による国語翻訳文又は第 3 項本文による新しい国語翻

訳文を提出した場合は、外国語特許出願の特許出願書に初めて添付した明細

書及び図面をその国語翻訳文によって補正したものとみなす。ただし、第 3項

本文によって新しい国語翻訳文を提出した場合は、最後の国語翻訳文(以下、

この条及び第 47 条第 2 項後段において「最終国語翻訳文」という)の前に提

出した国語翻訳文によって補正したものとみなすすべての補正は、最初から

なかったものとみなす。 

 ⑥特許出願人は、第 47条第 1項によって補正をすることができる期間内に最

終国語翻訳文の誤訳を産業通商資源部令で定める方法に従って訂正すること

ができる。この場合、訂正された国語翻訳文については第 5項を適用しない。 

 ⑦第 6項前段によって第 47条第 1項第 1号又は第 2号に基づく期間内に訂正

する場合は、最後の訂正前に行ったすべての訂正は、最初からなかったものと

みなす。 

 

1.2 制度の趣旨 

 外国語特許出願は、特許出願人が早い出願人を先取りすることができるよう、

国語だけでなく、外国語でも明細書又は図面(以下、この章において「明細書な

ど」という)を記して出願することができるようにする制度である。ただし、外

国語で記した明細書など(以下、この章において「外国語明細書など」という)は、

出願人を認めるために許容しているだけであり、審査及び権利設定の対象は国

語による明細書であるため、審査請求、出願公開、分割出願及び変更出願などの

ためには一定期間内に必ず外国語明細書などに対する国語翻訳文を提出しなけ

ればならない。 

 

1.3 規定の理解 

1.3.1 出願書及び要約書 

 外国語特許出願であっても、出願書及び要約書は通常の一般出願と同様、国語

で作成して提出しなければならない。一方、外国語特許出願をするためには、出

願書の【出願言語】の欄の「英語」ボックスにチェックする。 
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1.3.2 外国語明細書 

 出願日の認定のために出願書に添付する外国語明細書などは、産業通商資源

部令で定めた外国語(特許法施行規則第 21条の 2において規定。英語で限定)に

より記載することができる。 

 

1.3.3 国語翻訳文 

1.3.3.1 提出方法及び提出期間 

 明細書などを外国語で記して出願した場合、出願人は最優先日から 1 年 2 カ

月以内に外国語明細書又は図面(説明部分に限る)に対する国語翻訳文を提出し

なければならない。[特法 42の 3(2)本文] ただし、第三者などによる出願審査

請求の趣旨の通知を受けた場合は、その通知を受けた日から 3 カ月になる日又

は最優先日から 1 年 2 カ月になる日のうち早い日までに国語翻訳文を提出しな

ければならない。[特法 42の 3(2)ただし書き] 

 国語翻訳文を提出することができる期間には、既に提出されている国語翻訳

文に代える新しい国語翻訳文を提出することができる。ただし、国語翻訳文を提

出した後で明細書などを補正する、又は審査請求をした場合は、新しい国語翻訳

文を提出することができない。[特法 42の 3(3)] 

 一方、分割出願又は変更出願が外国語特許出願である場合は、原出願日の最優

先日から 1年 2カ月が経過した以降も分割出願日又は変更出願日から 30日内に

国語翻訳文を提出することができる。[特法 52(5)、特法 53(7)] 

 国語翻訳文の提出は、「書類提出書」によって行い[特則 21条の 3、第 13号書

式]、外国語明細書などを直訳した国語翻訳文(外国語明細書などの文言を一対

一で、文脈によって国語により直訳した翻訳文)を提出しなければならない。[特

法 42の 3(2)] 

 

1.3.3.2 国語翻訳文を提出しなかった場合の取扱い 

①「外国語明細書」に対する国語翻訳文を未提出 

 外国語明細書に対する国語翻訳文を提出しなかった場合は、出願人が外国語

特許出願を取り下げたものとみなす。[特法 42の 3(4)] 
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②「図面(説明部分に限る)」に対する国語翻訳文を未提出 

 図面(説明部分に限る)に対する国語翻訳文を提出しなかった場合は、明細書

に対する国語翻訳文を提出しなかった場合と違って取り下げたこととみなさな

いが、図面の記載要件の違反などによって補正対象になる。 

 

1.3.3.3 国語翻訳文の提出の効果 

 国語翻訳文を提出すれば、出願書に最初に添付した外国語明細書などが国語

翻訳文によって補正される効果を有する。[特法 42の 3(5)本文] これは、出願

人が出願書に最初に添付した外国語明細書などを国語により記した明細書など

に補正しなければならない実務の負担を減らすため、出願人が外国語明細書な

どと同一の内容に翻訳して提出した国語翻訳文の内容通りの明細書の補正効果

を与えるのである。 

 一方、従来の特許法においては国際特許出願(2014年 12月 31日以前の国際特

許出願)を外国語により出願して外国語明細書などに対する国語翻訳文を提出

すれば、その国語翻訳文を明細書などとみなした。これと異なり、改正特許法

(法律第 12753号、2015年 1 月 1 日施行)において新しく導入された外国語特許

出願制度(改正後に出願した外国語国際特許出願も同様)によって提出された国

語翻訳文は、明細書などとみなされるのではなく、出願人の便宜の観点から外国

語明細書などを国語明細書などに転換する明細書の補正効果を有する。 

 また、国語翻訳文は、外国語明細書などと同一の内容で出願人が提出したもの

であるため、特別な事情がない限り、原文の新規事項が違反に当たるか否かの判

断基準になると同時に、翻訳文の新規事項が違反に当たるか否かの基準にもな

る。ただし、国語翻訳文に誤訳があってこれを訂正した場合は、訂正された国語

翻訳文が明細書などを補正することができる範囲基準になる。これに関する事

項は「3.3誤訳訂正の効果」を参考にする。 

 権利範囲の明確性などに向けて国語明細書を審査して権利を付与し、一般公

衆の理解を向上させるため、外国語ではない国語により出願を公開するために

国語翻訳文を提出した後に限って審査請求(特法 59(2)ただし書き)、明細書の補

正(特法 47(5))、分割出願(特法 52(1)ただし書き)、変更出願(特法 53(1)ただし

書き)及び早期公開申立(特法 64(2))をすることができる。 
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1.4 外国語出願の新規事項に関する追加判断の手続き 

 外国語特許出願(外国語により出願した国際特許出願を含む)に対する審査も

基本的には一般出願の審査と同一である。ただし、新規事項に関する追加判断

は、外国語特許出願の特殊性により、最初明細書などの補正制限だけでなく、国

語翻訳文基準の補正制限及び国語翻訳文の誤訳訂正の有無などを踏まえ、以下

の通りに審査する。 

 

1.4.1 誤訳訂正がない場合の手続き 

 誤訳訂正がない場合、審査官は情報提供があるなどの特別な事情がない限り、

国語翻訳文によって補正された明細書又は図面(以下、「審査対象明細書など」と

いう)が原文の範囲内にあるか否かを判断せず、審査対象明細書などが国語翻訳

文の範囲内にあるか否かを審査すれば充分である(「2.原文の新規事項及び国語

翻訳文の新規事項」を参照)。 

 

1.4.2 誤訳訂正がある場合の手続き 

 誤訳訂正がある場合、審査官は誤訳訂正の適合性判断によって審査対象明細

書などの補正が外国語明細書など又は訂正された国語翻訳文の範囲内において

行われたか否かなど、審査対象明細書などの新規事項が違反に当たるか否かの

判断に慎重を期さなければならない(3.誤訳訂正を参照)。 

 

2．原文の新規事項及び国語翻訳文の新規事項 

 

2.1 関連規定 

特許法第 47条(特許出願の補正)②第 1項による明細書又は図面の補正は、特許

出願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内で行わな

ければならない。この場合、外国語特許出願に対する補正は、最終国語翻訳文

(第 42 条の 3 第 6 項前段による訂正がある場合は、訂正された国語翻訳文を

いう)、又は特許出願書に最初に添付された図面(図面のうち、説明部分は除
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く)に記載された事項の範囲内でも行わなければならない。 

 

特許法第 62条(特許拒絶決定)審査官は、特許出願が次の各号のいずれかの一つ

の拒絶理由(以下、「拒絶理由」という)に該当する場合は、特許拒絶決定をし

なければならない。 

5．第 47 条第 2項による範囲を逸脱した補正である場合 

 

特許法第 133条(特許の無効審判)①利害関係者(第 2号本文の場合は、特許を受

けることができる権利を有する者に限って該当する)、又は審査官は、特許が

次の各号のいずれかの一つに該当する場合は、無効審判を請求することがで

きる。この場合、請求範囲の請求項が二つ以上の場合は、請求項毎に請求する

ことができる。 

6．第 47 条第 2項前段による範囲を逸脱した補正である場合 

 

2.2 国語翻訳文の新規事項の追加禁止 

 基本的に外国語特許出願(外国語により出願した国際特許出願を含む)の明細

書などの新規事項の追加可否の判断は、特別な事情がない限り、国語翻訳文の範

囲違反のみ判断する。外国語明細書などの範囲違反の有無を特別に判断する場

合は「2.3.4外国語明細書などを対照確認しなければならない事例の類型」を参

照する。一方、国語翻訳文に誤訳訂正がある場合は、誤訳訂正された国語翻訳文

を基準にして新規事項の追加可否を判断する一方、誤訳訂正の適合性の判断に

よって外国語明細書などを基準にして新規事項の追加可否を判断する。 

 審査対象明細書などの補正が第 47条第 2項後段の要件を満たすことができな

かった場合、すなわち、次の①又は②のうちいずれかに該当する場合は、国語翻

訳文の範囲を違反する新規事項の追加補正に該当するため、拒絶理由(特法

47(2)後段、特法(62)(5))になる。 

①誤訳訂正がない場合：特許法第 42条の 3第 2項に規定された国語翻訳文に

記載された事項の範囲ではない事項が審査対象明細書などに追加された補

正である場合 
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②誤訳訂正がある場合：誤訳訂正によって訂正された最終国語翻訳文の範囲

に記載されていない事項が審査対象明細書などに追加された補正である場

合 

 ただし、外国語明細書などの範囲は満たすものの、審査対象明細書などが国語

翻訳文の範囲を逸脱する場合、拒絶理由には該当するが、無効理由ではない。 

 

2.2.1 国語翻訳文の新規事項に対する具体的取扱い 

 特許法第 47条第 2項後段の判断において「記載された事項の範囲」であるか

否かの判断基準は、一般的補正に対する「新規事項」の判断基準と同一である。

従って、国語翻訳文に明示的に記載した事項以外に「国語翻訳文に記載した事項

から自明な事項」も「国語翻訳文に記載した事項」とみなす。 

 また、誤訳訂正がある場合は、誤訳訂正された国語翻訳文を基準にして新規事

項の可否を判断する。 

 

2.2.2 国語翻訳文の新規事項を指摘された場合の出願人の対応 

 審査官から拒絶理由通知書によって審査対象明細書などに国語翻訳文に関す

る新規事項の記載があったと指摘された場合、出願人は次の例の通りに対応す

ることができる。 

①国語翻訳文の新規事項に該当しないと意見書により主張する。この場合、意

見書によって審査官が国語翻訳文の新規事項ではないと判断すれば、拒絶

理由が解消される。 

②一般出願における新規事項の場合と同じく、指摘された国語翻訳文の新規

事項に関する事項を明細書などを補正して削除する。 

③国語翻訳文上の誤訳により発生した新規事項である場合は、説明書を添付

した誤訳訂正書を提出し、意見書において指摘された国語翻訳文の新規事

項に関する記載が国語翻訳文の誤訳訂正により解消されたことを明らかに

する。 

 

 



第 5 部 審査手続き 

5508   (2017年 3月追録) 

 

2.3 原文の新規事項の追加禁止 

2.3.1 拒絶理由・無効理由 

 一般出願において審査対象明細書などの補正は、最初明細書などに記載した

事項の範囲内で行わなければならない。[特法 47(2)前段] これは、最初明細書

などに記載されていない事項について出願後に自由に追加できるとすれば、補

正の効果が出願時まで遡ることになるため、出願時点を基準にして特許可否を

判断する特許制度の趣旨に反することになるためである。 

 外国語特許出願及び外国語による国際特許出願の場合も同じ理由によって出

願日に提出した外国語明細書など又は国際出願日までに提出された明細書など

に記載されていない事項を含めた国語翻訳文を提出して審査対象明細書などを

補正する、又は一般明細書などの補正によって審査対象明細書などにおいて原

文にない新規事項を追加することは認められない。このような[原文の新規事

項]は、一般出願と同様、拒絶理由(特法 62(5)、無効理由(特法 133(1)(6))にな

る。 

 ここで「原文の新規事項」における「原文」とは、外国語特許出願においては

「出願書に最初に添付された外国語により記した明細書及び図面」のことであ

り、外国語による国際特許出願においては「国際出願日までに提出された国際出

願の明細書及び図面」のことである。 

 

2.3.2 原文の新規事項の具体的な判断基準 

 外国語特許出願(外国語国際特許出願も含む)の原文に対する新規事項が違反

に当たるか否かの判断基準も一般出願の新規事項の判断基準と同様である。す

なわち、審査対象明細書などに記載された内容が外国語明細書などに記載され

ていると認められる事項又は外国語明細書などの記載から自明な事項に該当す

るか否かを判断する。(第 4 部第 2 章「1.2 新規事項の追加禁止規定の具体的判

断方法」を参照) 

 また、外国語明細書などに記載された文章などの順序を変えて翻訳した国語

翻訳文を提出し、その国語翻訳文の順序通りに審査対象明細書などが補正され

ても、外国語明細書などに記載されていない事項が審査対象明細書などに追加

されなかったのであれば、原文の審査対象ではない。 
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(例 1)原文の新規事項にならない例 

外国語明細書などの請求範囲において実施例 1、実施例 2が記載されてい

て、審査対象明細書などには実施例 2の部分がない場合 

(例 2)原文の新規事項になる例 

外国語明細書などの「Ca」が誤訳により「カリウム」に翻訳 

(説明)外国語明細書などには Ca(カルシウム)が記載されているだけで、審査対

象明細書などに記載されているカリウムは、外国語明細書などに記載し

た事項の範囲内であると認められないため、原文の新規事項になる。 

 

2.3.3 原文の新規事項の審査方法 

 外国語特許出願(外国語国際特許出願も含む)については、出願人が原文の内

容を翻訳して提出した国語翻訳文を基準にして補正の新規事項の追加可否を審

査することを原則とする一方[特法 47(2)後段]、外国語明細書などと審査対象明

細書などの一致性に疑いが生じる場合、外国語明細書などと審査対象明細書な

どを対照確認する。その結果、原文の新規事項を発見した場合は、拒絶理由にす

る。[特法 47(2)前段] 

 審査対象明細書などに原文の新規事項がある場合、その出願は拒絶理由、無効

理由を有するが、①外国語明細書などと審査対象明細書などの内容は一致する

可能性が極めて高いこと、②その他記載との整合性又は技術常識などに照らし

合わせて審査対象明細書などを審査すれば、外国語明細書などと審査対象明細

書などを審査すれば、外国語明細書などと審査対象明細書などの不一致を見つ

けることができることなどを踏まえると、審査官はすべての件に対して外国語

明細書などと審査対象明細書などの対照確認をする必要はない。従って、審査官

は次の事例の類型を中心に原文を考慮して新規事項の可否を確認すればいい。 

 

2.3.4 外国語明細書などを対照確認すべき事例の類型 

(1)審査対象明細書などに原文の新規事項があるという情報提供などがあり、内

容を検討した結果、審査対象明細書などに原文の新規事項が存在するという合

理的な疑問が発生した場合 
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 以下の例の通り、特許法第 63条の 2による情報提供、又は当該外国語出願を

第 29 条第 3 項、第 4 項又は第 36 条規定の先願として提示されたその他出願の

出願人による意見書などの提出を通じて原文の新規事項の情報を入手した場合、

審査官はその内容を検討し、外国語明細書などに記載されていない事項が審査

対象明細書などに記載されていると判断されれば、原文を逸脱した補正だとい

う拒絶理由(特法 47(2)前段)を通知することができる。 

(例 1)第三者から外国語明細書などに記載されていない事項が追加されている

という情報提供があった場合は、その内容が妥当なものであれば、外国語

明細書などに記載されていなかった事項が審査対象明細書などに記載さ

れているという第 47条第 2項前段による拒絶理由を通知することができ

る。 

(例 2)審査官が外国語出願の国語翻訳文だけを見て引用発明に選択し、拡大され

た先願の拒絶理由を通知したが、出願人が外国語明細書などにおいてそ

のような発明は記載されていないと主張する場合(審査官が外国語出願

の国語翻訳文と外国語明細書などの間に相違点が存在することに認知し

た場合も含む) 

(2)国際特許出願の国際予備審査報告書において新規事項に関する見解がある、

又はファミリー出願の審査結果を確認する過程において相違する内容の発明が

ファミリー出願に記載された場合 

(例)PCT 出願について、国際予備審査報告書において新規事項に関する見解が示

されている場合 

 

3．誤訳訂正 

 

3.1 関連規定 

特許法第 42条の 3(外国語特許出願など)⑤特許出願人が第 2項による国語翻訳

文又は第 3 項本文による新しい国語翻訳文を提出した場合は、外国語特許出

願の特許出願書に初めて添付した明細書及び図面をその国語翻訳文によって

補正したものとみなす。ただし、第 3 項本文によって新しい国語翻訳文を提

出した場合は、最後の国語翻訳文(以下、この条及び第 47 条第 2 項後段にお

いて「最終国語翻訳文」という)の前に提出した国語翻訳文によって補正した
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ものとみなすすべての補正は、最初からなかったものとみなす。 

 ⑥特許出願人は、第 47条第 1項によって補正をすることができる期間内に最

終国語翻訳文の誤訳を産業通商資源部令で定める方法に従って訂正すること

ができる。この場合、訂正された国語翻訳文については第 5項を適用しない。 

 ⑦第 6項前段によって第 47条第 1項第 1号又は第 2号に基づく期間内に訂正

する場合は、最後の訂正前に行ったすべての訂正は、最初からなかったものと

みなす。 

 

特許法施行規則第 21条の 3(外国語特許出願の国語翻訳文の提出など)③法第 42

条の 3 第 6 項により、国語翻訳文の誤訳を訂正しようとする者は、別紙第 17

号の 2 書式の国語翻訳文誤訳訂正書に次の各号の書類を添付して特許庁長に

提出し、「特許料などの徴収規則」(以下、「徴収規則」という)第 2 条第 1 項

第 10号の 2による手数料を納付しなければならない。 

1．訂正事項に関する説明を記した説明書 1通 

2．代理人によって特許に関する手続きをする場合は、その代理権を証明する

書類 1通 

 

3.2 誤訳訂正の要件 

 出願書に最初に添付された外国語で記した明細書又は図面(説明部分に限る)

に対して提出された国語翻訳文に誤訳がある場合、出願人は審査対象明細書な

どを補正することができる期間に国語翻訳文の誤訳を訂正することができる。

[特法 42の 3(6)前段] 

 ただし、国語翻訳文に誤訳があっても、その誤訳が国語翻訳文に直接表現され

ている記載はないが、記載されていると自明に分かる事項については、誤訳を訂

正する必要がない。 

 

 

 

 

 一方、誤訳を訂正するためには、誤訳訂正の内容を記載した「国語翻訳文誤訳
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訂正書」に誤訳訂正の理由を記載した「説明書」を添付して提出しなければなら

ない。[特則別紙第 17号の 2] 

 誤訳訂正の理由を記載した説明書を添付する理由は、①誤訳訂正が外国語明

細書などの記載によって行われたことを明確にし、②第三者又は審査官が出願

書に最初に添付された外国語明細書などを対照確認し、誤訳訂正の適正性の有

無を確認する負担を軽減するためである。 

 従って、説明書には①補正事項に対応する出願書に最初に添付された外国語

明細書などの記載事項とその記載部分、②誤訳訂正前の国語翻訳文の翻訳が不

適切である理由、③誤訳訂正後の国語翻訳文の翻訳が適切である理由(以下、「訂

正理由」という)を記し、誤訳が出来た理由を明らかにすると同時に、通常の技

術者にとって誤訳の訂正内容が外国語明細書などに記載した事項の範囲内にあ

ることが確認できる程度で充分に記載しなければならない。 

 一方、誤訳訂正に関する説明書の内容が不十分であって、誤訳訂正の妥当性を

確認することが難しい場合は、説明書に対して補正命令をすることができる。 

 

3.3 誤訳訂正の効果 

(1)審査対象明細書などの補正基準[第 47条第 2項後段] 

 国語翻訳文を誤訳訂正した場合は、誤訳訂正された国語翻訳文(最終国語翻訳

文)が審査対象明細書などの国語翻訳文の新規事項の追加可否の判断基準にな

る。 

(2)審査対象明細書などの補正期間中、誤訳訂正した国語翻訳文には補正効果を

未付与[第 42条の 3第 6項後段] 

 国語翻訳文を誤訳訂正しても、審査対象明細書などを補正したのではなく、国

語翻訳文だけを訂正したのである。また、出願書に最初に添付された外国語で記

した明細書又は図面(説明部分に限る)に対して第 42条の 3第 2項によって提出

された国語翻訳文が明細書などの補正効果を有するのと違って、第 42条の 3第

6項によって明細書などの補正期間に誤訳訂正された国語翻訳文は、明細書など

の補正効果を有しない。 
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 従って、国語翻訳文に誤訳がある場合は、国語翻訳文に対する誤訳訂正とは別

途に審査対象明細書などに対して補正をしなければならない。 

 

3.4 誤訳訂正がある場合の新規事項の追加禁止に対する判断 

 国語翻訳文に対する誤訳訂正がある場合、誤訳訂正の適合性をまず判断する。 

 国語翻訳文に対する誤訳訂正の適合性を判断するため、出願人が提出した説

明書を考慮して誤訳があった外国語明細書の当該部分を確認しなければならな

い。 

 

3.4.1 審査判断の手続き 

3.4.1.1 誤訳訂正が適合する場合 

 誤訳訂正が妥当であり、誤訳訂正後の国語翻訳文が外国語明細書などに符号

する場合は、審査対象明細書などが誤訳訂正された国語翻訳文の範囲内におい

て補正があったか否かを審査する。具体的には、審査対象明細書などの補正有無

によって、次の通りに審査する。 

①審査対象明細書などを補正しなかった場合 

審査対象明細書などは、誤訳訂正前の国語翻訳文と同一の状態であるため、原

文及び国語翻訳文の新規事項の追加拒絶理由を通知する。 

②審査対象明細書などを補正した場合 

審査対象明細書などを原文と同一に誤訳訂正した国語翻訳文の範囲以内で補

正したのであれば、審査対象明細書などは、原文及び国語翻訳文の範囲内を満

足させるため、通常の審査を行えばいい。ただし、誤訳訂正された国語翻訳文

の範囲内で補正していなければ、一般的には原文及び国語翻訳文の新規事項

の違反に当たる可能性が高いため、これに対する拒絶理由を検討しなければ

ならない。 
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3.4.1.2 誤訳訂正が不適合する場合 

 誤訳訂正が妥当ではないため、誤訳訂正された国語翻訳文が外国語明細書な

どに符号しない場合は、審査対象明細書の補正有無によって、以下の通りに審査

する。 

①審査対象明細書などを補正しなかった場合 

審査対象明細書などを補正せず、誤訳訂正前の国語翻訳文と同一の状態であ

れば、審査対象明細書などは、誤訳訂正された国語翻訳文の範囲にも属さな

い。従って、一般的に審査対象明細書などは国語翻訳文と原文範囲内ではない

ものに該当するという拒絶理由(特法 47(2)前段及び特法 47(2)後段)を通知す

る。 

一方、不要な誤訳訂正である場合は、審査対象明細書などは、原文の範囲内で

あるため、国語翻訳文の新規事項の追加拒絶理由(特法 47(2)後段)だけ通知す

ればいい。 
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②審査対象明細書などを補正した場合 

審査対象明細書などを誤訳訂正した事項と同一の内容で補正したのであれば、

補正された審査対象明細書などは原文の範囲を逸脱するものに当たるため、原

文の新規事項の追加拒絶理由(特法 47(2)前段)を通知すればいい。 

一方、補正された審査対象明細書などが誤訳訂正した事項とは相違して補正さ

れ、原文範囲内で補正された場合は、国語翻訳文の範囲違反の拒絶理由を通知

し、誤訳訂正の事項及び原文全文と相違して補正された場合は、原文(特法 47(2)

前段)及び国語翻訳文(特法 47(2)後段)の新規事項の追加拒絶理由を通知する。 

 

 

 

 

3.4.2 原文の違反又は国語翻訳文の違反事例 

3.4.2.1 原文の新規事項の追加禁止を違反した場合 
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(1)国語翻訳文の誤訳訂正をして審査対象明細書なども同一の内容に補正した

ものの、誤訳訂正も間違って依然として審査対象明細書などが外国語明細書な

どの範囲を逸脱する場合、原文の新規事項違反の拒絶理由を通知する。一方、誤

訳訂正の間違いに対しては、別当の補正命令をしない。 

(例)①出願時の外国語明細書(A)、②国語翻訳文(B)の提出によって明細書 A→B

に補正とみなす、③国語翻訳文 B→Cに誤訳訂正、④明細書 B→Cに補正 

 

   手続き 

対象 
①外国語出願 

②国語翻訳文

提出 

③国語翻訳文

誤訳訂正 

④審査対象 

明細書の補正 

明細書 A B － C 

国語翻訳文 － B C － 

(説明)国語翻訳文(B)が原文(A)と一致せず、一般補正及び誤訳訂正により審査

対象明細書などと国語翻訳文を C に補正した場合、審査対象明細書など

(C)は、原文(A)の範囲を逸脱したため、原文の新規事項の違反になる。 

 

(2)国語翻訳文に誤訳がなかったものの、誤訳訂正をしながら同一内容に審査対

象明細書なども補正し、審査対象明細書などが外国語明細書などの範囲を逸脱

する場合、原文の新規事項の違反の拒絶理由を通知する。 

(例)①出願時の外国語明細書(A)、②国語翻訳文(A)の提出によって明細書 A(英

語)→A(国語)に補正とみなす、③国語翻訳文 A→B に誤訳訂正、④明細書

A→Bに補正 

 

   手続き 

対象 
①外国語出願 

②国語翻訳文

提出 

③国語翻訳文

誤訳訂正 

④審査対象 

明細書の補正 

明細書 A A － B 

国語翻訳文 － A B － 

 

 

3.4.2.2 国語翻訳文の新規事項の追加禁止を違反した場合 

 国語翻訳文に誤訳がなかったものの、別途の明細書の補正なく、誤訳訂正だけ

をして国語翻訳文と原文が相違するようになった場合、国語翻訳文の新規事項

の違反の拒絶理由を通知する。 
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(例)①出願時の外国語明細書(A)、②国語翻訳文(A)の提出によって明細書 A(英

語)→A(国語)に補正とみなす、③国語翻訳文 A→Bに誤訳訂正、④明細書未

補正 

 

   手続き 

対象 
①外国語出願 

②国語翻訳文

提出 

③国語翻訳文

誤訳訂正 

④審査対象 

明細書の補正 

明細書 A A － A 

国語翻訳文 － A B － 

 

3.4.2.3 原文及び国語翻訳文の新規事項の追加禁止を違反した場合 

 国語翻訳文が誤訳により原文と一致せず、これを正そうと審査対象明細書な

どの補正と誤訳訂正をしたものの、誤訳訂正の事項が依然として原文と相違し、

審査対象明細書などの補正事項も誤訳訂正された国語翻訳文の範囲と原文の範

囲を逸脱した場合は、補正された審査対象明細書などは、国語翻訳文と原文の新

規事項に該当するため、原文(特許法第 47 条第 2 項前段)及び国語翻訳文(特許

法第 47条第 2項後段)の新規事項の違反の拒絶理由を通知することになる。 

(例)①出願時の外国語明細書(A)、②国語翻訳文(B)の提出によって明細書 A→B

に補正とみなす、③国語翻訳文 B→Cに誤訳訂正、④明細書 B→Dに補正 

 

   手続き 

対象 
①外国語出願 

②国語翻訳文

提出 

③国語翻訳文

誤訳訂正 

④審査対象 

明細書の補正 

明細書 A B － D 

国語翻訳文 － B C － 

 

 

 

 

(説明)補正された審査対象明細書など(D)は、誤訳訂正された国語翻訳文(C)と

原文(A)を逸脱したものに当たるため、原文及び国語翻訳文の新規事項の

違反に該当する。出願人は誤訳訂正された国語翻訳文を再び誤訳訂正

(C→A)し、審査対象明細書なども同一に補正(D→A)し、原文及び国語翻訳

文の新規事項の違反の拒絶理由を解消しなければならない。 
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3.5 誤訳訂正の審査時の留意事項 

(1)誤訳訂正がある場合、誤訳訂正の適合性判断は、拒絶理由又は補正命令の対

称にならない。 

(2)誤訳訂正書と共に提出する説明書において訂正理由の記載がない、又は次の

例のように不十分であって誤訳訂正の適合性を判断し難い場合は、説明書が不

十分であるという理由で補正命令をし、補正によって問題が解決された後で誤

訳訂正の適合性を判断する。 

 一方、補正命令においてその理由が解消されなかった場合は、誤訳訂正を無効

処分にすることができる。 

(例 1)単語の誤訳を主張しているが、誤訳訂正前の翻訳が不適切である理由及び

誤訳訂正後の翻訳が適正であることに対する客観的説明が行われていな

い場合 

(例 2)技術常識又は文脈などの解釈の間違いによる誤訳訂正を主張しているが、

その説明の根拠になる技術常識又は文脈などの把握について充分に説明

されていない場合 

 

4．外国語出願に関するその他事項 

 

4.1 先行技術としての外国語出願 

4.1.1 外国語明細書などを先行技術として調査する場合の基本的な取扱い 

 新規性、拡大された先願などの審査に向けて先行技術としての外国語出願又

はその公報を検索する場合、外国語明細書などと国語翻訳文などの内容は、一般

的に一致しているため、国語翻訳文などを検索すれば充分である。ただし、国語

翻訳文が外国語明細書などの記載と相違するという疑問が生じる場合は、当該

外国語出願の外国語明細書などまで検索範囲を拡大する必要がある。 

 

4.1.2 拡大された先願・先願検討時の留意事項 

4.1.2.1 検討範囲に関する留意事項 
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 外国語特許出願(2015年 1月 1日以降の外国語国際特許出願を含む。以下、第

4 節において同じ)が拡大された先願のその他出願になった場合、これら先願の

先行技術の効果は外国語明細書などにあるため、出願公開された国語明細書な

ど(翻訳文によって補正された国語明細書など)を基に検索し、最終的に引用し

た先願の外国語明細書などの当該記載部分を検討しなければならない。 

 

4.1.2.2 拒絶理由通知の記載方法に関する留意事項 

 外国語特許出願を拡大された先願のその他出願として引用すれば、一般的に

出願公開された国語明細書など(翻訳文によって補正された国語明細書など)を

指摘し、その国語明細書などと対応する外国語明細書などの記載が拒絶理由の

根拠であることを記載する。 

 

4.1.2.3 出願人の主張への対応 

 外国語特許出願をその他出願として拡大された先願の拒絶理由通知を受けた

場合、出願人は、意見書に審査官の指摘事項が当該出願の外国語明細書などに記

載されなかったと主張し、外国語明細書などに記載されているという審査官の

判断を否定することができる場合は、拒絶理由が解消される。 

 審査が終了していないその他出願に対して原文の新規事項が見つかった場合、

その他出願に対して原文の新規事項の拒絶理由を通知する。 

 

4.1.3 外国語出願に対する特許法第 36条先願の取扱い 

 

 

 

 

 先願又は同日付けのその他出願の請求項による発明が原文の新規事項を含む

場合、その請求項による発明には特許法第 36条第 1項から第 3項まで規定を適

用しない。すなわち、原文の新規事項を含む請求項による発明に後願の排除効果

を持たせるのは、一般出願における新規事項を含む請求項による発明に後願の

排除効果を持たせるのと同様、先願主義の原則に反するためである。 
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4.2 特殊出願などの取扱い 

4.2.1 基本概念 

 外国語出願は、正規に国内出願として受け付けられたものであるため、外国語

出願に対する分割出願、変更出願又は国内優先権主張を認める。また、分割出願、

変更出願又は国内優先権主張を伴う出願は特許出願であることから一般出願と

差異がないため、このような出願に対しても一般出願と同様、外国語出願を認め

る。 

 分割出願、変更出願は原出願の出願日に出願したものとみなす効果を有する

ため、原出願が外国語出願である場合、その適法性は原出願の国語翻訳文ではな

い外国語明細書などを基準で判断する。すなわち、原出願の外国語明細書などに

比べて原文の新規事項を含む分割出願・変更出願は、適法した分割出願・変更出

願としての要件を満たさないため、これら出願に対しては出願日の遡及は認め

られない。また、外国語出願を基礎にする国内優先権についても、先願の出願日

に発明の内容を記載して提出された書類は外国語明細書などであるため、国内

優先権の効果は外国語明細書などによって発生する。[特法 55] 

 ただし、実務的には外国語明細書などと国語翻訳文の内容は一致する蓋然性

が極めて高いため、一般的な出願日の遡及可否は、原出願(又は先願)の国語翻訳

文によって判断する。 

 

4.2.2 分割出願 

4.2.2.1 分割出願の形態 

 外国語出願に関する分割出願の形態としては、以下のような場合がある。 

 

 

 

外国語出願 

(原出願) 

 
国語翻訳文 

     

      

     外国語出願 

(分割出願) 
 事例 1 
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     一般出願 

(分割出願) 
 事例 2 

     

 

一般出願 

(原出願) 

     

     

   外国語出願 

(分割出願) 
 事例 3 

   

      

4.2.2.2 審査実務 

(1)原出願が外国語出願である場合(事例 1、2) 

 分割の実体的要件のうち、「原出願の出願書に最初に添付された明細書又は図

面に記載された事項の範囲内であること」については、原出願の外国語明細書な

どに記載された事項の範囲内になる。しかし、原出願の外国語明細書などと国語

翻訳文の内容は一致する蓋然性が極めて高いため、通常、当該要件の判断時に国

語翻訳文と分割出願の審査対象明細書などに記載された事項を比較する。 

(2)分割出願が外国語出願である場合(事例 1、3) 

①外国語明細書などではない国語翻訳文による補正された明細書など、又は

以降に補正された審査対象明細書などに対し、原出願の明細書などと比べ

て分割出願の実体的要件を満たすか否かを判断する。一方、分割出願の外国

語明細書などと補正された審査対象明細書などを比較した新規時効の追加

可否は別途で判断する。 

②分割出願の外国語明細書などが分割出願の要件を満たしていなくても、国

語翻訳文による補正、又はその後の補正により瑕疵が直されたのであれば、

適法した分割出願になる。 

 

4.2.2.3 分割出願ができる期間 

 外国語出願を原出願にして分割出安をする場合、外国語出願に対して分割出

願ができる期間は一般出願の場合と基本的に同様であるが、原出願に対する国

語翻訳文の提出前に分割出願をすることはできない。[特法 52(1)ただし書き] 
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4.2.3 変更出願 

4.2.3.1 変更出願の形態 

 外国語出願に関する変更出願の形態としては、以下のような場合がある。 

 

特許     実用新案   

外国語出願 
 

国語翻訳文 
  

外国語出願 
 

事例 1 
    

        

   
  

一般出願  事例 2 
  

        

一般出願 
    

外国語出願  事例 3 
    

 

実用新案     特許   

外国語出願 
 

国語翻訳文 
  

外国語出願 
 

事例 4 
    

        

   
  

一般出願  事例 5 
  

        

一般出願 
    

外国語出願  事例 6 
    

 

4.2.3.2 審査実務 

(1)原出願が外国語出願である場合(事例 1、2、4、5) 

①変更出願の基礎になる範囲は、原出願の外国語明細書などに記載した事項

の範囲であるが、国語翻訳文が提出されている場合は、原出願の外国語明細
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書などと国語翻訳文の内容が一致する蓋然性が極めて高いため、一般的に

原出願の国語翻訳文と変更出願の審査対象明細書などに記載された事項を

比べ、変更出願の実体的要件を判断する。 

②原出願に対する国語翻訳文の提出前には、変更出願をすることができない。

[特法 53(1)(2)] 

(2)変更出願が外国語出願である場合(事例 1、3、4、6) 

①外国語明細書などではない国語翻訳文による補正された審査対象明細書な

ど又はその後に補正された審査対象明細書などに対し、原出願の明細書と

比べて変更出願の実体的要件を満たすか否かを判断する。それ以外はその

他外国語出願と同一に審査をする。一方、変更出願の外国語明細書などと補

正された明細書などを比較した新規事項の追加可否は別途で判断する。 

②変更出願の外国語明細書などが変更出願の要件を満たしていなくても、国

語翻訳文による補正又はその後の補正により瑕疵が直されたのであれば、

適法した変更出願になる。 

 

4.2.4 国内優先権主張出願 

4.2.4.1 出願の形態 

 外国語出願に関する国内優先権主張の形態としては、以下のような場合があ

る。 

先願    優先権主張出願   

外国語出願 
   

外国語出願 
 

事例 1 
    

       

外国語出願 
   

一般出願  事例 2 
   

       

一般出願 
   

外国語出願  事例 3 
   

 

4.2.4.2 審査実務 
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(1)事例 1、2の場合 

 国内優先権の基礎になる範囲は、先願の外国語明細書などに記載した事項の

範囲であるが、国語翻訳文が提出されていれば、先願の外国語明細書などと国語

翻訳文の内容が一致する蓋然性が極めて高いため、一般的に先願の国語翻訳文

と国内優先権主張出願の審査対象明細書などに記載された事項を比べて国内優

先権の効果有無を判断する。ただし、国語翻訳文の提出前に国内優先権主張の出

願が行われるため、先願に対して国語翻訳文が提出されなかった場合、国内優先

権の効果は、先願の外国語明細書などと優先権主張出願の審査対象明細書など

に記載された事項を比べて判断しなければならない。 

(2)事例 1、3の場合 

 優先権主張の効果の有無を先願と優先権主張を伴う外国語出願の審査対象明

細書などに記載された事項を比べて判断し、それ以外はその他外国語出願と同

一に審査する。 

 

4.3 外国語で出願した国際特許出願 

 外国語国際特許出願に対しても、外国語特許出願と基本的に同一に取り扱う。

また、外国語国際特許出願についても、国際出願日の明細書などによって誤訳訂

正ができる。[特法 201(6)前段] 

 外国語国際特許出願においても原文の新規事項は拒絶、無効の理由になり、そ

の基準明細書は国際出願日までに提出された明細書などである。 
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第 1 章 分割出願 

 

1. 特許法第 52条 

 

特許法第 52条(分割出願)①特許出願人は、二つ以上の発明を一つの特許出願に

した場合には、その特許出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に

記載された事項の範囲内で、次の各号のいずれかの一つに該当する期間にそ

の一部を一つ以上の特許出願に分割することができる。ただし、その特許出願

が外国語特許出願である場合は、その特許出願に対して第 42条の 3第 2項に

基づく韓国語翻訳文が提出された場合に限って分割することができる。 

1. 第 47 条第１項により補正をすることができる期間 

2. 特許拒絶決定謄本の送達を受けた日から 30日(第 15条第 1項により第 132

条の 17に基づく期間が延長された場合、その延長された期間をいう)以内

の期間 

3. 第 66 条による特許決定又は第 176 条第 1 項による特許拒絶決定取消審決

(特許登録を決定した審決に限定し、再審審決を含む)謄本の送達を受けた

日から 3 カ月以内の期間。ただし、第 79 条による設定登録を受けようと

する日が 3カ月より短い場合は、その日までの期間 

②第 1 項により分割された特許出願(以下、「分割出願」という)がある場合、

その分割出願は、特許出願した時に出願したものとみなす。ただし、その分割

出願について次の各号の規定を適用する場合は、当該分割出願をした時に出

願したものとみなす。 

1. 分割出願が第 29 条第 3 項によるその他特許出願又は｢実用新案法｣第 4 条

第 4 項による特許出願に該当し、同法第 29 条第 3 項又は｢実用新案法｣第

4条第 4項を適用する場合 

2. 第 30 条第 2項を適用する場合 

3. 第 54 条第 3項を適用する場合 

4. 第 55 条第 2項を適用する場合 



第 6 部 特殊な出願 

6102 (2015年 9月追録) 

③第１項により分割出願をしようとする者は、分割出願をする時に特許出願

書にその趣旨及び分割の基礎となった特許出願の表示をしなければならない。 

④分割出願の場合、第 54条による優先権を主張する者は、同条第 4項による

書類を同条第 5 項による期間が過ぎた後であっても分割出願をした日から 3

カ月以内に特許庁長に提出することができる。 

⑤分割出願が外国語特許出願である場合、特許出願人は第 42条の 3第 2項に

よる国語翻訳文又は同条第 3 項本文による新しい国語翻訳文を同条第 2 項に

よる期限が過ぎた後であっても分割出願をした日から 30日になる日までは提

出することができる。ただし、第 42条の 3第 3項各号のいずれかの一つに該

当する場合は、新しい国語翻訳文を提出することができない。 

⑥特許出願書に最初添付した明細書に請求範囲を記さなかった分割出願につ

いては、第 42条の 2第 2項による期限が過ぎた後であっても分割出願をした

日から 30 日になる日までは明細書に請求範囲を記す補正をすることができ

る。 

 

2. 分割出願の趣旨 

 

分割出願とは、2以上の発明を含む特許出願(以下、‘原出願’という)の一部

を 1 又は 2 以上の新たな特許出願にすることで、分割出願に対しては出願日の

遡及効果が付与される。[特法 52(1)、(2)] 

特許出願が特許法第 45条の 1特許出願の範囲に関する要件を満足しない発明

を含む場合には、特許を受けることができないため、出願日の遡及ができるもの

の拒絶理由が解消できる方案を設けることが必要であり、公開の対価として一

定期間の独占権を付与する特許制度の趣旨からみれば、出願当時の請求範囲に

は記載されていないが、発明の説明又は図面に記載されている発明に対しても

保護することができる道は開かれていなければならないことから、分割出願制

度が導入された。[特法 45、特令 6、パリ条約 4(G)] 

 

3. 分割要件 

 

3.1 主体的要件
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特許法第 52条第１項は「特許出願人は…分割することができる」として、分

割出願をすることができる者は特許出願人であると規定している。従って、分割

出願をすることができる権利を有する者は、原出願をした者又はその承継人(原

出願人)である。共同出願の場合には、原出願と分割出願の出願人全員が完全に

一致しなければならない。[特法 52(1)、特則 29(1)] 

原出願をした者と分割出願人が同一人であることが認められるためには、①

出願人の住所又は営業所が一致すること、②出願人の氏名又は名称が一致する

こと、③出願人の印章が一致することが必要である。 

 

3.2 時期的要件 

(1)分割出願をすることができる時は、出願日により次の通り区分される。 
 

出願日 特許出願 実用新案登録出願 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'99.7.1. 

 

'01.7.1. 

 

 

 

 

 

 

'06.10.1. 

 

 

 

 

 

①原出願日(優先権主張がある場

合は最先日)から 1 年 3月以内 

②原出願日から 1年 3 月経過後、

特許査定謄本送達前のうち 

･審査請求時 

･第三者が審査請求した場合、そ

の通知日から 3 月以内 

･意見書提出期間以内 

･拒絶決定不服審判請求日から 

30 日以内 

①原出願日(優先権主張がある場合

は最先日)から 1年 3月以内 

②原出願日から 1年 3 月経過後、登

録査定謄本送達前のうち 

･審査請求時 

･第三者が審査請求した場合、その

通知日から 3月以内 

･意見書提出期間以内 

･拒絶決定不服審判請求日から 

30 日以内 

実用新案法第 12 条第 2 項及び第 13

条第１項のただし書き規定による補

正期間以内の期間で、次の通りであ

る。 

①実用新案登録出願日から 2 月以内 

②実用新案法第 12 条第 2 項による

審査官の補正要求による補正期間

('99.7.1～'01.6.30 出願は特許

庁長の補正要求による補正期間) 

①特許決定謄本を送達する前ま

で。ただし、②と③の場合はそ

の期間 

②拒絶理由の通知を受けた場合、

当該意見書の提出期間以内 

③拒絶決定不服審判請求日から

30 日以内 

 

 

①特許決定謄本を送達する前まで。 

ただし、②と③の場合にはその期

間 

②拒絶理由の通知を受けた場合、当

該意見書の提出期間以内 
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'09.7.1. 

 

 

 

 

 

 

'15.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

③拒絶決定不服審判請求日から 30

日以内 

①特許決定謄本を送達する前まで。ただし、拒絶理由通知後には②の

期間以内又は③と同時にする場合に限る。 

②拒絶理由通知を受けた場合、当該意見書の提出期間以内 

③再審査を請求する時 

④拒絶決定謄本の送達を受けた後、その拒絶決定不服審判を請求する

ことができる期間 

①特許決定謄本を送達する前まで。ただし、拒絶理由通知後には②の

期間以内又は③と同時にする場合に限る。 

②拒絶理由通知を受けた場合、当該意見書の提出期間以内 

③再審査を請求する時 

④拒絶決定謄本の送達を受けた日から 30日(期間の延長規定により拒

絶決定不服審判を請求することができる期間が延長された場合、そ

の延長された期間をいう)以内[特法 15] 

'15.7.29.以降、特許決定謄本の送達を受けてから 3カ月(ただし、設定登録以前)

以内の期間 

(2)分割出願の基礎となる原出願は、分割出願する当時に特許庁に係属中でなけ

ればならない。従って、原出願が無効、取下又は放棄される、若しくは拒絶決定

が確定したときには、分割出願することができない。 

原出願が取下又は放棄などにより手続きが終了する日に分割出願された場合

には、その分割出願は、原出願が特許庁に係属中である時に出願されたものとし

て取り扱う。原出願の手続き終了と分割出願が同じ日になされる場合、現実的に

先後の区分が困難であり、後願手続きは原出願が係属していることを認識した

状態でなされたとみなすことが妥当なためである。 

 

3.3 客体的要件 

(1)分割出願することができる発明は、原出願の出願書に最初に添付された明細

書又は図面に記載された事項の範囲内である。このとき、分割出願の明細書又は

図面に記載された発明はいずれも原出願の明細書又は図面に含まれなければな

らず、分割出願の発明のうちの一部でも原出願に含まれていない場合には、その

分割出願は不適法である、又は拒絶理由を有するものとして取り扱われる。[特

法 52(1)] 

分割出願された発明が原出願の明細書又は図面に含まれるか否かは、分割出

願された発明が原出願に最初に添付された明細書又は図面に明示的に記載され
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ている事項であるか、あるいは明示的な記載はなくても記載されていると自明

に理解することができる事項であるか否かで判断するべきであり、詳細な判断

方法は、第 4部第 2章補正の範囲の部分を参照する。 

(2)分割出願範囲の適法性判断の基礎となる明細書又は図面は、原出願の出願日

に添付された明細書又は図面である。従って、原出願に最初に添付された明細書

又は図面に記載された発明が補正によって削除され、補正された明細書に記載

されていないとしても削除された発明は分割出願することができる。一方、補正

によって原出願に新しく追加された発明は、原出願に最初に添付された明細書

又は図面になかった発明であるため、分割出願の対象にならない。 

(3)分割出願がある場合、その分割出願は原出願した時に出願したものとみなさ

れるため、分割出願の請求範囲に記載された発明が、原出願の請求範囲に記載さ

れた発明と同一であれば、同一発明について同じ日に 2 以上の出願がある問題

が発生する。この場合、分割出願の客体的要件は満足されるため分割出願は認め

るが、特許法第 36条第 2項を適用して審査しなければならない。分割出願当時

には請求範囲に記載された発明が同一ではなかったが、原出願又は分割出願が

補正されて請求範囲に記載された両者の発明が同一になったときも、同じであ

る。[特法 52(2)、特法 36(2)] 

 

4. 分割出願の手続き 

 

(1)分割出願の手続きを取るときには、特許法施行規則第 29 条に従って別紙第

14 号書式の特許出願書に明細書など各号の書類を添付して新しく出願しなけれ

ばならない。この際、その特許出願書には分割出願の趣旨と分割の基礎となった

原出願の表示をしなければならない。[特法 52(3)、特則 29(1)] 

分割出願時に原出願を表示しなかった場合には、その分割出願は適法な分割

出願として認められず、また、自明な誤記を除いては分割出願後に分割出願書の

原出願の表示を補正して原出願を変更する補正も不可である。 

(2)一般的に、分割出願書の提出と同時に原出願について補正書を提出して、原

出願と分割出願の請求範囲に記載された発明を異にしなければならないが、分

割出願の請求範囲に記載された発明が原出願の発明の説明又は図面にのみ記載

されており、請求範囲に記載されていない場合には原出願を補正しなくても良

い。[特則 29(3)] 
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(3)分割出願に対して公知例外主張又は優先権主張をしようとするときには、分

割出願書にその趣旨を記載し、その主張に必要な証明書類を分割出願日から規

定された日までに(公知例外主張出願の場合は分割出願日から 30 日以内、優先

権主張出願の場合は分割出願日から 3月以内)提出しなければならない。原出願

時に公知例外主張又は優先権主張をしなかった場合には、分割出願時にこのよ

うな主張をすることは認められない(2015.7.29.以降に出願された原出願を基

礎とする分割出願において公知例外主張をする場合は除く)。ただし、原出願で

公知例外主張又は優先権主張の趣旨のみを記載し、その証明書類を法定期間内

に提出しなかった場合であっても、分割出願書に公知例外主張又は優先権主張

の趣旨を記載し、分割出願日から規定された日までに当該証明書類を提出した

場合には、その公知例外主張又は優先権主張は適法なものとみなす(原出願の当

該公知例外主張手続き又は優先権主張手続きがその分割出願前に無効となった

場合は除く)。[特法 52(2)、(4)、特法 30(2)、特法 55(2)、特法 54(3)] 

分割出願に関して提出しなければならない証明書類の内容が、原出願に関し

て既に提出されている証明書類の内容と同一で、これを援用しようとする場合

には、当該書式の添付書類欄にその趣旨を明記することでその証明書類に代わ

ることができる。[特則 10(2)] 

分割出願の場合、原出願の段階で証明書類が提出されているならば、それと同

一な公知例外主張又は優先権主張を分割出願書に表示した場合、援用の意思表

示があるものとみなされる。ただし、特許法施行規則第 10条第 2項においては

必ず援用の趣旨を「明記」するようにしているため、証明書類を別途に提出せず

に証明書類の援用を明記していない場合には、書類の援用に関する記載方式に

違背したものとみて補正を要求する。[特法 46] 

 

5. 分割出願の効果 

 

分割出願は、原出願を出願した時に出願されたものとして取り扱われる。ただ

し、下記の場合には出願日を遡及することが不合理であるため、分割出願の出願

時点について実際に出願手続きをした時とみなす。[特法 52(2)] 

①分割出願が特許法第 29条第 3項による「他の特許出願」又は実用新案法第

4 条第 3項による「特許出願」に該当する場合[特法 29(3)、実法 4(3)] 
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分割出願に関する発明は、原出願の最初の明細書又は図面に記載されてい

るものでなければならないが、分割出願して新しい事項が分割出願の明細

書又は図面に記載されることもあり、その記載された事項が原出願日まで

遡及され、拡大された先願の地位を有するのは不合理であるため、分割出願

が特許法第 29条第 3項において規定する他の特許出願になる場合には、出

願日を遡及しないものと規定した。実用新案登録出願の場合にも同じであ

る。 

②分割出願に関する発明について、特許法第 30条第１項第 1号の規定の適用

を受けようとする者が、その趣旨を特許出願書に記載し、これを証明する書

類を特許庁長に提出する場合[特法 30(2)] 

③条約優先権を主張して分割出願しようとする者が、優先権を主張するとい

う趣旨、最初に出願した国名及び出願の年月日を特許出願書に記載する場

合[特法 54(3)] 

④国内優先権を主張して分割出願しようとする者が、優先権を主張するとい

う趣旨と先願の表示を特許出願書に記載する場合[特法 55(2)] 

 

6. 分割出願の審査 

 

6.1 分割出願審査の一般原則 

(1)分割出願が提出されれば、分割出願の方式要件の充足有無をまず審査する。

分割出願することができる者が分割出願をしたか否か、分割出願が分割出願を

出願することができる期間内に提出されたか否か、分割出願において先願の表

示などが適切であるか否かなどについて審査する。[特法 46、規定 18] 

分割出願することができない者が分割する、又は分割出願が期間を経過して

提出される、若しくは原出願の手続きが終了した以降に提出された場合は、特許

法施行規則第 11 条第１項第 7 号又は第 11 号違反とみなして疎明機会を付与し

た後、この期間内に疎明することができなかった場合は、分割出願書を返戻す

る。[特則 11(1)] 
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(参考)分割出願に関する記載事項の補正は、出願手続きが係属中である限り可

能であるが、補正することができる内容は、当初の表示に誤記がある、又

は自明な瑕疵を正す補正に限られ、記載内容を変更する補正は認められ

ないため、必要な場合は補正できる範囲を補正要求書に併記して通知す

る。 

(2)分割出願の出願範囲に関する審査は、次のように出願時期を区分して行う。 

①原出願が 2006年 9月 30日以前の出願である場合 

原出願に記載されていない発明を分割出願した場合、分割出願について期

間を定めて不認定予告通知をする。提出された意見書によっても分割出願

を認めることができない場合、分割出願不認定通知をし、出願日を遡及せず、

分割出願した日を基準にして審査する。分割出願の出願日を遡及すること

ができない場合、原出願の公開特許公報などが新規性又は進歩性を否定す

るための引用文献に使われるという点に留意しなければならない。[規定

25] 

分割出願の審査時、分割不認定理由と拒絶理由が同時にある場合、分割出願

の認定可否を確定した後で拒絶理由通知をする。ただし、その拒絶理由が出

願日の遡及可否(分割出願の認否可否)と関係がない場合は、分割出願不認

定予告通知と拒絶理由通知をそれぞれ別途の通知書により同時に通知する

ことができる。 

一方、出願日を遡及せずに審査する中で分割出願の明細書又は図面を補正

して原出願に記載されていない発明を削除した場合は、再び出願日を遡及

して審査しなければならない。 

(参考)分割出願を認めることができず出願日を遡及しなかった場合も、他

の拒絶理由がない場合には、分割出願不認定通知後に特許決定する

こともできる 
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②原出願が 2006年 10月 1日以降の出願である場合 

原出願に記載されていない発明を分割出願した場合、分割出願について拒

絶理由を通知し、提出された意見書又は補正書によっても分割出願を認め

ることができない場合には、特許拒絶決定する。[特法 62、63] 

 

6.2 分割出願審査の留意事項 

(1)分割出願の明細書又は図面を補正することができる時期は、特許法第 47 条

第１項各号に記載された期間以内である。[特法 47(1)] 

分割出願が手続的要件と実体的要件を充足した場合、分割出願は、通常の出願

とみなして補正に対する適合性を判断する。この場合、分割出願の最初明細書又

は図面が補正の実体的要件を判断する出願明細書になる。分割出願以降の補正

によって分割出願の最初明細書などに含まれていない発明が新規で追加された

のであれば、新規事項の追加禁止の規定によって審査を進める。これは、原出願

の明細書又は図面には記載されていたが、分割出願の最初明細書などには記載

されていなかった発明が追加された場合にも適用されなければならない。 

(2)条約優先権主張出願又は国内優先権主張出願を基礎にした分割出願は認め

られる。以下の例において④の優先権主張出願が①、③の先願(国内優先権主張

出願)と②の第 1国出願(条約優先権主張出願)を同時に伴う場合にも、④の優先

権主張出願を基礎にした⑤の分割出願は認められる。この場合、⑤の分割出願の

出願日は④の優先権主張出願日に遡及されるが、特許要件の判断日は、当該発明

が記載された先願の出願日によって変わる。つまり、B 発明は②の第 1 国出願

日、Cの発明は③の先願日になり、④の優先権主張出願時に追加された D発明は

④の優先権主張出願をした日になる。[特法 52(1)] 

(参考)④の優先権主張出願と⑤の分割出願に同一の発明が記載された場合には、

特許法第 36条第 2項を適用する。[特法 36(2)] 
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(3)原出願が分割出願当時には係属中であったが、分割出願後に返戻された場合、

その分割出願は出願日を遡及せず、実際に分割出願した日に出願されたとみな

して審査する。分割出願に拒絶理由がある場合には、出願日を遡及することがで

きない理由を拒絶理由と共に通知し、拒絶理由がない場合は政府の電子文書シ

ステム(オンナラ・システム)｣を利用して別途に通知する。 

(4)複数の原出願を基礎にして一つの分割出願をすることはできない。しかし、

二つ以上の先願を一つの国内優先権主張出願にしてから分割出願することは可

能である。 

(5)2015 年 7 月 29 日以降に登録決定の送達を受けた原出願から分割された出願

を審査するときには、以下に留意する。 

①出願人が登録発明以外の発明を発明の説明に基づいて分割する、又は登録発

明の一部を分割しても訂正審判を請求しない場合は、競合有無に留意して審

査し、競合に該当すれば拒絶理由を通知する時に競合事実を共に通知する。 

②出願人が登録発明の一部を分割して訂正審判を請求する場合は、訂正審判が

終了するまでに分割出願の審査を保留する(第 5部第 3章「8.審査の保留又は

処理期間の延長」を参照)。 
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第 2 章 変更出願 

 

1. 特許法第 53条 

 

特許法第 53条(変更出願)①実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願の出

願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内で、その

実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する場合は、この限りでない。 

1．その実用新案登録出願に関して最初拒絶決定謄本の送達を受けた日から 30

日(「実用新案法」第 3 条によって準用されるこの法第 15 条第 1 項に基づ

いて第 132条の 17による期間が延長された場合は、その延長された期間を

いう)が過ぎた場合 

2．その実用新案登録出願が「実用新案法」第 8条の 3第 2項による外国語実

用新案登録出願である場合に変更して出願する時に同項に基づく国語翻訳

文が提出されなかった場合 

 ②第 1項によって変更された特許出願(以下、「変更出願」という)がある場合、

その変更出願は、実用新案登録出願をした時に特許出願したとみなす。ただ

し、その変更出願が次の各号のいずれかの一つに該当する場合は、この限りで

ない。 

1. 第 29 条第 3 項によるその他特許出願又は｢実用新案法｣第 4条第 4項によ

る特許出願に該当して、同法第 29条第 3項又は｢実用新案法｣第 4条第 4項

を適用する場合 

2. 第 30 条第 2項を適用する場合 

3. 第 54 条第 3項を適用する場合 

4. 第 55 条第 2項を適用する場合 
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 ③第 1 項によって変更出願をしようとする者は、変更出願をする時、特許出

願書にその趣旨及び変更出願の基礎になった実用新案登録出願の表示をしな

ければならない。 

 ④変更出願があった場合は、その実用新案登録出願は、取り下げられたものと

みなす。 

 ⑤削除 

 ⑥変更出願の場合、第 54条による優先権を主張する者は、同条第 4項による

書類を同条第 5 項による期間が過ぎた後であっても、変更出願をした日から

3カ月以内に特許庁長に提出することができる。 

 ⑦特許出願人は、変更出願が外国語特許出願である場合、第 42条の 3第 2項

による国語翻訳文又は同条第 3 項本文による新しい国語翻訳文を同条第 2 項

による期限が過ぎた後であっても、変更出願をした日から 30日になる日まで

は提出することができる。ただし、第 42条の 3第 3項各号のいずれかの一つ

に該当する場合は、新しい国語翻訳文を提出することができない。 

 ⑧特許出願人は、特許出願書に最初に添付した明細書に請求範囲を記してい

ない変更出願の場合、第 42 条の 2 第 2 項による期限が過ぎた後であっても、

変更出願をした日から 30日になる日まで明細書に請求範囲を記す補正をする

ことができる。 

 

2. 変更出願の趣旨 

 

変更出願は、出願人が先願主義の下で出願を急ぐ、又は制度に対する誤解、対

象物に対する判断の困難性などによって出願形式(特許、実用新案登録)を誤っ

て選択した場合、出願後に出願日を維持したまま、原出願の形式をより有利なそ

の他形式に変更する制度である。[特法 53(1)] 

 

3. 変更要件 

 

3.1 主体的要件
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特許法第 53 条第１項は、｢実用新案登録の出願人は....特許出願に変更する

ことができる｣として、原出願の出願人と変更出願の出願人が出願の変更時に一

致することを要求している。[特法 53(1)] 

 

3.2 時期的要件 

(1)変更出願をすることができる期間は、実用新案登録出願日又は特許出願日か

ら設定登録される前であって、最初拒絶決定謄本の送達を受けた日から 30日以

内(実用新案法第 3 条の準用規定又は特許法第 15 条第１項により、実用新案法

第33条の準用規定又は特許法第132条の17による期間が延長されたときには、

その延長された期間以内)である。[特法 53(1)ただし書き、特法 53(5)] 

一方、特許法第 199 条第１項により特許出願とみなす国際出願又は実用新案

法第 34 条第 2 項(旧実用新案法第 36 条第 2 項)によって実用新案登録出願とみ

なす国際出願の場合は、特許法第 82 条第１項又は実用新案法第 17 条第１項の

規定による手数料を納付し、特許法第 201 条第１項又は実用新案法第 35 条第 1

項(旧実用新案法第 37 条第１項)の規定による翻訳文(国語により国際出願され

た場合は除く)が提出された後に限って変更出願ができる。[特法 209] 

(2)変更出願が適法した出願と認められるためには、出願の変更時に変更前の実

用新案登録出願(1999年 6月 30日以前の出願である場合、意匠登録出願を含む)

が特許庁に係属していなければならない。従って、原出願が無効、取下げ又は放

棄される、若しくは設定登録された場合は、変更出願をすることができない。 

原出願が取下げ又は放棄などにより手続きが終了する日に変更出願された場

合は、その変更出願は、原出願が特許庁に係属中である時に出願されたとみな

す。原出願の手続終了と変更出願が同じ日に成される場合、現実的に先後を区分

することが困難であり、後願の手続きは原出願が係属していることを認識した

状態で成されたとみて妥当なためである。 

 

3.3 客体的要件 

特許法第 53 条第 1 項には、｢その実用新案登録出願の出願書に最初に添付さ

れた明細書又は図面に記載された事項の範囲内で、その実用新案登録出願を特

許出願に変更することができる｣として、変更出願が適法した出願として認めら

れるための実体的要件を規定している。[特法 53(1)] 
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すなわち、適法した変更出願として認められるためには、変更出願の明細書又

は図面に記載された事項が原出願の最初明細書又は図面に含まれていなければ

ならない。変更出願の明細書又は図面に記載された事項のうちの一部でも原出

願の最初明細書又は図面に含まれていなければ、その変更出願は不適法なもの

の拒絶理由を有する。 

変更出願された発明が原出願の明細書又は図面に含まれるか否かは、変更出

願された発明が原出願に最初に添付された明細書又は図面に明示的に記載され

ている事項であるか、或いは明示的な記載はなくても記載されていると自明に

分かる事項であるか否かで判断すべきであり、詳しい判断方法は、第 4部第 2章

補正の範囲の部分を参照する。 

 

4. 変更出願の手続き 

 

(1)変更出願をしようとする場合は、特許法施行規則第 30 条によって別紙第 14

号書式の特許出願書に明細書など各号の書類を添付して新しく出願しなければ

ならない。この際、その出願書には変更出願の趣旨及び変更の基礎になった原出

願の表示をしなければならない。[特法 53(3)、特則 30(1)] 

変更出願時に原出願を表示しない、又は誤って表示した場合は、その出願は適

法な変更出願に認められず、自明な誤記を除いては変更出願後に原出願の表示

を補正して原出願を変える補正もできない。 

(2)変更出願について公知例外主張又は優先権主張をしようとするときには、変

更出願書にその趣旨を記載し、その主張に必要な証明書類を変更出願日から規

定された日までに(公知例外主張出願の場合は、変更出願日から 30 日以内、優

先権主張出願の場合は、変更出願日から 3 月以内)に提出しなければならない。

原出願時に公知例外主張又は優先権主張をしなかった場合は、変更出願時にこ

のような主張をすることは認められない(2015 年 7 月 29 日以降に出願された原

出現を変更した出願において公知例外主張をする場合は除く)。ただし、原出願

において公知例外主張又は優先権主張の趣旨のみを記載し、その証明書類を法

定期間内に提出しなかった場合であっても、変更出願書に公知例外主張及び優

先権主張の趣旨を記載し、変更出願日から規定された日までに当該証明書類を

提出した場合は、その公知例外主張又は優先権主張は適法なものとみなす(原出

願の当該公知例外主張手続き又は優先権主張手続きがその変更出願の前に無効

にされた場合は除く)。[特法 53(2)、(6)、特法 30(2)、(3)、特法 55(2)、特法
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54(3)] 

ただし、これら証明書類の内容が原出願について既に提出された証明書類の

内容と同一で、これを援用しようとする場合には、当該書式の添付書類の欄にそ

の趣旨を明記することによって、その証明書類に代えることができる。[特則

10(2)] 

 

5. 変更出願の効果 

 

(1)変更出願は、原出願を出願した時に出願されたものとみなされる。ただし、

下記の場合は、出願日を遡及することが不合理であるため、変更出願の出願時点

を実際に出願手続きをした時とみなす。[特法 53(2)] 

①変更出願が特許法第 29条第 3項による「その他特許出願」又は実用新案法

第 4条第 3項による「特許出願」に該当する場合[特法 29(3)] 

②変更出願に関する発明について特許法第 30条第１項第 1号の規定の適用を

受けようとする者が、その趣旨を特許出願書に記載し、これを証明する書類

を特許庁長に提出する場合[特法 30(2)] 

③条約優先権を主張して変更出願しようとする者が優先権を主張する旨、最

初に出願した国名及び出願年月日を特許出願書に記載する場合[特法

54(3)] 

④国内優先権を主張して変更出願しようとする者が、優先権を主張する旨と

先願の表示を特許出願書に記載する場合[特法 55(2)] 

(2)変更出願がある場合は、その実用新案登録出願は取り下げられたものとみな

す。[特法 53(4)] 

変更出願があって原出願が取下げとみなされた以降は、変更出願が返戻され

る場合を除いては変更出願が無効、取下げ、放棄される又は拒絶決定が確定して

も原出願の出願状態が再び係属されない。 

 

6. 変更出願の審査 

6.1 変更出願審査の一般原則 
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(1)変更出願が提出されれば、変更出願の方式要件を満たしているか否かを審査

する。変更出願することができる者が変更出願をしたか否か、変更出願書が変更

出願をすることができる期間内に提出されたか否か、変更出願において原出願

の表示が適切であるか否かなどについて審査する。[特法 46、規定 18] 

変更出願することができない者が変更する、又は変更出願が期間を経過して

提出される、若しくは原出願の手続きが終了した以降に提出された場合は、特許

法施行規則第 11 条第 1 項第 7 号又は第 11 号の違反とみて疎明機会を付与した

後、この期間内に疎明することができなかった場合、変更出願書を返戻する。

[特則 11(1)] 

(2)変更出願の出願範囲に関する審査は、次の通りに出願時期を区分する。 

①原出願が 1999年 6月 30日以前の出願である場合 

原出願に記載されていない発明を変更出願した場合、変更出願について期

間を定めて不認定予告通知する。提出された意見書又は補正書によっても

変更出願を認めることができない場合、変更出願不認定通知をし、出願日を

遡及せずに変更出願した日を基準にして審査する。変更出願の出願日を遡

及することができない場合、原出願の公開特許公報などが新規性又は進歩

性を否定するための引用文献として使用されるということに留意する。 

変更出願の審査時、変更不認定理由と拒絶理由が同時に存在する場合、変更

出願を認めるか否かを確定した後で拒絶理由通知することを原則とする。

しかし、その拒絶理由が出願日の遡及可否(変更出願を認めるか否か)と関

係がない場合は、変更出願不認定予告通知と拒絶理由通知をそれぞれ別途

の通知書により同時に通知することができる。 

一方、出願日を遡及せずに審査する中で、変更出願の明細書又は図面を補正

して原出願に記載されていなかった発明を削除した場合は、再び出願日を

遡及して審査しなければならない。 

(参考)変更出願を認めることができず出願日を遡及しない場合であっても、

他の拒絶理由がない場合は、変更出願不認定通知後に特許決定する

こともできる。 
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②原出願が 2006年 10月 1日以降の出願である場合 

原出願に記載されていない発明を変更出願した場合、変更出願に対して拒

絶理由を通知し、提出された意見書又は補正書によってもその拒絶理由を

解消することができなかった場合は、特許拒絶決定をする。[特法 62、63] 

 

6.2 変更出願審査の留意事項 

(1)変更出願の明細書又は図面を補正することができる期間は、原出願の出願日

から起算して特許法第 47条第１項に記載された期間内である。[特法 47(1)] 

変更出願が手続的要件と実体的要件を充足した場合、変更出願は、通常の出願

とみなして補正に対する適合性を判断する。この場合、変更出願の最初明細書又

は図面が補正の実体的要件を判断する出願明細書になる。変更出願以降の補正

によって変更出願の最初明細書などに含まれていなかった発明が新規に追加さ

れたのであれば、新規事項の追加禁止の規定により審査を進行する。これは、原

出願の明細書又は図面には記載されていたが、変更出願の最初明細書などには

記載されていなかった発明が追加された場合にも適用されるべきである。 

(2)分割出願を原出願にして出願の変更をすることができる。ただし、特許出願

の一部を実用新案登録出願に変更出願するなど、出願の分割と出願の変更が一

つの手続きによって行われる場合は、適法な変更出願と認めない。出願の一部を

その他出願形式に変更しようとする場合は、一旦同一の出願形式で出願を分割

し、その分割出願を再び変更出願しなければならない。 

(3)拒絶決定された出願について、再審査請求又は拒絶決定不服審判請求と同時

に出願が変更された場合には、その手続きが形式的に適法であるときには受け

付ける。その変更出願が審査請求された場合には審査を進行し、再審査請求又は

拒絶決定不服審判請求については、特許法第 53条第 4項(実用新案法第 10条第

4 項)の規定により原出願は取下げられたものとみなして各手続きに従って処理

する。[特法 142] 
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(4)原出願が変更出願の当時は係属中であったが、変更出願後に返戻された場合、

その変更出願は出願日を遡及せず、実際に変更出願した日に出願されたとみな

して審査する。変更出願に拒絶理由がある場合は、出願日を遡及することができ

ない理由を拒絶理由と共に通知し、拒絶理由がない場合は政府の電子文書シス

テム(オンナラ・システム)｣を利用して別途通知する。 

(5)複数の原出願を基礎にして一つの変更出願をすることはできない。しかし、

二つ以上の先願を一つの国内優先権主張出願にした後で変更出願することはで

きる。 

(6)最初拒絶決定の謄本の送達を受けた日から 30 日が経過した後は、その拒絶

決定が再審査請求又は審決によって取消される、若しくはそれによって拒絶決

定謄本の送達を再度受けて 30 日以内であっても変更出願することはできない。

再審査請求などによる拒絶決定の取消により、最初拒絶決定の謄本の送達を受

けた事実がなくなるものではないためである。[特法 53(1)] 
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第 3 章 条約優先権主張出願 

 

1. 特許法第 54条 

 

特許法第 54 条(条約による優先権主張)①条約により次の各号のいずれかの一

つに該当する場合は、第 29 条及び第 36 条の規定を適用するに当たって、そ

の当事国に出願した日を大韓民国に特許出願した日とみなす。 

1．大韓民国の国民に特許出願に対する優先権を認める当事国の国民がその当

事国又はその他当事国に特許出願をした後、同一の発明を大韓民国に特許

出願して優先権を主張する場合 

2．大韓民国の国民に特許出願に対する優先権を認める当事国において大韓民

国の国民が特許出願した後、同一の発明を大韓民国に特許出願して優先権

を主張する場合 

 ②第 1 項により優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎になる最

初出願日から 1 年以内に特許出願をしなければ、優先権を主張することがで

きない。 

 ③第 1 項により優先権を主張しようとする者は、特許出願をする時に特許出

願書にその趣旨、最初に出願した国家名及び出願の年月日を記さなければな

らない。 

 ④第 3 項により優先権を主張した者は、第 1 号の書類又は第 2 号の書面を特

許庁長に提出しなければならない。ただし、第 2 号の書面は産業通商資源部

令で定める国家の場合に限って該当する。 

1. 最初に出願した国の政府が認める書類であって、特許出願の年月日を記し

た書面、発明の明細書及び図面の謄本 

2. 最初に出願した国の特許出願の出願番号及びその他に出願を確認するこ

とができる情報など産業通商資源部令で定める事項を記載した書面 

 ⑤第 4 項による書類又は書面は、次の各号に該当する日のうち最優先日から

1 年 4カ月以内に提出しなければならない。 
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1. 条約当事国に最初に出願した出願日 

2. その特許出願が第 55条第 1項による優先権主張を伴う場合は、その優先権

主張の基礎になる出願の出願日 

3. その特許出願が第 3項によるその他優先権主張を伴う場合は、その優先権主

張の基礎になる出願の出願日 

 ⑥第 3 項により優先権を主張した者が第 5 項の期間内に第 4 項による書類を

提出しなかった場合は、その優先権主張は効力を喪失する。 

 ⑦第 1項により優先権主張をした者のうち、第 2項の要件を備えた者は、第 5

項による最優先日から 1 年 4 カ月以内に当該優先権主張を補正する、又は追

加することができる。 

 

2. 条約優先権主張制度の趣旨 

 

条約による優先権主張(以下、「条約優先権」という)制度は、条約により大韓

民国の国民に優先権を認める当事国(パリ条約による加盟国、TRIPS 協定による

加盟国及び両者間条約による条約当事国をいう)の国民がその当事国又はその

他当事国に特許出願をした後、同一の発明について我が国に出願して優先権を

主張するときには、特許法第 29 条及び同法第 36 条の規定を適用するに当たっ

て、その当事国に出願した日を大韓民国に出願した日と認める制度である。[特

法 54(1)] 

条約により大韓民国の国民に優先権を認める多国間国際条約としては、工業

所有権の保護に関するパリ条約(Paris Convention for the Protection of 

Industrial Property、以下、「パリ条約」という)及びこの条約に基づいた

WTO/TRIPS 協定があり、両国間条約としては、カナダ('79.2.13.)、フィンラン

ド('79.9.13.)、スペイン('75.8.15.)、スイス('77.12.12.)、英国('78.2.19.)

及び米国('78.2.30.)などと結んだ優先権主張を相互認める条約がある。 

(参考)台湾の TRIPS協定加盟により 2002年 1月 1日以降、台湾にした出願を基

礎にした条約優先権主張が認められる。 
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3. 条約優先権主張の要件 

 

3.1 主体的要件 

(1)条約優先権を主張することができる者は、条約当事国の国民又は当事国に居

所(domicile)若しくは真正かつ実効的な産業上又は商業上営業所を有する非当

事国の国民である。条約当事国は、パリ条約の加盟国及び WTOの加盟国を含む。

[パリ条約 4(A)(1)、パリ条約 3、特法 54(1)] 

条約優先権主張出願を共同で行う場合には、出願人のうちの少なくとも 1 人

以上が当事国の国民又は当事国に住所又は真正かつ実効的な産業上若しくは商

業上営業所を有する非当事国の国民でなければならない。 

(参考)欧州特許庁(EPO)、ユーラシア特許庁(EAPO)、アフリカ知的財産機関

(OAPI)及びアフリカ広域知的財産機関(ARIPO)の加盟国は、すべてパリ条

約の加盟国であるため、これら地域の特許庁の出願を基に優先権主張を

することができる。 

(2)条約優先権主張は、条約当事国(第 1国)に出願した以降にすることができる。

発明者であっても、特許を出願する権利を他人に譲渡して自身が第 1 国におい

て特許出願をしなかった者は、第 2国に優先権主張のない特許出願はできるが、

その第 1国の特許出願を基に条約優先権主張をすることはできない。[パリ条約

4(A)(2)] 

(3)第 2国において条約優先権主張をすることができる権利は、それぞれ異なる

承継人に移転することができる。[パリ条約 4(A)(1)] 

(4)条約優先権主張出願をすることができる権利の承継人は、第 1国出願の出願

時と第 2 国出願の出願時に当事国の国民でなければならない。しかし、この条

件は第 1 国出願時から第 2 国出願時までにすべて満たすべきものではない。す

なわち、条約優先権主張出願をすることができる権利の継承を受けた者が第 1

国出願の出願時には当事国の国民ではなかったが、その後第 2 国出願の出願前

に当事国の国民になった者であれば、その権利の継承は有効である。また、当事

国の国民が非当事国の国民に優先権を譲渡し、譲受人はその権利を再び当事国

の国民に譲渡することができるが、このような場合にも優先権は有効に主張す

ることができる。 
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(5)大韓民国の国民も条約当事国に特許出願した後、同一の発明を対象に大韓民

国に特許出願し、条約優先権主張をすることができる。例えば、我が国の人が英

国に最初に出願した後、その出願を基にして我が国において条約優先権主張出

願をすることができる。 

(6)特許法第 54 条には、優先権主張をすることができる者は条約当事国の国民

について規定されているだけであるが、非当事国の国民も条約当事国に居所又

は営業所などを有する場合は、我が国において条約優先権主張をすることがで

きるとみなす。無国籍者も非当事国の国民とみなして同一に取り扱う。これはパ

リ条約第 3 条に当事国に居所(domicile)又は真正かつ実効的な産業上若しくは

商業上営業所を有する非同盟国の国民も同盟国の国民と同じく取扱うように規

定されているためである。[パリ条約 3] 

 

3.2 時期的要件 

(1)条約優先権主張出願をすることができる期間は、パリ条約により次の通りで

ある。 

①特許・実用新案登録出願に基づいて優先権を主張する場合は、第 1 国出願

日から 1年[パリ条約 4(C)(1)、特法 54(2)] 

②デザイン登録出願に基づいて優先権を主張する場合は、第 1 国出願日から

6カ月 

(2)条約優先権主張出願をすることができる期間の計算は、パリ条約 4条 C(2)に

より第 1 国出願日の翌日から起算する。ここで第 1 国出願日は、優先権主張証

明書類に表示された日が基準になる。[パリ条約 4(C)(2)] 

条約優先権主張出願をすることができる期間の計算も特許法第 14条が規定す

る期間の計算と同一である。例えば、第 1国出願日が 2001年 7月 4日である場

合、第 2国出願は 2002年 7月 4日までに可能である。もし、2002年 7月 4日が

法定休日である、又はその日に特許庁が出願の受付をしない場合は、その翌日ま

でに条約優先権主張出願をすることができる。[パリ条約 4(C)(3)] 
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3.3 客体的要件 

(1)第 1国出願は、特許出願、実用新案登録出願又はデザイン登録出願、発明者

証のうち一つでなければならない。パリ条約においては特許出願することがで

きる第 1 国出願の種類を明確に提示してはいないが、パリ条約第 4 条 E 及び第

4 条 I などを参考にすれば、第 2 国に特許出願することができる第 1 国出願は

特許出願、実用新案登録出願、デザイン登録出願又は発明者証(inventor's 

certificate)などと解釈される。[パリ条約 4(E)、(I)] 

商標登録出願又はサービスマークは性格上、特許の優先権主張の基礎出願と

して認めることができない。 

(2)第 1国出願は、正規の出願でなければならない。第 1国における出願がパリ

条約による優先権主張の基礎になる正規出願であるか否かは、第 1 国の関連法

が決定する。[パリ条約(A)(2)、(3)] 

優先権の基礎になる第 1 国出願の出願の係属可否は、条約優先権の効力に影

響を与えない。すなわち、第 1国出願が取下げ、放棄、無効又は拒絶されても優

先権は依然として有効である。第 1 国出願がされる国家から特許を受けること

ができない発明に係わる出願であっても、優先権は有効である。[パリ条約

4(A)(3)] 

(3)第 1国出願が最初出願である、又は最初出願に認められる出願でなければな

らない。例えば、英国において 2001年 3月 1日にした出願に基づいて条約優先

権主張をし、米国に 2001 年 5 月 1 日出願し、我が国に 2002 年 4 月 1 日に出願

しようとする場合、英国の出願から 12カ月が経過したため英国出願に基づいて

優先権主張をすることができないのは当然であり、米国の出願から 12カ月が経

過していないが、米国の出願は同一の発明に対する最初出願ではないため、同出

願に基づいて優先権主張をすることはできない。もし、最初出願がその国の出願

に基づいて優先権主張をすることができない国において出願されたのであれば、

その国における出願は最初出願の意味に含まれない。[パリ条約 4(C)(2)、特法

54(2)] 

(4)パリ条約第 4 条 C(4)により最初出願(前出願)と同一の対象に対して同一の

当事国にした後続出願が条約優先権主張において最初出願とみなされる場合が

ある。後続出願が最初出願とみなされるためには、下記の要件をいずれも充足し

なければならない。[パリ条約 4(C)(4)] 
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①後続出願が同じ国において同じ対象に対して出願されなければならない。 

②後続出願が出願される前に前出願が取下げ、放棄又は拒絶されなければな

らない。 

③前出願が公開されたものであってはならない。 

④前出願がいかなる権利も存続させてはならない。 

⑤前出願が同じ国或いは他国においてまだ優先権主張の基礎になっていては

ならない。 

 

4. 条約優先権主張の手続き 

 

(1)条約優先権主張をしようとする者は、特許出願時に出願書にその趣旨と最初

出願国名及び出願年月日を記載しなくてはならず、優先権主張の基礎になる出

願の最初出願番号を明示しなければならない(パリ条約 4条 D(5)を参照)。[特法

54(3)、パリ条約 4(D)(5)] 

また、条約優先権を主張しようとする者は、優先権主張時に優先権主張に関す

る手数料を納付しなければならない。 

(2)条約優先権主張をした者は、優先日(第 2 国出願が複数の優先権主張を伴う

場合は、その優先日のうち最先日)から 1年 4月以内に最初出願国政府が認める

特許出願日を記載した書面と発明の明細書及び図面の謄本(以下、「優先権証明

書類」という)を特許庁長に提出しなければならない。ただし、特許法施行規則

で定める国の場合は、最初に出願した国の特許出願の出願番号及び世界知的所

有権機関に電子的媒体により送達するために必要な固有番号(アクセスコード)

を記載した書面の提出により優先権証明書類の提出に代えることができる。[特

法 54(4)、(5)、特則 25(2)、優先権証明書類の電子的交換] 

期間内に優先権証明書類が提出されなかった場合、その優先権主張は当然効

力を喪失する。[特法 54(6)]
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(3)優先権証明書類の提出が簡素化された国としては、現在、日本、欧州特許条

約(EPC)の締約国、米合衆国、中国及び世界知的所有権機関(WIPO)の電子的アク

セスシステム(DAS、Digital Access System)を介して優先権証明書類を電子的

に送達することに合意した国が｢優先権証明書類の電子的交換に関する告示｣に

告示されている。[優先権証明書類の電子的交換 1] 

優先権証明書類の提出簡素化国に該当するか否かは、第 1 国出願日、優先権

証明書類の提出期限、優先権主張の追加日などを問わず、我が国に出願した日を

基準にして判断する。日本の出願に基づいて 2001年 7月 1日以降(EPCの締約国

は 2007年 7月 1 日以降、米国は 2008年 10月 14日以降、WIPOの DAS利用国は

2009 年 7 月 1 日以降、中国は 2014年 1 月 1 日以降)に条約優先権主張出願をし

た場合、第 1 国出願の出願番号を記載した書面を提出する、又は第 1 国出願の

出願番号を特許出願書に記載することによって優先権証明書類の提出に代える

ことができる。 

(参考 1)EPC 締約国の出願の場合、欧州特許庁(EPO)に出願した場合に限られ、

米国の場合、電子的交換許可書(PTO/SB/39)を提出してこそ、未公開の

優先権証明書類を我が庁に提供するため、我が庁が優先権証明書類の

提出期間内に電子的交換方法により当該優先権証明書類の提供を受け

ることができる状態であったことが確認できる場合に限られる。また、

WIPOの DAS利用国の場合も、我が庁が出願番号だけでも WIPOの DAS か

ら当該証明書類を入手することができなければならないため、第 1 国

において DAS 利用申立が事前に行われるなど、我が庁が優先権証明書

類の提出期間内に電子的交換方法により当該優先権証明書類を WIPOの

DAS から提供を受けることができる状態であったことが確認できる場

合に限られる。 

(参考 2)優先権証明書類の提出が簡素化された国とそうでない国で出願した出

願に基づいて複合優先権を主張する場合、簡素化された国に出願した

優先権証明書類に限って出願番号を記載した書面で代えることができ、

そうでない国に提出した出願の優先権証明書類は、従前と同じく特許

法第 54条第 4項第 1号により提出しなければならない。 
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(4)優先日と条約優先権主張出願日の間に先行技術が存在するなど、特許性の判

断に必要とされ、審査官が特許庁長の名義で期間を定めて国語翻訳文の提出を

要求する場合、指定期間内に優先権証明書類に対する翻訳文を提出しなければ

ならない。このときの指定期間は 2 月にするが、期間の延長もできる。[特則

25(3)、特則 16(2)、規定 23] 

国語翻訳文の提出を要求したものの、指定期間内に提出しなかった場合、当該

条約優先権主張の手続きを無効にすることができる。[特則 25(5)] 

(参考)優先権証明書類の翻訳文は、優先権主張を証明するための参考資料であ

るため、翻訳文を補正してその実体的内容が変更されたとしても、その補

正は有効な補正であると認める。 

 

5. 条約優先権主張の効果 

 

条約優先権主張が適合した場合、第 1 国出願に記載された発明と同一の発明

に対しては、特許法第 29 条及び第 36 条の適用に当たって第 1 国出願日に遡及

される。第 1国出願に含まれない発明は、条約優先権主張が適合していても第 1

国出願日に出願されたものとみなさない。[特法 54(1)、パリ条約 4(B)] 

(参考)条約優先権主張出願において、特許法で特別に定めておいた場合を除き、

その出願日は、実際の出願日である。例えば、特許法第 30条の公知例外

主張に関する規定を適用するに当たって、公知の後 12月以内に我が国に

おいて条約優先権主張出願をしなかったのであれば、たとえ第 1 国出願

日から 1 年以内に優先権主張出願をしたとしても、自身が公知した発明

によって新規性又は進歩性を喪失しかねない。 

 

6. 条約優先権主張の補正 

 

(1)優先権主張を補正する、又は追加することができる期間は、最先日から 1年

4月までであり、国内優先権主張が含まれた複合優先権の場合も同じである。条

約優先権主張を追加する、又は条約優先権主張の一部を取り下げた場合、追加す

る、又は取り下げた結果を反映して最先日を算定する。[特法 54(7)、(5)]
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(2)特許法第 54 条第 7 項は、条約優先権主張を補正することができる者は「第

１項により優先権主張をした者のうち、第 2 項の要件を備えた者」と規定して

いる。従って、条約優先権主張を補正する、又は追加するためには、特許法第 54

条第１項により、出願当時に条約優先権主張をしていなければならず、出願当時

にした条約優先権主張のうち少なくとも一つが特許法第 54条第 2項の要件を備

えていなければならない。 

条約優先権主張をしたか否かは、出願当時の出願書の【優先権主張】の欄に記

載された優先権主張に関する記載事項からみて、条約優先権主張を一つ以上特

定することができるか否かで判断する。[特則 21(1)] 

特許法第 54条第１項及び第 2項の要件を備えていなければ、その条約優先権

主張は直すことができない瑕疵を有しているものであるため、この場合、条約優

先権主張の補正又は追加は許容されない。[特法 54(7)] 

(参考)存在しない架空の出願、他人の出願又は特定することができない出願を

基に条約優先権主張をした場合、その優先権主張は基本的に無効である

ため、優先権主張を補正する、又は追加することができない。 

(3)条約優先権主張が取下げ又は無効になる、若しくは条約優先権主張出願が無

効、取下げ、放棄になる、又は審査官によって特許決定される、若しくは拒絶決

定が確定した場合は、優先権主張を補正する、又は追加することができない。ま

た、条約優先権主張の全体を取り下げた後は、優先権主張を補正する、又は追加

することができない。ただし、同じ日に優先権主張を取り下げた後で追加するこ

とはできる。 

上記の特許決定が確定した時点は、特許決定書が出願人に送達された時点で

あり、特許拒絶決定の場合は、出願人が特許拒絶決定書の送達を受けた日から

30日が経過した時である。[特法 54(7)] 

(4)最先日から 1年 4月以内には優先権主張の全部取下げ、複合優先権主張にお

いて一部の優先権主張の取下げ、及び優先権主張の明白な誤記を訂正する補正

は勿論、優先権主張を追加する補正もできる。 

この期間中、優先権主張を取り下げ(一部取下げを含む)て追加する補正をす

る場合、出願人の便宜を考慮して取下書を別途に提出せず、1件の補正書に記載

して提出しても有効なものと認める。 
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(5)最先日から 1年 4月以降の優先権主張の補正は、優先権主張に関する記載事

項に明白な誤記がある場合、このような誤記を正す補正に限って許容される。す

なわち、この期間中の補正は、第 1 国出願が変わる補正、特定することができ

なかった第 1 国出願が特定される補正、又は第 1 国出願を追加する補正は許容

されない。[特法 54(7)] 

ただし、この期間中でも優先権主張の全部取下げ又は複合優先権主張におけ

る一部優先権主張の取下げはできる。 

 

7. 条約優先権主張出願の審査 

 

7.1 条約優先権主張の審査手続きのフロー図 
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7.2 審査の概要 

(1)条約優先権主張がある出願又は条約優先権主張の補正書が受け付けられれ

ば、出願書又は補正書に基づいて優先権主張の方式の適合性を審査し、優先権主

張の菓子を発見することができなかった場合は、実体審査の手続きを進行する。

[特法 46、規定 18] 

実体審査において先行技術調査の結果、第 1 国出願日と条約優先権主張出願

日の間で特許法第 29 条による先行技術又は第 36 条による先願を発見すること

ができなかった場合、第 1 国出願日により特許法第 29 条又は第 36 条の特許要

件を判断し、第 1 国出願日と条約優先権主張出願日の間に先行技術が存在する

場合に限って条約優先権主張出願に記載された審査対象発明が第 1 国出願に記

載されているかを判断する。この場合、出願人に優先権証明書類の翻訳文の提出

を要求することができる。[特則 25(3)] 

条約優先権主張出願に記載された発明を第 1 国出願と比べて同一性が認めら

れる発明については、出願日を第 1 国出願日に遡及して特許要件を判断し、同

一性が認められない発明については、条約優先権主張出願日を基準にして特許

要件を判断する。第 1 国出願日に遡及せずに拒絶理由を通知する場合は、出願

日を遡及することができない理由を拒絶理由と共に記載しなければならない。

[パリ条約 4(A)(1)、パリ条約 4F、特法 54(1)] 

 

7.3 条約優先権主張の方式審査 

(1)条約優先権主張がある出願の場合、優先権主張の方式上の適合性をまず審査

しなければならず、審査結果、優先権主張が不適合した場合には補正を要求し、

指定期間以内に優先権主張の瑕疵を解消することができなかった場合は、その

優先権主張手続きに対して無効処分をすることができる。この場合、条約優先権

主張の手続きが無効にされても、その優先権主張を伴う出願は、優先権主張がな

い通常の出願として有効であるという点に留意しなければならない。[特法 46、

16、規定 18] 

(2)条約優先権主張の方式審査対象には、出願人の同一性、第 1国出願の最先性、

第 1 国出願の正規性、優先期間の遵守有無、優先権主張趣旨の記載有無、優先

権証明書類の提出有無などがある。 
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(3)審査官は、審査時に第 1国出願が正規の国内出願に基づいた最初出願である

か否かを判断するに当たって、特別な理由がある場合を除き、優先権証明書類に

パリ条約による優先権証明書類という趣旨の表示がある場合は、その出願が第 1

国の正規出願として最初出願であるか否かを追加調査せずにそのまま認める。 

(参考 1)複合優先権主張において、その優先権主張の一部に瑕疵がある場合、瑕

疵がある優先権主張に対してのみ補正命令をして、指定期間内に瑕疵

を解消することができなかった場合は、優先権主張全体を無効にする

のではなく、瑕疵を直すことができなかった一部の優先権主張手続き

だけを無効にする。[特法 46、16] 

(参考 2)国際特許出願の優先権証明書類は、特許ネット(国際段階の照会画面)の

優先権証明書類の添付ファイルによって確認する。特許ネットに優先

権証明書類が添付されていない場合、 WIPO のホームページ

(http://www.wipo.int/pctdb/en)で国際出願番号で検索して付属書類

(document)として確認することができる。上記の手続きによっても提

出事実が確認されなければ、補正要求後、優先権証明書類の提出及び疎

明の有無により優先権主張が無効処分にできるか否かを決定する。 

 

7.4 条約優先権主張出願の実体審査 

(1)条約優先権主張及び優先権主張の補正に対する方式審査の結果、優先権主張

が不適合していて優先権主張を無効にした場合、発明の同一性を問わず、条約優

先権主張出願日(我が国に出願した日)を基準にして審査する。[特法 54(1)] 

(2)条約優先権主張に対する方式審査の結果、優先権主張が適合した場合、特許

要件の判断時に出願日の遡及可否は発明毎に判断する。すなわち、第 1 国出願

の最初出願に関する書類(明細書及び図面などを含む)に記載された発明と同一

の発明に対しては特許法第 29 条及び第 36 条の適用に当たって第 1 国出願日を

基準にして、そうでない発明に対しては条約優先権主張出願を基準にしてそれ

ぞれ審査する。[特法 54(1)、パリ条約 4(F)] 
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(例 1)我が国に特許出願された発明が「アルコールの炭素数が 1-10」であるこ

とを構成要件にするものであるのに対し、優先権主張の基礎になる第 1国

出願の明細書には「アルコールの炭素数が 1-5」だけが記載されている場

合、「アルコールの炭素数が 1-5」の部分については優先日を基準にして

「アルコールの炭素数が 6-10」の部分については我が国にした出願日を

基準にして審査する。 

(例 2)第 1国出願の明細書には「クロムを構成要件にする耐蝕鋼」だけが記載さ

れているのに対し、優先権主張出願には「クロムを構成要件にする耐蝕

鋼」と「クロム及びアルミニウムを併用したことを特徴とする耐蝕鋼」を

要旨にする場合、「クロムを構成要件にする耐蝕鋼」については第 1国出

願日を基準にして審査し、「クロム及びアルミニウムを併用したことを特

徴とする耐蝕鋼」については実際の我が国における出願日を基準にして

審査する。 

(例 3)優先権主張出願は「陰極、制御格子、陽極、遮蔽格子と陽極の間にあって、

陰極と同電位で維持されている第 3 の格子を有している真空管」を要旨

にするものであるのに対し、第 1国出願の出願明細書及び図面には、「陰

極、制御格子、遮蔽格子、陽極を有する真空管」だけが記載されている場

合は、実際の我が国における出願日を基準にして審査する。 

(3)特許要件判断日の遡及に向けた発明の同一性は、両者の請求範囲に記載され

た発明が同一であることを要求するのではなく、条約優先権主張出願の請求項

に記載された発明が第 1 国出願の明細書又は図面などから把握される発明と同

一であれば問題ない。条約優先権主張出願の請求項に記載された発明が第 1 国

出願の最初明細書及び図面に記載された発明と同一であるか否かは、特許法第

29 条第 3 項を適用する際の同一性の判断基準を適用する。[第 3 部第 4 章第 6

節] 

以下の場合にも第 1 国出願と条約優先権主張出願に記載された発明は、同一

のものであると認められる。 

①第 1国出願の内容の一部について条約優先権主張出願をする場合 

②第 1国出願を分割して 2以上の条約優先権主張出願をする場合 

③2以上の第 1国出願について一つの条約優先権主張出願をする場合 
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(参考)条約優先権主張出願において優先権の基礎になる第 1 国出願に含まれて

いない発明を含む場合にも第 1 国出願に含まれた発明に対しては優先権

が認められる。すなわち、発明毎に優先権の認定と不認定を判断する。

[パリ条約 4(F)] 

(4)2 以上の優先権主張(複合優先権)を含む条約優先権主張出願は、次の通りに

取扱う。 

①複数の第 1 国出願を一つの優先権主張出願にした場合、2以上の第 1国出願

に基づいて優先権主張出願をしたという理由から優先権を否認する、又は

当該出願を拒否することはできない。ただし、優先権主張出願において発明

の単一性が認められないときには、特許法第 45条の違反により拒絶理由を

通知することができる。[パリ条約 4(F)] 

②出願を審査した結果、発明の単一性の要件を充足しない場合、出願人はその

出願を分割することができ、この場合も分割されたそれぞれの出願につい

て優先権の利益を享受することができる。[パリ条約 4(G)(1)] 

③我が国に出願した特許出願が 2 以上の第 1 国出願を優先権主張した出願で

ある場合、特許法第 29 条及び第 36 条の規定を適用するに当たって、それ

ぞれの発明が属する最先の第 1国出願日を基準にして審査する。 

④2 以上の第 1国出願に基づいて優先権主張をしているにもかかわらず、我が

国にした特許出願に関する発明が第 1 国出願のうちの一つの出願だけを基

礎にしている場合は、その発明について発明が記載された第 1 国出願日に

特許要件判断日を遡及して審査する。 

⑤2 以上の第 1 国出願に基づいた優先権主張出願においてそれぞれの出願に

別途で記載されている構成要素を引用して導き出した発明に対しては、実

際に我が国に出願した出願日を基準にして審査する。例えば、A出願と B出

願に基づいた複合優先権を主張した C 出願において A 出願だけが記載され

た a と B 出願に限って記載された b を集め、a+b で請求範囲に記載した場

合、発明、a+bの特許要件は、C出願の出願日を基準にして判断しなければ

ならない。[特法 54(1)] 
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⑥2以上の優先権主張のうち、最先の第 1国出願の優先権主張が取り下げられ

た場合には、残った優先権主張のうち最先願の出願日を最先日とみなす。た

だし、この場合、審査官は新しく最先願になった第 1 国出願がパリ条約上

優先権主張の基礎になるる最先願の要件になるか否かを審査しなければな

らない。 

 

7.5 条約優先権主張出願審査の留意事項 

(1)世界各国は、発明の保護に向けた多様な形の出願制度を設けているが、その

出願がパリ条約による優先権を主張することができる正規の国内出願であるか

否かを他国の特許庁がそれぞれ確認し難いのが現実である。従って、各特許庁

は、該当出願がパリ条約による優先権を主張することができる正規の国内出願

であるか否かを判断して優先権証明書類を発給しなければならず、他国の特許

庁は、このように発給された優先権証明書類を根拠にして当該出願の優先権を

認める。[パリ条約 4(A)(3)] 

(2)米国において行った出願に基づいた条約優先権主張出願をした場合は、次の

通りに審査する。 

①米国の一部継続出願(Continuation-in-part application、以下、「CIP出願」

という)だけを条約優先権主張の基礎にしている場合 

CIP出願だけを優先権主張の基礎にした上、優先権証明書類も CIP出願の明

細書のみを提出した場合には、まずすべての発明に対して特許要件の判断

日を遡及せずに審査し、その後、原出願の明細書などが提出されるときには

下記の通りに取り扱う。 

条約優先権主張出願された発明が CIP 出願の明細書又は図面(以下、「明細

書など」という)だけ記載されている場合には、その発明の特許要件の判断

日は CIP 出願の出願日である。条約優先権主張出願された発明が米国の原

出願及び CIP 出願の明細書などに共通して記載されている場合は、その発

明の特許要件の判断日は条約優先権主張出願日である。 
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②米国の原出願及びこれに関する CIP 出願すべてを条約優先権主張の基礎に

する場合 

条約優先権主張の出願日が米国の原出願日から 1 年以内である場合は、我

が国に出願された発明のうち原出願及び CIP 出願の明細書などに共通して

記載されている事項については原出願の出願日を、CIP出願の明細書などだ

けに記載されている事項については CIP 出願の出願日を特許要件判断日に

する。条約優先権主張出願日が米国の原出願日から 1年を経過した場合は、

我が国に出願された発明のうち原出願及び CIP 出願の明細書などに共通し

て記載されている事項については特許要件の判断日を遡及せず、CIP出願の

明細書などだけに記載されている事項については、特許要件の判断日を CIP

出願の出願日にする。 

パリ条約において規定する優先権は、加盟国のある一国において行った最

初出願によってのみ発生するものである。従って、CIP出願及びその原出願

の明細書などに共通して記載されている事項については、CIP出願がパリ条

約第 4 条 C(2)上の最初出願であると認められないため、上記の通りに取り

扱う。 

(説明)CIP出願は、その原出願の明細書などの記載に基づいて出願されたも

のであるため、パリ条約第 4 条 C(2)上の最初出願であると認められ

ないため、その条約優先権主張は原則としてこれを認めることがで

きないが、原出願(番号を記載すること)の明細書などの写し(出願日、

出願番号、証明の内容を確認することができるもの)を提出し、当該

条約優先権主張出願が CIP 出願の明細書だけに記載されている事項

について優先権主張をした出願であることを明確にする場合には、

例外とする。 

③米国の仮出願(provisional application)又は通常出願(non-provisional 

application)を条約優先権主張の基礎にする場合 

米国特許法上の仮出願による通常出願は、米国特許法第 111 条第 b 項によ

る仮出願の利益(優先権)を請求する通常出願と第 119 条第 e 項による仮出

願から転換された通常出願があり、それに応じて優先権主張の基礎になる

出願が変わるため、米国特許商標庁がどの出願に対して優先権証明書類
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(priority document、certified copy of the original application)を発

給したかによって適法性を判断する。米国特許商標庁が仮出願に対する優

先権証明書類を出願人に発給したという事実は、米国特許商標庁が仮出願

をパリ条約による優先権の根拠になる通常国内出願として認めたというこ

とを裏付ける。 

一般的に仮出願後、通常出願がない場合は、仮出願が優先権主張の基礎にな

り、仮出願から転換して通常出願した場合には、仮出願は仮出願としての地

位を喪失するため、パリ条約による優先権主張の基礎出願は通常出願であ

り、その優先期間の開始日は通常出願の出願日に認められる仮出願の出願

日である。仮出願の利益(優先権)を主張して通常出願した場合には、仮出願

が基礎出願になり、優先期間の開始日は仮出願の出願日である。 

(3)条約による優先権証明書類が最先日から 1年 4月以内に提出されなかった場

合、その優先権主張は効力を喪失する。ここで優先権証明書類が提出されなかっ

た場合には、優先権証明書類提出書のみ提出して明細書及び図面の謄本は提出

しなかった場合が含まれる。[特法 54(6)、パリ条約 4(D)(4)] 

 優先権証明書類が 1 年 4 月が経過する時までに提出されなかった場合、審査

官は補正を要求し、当該優先権主張手続きを無効にする。この場合、優先権証明

書類を提出しなかったという手続上の瑕疵は解消されない。優先権証明書類の

法定提出期間が経過したため、補正要求の指定期間以内に優先権証明書類が提

出されたとしても返戻の対象になるためである。[特法 46、16、特則 11(1)(7)] 

 一方、国際特許出願の場合は、1 年 4 月以内に WIPO に優先権証明書類を提出

しなかったとしても、国内段階に移行した後、優先権証明書類を提出する機会を

付与しなければならないため、補正要求によって優先権証明書類を提出する場

合、これを受け付けなければならない。[特則 113の 2(1)、PCT規則 17.1(c)] 

(4)優先権証明書類の提出が簡素化された国において提出した第 1国出願に基づ

いて条約優先権主張をして、出願書にその出願番号及びアクセスコードを記載

して出願した場合、日本及び欧州特許庁の出願を基礎にした場合を除いては、最

先日から 1 年 4 月以内に我が庁が電子的交換方法により当該優先権証明書類の

提供を受けることができる状態であったか否かを確認しなければならない。優

先権証明書類の提出期間内に出願履歴上、書類が交換された履歴を確認するこ

とができない場合には、当該優先権主張に対して補正を要求し、無効処分する。

[特則 25(1)、特法 46、16] 
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原則として期間を経過して優先権証明書類が提出される、又は交換された場

合は、特許法第 54条第 6項により自然に優先権主張の効力を喪失するが、優先

権証明書類の提出期間内に出願人が第 1 国と我が国の両方において証明書類が

交換されるように適法した手続きをすべて完了した場合は、期間を経過して提

出される、又は交換された優先権証明書類も有効なものとみなして優先権主張

を適合したものとする。[特法 54(6)] 

(5)審査官が補正を要求する中で指定した期間が延長されても、最先日から 1年

4月が経過した後には、優先権主張の追加などの補正はすることができないとい

う点に留意しなければならない。[特法 54(7)] 

特許法第 54条第 7項による優先権主張を補正する、又は追加することができ

る期間は法定期間であって、特許法第 15条第 2項の規定により 1年 4月を超え

て延長することができる期間ではないため、たとえ最先日から 1 年 4 月以内に

優先権主張の補正要求をしたとしても、最先日から 1 年 4 月が経過した以降は

優先権主張の追加などの補正は認められない。 

審査官はこの場合、最先日から 1年 4月が経過した後には、特許法第 54条第

7項の規定による優先権主張を補正する、又は追加をすることができない旨を補

正要求書に共に記載することができる。 
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第 4 章 国内優先権主張出願 

 

1. 特許法第 55条 

 

特許法第 55 条(特許出願などに基づいた優先権主張)①特許を受けようとする

者は、自身が特許又は実用新案登録を受けることができる権利を有する特許

出願若しくは実用新案登録出願として先に行った出願(以下、「先願」という)

の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明に基づいてそ

の特許を出願した発明に対して優先権を主張することができる。ただし、次の

各号のいずれかの一つに該当する場合には、この限りでない。 

1. その特許出願が先願の出願日から 1年が経った後で出願された場合 

2. 先願が第 52条第 2項(｢実用新案法｣第 11条により準用される場合を含む)

による分割出願、又は第 53 条第 2 項若しくは｢実用新案法｣第 10 条第 2 項

による変更出願である場合 

3. その特許出願をする時に先願が放棄･無効又は取下げにされた場合 

4. その特許出願をする時に先願が特許可否の決定、実用新案登録可否の決定

又は拒絶する旨の審決が確定された場合 

 ②第１項による優先権を主張しようとする者は、特許出願をする時に特許出

願書にその趣旨と先願の表示をしなければならない。 

 ③第１項による優先権主張を伴う特許出願された発明のうち、当該優先権主

張の基礎になった先願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載さ

れた発明と同一の発明に関して、第 29 条第 1 項･第 2 項、同条第 3 項本文、

同条第 4 項本文、第 30条第 1項、第 36条第 1項から第 3項まで、第 96条第

1 項第 3 号、第 98 条、第 103 条、第 105 条第 1 項･第 2 項、第 129 条及び第

136 条第 5項(第 133条の 3第 3項又は第 133条の 2第 4項により準用される

場合を含む)、｢実用新案法｣第 7 条第 3 項･第 4 項及び第 25 条、｢デザイン保

護法｣第 95 条及び第 103 条第 3 項を適用するときは、その特許出願は、その

先願の出願をした時に特許出願したものとみなす。 
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 ④第 1 項による優先権主張を伴う特許出願の出願書に最初に添付された明細

書又は図面に記載された発明のうち、当該優先権主張の基礎になる先願の出

願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一の発明は、

その特許出願が出願公開される、又は特許が登録公告された時に当該優先権

主張の基礎になった先願に関して出願公開がされたものとみなし、第 29条第

3項本文、同条第 4項本文又は｢実用新案法｣第 4条第 3項本文・第 4項本文を

適用する。 

 ⑤先願が次の各号のいずれかの一つに該当すれば、その先願の出願書に最初

に添付された明細書又は図面に記載された発明のうち、その先願に関して優

先権主張の基礎になった出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に

記載された発明に対しては第 3項及び第 4項を適用しない。 

1. 先願が第 1項による優先権主張を伴う出願である場合 

2. 先願が｢工業所有権の保護に向けたパリ協約｣第 4 条 D(1)による優先権主

張を伴う出願である場合 

 ⑥第 4項を適用するとき、次の各号のいずれかの一つに該当しても第 29条第

7項を適用しない。 

1. 先願が第 201条第 4項により取り下げられたとみなす国際特許出願である

場合 

2. 先願が｢実用新案法｣第 35 条第 4 項により取り下げられたとみなす国際実

用新案登録出願である場合 

 ⑦第 1項による要件を備えて優先権主張をした者は、先願日(先願が二つ以上

である場合は、最先願日をいう)から 1年 4カ月以内にその優先権主張を補正

する、又は追加することができる。 

特許法第 56 条(先願の取下げなど)①第 55 条第 1 項による優先権主張の基礎に

なった先願は、その出願日から 1 年 3 カ月が過ぎた時に取り下げられたもの

とみなす。ただし、その先願が次の各号のいずれかの一つに該当する場合に

は、この限りでない。 

1. 放棄、無効又は取下げにされた場合 

2. 特許可否の決定、実用新案登録可否の決定又は拒絶する旨の審決が確定し

た場合
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3. 当該先願に基づいた優先権主張が取り下げられた場合 

 ②第 55条第 1項による優先権主張を伴う特許出願の出願人は、先願の出願日

から 1 年 3 カ月が経過した後は、その優先権主張を取り下げることができな

い。 

 ③第 55 条第 1項による優先権主張を伴う特許出願が先願の出願日から 1年 3

カ月以内に取り下げられたときには、その優先権主張も同時に取り下げられ

たものとみなす。 

 

2. 国内優先権主張の趣旨 

 

特許出願などによる優先権主張(以下、「国内優先権主張」という)制度は、特

許出願など(以下、「先願」という)に基づいて当該先願をより具体化する、又は

改良・追加する発明をした場合、これら発明に対する保護策を設けるための制度

である。[特法 55(1)、特法 47(2)] 

先願を具体化又は改良・追加する発明について、通常の出願手続きで出願する

場合は、自身の先願と同一の発明であるという理由で拒絶される、又は先願の明

細書又は図面を補正して改良された発明を追加する場合は、新規事項の追加を

理由に拒絶決定されることがあった。そのため、このような不合理を無くし、技

術開発の成果物である発明が漏れなく保護を受けることができるようにするた

め、先願に記載された発明と同一の発明は先願日に、新しく追加された発明は国

内優先権主張出願(以下、「後願」という)の出願日に出願したものと認める制度

を設けた。 

 

3. 国内優先権主張の要件 

 

3.1 主体的要件 

(1)国内優先権を主張することができる者は、先願の出願人(特許法第 38 条第 4

項により効力が発生した承継人を含む)である。先願人と後願人は、後願の出願

時点で同一でなければならない。[特法 55(1)] 
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(2)共同出願である場合は、後願人の全員が先願人と完全に一致しなければなら

ない。先願人と後願人が同一人であると認められるためには、出願人の住所又は

営業所が一致しなければならず、出願人の氏名又は名称が一致しなければなら

ず、出願人の印章が一致することが求められる。[特法 11(1)] 

 

3.2 時期的要件 

後願は、先願の出願日から 1 年以内に出願しなければならない。[特法

55(1)(1)] 

 

3.3 客体的要件 

(1)国内優先権主張は、先願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載

された発明を基礎にすることができる。請求範囲に記載されず発明の説明又は

図面に記載された発明であっても国内優先権主張の基礎になることができる。

[特法 55(3)] 

(2)先願が分割出願又は変更出願であってはならない。ただし、国内優先権主張

出願に基づいた変更出願又は分割出願はできる。[特法 55(1)(2)] 

(参考)分割出願と変更出願を国内優先権主張の基礎にすることができないよう

にしたのは、優先権主張の適合性を審査するに当たって先願と分割出願

又は変更出願の間に出願人の同一性、期間の算定及び優先権主張発明の

同一性判断など、審査処理上の煩雑さを避けるためである。 

(3)国内優先権主張出願の出願時に先願が無効、取下げ又は放棄される、若しく

は特許可否の決定、実用新案登録可否の決定が確定していてはならない。[特法

55(1)(3)、(4)] 

特許決定又は実用新案登録決定が確定した時点は、特許決定書又は実用新案

登録決定書が出願人に送達された時点であり、特許拒絶又は実用新案登録拒絶

決定の場合は、出願人が特許拒絶決定書又は実用新案登録拒絶決定書の送達を

受けた日から 30日が経過した時である。
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(参考)国内優先権主張出願日に先願を取下げ又は放棄した場合は、優先権主張

が適合したものとみなし、先願が無効にされた場合は、国内優先権主張が

無効時点より遅いということが明白ではない限り、その優先権主張を認

める。 

 

4. 国内優先権主張の手続き 

 

(1)国内優先権を主張しようとする者は、特許出願時、特許出願書にその趣旨及

び先願の表示をしなければならない。[特法 55(2)、特則 21(1)] 

(2)国内優先権主張手続きにおいて優先権証明書類の提出は必要としない。国内

優先権主張の適合性は、先願の出願書などによる。 

(3)国内優先権主張出願に対しても先願時に主張した特許法第 30 条の規定の適

用を受けようとする場合には、その趣旨を出願書に記載して法定期間内に特許

法第 30条第 2項による証明書類を提出しなければならない。ただし、その証明

書類の内容が先願に対して提出された証明書類の内容と同一であるときには、

その趣旨を記載してこれを援用することができる。[特法 30(2)、特法 55(3)、特

則 10(2)] 

先願時に公知例外主張をしなかった場合には、国内優先権主張出願(2015年 7

月 28日以前の出願に限る)時にこのような主張をするものは認めない。 

(参考)条約優先権主張の場合は、特許法第 30条の適用に当たって出願日が遡及

されないが、国内優先権主張は出願日が遡及される。[特法 55(3)] 

(4)国内優先権主張出願に対する分割出願又は変更出願について、特許法第 55

条第 1 項の規定の適用を受けようとする場合には、当該分割出願又は変更出願

時にその国内優先権主張をしなければならない。[特法 54(3)、特法 55(2)] 

 

5. 国内優先権主張の効果 

 

(1)国内優先権主張出願に関する発明のうち、当該優先権主張の基礎になった先

願の最初明細書又は図面に記載されている発明と同一の発明に対しては、次の
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規定を適用するに当たって、当該後願は先願時に出願されたものとみなす。[特

法 55(3)] 

①特許法第 29条第 1項、第 2項(新規性、進歩性) 

②特許法第 29条第 3項、第 4項(拡大された先願の地位) 

③特許法第 30条第１項(公知例外主張) 

④特許法第 36 条第 1 項乃至第 3 項(先願、実用新案法第 7 条第 3 項及び第 4

項も同じ趣旨) 

⑤特許法第 96条第 1項第 3号(特許権の効力が及ばない範囲) 

⑥特許法第 98 条(他人の特許発明、登録実用新案、登録デザインなどの利用

又は特許権とデザイン権との抵触の関係、実用新案法第 25条及びデザイン

保護法第 95条も同じ趣旨) 

⑦特許法第 103条(先使用による通常実施権) 

⑧特許法第 105条第 1項及び第 2項(デザイン権の存続期間満了後の通常実施

権、デザイン保護法第 103条第 3項も同じ趣旨) 

⑨特許法第 129条(生産方法の推定) 

⑩特許法第 136条第 5項(訂正審判) 

(2)先願が国内優先権主張又はパリ条約による優先権主張を伴う場合、その主張

の基礎になった出願に記載されている発明について、後願において累積して優

先権を認めることは、実質的に優先期間を延長することになるため、その発明に

対しては優先権を認めず、先願について新しく追加された発明に限って優先権

主張の効果を認める。[特法 55(5)] 

(参考)先願の基礎出願に記載された発明についても、優先権主張の効果を有す

るためには、後願において先願の基礎出願も複合的に優先権主張をしな

ければならない。 

(3)国内優先権主張の基礎になった先願は、その出願日から 1年 3月を経過した

時に取り下げられたものとみなす。ただし、先願が無効、取下げ又は放棄される、

若しくは特許可否の決定、実用新案登録可否の決定が確定した場合には、取下げ

とみなす対象がないため、取下げとみなさず、当該先願に基づいた国内優先権主

張が先願日から 1年 3月以前に取り下げられた場合にも、取下げとみなさない。

[特法 56(1)]
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複数の特許出願を基礎にして複合的に行った国内優先権主張出願において、

その先願は、最先願日から 1 年 3 月が経過した時に先願が一括に取り下げられ

るとみなすのではなく、それぞれの先願の出願日から 1 年 3 月が経過した時に

取り下げられるものとみなす。 

(参考)出願公開は係属中の出願を対象にするため、取下げとみなされた先願は

出願公開されない。先願日から 1 年 3 月以内に早期公開を申し立てた場

合、その先願は出願公開される。 

(4)国内優先権主張は、いつでも取下げができるが、先願日から 1年 3月が経過

した後は、その優先権主張を取り下げることができない。また、後願が 1年 3 月

以内に取り下げられたときには、それに伴う国内優先権主張も同時に取り下げ

られたものとみなす。[特法 55(7)、特法 56(2)、(3)] 

(参考)先願日から 1 年 3 月以内に後願が取り下げられれば、その優先権主張も

同時に取り下げられるため、先願日から 1 年 3 月が経過しても先願は取

下げとみなされない。[特法 56(3)] 

 

6. 国内優先権主張の補正 

 

(1)出願人は、先願日(先願日が 2以上である場合は最先願日)から 1年 4月以内

に国内優先権主張を補正する、又は追加することができる。 

(参考)外国に出願した第 1 国出願と国内に出願した先願を基礎にして複合優先

権主張をした場合、その他外国出願を優先権主張に追加することは、特許

法第 54条第 7項により、第 1国出願日と国内先願の出願日のうち最先日

から 1 年 4 月以内にすることができるのに対し、他の国内出願を優先権

主張に追加することは、国内先願の出願日らのうち最先願日から 1 年 4

月以内にすることができる。これは特許法第 55条第 7項において規定す

る先願が同条第１項による優先権主張、すなわち、国内優先権主張の基礎

になった、先にした出願を意味するためである。 
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(2)特許法第 55条第 7項は、国内優先権主張を補正することができる者は、「第

1項による要件を備えて優先権主張をした者」と規定している。従って、国内優

先権主張を補正する、又は追加するためには、特許法第 55条第 1項により出願

当時に国内優先権主張をしていなければならず、出願当時に行った国内優先権

主張のうち少なくとも一つが特許法第 55条第 1項の要件を備えていなくてはな

らない。[特法 55(7)] 

(3)国内優先権主張で追加することができる出願は、特許法第 55 条第 1 項によ

る要件を備えなければならない。要件の充足有無は、①先願が後願の出願日以前

の 1 年以内に出願されたものであること、②先願が分割出願又は変更出願では

ないこと、③先願が無効、取下げ又は放棄される、若しくは特許可否の決定、実

用新案登録可否の決定が確定していないこと、④先願人と後願人が同一である

こと、⑤優先権主張を特定することができる程度に優先権主張に関する事項を

明確に記載することなどを基準にして判断しなければならない。[特法 55(1)] 

要件の充足有無の判断時点は、関連規定の趣旨を勘案してそれぞれ適用しな

ければならない。すなわち、上記の要件のうち①の要件の判断時点は後願時であ

り、③と④の要件は当該国内優先権主張を補正する、又は追加する時点を基準に

して判断する。 

(参考)架空の出願、他人の出願又は特定することができない出願を基礎にして

国内優先権主張をした場合、その国内優先権主張は根本的に無効である

ため、優先権主張を補正する、又は追加することができない。 

(4)先願日から 1 年 4 月以内に国内優先権主張を補正することができる範囲は、

複合優先権主張において優先権主張の全部取下げ、一部取下げ及び優先権主張

の明白な誤記を訂正する補正は勿論、優先権主張を追加する補正もできる。ただ

し、特許法第 56条第 2項により先願日から 1年 3月が経過した時には、優先権

主張を取り下げることができない。複合優先権主張において先願日から 1 年 3

月の経過の当否は、それぞれの先願日より計算する。[特法 55(7)、特法 56(2)] 

最先願日から 1 年 4 月後にすることができる国内優先権主張の補正は、条約

優先権主張と同じく明白な誤記に限る。 
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(参考)優先権主張を取り下げて追加しようとする場合、取下書を別途に提出せ

ず、1件の補正書に補正事項をすべて記載して提出しても問題ない。 

 

7. 国内優先権主張出願の審査 

 

7.1 審査の概要 

国内優先権主張のある出願又は国内優先権主張に関する補正書が受け付けら

れれば、出願書及び補正書によって優先権主張の方式の適合性を審査して、優先

権主張の不適合事項を発見することができなかった場合には、先行技術調査を

実施する。[特法 46、16、規定 18(1)] 

先行技術調査の結果、先願と後願の間に特許法第 29 条又は第 36 条に関する

先行技術が存在する場合、発明毎に先願と後願の発明の同一性を判断し、同一の

発明に対しては特許要件判断時に出願日を先願日に遡及して審査し、同一性が

認められない発明に対しては出願日を遡及することができない理由を拒絶理由

と共に記載して拒絶理由通知する。[特法 55(3)] 
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7.2 国内優先権主張審査手続きのフロー図 

 

 
 

 

7.3 国内優先権主張の方式審査 

(1)特許出願時、国内優先権主張がある場合、その優先権主張の方式の適合性を

審査しなければならず、審査の結果、優先権主張が不適合する場合には補正を求

め、補正要求にもかかわらず指定期間内に優先権主張の瑕疵が直されない場合

には、その国内優先権主張手続きを無効にしなければならない。国内優先権主張

を補正することができる範囲は、先願日から 1 年 4 月が経過したか否かによっ

て変わるため、留意しなければならない。[特法 46、16、規定 18(1)] 

国内優先権主張に関する方式審査の対象は、発明の同一性を除いた国内優先

権主張要件の全体である。 

 



第 4 章 国内優先権主張出願 

6411 

 

(2)国内特許出願又は我が国のみを指定した国際特許出願に基づいて優先権を

主張した国際特許出願が自己指定されて国内段階に移行した場合、上記の優先

権主張は国内優先権主張に取り扱われるため、方式審査時に先願の出願係属当

否に注意して審査する。国際出願日に先願が無効、取下げ又は放棄される、若し

くは特許可否の決定が確定した場合などには、その優先権主張に対して補正を

求め、瑕疵が直されなければ当該優先権主張を無効にする。[PCT8(2)(b)、特法

55(1)] 

 

7.4 国内優先権主張出願の実体審査 

(1)国内優先権主張が不適合して無効にした場合、国内優先権主張出願は特許要

件の判断日を遡及せず、実際の出願日を基準にして審査する。 

国内優先権主張が無効になった場合は、先願は取下げとみなされないため、特

許法第 36条などの適用に当たって留意しなければならない。[特法 56(1)] 

(2)国内優先権主張に対する方式審査の結果、優先権主張が適合した場合には、

発明毎に特許要件の判断日を遡及することができるか否かを検討する。 

すなわち、条約優先権主張の場合と同じく、先願において最初に添付された明

細書又は図面に記載された発明に対しては特許法第 29 条など特許要件の判断

時、先願日に出願されたとみなして審査し、そうではない発明に対しては後願日

を基準にして審査する。 

 

7.5 国内優先権主張出願審査の留意事項 

(1)国内優先権主張出願がある場合、優先権主張の基礎になった先願は、先願日

から 1 年 3 月が経過した時点で取り下げられたものとみなされるため、その先

願に対しては審査を進行せず保留する。先願に対する優先審査請求がある場合

も、同じである。[規定 7(1)(7)] 

(2)国内優先権主張をすることができる者は、先願人と先願人の正当な承継人で

ある。特許法第 38条第 4項により、出願後は相続その他一般継承を除いては出

願人変更届出をしなければ承継の効力が発生しないため、後願日の以前(同日を

含む)に先願の出願人名義を後願する者に変更しなければ、その優先権主張は適

法ではない。先願人と後願人が異なる場合、補正を要求し、後願当時に後願人が
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先願人の一般承継人であることを立証することができない場合、その国内優先

権主張を無効にする。[特法 55(1)、特法 38(4)、特法 16] 

(3)出願初期に国内優先権主張の適否を判断して適切な補正をするようにしな

かった場合、先願が不当に取下げと見なされたり、出願を取下げて再び優先権主

張出願をすることができる機会を喪失するなど、出願人の被害が発生し得るた

め、優先権主張の方式審査は出願初期にし、例外的に脱落した事項について追加

的に特許庁長名義で補正を要求するものとする。 

(4)国内優先権主張が特許法第 55 条第 1 項各号に違背する、又は先・後願人が

同一でないため優先権主張が無効になった場合、その優先権主張は法律効果が

生じなくなり優先権主張という行為自体がなかったものとみなされるため、先

願の審査保留及び取下げとみなされる状態を修正して審査を改めて継続しなけ

ればならない。 

このとき、先願は出願公開により特許法第 29条第 3項のその他出願になるこ

とができ、同法第 36条の先願になることができるため、審査に留意しなければ

ならない。また、後願は優先権主張がない通常の出願に取り扱わなければならな

い。[特法 29(3)] 
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第 1 章 許可などによる特許権存続期間の延長 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 89 条(許可などによる特許権存続期間の延長)①特許発明を実施する

ためにその他法令によって許可を受ける、又は登録などをしなければならず、

その許可又は登録など(以下、「許可など」という)のために必要な有効性・安

全性などの試験によって長期間が所要される大統領令で定める発明の場合、

第 88条第 1項にもかかわらず、その実施することができなかった期間につい

て 5 年の期間までにその特許権存続期間を一回に限って延長することができ

る。 

 ②第 1 項を適用する時、許可などを受けた者の責めに帰することができる理

由により所要された期間は、第 1項の「実施することができなかった期間」に

含まれない。 

特許法施行令第 7 条(許可などによる特許権存続期間の延長登録の出願の対象

発明)法第 89 条において「大統領令で定める発明」とは、次の各号のいずれ

かの一つに該当する発明をいう。 

1. 特許発明を実施するために「薬事法」第 31条第 2項・第 3項又は第 42条

第 1 項により品目許可を受けた医薬品[新物質(薬効を現す活性部分の化学

構造が新しい物質をいう。以下、この条において同じ)を有効成分にして製

造した医薬品であって、最初に品目許可を受けた医薬品に限定する]の発明 

2. 特許発明を実施するために「農薬管理法」第 8 条第 1項、第 16条第 1項、

第 17 条第 1 項により登録した農薬又は原剤(新物質を有効成分にして製造

した農薬又は原剤であって、最初に登録した農薬又は原剤に限定する)の発

明 

 

2. 趣旨 

 

特許権は設定の登録によって発生し、特許権の存続期間は、特許権の設定登録
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があった日から特許出願日後 20年になる日までに限定される。しかし、医薬品

と農薬など一部の分野においては、その特許発明を実施するためにその他法令

による許可又は登録を受けなければならず、許可又は登録を受けるために所要

される期間中には、その発明を独占的に実施することができないため、その他特

許権との公平性の問題が引き起こされた。[特法 88] 

従って、特許発明を実施するためにその他法令の規定によって許可を受ける、

又は登録しなければならない場合であり、大統領令で定める発明は、特許法第

88 条第 1 項にもかかわらず、5 年の期間内においてその実施することができな

かった期間に対して当該特許権の存続期間を 1 回に限って延長することができ

る。[特法 89(1)] 

一方、1990年9月1日以前に出願されて設定登録された特許権の存続期間の延

長については、特許権存続期間の延長登録出願制度ではない特許権存続期間の

延長申立制度が適用される。 

 

3. 延長登録の対象 

 

3.1 延長を受けることができる発明 

特許権存続期間の延長登録出願の対象になる特許発明は、特許法第 89 条第 1

項によって特許法施行令第 7 条各号の 1 において規定する発明であり、物質特

許、製法特許、用途特許及び組成物特許などである。[特法 89(1)、特令 7] 

(参考)特許法施行令第 7 条各号の 1 に規定された発明に該当すれば、その許可

又は登録(以下、「許可など」という)に長期間が所要されたか否かについ

ては判断していない。 

 

3.2 許可又は登録の根拠法令 

許可などによる特許権存続期間の延長登録出願の対象になる発明は、①特許

発明を実施するために「薬事法」第 31 条第 2 項・第 3 項又は第 42 条第 1 項に

より品目許可を受けた医薬品[新物質(薬効を現す活性部分の化学構造が新しい

物質をいう。以下、この条において同じ)を有効成分にして製造した医薬品であ

って、最初に品目許可を受けた医薬品に限定する]の発明と、②特許発明を実施

するために「農薬管理法」第 8条第 1項、第 16条第 1項又は第 17条第 1項に
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より登録した農薬又は原剤(新物質を有効成分にして製造した農薬又は原剤で

あり、最初に登録した農薬又は原剤に限る)の発明であって薬事法又は農薬管理

法規定による許可又は登録を受けるために一定期間、特許発明を実施すること

ができなかった発明に限る。従って、これ以外のその他法の規定による許可又は

登録によって一定期間、発明を実施することができなかった場合には、延長登録

出願の対象にならない。[特令 7、特許権の存続期間の延長制度運営に関する規

定 4] 

 

3.3 特許権の存続可否 

許可などによる特許権存続期間の延長登録出願は、対象になる特許発明の特

許権が存続する場合に限って可能である。従って、当該特許権が無効又は取消に

なる、若しくは特許料を納付せずに消滅した場合は、特許権存続期間の延長登録

出願が認められない。当該特許権に関する無効審判が係属中である場合には、延

長登録出願をすることができる。[特許権の存続期間の延長制度運営に関する規

定 2(3)] 

一方、特許権延長登録出願の当時は延長対象になる特許権が存続していたが、

その後無効又は取消になった場合は、特許法施行規則第 11条によって疎明機会

を付与した後でその延長登録出願書を返戻する。[特則 11] 

 

3.4 延長対象の判断における考慮事項 

①一つの特許に含まれた複数の有効成分に対して複数の許可がある場合、複

数の許可のいずれかの一つを選択して、1 回に限って存続期間延長が可能

である。[特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 3] 

 

 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 許可Ａ 

許可Ｂ 

許可Ｃ 
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例えば、一つの特許について延長登録出願の対象になる有効成分 A、B及び

C に対してそれぞれ許可 A、B 及び C を受けていれば、各有効成分のうち延

長を受けようとする許可一つのみ選択して、1回に限って延長登録出願が可

能である。 

②一つの特許に含まれた同一の有効成分に対して複数の許可がある場合、最

初の許可に限って存続期間の延長が可能である。 

 

例えば、延長登録出願の対象になる有効成分(イ)について製品許可 A、原剤

許可 B 及び剤型変更許可 C を順に受けていれば、その最初の許可である製

品許可 A により特許発明の実施ができるようになるため、最初の許可であ

る A に対してのみ延長登録出願が可能である。 

③一つの許可に複数の特許が関連する場合、許可に関する特許それぞれに対

して存続期間の延長が可能である。 

 

例えば、許可 Dを受けた医薬品の有効成分に関する物質特許、製法特許及び

用途特許がそれぞれ存在する場合、これら特許発明の実施に当たってその

許可を受ける必要があると認められる場合、それに関する特許 A、B 及び C

に対してそれぞれ延長登録出願が可能である。 

 

（イ
） 

許可Ａ 

（錠剤） 

許可Ｂ 

（注射剤） 

許可Ｃ 

（外用剤） ➭ ➭ 

許可Ｄ 

（特許Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
特許Ｂ（製法特許） 

特許Ｃ（用途特許） 

特許Ａ（物質特許） 



第 1 章 許可などによる特許権の存続期間の延長 

7105 (2015年 1月追録) 

 

4. 延長を受けることができる期間 

 

特許権の存続期間を延長することができる期間は、その特許発明を実施する

ことができなかった期間であって 5 年の期間内に限定される。つまり、たとえ

特許発明の実施に向けた許可又は登録に 5 年以上所要された場合であっても、

特許権の存続期間を 5年以上延長することはできない。[特法 89(1)] 

特許発明を実施することができない期間の算定については、次の通りにする。

期間を算定するときには、特許権の設定登録日以後の期間だけを考慮し、当該官

庁の許可又は登録申立に関する書類の検討期間のうち、許可などを受けた者の

責めに帰することができる理由によって所要された期間は除く。[特法 89(2)、

特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 4] 

①医薬品(動物用医薬品は除く)の品目許可を受けるために食品医薬品安全庁

長の承認を得て実施した臨床試験期間と食品医薬品安全庁において所要さ

れた許可申立に関する書類の検討期間を合算した期間 

②動物用医薬品の品目許可を受けるために国立獣医科学検疫院長から承認を

得て実施した臨床試験期間と国立獣医科学検疫院において所要された許可

申立に関する書類の検討期間を合算した期間 

③農薬又は農薬原剤を登録するために農薬管理法施行令が定める試験研究機

関において実施した薬効又は薬害などの試験期間と農村振興庁において所

要された登録申立に関する書類の検討期間を合算した期間 

 

5. 許可などによる特許権存続期間の延長登録出願 

 

5.1 関連規定 

特許法第 90 条(許可などによる特許権の存続期間の延長登録出願)①第 89 条第

1 項により特許権の存続期間の延長登録出願をしようとする者(以下、この条

及び第 91 条において「延長登録出願人」という)は、次の各号の事項を記し

た特許権の存続期間の延長登録出願書を特許庁長に提出しなければならない。 
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1. 延長登録出願人の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所

在地) 

2. 延長登録出願人の代理人がいる場合は、その代理人の氏名及び住所又は営

業所の所在地[代理人が特許法人・特許法人(有限)である場合は、その名称、

事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名] 

3. 延長対象特許権の特許番号及び延長対象請求範囲の表示 

4. 延長申立の期間 

5. 第 89 条第 1項による許可などの内容 

6. 産業通商資源部令で定める延長の理由(これを証明することができる資料

を添付しなければならない) 

②第 1項による特許権の存続期間の延長登録出願は、第 89条第 1項による許可

などを受けた日から 3カ月以内に出願しなければならない。ただし、第 88条に

よる特許権の存続期間の満了前の 6 カ月以降は、その特許権の存続期間の延長

登録出願をすることはできない。 

③特許権が共有に係る場合は、共有者全員が共同で特許権の存続期間の延長登

録出願をしなければならない。 

④第 1 項による特許権の存続期間の延長登録出願があれば、その存続期間は、

延長されたものとみなす。ただし、その出願に関して第 91条の延長登録拒絶決

定が確定した場合は、この限りでない。 

⑤特許庁長は、第 1項による特許権の存続期間の延長登録出願があれば、第 1項

各号の事項を特許公報に掲載しなければならない。 

⑥延長登録出願人は、特許庁長が延長登録可否決定謄本を送達する前までに延

長登録出願書に記されている事項のうち第 1項第 3号から第 6号までの事項(第

3号のうち、延長対象特許権の特許番号は除く)について補正することができる。

ただし、第 93条によって準用される拒絶理由通知を受けた後は、当該拒絶理由

通知による意見書の提出期間に限って補正することができる。 

 

5.2 延長登録出願人
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特許権存続期間の延長登録出願の出願人は特許権者に限り、特許権が共有に

係る場合には、共有者全員が共同で特許権存続期間の延長登録出願をしなけれ

ばならない。[特法 91(4)、特法 90(3)] 

特許権存続期間の延長登録出願をした者が特許権者ではない、又は共有者全

員が共同で特許権存続期間の延長登録出願をしない場合は、拒絶理由になる。

[特法 91] 

 

5.3 出願することができる時期 

許可などによる特許権存続期間の延長登録出願は、特許法第 89条の規定によ

る許可などを受けた日から 3 月以内に出願しなければならない。ただし、同法

第 88条において規定する特許権存続期間の満了前の 6月以降はすることができ

ない。[特法 90(2)、特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 5] 

特許法第 89条の規定による許可などを受ける前、又は許可などを受けた日か

ら 3 月が経過した時、若しくは存続期間の満了前の 6 月から特許権満了時まで

に、又は特許権が満了した後で特許権存続期間の延長登録出願をした場合には、

特許法施行規則第 11条の規定によって疎明の機会を付与した後、許可などによ

る特許権存続期間の延長登録出願書を返戻する。[特則 11(1)(7)] 

 

5.4 出願書類 

(1)特許権存続期間の延長登録出願をしようとする者は、「延長理由及びこれを

証明する資料 1通」及び「代理権を証明する書類(代理人により手続きをする場

合に限る)1通」を特許法施行規則別紙第 30号書式の出願書に添付して特許庁長

に提出しなければならない。[特則 52] 

(2)延長登録出願書は、次の通りに記載しなければならない。[特法 90(1)、特許

権の存続期間の延長制度運営に関する規定 6] 

①延長登録出願人には特許権者を記載する。また、特許権が共有に係る場合

は、共有者全員が延長登録出願人にならなければならない。 

②特許許番号及び出願番号には特許権存続期間の延長を希望する特許番号及

びその特許に対応する出願番号を記載する。 
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③発明の名称には、特許発明の名称を記載する。 

④延長対象の請求範囲には、延長登録を受けようとする有効成分が含まれて

いて、延長を受けようとするすべての請求項を記載し、これら請求項が特許

法第 89条の規定による許可又は登録事項がどのように含まれているかを具

体的に例示して記載しなければならない。 

(例)第 1 項において R1 = CH3 R2 = OHである一般式(I)化合物が有効成分で

ある一般名○○○に該当 

⑤延長理由及びこれを証明する資料には、延長登録出願をした特許発明を実

施するために必ず特許法第 89条の許可又は登録を受けなければならない理

由を記載し、これを証明することができる資料として、医薬品の場合は、臨

床試験計画書の承認書の写し及び医薬品品目許可証の写し、外国における

第 3 相臨床試験期間及び当該医薬品の許可機関における書類検討期間を立

証することができる資料を、農薬の場合は、農薬の品目登録に向けた試験申

立依頼書の写し及び品目登録証の写しを、農薬原剤の場合は、分析及び試験

依頼書の写し及び農薬原剤登録証の写しを添付しなければならない。[特許

権の存続期間の延長制度運営に関する規定 6] 

⑥延長申立の期間は、本章 4 節によって算定された期間を日数で記載する。

ただし、この期間が 5年を超える場合は、5年の日数で記載する。 

⑦特許法第 89条の許可などを受けた日付には、医薬品の場合、薬事法第 31条

第 1 項又は第 42 条第 1 項の規定による許可日(動物用医薬品は、これに相

応する日)、農薬又は農薬原剤の場合、農薬管理法第 8条第 1項又は農薬管

理法第 16条第 1項、第 17条第 1項の規定による登録日を記載する。 

⑧特許法第 89条の許可などの内容には、特許発明を実施するために受けた関

係法令の規定及び許可などの内容を記載し、許可などを受けた者が延長登

録出願に関する特許権の専用実施権者又は登録済みの通常実施権者若しく

は当該特許権者であることを証明することができる資料を添付しなければ

ならず、許可などの内容には、以下の事項を記載しなければならない。 

1. 医薬の場合は、品目許可番号、商号名、製品名、原料薬品の分量、効能

及び効果
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2. 農薬の場合は、登録番号、商号名、農薬名、品目名、有効成分の種類及

び含量 

3. 原剤の場合は、登録番号、商号名、原剤名、有効成分の種類及び規格 

 

5.5 延長登録出願の効果 

特許権存続期間の延長登録出願があったときは、その存続期間は延長された

ものとみなす。ただし、その出願について特許法第 91条第 1項の延長登録拒絶

決定が確定したときには、この限りでない。また、延長登録出願後、延長登録拒

絶決定がある前に出願を取り下げる、又は無効若しくは返戻された場合であっ

ても、最初から特許権の存続期間が延長されなかったものとみなす。[特法 90(4)、

特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 5(2)] 

(参考)延長登録拒絶決定は、特許拒絶決定と同じく延長登録拒絶決定不服審判

がない場合は、延長登録拒絶決定の謄本が送達された後 30日が経過した

時点に確定し、延長登録拒絶決定不服審判が請求された場合には、延長登

録拒絶決定不服審判に関する審決が確定した時に確定する。 

 

5.6 延長登録出願の代理権 

(1)許可などによる特許権存続期間延長登録出願は、延長登録出願の取下げなど

とは異なり、特別授権事項ではない。従って、特許権延長登録出願は、特別授権

がなくても代理が可能である。ただし、特許権存続期間延長登録出願の手続きが

別途の出願に関する手続きであるか、それとも登録に関する手続きであるのか

が多少不明りょうな側面があるため、代理権の範囲については次の通りに取り

扱う。[特法 6] 

①特許権存続期間の延長登録出願の際、代理権を証明する書類において代理

権の範囲を「特許に関するすべての手続き」、「特許権の登録に関するすべて

の手続き」又は「特許権延長登録出願に関するすべての手続き」と表示され

ており、延長登録出願書に当該代理人を記した場合、後続する特許権存続期

間延長登録出願に関する一切の手続き(ただし、出願の放棄は特別授権の内

容に応じて決定する)に代理権があるものとみなす。[特則 5] 
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②特許権存続期間延長登録出願の際、代理権を証明する書類を提出せず、当初

特許出願の出願又は登録の際、代理権を証明する書類において代理権の範

囲を「特許に関するすべての手続き」、「特許権の登録に関するすべての手続

き」又は「特許権存続期間の延長登録出願に関するすべての手続き」と表示

し、延長登録出願書に当該代理人が記入されている場合には、後続する特許

権存続期間の延長登録出願に関する手続きに代理権があるものとみなす。 

ただし、当初特許出願の出願又は登録時に提出した代理権を証明する書類

に特許権存続期間の延長登録出願に関する代理権があると記入されている

場合であっても、延長登録出願書に当該代理人が記入されていない場合に

は、その代理人は延長登録出願に関する手続きに代理権はないものとみな

す。 

③延長登録出願の放棄は特別授権事項であるため、特別授権がない場合には、

代理人が延長登録出願を放棄することはできず、包括委任代理人の代理権

は延長登録出願にも及ぶ。[特法 6、特則 5の 2] 

 

6. 審査 

 

6.1 関連規定 

特許法第 91 条(許可などによる特許権の存続期間の延長登録拒絶決定)審査官

は、第 90条による特許権の存続期間の延長登録出願が次の各号のいずれかの

一つに該当する場合は、その出願に対して延長登録拒絶決定をしなければな

らない。 

1. その特許発明の実施が第 89 条第 1 項による許可などを受ける必要がある

と認められない場合 

2. その特許権者又はその特許権の専用実施権若しくは登録済みの通常実施

権を有する者が第 89条第 1項による許可などを受けていない場合 

3. 延長申立の期間が第 89 条によって認められるその特許発明を実施するこ

とができなかった期間を超える場合 

4. 延長登録出願人が当該特許権者ではない場合
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5.第 90条第 3項を違反して延長登録出願をした場合 

 

特許法第 92 条(許可などによる特許権の存続期間の延長登録決定など)①審査

官は、第 90 条による特許権の存続期間の延長登録出願について第 91 条第 1

項各号のいずれかの一つに該当する理由を発見することができないときは、

延長登録決定をしなければならない。 

 ②特許庁長は、第 1 項による延長登録決定をした場合は、特許権の存続期間

の延長を特許原簿に登録しなければならない。 

 ③特許庁長は第 2 項による登録をした場合は、次の各号の事項を特許公報に

掲載しなければならない。 

1. 特許権者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在地) 

2. 特許番号 

3. 延長登録の年月日 

4. 延長期間 

5. 第 89 条第 1項による許可などの内容 

 

6.2 審査手続きのフロー図及び概要 

許可などによる特許権の存続期間の延長登録出願に対する審査手続きは、特

許出願の審査手続きと類似しており、詳しい審査手続きに関する規定がない場

合は、特許出願の審査手続きを準用する。特許権存続期間延長登録出願が受け付

けられて審査官に移管されると、審査官は出願書類が移管された日から 4 月以

内に審査に着手する。[特則 56、特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定

7(1)] 

(1)方式審査 

特許権存続期間延長登録出願が受け付けられれば、延長登録出願書を受け付

けた部署において方式審査を完了した後、審査官に移管する。延長登録出願書を

受け付けた部署において方式審査事項に漏れがあった場合、審査官が特許庁長

の名義で方式審査をする。[規定 18(1)、(2)] 
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(2)審査Ⅰ 

指定された審査官は実体審査に着手して、出願に拒絶理由があるか否かを確

認し、拒絶理由がある場合には出願人に拒絶理由を通知して意見書を提出する

ことができる機会を付与する。[特法 91、特法 93、63] 

(3)意見書又は補正書の提出 

出願人は、審査官が意見提出通知書において指定した期間内に意見書を提出

することができる。また、出願人は意見書を提出することができる期間に延長登

録出願に関する補正書を提出することができる。[特法 90(6)] 

 

 

(4)登録可否の決定

拒絶理由 
あり 

登録決定 拒絶決定 

通知した拒絶 

理由である 

審査 Ⅰ 

拒絶理由通知 

欠陥が治癒 

・ 意見書、補正書の提出は、

指定期間内(２月)にのみ 

提出可能 

 

補正命令/ 

返戻理由通知 

無効/返戻 

指定期間内 

(１月)に 

提出 

審査 Ⅱ 

方式審査 

延長登録出願 

補正書/疎明書 

意見書/補正書 

出願人 

審査官 

拒絶理由なし 

拒絶理由あり 

拒絶理由 
なし 

欠陥なし 

欠陥あり 

Yes 

Yes 

No 

No 
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審査官は、出願人が提出した補正書と意見書を参考にして改めて審査する。再

度審査した結果、拒絶理由を維持することができる場合には拒絶決定をし、拒絶

理由を維持することができず、その他拒絶理由を発見することもできない場合

は、延長登録決定をする。[特法 92(1)] 

一方、再度審査した結果、拒絶理由として通知しなかったその他拒絶理由が見

つかった場合には、再度拒絶理由を通知して上記の手続きを繰り返す。 

 

6.3 延長登録出願の方式審査 

審査官は、書類受付部署から移送された特許権存続期間延長登録出願が方式

に違背している場合は、次の通りに取り扱う。[規定 18] 

(1)特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 90 条第 2 項の期間を経過して出

願された場合には、特許法施行規則第 11条第 2項によって返戻理由通知書に返

戻の旨、返戻理由及び疎明期間を記載して出願人に通知する。[特則 11] 

返戻理由の通知後、出願人が出願書類の返戻を求める、又は提出した疎明内容

に理由がないと認められるときには、関連書類を返戻する。 

特許権存続期間延長登録出願を特許法第 89条規定による許可などを受ける前

に出願した場合も、上記と同様に取り扱う。 

(2)特許権存続期間延長登録出願が特許法第 46 条に規定された代理人に関する

規定を違反する、又は手数料を未納する、法律若しくは法令において定める方式

に違背する場合は、その出願に対して補正を要求する。補正要求において定める

指定期間は 1月とし、その指定期間の延長は 1回 1 月に限って許容される。[特

法 46、16、出願関係事務取扱規定 12] 

補正の要求にもかかわらず、指定された期間以内にその瑕疵を解消すること

ができなかった場合には、特許庁長の名義でその出願に関する手続きを無効に

する。 

 

6.4 延長登録出願の実体審査 

6.4.1 審査対象の確定 
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審査対象は、最初の特許権存続期間延長登録出願の出願書及び関連添付書類

であるが、補正があった場合は、補正を認めるか否かを決定して審査対象を確定

しなければならない。補正が適合した場合は、補正内容を出願に反映させて審査

し、補正が認められない場合は、その補正はなかったものとみなしてその補正前

の特許権存続期間延長登録出願の出願書を対象に審査する。 

複数の補正があった場合は、最終補正部分の組合せにより補正された内容を

決定して、審査対象は補正が認められる補正書の最終補正内容を反映した出願

書になる。複数の補正があった場合の補正内容の決定基準については、第 5 部

のうち当該部分を参照する。[第 5部第 3章第 6節] 

(例)第 1 次補正書において特許権存続期間の延長対象になる請求項を補正し、

第 2 次補正書において特許権存続期間の延長対象の特許番号と延長申立期

間を補正した場合、第 2 次補正書の特許番号の補正は自明な誤記を正す補

正ではないことから第 2次補正書全体が認められなず、審査対象は、第 1次

補正内容のみを反映した特許権存続期間延長登録出願書になる。 

 

補正対象項目 最初出願 第 1次補正書 第 2次補正書 
第 2次 

補正内容 
審査対象出願 

延長対象 

特許番号 
特許第 001234 ― 特許第 004567 特許第 004567 特許第 001234 

延長対象 

請求項 
請求項 1 請求項 2 ― 請求項 2 請求項 2 

延長申立期間 2年 ― 1年 8月 1年 8月 2年 

 

6.4.2 拒絶理由有無の判断 

特許権存続期間延長登録出願が特許法第 91条各号のいずれかの一つに該当す

る場合は、当該延長登録出願に対する拒絶理由に該当する。[特法 91(1)] 

(1)その特許発明の実施が特許法第 89 条第 1 項による許可などを受ける必要が

あるものと認められない場合 

特許発明の実施が特許法第 89条第 1項による許可などを受ける必要があるも

のと認められるためには、①特許法第 89条第 1項による許可を受けた物質を製

造・生産などの実施をするために許可が必要であり、②特許を受けた物質と許可
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を受けた物質の構成が同一でなければならず、③特許を受けた物質と許可を受

けた物質の用途が同一でなければならない。 

これら要件を満たすか否かについて、より具体的な判断は次の通りにする。

[特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 7(1)] 

①特許を受けた物質に対する許可の必要性に対する判断 

特許権存続期間延長登録出願の対象になる特許発明は、当該特許発明を実

施するために特許法第 89条第 1項による許可を受ける必要性がなければな

らないため、許可の必要性については、特別な事情がない限り、許可を担当

する機関が許可したという事実だけでその許可に対する必要性を認める。 

例えば、ある薬品の有効性・安全性などを試みるために薬事法第 31条規定

による医薬品製造に関する品目許可を受けたのであれば、第三者による異

議申立などの特別な事情がない限り、審査官はその薬品を製造するために

関連規定による許可を受ける必要があると認め、許可の必要性に対して追

加調査を実施しないこともできる。ただし、許可の必要性に対して疑いがあ

る場合には、追加調査(関連機関に問い合わせなど)を実施することができ、

調査結果、許可の必要性がないと判断される場合には、拒絶理由を通知する。 

②特許を受けた物質の構成と許可を受けた物質の構成に対する同一性の判断 

特許権存続期間の延長登録出願の対象になる特許発明は、当該特許発明を

実施するために薬事法などの許可が必要になる発明であるため、許可を受

けた物質が特許権存続期間の延長を受けようとする請求項に記載された物

質(請求項に記載された発明が物質に関する発明である場合)と構成が同一

である、又は請求項に記載された方法によって製造することができる物質

(請求項に記載された発明が方法に関する発明である場合)の構成と同一で

なければならない。 

請求項に記載された物質(又は製法によって得られた物など)と許可を受け

た物質の構成が同一であるか否かについては、次のように比較して判断し、

判断の結果、構成が同一ではない場合には、特許法第 91条第 1項第 1号の

拒絶理由に該当するものとみなして拒絶理由を通知する。 
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(i)請求範囲に記載された発明が物質発明である場合は、その物質と許可を受

けた物質を比較して判断する。 

(ii)請求範囲に記載された発明が物質の製造方法に関する発明である場合に

は、その製法により得られた物質と許可を受けた物質を比較して判断す

る。この場合、製法については比較しない。 

③特許を受けた物質(用途発明)の用途と許可を受けた物質の用途に対する同

一性の判断 

特許権存続期間延長登録出願の対象になる特許発明は、当該特許発明を実

施するために薬事法などの許可が必要になる発明であるため、ここで特許

発明の実施とは、特許を受けた発明の用途に該当する実施を意味する。 

従って、特許を受けた物質が用途発明である場合には、許可を受けた物質の

用途と特許を受けた請求項に記載された物質(請求項に記載された発明が

物質に関する発明である場合、物質、請求項に記載された発明が方法に関す

る発明である場合は方法によって製造された物質)の用途が相異する場合

には、たとえ許可を受けた物質の構成と特許を受けた物質の構成が同一で

あるとしても、特許権の延長は許容されない。ただし、許可を受けた物質の

用途が特許を受けた物質の用途に含まれる場合には、用途が一致している

ものとして取り扱う。 

(注意)中間体、最終生成物の製造に使用される触媒及び最終生成物の製造装

置に関する特許権は、延長の対象にならない。 

薬事法など安全性の確保などを目的とする法律は、最終生成物の製造、

販売などを規制するものであって、その製造過程において合成される

中間体の製造、販売などを規制しないため、中間体などの実施に許可な

どを受ける必要があるとは認められない。従って、中間体に関する特許

権又は最終生成物の製造に使用される触媒及び製造装置に関する特許

権に対して最終生成物の許可を根拠にして特許権存続期間の延長登録

出願をする場合には、特許法第 91条第 1項第 1号に該当するものにし

て拒絶理由を通知しなければならない。 
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(2)その特許権者又はその特許権の専用実施権若しくは登録済みの通常実施権

を有する者が特許法第 89 条第 1 項による許可などを受けていない場合[特法

91(2)] 

許可を共同で受けた複数の者のうち一部の者だけが特許権に対する専用実施

権又は登録済みの通常実施権を有している場合であっても、特許権者又は専用

実施権者若しくは登録済みの通常実施権者が許可などを受けたものと同一であ

るため、特許法第 91条第 1項第 2号の拒絶理由に該当しないものとする。 

ただし、特許権存続期間延長登録出願時に登録していない通常実施権者など

が許可を受けた場合は、特許法第 91条第 2号の拒絶理由に該当するものとする。 

(3)延長申立の期間がその特許発明を実施することができなかった期間を超え

る場合[特法 91(3)] 

延長申立の期間については、その期間が特許発明を実施することができなか

った期間を超えてはならない。ただし、両者が一致する必要はない。すなわち、

延長申立の期間に関する算定が多少誤っている場合であっても、全体として延

長を受けることができる期間を超えない場合は、拒絶理由を通知せずにそのま

ま認める。 

延長期間の算定は、暦によって算定することを原則とする。 

(注意)特許法第 89条第 1項による許可などを受けた日が特許権の設定登録日の

以前である場合は、特許発明を実施することができなかった期間ではな

いため、特許法第 91条 3号の拒絶理由に該当する。 

(4)延長登録出願人が当該特許権者ではない場合[特法 91(4)] 

特許権存続期間延長登録出願人は、延長登録出願の当時の特許権者でなけれ

ばならない。従って、その特許権の専用実施権者又は通常実施権者であっても、

延長登録出願人になることはできない。 

特許権存続期間延長登録出願をすることができない者が延長登録出願をする

などの瑕疵があった場合、審査官は、補正要求又は返戻理由通知などをするので

なく、拒絶理由を通知しなければならない。 
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(5)特許法第 90 条第 3 項の規定に違反して延長登録出願をした場合[特法

91(1)(5)] 

特許権が共有に係る場合、その特許権に対する存続期間の延長登録出願は、共

有者全員が共同で行わなければならない。共有者のうち一部の者だけが延長登

録出願をした場合、その出願は第 91条第 1項第 5号の拒絶理由に該当する。 

 

6.4.3 拒絶理由通知 

審査官は、特許法第 93 条において準用する同法第 63 条に基づいて許可など

による特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 91条の各号に該当して延長登

録拒絶決定をしようとするときは、その出願人に対して拒絶理由を通知し、期間

を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。[特法 93、

63、特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 7(3)] 

拒絶理由通知をするときは、出願人が拒絶理由を明確に分かるように関連規

定又は理由を明確かつ簡潔に記載しなければならない。拒絶理由通知に関する

一般事項については、第 5部の当該部分を参照する。[特許権の存続期間の延長

制度運営に関する規定 7(4)] 

拒絶理由通知の際、意見書提出期間を 2 月の範囲内に指定して通知し、審査

官が指定した意見書の提出期間は延長が可能である。意見書提出期間の延長は、

出願人の申立により毎回 1月とし、3回に限って延長することを原則とする。 

 

6.4.4 意見書及び補正書の取扱い 

出願人は、許可などによる特許権存続期間の延長登録出願について審査官の

拒絶理由通知がある場合、意見書又は補正書を提出することができる。ただし、

意見書と補正書は、出願人が必しも提出しなければならない書類ではない。[特

法 63、特法 90(6)] 

意見書は、意見提出通知書において定める指定期間内に提出することができ

る。補正書は、出願後に延長登録可否決定の謄本を送達する前までに提出するこ

とができるが、審査官の拒絶理由通知があった後は、当該拒絶理由通知による意

見書提出期間に限って提出することができる。 
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(1)意見書が提出された場合、意見書に記載された出願人の主張内容を勘案して

拒絶理由が実際に存在するか否かを再度判断する。 

(参考)意見書提出期間の経過後又は拒絶理由通知前に意見書が提出されても、

その意見書は返戻せずに受け付け、審査に参考する。 

(2)補正書が提出された場合、補正書が認められない限り、補正書に記載された

補正事項を反映して再度審査しなければならない。 

延長登録出願の内容のうち補正することができる事項としては、特許法第 90

条第 6 項により①延長対象請求範囲の表示、②延長申立の期間、③特許法第 89

条の許可などの内容、及び④産業通商資源部令で定める延長理由に制限される。

従って、延長登録出願人を変更する補正、延長対象になる特許権の特許番号を変

更する補正は、自明な誤記を訂正する場合を除いては許容されない。 

補正書が提出された場合、補正の対象が適法であるか否かを審査し、補正する

ことができない事項を補正した場合には、補正不認定予告通知をして疎明の機

会を付与する。補正不認定予告通知は、補正書を認めることができない理由を記

載した補正不認定予告通知書による一方、改めて拒絶理由を通知することにな

った際には、意見提出通知書に併記することに代えることができる。 

出願人の疎明にもかかわらず、補正書を認めることができない場合には、補正

不認定通知をし、補正されない出願書をもって改めて審査をする。補正不認定通

知は、その理由を記載した補正不認定通知書による一方、拒絶をした場合、拒絶

決定書に併記することに代えることができる。 

(参考 1)特許出願の手続きに関する一般原則に従って、延長登録出願の手続きが

終了した場合には補正が認められないため、延長登録出願が無効、取下

げ、放棄、返戻された場合、又は延長登録出願の根拠になった特許権が

無効、放棄された場合には、補正書を提出することができない。[特則

11(1)(10)] 
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(参考 2)特許法第 90 条第 3 項の規定などを考慮すると、特許権者とは延長登録

出願時の特許権者を意味するため、特許権者ではない者が他人の特許

権に対して特許権存続期間の延長登録出願をした後、特許権者の名義

に延長登録出願人を変更する補正は認められない。 

また、特許権が共有に係る場合、共有者のうち一部の者のみが延長登録

出願をしてから、拒絶理由を解消するために当初の延長登録出願に含

まれていなかった出願人を追加する、又は登録特許権者を変更して特

許権者と延長登録出願人を一致させる補正は認められない。 

一方、出願人表示の誤記を補正する、又は特許権の一般継承があった場

合に特許権者を一般承継人に変更する補正は認められる。 

(参考 3)特許に関する手続きをした者は、その手続きが特許庁に係属している限

り、その手続きを補正することができる。しかし、特許法第 90 条第 6

項の規定によれば、特許権存続期間延長登録出願の内容のうち特許番

号は補正することができる対象から除外しているため、特許番号に誤

記がある場合、その特許番号を補正することができるか否かが問題に

なる。[特法 90(6)] 

特許法第 90条第 6項は、延長登録出願の際に主張した延長登録内容は

実質的に変更されても問題ないが、特許番号の変更を許容する場合、特

許権存続期間の延長登録対象が変更されるため、許容しないという趣

旨である。従って、延長登録出願書に記載した特許番号が明らかな誤記

である場合(出願書に記載された出願番号、出願日付、特許番号、特許

日付、発明の名称などを総合したとき、特許番号の記載に明らかな誤記

があるものと認められる場合)、その誤記を訂正する補正を除いては、

認められない。 

(3)補正が適合したものと認められれば、出願は補正された内容によって最初に

出願された時に提出されたものとみなし、補正された出願書を対象にして審査

する。 
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6.4.5 延長登録可否の決定 

延長登録出願の特許権存続期間の延長可否に対する決定は、特許法第 93条が

準用する同法第 67 条により書面をもって行わなければならない。[特法 92、特

法 93、67] 

(1)延長登録決定・拒絶決定 

審査官は、特許権存続期間延長登録出願に対して延長登録可否の決定をしよ

うとするときには、審査課長(チーム長)にこれを報告し、次の事項を記載した延

長登録決定書又は延長登録拒絶決定書を作成して記名捺印しなければならない。

ただし、延長登録拒絶決定書には以下の③及び④の事項は記載しない。[特則 54、

規定 5(3)(9)] 

①延長登録出願番号 

②特許番号 

③延長期間 

④特許法第 89条第 1項の許可又は登録の内容：延長対象の請求範囲、許可又

は登録の内容及び延長理由などを記載する。 

⑤延長登録出願人の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在

地) 

⑥延長登録出願人の代理人がいる場合は、その代理人の氏名及び住所又は営

業所の所在地(代理人が特許法人である場合は、その名称、事務所の所在地

及び指定された弁理士の氏名) 

⑦決定の主文とその理由 

⑧決定年月日 

(2)延長登録可否の決定事項の送達 

特許庁長は、特許権存続期間延長登録出願の登録可否の決定がある場合は、そ

の決定の謄本を出願人に送達しなければならない。送達に関する詳しい事項に

ついては、特許可否決定の謄本を送達するときの規定を参照する。[特法 67(2)] 

 

 



第 7 部 その他の審査手続き 

7122 

7. その他の審査手続き 

 

7.1 特許公報などにおける掲載 

審査官は、特許権存続期間の延長登録決定をした場合には、登録課に①特許権

者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在地)、②特許番号、

③延長登録の年月日、④延長期間、⑤特許法第 89条の規定による許可などの内

容(延長対象の請求範囲、許可又は登録の内容、及び延長理由などの記載)などの

登録事項を特許公報に掲載することを依頼する。 

 

7.2 延長登録拒絶決定に対する審判 

許可などによる特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 91条各号の一つに

該当するという理由によって延長登録拒絶決定を受けた者がその延長登録拒絶

決定に対して不服するときには、その延長登録拒絶決定の謄本の送達を受けた

日から 30 日以内に延長登録拒絶決定不服審判を請求することができる。[特法

132の 3] 

 

7.3 延長登録された特許権の無効審判 

許可などによる特許権存続期間の延長登録出願として延長登録が決定され、

延長された特許権が特許法第 134 条第 1 項各号のいずれかの一つに該当する場

合には、無効審判を請求することができる。[特法 134] 
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第 2 章 登録遅延による特許権の存続期間の延長 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 92条の 2(登録遅延による特許権の存続期間の延長)①特許出願に対し

て特許出願日から 4 年と出願審査請求日から 3 年のうち遅い日より遅延され

て特許権の設定登録が成される場合には、第 88条第 1項にもかかわらず、そ

の遅延された期間だけ、当該特許権の存続期間を延長することができる。 

 ②第 1 項の規定を適用するに当たって、出願人により遅延された期間は第 1

項による特許権の存続期間の延長から除外される。ただし、出願人により遅延

された期間が重なる場合は、特許権の存続期間の延長から除外される期間は、

出願人によって実際遅延された期間を超過してはならない。 

 ③第 2 項で「出願人によって遅延された期間」に関する事項は、大統領令で

定める。 

 ④第 1項により特許出願日から 4年を起算するときには、第 34条、第 35条、

第 52 条第 2 項、第 53 条第 2 項、第 199 条第 1 項及び第 214 条第 4 項にもか

かわらず、次の各号に該当する日を特許出願日とみる。 

1. 第 34 条又は第 35条による正当な権利者の特許出願の場合は、正当な権利

者が出願をした日 

2. 第 52 条による分割出願の場合は、分割出願をした日 

3. 第 53 条による変更出願の場合は、変更出願をした日 

4. 第 199条第 1項により特許出願とみる国際出願の場合は、第 203条第 1項

各号の事項を記載した書面を提出した日 

5. 第 214条により特許出願とみる国際出願の場合は、国際出願の出願人が第

214条第 1項により決定を申し立てた日 
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6. 第 1 号から第 5号までの規定のうち、いずれかの一つに該当しない特許出

願についてはその特許出願日 

 

特許法施行令第 7 条の 2(出願人によって遅延された期間)①法第 92 条の 2 第 3

項において「出願人によって遅延された期間」とは、次の各号のいずれかの一

つに該当する期間をいう。 

1. 特許庁又は特許審判院に係属中である特許に関する手続きにおいて、次の

各目のいずれかの一つに該当する期間 

イ．法第 10条に基づき、特許庁長又は審判長が代理人によって特許に関する

手続きをするように命じる、又は代理人の改任を命じた場合には、その命

じた日から代理人が選任又は改任された日までの期間 

ロ．法第 15条第 1項又は第 2項に基づき、出願人の請求によって審判の請求

期間又は特許に関する手続きをする期間が延長された場合は、その延長

された分の期間(期間が延長された後、法第 15 条第 2 項に基づいて出願

人の請求によって特許に関する手続きをする期間が短縮された場合は、

その短縮された分の期間は除く) 

ハ．法第 15条第 3項に基づき、特許に関する手続きをする期日が定められた

後、出願人の請求によってその定められた期日より遅い期日に変更され

た場合には、その定められた期日の翌日から変更された期日までの期間 

ニ．法第 17条本文に基づき、責めに帰することができない理由が消滅した後、

特許に関する手続きを追って補完した場合は、その理由が消滅した日か

らその手続きを追って補完した日までの期間 

ホ．法第 20 条、第 23 条第 2 項、第 78 条第 1 項又は第 164 条第 1 項に基づ

き、特許に関する手続きが中断又は中止された場合は、その特許に関する

手続きが中断又は中止された期間 

ヘ．法第 36条第 6項に基づき、特許庁長が出願人に対して期間を定めて協議

の結果を届け出るように命じた場合は、その期間(法第 15 条第 2 項に基

づき、出願人の請求によって期間が短縮された場合は、その短縮された分

の期間は除く) 
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ト．法第 42条の第 2項ただし書きによる期限内に請求範囲が記載されるよう

明細書を補正した場合には、出願審査請求の趣旨の通知を受けた日から

その明細書を補正した日までの期間 

チ．法第 46 条、第 141 条第 1 項又は第 203 条第 2 項により特許庁長･特許審

判院長又は審判長が期間を定めて補正を命じた場合は、その期間(法第 15

条第 2 項により出願人の請求によって期間が短縮された場合は、その短

縮された分の期間は除く) 

リ．法第 55条第 1項による優先権主張の基礎になった先願に対し、その先願

を基礎にした優先権主張が法第 56条により取り下げられる、又は取下げ

とみなされる場合は、その先願に対して優先権主張があった日からその

優先権主張が取り下げられる、又は取下げとみなされる日までの期間 

ヌ.法第 61条による優先審査に関して第 10条に基づく優先審査の決定が出願

人によって遅延された場合は、その遅延された期間 

ル.法第 63 条第 1 項本文に基づき、審査官(法第 170 条により法第 63 条が準

用される場合は、法第 143条による審判官をいう。以下、この目において

同じ)が出願人に拒絶理由を通知し、期間を定めて意見書を提出すること

ができる機会を与えた場合[ただし、審査官が拒絶理由を通知した後でそ

の拒絶理由通知に対する明細書又は図面の補正をせず、法第 66条による

特許決定をした場合(法第 170 条によって法第 66 条が準用されて特許決

定をした場合を含む)は除く]は、その期間(法第 15 条第 2 項に基づき、

出願人の請求によって意見書を提出することができる期間が短縮された

場合には、その短縮された分の期間は除く) 

ヲ.法第 67条第 2項による特許決定の謄本の送達を受けた日以降、法第 79条

第 1 項により特許料を納付(法第 81 条第 1 項により特許料を追加納付す

る場合、法第 81条の 2第 2項により特許料を補填する場合、又は法第 81

条の 3第 1項により特許料を納付又は補填する場合を含む)、又は法第 83

条第 3 項により出願人が産業通商資源部令で定める書類を提出して特許

料の免除を受けた場合には、その送達を受けた日から法第 87条による特

許権の設定登録がある日までの期間 
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ワ.法第 67条の 2第 1項本文による再審査を請求した場合には、法第 67条第

2 項による特許拒絶決定の謄本の送達を受けた日から再審査を請求した

日までの期間 

カ.法第 67 条の 3 第 1 項により責めに帰することができない理由が消滅した

後で出願審査の請求又は再審査の請求をした場合は、その理由が消滅し

た日から出願審査の請求又は再審査の請求をした日までの期間 

ヨ．法第 149 条又は第 150 条に基づく除斥又は忌避の申立が法第 152 条第 1

項の決定によって受け入れられなかった場合は、法第 153 条本文により

審判手続きを中止した期間 

タ.法第 157条による出願人の証拠調査又は証拠補填の申立に対し、その証拠

調査又は証拠補填が必要ではないと認められた場合には、その申立があ

った日からその証拠調査又は証拠補填が必要ではないと認められた日ま

での期間 

レ.法第 162条第 4項に基づいて審理の終結を通知した後、出願人の申立によ

って審理を再開した場合は、審理を再開した日から法第 162 条第 3 項に

よる審理の終結を再度通知した日までの期間 

ソ.法第 178条による再審について、その再審の理由を認知した日以降に請求

した場合は、その再審の理由を認知した日から再審を請求した日までの

期間 

ツ．法第 186条第 5項により審判長が付加期間を定めた場合は、その期間 

ネ.法第 218条又は第 219条による書類の送達又は公示送達が出願人によって

遅延された場合(第 18条第 10項により送達する場所を変更した時にその

旨を特許庁長に届出せず、送達が遅延された場合などをいう)には、その

送達が遅延された期間 

2. 法第 186条第 1項又は第 8項による審決･決定･判決に対する訴訟手続きに

おいて次の各目のいずれかの一に該当する期間 

イ．法第 78条第 2項又は第 164条第 2項により訴訟手続きが中止になった場

合は、その訴訟手続きが中止された期間
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ロ．「民事訴訟法」第 41 条から第 43 条までの規定による法官(法第 188 条の

2 第 1 項により準用される技術審理官及び「民事訴訟法」第 50 条により

準用される法院事務官などを含む)に対する除斥又は忌避の申立が「民事

訴訟法」第 45 条又は第 46 条の決定に従って受け入れられなかった場合

には、除斥又は忌避の申立があった日からその申立に対する却下決定が

あった日までの期間又は「民事訴訟法」第 48 条本文により訴訟手続きを

停止した期間 

ハ．「民事訴訟法」第 59 条又は第 254 条第 1 項により法院又は裁判長が期間

を定めて補正を命じた場合には、その期間 

ニ．「民事訴訟法」第 62 条により特別代理人が選任された場合には、その選任

を申し立てた日から特別代理人が選任された日までの期間 

ホ．「民事訴訟法」第 142条に基づく弁論の再開が出願人によって行われる場

合は、弁論の再開を命じた日から弁論が再度終結される日までの期間 

ヘ．「民事訴訟法」第 144条第 1項により法院が出願人又は代理人の陳述を禁

じ、弁論を継続する新しい期日を定めた場合には、その陳述を禁じた日か

ら新しい期日までの期間 

ト．「民事訴訟法」第 144条第 2項により法院が弁護士を選任するように命じ

た場合は、その選任を命じた日から弁護士が選任された日までの期間 

チ．「民事訴訟法」第 165条第 1項により裁判長が指定した期日が出願人の申

立など顕著な理由があり、その指定した期日より遅い期日に変更された

場合は、その指定した期日の翌日から変更された期日までの期間 

リ．「民事訴訟法」第 172条により法院が出願人の申立によって法定期間又は

法院が定めた期間を延ばす、又は不変期間に対して付加期間を定めた場

合には、その延ばされた期間又はその付加期間 

ヌ.「民事訴訟法」第 173条により、責めに帰することができない理由が消滅

した後、訴訟行為を追って補完した場合は、その理由が消滅した日からそ

の訴訟行為を追って補完した日までの期間 
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ル.「民事訴訟法」第 178条、第 186条から第 188条まで、又は第 194条によ

る書類の送達若しくは公示送達が出願人によって遅延された場合には、

その送達が遅延された期間 

ヲ.「民事訴訟法」第 233条から第 237条まで、第 239条、第 240条又は第 246

条により訴訟手続きが中断又は中止された場合には、その訴訟手続きが

中断又は中止された期間 

ワ.「民事訴訟法」第 268条第 1項により出願人が弁論期日に出席しない、又

は出席したとしても弁論せず、裁判長が再度弁論期日を定めた場合は、そ

の弁論期日の翌日から再度定めた弁論期日までの期間 

カ．「民事訴訟法」第 289条による証拠の申立について、その証拠が必要では

ないと認められる場合は、その申立があった日からその証拠が必要では

ないと認められた日までの期間 

ヨ.「民事訴訟法」第 451条による再審の訴えをその再審の理由を認知した日

以降に提起した場合は、その再審の理由を認知した日から再審の訴えを

提起した日までの期間 

3. 法第 224 条の 2 第 2 項による処分の不服に対する行政審判･行政訴訟の手

続きにおいての次の各目のいずれかの一つに該当する期間 

イ．「行政審判法」第 10条による除斥又は忌避の申立が同法施行令第 12条に

基づく決定により却下又は棄却された場合は、同令第 13条により審判手

続きを停止した期間 

ロ．「行政審判法」第 27条第 2項により天変地異、戦争、事変、その他不可抗

力の理由が消滅した後で行政審判を請求する場合は、その理由が消滅し

た日から行政審判を請求した日までの期間 

ハ．「行政審判法」第 32条第 1項本文により中央行政審判委員会(以下、この

条において「委員会」という)が期間を定めて補正することを要求した場

合は、その期間 

ニ．「行政審判法」第 33 条第 2 項により委員会が補充書面の提出期限を定め

た場合は、その提出期限を定めた日から補充書面を提出した日までの期

間
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ホ．「行政審判法」第 38 条により、委員会が指定した審理期日が出願人の申立

によってその指定した審理期日より遅い審理期日に変更された場合は、

その指定した審理期日の翌日から変更された審理期日までの期間 

ヘ．「行政審判法」第 57条により「民事訴訟法」のうち、送達に関する規定を

準用する場合は、第 2号ル目に該当する期間 

ト．「行政訴訟法」第 8 条第 2項により「民事訴訟法」の規定を準用する場合

は、第 2号各目のいずれかの一つに該当する期間 

4. その他に特許庁又は特許審判院に係属中である特許に関する手続き、法第

186条第 1項又は第 8 項による審決･決定･判決に対する訴訟手続き、又は法

第 224条の 2第 2項による処分の不服に対する行政審判･行政訴訟の手続き

において、出願人によって遅延された期間であって産業通商資源部令で定

める期間 

 ②第 1項にもかかわらず、法第 92条の 2第 1項による特許権の設定登録が遅

延された原因のうち、出願人によって遅れたものでない客観的と認められる

原因がある場合には、それに該当する期間は第 1項による期間から除く。 

 

特許法施行規則第 54 条の 5(出願人によって遅延された期間)令第 7 条の 2 第 1

項第 4 号において「産業通商資源部令で定める期間」とは、次の各号のいず

れかの一つに該当する期間をいう。 

1. 第 3条の 2第 2項により特許庁長・特許審判院長又は審判長が期間を定め

て電子的イメージの添付書類を書面により提出するよう命じた場合は、そ

の期間(法第 15 条第 2 項により出願人の請求によって期間が短縮された場

合は、その短縮された分の期間は除く) 

2. 第 8条第 4項により特許庁長・特許審判院長又は審判長が証明書類の提出

を命じた時に期間を定めて疎明する機会を与えた場合には、その期間(法第

15条第 2項に基づき、出願人の請求によって期間が短縮された場合は、そ

の短縮された分の期間は除く) 
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3. 第 11 条第 2 項本文により特許庁長又は特許審判院長が不適合したものと

みなす出願書類などを返戻する旨、返戻理由及び疎明期間を記した書面を

送付した場合には、その疎明期間(法第 15 条第 2 項に基づき、出願人の請

求によって期間が短縮された場合は、その短縮された分の期間は除く) 

4. 第 40 条の 2 第 1 項に基づき、審査官が出願人の申立によって特許可否決

定を保留した場合には、出願人が決定保留申立書を提出した日から特許出

願日より 12カ月になる日までの期間 

5. 第 40 条の 3 第 3 項に基づき、審査官が出願人の申立によって特許出願に

対する審査を猶予した場合には、出願人が審査の猶予を申し立てた日から

猶予希望時点(猶予希望時点を変更した場合は、その変更した猶予希望時点

をいう)までの期間。ただし、出願人が審査猶予申立を取り下げた場合には、

審査の猶予を申し立てた日から審査猶予申立を取り下げた日までの期間 

6.「民事訴訟規則」第 5条第 3項又は同規則第 65条第 3項により法院事務官

などが訴訟書類の補完のために補正を勧告する、又は方式に合った答弁書

の提出を促した場合には、その補正を勧告する、又は答弁書の提出を促した

日から出願人が訴訟書類を補正する、又は方式に合った答弁書を提出した

日までの期間 

7. その他に特許庁又は特許審判院に係属中である特許に関する手続き、法第

186 条第 1項又は第 8項による審決・決定・判決に対する訴訟手続き又は法

第 224 条の 2 第 2 項による処分の不服に対する行政審判・行政訴訟の手続

きにおいて出願人の請求・申立・補正・提出などによって遅延された期間 

 

2. 趣旨 

 

特許権は設定登録によって発生し、特許権の存続期間は、特許権の設定登録が

あった日から特許出願日後 20年になる日までに限定される。従って、審査処理

の遅延などにより特許権の設定登録が遅くなれば、特許権の存続期間が短くな

る不合理な部分があった。このような点を考慮して「大韓民国と米合衆国間の自

由貿易協定」(以下、「韓米 FTA」という)によって特許権が一定の基準日(特許出

願日から 4年になる日、又は審査請求日から 3年になる日のうち、より遅い日、
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以下、「延長基準日」という)より遅く設定登録される場合には、その遅延期間の

分、特許権の存続期間を延長する制度を導入した。[「大韓民国と米合衆国間の

自由貿易協定」第 18.8条第 6号、特法 92条の 2~92 条の 5] 

ただし、設定登録が遅延された期間中において特許庁の審査処理遅延による

ものでなく、出願人によって遅延された期間は補償する必要がないため、出願人

によって遅延された期間は延長する期間の算定時に除外される。 

登録遅延による特許権の存続期間の延長制度は、韓米 FTA の発効日以降に出

願された特許出願、すなわち、出願日が 2012 年 3 月 15 日以降の特許出願に対

して適用される。 

 

3. 延長を受けることができる期間 

 

3.1 延長対象になる特許 

登録遅延による特許権の存続期間の延長対象になるためには、まず特許権の

設定登録日が延長基準日より遅い場合でなければならない。また、出願人によっ

て遅延された期間は、延長期間の計算から除外されるため、実質的な延長期間は

「延長基準日から設定登録日までの期間－出願人によって遅延された期間」に

なり、このように計算した期間が 0 より大きい場合に限って存続期間の延長対

象になる。[特法 92条の 2(1)~(3)] 

分割出願、変更出願及び正当な権利者の出願は、出願日自体が原出願日又は無

権利者の出願日に遡及され、国際特許出願は、国際出願日が出願日になるが、登

録遅延による特許権の存続期間の延長において「特許出願日から 4年になる日」

を定めるときには、実際に分割出願をした日、変更出願をした日、正当な権利者

出願をした日、及び第 203 条第 1 項の書面を提出した日をそれぞれ「特許出願

日」とみなす。分割出願又は国際特許出願において原出願日から実際に分割出願

をした日までの期間若しくは国際出願日から国内段階に移行した日までの期間

は、出願人の事情又は選択によるものであるため、出願人によって遅延された期

間を延長から除く趣旨と同様、遡及されない出願日によって「特許出願日から 4

年になる日」を計算するのである。[特法 92条の 2(4)] 
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3.2 「出願人により遅延された期間」の意義 

「出願人により遅延」されたということは、手続きが遅延された原因が出願人

にあることをいい、これは、必しもずそのような遅延が発生した責任を出願人に

問うことができる場合に限られるという意味のではない。 

設定登録日が延長基準日より遅くなっても出願人により遅延された期間によ

って延長対象の当否と延長可能な期間が異なるため、存続期間の延長に当たっ

ては出願人により遅延された期間を正確に把握して算定することが重要である。

特許法施行令第 7 条の 2 においては、特許に関する手続き(第 1 項第 1 号)、審

決などに対する訴訟手続き(第 1項第 2号)、行政審判・行政訴訟手続き(第 1項

第 3 号)において生じる出願人による手続遅延の類型及び遅延期間を計 41 項目

で列挙している。また、同条第 1 項第 4 号において委任した特許法施行規則で

も手続遅延の類型及び遅延期間を計 6 項目で列挙している。その他、特許に関

する手続き、審決などに対する訴訟手続き又は行政審判・行政訴訟手続きにおい

て手続きの進行が出願人により遅延されれば、特許法第 92条の 2第 2項及び第

3 項における「出願人により遅延された期間」に該当する。[特令 7 条の 2(1)、

特則 54 条の 5] 

一方、特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項において規定している遅延期間のうち

の一つに該当しても、当該件の具体的な事情を考慮したとき、そのような遅延が

出願人によるものではないと客観的に認められる場合には、特許法第 92 条の 2

第 2項及び第 3項における「出願人により遅延された期間」とみなさない。[特

令 7条の 2(2)] 
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3.3 「出願人により遅延された期間」の類型 

特許庁又は特許審判院に係属中の特許に関する手続きに関して特許法施行令

第 7 条の 2 第 1 項第 1 号において定める「出願人により遅延された期間」の各

類型のうち主なものは以下の通りである。 

(1)出願人が審判請求期間又は特許に関する手続きの指定期間を延長した場合：

[特令 7条の 2(1)(1)(ロ)] 

拒絶決定不服審判の請求期間又は特許庁長、審査官などが定めた指定期間を

出願人が延長することによって手続きの進行が遅延されたものであるため、そ

の延長された分の期間は出願人により遅延された期間とみなされる。出願人が

期間を延長した後で再度短縮した場合は、短縮した分の期間は「出願人により遅

延された期間」に含まれない。 

(2)出願人の理由により審査、審判などの特許に関する手続きが中断又は中止さ

れた場合：[特令 7条の 2(1)(1)(ホ)] 

例えば、出願係属中である出願人が死亡した場合、出願人が死亡して手続きが

中断された日から相続人が手続きを引き継いだ日までの期間は、出願人により

遅延された期間になる。 

(3)特許法第 36 条第 6 項により協議結果を届け出ることを命じた場合：[特令 7

条の 2(1)(1)(ヘ)] 

同一の発明について同日に 2 以上の特許出願があり、特許庁長が特許出願人

に期間を定めて協議結果を届け出ることを命じた場合、その指定期間は「出願人

により遅延された期間」になる。出願人が請求によってその指定期間を短縮した

場合は、短縮した分の期間は「出願人により遅延された期間」に含まれない。 

(4)特許庁長が特許法第 46 条によって方式の瑕疵などに対して補正を命じる、

又は特許法第 203 条第 2 項により特許法第 203 条第 1 項の書面に対する補正を

命じる、若しくは審判長が審判請求書間旗審判に関する手続きの方式の瑕疵な

どに対する補正を命じた場合：[特令 7条の 2(1)(1)(チ)] 
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出願人などが法令の定めた方式に合わない書類を提出する、又は手数料を納

付せずに補正を命じるようになったため、このような補正を命じる中で指定し

た期間は「出願人により遅延された期間」とみなされる。ただし、特許法第 46

条による補正命令又は第 203 条第 2 項による補正命令、及びそれによる後続の

手続きが審査請求前に完了し、これによって登録遅延が発生したとみることが

できない場合には、補正のための指定期間は「出願人により遅延された期間」に

該当しない。[特令 7条の 2(2)] 

一方、補正命令が錯誤などによるものであるため、出願人などが補正をしなく

ても特許庁長又は審判長が改めて判断して方式の瑕疵などがないものと認めた

場合には、補正を命じる中で指定した期間は「出願人により遅延された期間」に

該当しない。[特令 7条の 2(2)] 

(5)出願が国内優先権主張の基礎になった後、その優先権主張が取り下げられる、

又は取下げとみなされた場合：[特令 7条の 2(1)(1)(リ)] 

出願が特許法第 55条第 1項による国内優先権主張の基礎出願という理由によ

って審査保留になった後、その優先権主張が取下げられる、又は優先権主張が特

許法第 56 条第 3 項によって取下げとみなされて審査保留が解除された場合に

は、その審査保留にされた期間は「出願人により遅延された期間」になる。 

(6)優先審査可否の決定が出願人により遅延された場合：[特令 7 条の

2(1)(1)(ヌ)] 

優先審査申立書又はその添付書類に補完事項があって優先審査決定業務の担

当者が期間を定めて補完などを命じた場合にその指定期間は「出願人により遅

延された期間」になる。ただし、補完などを命じたものの、出願人が補完書を提

出せず優先審査決定業務の担当者が改めて判断した結果、補完事項又は瑕疵が

ないものと認めた場合は、その指定期間は「出願人により遅延された期間」に該

当しない。[特令 7条の 2(2)] 

(7)特許法第 63 条により審査官が拒絶理由を通知し、意見書提出の機会を与え

た場合：[特令 7条の 2(1)(1)(ル)] 
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出願人が特許を受けることができない発明を出願する、又は明細書に不備が

ある、若しくは出願人に関する要件を満たすことができず拒絶理由を通知する

場合には、その意見書の提出期間は「出願人により遅延された期間」になる。た

だし、審査官が拒絶理由を通知した後、出願人が明細書又は図面の補正又はその

他出願の取下げ・放棄若しくは出願の移転などの拒絶理由を解消するための別

途の措置なく、意見書又は疎明書の提出のみで拒絶理由が解消されたと審査官

が判断して特許決定した場合は、その意見書の提出期間は「出願人により遅延さ

れた期間」に該当しない。 

特許法第 170 条により特許法第 63 条を準用して審判官が拒絶理由を通知し、

意見書の提出機会を与えた場合であっても、上記の事項が同一に適用される。 

(8)特許決定謄本の送達を受けた日以降、特許料を納付した場合：[特令 7 条の

2(1)(1)(ヲ)] 

特許決定謄本の送達を受けた日から出願人が特許料を納付(納付期間が経過

した後に追加納付する、又は一部を納付せずに補填する、若しくは特許法第 81

条の 3第 1項によって納付又は補填した場合を含む)し、特許権が設定登録され

た日までの期間は「出願人により遅延された期間」になる。 

特許法第 83条により出願人が特許料の免除を受けた場合には、特許決定謄本

の送達を受けた日から出願人が特許法第 83条第 3項により産業通商資源部令に

おいて定める書類を提出して特許料の免除を受けた日までの期間を「出願人に

より遅延された期間」とみなす。 

(9)再審査を請求した場合：[特令 7条の 2(1)(1)(ワ)] 

出願人が明細書又は図面を補正して再審査を請求した場合、再審査を請求す

る過程で補正した明細書及び図面によりそれ以前に通知された拒絶理由が解消

され、その後の再審査又は審判手続きなどにおいて特許が決定されれば、最初の

拒絶理由通知に対する補正により拒絶理由を解消することができず、再審査の

段階まで至ったのは出願人によるものであると認められる。従って、特許拒絶決

定の謄本の送達を受けた日から再審査を請求した日までの期間は「出願人によ

り遅延された期間」になる。 

(10)書類の送達が出願人によって遅延された場合：[特令 7条の 2(1)(1)(ネ)] 
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送達を受ける出願人又は代理人の住所又は営業所が不明であって、書類の送

達が遅れれば、その送達が遅延された期間は「出願人により遅延された期間」に

なる。例えば、出願人が変更された住所を特許庁に届け出なかったために拒絶決

定の謄本が返送され、審査官が行政情報共同利用システムなどを利用して出願

人の住所を確認し、再度拒絶決定の謄本を発送した末、出願人がこれの送達を受

けたのであれば、最初から変更された住所に拒絶決定謄本を発送したのであれ

ば、出願人がこれを受け取ることができた日から実際に出願人が拒絶決定謄本

の送達を受けた日までの期間は「出願人により遅延された期間」になるのであ

る。 

(11)出願人の申立によって特許出願に対する審査を猶予した場合：[特則 54 条

の 5(5)] 

出願人が特許出願に対する審査の猶予を申し立てて審査が猶予された場合は、

猶予申立をした日から猶予希望時点(猶予希望時点が変更された場合には、その

変更された猶予希望時点をいう)までの期間は「出願人により遅延された期間」

になる。ただし、審査猶予申立を取り下げた場合には、審査の猶予を申し立てた

日から審査猶予申立を取り下げた日までの期間のみ「出願人により遅延された

期間」とみなされる。[特則 40条の 3(1)] 

次に、審決又は審判請求書などの却下決定に対する訴訟手続き若しくはその

ような訴えの判決に対する訴訟手続きについて特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項

第 2 号において定める「出願人により遅延された期間」の類型のうち、主なも

のは以下の通りである。 

(1)法官などに対する出願人の除斥又は忌避の申立が受け入れられない場合： 

特令 7条の 2(1)(2)(ロ)] 

出願人が訴訟手続きにおいて法官、技術審理官又は法院事務官などに対する

除斥又は忌避の申立をしたものの、この申立が却下されるなど受け入れられな

い場合は、除斥又は忌避の申立があった日から却下決定がある日までの期間若

しくは除斥又は忌避の申立があって民事訴訟法第 48条により訴訟手続きが停止

された期間は「出願人によって遅延された期間」になる。 

(2)法院が当事者の訴訟能力又は代理権の瑕疵を補正するよう命じる、又は裁判

長が訴状の瑕疵を補正するように命じた場合：[特令 7条の 2(1)(2)(ハ)]
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当事者の訴訟能力又は代理権の瑕疵があって法院が期間を定めて補正を命じ

る、又は訴状に瑕疵があって裁判長が期間を定めて補正を命じた場合、その補正

のために定めた期間は「出願人によって遅延された期間」になる。 

(3)出願人が弁論期日に出席しないなどにより裁判長が再度弁論期日を定めた

場合： 特令 7条の 2(1)(2)(ワ) 

出願人が定められた弁論期日に出席しない、又は出席したとしても弁論しな

かったため、裁判長が再度弁論期日を定めた場合には、その定めた弁論期日の翌

日から再度定めた弁論期日までの期間は「出願人により遅延された期間」にな

る。 

(4)出願人の証拠申立が必要ではないと認められた場合：[特令 7 条の

2(1)(2)(カ)] 

出願人が不要な証拠を申し立てて法院がその証拠の申立が必要ではないと認

めたとすれば、証拠申立があった日からその証拠が必要ではないと認められた

日までの期間は「出願人により遅延された期間」とみなされる。 

一方、行政審判・行政訴訟の手続きにおいて中央行政審判委員会が期間を定め

て請求書などの補正を命じる、又は補充書面の提出期限を定めるなどにより遅

延された期間は、「出願人により遅延された期間」とみなされる。 

その他に特許に関する手続き、審決・決定・判決に対する訴訟手続き又は行政

審判・訴訟の手続きにおいて出願人の請求・申立・補正・提出などによって遅延

された期間は「出願人により遅延された期間」とみなす。[特則 54条の 5(7)] 

 

3.4 「出願人により遅延された期間」の例外 

上記の各項目別に見た通り、特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項第 1 号から第 3

号まで、及び特許法施行規則第 54条の 5第 1号から第 7号までにおいて定めた

「出願人により遅延された期間」のいずれかの一つに該当すれば、一旦出願人に

よって遅延された期間とみなして登録遅延による特許権の存続期間の延長期間

から除く。ただし、当該遅延期間の具体的な事情を考慮したときにそのような遅

延が出願人によるものでないと客観的に認められる期間は、上記の特許法施行

令及び施行規則に基づく出願人による遅延期間から除く。[特令 7条の 2(2)] 
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特許法施行令第 7 条の 2 第 2 項に基づき、同令同条第 1 項による出願人によ

る遅延期間から除外される場合は、i)出願の審査請求前に発生して登録遅延に

影響を及ぼさない場合、ⅱ)補正命令又は通知が特許庁などの錯誤によるもので

ある場合、ⅲ)天変地異など出願人以外の原因により遅延された場合を挙げるこ

とができる。 

i)に該当する例としては、法第 46条による補正命令があっても、このような

補正命令及びそれによる後続手続きが審査請求前に完了して登録遅延に影響を

及ぼさない場合、国内優先権主張の先願に対してその優先権主張が取り下げさ

れたものの、先願に対して審査が請求されなかった場合がある。ⅱ)に該当する

例としては、補正命令又は意見提出通知の後、方式事項に対する補正又は明細書

などの補正がなくても方式の瑕疵若しくは拒絶理由が解消されたものと認めら

れる場合がある。ⅲ)に該当する例としては、天変地異により出願人に障害が生

じて手続きが中止される場合がある。 

 

4. 登録遅延による特許権の存続期間の延長登録出願 

 

4.1 関連規定 

特許法第 92 条の 3(登録遅延による特許権の存続期間の延長登録出願)①第 92

条の 2により特許権の存続期間の延長登録出願をしようとする者(以下、この

条及び第 92 条の 4 において「延長登録出願人」という)は、次の各号の事項

を記した特許権の存続期間の延長登録出願書を特許庁長に提出しなければな

らない。 

1.延長登録出願人の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在

地) 

2.延長登録出願人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名及び住所又は

営業所の所在地(代理人が特許法人・特許法人(有限)の場合は、その名称、

事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名) 

3.延長対象の特許権の特許番号 

4.延長申立の期間 
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5.産業通商資源部令が定める延長理由(これを証明することができる資料を

添付しなければならない) 

②第 1 項による特許権の存続期間の延長登録出願は、特許権の設定登録日か

ら 3カ月以内に出願しなければならない。 

③特許権が共有に係る場合は、共有者全員が共同で特許権の存続期間の延長

登録出願をしなければならない。 

④延長登録出願人は、審査官が特許権の存続期間の延長登録可否の決定前ま

で延長登録出願書に記載された事項のうち、第 1 項第 4 号及び第 5 号の事項

に対して補正することができる。ただし、第 93条により準用される拒絶理由

通知を受けた後は、当該拒絶理由通知による意見書提出期間に限って補正す

ることができる。 

 

特許法施行規則第 54 条の 2(登録遅延による特許権の存続期間の延長登録出願

書)法第 92 条の 3 第 1 項により特許権の存続期間の延長登録出願をしようと

する者(以下、この条及び第 54条の 4において「延長登録出願人」という)は、

別紙第 30号の 2書式の出願書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出し

なければならない。 

1.延長理由及びこれを証明する資料 1通 

2.代理人により手続きをする場合は、その代理権を証明する書類 1通 

 

特許法施行規則第 54条の 3(登録遅延による特許権の存続期間の延長理由など)

法第 92条の 3第 1項第 5号において「産業通商資源部令で定める延長の理由

(これを証明することができる資料を添付しなければならない)」とは、次の各

号の事項をいう。 

1.その延長登録出願した特許が特許出願日から 4 年又は出願審査の請求日か

ら 3 年のうち遅い日より遅延され、特許権の設定登録が行われたため特許

権の存続期間が延長されるべきであるという必要性 
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2.延長申立の期間及びその延長申立の期間には、法第 92条の 2第 2項に基づ

いて出願人により遅延された期間は除外されたという説明及びこれを証明

することができる資料 

3.その他に延長理由を証明するために必要な事項 

 

4.2 延長登録出願人 

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願の出願人は特許権者に限り、

特許権が共有に係る場合は、共有者全員が共同で特許権存続期間の延長登録出

願をしなければならない。[特法 92条の 3(3)] 

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願をした者が特許権者ではない、

又は共有者全員が共同で特許権存続期間の延長登録出願をしない場合は、拒絶

理由になる。[特法 92条の 4(2)] 

 

4.3 出願をすることができる時期 

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願は、特許権の設定登録日から 3

カ月以内に出願しなければならない。[特法 92条の 3(2)] 

設定登録日以前に特許権存続期間の延長登録出願をする、又は設定登録日か

ら 3 カ月が経過した以降に特許権存続期間の延長登録出願をした場合は、特許

法施行規則第 11条規定により疎明の機会を付与した後、登録遅延による特許権

存続期間の延長登録出願書を返戻する。[特則 11(1)(7)] 

 

4.4 出願書類 

(1)登録遅延による特許権存続期間延長登録出願をしようとする者は、「産業通

商資源部令が定める延長理由、及びこれを証明する資料 1 通」及び「代理人に

より手続きをする場合は、その代理権を証明する書類 1 通」を特許法施行規則

別紙第 30 号の 2 書式の出願書に添付し、特許庁長に提出しなければならない。

[特則 54 条の 2] 
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(2)延長登録出願書は、次の通りに記載しなければならない。[特法 92条の 3(1)] 

①延長登録出願人には、特許権者を記載しなければならない。また、特許権が

共有に係る場合は、共有者全員が延長登録出願人になる。 

②特許番号には、登録遅延による特許権存続期間の延長を希望する特許番号

を記載する。 

③延長登録の申立期間には、特許法第 92条の 2第 4項において特許出願日と

みなす日、特許出願日から 4年になる日(A)、審査請求をした日、審査請求

日から 3年になる日(B)、特許出願日から 4年になる日又は審査請求日から

3 年になる日のうち遅い日(C)、特許料を納付して設定登録があった日(D)、

「(A)及び(B)のうち遅い日(C)」から「設定登録日(D)」までの期間(日数)(E)、

特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項各号に該当する期間(意見書提出期間など)

として遅延された原因が出願人にある期間(日数)(F)を記載しなければな

らない。また、これによって計算された期間(「遅延された期間(E)」－「出

願人によって遅延された期間(F)」)を記さなければならない。 

④延長理由には延長基準日(特許出願日から 4年又は審査請求日から 3年のう

ち遅い日)より遅く設定登録され、特許権の存続期間の延長登録出願をする

という必要性を記載する。また、延長登録の申立期間には「特許法」第 92

条の 2 第 2 項に基づき出願人によって遅延された期間は除外されるという

説明を理由別(例：意見書提出期間 123 日)に具体的に記さなければならな

い。さらに、延長理由を証明するための書類を添付する。 

 

4.5 延長登録出願の代理権 

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願は、延長登録出願の取下げな

どとは異なって特別授権事項ではない。従って、登録遅延による特許権存続期間

の延長登録出願は、特別授権がなくても代理が可能である。ただし、登録遅延に

よる特許権存続期間の延長登録出願の手続きが別途の出願に係る手続きである

か、登録に係る手続きであるかが多少不明りょうな側面があるため、代理権の範

囲については第 7 部第 1 章第 5 節の許可などによる特許権存続期間の延長登録

出願の代理権の部分を参照する。 
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5.審査 

 

5.1 関連規定 

特許法第 92条の 4(登録遅延による特許権の存続期間の延長登録拒絶決定)審査

官は、第 92条の 3 による特許権の存続期間の延長登録出願が次の各号のいず

れかの一つに該当する場合は、その出願に対して延長登録拒絶決定をしなけ

ればならない。 

1. 延長申立期間が第 92条の 2により認められる延長の期間を超過する場合 

2. 延長登録出願人が当該特許権者ではない場合 

3. 第 92 条の 3第 3項を違反して延長登録出願をした場合 

 

特許法第 92条の 5(登録遅延による特許権の存続期間の延長登録決定など)①審

査官は、第 92 条の 3 による特許権の存続期間の延長登録出願について第 92

条の 4 各号のいずれかの一つに該当する理由を発見することができない場合

は、延長登録決定をしなければならない。 

②特許庁長は、第 1 項の延長登録決定があれば、特許権の存続期間の延長を

特許原簿に登録しなければならない。 

③第 2 項による登録があれば、次の各号の事項を特許公報に掲載しなければ

ならない。 

1. 特許権者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在地) 

2. 特許番号 

3. 延長登録の年月日 

4. 延長期間 

 

特許法第 93 条(準用規定)特許権の存続期間の延長登録出願の審査については、

第 57条第 1 項、第 63条、第 67 条、第 148条第 1号から第 5号まで及び同条

第 7 号を準用する。 
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5.2 審査手続きのフロー図及び概要 

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願に対する審査手続きは、特許

出願の審査手続きと類似しており、詳しい審査手続きに関する規定がない場合

は、特許出願の審査手続きを準用する。審査手続きのフロー図及び概要について

は、第 7部第 1章第 6節の許可などによる特許権存続期間の延長登録出願の「6.2

審査手続きのフロー図及び概要」を参照する。[特法 93] 

 

5.3 延長登録出願の方式審査 

審査官は、書類受付部署から移送された登録遅延による特許権存続期間の延

長登録出願が方式に違背している場合、次のように取り扱う。[特法 92 条の

3(2)] 

(1)登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 92 条の 3 第 2 項

による期間(特許権の設定登録日から 3カ月以内)を経過して出願された場合は、

特許法施行規則第 11条第 2項により、返戻理由通知書に返戻の趣旨、返戻理由

及び疎明期間を記載して出願人に通知する。[特則 11] 

返戻理由の通知後、出願人が出願書類の返戻を要請する、又は提出した疎明内

容に理由がないと認められるときには、関連書類を返戻する。 

(2)登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 46 条に規定され

た代理人に関する規定を違反する、又は手数料を納付する、若しくは法律又は法

令が定める方式に違背する場合には、その出願に対して補正を要求する。 

補正の要求にもかかわらず、指定された期間内にその欠陥を解消することが

できなかった場合には、特許庁長の名義でその出願に関する手続きを無効にす

る。 

 

5.4 延長登録出願の実体審査 

5.4.1 審査対象の確定 

審査対象は、最初の登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願の出願書

及び関連添付書類になるが、補正があるときには補正を認めるか否かを決定し

て審査対象を確定しなければならない。補正が適法な場合には補正内容を出願

に反映して審査し、補正が認められない場合にはその補正はなかったものとみ
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なして、その補正前の登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願の出願書

を対象に審査する。 

複数の補正がある場合は、最終補正部分の組合せにより補正された内容を決

定し、審査対象は補正が認められる補正書の最終補正内容を反映した出願書に

なる。複数の補正がある場合の補正内容の決定基準については、第 5 部の当該

部分を参照する。 

 

5.4.2 拒絶理由有無の判断 

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 92条の 4各号のい

ずれかの一つに該当する場合は、当該延長登録出願に対して拒絶理由を通知す

る。[特法 92条の 4、特法第 63条] 

(1)延長申立の期間が特許法第 92 条の 2 により認められる延長の期間を超えた

場合[特法 92条の 4(1)] 

延長申立の期間は、特許法第 92 条の 2第 4項において特許出願日とみなす日

から 4 年になる日(A)又は審査請求日から 3 年になる日(B)のうち遅い日を基準

日(C)にして設定登録日(D)まで所要された期間(日数)(E)から特許法施行令第 7

条の 2 第 1 項各号に該当する期間であって、遅延された原因が出願人にある期

間(日数)(F)を除いた期間である。 

延長の期間に関する具体的な計算は、次の通りである。 

①「特許出願日」の判断 

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願において「特許出願日から 4

年」の期間を計算するときには、特許法第 34条、第 35条、第 52条第 2項、第

53 条第 2項、第 199条第 1 項及び第 214 条第 4項にもかかわらず、正当な権利

者が出願をした日、分割出願をした日、変更出願をした日、第 203 条第 1 項の

書面を提出した日及び国際出願の出願人が第 214 条第 1 項により決定を申し立

てた日を特許出願日とみなす。上記の事項に該当しない特許出願については一

般的な特許出願日を特許出願日とみなす。[特法 92条の 2(4)] 

 

 

 

従って、例えば設定登録された分割出願に関する登録遅延による特許権存続
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期間の延長登録出願の出願人が分割出願の原出願日を特許出願日にして「特許

出願日から 4 年」を計算して登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願書

を提出した場合には、延長登録出願書に対する補正を命じることができる。 

②特許出願日から 4年と出願審査請求日から 3年のうち遅い日の決定 

特許出願日から 4年になる日と出願審査請求日から 3年になる日を比較して、

両日のうち遅い日を遅延された期間を計算する基準日にする。もし、出願人がこ

の基準日を誤って記載し、登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願書を

提出した場合は、延長登録出願書に対する補正を命じることができる。[特法 92

条の 2(1)] 

③遅延された期間の計算 

上記の②の基準日から特許料を納付して設定登録された日までの期間(日数)

を計算する。もし、出願人がこの期間を誤って記載し、登録遅延による特許権存

続期間の延長登録出願書を提出した場合には、延長登録出願書に対する補正を

命じることができる。 

④出願人により遅延された期間の計算 

特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項各号各目(特許法施行規則第 54 条の 5 各号を

含む)のいずれかの一つに該当する出願人により遅延された期間(例：意見書提

出期間など)をすべて合算する。ただし、出願人により遅延された期間が重なる

場合には、特許権の存続期間の延長から除外される期間は、出願人によって実際

に遅延された期間を超過してはならない。[特令 7条の 2(1)、特法 92条の 2(2)] 

また、特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項各号各目(特許法施行規則第 54 条の 5

各号を含む)のいずれかの一つに該当する出願人により遅延された期間である

としても、特許権の設定登録が遅延された原因のうち、出願人により遅延された

ものではないと客観的に認められる原因がある場合には、それに該当する期間

は、上記の出願人により遅延された期間から除く。その例としては、出願人が審

査請求をする前に発生したものであるため、実体審査の進行に影響がない場合、

補正命令又は拒絶理由通知などが特許庁又は法院などの錯誤によるものである

場合、天変地異など出願人以外の原因により遅延された場合などがある。[特令

7条の 2(2)] 
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⑤延長登録の申立期間の計算 

延長登録の申立期間は、上記③の遅延された期間から上記④の出願人により

遅延された期間を引いたものであって、この期間が特許法第 92条の 2により認

められる延長可能期間になる。もし、延長登録出願書に記載された延長登録の申

立期間が上記の延長可能期間を超える場合は、特許法第 93条により準用される

特許法第 63条により出願人に拒絶理由を通知し、意見書を提出する機会を与え

なければならない。[特法 92条の 2(1)~(2)] 

上記の①乃至④のうち、いずれかの一つ以上の項目が延長登録出願書に誤っ

て記載され、それにより⑤の延長登録の申立期間が特許法第 92条の 2により認

められる延長可能期間を超える場合には、まず、特許法第 92 条の 4第 1号違反

という拒絶理由を通知する。拒絶理由通知に対して出願人が延長登録出願書の

補正によって①乃至⑤項目を正確に記載して拒絶理由を解消した場合は、延長

登録決定をし、補正によって拒絶理由は解消されたものの、①乃至④のいずれか

の一つ以上の項目に誤った記載が依然として残っている場合には、延長登録出

願書に対する補正を命じる。 

次は、上記の手続きにより延長登録の申立期間を計算した例である。 

 

(例) 

日付 内訳 

2013. 1. 1. 特許出願 

2015. 1. 1. 審査請求 

2016.10. 1. 意見提出通知書の発送 

2016.12. 1. 期間延長申立(2 カ月) 

2017. 2. 1. 補正書及び意見書の提出 

2017. 8. 1. 特許拒絶決定謄本の送達 

2017. 9. 1. 法定期間延長の申立 

2017.10. 1. 再審査請求 

2017.11. 1. 特許拒絶決定謄本の送達 

2017.12. 1. 拒絶決定不服審判請求 
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2018. 8. 1. 拒絶決定不服審判請求の認容審決 

2018.10. 1. 特許決定謄本の送達 

2019. 1. 1. 特許料納付(特許権設定登録) 

 

特許出願日から 4年になる日(2017 年 1 月 1日)より出願審査を請求した日か

ら 3 年になる日(2018 年 1 月 1 日)がさらに遅いため、遅延された期間の計算の

基準日は 2018年 1月 1日になり、その基準日から特許料を納付して設定登録が

ある日(2019年 1 月 1 日)までの期間は 365日である。一方、審査官の拒絶理由

通知による意見提出期間(123 日、2016年 10 月 1 日~2017年 2 月 1 日)、再審査

の請求による遅延期間(61 日、2017年 8月 1日~2017 年 10月 1日)、及び特許決

定の謄本の送達を受けた日以降に特許料を納付して設定登録がある日までの遅

延期間(92日、2018年 10月 1日~2019年 1月 1日)は、出願人により遅延された

期間(123＋61＋92＝276 日)である。従って、延長登録ができる期間は、合計遅

延期間(365日)から出願人により遅延された期間(276日)を除いた 89日である。 

 

5.4.3 拒絶理由の通知 

審査官は、特許法第 93 条において準用する同法第 63 条により特許権存続期

間の延長登録出願が特許法第 92条の 4各号に該当して延長登録の拒絶決定をし

ようとするときは、その出願人に対して拒絶理由を通知し、期間を定めて意見書

を提出する機会を与えなければならない。 

拒絶理由通知の際、出願人が拒絶理由を明確に分かるよう、関連規定又は理由

を明確かつ簡潔に記載しなければならない。拒絶理由通知に関する一般事項に

ついては、第 5部の当該部分を参照する。 

拒絶理由通知の際、意見書提出期間を 2 カ月の範囲内に指定して通知し、審

査官が指定した意見書の提出期間は延長ができる。意見書提出期間の延長は、出

願人の申立により毎回 1 カ月にして、4 回まで延長できることを原則とする(第

1部第 3章「4.2実体審査に関する指定期間の延長と承認」を参照)。 
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5.4.4 意見書及び補正書の取扱い 

出願人は、特許権存続期間の延長登録出願について審査官の拒絶理由通知が

ある場合は、意見書又は補正書を提出することができる。ただし、意見書と補正

書は出願人が必しも提出しなければならない書類ではない。 

意見書は、意見提出通知書において定めた指定期間以内に提出することがで

きる。補正書は、出願後、延長登録可否決定の謄本を送達する前までに提出する

ことができるが、審査官の拒絶理由通知があった後は、当該拒絶理由通知による

意見書の提出期間に限って提出することができる。[特法 92条の 3(4)] 

(1)意見書が提出された場合、意見書に記載された出願人の主張内容を勘案し、

拒絶理由が実際に存在するか否かを再度判断する。 

(参考)意見書提出期間の経過後又は拒絶理由通知前に意見書が提出されても、

その意見書は返戻せず、受け付けて審査の参考にする。 

(2)補正書が提出された場合、補正書が認められない限り、補正書に記載された

補正事項を反映して改めて審査しなければならない。 

延長登録出願の内容のうち補正することができる事項としては、特許法第 92

条の 3 第 4 項により①延長申立の期間、及び②産業通商資源部令が定める延長

の理由に制限される。従って、延長登録出願人を変更する補正、延長対象になる

特許権の特許番号を変更する補正は、自明な誤記を訂正する場合を除いては許

容されない。 

補正書が提出された場合、補正の対象が適法であるか否かを審査し、補正する

ことができない事項を補正した場合には、補正不認定予告通知をして疎明の機

会を付与する。補正不認定予告通知は、補正書を認めることができない理由を記

載した補正不認定予告通知書による一方、改めて拒絶理由を通知するようにな

った際には、意見提出通知書に併記することに代えることができる。 

出願人の疎明にもかかわらず、補正書を認めることができない場合は、補正不

認定通知をして補正されていない出願書をもって再度審査をする。補正不認定

通知は、その理由を記載した補正不認定通知書による一方、拒絶した場合には、

拒絶決定書に併記することに代えることができる。 
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(参考 1)特許出願の手続きに関する一般原則に従い、延長登録出願の手続きが終

了した場合には補正が認められないため、延長登録出願が無効、取下げ、

放棄、返戻された場合又は延長登録出願の根拠になった特許権が無効、

放棄された場合には、補正書を提出することができない。 

(参考 2)特許権が共有に係る場合、共有者の一部の者のみが延長登録出願をした

後、拒絶理由を解消するために当初延長登録出願に含まれていなかった

出願人を追加する補正、又は登録特許権者を変更して特許権者と延長登

録出願人を一致させる補正は認められない。 

ただし、出願人の表示の誤記を補正する、又は特許権の一般継承があっ

た場合に特許権者を一般承継人に変更する補正は認められる。 

(参考 3)特許に関する手続きをした者は、その手続きが特許庁に係属している限

り、その手続きを補正することができる。しかし、特許法第 92条の 3第

4 項の規定によると、登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願の

内容のうち特許番号は補正することができる対象から除外しているた

め、特許番号に誤記がある場合、その特許番号を補正することができる

か否かが問題になる。 

特許法第 92 条の 3 第 4 項は、延長登録出願をした時に主張した延長申

立の期間は実質的に変更されても問題ないが、特許番号の変更を許容す

る場合、登録遅延による特許権存続期間の延長登録対象が変更されるた

めに許容しないという趣旨である。従って、延長登録出願書に記載した

特許番号が明らかな誤記である場合(出願書に記載された出願日付、特

許番号、特許日付などを総合したときに、特許番号の記載に明らかな誤

記があると認められる場合)、その誤記を訂正する補正を除いては認め

られない。 

(3)補正が適法であると認められれば、出願は補正された内容により最初に出願

された時に提出されたものとみなし、補正された出願書を対象に審査する。 
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5.4.5 延長登録可否の決定[特法 93、67] 

延長登録出願の登録遅延による特許権存続期間の延長可否に対する決定は、

特許法第 93 条が準用する同法第 67 条により書面をもって行わなければならな

い。 

(1)延長登録決定・拒絶決定[特則 54、規定 5(3)(9)] 

審査官は登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願について延長登録可

否の決定をしようとするときには、審査課長(チーム長)にこれを報告し、次の事

項を記載した延長登録決定書又は延長登録拒絶決定書を作成し、記名捺印しな

ければならない。ただし、延長登録拒絶決定書には下記の③及び④の事項は記載

しない。 

①延長登録出願番号 

②特許番号 

③延長期間 

④遅延された期間の内容 

⑤延長登録出願人の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在

地) 

⑥延長登録出願人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名及び住所又は

営業所の所在地(代理人が特許法人である場合は、その名称、事務所の所在

地及び指定された弁理士の氏名) 

⑦決定の主文とその理由 

⑧決定年月日 

(2)延長登録可否決定事項の送達 

特許庁長は、登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願の登録可否の決

定がある場合は、その決定の謄本を出願人に送達しなければならない。送達に関

する詳しい事項については、特許可否決定の謄本を送達するときの規定を参照

する。 
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6. その他の審査手続き 

 

6.1 特許公報などにおける掲載 

審査官は、登録遅延による特許権存続期間の延長登録決定をした場合には、登

録課に①特許権者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在

地)、②特許番号、③延長登録の年月日、④延長期間などの登録事項を特許公報

に掲載するよう依頼する。 

 

6.2 延長登録拒絶決定に対する審判 

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 92条の 4各号の一

つに該当するという理由により延長登録拒絶決定を受けた者が、その延長登録

拒絶決定に不服があるときは、その延長登録拒絶決定の謄本の送達を受けた日

から 30日以内に延長登録拒絶決定不服審判を請求することができる。 

 

6.3 延長登録された特許権の無効審判 

 登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願に延長登録決定されて延長さ

れた特許権が、特許法第 134 条第 2 項各号のいずれかの一つに該当する場合に

は、無効審判を請求することができる。 
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第 3 章 国防に関する出願の審査 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 41条(国防上必要な発明など)①政府は、国防上必要な場合、外国にお

いて特許出願することを禁止する、又は発明者・出願人及び代理人に対してそ

の特許出願の発明を秘密に取り扱うよう命じることができる。ただし、政府の

許可を得た場合は、外国において特許出願をすることができる。 

 ②政府は、特許出願された発明が国防上必要な場合は、特許をしないことがで

き、戦時・事変又はこれに準ずる非常時に国防上必要な場合には、特許を受け

ることができる権利を収用することができる。 

 ③第 1 項による外国における特許出願の禁止又は秘密取扱いに伴う損失に対

しては、政府は正当な報償金を支払わなければならない。 

 ④第 2 項により特許しない、又は収用する場合には、政府は正当な報償金を

支払わなければならない。 

 ⑤第 1 項による外国における特許出願の禁止又は秘密取扱命令を違反した場

合には、その発明に対して特許を受けることができる権利を放棄したものと

みなす。 

 ⑥第 1 項による外国における特許出願の禁止又は秘密取扱命令を違反した場

合には、外国における特許出願の禁止又は秘密取扱いに伴う損失報償金の請

求権を放棄したものとみなす。 

 ⑦第 1 項による外国における特許出願の禁止及び秘密取扱いの手続き、第 2

項から第 4 項までの規定による収用及び報償金支払いの手続き、その他に必

要な事項は、大統領令で定める。 

特許法施行令第 11条(国防に関する特許出願の秘密分類基準)特許庁長は、法第

41 条第 1 項の規定により秘密に分類して取り扱うべき発明の選別に必要な分

類基準(以下、「分類基準」という)を防衛事業庁長と協議して定めなければな

らない。 
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特許法施行令第 12条(秘密取扱の手続き)①特許庁長は、国内に住所又は営業所

を有する者の特許出願が第 11 条の規定による分類基準に該当する場合には、

防衛事業庁長に対し、秘密に分類して取り扱う必要があるか否かについて照

会しなければならない。 

 ②特許庁長は、第 1 項の規定により防衛事業庁長に照会した場合には、その

特許出願の発明者･出願人･代理人及びその発明を知っていると認める者(以

下、「発明者など」という)に対してその事実を通知して、保安を維持するよう

に要請しなければならない。 

 ③防衛事業庁長は、第 1項の規定により照会を受けた場合は、2月以内に回答

しなければならず、その特許出願に対して秘密取扱いが必要であると認めら

れる場合は、特許庁長に対して秘密に分類して取り扱うよう要請しなければ

ならない。 

 ④特許庁長は、第 3 項の規定により秘密に分類して取り扱うよう要請を受け

た場合には、「保安業務規定」に基づいて必要な措置をとり、その特許出願の

発明者などに対して秘密に分類して取り扱うように命じなければならず、秘

密に分類して取り扱うよう要請を受けていない場合には、その特許出願の発

明者などには、第 2項の保安維持要請の解除通知をしなければならない。 

 ⑤特許庁長は、第 3 項の規定による防衛事業庁長の回答を受けたときは、遅

滞なく第 4 項の規定により秘密に分類して取り扱うよう命じる、又は保安維

持要請の解除通知をしなければならない。 

特許法施行令第 13 条(秘密からの解除など)①特許庁長は、第 12 条第 4 項の規

定により秘密に分類して取り扱うよう命じた特許出願については、秘密から

の解除、秘密保護期間の延長又は秘密等級の変更当否を年 2 回以上防衛事業

庁長と協議して必要な措置をしなければならない。 

 ②第 12条第 4項の規定により秘密に分類して取り扱うよう命令を受けた発明

者などは、特許庁長に対し、秘密からの解除又は秘密等級の変更若しくは特許

出願された発明の一定範囲の公開又は実施の許可を請求することができる。 
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2. 趣旨 

 

国防上必要な発明に対して特定の者に独占権を付与し、過度に私益のみを追

求しているにも、これを規制する方法がない場合、又は国防上必要であって秘密

に分類されるべき発明が何ら制約なく一般に公開されて露出された場合、国家

の安全保障に多大な影響をもたらしかねない。従って、そのような場合に適切に

対処することができるよう、特許法第 41条においては国防上必要な発明の取扱

いについて記載している。[特法 41] 

特許法第 41 条は、国防上必要な発明に対して外国における出願を禁止する、

又はその発明を秘密に取り扱うよう命じることができ、政府が特許をしないこ

とができる上、特許を受けることができる権利を収用することができるように

規定している。特許法第 41条は、特許出願をした発明に対して政府が制限を加

える場合であり、特許法第 106 条は、既に出願された発明が登録済みの特許権

に対して制限を加える場合である。[特法 106] 

一方、憲法第 23条においてすべての国民の財産権は保障され、ただし、公共

の必要による財産権の収用・使用又は制限に対しては正当な補償を支払わなけ

ればならないと規定しており、特許法でも外国における特許出願の禁止などに

よる損失に対し、正当な代価が支給されなければならないということも併せて

規定している。[憲法 23] 

 

3. 国防に関する出願一般 

 

3.1 国防に関する出願の分類基準 

国防に関する出願における分類基準は、特許法施行令第 11条により特許庁長

が防衛事業庁長と協議して定めるようになっているが、これを特許庁訓令第 822

号、「国防に関する特許出願の分類基準」において規定している。[特令 11、国

防に関する特許出願の分類基準] 

これによると、国防に関する出願は大きく二種類に分類することができる。一

つ目は出願人が国防に関する出願に表示して出願した場合であって、防衛事業

庁において国防に関する出願に分類して取り扱う必要があると認めた場合であ
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る。この場合、出願人は出願書を書面により提出し、国防に関する出願であるこ

とを表示して提出し、特許庁は対外秘で受け付け、防衛事業庁に国防に関する出

願に分類する必要があるか否かを紹介した後で審査局に移管する。詳しい事項

は、出願関係事務取扱規定第 14条を参照する。[出願関係事務取扱規定 14] 

二つ目は、特許庁訓令第 822 号の別表の国際特許分類に該当する出願であっ

て、審査官が国防に関する出願に確定分類した後、防衛事業庁でも国防に関する

出願に取り扱う必要があると認めた場合である。国防に関する出願に該当する

国際特許分類は、航空・潜水艦・ミサイル・装甲車などの機械関連分類が 8件、

爆薬・起爆装置など化学関連分類 4件がある。 

 

特許庁訓令第 822号 国防に関する特許出願の分類基準[別表] 

国防に関する国際特許分類(IPC) 

B64D 1/00-1/22, 7/00-7/08, 39/00-39/06, 45/00-45/08 (航空) 

B63G 1/00, 3/00-3/06, 5/00, 6/00, 7/00-7/08, 8/00-8/42, 9/00-9/06, 11/00, 

   13/00-13/02 (潜水艦) 

C06B 21/00, 23/00-23/04, 25/00-25/40, 27/00, 29/00-29/22, 31/00-31/56, 

   33/00-33/14, 35/00, 37/00-37/02, 39/00-39/06, 41/00-41/10, 43/00,  

   45/00-45/36, 47/00-47/14, 49/00 (爆薬) 

C06C 5/00-5/08, 7/00-7/02, 9/00, 15/00 (起爆装置) 

C06D 3/00, 5/00-5/10, 7/00 (ガス弾) 

F41A 1/00-1/10, 3/00-3/94, 5/00-5/36, 7/00-7/10, 9/00-9/87, 11/00-11/06,  

   13/00-13/12, 15/00-15/22, 17/00-17/82, 19/00-19/70, 21/00-21/48, 

   23/00-23/60, 25/00-25/26, 27/00-27/30, 29/00-29/04, 31/00-31/02,  

   33/00-33/06, 35/00-35/06 (銃砲) 

F41C 3/00, 3/14, 3/16, 7/00-7/11, 9/00-9/08, 23/00-23/14, 27/00, 27/06 (銃砲) 

F41F 1/00-1/10, 3/00-3/10, 5/00-5/04, 7/00 (大砲) 

F41G 1/00-1/54, 3/00-3/32, 5/00-5/26, 7/00-7/36, 9/00-9/02, 11/00 (照準機) 

F41H 3/00-3/02, 5/00-5/20, 7/00-7/10, 9/00, 9/02, 9/04, 9/10, 11/00-11/32 

   (装甲) 

F42B 1/00-1/04, 3/00-3/28, 4/00-4/30, 5/00-5/38, 6/00-6/10, 7/00-7/12, 

   8/00-8/28, 10/00-10/66, 12/00-12/82, 14/00-14/08, 15/00-15/38, 17/00, 

   19/00-19/46, 21/00, 22/00-22/44, 23/00-23/24, 25/00, 27/00, 27/08, 

29/00, 

   30/00-30/14, 33/00-33/14, 35/00-35/02, 39/00-39/30 (装薬、弾薬) 

F42C 1/00-1/14, 3/00, 5/00-5/02, 7/00-7/12, 9/00-9/18, 11/00-11/06,  

   13/00-13/08, 14/00-14/08, 15/00-15/44, 17/00-17/04, 19/00-19/14, 21/00  

   (弾薬信管)  
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特許庁訓令第 822 号 国防に関する特許出願の分類基準[別表] 

国防に関する協力特許分類(CPC) 

B64D 1/00-1/22, 7/00-7/08, 39/00-39/06, 45/00-45/08 (航空) 

B63G 1/00, 3/00-3/06, 5/00, 6/00, 7/00-7/08, 8/00-8/42, 9/00-9/06, 11/00, 

   13/00-13/02 (潜水艦) 

C06B 21/00-21/0091, 23/00-23/04, 25/00-25/40, 27/00, 29/00-29/22, 31/00-

31/56, 

   33/00-33/14, 35/00, 37/00-37/02, 39/00-39/06, 41/00-41/10, 43/00, 

   45/00-45/36, 47/00-47/145, 49/00 (爆薬) 

C06C 5/00-5/08, 7/00-7/02, 9/00, 15/00 (起爆装置) 

C06D 3/00, 5/00-5/10, 7/00 (ガス弾) 

F41A 1/00-1/10, 3/00-3/94, 5/00-5/36, 7/00-7/10, 9/00-9/87, 11/00-11/06, 

   13/00-13/12, 15/00-15/22, 17/00-17/82, 19/00-19/70, 21/00-21/488, 

   23/00-23/60, 25/00-25/26, 27/00-27/30, 29/00-29/04, 31/00-31/02, 

   33/00-33/06, 35/00-35/06 (銃砲) 

F41C 3/00-3/005, 3/14, 3/16, 7/00-7/12, 9/00-9/085, 23/00-23/14, 27/00, 27/06  

   (銃砲) 

F41F 1/00-1/10, 3/00-3/10, 5/00-5/04, 7/00 (大砲) 

F41G 1/00-1/545, 3/00-3/326, 5/00-5/26, 7/00-7/36, 9/00-9/025,  

   11/00-11/008 (照準機) 

F41H 3/00-3/02, 5/00-5/20, 7/00-7/10, 9/00, 9/02, 9/04, 9/10, 11/00-11/32  

   (装甲) 

F42B 1/00-1/04, 3/00-3/28, 4/00-4/30, 5/00-5/38, 6/00-6/10, 7/00-7/12, 

   8/00-8/28, 10/00-10/668, 12/00-12/82, 14/00-14/08, 15/00-15/38, 17/00, 

   19/00-19/46, 21/00, 22/00-22/44, 23/00-23/24, 25/00, 27/00, 27/08, 

29/00, 

   30/00-30/14, 33/00-33/14, 35/00-35/02, 39/00-39/30 (装薬、弾薬) 

F42C 1/00-1/14, 3/00, 5/00-5/02, 7/00-7/12, 9/00-9/18, 11/00-11/065, 

   13/00-13/08, 14/00-14/08, 15/00-15/44, 17/00-17/04, 19/00-19/14, 21/00 

   (弾薬信管) 

 

*太字(ボールド)の表記は、IPCと CPCの分類が相違する場合である 

 

3.2 国防に関する出願の分類基準適用対象出願 

特許法による特許出願に適用されることが基本であり、関連特許法規定を準

用している実用新案登録出願に対しても適用される。これは、実用新案法第 11

条及び実用新案法施行令第 9条において、それぞれ特許法第 41条と特許法施行
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令第 11 条乃至第 16条を準用しているためである。 

 

 

一方、国際出願について締約国は、特許協力条約第 27条第 8項などにより国

の安全保障に向けた措置を取ることができるため、特許庁保安業務施行細則第

78条の 2においては、特許協力条約による国際出願が特許法施行令第 11条の規

定による「国防に関する特許出願の分類基準」に該当するときには、特許協力条

約第 12条の規定による記録原本及び調査用写しを国際事務局及び管轄国際調査

機関に送付することを保留し、管掌審査局に国際出願書類一切を移送するよう

規定している。[PCT27(8)] 

 

4. 国防に関する出願の取扱手続き 

 

国防に関する出願について、出願人は原則として書面により手続きをしなけ

ればならない。しかし、出願人が自身の出願が国防に関する出願であることを認

知することができなかった場合は、オンラインにより出願することができる。こ

の場合には、審査官が国防に関する出願に分類して国防に関する出願に管理す

ることもできる。大部分の国防に関する出願は、国防科学研究所など出願人が国

防に関する出願であることを表示して書面により提出した場合である。[特則 9

の 2(3)] 

 

4.1 出願人が国防に関する出願で表示した場合の取扱い 

 

(1)出願人が国防に関する出願であると判断して書面により出願した場合、出願

に関する書類を受け付けた部署においては、 

①当該出願を対外秘で受け付けた後、防衛事業庁長に出願書の副本を送付し、

秘密に分類して取り扱う必要があるか否かについて協議をしなければなら

ない。また、その特許出願の発明者・出願人・代理人に対して保安を維持す

るよう要請する。[特令 12、出願関係事務取扱規定 14、規定 77] 

②防衛事業庁と協議した結果、秘密に分類して取り扱うよう要請された場合

は、出願人などに対する秘密取扱命令など、保安業務規定に基づいて措置を
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とり、書誌事項のみを電算入力した後、当該出願を特許審査企画課に移管し

て国際特許分類を確定した後、当該国際特許分類を審査する審査官が勤務す

る審査局に移管する。 

 

③防衛事業庁から秘密に分類して取り扱うよう要請されなかった場合は、当

該出願に対して対外秘を解除した後、書面出願処理手続きに従って処理を

し、その特許出願の発明者・出願人・代理人に対し、その事実を通知して保

安解除通知をしなければならない。 

 

 

(2)出願関連書類が審査局に移転される前に出願人が国防に関する出願である

ことを通知した場合 

①出願人が、出願時には国防に関する出願であることを表示せずに出願(オン

ライン出願)したが、出願関連書類を審査局に移転する前に国防に関する出

願であることを通知した場合には、出願課長が情報管理課長に書面出力を
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依頼する。 

 

 

②情報管理課長は、同出願書を対外秘に生産(正・副本各 1部、FD1部)した後、

出願課に移管し、特許ネット上の電算資料は削除する。 

③この場合、防衛事業庁との協議などは出願時に出願人が国防に関する出願

であると表示して出願した場合の取扱基準を準用する。 

 

4.2 審査官が国防に関する出願で分類した場合の取扱い 

(1)特許分類(CPC、IPC)付与及び秘密取扱いの必要性の検討 

①審査官は、出願に対する特許分類を確定するとき、その出願の主分類又は部

分類を国防に関する出願の分類基準の別表で定めた特許分類に確定する場

合には、国防に関する出願で管理すべきか否かを決定しなければならない。

通常、特許情報院において仮分類をするとき、上記の国防に関する特許分類

(IPC、CPC)に該当すれば、別途に審査官に通知されている。[規定 78] 

審査官は、国防に関する国際特許分類に該当する場合には、国防に関する出

願で管理することが原則であるが、特許庁訓令第 822 号の第 2 号各号の除

外理由がある場合には、国防に関する出願で管理しない。[国防に関する特

許出願の分類基準] 

従って、出願人が国内に住所又は営業所を有する者ではない場合、その出願

が防衛事業法第 34条第 3項及び同法施行令第 39 条により同法第 35 条第 2

項各号において規定している主な防衛産業物資又は防衛事業法施行令第 2

条で規定している武器体系のうちのいずれかに該当しない場合、その他審

査官が国防上の秘密にならないものであると認める場合には、一般出願で

管理する。 

このとき、審査官が国防上の秘密にならないものであると認める場合には、

出願発明と同一又は類似する先行技術が既に公開されている場合、出願発

明が国の安全、軍事機密と直接関連のない技術である場合、分類変更を通じ

て国防に関する分類基準に変更しなければならない場合であって、既に出

願公開された場合などがある。審査官は、国防に関する出願で管理するべき

か否かに対する判断が困難なときには、特許庁運営支援課の非常企画官、出
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願人及び関連軍事専門家に意見を問うことができる。 

 

 

一方、確定分類された出願であって、審査の順位により審査する過程におい

て国防に関する出願に分類変更が必要であり、国防に関する出願の除外理

由にも該当しない場合には、当該の国防に関する特許分類に分類変更した

後、国防に関する出願として秘密取扱い手続きを行う。 

②検討の結果、秘密に分類して取り扱う必要があると認められる場合は、これ

を直ちに当該特許審査企画課長に対して特許庁保安業務規定施行細則第 79

条の別紙 31 号書式に基づいて報告しなければならない。[特許庁保安業務

規定施行細則 79] 

③特許審査企画課長は、審査官から報告があった場合には、国防に関する分類

基準に適合するか否かについて判断する。[規定 78] 

(2)秘密取扱いの必要性に関する協議 

特許審査企画課長は、審査官から報告があった出願が国防に関する分類基準

に適合していると判断される場合、次の措置を取らなければならない。 

①情報管理課長に当該出願の書面出力及び電算資料の削除を要請する。上記

の要請を受けた情報管理課長は、オンライン提出された出願について書面

の正・副本及びフロッピーディスク各 1 部を対外秘で生産した後、特許審

査企画課に移管し、その出願に関する書誌事項と出願履歴を除く電算資料

を削除しなければならない。 

②情報管理課から送付した出願書の正・副本を対外秘に登載して管理し、副本

1 部は、防衛事業庁に送付して秘密取扱いの必要性を照会する。このとき、

当該特許出願の発明者・出願人・代理人及びその発明を認知していると認め

られる者には、特許法施行令第 12条第 2項の規定により保安維持の要請も

同時に行う(特許庁保安業務規定施行細則第 79 条の 2 条、審査事務取扱規

定第 78条を参照)。[規定 78、特許庁保安業務規定施行細則 79の 2] 

③防衛事業庁において照会した結果、秘密に分類して取り扱うよう要請され

た場合は、特許庁保安業務規定施行細則第 80 条によって秘密に分類し、当

該技術分類を審査する審査官が審査することができるよう当該審査局に移

管し、上記②により保安維持の要請をした者に対して特許法施行令第 12条

第 4項の規定に基づいて秘密取扱い命令をする。[特許庁保安業務規定施行
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細則 80、規定 12(4)] 

一方、秘密に分類して取り扱うよう要請を受けない場合は、対外秘を解除し

て情報管理課長にオンライン出願への変換を要請して一般出願と同様に手

続きを進めるようにし、上記の②により保安維持要請をした者に特許法施

行令第 12条第 4項の規定により保安維持解除通知をする。[規定 12(4)] 

 

 

 

5. 審査局に移管された国防に関する出願審査 

 

4.1 又は 4.2節において防衛事業庁と協議した結果、秘密に取り扱う出願に確

定した場合、この出願書類の移管を受けた審査局においては保安業務規定施行

細則第 80 条第 3 項により秘密に分類して取扱・管理する。[特許庁保安業務規

定施行細則 80] 
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秘密出願に対する審査過程は、一般出願の審査過程と相違点がない。従って、

当該特許分類の審査官は審査順位が到来すれば、一般審査と同一に特許可否を

審査する一方、秘密に管理されるだけに審査時に秘密出願書類を審査局から帯

出して審査を行うなど秘密維持に万全を期すようにする。 

審査の結果、審査官が特許可否を決定すると、当該審査局は秘密出願に対する

補正書、意見書などを含む最終出願書類一切を特許決定である場合は特許審査

企画課に、拒絶決定の場合は情報管理課に移管する。 

 

6. 秘密に取り扱いされる出願書類の管理 

 

秘密出願を管理する部署の管理責任者又は審査官は、次の通り秘密出願書類

の管理に万全を期さなければならない． 

①特許審査企画課長は、秘密に分類された出願に対して、秘密からの解除、秘

密保護期間の延長又は秘密等級の変更可否を年 2 回以上、防衛事業庁長と

協議して必要な措置を取らなければならない。 

②審査官は、秘密に分類された出願が特許(登録)決定されたときは、登録課長

及び情報管理課長に対して文書により通知しなければならない。 

③秘密に分類された出願に対しては、秘密取扱いの解除時までに出願公開又

は登録公告を保留しなければならず、その秘密取扱いが解除されたときに

は、遅滞なく出願公開又は登録公告をしなければならない。 

④審査官が秘密に分類された出願を審査した結果、技術内容が秘密として維

持する必要がないと認められる場合には、秘密解除の可否について防衛事

業庁と協議することができる。 

⑤秘密に分類された出願に対する通知書は、対外秘で作成して決裁、発送など

は書面により行わなければならない。 

⑥秘密に分類された出願の登録書類は、秘密が解除される前までに特許審査

企画課で管理し、秘密が解除されれば一般出願書類として取り扱い、拒絶決
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定された出願書類は情報管理課長が管理番号を付与して一般秘密文書と同

一の規定により保管、管理する。 

 

⑦秘密に分類された出願の補正書及び意見書は、別途に管理番号を付与せず、

正・副本に綴じ合わせて 1件の書類にする。 

⑧秘密に分類された出願の副本は、正本と別途に管理番号を付与して保管し

なければならない。 

⑨秘密に分類された出願を保管する部署は、次の各号による(保安業務規定施

行細則第 81 条)。その他細部事項は、保安業務規定施行細則第 6 章「秘密

保管及び管理」を参照する。[特許庁保安業務規定施行細則 81] 

1.秘密に分類された出願は、一般出願書類と混合保管することはできず、二

重の鉄製容器に保管して特許審査企画課長が保管の正責任者になる。 

2.秘密に分類された出願は、秘密管理記録簿により管理し、登録原簿の余白

には秘密管理番号を記載して識別が容易になるようにする。 

3.秘密に分類された登録書類綴及び拒絶書類綴は、秘密帯出簿により帯出

し、非認可者に帯出してはならない。 

 

7. 外国への出願禁止及び許可 

7.1 外国への出願禁止対象出願 

特許法第 41条によると、国防上必要な発明に対しては外国への出願を禁止す

ることができ、政府の許可を受けた場合に限って外国に出願することができる。

一方、外国への出願禁止を違反した場合には、その発明に対して特許を受けるこ

とができる権利を放棄したものとみなし、外国への特許出願禁止による損失補

償金の請求権を放棄したものとみなす。[特法 41(1)、(5)] 

外国に出願が禁止される出願は、特許庁審査官が国防に関するものであると

分類した出願又は出願人が国防に関する出願に表示した出願であって、防衛事

業庁と協議した結果、秘密に管理する必要がある出願が対象になる。[特令 15] 

 

7.2. 外国への出願許可 

外国への出願が禁止される出願に対して政府の許可を得た場合には、例外的
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に外国に出願することができる。現在我が国は米国と国防に関する発明の秘密

保護に関する協定を締結し、両国間においては国防に関する発明に対して秘密

保障及び両国への出願を許容しており、その他の国に対しては出願することが

できない。[特令 15] 
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米国への出願の許可を受けようとする場合には、特許法施行規則第 35条によ

り外国への出願許可申立書(別紙第 21号書式)を特許庁に提出しなければならな

い。[特則 35] 

特許庁が上記の許可申立書を受け付けると、特許法施行令第 16条により防衛

事業庁と協議してその結果によって許可することができる場合には、次のよう

な条件下で米国への出願許可書を発給することができる。[特令 16] 

1.米国において国防上の目的により当該出願を容易に評価することができる

よう、明細書の発明の内容を充分かつ明確に記載すること 

2.米国において秘密に取扱いされることによって発生する損害に対する賠償

請求権の放棄(米国では出願人の承諾なく当該発明を使用する、又は公開す

ることによって発生する損害は除く) 

一方、米国における出願許可を得て米国に出願する出願人は、米国出願書類に

出願書類の副本 2 通、特許庁長が発給した米合衆国出願許可書 1 通、代理人の

人的事項及び秘密取扱認可事項を記載した書類 1 通を添付して防衛事業庁長に

提出しなければならない。また、米合衆国出願をしようとする者は、米合衆国政

府から秘密取扱認可の発給を受けた代理人を指定し、その代理人によって特許

に関する手続きをしなければならず、米国における出願番号及び出願日を遅滞

なく防衛事業庁長に通知しなければならない。 

その他、米国への出願許可について具体的な内容は、「大韓民国政府と米合衆

国政府間の特許出願された国防に関する発明の秘密保護に関する協定及び同施

行手続きの細部施行要領」を参照する。[大韓民国政府と米合衆国政府間の特許

出願された国防に関する発明の秘密保護に関する協定] 

 

7.3 米国の国防に関する出願を我が国において出願する場合の取扱い 

米国において国防に関する出願で管理される出願を我が国に出願することも

できる。この場合、出願人は書面出願をしなければならず、出願書に出願書副本

2 通、明細書・要約書・図面各 3通(明細書 3通のうち 1 通には、発明の説明の

記載を省略可能)、米国において発行した大韓民国への出願許可書 1通、その他

保安に関する書類などを添付して提出しなければならない。 

特許庁において上記出願を受け付けた場合には、秘密に管理し、具体的な内容

は上記の細部施行要領を参照する。  
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[添付]国防に関する出願規定 

特許法施行規則 

第 9 条の 2(電子文書で提出することができる書類)①法第 28 条の 3第 4項によ

り特許庁長又は特許審判院長に電子文書で提出することができる書類は、次

の各号のものを除く書類とする。 

1.電子文書添付書類などの物品提出書 

2.削除 

3.削除 

4.訂正交付申込書 

5.条約第 2条(ⅶ)による国際出願(以下、「国際出願」という)の使用語が日本

語である国際出願関連書類(書類原本を含んで提出する別紙第 35 号書式及

び別紙第 51号書式を含む) 

6.法第 214条第 1 項による決定申立書 

7.電子化内容訂正申立書 

8.削除 

 ②削除 

 ③第 1項の規定にかかわらず、「特許法施行令」(以下、「令」という)第 11条

の規定による分類基準に該当する国防関連特許出願の場合には、電子文書に

より提出することができない。ただし、令第 12条第 4項の規定により保安維

持要請の解除通知を受け、又は令第 13条の規定により秘密からの解除通知を

受けた場合には、この限りでない。 
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特許･実用新案審査事務取扱規定 

2010.4.28訓令第 665号(一部改正) 

 

第 3 節 国防に関する出願 

 

第77条(国防に関する出願)①出願が国防上秘密に分類されて取り扱われる必要

があるか否かついて防衛事業庁において照会する基準は、特許庁訓令「国防に

関する特許出願の分類基準(以下、「国防関連分類基準」という)」に明示され

ている国際特許分類などによる。 

 ②第 1 項の規定による秘密取扱可否の照会など国防に関する出願に関する業

務は、特許庁訓令「保安業務規定施行細則」に基づき、必ず書面によりしなけ

ればならない。 

 

第 78 条(オンライン提出された出願の秘密取扱可否の照会)①審査官は、出願に

対する第 9条第 2項の規定により分類を確定する、又は第 10条の規定により

分類を変更するとき(公開された場合は除く)には、国防関連分類基準に該当

するか否かを審査しなければならず、分類基準に該当して秘密に分類して取

り扱う必要があると認められる場合は、これを直ちに特許審査企画課長に報

告しなければならない。 

 ②特許審査企画課長は、審査官から第 1 項の規定による報告がある場合は、

次の各号の措置をしなければならない。 

1.国防関連分類基準の適合性を判断した後、情報管理課長に当該出願の書面

出力を依頼し、出力された書面の副本 1 部を対外秘で防衛事業庁に送付し

て秘密取扱可否を照会しなければならない。 

2.防衛事業庁における照会の結果、秘密に分類して取り扱うよう要請された

場合は、保安業務規定施行細則により必要な措置を取り、秘密に分類して取

り扱うよう要請されなかった場合には、対外秘を解除して情報管理課長に

オンライン出願への変換を要請し、一般出願手続きを進めるようにしなけ

ればならない。 

3.第 1号及び第 2号について当該特許出願(実用新案登録出願)の発明者(考案

者)・出願人・代理人及びその発明(考案)を認知していると認められる者に

対しては、「特許法施行令」第 12条第 2項又は第 4項(「実用新案法施行令」

第 7条の規定により準用される「特許法施行令」第 12条第 2項又は第 4項)

の規定による措置を取らなければならない。 
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 ③情報管理課長は、第 2 項第 1 号の規定による書面出力の依頼があった場合

は、オンライン提出された出願について書面の正・副本及びフロッピーディス

ク各 1 部を対外秘で生産した後、当該審査局に移管してその出願に関する電

算資料を削除しなければならない。 

 

第 79条(出願書類の秘密管理など)①特許審査企画課長は、秘密に分類された出

願に対して秘密からの解除、秘密保護期間の延長又は秘密等級の変更可否を

年 2 回以上防衛事業庁と協議して必要な措置を取らなければならない。 

 ②審査官は、秘密に分類された出願が特許(登録)決定されたときは登録課長

及び情報管理課長に対し、拒絶決定されたときは特許審査企画課長に対し、文

書で通知して当該局の分任保安担当官は、関連書類を登録決定時には特許審

査企画課長に移送し、拒絶決定時には情報管理課長に移送しなければならな

い。 

 ③秘密に分類された出願については、秘密取扱の解除時までに出願公開又は

登録公告を保留しなければならず、その秘密取扱が解除されたときは、遅滞な

く出願公開又は登録公告をしなければならない。 

 ④審査官が秘密に分類された出願を審査した結果、技術内容が秘密に維持す

る必要がないと認められる場合は、秘密解除可否について防衛事業庁と協議

することができる。 

 ⑤秘密に分類された出願に関する通知書は、対外秘で作成して決裁、発送など

は書面により行わなければならない。 

 

第 79 条の 2(書類の送達方法など)①国防に関する出願についての審査事務処理

をするに当たって、書面により作成された通知書などは出願人又は代理人に

直接接触する、又は書留により送達しなければならない。 

 ②その他、国防に関する出願書類の送達と関連してこの規定において定めて

いない事項は、特許庁保安業務規定施行細則において定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 3 章 国防に関する出願の審査 

7317 

 

出願関係事務取扱規定 

 

2015.5.7訓令第 814号(一部改正) 

 

第 14 条(国防に関する出願などの処理)出願課は、出願人が国防に関する出願で

あると判断して書面又は電子的記録媒体により出願する場合は、次の各号の

措置をしなければならない。 

1.当該出願を受け付けた後、防衛事業庁長に出願書副本 1 部を送付し、秘密

に分類して取り扱う必要があるか否かについて協議をしなければならない。 

2.防衛事業庁と協議した結果、秘密に分類して取り扱うことを要請された場

合は、保安業務規定により措置を取って書誌事項のみを電算入力した後、当

該出願を特許審査企画課に移管する。 

3.防衛事業庁から秘密に分類して取り扱うよう要請されなかった場合は、当

該出願に対しては秘密を解除した後、第 13条の規定により書面出願処理手

続きに従って処理する。 

4.第 1 号乃至第 3 号の規定に基づき、その特許出願の発明者・出願人・代理

人に対してその事実を通知し、保安を維持するよう要請する、又は保安維持

解除通知をしなければならない。 

 

 

登録事務取扱規定 

 

2014.12.1訓令第 729号(一部改正) 

 

第 17 条(国防に関する秘密特許などの登録)①情報活用チームは、特許審査企画

課の分任保安担当官から特許(登録)決定された出願が秘密であることの通知

を受けて直ちに設定登録に必要な出願基本事項を入力し、登録課が登録する

ことができるようにしなければならない。 

 ②登録課は、国防に関する秘密特許・実用新案・デザイン登録出願について、

発明(考案)の名称、デザインの対象になる物品を除いて登録しなければなら

ず、その特許(登録)証は、秘密取扱いが認可された者(業者)に限って発給し、

非認可者の場合は発給を省略し、登録結果を書面により案内する。 

 

 

 



第 7 部 その他の審査手続き 

7318 

 

大韓民国政府と米合衆国政府間の特許出願された国防に関する発明の 

秘密保護に関する協定 

 

1992年 1月 6日、ソウルにて署名 

1993年 7月 29日発効 

 

大韓民国政府と米合衆国政府は、1950年 1月 26日ソウルで署名された相互防

衛援助協定の当事者として、両国政府間の経済協力と技術共有の促進を希望し、

相互防衛援助には国防と関連した発明の相互交流が望ましく、国防と関連した

特定発明の秘密を相互保護することが、かかる発明の相互交流と使用を促進す

るものであることを考慮して、一方の国家で特許が出願され、又は特許を受けた

場合、国防と関連した発明について秘密が付与されれば、その当然の結果として

一般に他方の国で同一の発明に関する特許出願が禁止されることを認め、かか

る禁止が国防と関連した発明の相互交流に障害となり、特許出願人に対して害

を及ぼし、その結果両国間の技術共有に否定的影響を及ぼし得ることを考慮し、

相互交換することのできる秘密情報の相互保護及び保障のための諸般措置が政

府間で行われていることを考慮し、次の通り合意した。 

 

第 1条 

合意した手続きに従い、各政府は、発明に係る特許出願を最初に接受した政府

(以下、「生産国政府」という)が国防上の利益のために同発明について秘密を付

与した場合、特許出願が接受された同発明の秘密を保護し、また保護されるよう

にする。ただし、この規定は、当該発明について他方の国の政府(以下、「接受国

政府」という)への特許出願を禁止することができる生産国政府の権利を侵害し

ない。 

 

第 2条 

接受国政府は、当該特許技術情報を特許出願書に記載された通り秘密に取り扱

い、当該発明及び特許技術情報を取り扱うに当たって、同所有者が特許又はその

他法規上の保護を受けることができる権利を侵害されないように保障するため

に、最大限努力をする。 
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第 3 条 

第 1 条の規定は、生産国政府の要請又は特許出願人の要請により適用される。

ただし、特許出願人は、生産国政府が秘密を付与し、当該国に対する秘密特許出

願について生産国政府から認可を受けたという証拠を提示しなければならない。 

 

第 4 条 

(1)この協定により特許出願が接受された発明及び特許技術情報は、国防の目的

に限って使用され、この条の条件により生産国政府の事前の書面同意なく接受

国政府により公務員又は政府の代理人でない者に移転されることができない。 

(2)接受国政府は、この協定により特許出願が接受された発明及び特許技術情報

を、情報の目的に限り、無償で接受し、活用する権利を有する。 

(3)下記第 4項の規定に従うことを条件に、生産国政府又はその政府の統制を受

ける団体や機関がこの協定により移転された発明又は特許技術情報の使用許可

権を所有し、又は有している限り、接受国政府は、当該発明又は特許技術情報に

ついて既得権を有する私的所有者に対する責任が発生し得る場合を除き、当該

発明又は特許技術情報を、国防上の研究・開発及び製造の目的で、無償で用いる

権利を有することができる。両国政府は、使用局政府がかかる使用の前に、当該

発明又は特許技術情報に係るそれらすべての既得権について通報を受けるよう

保障するために協力する。 

(4)この協定により接受された発明及び特許技術情報は、両国政府の国防機関間

の別途の覚書によってのみ接受国政府の外に移転することができる。発明又は

特許技術情報が接受国政府により国防上の研究・開発又は製造の目的で使用さ

れる場合、そしたすべての使用は、両国政府の国防機関間の事前の別途の覚書に

従う。その覚書は、生産国政府により要求することがあり得るいかなる再発生も

しない研究・開発費用補償料を含む、予想される使用の性格と使用の細部条件を

明示する。 

(5)私的に所有された発明及び特許技術情報がこの協定により移転される場合、

それら発明及び技術情報に関する所有者の権利は、この協定の規定、特に第 1条、

第 2 条及び第 4条により保護される。 
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(6)第 3 項から第 5項までに従うことを条件に、個人又は私的団体が発明又は特

許技術情報の全部又は一部を所有している場合に、当該発明又は特許技術情報

が接受国政府により所有者の同意なしに使用され、又は公開された場合、接受国

政府は、所有者の要請に従い、所有者が接受国の法により権利が与えられること

ができる限度まで、かかる使用や公開に対する迅速かつ十分かつ有効な補償を

提供するために、自国法により措置をとる。 

 

第 5条 

第 1 条の条件により発明の秘密を保護するよう要請された政府は、かかる保護

の適用の前提条件として、単に当該発明に対する秘密付与によって発生した損

失又は損害に対するあらゆる補償請求権の放棄を特許出願人に要求する権利を

有する。 

 

第 6条 

(1)生産国政府は、第 1条の規定により賦課された秘密措置を解除する前に、他

方の国の政府に対し、自らの措置についての解除意志を 6 週前に書面で通知す

る。生産国政府は、同 6 週間の期間内に他方の国の政府によって提出された意

見について、可能な限り、十分に考慮する。 

(2)一方の国の政府の要請により、両国政府は、秘密出願についての秘密措置維

持の適切性について協議をする。 

 

第 7条 

(1)各国政府は、一方の国の政府によって提起され得るこの協定の対象と関連し

た問題を検討し、建議する技術委員会を構成するために、代表(又は複数の代表)

を任命する。技術委員会は国防の目的のためにこの協定が適用される発明及び

特許技術情報の使用を促進する。 

(2)両国政府は、この協定を施行するに当たって必要な運営手続きを発展させる

ことに合意する。 
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第 8 条 

(1)この協定で使用される「特許技術情報」とは、一方の国の政府が秘密として

いる特許出願の対象となる発明を示す国防関連技術情報をいう。 

(2)かかる特許技術情報は、国防の目的のために、両国政府の同意により接受国

政府に提供される。 

(3)第 8 条第 2 項の実施において、両当事国は,一方の国の政府が憲法若しくは

その他の国内法上の制限や条約上の義務、又は国内法によって獲得し、若しくは

保有することが禁止若しくは制限されている設備と全的に関連している場合を

除き、特許技術情報を接受国政府に移転することができるという点に合意する。 

(4)接受国政府がこの協定による特許出願の接受に同意しない場合、生産国政府

は、協議を要請することができる。 

 

第 9 条 

(1)この協定は、両国政府が協定の発効のために必要なすべての法的要件が満た

されたことを相互通知した日から 30日目となる日に発効する。 

(2)この協定は、この協定の実施前に、又はこの協定とかかわらず接受国政府や

接受国の個人又は個人団体が所有している、又は獲得した権利には影響を及ぼ

さない。 

 

第 10 条 

(1)この協定は、一方の国の政府の書面終了通告 1年後に終了するが、終了当事、

この協定の規定により既に発生した権利・義務及び責任には影響を及ぼさない。 

(2)この協定の規定は、一方の国の政府の要請により、いつでも再検討すること

ができる。 

以上の証拠とするために署名者は、各々の政府から正当に権限の委任を受け

てこの協定に署名した。 

1992 年 1 月 6日にソウルで等しく正本である韓国語及び英語により各 2部ず

つを作成した。 

 

 

大韓民国政府のために、米合衆国政府のために 
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大韓民国政府と米合衆国政府間の特許出願された国防に関する発明の 

秘密保護に関する協定及び同施行手続きの細部施行要領 

 

[所管:特許審査政策チーム] 

制定 1995.11.18.特許庁告示第 95-11号 

改正 2005.9.9.特許庁告示第 2005-24号 

改正 2009.8.24特許庁告示第 2009-19号 

 

第 1章 総則 

 

第 1 条(目的)この告示は、1993 年 7 月 29 日及び 1993 年 8 月 26 日にそれぞれ

発効した大韓民国政府と米合衆国政府間の特許出願された国防関連発明の秘

密保護に関する協定及び同施行手続きを履行するために必要な細部事項を規

定することを目的とする。 

第 2 条(適用範囲)①特許又は実用新案登録に係る手続きについては、関連法令

に特別に規定されたものを除き、この告示に従う。 

 ②保安業務に関する事項は、保安業務規定・同施行規則･特許庁保安業務施行

細則及び国防部防衛産業保安業務施行規則(以下、「保安業務関連規定」とい

う)に特別に規定されたものを除き、この告示に従う。 

 

第 2章 大韓民国で秘密に分類された出願の米合衆国への出願 

第 3 条(米合衆国への出願)特許庁長が国防上の目的で秘密に分類した特許出願

又は実用新案登録出願について米合衆国に特許出願をしようとする者は、特

許庁長の許可を受けて米合衆国への特許出願(以下、「米合衆国出願」という)

をすることができる。 

第 4 条(米合衆国出願許可書)①米合衆国出願をしようとする者は、特許法施行

規則第 35 条に規定している別紙第 22 号書式の申込書により、特許庁長に対

し、米合衆国出願許可を申立しなければならない。 

②特許庁長は、第 1 項の申立について許可をしようとする場合は、特許法施行

令第 16条の規定により予め国防部長官と協議をしなければならない。 
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 ③特許庁長は、第 1 項の申立があった場合は、米合衆国出願をしようとする

者が次の各号に同意することを条件に、別紙書式の米合衆国出願許可書を発

給しなければならない。 

1.米合衆国出願をしようとする者は、米合衆国政府が国防上の目的で当該出

願を容易に評価することができる程度に明細書に発明の内容を十分かつ明

確に記載しなければならない。 

2.米合衆国出願をしようとする者は、当該発明が米合衆国内で秘密に取り扱

われることによって発生する損害に対する賠償請求権を放棄する。しかし、

米合衆国出願をしようとする者は、米合衆国政府が出願人の承諾なく当該

発明を使用し、又は公開することによって発生した損害に対し、米合衆国の

法律により賠償を請求する権利を有する。 

 

第 5 条(出願書類)米合衆国出願をしようとする者は、米合衆国の関連法令が定

めた出願書類に、次の各号の書類を添付して国防部長官に提出しなければな

らない。 

1.出願書類副本 2通 

2.特許庁長が発給した米合衆国出願許可書 1通 

3.第 6 条第 1 項の規定による代理人の人的事項及び秘密取扱いの認可事項を

記載した書類 1通 

 

第 6 条(出願人の義務)①米合衆国出願をしようとする者は、米合衆国政府から

秘密取扱いの認可の発給を受けた代理人を指定し、その代理人を通じて特許

に関する手続きをしなければならない。 

 ②米合衆国出願をした者は、その出願の出願番号及び出願日を、遅滞なく、国

防部長官に通知しなければならない。 

 

第 3 章 米合衆国で秘密に分類された出願の大韓民国への出願 

第 7 条(大韓民国への出願)米合衆国特許庁長が国防上の目的で秘密に分類した

特許出願について大韓民国に特許出願又は実用新案登録出願をしようとする

者は、米合衆国特許庁長の許可を受けて大韓民国への特許出願又は実用新案

登録出願(以下、"大韓民国出願"という)をすることができる。 
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第 8条(出願書類)①大韓民国出願をしようとする者は、特許法施行規則第 21条

で規定している別紙第 10号書式の出願書に、次の各号の書類を添付して特許

庁長に提出しなければならない。 

1.出願書副本 2通 

2.明細書･要約書及び図面各 3通。ただし、明細書 3通のうち 1通は、発明の

詳細な説明の記載を省略することができる。 

3.代理人の代理権を証明する書類 1通 

4.国防部長官が発給する代理人の秘密取扱いの認可の写し 1通 

5.米合衆国特許庁長が発給した大韓民国出願許可書 1通 

6.保安業務関連規定に規定された秘密閲覧記録箋 1枚 

7.その他法令で定めた証明書類 1通 

 ②大韓民国出願をしようとする者は、保安業務関連規定により出願書･明細

書･図面及び要約書に、秘密等級･予告文及び秘密の標識などを記載しなけれ

ばならない。 

 

第 9 条(出願人及び代理人の義務)①大韓民国出願をしようとする者は、国防部

長官から秘密取扱いの認可の発給を受けた代理人を指定し、その代理人を通

じて特許又は実用新案登録に関する手続きをしなければならない。 

 ②第 1項の代理人の雇用人が大韓民国出願を取り扱う場合は、その雇用人は、

秘密取扱いの認可の発給を受けた者でなければならない。 

 ③第 1 項の代理人及び第 2 項の雇用人に対する秘密取扱いの認可は、国防部

防衛産業保安業務施行規則で定めることに従う。 

 ④代理人は、大韓民国出願書類の管理のために次の各号の保安対策を特別に

講じなければならない。 

1.保安管理規定第 30条第 2項の規定による統制区域の設定 

2.保安管理規定第 18条の規定による秘密保管対策 

3.保安管理規定第 26条の規定による安全持出対策 
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 ⑤代理人は、保安管理状態の適切性の有無を調査するために国防部長官が実

施する保安監査に協力しなければならない。 

 ⑥代理人は、次の各号に該当する事項が発生したときは、遅滞なく、その事実

を国防部長官に通知しなければならない。 

1.大韓民国出願書類の紛失 

2.大韓民国出願の主要内容の露出 

 

第 10 条(出願の取扱い)①特許庁長は、大韓民国出願があったときは、方式審査

を行うとともに、第 8条に規定された事項の履行の有無を確認して受け付け、

秘密等級と予告文などの適正性及び代理人の秘密取扱いの認可の有無などを

直ちに国防部長官に問い合わせなければならない。 

 ②特許庁長は、第 1 項の手続きを終えた後に分類審査を行い、米合衆国政府

が当該出願についての秘密解除の事実を通知してくるまで、後続の手続きを

中断し、特許庁保安業務規定施行細則第 80条の規定により保管する。 

 ③特許庁長は、大韓民国出願に対して米合衆国政府から秘密解除通知があっ

たときは、その出願の秘密を解除して、出願の公開及び出願の公告などの後続

手続きをとらなければならない。 

 ④特許庁長は、大韓民国出願が出願の公開又は出願の公告がされるまでは、当

該出願の内容を審査資料として使用しない。 

 ⑤この条に規定されていない出願の取扱いに関する事項は、特許庁保安業務

規定施行細則第 11節秘密特許管理の規定のうち、出願人が出願時から秘密に

分類して出願した場合に従う。 

 

第 4 章 通信及び書類の受発 

第11条(通信及び書類の受発)①大韓民国出願又は米合衆国出願と関連して政府

機関、出願人及び代理人との間で行われる通信及び書類の受発は、その受発が

大韓民国内で行われる場合は、保安業務関連規定により、その受発が国境を通

過して行われる場合には、出願書類の伝達と同一の経路又は安全な外交的経

路を通じてそれぞれ行われなければならない。 

 ②第 1 項の規定にかかわらず、手数料に係る明細書、期間制限の延長など、

保安を維持する必要がない事項については、特別な保安措置なく通信及び書

類の受発を行うことができる。 
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第 12条(再検討期限)「訓令･例規などの発令及び管理に関する規定」(大統領訓

令第 248号)によりこの告示後の法令や現実余件の変化などを検討してこの告

示の廃止、改正などの措置をとらなければならない期限は、2012年 8月 24日

までにする。 

 

付則 

この告示は、告示した日から施行する。 

 

付則(2009.8.24) 

この告示は、2009年 8月 24日から施行する。 



第 3 章 国防に関する出願の審査 

7327 

[別紙書式] 

米合衆国出願許可書 

許可番号 

出願番号 

出願日 

出願人氏名 

住民登録番号(外国人は国籍) 

住 所 

電話番号 

発明(考案)の名称 

大韓民国政府は、上記出願が国防上の目的で秘密に分類されている出願であ

ることを確認する。 

大韓民国政府は、上記出願人が 1993 年 7 月 29 日に発効した大韓民国政府と

米合衆国政府間の特許出願された国防関連発明の秘密保護に関する協定により、

上記出願を米合衆国特許庁に出願することを許可する。 

大韓民国政府は、上記出願人が次の各号の一に同意するのを条件に、上記出願

を米合衆国特許庁に出願することを許可する。 

1.出願人は、米合衆国政府が国防上の目的で当該出願を容易に評価することが

できる程度に、明細書に発明の内容を十分かつ明確に記載しなければならない。 

2.出願人は、当該発明が米合衆国内で秘密に取り扱われることにより発生する

損害に対する賠償請求権を放棄する。しかし、出願人は、米合衆国政府が出願人

の承諾なく当該発明を使用し、又は公開することにより発生した損害に対し、米

合衆国の法律により賠償を請求する権利を有する。 

 

年  月 日 

 

大韓民国特許庁長 
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国防に関する特許出願の分類基準 

 

[所管:特許審査企画課] 

制定 1991.5.1.特許庁訓令第 155号 

改正 2005.3.8.特許庁訓令第 410号 

改正 2009.8.24.特許庁訓令第 621号 

改正 2009.12.18.特許庁訓令第 651号 

改正 2015.7.25.特許庁訓令第 822号 

 

1.この基準は、特許法施行令第 12条及びこれを準用している実用新案法施行令

第 9 条により特許庁長が防衛事業庁長に国防上秘密に分類して取り扱う必要が

あるか否かを照会する出願(特許出願及び実用新案登録出願をいう。以下、同一

である)の選別に必要な分類基準を特許法施行令第 11 条及びこれを準用してい

る実用新案法施行令第 9条により制定することを目的とする。 

2.特許庁長が防衛事業庁長に国防上秘密に分類して取り扱う必要があるか否か

を照会する出願は、別表の国際特許分類(IPC)又は別表 2 の協力特許分類(CPC)

に分類される出願及び「出願関係事務取扱規定」第 14条で規定する手続きによ

る出願とする。ただし、別表 1 の国際特許分類又は別表 2 の協力特許分類に分

類される出願であっても、次の各目の一に該当する場合は除く。 

イ．国内に住所又は営業所を有する者の出願でない場合 

ロ．出願発明(考案)が防衛事業法第 34 条第 3 項及び同法施行令第 39 条により

同法第 35条第 2項各号で規定している主要防衛産業物資又は防衛事業法施

行令第 2条で規定している武器体系のうちいずれか一に該当しない場合 

ハ．その他該当出願が国防上の秘密になり得ないものであると認められる場合 

3.再検討期限 

 特許庁長は「訓令･例規などの発令及び管理に関する規定」により、この訓令

について 2016 年 1 月 1 日基準で毎 3 年になる時点(毎 3 年目の 12 月 31 日まで

をいう)毎に、その妥当性を検討して改善などの措置を取らなければならない。 
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付則<2005.3.8.> 

第 1 条(施行日)この規定は、発令した日から施行する。 

 

付則<2009.8.24.> 

第 1 条(施行日)この訓令は、2009年 8月 24日から施行する。 

 

付則(2009.12.18.) 

第 1 条(施行日)この訓令は、2009年 12月 22日から施行する。 

 

付則(2015.7.25.) 

第 1 条(施行日)この訓令は、2015年 8月 1日から施行する。 
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[別表] 

国防に関する国際特許分類(IPC) 

国際特許分類(IPC) 

B63G 1/00,3/00-3/06,5/00,6/00,7/00-7/08,8/00-8/42,9/00-9/06,11/00, 

   13/00-13/02 

B64D 1/00-1/22, 7/00-7/08, 39/00-39/06, 45/00-45/  

C06B 21/00,23/00-23/04,25/00-25/40,27/00,29/00-29/22,31/00-31/56, 

   33/00-33/14,35/00,37/00-37/02,39/00-39/06,41/00-41/10,43/00, 

   45/00-45/36,47/00-47/14,49/00 

C06C 5/00-5/08,7/00-7/02,9/00,15/00 

C06D 3/00,5/00-5/10,7/00 

F41A 1/00-1/10,3/00-3/94,5/00-5/36,7/00-7/10,9/00-9/87,11/00-11/06, 

   13/00-13/12,15/00-15/22,17/00-17/82,19/00-19/70,21/00-21/48, 

   23/00-23/60,25/00-25/26,27/00-27/30,29/00-29/04,31/00-31/02, 

   33/00-33/06,35/00-35/06 

F41C 3/00,3/14,3/16,7/00-7/11,9/00-9/08,23/00-23/14,27/00,27/06 

F41F 1/00-1/10,3/00-3/10,5/00-5/04,7/00 

F41G 1/00-1/54,3/00-3/32,5/00-5/26,7/00-7/36,9/00-9/02,11/00 

F41H 3/00-3/02,5/00-5/20,7/00-7/10,9/00,9/02,9/04,9/10,11/00-11/32 

F42B 1/00-1/04,3/00-3/28,4/00-4/30,5/00-5/38,6/00-6/10,7/00-7/12, 

   8/00-8/28,10/00-10/66,12/00-12/82,14/00-14/08,15/00-15/38,17/00, 

   19/00-19/46,21/00,22/00-22/44,23/00-23/24,25/00,27/00,27/08,29/00, 

   30/00-30/14,33/00-33/14,35/00-35/02,39/00-39/30 

F42C 1/00-1/14,3/00,5/00-5/02,7/00-7/12,9/00-9/18,11/00-11/06,13/00-13/08, 

14/00-14/08,15/00-15/44,17/00-17/04,19/00-19/14,21/00 
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[別表 2] 

国防に関する協力特許分類(CPC) 

協力特許分類(CPC) 

 

B63G 1/00, 3/00-3/06, 5/00, 6/00, 7/00-7/08, 8/00-8/42, 9/00-9/06, 11/00, 

   13/00-13/02 

B64D 1/00-1/22, 7/00-7/08, 39/00-39/06, 45/00-45/08 

C06B 21/00-21/0091, 23/00-23/04, 25/00-25/40, 27/00, 29/00-29/22,  

   31/00-31/56, 33/00-33/14, 35/00, 37/00-37/02, 39/00-39/06,41/00-41/10, 

   43/00, 45/00-45/36, 47/00-47/145, 49/00 

C06C 5/00-5/08, 7/00-7/02, 9/00, 15/00 

C06D 3/00, 5/00-5/10, 7/00 

F41A 1/00-1/10, 3/00-3/94, 5/00-5/36, 7/00-7/10, 9/00-9/87, 11/00-11/06, 

   13/00-13/12, 15/00-15/22, 17/00-17/82, 19/00-19/70, 21/00-21/488, 

   23/00-23/60, 25/00-25/26, 27/00-27/30, 29/00-29/04, 31/00-31/02, 

   33/00-33/06, 35/00-35/06 

F41C  3/00-3/005, 3/14, 3/16, 7/00-7/12, 9/00-9/085, 23/00-23/14, 

27/00,27/06 

F41F 1/00-1/10, 3/00-3/10, 5/00-5/04, 7/00 

F41G 1/00-1/545, 3/00-3/326, 5/00-5/26, 7/00-7/36, 9/00-9/025, 11/00-

11/008 

F41H /00-3/02, 5/00-5/20, 7/00-7/10, 9/00, 9/02, 9/04, 9/10, 11/00-11/32 

F42B /00-1/04, 3/00-3/28, 4/00-4/30, 5/00-5/38, 6/00-6/10, 7/00-7/12, 

   0-8/28, 10/00-10/668, 12/00-12/82, 14/00-14/08, 15/00-15/38, 17/00, 

   00-19/46, 21/00, 22/00-22/44, 23/00-23/24, 25/00, 27/00, 27/08, 29/00, 

   30/00-30/14, 33/00-33/14, 35/00-35/02, 39/00-39/30 

F42C 1/00-1/14, 3/00, 5/00-5/02, 7/00-7/12, 9/00-9/18, 11/00-11/065, 

   13/00-13/08, 14/00-14/08, 15/00-15/44, 17/00-17/04, 19/00-19/14, 

21/00 

 

*太字(ボールド)の表記は、IPCと CPC の分類が相違する場合である 
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特許庁保安業務規定施行細則 

 

2009.11.2.特許庁訓令第 641号(一部改正) 

 

第 11章 秘密特許管理 

 

第 76 条(定義)秘密特許とは、特許法第 41 条及び同施行令第 11 条から第 16 条

まで、実用新案法第 11 条及び同施行令第 4 条並びにデザイン法第 24 条及び

同施行令第 2 条の規定による国防上秘密を要する出願をいう。 

 

第 77条(適用範囲)秘密特許に関する処理手続きは、他の法令に特別な規定があ

る場合を除き、この規定に定めるところによる。 

 

第 78 条(秘密に分類された出願書の受付)①出願人が出願時から秘密文書に分

類して出願した場合は、出願課において秘密等級、予告文、閲覧記録箋などが

具備されているかを検討して受け付ける。 

 ②第 1 項により受け付けられた出願書については、秘密等級及び予告文など

が適切に付与されたか要かについて、直ちに国防部長官に意見を問い合わせ

しなければならない。 

 

第 78条の 2(特許協力条約による国際出願の秘密取扱いなど)①出願課で受け付

けた特許協力条約に基づく国際出願が、特許法施行令第 11 条の規定による"

国防関連特許出願の分類基準"に該当するときは、特許協力条約第 12 条の規

定による記録原本及び調査用写しを国際事務局及び管轄国際調査機関に送付

することを保留し、管掌審査局に国際出願書類一式を移送する。 

 ②特許法施行令第 12条第 4項の規定による保安維持要請の解除の場合、又は

同施行令第 13条の規定による秘密解除の通知をする場合は、解除の通知とと

もに特許協力条約に基づく出願手続きを引き続き進行する。 
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第 79 条(出願書類の秘密照会の要否の決定)①審査官は、出願書類の分類審査の

際に、国防関連特許出願の分類基準に該当するか否かについて審査しなけれ

ばならず、同分類基準に該当するときは、直ちに特許審査企画課長に別紙第

31 号書式により報告する。 

 ②特許審査企画課長は、第 1 項により報告を受けた場合は、国防関連特許出

願の分類基準に適合するか否かを判断し、特許法施行令第 12条第 1項による

措置をとる。 

 

第 79 条の 2(出願書類の秘密取扱いなど)①特許法施行令第 12 条第 1 項の規定

により国防部に照会する出願書類は、規則第 7 条第 3 項の規定により対外秘

で管理する。 

 ②特許法施行令第 12条第 4項の規定により秘密に分類して取り扱うように命

じた出願書類は、対外秘から該当秘密に等級変更して規定第 2 章により秘密

に管理し、保安維持解除の通知をした出願書類については、対外秘を解除して

一般文書に管理変換する。 

 ③審査官が審査した結果、同出願明細書上の技術内容が秘密として維持する

必要がないと認められる程度の資料が現れた場合は、秘密解除に当たるか否

かについて国防部と協議することができる。 

 

第 80 条(管理番号の付与と保管･管理)①出願時から秘密に分類されたものを受

け付けた場合は、情報顧客支援局出願課の秘密管理記録簿により管理番号を

付与し、出願課秘密保管責任者は、書誌事項のみを電算入力するようにし、第

78 条第 2 項の規定による問合わせを済ませた後、国際特許分類のために特許

審査企画課に移管の時まで保管する。 

 ②特許審査企画課は、前項の規定により秘密特許出願を分類して該当する審

査局に移管するようにし、当該審査局で最終保管管理する。 

 ③各審査局の分任保安担当官は、特許法施行令第 12条の規定により秘密に分

類して取り扱うよう命じた出願書類を保管･管理し、その出願番号を関係部署

(出願課、情報管理課、特許審査企画課)に通知しなければならず、秘密特許の

特許決定の際、情報顧客支援局登録サービス課に対し、特許決定された出願が

秘密であることを通知しなければならない。 
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 ④秘密特許の登録決定書類は、秘密が解除されるまで特許審査企画課で管理

し、秘密が解除されれば一般出願書類として取り扱い、拒絶決定された出願書

類は、情報管理課が管理番号を付与して、一般秘密文書と同一の規定により保

管管理する。 

 ⑤秘密特許の補正書及び意見書は、別途に管理番号を付与せず、正･副本に綴

り合わせて 1 件の書類とする。 

 ⑥秘密特許の出願書副本は、正本と別途に管理番号を付与して保管しなけれ

ばならない。 

 

第 80 条の 2(照会及び協議時の保護措置)特許法施行令第 12 条第 1 項の規定に

よる照会、又は同施行令第 13条第 1項及び第 16条の規定による協議の際は、

出願書(明細書及び図面を含む、)副本 1部を送付し、規定第 15条及び規則第

24条から第 25条まで４の規定により適切な保護措置をとる。 

 

第 81条(秘密特許の保管)秘密特許の保管方法は、次の各号による。 

1.秘密特許は、一般出願書類と混ぜて保管することができず、二重鉄製容器に

保管し、特許審査企画課長が保管の正責任者となる。 

2.秘密特許は、秘密管理記録簿により管理し、登録原簿の余白には秘密管理番

号を記載して識別が容易なようにする。 

3.秘密に分類された登録包袋及び拒絶包袋は、秘密貸出簿により貸し出すが、

非認可者に貸し出ししてはならない。 

 

第 82 条(審判請求書の秘密分類)①秘密特許についての審判請求があるときは、

第 79条から第 82 条までの規定を準用する。 

 ②審査官が秘密特許の決定不服審判請求に係る意見書を審判長又は審判官に

提出するときは、請求書の副本を併せて送付しなければならない。 

 

第 83 条(特許証の発給)秘密特許に係る特許証は、秘密取扱いが認可された者

(企業)に限り発給をし、非認可者の場合には、発給を省略して登録結果を書面

で通知する。 
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第 84 条(秘密特許取扱いの制限)①秘密特許についての審査又は審判は、秘密取

扱いが認可された者に限るが、やむをえない場合、秘密取扱いの認可を得た後

に取り扱わなければならない。 

 ②特許法施行令第 12 条第 4 項で規定した"発明者など"が非認可者の場合に

は、出願課長は、別紙第 32号(誓約書)により誓約を執行しなければならない。 
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第 4 章 優先審査 

 

1. 関連規定 

 

特許法第 61条(優先審査)特許庁長は、次の各号のいずれかの一つに該当する特

許出願については、審査官にその他特許出願に優先して審査させることがで

きる。 

1.第 64条による出願公開後、特許出願人ではない者が業として特許出願され

た発明を実施していると認められる場合 

2.大統領令で定める特許出願であって、緊急に処理する必要があると認めら

れる場合 

 

特許法施行令第 9条(優先審査の対象)法第 61条第 2号おいて「大統領令が定め

る特許出願」とは、次の各号のいずれかの一つに該当するものであって、特許

庁長が定める特許出願をいう。 

1.防衛産業分野の特許出願 

2.グリーン技術[温室効果ガスの削減技術、エネルギー利用効率化技術、クリ

ーン生産技術、クリーンエネルギー技術、資源循環及び環境配慮型技術(関

連の融合技術を含む)など、社会・経済活動の全過程に渡ってエネルギーと

資源を節約し、効率的に使用することで温室効果ガス及び汚染物質の排出

を最少化する技術をいう]と直接係る特許出願 

3.輸出促進に直接係る特許出願 

4.国又は地方自治体の職務に関する特許出願(「高等教育法」による国・公立

学校の職務に関する特許出願であって、「技術の移転及び事業化促進に関す

る法律」第 11 条第 1 項に基づき、国･公立学校内に設置された技術移転・

事業化専門専従組織による特許出願を含む) 

5.「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第 25条によるベンチャー企業

の確認を受けた企業の特許出願 
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5の 2.「中小企業技術革新促進法」第 15条により技術革新型中小企業に選定

された企業の特許出願 

5の 3.「発明振興法」第 11条の 2により職務発明補償優秀企業に選定された

企業の特許出願 

6.国の新技術開発支援事業又は品質認証事業の結果物に関する特許出願 

7.条約による優先権主張の基礎になる特許出願(当該特許出願を基礎にする

優先権主張により外国特許庁において特許に関する手続きが進行中のもの

に限る) 

8.特許出願人が特許出願された発明を実施している、又は実施準備中である

特許出願 

9.電子取引と直接係る特許出願 

10.特許庁長が外国の特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願 

11.優先審査の申立をしようとする者が特許出願された発明について法第 58

条第 1 項による専門機関に先行技術の調査を依頼した場合であって、その

調査結果を特許庁長に通知するよう当該専門機関に要請した特許出願 

12.次の各目のいずれかに該当する者が行った特許出願 

イ.65歳以上の者 

ロ.健康に重大な異常があり、優先審査を受けることができなければ、特許

決定又は特許拒絶決定まで特許に関する手続きをすることができないと

予想される者 

 

実用新案法施行令第 5 条(優先審査の対象)法第 15 条において準用する「特許

法」第 61条第 2号において「大統領令が定める特許出願」とは、次の各号のい

ずれかの一つに該当するものであって、特許庁長が定める実用新案登録出願を

いう。 

1.防衛産業分野の実用新案登録出願 

2.公害の防止に有用な実用新案登録出願 

3.輸出の促進に直接係る実用新案登録出願 
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4.国又は地方自治体の職務に関する実用新案登録出願(「高等教育法」による国・

公立学校の職務に関する実用新案登録出願であって、「技術の移転及び事業化

促進に関する法律」第 11条第 1項により国・公立学校内に設置された技術移

転・事業化専門専従組織による実用新案登録出願を含む) 

5.「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第 25 条によるベンチャー企業の

確認を受けた企業の実用新案登録出願 

6.「中小企業技術革新促進法」第 15条により技術革新型中小企業に選定された

企業の実用新案登録出願 

6の 2.「発明振興法」第 11条の 2により職務発明補償優秀企業に選定された企

業の実用新案登録出願 

7.国の新技術開発支援事業又は品質認証事業の結果物に関する実用新案登録出

願 

8.条約による優先権主張の基礎になる実用新案登録出願(その実用新案登録出

願を基礎にする優先権主張により外国特許庁において特許出願又は実用新案

登録出願に関する手続きが進行中のものに限る) 

9.実用新案登録出願人が実用新案登録出願された考案を実施している、又は実

施準備中である実用新案登録出願 

10.電子取引と直接係る実用新案登録出願 

11.出願と同時に審査請求をし、その出願後 2カ月以内に優先審査申立のある実

用新案登録出願 

12.優先審査の申立をしようとする者が実用新案登録出願された考案について

法第 15条により準用される「特許法」第 58条第 1項による専門機関に先行技

術の調査を依頼した場合であって、その調査結果を特許庁長に通知するよう当

該専門機関に要請した実用新案登録出願 

13.次の各目のいずれかの一つに該当する者 

イ.65歳以上の者 

ロ.健康に重大な異常があり、優先審査を受けることができなければ、実用

新案登録決定又は実用新案登録拒絶決定まで、実用新案登録に関する手
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続きをすることができないと予想される者 

 

地域特化発展特区に対する規制特例法第 36条の 8(「特許法」に関する特例)特

許庁長は、特化事業と直接関連する特許出願については、「特許法」第 61 条

にもかかわらず、審査官にその他特許出願に優先して審査をさせることがで

きる。 

 

先端医療複合団地の指定及び支援に関する特別法第 26 条(「特許法」に関する

特例)特許庁長は、入居医療研究開発機関が提出した先端医療複合団地内での

医療研究開発に関する特許出願については、「特許法」第 61 条にもかかわら

ず、審査官にその他特許出願に優先して審査をさせることができる。 

 

2. 優先審査の概要 

 

特許に関する審査の順位は、原則として審査請求の順位による。 

しかし、出願公開後、特許出願人ではない者が業として特許出願された発明を

実施していると認められる出願、又は国の産業の発展、若しくは公益上緊急の処

理が必要であると認められる出願に対してまで例外なくこうした原則を適用し

ていると、国益及び発明の適切な保護が阻害されかねない。 

そのため、特許法においては優先審査制度を設け、一定の理由に該当する出願

については、特許法施行規則第 38条による審査の順位と関係なく審査すること

ができるよう、審査の順位に関する特則を設けている。 

優先審査対象出願は、1981 年に優先審査制度を導入した以降、順次に拡大さ

れてきた。1999 年 6 月 30 日までは、特許法第 61条規定による第三者実施出願

と特許法施行令第 9 条に基づく①防衛産業分野の特許出願、②公害防止に有用

な特許出願、③輸出促進に直接係る特許出願、④国又は地方自治体の職務に関す

る特許出願に優先審査対象を限定してきたが、1999 年 7 月 1 日からは、⑤ベン

チャー企業の育成に関する特別措置法第 25条の規定によるベンチャー企業の認

定を受けた企業の特許出願、⑥国の新技術開発支援事業又は品質認証事業の 
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結果に関する特許出願、⑦条約による優先権主張の基礎になる特許出願(当該特

許出願を基礎にする優先権主張により外国特許庁において特許に関する手続き

が進行中のものに限る)、⑧特許出願人が特許出願された発明を実施中又は実施

準備中である特許出願、2001 年 7月 1日からは⑨電子取引と直接係る出願、2005

年 2 月 11 日からは⑩「中小企業技術革新促進法」第 15 条の規定により技術革

新型中小企業に選定された企業の特許出願、2005 年 7 月 1 日からは⑪「高等教

育法」による国・公立学校の職務に関する特許出願であって、国・公立学校内に

設置された技術移転・事業化専門専従組織による特許出願を国又は地方自治体

の職務に関する特許出願の一つに含め、2006年 10月 1日からは、実用新案登録

出願においても優先審査制度を導入(第三者実の施出願及び上記①~⑪に実用新

案登録出願を含む)すると共に、⑫特許庁長が外国特許庁長と優先審査をするこ

とに合意した特許出願、⑬出願と同時に審査請求をし、その出願後 2 月以内に

優先審査の申立があった実用新案登録出願、2007 年 4 月 1 日からは「地域特化

発展特区に対する規制特例法」第 36条の 8により規制特例が適用された特化事

業と直接関連した特許出願にまで、優先審査対象をそれぞれ拡大した。また、

2008年 6月 29日から「先端医療複合団地の指定及び支援に関する特別法」が施

行されると共に、同法第 26条による医療研究開発機関が提出した先端医療複合

団地内での医療研究開発と関連する特許出願も優先審査することができるよう

にし、2008年 10月 1日からは優先審査の申立をしようとする者が、特許出願さ

れた発明に関して法第 58条第 1項による専門機関に先行技術の調査を依頼した

場合であって、その調査結果を特許庁長に通知するよう当該専門機関に要請し

た特許出願に対しても優先審査対象を拡大した。また、2009 年 10 月 1 日から

は、政府レベルで推進している低炭素グリーン成長を支援するために、グリーン

技術と直接関連した特許出願(既存の公害防止に有用な特許出願に代替)も優先

審査対象になる。一方、「低炭素グリーン成長基本法」が 2010年 4月 14日に施

行されることにより、上記法及びその他政策と連係されて金融支援及び認証を

受けたグリーン技術と直接関連した特許出願も優先審査対象に追加された。

2013年 9月 23日からは、職務発明補償を活性化するために「発明振興法」第 11

条の 2 により職務発明補償優秀企業に選定された企業の特許出願が優先審査対

象に追加された。 
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3. 優先審査の申立対象 

 

3.1 優先審査申立の一般基準 

3.1.1 優先審査を申し立てることができる者 

(1)出願人は勿論、いかなる者であっても優先審査を申し立てることができる。

ただし、「国又は地方自治体の職務に関する出願」については、国又は地方自治

体(国・公立学校内に設置された技術移転・事業化専門専修組織を含む)のみ優先

審査の申立ができる。[告示 3] 

(2)未成年者、被保佐人などの制限行為能力者が優先審査を申し立てる場合には、

法定代理人により手続きを行わなければならず、法人でなく社団の場合は、代表

者の名義で優先審査を申し立てることができる。 

(3)外国人による出願人の場合にも、優先審査の対象出願に含まれる場合は優先

審査申立を認めて優先審査をし、この際、外国人出願に対する優先審査の可否

は、内国人出願と同一の基準により判断する。 

例えば、外国人が出願した発明が公開された後、第三者がその発明を実施して

いる場合には、「第三者による実施」を理由にした優先審査申立は認められ、出

願人又は実施権者、若しくは実施権者から実施許諾を得た者がその発明を実施

する、又は実施準備中である場合、「自己実施」を理由にした優先審査申立も認

められる。ただし、出願人が外国人である場合の実施は、我が国内における実施

を意味するため、外国における実施を根拠にした優先審査申立は認められない。 

 

3.1.2 優先審査を申し立てることができる出願 

(1)優先審査は、特許出願又は 2006年 10月 1日以降に出願された実用新案登録

出願を対象に申し立てることができる。特許・実用新案優先審査の申立に関する

告示(以下、「告示」という)第 2条第 1号では、特許出願及び 1999年 6月 30日

以前又は 2006 年 10 月 1 日以降に出願された実用新案登録出願を出願であると

定義し、優先審査申立の対象になる出願とみなしている。[告示 2] 
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2006年 10月 1日、実用新案先登録制から審査後登録制に改正され、実用新案

登録出願に対する優先審査制度が導入された。従って、2006年 10月 1日以降に

出願された実用新案登録出願に対してのみ優先審査を申し立てることができる。 

一方、2006年 10月 1日前に出願された実用新案登録出願に基づいて特許出願

をした二重出願(2006年 10月 1日以降は、変更出願)の場合、当該特許出願は優

先審査申立の対象になる。 

(2)優先審査は、審査請求がされている出願を対象にするため、優先審査申立人

は、優先審査申立前又は優先審査申立と同時に審査請求をしなければならない。 

 

3.1.3 優先審査の可否判断の基準時点 

優先審査を申し立てた出願が優先審査の対象に含まれるか否かは、優先審査

の申立時又は優先審査可否の決定時のいずれにおいても、優先審査対象に含ま

れる場合は優先審査の対象であると認める。一方、優先審査対象のうちベンチャ

ー企業として認定を受けた企業の出願と同様、出願人に「ベンチャー企業」とい

う一定の資格を要する場合には、出願日から優先審査可否の決定日の間にベン

チャー企業として認定を受けた事実がなければならない。 

例えば、①優先審査の申立時にはベンチャー企業ではなかったが、優先審査の

決定時にベンチャー企業になった場合、出願時又は優先審査の申立時にはベン

チャー企業であったが優先審査可否の決定時にベンチャー企業としての有効期

間が満了した場合、ベンチャー企業の業種と出願発明との関連性があれば、いず

れも優先審査対象であると認める。 

②2005 年 2 月 11 日に施行された特許法施行令において優先審査の対象に追

加された、技術革新型中小企業として選定された企業の特許出願が 2005年 2 月

10 日以前に出願された場合であっても、2005 年 2 月 11 日以降に優先審査の申

立をしたのであれば、優先審査の対象であると認める。 

③2006 年 10 月 1 日に施行された特許法施行令において優先審査の対象に追

加された、特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願

が 2006 年 10 月 1 日以前に出願された場合であっても、2006 年 10 月 1 日以降

に優先審査の申立をしたのであれば、優先審査の対象であると認める。 

④優先審査申立時に第三者が実施中であったが、優先審査可否の決定時に実

施を中断する場合、又は優先審査申立時には第三者が実施しなかったが、優先審
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査申立後に第三者が実施した場合、いずれも優先審査対象であると認める。 

 

3.1.4 優先審査の可否判断の対象になる請求項 

(1)発明を基準にして優先審査の対象に該当するか否かを判断する場合、優先審

査の対象に該当する発明は、必ず請求範囲に記載されていなければならない。従

って、優先審査の対象に該当する発明が説明にのみ記載されており、請求範囲に

は記載されていなければ、優先審査の対象であると認めることができない。例え

ば、自己実施などの対象になる発明が請求範囲に記載されておらず、発明の説明

にのみ記載されている場合には、優先審査の対象にならない。 

(2)優先審査の可否決定は、優先審査の決定時までに補正された請求項を基準に

判断し、請求範囲に多数の請求項があり、その請求項のうち一つが優先審査の対

象であると認められる場合は、出願全体を優先審査の対象に認める。 

例えば、優先審査の申立時に記載された請求項を基準に判断すると、優先審査

の対象であったものが請求項を補正して優先審査の決定時に優先審査の対象か

ら除外されている場合は、優先審査の申立を認めないが、その逆の場合には、優

先審査の申立を認める。 

(3)優先審査の可否判断の際には、新規事項の追加有無、1 群の発明要件を満た

すか否か、又は進歩性があるか否かなどについては判断をせず、請求項に記載さ

れた発明が優先審査の対象に該当するか否かを判断する。 

 

3.1.5 優先審査申立時の出願公開の可否 

優先審査の対象は、特許法第 61条及び特許法施行令第 9条に規定されており、

特許法第 61条第 1号において出願公開が優先審査の必須要件である第三者の実

施による優先審査の申立の場合を除き、自己の実施などの残り優先審査申立の

対象は、公開が優先審査の要件ではない。[特法 61] 

ただし、出願公開前の第三者による実施を理由にした優先審査の申立は、当該

出願が特許法第 64条規定による公開がされていなくても、公開時期が差し迫っ

ている場合(優先審査申立書の移送を受けた日から 15 日以内に公開されるもの

と予想される出願)、又は出願人が早期公開の申立をした場合には、優先審査 
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の申立を却下せず、優先審査の可否に対する決定を保留する。優先審査の可否に

対する決定を保留した後、早期公開申立を取り下げるなどにより早期に公開し

ないことに確定した場合を除き、当該出願が公開されれば、優先審査の対象にす

ると決定して審査を進める。 

 

3.1.6 優先審査と緊急処理の必要性 

(1)緊急処理の必要性に対する判断が必要な優先審査の対象 

特許法第 61条及び特許法第 61条を準用する実用新案法第 15条では第三者に

よる実施以外の優先審査対象は、特許法施行令第 9 条及び実用新案法施行令第

5条において定めるようにすると共に、緊急処理の必要性が認められる場合に制

限している。従って、原則的に第三者による実施を除く優先審査の対象は、緊急

処理の必要性が認められた場合に限って優先審査の対象に含まれる。 

一方、特許法・実用新案法ではない法律(地域特化発展特区に対する規制特例

法第 36 条の 8、及び先端医療複合団地の指定及び支援に関する特別法第 26 条)

により優先審査の対象に含まれている特許出願も、特許法の優先審査制度の趣

旨を考慮すると緊急処理の必要性がある場合に限って優先審査の対象に認める。 

(2)緊急処理の必要性に対する判断方法 

緊急処理の必要性は、優先審査の可否を決定する担当者が①国・政策的に重

要な発明であるか否か、②出願人の利益保護のために重要な発明であるか否か、

③迅速に審査されて特許権を確保することができる発明であるか否かなどを中

心に考慮して判断しなければならない。 

①、②については、特許法施行令及び実用新案法施行令においてその対象を定

める際に既に考慮されている事項であるため、緊急処理の必要性を判断する際

に別途考慮しないようにする。 

③と関連しては、優先審査申立人が出願された発明(考案)について直接先行

技術を調査し、その結果を特許庁長に提出して出願発明の特許性を説明すれば、

担当審査官は緊急処理が必要なものであると認め、その調査結果を実体審査の

際に活用する。 
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緊急処理の必要性を疎明するための特許性に関する説明は、優先審査の申立

時に提出する優先審査申立説明書に自主的な先行技術調査の結果と対比説明を、

以下の自主的先行技術調査の結果と対比説明記載方法に従って忠実に記載した

か否かで判断する。 

一方、特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願(特

許法施行令第 9条 10号)及び専門機関に先行技術調査を依頼した出願(特許法施

行令第 9 条第 11 号及び実用新案法施行令第 9 条第 12 号)に該当する場合には、

特許性に関する説明があるとみなされるため、優先審査申立人は、優先審査申立

説明書に自主的な先行技術調査の結果と対比説明の記載を省略することができ、

優先審査の可否を決定する担当者は、緊急処理の必要性を認める。 

 (3)自主的先行技術調査の結果と対比説明の記載方法及び判断[告示別表] 

優先審査申立人が緊急処理の必要性を認めてもらうためには、優先審査申立

説明書に先行技術文献を検索した方法、その検索結果及び請求項に記載された

発明と最も隣接した先行技術文献 1 件との対比説明を必ず記載しなければなら

ない。 

検索結果は、優先審査申立発明と最も類似した先行技術文献を 4 件以上記載

することを原則とするが、新しい技術分野であって関連先行技術がないなどの

特別な理由がある場合は、3件以下で記載することができる。また、検索結果に

記載された先行技術文献が出願発明の技術分野と直接関連している、又は出願

発明の構成要素のうちの一部又は全部と直接関連しているのであれば、検索結

果に関する記載は充分であると認める。 

対比説明においては優先審査申立出願の各請求項をその請求項と最も類似し

た先行技術文献 1 件を選択し、類似点、相違点及び対比判断を順に記載しなけ

ればならない。この際、すべての独立項に関する対比説明は必ず作成し、従属項

に対する対比説明は省略することができる。また、対比説明が記載されていない

独立項があっても、当該独立項が対比判断の記載されている独立項と構成要素

が完全に対応し、単にカテゴリーのみが異なる場合には、対比判断が記載されて

いる独立項から実質的に対比判断がされているものとみなされるため、充分に

記載したと認める。 
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(参考)地域知識財産センターの支援を受けて実施した先行技術調査の結果など、

出願発明と関連する別途の先行技術調査の結果がある場合は、その結果

を提出して検索方法及び検索結果に代替することができるが、対比説明

は記載しなければならない。 

(4)自主的先行技術調査の結果及び対比説明を提出しない、又は不十分に作成さ

れた場合の取扱い 

緊急処理の必要性を疎明するために自主的先行技術調査の結果及び対比説明

を記載しなければならないが、これを提出しない場合、又は不十分に作成した場

合には、これを指摘する補完指示をし、補完指示に対する対応がない、若しくは

対応後も自主的先行技術調査の結果及び対比説明を提出しない場合、又は依然

として不十分に作成されたと認められる場合には、優先審査申立を却下する。

[規定 60、規定 62] 

自主的先行技術調査の結果が不十分である場合とは、自主的先行技術調査結

果の記載時における必須記載事項[①先行技術の検索方法、検索結果(4件以上)、

②独立項に対する対比説明]のうちいずれかの一つ以上を記載しない場合、又は

不十分に記載した場合をいう。ただし、審査官が新規・進歩性を否定することが

できる別個の先行技術文献を発見したとして、自主的先行技術調査が不十分な

ものにされるわけではない。 

自主的先行技術調査結果及び対比説明は、審査官が納得することができる程

度に記載されていれば充分であり、特許・実用新案の優先審査申立に関する告示

別紙第 5 号書式の優先審査申立説明書の記載形式に必ず従わなければならない

わけではない。また、新しい技術分野であり関連の先行技術を発見することがで

きないなど特別な事情があることを優先審査申立人が説明した場合であって、

審査官がそれを認めることができる場合は、先行技術の検索結果及び対比説明

を記載したと認める。 

 

3.1.7 処理期限に関する参考事項 

出願人変更届出書、代理人変更届出書、代理人辞任届出書など審査官の通知書

発送ができない書類が受理中である場合には、当該書類の受付から受理までの

期間を除き処理期間を計算する。例えば、優先審査決定(2月 1日)後、出願人変

更届出(3 月 20 日)が提出され、補正要求後に受理(4 月 20 日)された場合には、
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優先審査の着手期間は、5月 3日までである。すなわち、優先審査決定後 2カ月

内(告示第 4 条第 1 号又は第 2 号による優先審査の場合)に着手しなければなら

ないが、出願人変更届出書が受け付けられる期間(32 日)の間、審査着手ができ

ないため、かかる期間を考慮して処理期間を計算する。 

 

3.2 優先審査の申立 

3.2.1 優先審査申立の一般 

優先審査申立は審査請求と類似した性格を有するため、特許法及び特許法で

定める命令において優先審査申立と関連した細部規定がない場合には、審査請

求に関する規定を適用する。 

 

3.2.2 優先審査申立の手続き 

(1)優先審査の申立人は、特許法施行規則別紙第 22号書式の「優先審査申立書」

に次の書類及び物品(その根拠になる物品がある場合)を添付して、特許庁情報

顧客政策課又は特許庁ソウル事務所の出願登録課に提出しなければならない。

[告示 5(1)] 

－優先審査申立説明書 1通(別表の優先審査申立に関する証憑書類を添付)  

－代理人により手続きを行う場合、その代理権を証明する書類 1通 

(2)優先審査の申立人は、「特許料などの徴収規則」により優先審査申立料を国庫

収納銀行に納付しなければならない。ただし、手数料の自動納付制度を申し立て

た場合(電子出願のみ可能)には、優先審査申立料を個別納付しなくても、申立書

の作成時、事前に登録された金融機関の預金口座から国庫に自動口座振込みさ

れる。 

(参考)手数料の自動納付制度とは、特許手数料を顧客が直接納付せず、特許庁に

事前登録した金融機関(現在は企業銀行のみ可能)の預金口座から国庫に

自動口座振込みする制度である。手数料の自動納付制度を利用するため

には、特許路ホームページ(http://www.patent.go.kr)→手数料管理→手

数料自動納付→自動納付申立を先ず行わなければならず、手数料を自動

納付しようとする場合、当該書式を電子文書により提出しなければなら

ない。 

(3)告示第 4条第 1号による出願(「特許法」第 61条第 1号規定に基づく第三者
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による実施)について優先審査の申立をする者は、優先審査申立説明書に出願さ

れた発明又は考案を第三者が実施した状況について具体的に記載しなければな

らない。[告示 6(1)] 

(4)告示第 4 条第 2 号による出願(「特許法施行令」第 9 条第 1 号乃至第 9 号、

「実用新案法施行令」第 5 条第 1 号乃至第 11 号、「地域特化発展特区に対する

規制特例法」第 36条の 8及び「先端医療複合団地の指定及び支援に関する特別

法」第 26 条に該当する出願)について優先審査の申立をしようとする者は、別

紙第 5号書式の優先審査申立説明書を作成しなければならない。[告示 6(3)] 

※別紙第 5号書式に従って優先審査申立説明書に記載すべき事項 

(イ)自主的先行技術調査の結果及び対比説明 

(ロ)優先審査申立の理由 

(ハ)出願発明を実施中(又は実施準備中)であるか否か、及びその実施が業

として行われているか否か[告示第 4 条第 2 号リ目(出願人が出願され

た発明を業として実施中又は実施準備中の出願)に該当することを理

由に優先審査を申し立てる場合に記載] 

(ニ)出願発明が認証企業の業種と関連性があるか否か[ベンチャー企業、技

術革新型中小企業(INNO-BIZ)、職務発明補償優秀企業又は部品・素材技

術開発専門企業であることを理由に優先審査を申し立てる場合に記

載] 

(ホ)出願発明がグリーン技術に関する金融支援又は認証を受けたか否か

(告示第 4条第 2号ロ目に該当することを理由に優先審査を申し立てる

場合に記載) 

(5)告示第 4 条第 3 号による特許出願(特許庁長が外国特許庁長と優先審査をす

ることに合意した特許出願)について優先審査の申立をしようとする者は、別紙

第 2 号又は別紙第 3 号書式の優先審査申立説明書に当該書式の記載要領による

事項を具体的に記載しなければならない。[告示 6(3)] 

(6)告示第 4条第 4号による出願(外部専門機関に先行技術調査を依頼した出願)

であることを理由に優先審査を申し立てる場合には、「特許法施行規則」別紙第

22 号書式の優先審査申立書に専門機関に先行技術の調査が依頼された出願であ

ることを表示し、依頼機関及び依頼日を記載することにより第 5 条第 1 項 1 号

による優先審査申立説明書に代えることができる。[告示 6(4)] 
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3.2.3 優先審査申立の取下げの可否 

優先審査申立の取下げは、優先審査決定の通知があった場合には認めない。こ

れは、審査官による優先審査決定の通知があった場合には優先審査申立の効力

が発生し、審査官(又は特許庁)は、優先審査の申立が有効なものと認めて審査に

着手するためである。 

優先審査の決定後、優先審査申立を取り下げる取下書が提出された場合、優先

審査取下書を認めることができない旨を優先審査申立人(取下人)に通知する。

[規定 62] 

 

3.3 優先審査の可否決定の手続き 

3.3.1 審査手続きのフロー図 
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3.3.2 審査段階別の審査概要 

3.3.2.1 方式審査 

情報顧客支援局長は、優先審査申立に対する方式審査を完了した後、当該審査

局長に移送しなければならない。[規定 57] 

情報顧客支援局から優先審査に関する書類が移送されると、優先審査決定業

務の担当者は当該出願及び優先審査申立書に対する方式審査を実施する。優先

審査申立に対する方式審査は、以下の通りである。[規定 58] 

(1)補正命令及び返戻理由通知 

優先審査の決定業務の担当者は、移送を受けた書類に対する方式審査の結果、

当該書類が法令で定めた方式に違背する、又は手数料を納付していない、若しく

は納付が不十分であるときは、特許庁長の名義で補正を命じる、又は返戻理由を

通知しなければならない。 

優先審査の決定業務の担当者は、方式に違背した事項が特許法施行規則第 11

条に該当する事項である場合は返戻理由を通知し、それ以外の事項に瑕疵があ

る場合には補正を命じる。 

優先審査の決定業務の担当者による方式審査の結果、瑕疵があって補正を命

じる、又は返戻理由を通知した場合、意見書(補正書)若しくは疎明書を提出する

ことができる指定期間は 1月にして瑕疵の内容を明確に記載して通知する。 

(2)欠陥解消の判断及び処分 

優先審査の決定業務の担当者は、指定期間の経過後、出願人が提出した意見書

(補正書)又は疎明書を参酌して瑕疵が解消されたか否かについて改めて判断し

た後、瑕疵が解消された場合には優先審査申立の適合性に対して審査し、瑕疵が

解消されない場合には、特許庁長の名義で当該優先審査の申立手続きを無効処

分にする、又は優先審査申立書類を返戻する。 

優先審査申立人が意見書(補正書)又は疎明書を指定期間を経過して提出した

場合であっても、優先審査の決定業務の担当者が当該優先審査申立手続きを無

効処分にする、又は優先審査申立書類を返戻する前である場合には、無効処分又

はこれら書類を返戻することなく、有効な意見書(補正書)又は疎明書に取り扱

って瑕疵が解消されたか否かを改めて判断する。 
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(3)手数料の返還 

優先審査の決定業務の担当者は、方式審査の結果、優先審査申立手続きを無効

処分にする、又は優先審査申立書類を返戻する場合、過・誤納通知書を別途通知

する、又は無効処分若しくは返戻通知書に手数料返還手続きに関する返還手続

案内文を掲載して通知する。 

無効処分又は返戻通知書の案内文には優先審査申立を無効処分(又は返戻)す

る旨、処分に対する行政審判又は行政訴訟提起の案内、返還される金額、手数料

返還申立方法などを記載する。 

優先審査申立手続きを無効処分にする、又は優先審査申立書類を返戻した場

合、返還金額は優先審査申立料の全額とする。 

 

3.3.3.2 優先審査の可否決定 

(1)優先審査出願の特許分類付与 

国際特許分類の確定が遅れた場合、優先審査の決定業務の担当者指定も遅れ

るため、審査官は一般出願に優先して優先審査出願に特許分類を確定しなけれ

ばならない。 

従って、審査官は審査官変更を求める場合、優先審査可否を決定しなければ審

査官変更の申立ができない。 

(2)優先審査可否の決定期限 

優先審査の決定業務の担当者は、優先審査申立書の移送を受けた日から 7 日

以内に優先審査の可否を決定しなければならない。[規定 59] 

ただし、審査事務取扱規定第 58 条の規定による補正命令、第 60 条の規定に

よる補完指示、又は第 61条の規定による問い合わせをする場合には、優先審査

の決定業務の担当者が指定した補正期間などの満了日又は当該書類が優先審査

の決定業務の担当者に移送された日のうち遅い日よりさらに 7日を起算する。 
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これに要された期間は算入しない。 

(3)関係機関に対する意見の問合せ 

優先審査の決定業務の担当者は、当該出願が告示第 4 条において規定した優

先審査の申立対象に属するか否かについて判断が困難である場合は、関係機関

に意見の問い合せをすることができる。[規定 61] 

(4)優先審査申立の補完指示 

優先審査の決定業務の担当者は、優先審査が申し立てられた出願が告示第 4

条で規定した優先審査の申立対象に該当しないものと判断される、又は優先審

査の申立対象に該当するか否かが提出された書類だけでは不明りょうである場

合には、1月以内の期間を定めて優先審査申立書を補完するよう指示する。ただ

し、先行技術調査結果が提出されないなど、先行技術調査結果に対する補完の指

示である場合には、先行技術調査専門機関にも同時に通知する。[規定 60] 

優先審査の決定業務の担当者は、優先審査の可否を決定するために必要な記

載事項が不明りょうである、又は認めることができない場合には補完を指示し、

単に優先審査申立説明書が告示の別紙書式を違背した旨だけでは補完の指示を

しない。 

 提出された補完書類によっても補完事項を解消することができかった場合に

は、優先審査の補完指示期間の経過後に優先審査の申立を却下し、優先審査申立

人及び出願人(出願人が優先審査申立人ではない場合に限る)に対してこれを通

知しなければならない。[規定 62] 

(5)優先審査申立の補完可能な内容 

優先審査申立の補完は、優先審査申立後、優先審査の可否決定時までに可能で

あり、補完することができる事項に特別な制限はない。ただし、優先審査申立対

象の出願又は優先審査申立人の同一性を変更する補完は認められない。 
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(6)優先審査決定の通知 

優先審査の決定業務の担当者は、当該出願が告示第 4 条において規定した優

先審査の対象に該当し、優先審査をすると決定した場合には、直ちに優先審査申

立人及び出願人(出願人が優先審査申立人ではない場合に限る)に対してその事

実を通知しなければならない。[規定 65] 

ただし、特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願

は、優先審査決定事実を通知しない。 

(7)手数料の返還 

優先審査申立の却下後の手数料の返還手続きは、優先審査申立が無効処分に

される、又は返戻された場合の手数料の返還手続きと同様であるが、返還金額は

優先審査申立料から優先審査可否決定の費用を除いた金額とする。 

(8)優先審査申立に関するその他事例 

①優先審査申立理由を複数で申立した場合の取扱い 

優先審査申立人は、優先審査の理由を複数で申し立てることができる。この場

合、審査官は申立人が申し立てた理由のうちの一つでも優先審査の申立理由

に該当する場合には、優先審査申立を却下せず、優先審査決定後に優先審査を

進める。 

②申立人が主張しなかった優先審査の申立理由がある場合の取扱い 

優先審査の可否決定時、優先審査の申立理由は、申立人が優先審査申立説明書

に記載した優先審査の理由を基準に判断しなければならない。従って、申立人

が申立しなかった理由を根拠に優先審査の可否を決定してはならない。ただ

し、優先審査の申立理由が明白である、又は充分に疎明された場合には、これ

を優先審査の可否決定時に参酌することができる。 

優先審査申立を検討した結果、申立人が申し立てた理由では優先審査をする

ことができないが、その他優先審査理由がある場合には、優先審査申立を却下

する前に補完指示をし、補完指示後に優先審査理由を変更した場合は変更さ

れた理由を基準に判断する。 
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例えば、優先審査の申立時に優先審査の申立理由を第三者による実施を理由

に申し立てた後、第三者による実施に関する証明資料の補完指示を受けたも

のの、申立人が第三者による実施に関する補完はせずに、ベンチャー企業によ

る出願であることを理由に申立理由を変更した場合、ベンチャー企業による

出願であることが確認され、ベンチャー企業の業種と出願発明との関連性が

あると判断されれば、優先審査の対象であると認める。 

③優先審査申立が複数ある場合の取扱い 

優先審査申立書を提出した後、それに対する担当審査官の優先審査決定の前

に新しい優先審査申立書を提出した場合には、遅く提出した優先審査申立書

は返戻対象とみなす。 

(参考)審査請求書を提出した後、再度審査請求書を提出した場合と同様に取

り扱う(重複申立) 

優先審査申立について方式担当者が返戻・無効をした後、又は担当審査官が優

先審査却下決定をした後は、再度優先審査申立書の提出ができる。 

④優先審査申立の補完指示による提出期限前の優先審査申立決定が可能か否か 

優先審査申立の補完指示の提出期限前であっても関連書類を提出するなどの

補完をして優先審査申立の要件が満たされれば、期間内であっても優先審査

決定ができるが、優先審査却下決定は、期間内に追加提出ができるため、期間

が満了した後に却下決定をしなければならない。 

 

3.3.3.3 優先審査決定後 

(1)優先審査決定後の処理期間 

審査官は、優先審査をすると決定した出願について、優先審査決定書の発送日

から 2 カ月(特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出

願、又は専門機関の先行技術調査の依頼により優先審査する出願の場合には 4

カ月)、若しくは「特許法施行令」第 8 条の 3 第 2 項(「実用新案法」第 9 条で

準用する「特許法施行令」第 8条の 3第 2項を含む)による先行技術の調査結果

が審査官に移送された日から 1カ月のうち遅い日(以下、「処理期限」という)以

内に審査に着手しなければならない。[規定 66(1)] 
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優先審査をすると決定した出願間において審査の順位を決めることに当たっ

ては、処理期限が先に到来する出願から審査に着手することを原則とするが、審

査の効率的な進行のために審査着手の順序を変更することができる。 

審査の着手前に「特許法」第 47 条第 1 項本文又は「実用新案法」第 11 条に

より準用される「特許法」第 47条第 1項本文による補正書が提出された場合に

は、上記の処理期限又は審査官が当該補正書の移送を受けた日から 1 カ月のい

ずれか遅い日までに審査に着手しなければならない。[規定 66(2)] 

※優先審査申立の急増などにより処理期限内に審査に着手することができな

い場合には、審査課長又は審査チーム長に報告しなければならない。[規定

66(1)ただし書き] 

※特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願の場合

には、優先審査の決定通知書を別途で発想しないため、優先審査をすると決

定又は再決定した日のいずれか遅い日を、優先審査決定通知書の発送日と

みなす。 

(2)優先審査結果の通知など 

①優先審査の決定業務の担当者は、優先審査をすると決定した出願に関する

最終処理結果(特許決定、実用新案登録決定、特許拒絶決定、実用新案登録

拒絶決定、取下・放棄など)を優先審査申立人(優先審査申立人が出願人では

ない場合に限る)に通知しなければならない。[規定 67] 

②優先審査関連書類(優先審査申立料の納付領収証の原本を含む)が電子文書

ではない場合、審査官は最終処理結果を通知した後、優先審査関連書類を当

該局の主務課長に移送しなければならず、当該局の主務課長は移送を受け

た優先審査関連書類を電算入力しなければならない。ただし、優先審査関連

書類が電子文書である場合には、電算入力措置を省略する。[規定 67] 
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(3)その他の関連事例 

①2001年 6月 30日以前の出願の優先審査の保留 

2001年 6月 30日以前の出願であって、第三者が審査請求した出願を優先審

査する場合には、審査請求日から 3月以内には特許可否の決定を保留し、3

月が経過した時点で特許可否の決定をする。 

これは、2001年 6月 30日以前の出願は、当該出願について第三者が審査請

求した場合、出願人は第三者が審査請求したという事実の通知を受けた日

から 3月以内に出願を補正することができるためである。 

②優先審査申立された出願の分割出願の審査着手時期 

優先審査申立された原出願に基づく分割出願をしたが、分割出願に対する

優先審査の申立をしなかった場合、分割出願の審査着手時点は、分割時点を

問わず、原出願の審査請求日を基準にする。 

ただし、分割出願に対する優先審査申立があった場合であれば、分割出願に

よる審査順位と優先審査決定による審査順位のうちいずれか早い順位を基

準に審査に着手する。 

③優先審査関連書類の移送を受ける前に審査着手された場合の取扱い 

審査着手後に優先審査の申立があった場合、優先審査が申し立てられた出

願が優先審査対象に該当すれば、審査官はこれを適合した優先審査申立と

認めて優先審査を行う。この場合、中間書類処理は優先審査規定により定め

られた期間内に処理するようにする。 

④優先審査申立のあった出願が国内優先権主張出願の先願になった場合の取扱

い 

国内優先権主張出願の先願が特許出願である場合、その出願は先願日から 1

年 3 月が経過した時点で取り下げされたものとみなす。先願が取り下げら

れた場合、特許法第 36条を適用するに当たって先願の権利がないものと取

り扱うが、その先願が取下げとみなされる前に特許決定があったときには

先願の権利を有し、後願が特許を受けることができない場合があることか

ら、優先審査申立があった出願が国内優先権主張出願の先願になった場合

には、次の通りに取り扱う。 
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優先審査可否決定前に優先審査の申立があった出願が国内優先権主張出願

の先願であることが確認された場合には、特許法第 61条第 2号による緊急

処理の必要性が認められず、優先審査申立対象に該当しないため、期間を定

めて優先審査申立に対する補完を指示(補完要求書に優先審査申立があっ

た出願が国内優先権主張出願の先願であるため、緊急処理の必要性が認め

られず、優先審査をすることができない旨を記載)し、指定された期間が経

過した後、優先審査申立を却下する。 

ただし、優先審査申立を却下する以前に優先権主張を取り下げた場合には、

有効な優先審査の申立に取り扱い、優先審査を進行する。 

また、優先審査決定後、優先審査対象出願が国内優先権主張出願の先願にな

った場合には、取下げとみなされる時期まで審査を保留する。 

 

4. 優先審査対象別の判断指針 

 

4.1 第三者による実施出願 

4.1.1 対象 

出願公開後、第三者が業として出願された発明又は考案を実施していると認

められる出願である。[特法 62] 

 

4.1.2 審査指針 

(1)出願公開の意味 

「出願公開」とは、特許法第 64 条規定による出願公開を意味する。従って、

優先審査を申し立てる時点において特許法第 64条による公開がされてない場合

(又は早期公開申立がされていない、若しくは公開が差し迫っていない場合)に

は、早期公開を申し立てなければならない。 
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(2)第三者の意味 

「第三者」とは、出願人ではない者であって、その出願発明又は考案に関する

実施許諾を得ていない者をいう。 

実施許諾を得たか否かについては、特別な理由がない限り、追加調査をせずに

優先審査申立人の主張をそのまま認める。 

(3)実施の意味 

第三者による実施において「実施」とは、特許法第 2 条第 3 号又は実用新案

法第 2条第 3号でいう実施であって、次に該当する行為をいう。 

イ．物の発明の場合には、その物を生産・使用・譲渡・貸与又は輸入する、

若しくはその物の譲渡又は貸与の請約(譲渡又は貸与のための展示を含

む)をする行為 

ロ．方法の発明の場合には、その方法を使用する行為 

ハ．物を生産する方法の発明の場合には、ロ目の行為以外にその方法により

生産した物を使用・譲渡・貸与又は輸入する、若しくはその物の譲渡又は

貸与の請約をする行為 

ニ．考案に関する物品を生産・使用・譲渡・貸与又は輸入する、若しくはそ

の物品の譲渡又は貸与の請約(譲渡又は貸与のための展示を含む)をする

行為 

また、「実施」は国内における実施をいう。従って、我が国に出願した発明を

外国においてのみ実施している場合は実施に該当しない。ただし、外国において

生産された出願発明を国内に輸入している場合には、実施と認める。 

(4)第三者による実施発明と請求項に記載された発明の同一性の判断 

第三者が自己の発明を実施しているという事実を理由にした優先審査申立は、

第三者が実施していると主張する発明と出願された発明が同一でなければなら

ず、同一性の判断は優先審査申立人が立証をしなければならない。 

優先審査申立人は、以下の例のような資料を提出すると共に優先審査申立説

明書に第三者が実施する具体的な状況(日時、場所、製品名、販売数量など)を記

載して、第三者による実施事実を立証することができる。例えば、第三者が 
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販売する物を撮影した写真を提出すると共に、優先審査申立説明書に物を購入

した日時及び場所、写真に示された物と出願発明又は考案との関連性などを具

体的に記載して第三者による実施事実を立証することができる。 

例) －第三者が実施中の物の提出 

－物、実施場所又は販売の様子などを撮影した写真の提出 

－第三者に対して実施の差止めを要求する内容証明郵便を送った場合、そ

の写しなどの提出 

－その他に第三者が実施中であることの立証ができる書類・物などを提出 

審査官は、優先審査申立人が証拠資料として提出した物又は写真などを参考

に、第三者が実施している発明と請求項に記載された発明を比較して同一であ

るか否かを判断する一方で、提出資料だけで同一性を判断することができない

場合には、資料の補完を指示することができる。 

ただし、発明を実施している者の非協力などにより、申立人が第三者による出

願発明の実施という事実を立証することが困難であると判断される上、第三者

が実施している発明が出願された発明と同一である可能性が充分である場合に

は、審査官は申立人に追加資料の提出を要求せず、優先審査申立を認めることが

できる。すなわち、第三者が実施している発明又は考案と出願された発明又は考

案との同一性の有無を判断した結果、同一であるか否かが明らかでない場合に

は、両発明又は考案が実質的に同一ではないということが明らかである場合を

除き、追加調査をせずに優先審査申立を認めることができる。ただし、両発明又

は考案が明確に相違する場合には、優先審査申立を却下する。 

 

4.1.3. 公開前の第三者による実施を理由にした優先審査申立の取扱い 

「第三者による実施」の場合には、優先審査可否の決定日の時点において当該

出願が特許法第 64条の規定により公開されていなければならない。勿論、特許

法第 64 条による公開には、早期公開申立により公開された出願も該当する。 

また、出願公開前の第三者による実施を理由にした優先審査の申立は、当該出

願が特許法第 64条規定による公開がされていなくても、公開時期が差し迫って

いる場合(優先審査申立書の移送を受けた日から 15 日以内に公開されると予想

される出願)、又は出願人が早期公開申立をした場合には、優先審査申立を却下
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せずに、優先審査可否に対する決定を保留する。 

優先審査可否に対する決定を保留した後、早期公開申立を取り下げるなどに

より早期公開をしないことが確定した場合を除き、当該出願が公開されれば、優

先審査決定をして審査を進める。 

 

4.1.4 出願人から警告を受けた場合の優先審査申立の取扱い 

出願人から、公開された発明又は考案を許諾なく業として実施したという理

由により警告を受けた者が、警告状又はその写しなどを提出し、優先審査申立説

明書に具体的な情況(警告日時、警告方法、警告を受けた発明又は考案と自己が

実施中の発明又は考案の内容など)を記載して出願発明又は考案に対する優先

審査申立をすることができる。審査官は、出願人が第三者に警告したことを否認

するに値する特別な理由がなく、警告を受けた者が実施している発明又は考案

と出願された発明又は考案が明確に相違すると認められない限り、その優先審

査申立を認める。 

 

4.2 防衛産業分野の出願 

(1)対象 

防衛産業分野の出願であって、「防衛事業法」第 34 条、同法施行令第 39 条、

同法施行規則第 27 条及び同法施行規則第 28 条において規定している防衛産業

物資又はその製造方法に関する出願 

※防衛事業法上、防衛産業物資は主要防衛産業物資と一般防衛産業物資に区分

され、その例は次の通りである。 

①主要防衛産業物資 

銃砲類その他の火力装備、誘導武器、航空機、艦艇、弾薬、戦車・装甲車そ

の他の戦闘機動装備、レーダー・敵味方識別機その他の通信・電子装備、夜

間透視鏡その他の光学・熱像装備、戦闘工兵装備、化学兵器装備、指揮及び

統制装備、その他防衛産業庁長が軍事戦略又は戦術運用において重要であ

ると認めて指定する物資 
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②一般防衛産業物資 

主要防衛産業物資以外の防衛産業物資 

(2)審査指針 

防衛産業分野の出願に対する優先審査の申立の際には、別途の証憑書類を提

出する必要がない。申立人は、単に告示第 4 条第 2 号イ目の対象物のうち一つ

以上の細部対象物名(例:防衛事業法第 35条第 2項第 1号銃砲類その他の火力装

備)を優先審査申立説明書に記載し、出願発明又は考案が対象物に該当する技術

であることを説明すれば問題ない。 

申立人が優先審査申立説明書に防衛産業物資を明確に記載せずに、特許法施

行令第 9 条第 1 号の規定による「防衛産業分野の特許出願」などのように概括

的に記載した場合であっても、審査官はその対象物が上記の防衛事業法の防衛

産業物資の一つに該当すると判断される場合、追加の補完指示などをせずに優

先審査申立を認めることができる。 

 

4.3 グリーン技術と直接関連した特許出願、公害防止に有用な実用新案登録

出願 

4.3.1 制度一般 

特許法施行令第 9 条第 2 号が公害防止に有用な特許出願からグリーン技術と

直接関連した特許出願に改正され、2009年 10月 1日以降の優先審査申立から適

用される。グリーン技術と直接関連した特許出願は、既存の優先審査対象であっ

た公害防止に有用な特許出願を含む。[特令 9(2)] 

グリーン技術と直接関連した特許出願及び公害防止に有用な実用新案登録出

願であって、優先審査対象になる出願は、特許・実用新案優先審査の申立に関す

る告示第 4 条第 2 号ロ目とカ目において細部的に規定しているが、次の二通り

で区分することができる。 

①国などから金融支援又は認証を受けたグリーン技術に関する特許出願(実

用新案登録出願は該当しない) 
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②環境汚染防止施設及びその施設が目的としている環境汚染防止方法に関す

る出願(特許出願及び実用新案登録出願いずれも該当) 

 

4.3.2 グリーン技術の定義及び範囲 

優先審査対象になるためには出願発明がグリーン技術に該当しなければなら

ない。一般的にグリーン技術は、温室効果ガスの削減技術、エネルギー利用効率

化技術、清浄生産技術、清浄エネルギー技術、資源循環及び環境配慮型技術(関

連の融合技術を含む)など社会・経済活動の全過程に渡ってエネルギーと資源を

節約して効率的に使用し、温室効果ガス及び汚染物質の排出を最少化する技術

をいい、低炭素グリーン成長基本法第 2 条第 3 号及び特許法施行令第 9 条第 2

号において定義している。 

グリーン技術と関連することを理由にして優先審査の申立をする場合、優先

審査申立人は、優先審査申立説明書において出願発明がいかなる理由によりグ

リーン技術に該当するかを説明しなければならず、優先審査の可否を決定する

担当者は、優先審査の可否決定の際に出願発明がグリーン技術に該当するか否

かを出願人の主張に基づいて判断しなければならない。 

一方、環境汚染防止施設及びその施設が目的としている環境汚染防止方法に

関する発明は、グリーン技術の定義規定のうち環境配慮型技術に該当するため、

グリーン技術に該当するものとみなす。 

実務上の出願発明がエネルギーと資源を節約して効率的に使用し、温室効果

ガス及び汚染物質の排出を最少化する技術であることを否定するに値する根拠

がなければ、すべてグリーン技術と認め、特に以下の技術はすべてグリーン技術

に該当するとみなす。 

 

<グリーン技術研究開発総合対策の 27 大重点育成技術> 

1. 気候変動予測及びモデリング開発

技術 

2. 気候変動影響評価及び適応技術 

3. シリコーン系太陽電池の高効率低

価格化技術 

4. 非シリコーン系太陽電池の量産及

15. 生態空間造成及び都市再生技術 

16. 環境配慮型低エネルギー建築技術 

17. 環境負荷及びエネルギー消費予測

を考慮した Green Process 技術 

18. 照明用 LED・グリーン IT 技術 

19. 電力 IT及び電気機器の効率性向上
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び中核のオリジナル技術 

5. バイオエネルギー生産要素技術及

びシステム技術 

6. 改良型軽水炉の設計及び建設技術 

7. 環境配慮型の核非拡散性高速路及

び循環核周期システム開発技術 

8. 核融合炉の設計及び建設技術 

9. 高効率水素製造及び水素貯蔵技術 

10. 次世代高効率の燃料電池システム

技術 

11. 環境配慮型植物成長促進技術 

12. 石炭ガス化複合発電技術 

13. 高効率低公害車技術 

14. 知能型交通、物流技術 

技術 

20. 高効率 2次電池技術 

21. CO2 捕集、貯蔵、処理技術 

22. Non-CO2(二酸化炭素を除く温室効

果ガス)処理技術 

23. 水系水質評価及び管理技術 

24. 代替水資源確保技術 

25. 廃棄物低減、リサイクル、エネルギ

ー化技術 

26. 有害性物質のモニタリング及び環

境浄化技術 

27. 仮想現実技術 

 

<17 大新成長動力のうちグリーン技術産業に該当する技術> 

1. 新再生可能エ

ネルギー技術 

太陽電池、水素・燃料電池、バイオエネルギー[バイオディーゼ

ル、バイオエタノール、バイオガス、 BtL(Biomass-to-

Liquids)]、海洋エネルギー(潮力発電、潮流発電、波力発電、

海水温度差利用)、風力、地熱、水力、廃棄物など 

2. 炭素低減エネ

ルギー技術 

炭素捕集・貯蔵(CCS)、原子力、核融合、化石燃料効率性向上技

術、Non-CO2(二酸化炭素を除く)処理技術など 

3. 高度水処理技

術 

スマート上水道(低エネルギー浄水膜、知能型膜ろ過浄水な

ど)、 下・廃水処理、海水淡水化、水生態系復元、土壌地下水

復元など 

4. LED 応用技術 Eco LED、LEDスマートモジュール、LED 照明など 

5. グリーン輸送

システム関連技

術 

グリーンカー(ハイブリッド車、プラグイン・ハイブリッド車、

クリーン・ディーゼル車、燃料電池車など)、WISE Ship(未来

型環境配慮型船舶、レジャーボート)、先端鉄道(超高速列車、

ティルティング列車、リニアモーターカー)、自転車など 
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6. 先端グリーン

都市関連技術 

ユビキタス都市(U-City)、知能型交通システム[ITS]、地理情

報システム(GIS)、低エネルギー環境配慮型住宅など 

 

グリーン技術に関連することを理由にして優先審査の申立をした出願発明が

グリーン技術に該当するか否かについて優先審査申立人の説明がない、又は優

先審査申立人の説明に基づいて判断し、出願発明がグリーン技術に該当しない

と判断される場合には、これを理由にして優先審査申立に対して補完指示をす

る。 

 

4.3.3 国などから金融支援又は認証を受けたグリーン技術に関する特許出願 

(1)対象 

特許・実用新案優先審査の申立に関する告示第 4 条第 2 号ロ目において規定

しており、具体的にグリーン技術と直接関連した特許出願であって次のいずれ

かの一つに該当する特許出願が対象になる。 

①「低炭素グリーン成長基本法」第 32 条及び同法施行令第 19 条によりグリ

ーン技術認証を受けた特許出願 

②「低炭素グリーン成長基本法」第 32 条及び同法施行令第 19 条によりグリ

ーン専門企業として認定を得た企業の特許出願 

③「低炭素グリーン成長基本法」第 31条により国又は地方自治体の補助金支

援を受けた出願人の特許出願 

④「低炭素グリーン成長基本法」29条及び同法施行令第 16条により設立され

たグリーン産業投資会社の投資を受けた出願人の特許出願 

⑤「低炭素グリーン成長基本法」第 34 条及び同法施行令第 22 条により造成

されたグリーン技術・グリーン産業集積地及び団地に入居した出願人の特

許出願 
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⑥その他国の政策と連係して金融支援又は認証を受けた特許出願 

(2)審査指針 

優先審査の可否決定の担当者は、優先審査申立人が優先審査申立説明書に記

載したグリーン技術に該当するか否か、及び国などから金融支援又は認証を受

けたか否かに関する説明に基づいて優先審査対象に認めることができるか否か

を判断しなければならない。(グリーン技術に該当するか否かは、上記の指針を

参照) 

国などから金融支援又は認証を受けた事実の有無を判断する際は、上記①~⑥

の優先審査申立の理由別に以下の証憑書類を提出したか否かを確認しなければ

ならず、出願人と出願発明及び金融支援、又は認証を受けた者並びに技術が同一

でなければならない。 
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<グリーン技術関連証憑書類> 

 

申立理由 証憑書類 

グリーン技術認証 

次の第1号と第2号に該当する各々の書類 

1.グリーン認証申立のための技術説明書 

2.「低炭素グリーン成長基本法」第32条によるグリーン技術

認証書 

グリーン専門企業 

次の第1号と第2号に該当する各々の書類 

1.出願発明とグリーン専門企業の主業種が一致することを立

証する書類[グリーン認証のための技術(事業)説明書、売上

げ比重内訳書など] 

2.「低炭素グリーン成長基本法」第32条によるグリーン専門

企業確認書 

補助金の支援 
国または地方自治体から補助金の支給を受けた事実を立証す

る書類 

グリーン産業投資

会社の投資 

グリーン産業投資会社の投資を受けた事実を立証する書類

(貸与実績書など) 

集積地及び団地 出願人が集積地及び団地に入居していることを立証する書類 

その他の金融支援

認証 

次のいずれかの一つに該当する書類 

1. 国家機関から研究開発などのための資金支援を受けたこ

とを立証する書類(技術開発事業選定公告など) 

2. 金融機関からグリーン技術と関連する金融支援を受けた

ことを立証する書類(貸与実績書など) 

3. 環境マーク認証書、炭素成績表示認証書、新技術認証書、

技術検証書(発行機関：環境部、韓国環境産業技術院) 

4. 優秀リサイクル製品認証書(発行機関：産業通商資源部技

術標準院) 

5. その他、国の支援政策と連携して金融支援又は認証を受け

たことを立証する書類 
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4.3.4 環境汚染防止施設及びその施設が目的としている環境汚染防止方法に関

する出願 

(1)対象 

特許・実用新案優先審査の申立に関する告示第 4 条第 2 号カ目：公害防止又

は除去が主目的である出願であって、次のいずれかの一つに該当する環境汚染

防止施設又はその施設が目的としている環境汚染防止方法に関する出願 

①「騒音・振動規制法」第 2 条及び同法施行規則第 3 条において規定してい

る騒音振動防止施設、防音施設又は防振施設 

②「水質及び水生態系の保全に関する法律」第 2 条及び同法施行規則第 7 条

による水質汚染防止施設 

③「大気環境保全法」第 2 条及び同法施行規則第 6 条において規定している

大気汚染防止施設 

※「悪臭防止法」第 2 条及び同法施行規則第 3 条において規定している悪臭

排出施設から出る悪臭物質をなくす、又は減らす施設であって、「大気環境

保全法施行規則」別表 4 に該当する施設は、上記の大気汚染防止施設とみ

なす。 

④「廃棄物管理法」第 2 条、同法施行令第 5 条において規定している廃棄物

処理施設 

⑤「家畜糞尿の管理及び利用に関する法律」第 2 条及び同法施行規則第 3 条

による資源化施設、浄化施設又は公共処理施設 

⑥「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」第 2条及び同法施行規則第 3

条において規定しているリサイクル施設 

⑦「下水道法」第 2条による公共下水処理施設、糞尿処理施設、中水道又は個

人下水処理施設 

(2)審査指針 

上記の法令に該当する施設などに関する出願であることを理由にして優先審

査を申し立てた場合、優先審査申立の際に別途の証憑書類を提出する必要はな

く、上記①~⑦の優先審査対象のうちいずれいかの一つに該当することを優先審
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査申立説明書に記載すれば問題ない(例：「廃棄物管理法第 2条、同法施行令第 5

条別表 3の 1、中間処理施設 イ．焼却施設(2)高温焼却施設)。 

申立人が優先審査申立説明書に環境汚染防止施設を具体的かつ明確に記載せ

ずに「公害防止に有用な出願」などのように概括的に記載した場合であっても、

審査官はその施設が上記の環境関連法の環境汚染防止施設の一つに該当すると

判断される場合、追加の補完指示などをせずに優先審査申立を認めることがで

きる。 

また、公害防止に有用な出願であっても、上記の環境汚染防止施設に該当しな

い場合には優先審査対象に取り扱わず、また、上記の環境汚染防止施設の稼動時

に直接的に使用する薬品又は処理剤若しくは生物などに関する出願である場合

も、優先審査対象に含まれないものとして取り扱う。 

(3)汚染物質を直接除去する施設(装置)又は環境汚染防止施設に該当しない場

合の取扱い 

出願された発明が公害防止のために直接的に使用される技術であるが、その

施設が上記の環境関連法において定める環境汚染防止施設ではない場合には、

優先審査対象に含まれないものとする。 

上記の環境関連法における各種環境汚染防止施設は、「排出施設」から排出す

る汚染物質をなくす、又は減らす施設である。従って、たとえその施設が汚染物

質を直接的に低減する場合であっても、排出施設から排出される汚染物質を低

減する施設ではない場合には、環境汚染防止施設に該当しない場合がある。 

例えば、自動車は大気環境保全法第 2条第 11号及び同法施行規則第 5条別表

3において規定している大気汚染物質排出施設に該当しないため、自動車から排

出される大気汚染物質を低減する自動車の排気ガス触媒装置は、同法第 2 条第

12 号及び同法施行規則第 6 条別表 4 の大気汚染防止施設に該当しないものとみ

なし、優先審査の対象に含まれないものとする。 

 

4.4 輸出促進に直接関連した出願 

(1)対象 

輸出促進に直接関連した出願[特令 9(3)] 
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(2)審査指針 

①立証書類 

 輸出の促進に直接関連した出願は、次の資料を検討して決定する。 

1.輸出実績立証書類 

2.信用状発行立証書類 

3.特許権･実用新案権又はデザイン権が必要であるという輸出品購買者から

の要請があることを証明する書類 

4.輸出契約立証書類 

5.国際標準の採択手続きが進行中である、又は国際標準で採択されて輸出促

進に貢献していることを立証する書類 

6.その他輸出の促進に直接関連があることを立証する書類 

②輸出しようとする発明と請求項に記載された発明の同一性の判断 

輸出の促進に直接関連した出願を理由にした優先審査申立が優先審査対象

になるためには、輸出しようとする発明と請求項に記載された発明が同一

でなければならない。 

輸出の促進に直接関連した出願と請求項に記載された発明との同一性につ

いては、優先審査申立人が立証しなければならないが、優先審査の申立に関

する書類によって同一であるか否かの判断が難しい場合が多い。この場合、

審査官は、輸出の促進に直接関連した出願と請求項に記載された発明が同

一である可能性が充分であって、これを疑うに値する特別な理由がない限

り、追加の証明資料を要求せず、優先審査の申立を認めることができる。 

 

4.5 国又は地方自治体の職務に関する出願 
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(1)対象 

国又は地方自治体の職務に関する出願(「高等教育法」による国・公立学校の

職務に関する出願であって「技術の移転及び事業化の促進に関する法律」第 11

条第 1 項により国・公立学校内に設置された技術移転・事業化の専門専従組織

による出願を含む)[特令 9(4)] 

(2)審査指針 

国又は地方自治体の職務とは、国又は地方自治体が行わなければならない業

務をいい、優先審査申立人が国又は地方自治体(国･公立学校内に設置された技

術移転・事業化専従組織)である場合には、特別な理由がない場合、国又は地方

自治体の職務(「高等教育法」による国・公立学校の職務)と認めることができる。 

国又は地方自治体の職務と関連する優先審査申立は、国又は地方自治体(国・

公立学校内に設置された技術移転・事業化専従組織)が申し立てる場合に限って

認められ(告示(3))、申立人が国又は地方自治体(国・公立学校内に設置された技

術移転・事業化専従組織)ではない場合には、審査官は当該優先審査の申立が不

適合したものとみなして、期間を定めて補完を指示した後で指定期間以内に補

完することができなかった場合、優先審査の申立を却下する。 

一方、「高等教育法」による国・公立学校の職務に関する出願であって、国・

公立学校内に設置された技術移転・事業化専従組織による出願の場合、国又は地

方自治体の職務に関する出願と同一に取り扱う。 

国立学校とは国が設立・経営する学校を、公立学校とは地方自治体が設立・経

営する学校をいい、国・公立学校内に設置された技術移転・事業化専従組織は、

法人である場合に限る。 

 

4.6 ベンチャー企業の確認を受けた企業の出願 

(1)対象 

「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第 25条の規定に基づくベンチャ

ー企業の確認を受けた企業の出願[特令 9(5)] 
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(2)審査指針 

①出願人が 2 人以上の共同出願人である場合には、そのうち一人でも出願人

がベンチャー企業である場合、優先審査申立を認める。 

②ベンチャー企業の確認を受けた企業と出願人の名義が一致する場合に限り、

優先審査申立を認める。 

③出願日、優先審査の申立日又は優先審査可否の決定日のうち、少なくとも一

つはベンチャー企業確認書に記載された有効期間内でなければならない。 

④ベンチャー企業を確認することができる書類は、「ベンチャー企業確認書」

の正本を原則とする。ただし、写しが正本と同一であると認められる場合に

は例外とする。「ベンチャー企業の認定に向けた評価実施結果書」は、「ベン

チャー企業確認書」に代わるものではないため、認めない。 

⑤ベンチャー企業の業種と出願発明との関連性がないにもかかわらず、優先

審査申立があった場合には、優先審査の対象に認めない。関連性が認められ

ない場合には、優先審査申立の補完を通知して関連性が疎明された場合に

限って優先審査申立を認める。 

⑥ベンチャー企業の業種と出願発明の関連性は、優先審査申立人が優先審査

申立説明書及び証憑書類(事業者登録証など)を根拠に説明した内容に基づ

いて判断し、必要に応じて技術保証基金で運営するベンチャー確認・公示

システム(http://www.venturein.or.kr/)において、当該ベンチャー企業の

「企業概要」の「業種」及び「主生産品」項目と出願発明の内容を比較し

て確認する。優先審査の可否決定の際に業種関連性を確認することができ

ない場合、又は認めることができない場合には補完指示をする。 

※ベンチャー企業確認書は、ベンチャー企業の育成に関する特別措置法第 25

条及びベンチャー企業育成に関する特別措置法施行令第 18条の 3において

定める機関又は団体で発行 
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(3)ベンチャー企業確認書に記載された企業と出願人とが異なる場合の取扱い 

ベンチャー企業確認書に記載された企業(業者)が法人ではないため、特許法

第 4 条の規定に基づいて企業の名義で出願することができなかった場合には、

出願人とベンチャー企業確認書に記載された代表者が一致する場合に限ってベ

ンチャー企業による出願として取り扱い、優先審査を認める。 

自然人名義の出願がベンチャー企業出願に認められるためには、出願人とベ

ンチャー企業の代表者が一致しなければならない要件のほか、出願時にベンチ

ャー企業が法人ではない場合に限って認める。 

審査官はベンチャー企業確認書に記載された企業と出願人が異なる場合は、

出願人に事業者登録証を提出するよう補完指示をした後、以下の通りの方法に

よってベンチャー企業が法人であるか否かを判断する。 

(参考)ベンチャー企業が法人であるか否かの判断方法:事業者登録証の登録番

号の第 2 グループの番号が 81 ないし 87 の場合には法人であり、それ以

外の場合には法人でないものとして判断 

＜例＞登録番号：ＯＯＯ-ＯＯ‐ＯＯＯＯＯ 

       ↓ 

     81～87：法人(その他非法人) 

(4)出願後にベンチャー企業を出願人に追加して優先審査申立した場合の取扱

い 

ベンチャー企業であることを理由にして優先審査の対象になるためには、当

初出願時の出願人がベンチャー企業でなければならない。従って、当初出願時の

出願人はベンチャー企業ではなかったが、出願後に出願人変更(ベンチャー企業

に変更又は追加)の届け出て、変更又は追加されたベンチャー企業であることを

理由にして優先審査の申立をする場合は、原則として優先審査の対象に該当し

ない。一方、技術革新型中小企業(INNO-BIZ)、職務発明補償優秀企業又は部品・

素材技術開発専門企業の場合に対しても同様の基準が適用される。 
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(5)出願発明(考案)と認証企業業種との関連性の判断 

ベンチャー企業、技術革新型中小企業、職務発明補償優秀企業、部品・素材技

術開発専門企業の認定を受けた企業(認証企業)の出願は、それ自体で優先審査

対象になるが、出願発明(考案)と認証企業の業種間の関連性が確認された場合

に限られる。 

一般的に優先審査申立人が提出した事業者登録証又は認証に関連した公示サ

イトなどを通じて確認した認証企業の業種が、出願発明が利用される産業分野

及び出願発明の構成の全部又は一部が有する性質・機能から把握される技術分

野と一致すれば、業種関連性を認める。 

 

4.7 技術革新型中小企業に選定された企業の出願 

(1)対象 

 「中小企業技術革新促進法」第 15 条の規定によって技術革新型中小企業

(INNO-BIZ)に選定された企業の出願[特令 95の 2] 

(2)審査指針 

①出願人が 2 人以上の共同出願である場合には、そのうち一人でも技術革新

型中小企業(INNO-BIZ)に選定されている場合、優先審査の申立を認める。 

②技術革新型中小企業(INNO-BIZ)に選定された企業と出願人の名義が一致す

る場合に限って優先審査の申立を認める。企業と出願人の名義が異なる場

合は、「4.6ベンチャー企業の認定を受けた企業の出願」に準じて取り扱う。 

③出願日、優先審査の申立日又は優先審査可否の決定日のうち、少なくとも一

時点においては技術革新型中小企業(INNO-BIZ)に該当していなければなら

ない。 

④技術革新型中小企業(INNO-BIZ)を確認することができる書類は、中小企業

庁において発行する「技術革新型中小企業(INNO-BIZ)確認書」の正本を原則

とする。ただし、写しが正本と同一であると認められる場合には、例外とす

る。 
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⑤技術革新型中小企業の業種と出願発明との関連性がないにもかかわらず、

優先審査の申立があった場合には、優先審査対象と認めない。関連性が認め

られない場合には、優先審査申立の補完を通知して関連性が疎明された場

合に限って優先審査申立を認める。 

⑥技術革新型中小企業の業種と出願発明との関連性は、優先審査申立人が優

先審査申立説明書に証憑書類(事業者登録証など)を根拠に説明した内容に

基づいて判断し、必要な場合には、中小企業技術革新協会において運営す

る INNO-BIZ 認証企業情報システム(http://www.innobiz.net/)において当

該認証企業の関連業種と出願発明の内容を比較して確認する。優先審査の

可否決定の際に業種関連性を確認することができない場合、又は認めるこ

とができない場合には、補完の指示をする。 

 

4.8 職務発明補償優秀企業に選定された企業又は知識財産経営認証を受け

た中小企業の出願 

(1)対象 

「発明振興法」第 11 条の 2 又は第 24 条の 2 により職務発明補償優秀企業に

選定された企業又は知識財産経営認証を受けた中小企業の出願[特令 95 の 3、5

の 4] 

(2)審査指針 

①出願人が 2 人以上の共同出願である場合は、そのうち一人でも職務発明補

償優秀企業又は知識財産経営認証企業に選定された場合、優先審査の申立

を認める。 

②職務発明補償優秀企業に選定された企業又は知識財産経営認証企業と出願

人の名義が一致する場合に限って優先審査の申立を認める。企業と出願人

の名義が異なる場合は、「4.6 ベンチャー企業の認定を受けた企業の出願」

に準じて取り扱う。 

③出願日、優先審査の申立日又は優先審査可否の決定日のうち、少なくとも一

時点においては職務発明補償優秀企業又は知識財産経営認証企業に該当し

なければならない。 
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④職務発明補償優秀企業又は知識財産経営認証企業を確認することができる

書類は、特許庁において発行する「職務発明補償優秀企業認証書」又は「中

小企業知識財産経営認証書」の正本を原則とする。ただし、写しが正本と同

一であると認められる場合には、例外とする。 

⑤職務発明補償優秀企業又は知識財産経営認証企業の業種と出願発明との関

連性がないにもかかわらず、優先審査の申立がある場合には、優先審査の対

象に認めない。関連性が認められない場合には、優先審査申立補完書を通知

して関連性が疎明された場合に限って優先審査申立を認める。 

⑥職務発明補償優秀企業又は知識財産経営認証企業の業種と出願発明との関

連性は、優先審査申立人が優先審査申立説明書に証憑書類(事業者登録証な

ど)を根拠に説明した内容に基づいて判断する。優先審査可否の決定時に業

種関連性を確認することができない場合、又は認めることができない場合

には補完の指示をする。 

 

4.9 国の新技術開発支援事業の結果に関する出願 

(1)対象 

国の新技術開発支援事業の結果に関する出願であって、次のいずれかの一つ

に該当する事業の主管機関又は参加機関が関係中央行政機関の長と締結した事

業計画書に基づいて技術開発を推進した結果について行った出願[特令 9(6)] 

①「産業技術革新促進法」第 2条による産業技術革新事業 

②「中小企業技術革新促進法」第 10条第 1項による技術革新事業 

③「エネルギー法」第 12条によるエネルギー技術開発事業 

④「新エネルギー及び再生可能エネルギーの開発・利用・普及促進法」第 11

条による新・再生可能エネルギー技術開発事業 

⑤「産業融合促進法」第 24条による産業融合事業 

⑥「情報通信産業振興法」第 8条による情報通信技術開発事業 

⑦「科学技術基本法」第 11条による国家研究開発事業 
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⑧「1 人創造企業の育成に関する法律」第 11 条第 1 項による 1 人創造企業技

術開発事業 

⑨その他に国が行う新技術開発支援事業 

その他に国が行う新技術開発事業であるか否かは、それぞれの事業別に判断

するが、国から技術開発と関連して技術開発資金の補助を受けたか否かなどを

判断して決定し、必要に応じて主務部署の意見を聞くことができる。 

(2)審査指針 

国の新技術開発支援事業の結果に関する出願に認められるためには、新技術

開発支援事業の直接的な結果に関する出願に限る。新技術開発支援事業の直接

的な結果であると判断し難い場合であっても、新技術開発支援事業を行った主

管機関又は参加機関において新技術開発支援事業の結果に関する出願であるこ

とを確認した書類があれば、優先審査対象に認める。 

 

4.10 国の品質認証事業の結果に関する出願 

(1)対象 

国の品質認証事業の結果に関する出願であって、次のいずれかの一つに該当

する出願 

①「産業技術革新促進法」第 16 条及び同法施行令第 18 条により新製品の認

証を受けた製品に関する出願 

②「産業技術革新促進法」第 15 条の 2 及び同法施行令第 18 条により新技術

の認証を受けた技術に関する出願 

③「産業融合促進法」第 13 条及び同法施行令第 14 条により産業融合新製品

適合性認証を受けた製品に関する出願 

④「農林水産食品科学技術育成法」第 12条の 2及び同法施行令第 6条により

海洋水産新技術認証を受けた技術に関する出願 

(2)審査指針 

①新製品認証事業：NePマーク(New Excellent Product) 
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国内において初めて開発された技術又はこれに準ずる代替技術を適用して

実用化が完了した製品のうち、経済的・技術的波及効果が大きく性能及び品

質に優れた製品を新製品に認証する事業であって、技術標準院が主管する

新製品認証の基準による審査を経て産業通商資源部長官が交付する「新製

品認証書」がこれに該当する。 

②技術認証事業：NeTマーク(New Excellent Technology) 

理論として定立された技術を試作品などの形で製作して試験又は運営(以

下、「実証化試験」という)することにより定量的な評価指標を確保した開発

完了技術であって、2年以内に商用化が可能な技術、実証化試験により定量

的な評価指標を確保した開発完了技術であって、既存製品の性能を顕著に

改善させることができる技術、製品の生産性又は品質を顕著に向上させる

ことができる工程技術を新技術として認証する事業であり、韓国産業技術

振興協会長が主管する新技術の審査・評価を経て、産業通商資源部長官が交

付した「新技術認証書」がこれに該当する。 

③産業融合新製品の適合性認証事業 

産業融合(産業間、技術と産業間、技術間の創意工夫を凝らした結合と複合

化により既存産業を革新する、又は新しい社会的・市場的価値がある産業を

創出する活動)の成果により作られた製品であって、経済的・技術的波及効

果が大きく、性能と品質に優れた製品を産業融合新製品として認証する事

業であって、適合性認証審査を経て所管の中央行政機関(産業融合新製品に

関するそれぞれの法令上の各許可・承認・認証・検証・認可などを司る中央

行政機関)の長が交付する「産業融合新製品の適合性認証書」がこれに該当

する。 

④出願された発明が国の品質認証事業の直接的結果であるか否かが不明りょ

うな場合には、優先審査申立人にこれを立証させることができる。ただし、

直接的結果に含まれる可能性があり、特別な理由がない場合は追加調査を

せずに優先審査の対象に認めることができる。 

 

4.11 条約による優先権主張の基礎になる出願 

(1)対象
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条約による優先権主張の基礎になる出願であって、当該出願を基礎にする優

先権主張により外国特許庁において特許に関する手続きが進行中である出願

[特令 9(7)] 

(2)審査指針 

 我が国の特許庁に出願した後、この出願に基づいて優先権を主張して外国特

許庁に出願した場合、外国特許庁において出願した出願が我が国における出願

を基にパリ条約による優先権が主張されているか否かを確認しなければならな

い。 

 我が国の特許庁に出願した後、この出願に基づいて優先権を主張して PCT 出

願をした場合には、自己指定出願である場合を除いて優先審査を認める。この場

合、PCT Form PCT/RO/105書式により優先権主張の適合性などを確認することが

できる。 

 条約による優先権主張の基礎出願に基づいて変更出願、分割出願又は国内優

先権主張出願をした場合、その変更出願、分割出願又は国内優先権主張出願は、

条約による優先権主張の基礎になる出願ではないため、これらに対しては優先

審査を認めない。例えば、A出願をして、これに基づいて条約優先権を主張しつ

つ、米国に B出願をした後、A出願に基づいて国内優先権主張をしつつ C出願を

した場合、C出願は条約による優先権主張の基礎になる出願ではないため、優先

審査を認めない。 

(3)PCT自己指定出願の優先審査申立に対する取扱い 

我が国における出願に基づいて優先権を主張して PCT 出願をした後、韓国を

指定国に表示した、いわゆる「自己指定」出願の場合、我が国における先願と PCT

出願は、国内優先権主張出願において先願と後願の関係であると取り扱われ、先

願は出願後 1 年 3 月が経過した時点で取り下げられたものとみなされ、この先

願に対して優先審査申立があった場合、優先審査申立を認めない。 

先願が優先審査申立された場合、期間を定めて優先審査をすることができな

い理由を記載して補完指示をし、指定された期間内に自己指定を取り下げない

場合、優先審査申立を却下する。 

 

4.12 出願人が出願された発明を業として実施中又は実施準備中である出願 
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(1)対象 

 

出願人が出願された発明を業として実施中又は実施準備中の出願であって、

次のいずれかの一つに該当する場合にも出願人が出願された発明を業として実

施中又は実施準備中である出願とみなす。 

①「部品・素材専門企業などの育成に関する特別措置法施行規則」第 6条の規

定により部品・素材技術開発専門企業の認定を受けた企業による出願。ただ

し、出願された発明が部品・素材技術開発専門企業の業種と関連性があっ

て、最初出願時に出願人のうち、少なくとも 1人が部品・素材技術開発専門

企業である出願に限定する。 

②国又は地方自治体が主催・主観する公募又はコンテストにおいて選定され

た発明に関する出願。ただし、国又は地方自治体からの出願若しくは事業家

支援を受けた出願に限定する。 

(2)審査指針 

①業として実施の意味 

a.「実施」の意味は、第三者にｙろう実施における「実施」と同一である。 

b.「業として実施」とは、「事業としての実施」を意味する。通常、個人的・

家庭的実施、教育目的の実施、実験のための一回性の実施は、業としての

実施に該当しない。非営利的な一回性の実施であっても、公共の目的のた

めに事業的な意図の下で実施される場合であれば、業としての実施に該当

する。 

②「実施」の主体 

出願人が実施中又は実施準備中でなければならない。ただし、出願人が実施者

が異なる場合には、実施者と出願人の間に実施契約がある場合に限って実施

許諾を得た実施者も実施の主体となることができる。 

③「業として実施中」又は「業として実施準備中」の判断 

申立人は、優先審査申立説明書において、出願発明が実施中(又は実施準備中)

であり、その実施(又は実施準備)が業として行われていることを説明し、それ

ぞれについて立証することができる証憑書類を提出しなければならない。 
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審査官は、提出された優先審査申立説明書及び証憑書類により出願発明が実

施中又は実施準備中であり、その実施(又は実施準備)が業として行われてい

ることを確認することができる場合に限って優先審査の決定をする。 

a.実施中(又は実施準備中)の判断 

審査官は、優先審査申立説明書の説明内容及び実施品(試作品)の写真、カタロ

グ、製品使用説明書、見本などの証憑書類に基づいて出願発明と同一の発明が

実施されていることを確認することができる場合、実施中(又は実施準備中)

であると認める。 

b.業として実施(又は実施準備)が行われているか否かの判断 

審査官は、優先審査申立説明書の説明内容及び証憑書類に基づき、出願発明が

業として実施されていることを認めることができる場合、業として実施中(又

は実施準備中)であると認める。業としての実施を立証することができる書類

としては、次のような資料が認められる。 

例)事業者登録証 

  取引明細票(販売物が出願発明であるものを含む) 

  納品確認書 

  購入契約書(出願人が自分の物を販売時)、物品供給契約書 

  工場登録証 

  創業投資会社・新技術事業投資組合などからの投資実績書 

  銀行などからの貸出実績書 

  出願技術の実施に関する契約書(実施主体、実施期間、実施場所、実施条件

などを記載) 

  賃貸借契約書 

  部品・素材技術開発専門企業の出願であることを立証する書類 

  その他出願発明が業として実施中(又は実施準備中)であることを立証す

る書類 
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※ただし、建設技術振興法第 14条による建設新技術の指定を申し立てた技

術に関する出願である場合、優先審査申立時、優先審査申立説明書に優先

審査申立に関する説明内容と共に優先審査建設新技術の指定を申し立て

た際に付与された管理番号と申立技術名を記載し、現場の実写に関する

資料(現場適用実績又は試験施工資料など)を証憑書類として提出すれば、

当該出願は業として実施中(又は実施準備中)である出願とみなす。この

場合 、審査官は、国土交通科学技術振興院のホームページ

(http://ct.kaia.re.kr)において申立技術の現況を照会して当該技術が

建設新技術の指定を申し立てたか否かを確認することができる。 

④実施中(又は実施準備)発明と請求項に記載された発明の同一性の判断 

実施中(又は実施準備)を理由にした優先審査の申立は、実施発明と出願発明

が同一でなければならず、発明の同一性については優先審査申立人が立証し

なければならない。 

審査官は、優先審査申立人が提出した物、写真又はその他証拠資料と優先審査

申立説明書の説明内容を総合して同一性を判断し、同一性を確認することが

できない場合には、補完指示をする。 

⑤部品・素材技術開発専門企業の確認を受けた企業出願の認定 

a.「部品・素材専門企業などの育成に関する特別措置法施行規則」第 6条の規

定により部品・素材技術開発専門企業の確認を受けた企業の出願は、出願さ

れた発明又は考案が業として実施中又は実施準備中の出願であるという上

記証明書類などの提出がなくとも、業として実施中又は実施準備中である

出願とみなして優先審査の申立を認める。 

b.部品・素材技術開発専門企業の業種と出願発明の関連性については、優先審

査申立人が優先審査申立説明書に証憑書類(事業者登録証など)を根拠に説

明した内容に基づいて判断し、必要に応じては、韓国産業技術振興院におい

て運営する素材・部品専門情報網(http://www.mctnet.org/)の専門企業確

認－専門企業の発給現況照会において当該認証企業の関連業種と出願発明

の内容とを比較して確認する。優先審査の可否決定時に、業種の関連性を確

認することができない場合、又は認めることができない場合には、補完指示

をする。 
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c.出願人が 2 人以上の共同出願である場合、そのうち一人でも部品・素材技

術開発専門企業であれば、優先審査の申立を認める。ただし、部品・素材技

術開発専門企業の確認を受けた企業と出願人の名義が一致する場合に限っ

て優先審査申立を認める(企業と出願人の名義が異なる場合の取扱い方法

は、「4.6 ベンチャー企業の確認を受けた企業の出願」に準じて取り扱う)。 

d.出願日、優先審査の申立日又は優先審査可否の決定日のうち、少なくとも一

時点においては、部品・素材技術開発専門企業に該当しなければならない。 

e.部品・素材技術開発専門企業を確認することができる書類は、「部品・素材

技術開発専門企業確認書」の正本を原則とする。ただし、写しが正本と同一

であることが認められる場合には、例外とする。 

⑥国又は地方自治体が主催・主観する公募又はコンテストにおいて選定された

発明であって、国又は地方自治体から出願若しくは事業化支援を受けた出願

の認定 

a.国又は地方自治体が主催・主観する公募又はコンテストにおいて選定され

た発明であって、国又は地方自治体から出願若しくは事業化支援を受けた

発明に関する出願は、出願された発明が業として実施中又は実施準備中で

ある上記の証明書類を提出しなくても、業として実施中又は実施準備中で

ある出願とみなして優先審査の申立を認める。 

b.当該出願が国又は地方自治体が主催・主観する公募若しくはコンテストに

おいて選定された発明に関する出願であるか否かの判断は、優先審査の申

立人が優先審査申立説明書において説明した内容と提出した証憑書類(賞

状、認証書、確認書など)に基づいて判断する。ここで公募又はコンテスト

において選定された発明とは、アイデア又は技術である場合も含む。 

c.審査官は、当該出願発明が国又は地方自治体から出願若しくは事業化支援

を受けているか否かについて、優先審査申立説明書に説明された内容と提

出された証憑書類(確認書、対象者選定の公告文、金融支援の取引内訳など)

に基づいて判断する。ただし、当該公募又はコンテストにおいて選定された

発明全体の出願、又は事業化支援の恩恵が与えられる場合は、そのような事

実の立証だけで国又は地方自治体から出願若しくは事業化支援を受けたか

否かに関する立証に代えることができる。 
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⑦起業初期段階の中小企業(Start-up)による出願の認定 

a.「中小企業創業支援法」第 4 条、「1人創造企業の育成に関する法律」第 11

条、第 12 条又は第 15 条に基づいて政府から技術開発、事業化などに関連

して 1 千万ウォン以上の出捐・補助を受ける、又はベンチャー・キャピタ

ル、クラウド・ファンディング、エンジェル投資、アクセラーレーたーから

5千万ウォン以上の投資を受けた起業後 3年以内の企業による出願は、出願

された発明が業として実施中又は実施準備中であるという上記の証明書類

などを提出しなくても、業として実施中又は実施準備中である出願とみな

し、優先審査申立を認める。 

b.当該出願が起業初期段階の中小企業(Start-up)による出願であるか否かに

ついては、優先審査申立人が優先審査申立説明書において説明した内容と

提出した以下の証憑書類(ただし、起業後 3年以内の企業による出願である

ことを立証する書類は、事業者登録証など)に基づいて判断する。 

例 1)創業振興院、中小企業技術情報振興院から技術開発、事業化などと関

連して 1 千万ウォン以上の出捐・補助を受けた企業による出願である

ことを立証する書類(協約書、確約書、事業遂行確認書、最終評価結果

確認書など) 

例 2)ベンチャーキャピタル、クラウド・ファンディング、エンジェル投資、

アクセラーレーたーから 5 千万ウォン以上の投資を受けた企業による

出願であることを立証する書類(投資実績証明書、投資確認書、投資確

約書など投資証明書類) 

c.共通出願である場合、企業と出願人の名義が異なる場合、証憑書類の判断時

点などは、「⑤部品・素材技術開発専門企業の確認を受けた企業出願」に準

じて取り扱う。 
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4.13 電子取引と直接関連した出願 

(1)対象 

「電子取引基本法」第 2条において規定している電子取引を促進する電子取引

に関する出願であって、電子取引と直接関連した次に該当する出願[特令 9(9)] 

①電子取引における取引方法に関する特許出願 

ネットワーク上で財貨又は用役を取引することができるように具現された技

術であって、競売、逆競売、広告、教育など取引方法に関する特許出願 

②電子取引のための電子貨幣又は決済技術に係る出願 

IC カ－ド型貨幣、ネットワーク型貨幣、サイバーコインなどの電子貨幣と電

子貨幣を利用した決済技術、銀行間の口座振替を利用してオンライン上で代

金を支払う方法、クレジットカードを利用して決済する方法などに関する出

願 

③電子取引のためのセキュリティー又は認証技術に関する出願 

ネットワーク上で侵入を遮断する技術、取引を認証する技術、電子署名、スマ

ートカードなどセキュリティー・認証に関する出願 

④その他電子取引の促進のために特別に優先審査する必要性が認められる出願 

電子取引の活性化と技術発展のために政府、政府出捐研究所で開発される、又

は政府の支援資金で開発された技術など、電子取引の促進のためにその必要

性が特別に認められる技術に関する出願 

(2)審査指針 

「電子取引」に関する出願でなければならない。 

「電子取引基本法」第 2 条において規定した電子取引に関する出願に該当し

なければならない。「電子取引基本法」第 2条による電子取引は、次の通りであ

る。 

第 1号：「電子文書」とは、情報処理システムにより電子的形態に作成、送・

受信又は保存された情報をいう。 
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第 5 号：「電子取引」とは、財貨又は役務を取引するに当たって、その全部又

は一部が電子文書により処理される取引をいう。 

 

4.14 特許庁長が外国特許庁長と優先審査に合意した特許出願 

4.14.1 対象 

特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願であって、

次に該当する特許出願(実用新案登録出願は該当しないことに留意する)[特令

9(10)、告示 4(3)] 

①対象国(日本、米国、デンマーク、イギリス、カナダ、ロシア、フィンラン

ド、ドイツ、スペイン、中国、メキシコ、シンガポール、ハンガリー、オー

ストリア、欧州特許庁(以下、「EPO」という)、オーストラリア、アイスラン

ド、イスラエル、スウェーデン、ノルウェイ、ポルトガル、フィリピン)に

出願した特許出願の出願日又は優先日のうち早い日(以下、「最優先日」とい

う)と大韓民国における特許出願の最優先日が同一の日である特許出願で

あって、以下の要件を充足する出願 

 

申立理由 申立要件 

特許庁長が日本特

許庁長と優先審査

に合意した特許出

願 

次の各号の場合にいずれも該当すること 

1．日本に最初に特許出願をした後、同一発明を大韓民国

において特許出願した場合 

2．日本特許出願に関して、外国特許庁又は政府間機構か

ら入手した先行技術調査報告書がある場合 

特許庁長が対象国

などの特許庁長と

優先審査に合意し

た特許出願 

次の各号の場合にいずれも該当すること 

1．対象国などにおける特許出願(以下、「対応出願」とい

う)に申立日から最も最近の審査通知書に特許可能で

あると判断した請求項がある場合 

2．大韓民国において出願した特許出願(以下、「当該特許

出願」という)のすべての請求項が対応出願において特

許可能であると判断された請求項が同一である、又は

特許可能であると判断された請求項を限定する、若し

くはその請求項に付加して請求範囲を減縮した場合 
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②対象国(大韓民国、米国、中国、日本、オーストリア、スペイン、イスラエル、

北欧特許庁(NPI)、ロシア、EPO、カナダ、フィンランド、オーストラリア、

スウェーデン)において国際調査又は国際予備審査が行われた国際出願の国

際出願日又は優先日のうち早い日と大韓民国における特許出願の最優先日

が同一の日である特許出願 

 

申立理由 申立要件 

第 4条第 3号ロ目に

よる特許庁長が対

象国などの特許庁

長と優先審査に合

意した特許出願 

次の各号の場合にいずれも該当すること 

1．対象国などにおいて国際調査又は国際予備審査が行わ

れた国際出願(以下、「対応国際出願」という)には、申

立日から最も最近の国際段階の審査において新規性、

進歩性及び産業上利用可能性がいずれもあると判断さ

れた請求項(以下、この別表において「特許要件認定請

求項」という)がある場合 

2．当該特許出願のすべての請求項が対応国際出願の特許

要件認定請求項と同一である、又は特許要件認定請求

項を限定する、若しくはその請求項に付加して請求範

囲を減縮した場合 

 

4.14.2 当該特許出願と関連して外国特許庁又は政府間機構から入手した先行

技術調査報告書がある場合の優先審査申立[告示 4(3)(イ)] 

相手国が日本である場合に限られ、優先審査申立人は次の(1)、(2)、(3)に該

当する証憑書類を提出しなければならない。 

(1)「外国特許庁又は政府間機構から入手した先行技術調査結果報告書の写し」 

これには、外国特許庁又は政府間機構が作成した先行技術調査結果報告書

(例：外国特許庁の意見提出通知書に引用された先行技術、PCT国際調査報告書、

欧州特許庁の先行技術調査結果報告書)だけでなく、外国特許庁が用役を依頼し

て作成された先行技術調査結果報告書(例：日本特許庁が外部機関に用役を依頼

して作成されたもの)も含まれる。 
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※優先審査申立人が直接調査する、又は用役を依頼して作成された先行技術調

査結果報告書は、外国特許庁又は政府間機構から入手した先行技術調査結果

報告書に認められないため、このような先行技術調査結果報告書が提出され

た場合、審査官は補完指示をする。 

※韓国特許庁が先行技術調査の用役機関に依頼して作成された先行技術調査結

果報告書も、外国特許庁又は政府間機構から入手したものに該当しない。 

(2)「上記先行技術調査結果報告書に記載された先行技術文献の写し」 

※先行技術調査結果報告書で引用した先行技術が特許文献の場合には、審査官

が容易に入手することができるため、提出を省略することができるが、非特許

文献の場合は、優先審査申立人が当該非特許文献を提出する義務があり、未提

出時に審査官は、当該非特許文献の提出を要求する補完指示をすることがで

きる。 

(3)「特許出願された発明と上記の先行技術文献に記載された発明との具体的な

対比説明書」 

優先審査申立人は、対比説明書に本願の請求範囲に記載された発明と先行技

術文献に記載された発明を対比検討して、両者の相違点又は本願発明の技術的

に有利な効果を具体的かつ簡潔に記載しなければならず、文献中の特定部分を

引用する場合には、引用された部分を明示しなければならない。 

対比説明書に記載された内容が不十分であると判断される場合、審査官は補

完指示をすることができる。 

 

4.14.3 特許審査ハイウェイ(PPH)による優先審査申立[告示 4(3)(イ)] 

特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway、PPH)とは、第 1庁が特許

可能であると判断した第 1 庁出願の請求項と同一である、又は特許可能である

というと判断された限定する、若しくはその請求項に付加して請求範囲を減縮

した請求項を有している第 2 庁出願が早期に審査を受けることができるように

すると同時に第 2 庁が第 1 庁の先行技術調査結果と審査結果を活用することが

できるようにする制度をいう。
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 特許審査ハイウェイの相手国は、特許庁長間の合意によって特許審査ハイウ

ェイをすると決め、特許庁ホームページ(特許実用新案制度－特許審査ハイウェ

イ)に掲示した場合、特許審査ハイウェイ相手国に認める。特許庁長間の合意に

基づいて相手国が随時に変わる可能性があるだけに、特許審査ハイウェイ相手

国の情報は、上記の特許庁ホームページより確認する必要がある。 

※2017 年 1 月 1 日現在、特許審査ハイウェイ相手国は 25 カ国(日本、米国、デ

ンマーク、英国、カナダ、ロシア、フィンランド、ドイツ、スペイン、中国、

メキシコ、シンガポール、ハンガリー、オーストリア、EPO、オーストラリア、

アイスランド、イスラエル、スウェーデン、ノルウェイ、ポルトガル、フィリ

ピン、台湾、エストニア、コロンビア)である。 

 一方、2014 年 1 月 1日以降に優先審査が申し立てられた件からは PPH制度の

要件を緩和され、従前の第 1 国出願に基づいて大韓民国に条約優先権主張出願

をした場合だけでなく、対象国特許出願(以下、「対応出願」という)の最優先日

と大韓民国特許出願(以下、「当該特許出願」という)の最優先日が同一である特

許出願をいずれも PPHの対象にする。PPHの対象になる特許出願の具体的な事例

は以下の通りである。 

a.当該特許出願が対応出願を条約優先権主張の基礎にする場合 

b.当該特許出願が対応出願の条約優先権主張の基礎になる場合 

c.当該特許出願と対応出願が優先権主張を共有する場合 

d.当該特許出願と対応出願がいずれも優先権主張を有しない同一の PCT 出願

の国内段階に移行した出願である場合 

(1)特許審査ハイウェイが適用されるための要件 

①当該特許出願に相応する対応出願に、相手国特許庁が特許可能であると判断

した請求項があること 

ここで、相手国特許庁が特許可能であると判断した請求項とは、次の請求項を

いう。 

a.「特許決定書」がある場合には、特許決定の対象になった請求項 

b.「特許決定書」がない場合には、最も最近に発給された「意見提出通知書」

又は「拒絶決定書」に特許可能であると明示された請求項 
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※対象特許庁で拒絶理由を指摘せず、特許可能性を明示的に判断しなかった請

求項の場合も特許可能であると判断されたとみなされる。ただし、この場合、

優先審査申立人はその理由に対する説明を提出しなければならない。 

※相手国特許庁が特許可能であると判断した相手国の特許出願が韓国特許出願

の優先権主張の基礎になった出願ではない場合、優先審査申立人は「特許可能

な請求項を有する相手国特許出願」と「韓国出願の優先権主張の基礎になった

特許出願」の関係について、優先審査申立説明書において説明しなければなら

ない。 

②当該特許出願のすべての請求項が対応出願において特許可能であると判断し

た請求項と相応すること 

これは当該特許出願のすべての請求項が対応出願において特許可能であると

判断した請求項と同一である、又は特許可能であると判断した請求項に特定

事項を付加する、若しくは限定した場合をいう。 

単純な翻訳の相違点又は請求項の記載形式(例：独立請求項、従属請求項)の相

違に過ぎない場合は、実質的に同一のものと認める。 

当該特許出願と対応出願の請求項のカテゴリが相違する場合は、請求項が相

応しないものとみなす。 

請求項間が相応するか否かは、優先審査申立人が優先審査申立説明書に記載

して提出する請求項間の対応関係説明表により判断する。 

③特許審査ハイウェイによる優先審査申立時に必要な証憑書類 

申立人は、特許・実用新案優先審査の申立に関する告示別紙第 3 号書式を参

照して優先審査申立説明書を作成し、次に該当する証憑書類を提出しなけれ

ばならない。 

a.「相手国特許庁において特許可能であると判断した請求項が含まれた請求

範囲の写し」(相手国特許庁において最も最近に行われた審査関連通知時、

その対象になった請求範囲をいう) 

b.「対応出願に関する相手国特許庁の審査関連通知書の写し」 

※審査官が証憑書類 a、bを情報通信網[例：AIPN(日本)、public PAIR(米国)、

PVS online(デンマーク)など]を通じて入手することができる場合には、提

出を省略することができる。 
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※証拠書類 a、bが国語又は英語以外の言語で作成されている場合には、翻訳

文を併せて提出しなければならず、審査官が情報通信網によって国語又は

英語で作成した翻訳文を確認することができる場合には、翻訳文の提出を

省略することができる。 

c.審査関連通知書において引用した先行技術の写し(引用した先行技術がな

い場合は除く) 

※審査関連通知書において引用した先行技術が特許文献である場合には、審

査官が容易に入手することができるため、提出を省略することができるが、

非特許文献である場合には、優先審査申立人が当該非特許文献を提出する

義務があり、未提出時、審査官は当該非特許文献の提出を要求する補完指示

をすることができる。 

d.「特許出願の各請求項」と「特許可能であると判断した請求項」の対応関係

説明表 

対応関係説明表には、各請求項毎に相応しているとの根拠を記載しなければ

ならない。例えば、請求項を直訳した場合には単に同一である旨を、単なる翻

訳上の違いがあるだけの場合には、そうした違いがあっても相応する旨を示

す説明内容を記載しなければならない。 

その他証憑書類とは違って対応関係説明表はいかなる場合であっても提出を

省略することができない。 

 

4.14.4 PCT-PPHによる優先審査申立[告示 4(3)(ロ)] 

PCT-PPH(Patent Cooperation Treaty-Patent Prosecution Highway)とは、「特

許協力条約」による国際出願の国際調査又は国際予備審査において新規性、進歩

性、産業上利用の可能性がいずれもあると判断された請求項と同一である、又は

特許要件を認めることができる請求項を限定する、若しくはその請求項に付加

して請求範囲を減縮した請求項を有している特許出願に対し、優先審査の申立

ができるようにする制度である。 
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 PCT－PPH相手国は、特許庁長間の合意によって PCT－PPHをすると決め、特許

庁ホームページ(特許実用新案制度－特許審査ハイウェイ)に掲示した場合、PCT

－PPH相手国に認める。特許庁長間の合意に基づいて相手国が随時に変わる可能

性があるだけに、PCT－PPH 相手国の情報は、特許庁ホームページより確認する

必要がある 

※2017 年 1月 1日現在、PCT－PPH相手国は 25カ国(大韓民国、米国、中国、日

本、オーストリア、スペイン、イスラエル、北欧特許庁(NPI)、ロシア、EPO、

カナダ、フィンランド、オーストラリア、スウェーデン、中国、シンガポール、

ハンガリー、オーストリア、EPO、オーストラリア、イスラエル、スウェーデ

ン、ノルウェイ、ポルトガル、アイスランド、北欧特許庁、フィリピン、エス

トニア、コロンビア)である。 

 一方、2014 年 1 月 1日以降に優先審査が申し立てられた件からは PPH制度の

要件を緩和され、対象国において国際調査又は国際予備審査が行われた国際出

願(以下、「対応国際出願」という)のと当該特許出願の最優先日が同一である特

許出願をいずれも PCT－PPHの対象にする。PCT－PPHの対象になる特許出願の具

体的な事例は、以下の通りである。 

a.当該特許出願が対応国際出願の国内段階に移行した出願である場合 

b.当該特許出願が対応国際出願に基づいて優先権主張をした出願である場合 

c.当該特許出願が対応国際出願に基づいて優先権主張をした国際出願の国内

段階に移行した出願である場合 

d.当該特許出願が対応国際出願に基づいて優先権主張をした国際出願の国内

段階に移行した出願である場合 

e.a~d の例に当たる当該特許出願の分割出願又は国内優先権主張出願である

場合 

f.当該特許出願と対応国際出願が優先権主張を共有する場合 

(1)PCT-PPHが適用されるための要件 

①当該特許出願と関連して対象国において行われた国際調査又は国際予備審

査(国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報

告書)において新規性、進歩性、産業上利用の可能性がいずれもあると判断

された請求項があること 
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※国際調査又は国際予備審査が当該特許出願について(すなわち、当該特許出願

の国際段階において)行われたものではない場合には、優先審査申立人は、当

該特許出願と「国際調査又は国際予備審査の対象になった国際出願」との関係

を優先審査申立説明書において説明しなければならない。 

②当該特許出願のすべての請求項が対象国において行われた国際調査又は国際

予備審査のおいて新規性、進歩性、産業上利用の可能性がいずれもあると判断

された請求項と「相応」すること 

ここで「相応」とは、両請求項が同一である、又は新規性、進歩性、産業上利

用の可能性がいずれもあると判断された請求項に特定事項を付加して限定し

た場合をいう。 

単純な翻訳の相違又は請求項の記載形式(例：独立請求項、従属請求項)の違い

に過ぎない場合は、実質的に同一のものであると認める。 

当該特許出願と対応国際出願の請求項のカテゴリが異なる場合は、請求項が

相応しないものとみなす。 

請求項間で相応するか否かは、優先審査申立人が優先審査申立説明書に記載

して提出する請求項間の対応関係説明表により判断する。 

③PCT-PPHによる優先審査申立時に必要な証憑書類 

申立人は、特許・実用新案優先審査の申立に係る告示別紙第 3 号書式を参照

して優先審査申立説明書を作成し、次に相当する証憑書類を提出しなければ

ならない。 

a.「国際調査又は国際予備審査において新規性、進歩性及び産業上利用の可能

性がいずれもあると判断された請求範囲の写し」(最も最近に通知された国

際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告書

の対象になった請求範囲をいう) 

b.「当該特許出願と関連した国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解

書又は国際予備審査報告書の写し」 

※審査官が証拠書類 a、b を情報通信網(例：Patentscope サイトなど)によっ

て容易に入手することができる場合は、提出を省略することができる。 
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※証憑書類 a、b が国語又は英語以外の言語で作成されている場合には、翻訳

文を併せて提出しなければならず、審査官が情報通信網により国語又は英

語で作成された翻訳文を確認することができる場合には、翻訳文の提出を

省略することができる。 

c.「当該特許出願と関連した国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解

書又は国際予備審査報告書において引用した先行技術文献の写し」(引用し

た先行技術文献がない場合には除く) 

※引用した先行技術が特許文献である場合には、審査官が容易に入手するこ

とができるため提出を省略することができるが、非特許文献である場合に

は、優先審査申立人が当該非特許文献を提出する義務があり、未提出時、審

査官は当該非特許文献の提出を要求する補完指示をすることができる。 

d.「当該特許出願のすべての請求項」と「国際調査又は国際予備審査において

新規性、進歩性及び産業上利用の可能性がいずれもあると判断された請求

項」の「対応関係説明表」 

対応関係説明表には、各請求項毎に相応しているという根拠を記載しなけ

ればならない。例えば、請求項を直訳した場合には単に同一である旨を、単

なる翻訳上の違いがあるだけの場合にはそういう違いがあっても相応して

いる旨を示す説明内容を記載しなければならない。 

その他証憑書類と違って、対応関係説明表はいかなる場合であっても提出

を省略することができない。 

e.当該特許出願と関連した国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解

書又は国際予備審査報告書の第 8記載欄(Box No.VIII)に「国際出願に関す

る意見(国際出願の不明りょう及び請求範囲が明細書によって充分に裏づ

けられていない場合に関する意見)」が記載されている場合、当該特許出願

のすべての請求項が上記の「国際出願に関する意見」の適用を受けないとい

う旨の説明 
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ただし、対象国が中国である場合(中国において国際調査又は国際予備審査が

行われた場合)には、第 8記載欄(Box VIII)に「国際出願に関する意見」が記

載されていれば、優先審査の申立対象に該当しないため、審査官は補完指示を

しなければならない。 

※当該特許出願のすべての請求項が上記の「国際出願に関する意見」の適用を受

けない旨の説明には、ⅰ)「国際出願に関する意見」に対する反論、又はⅱ)補

正による解消の主張などを記載することができ、このような説明が記載され

ていない場合には、審査官は補完指示をすることができる。 

 

4.14.5 優先審査決定又は再決定に関する留意事項 

特許庁長が外国特許庁長と優先審査に合意した特許出願に対する優先審査を

決定する際には、優先審査申立人に通知しない。ただし、優先審査申立を却下決

定する場合は、その他優先審査申立の場合と同様に優先審査申立人に通知する。

[規定 65ただし書き] 

優先審査決定書が通知されなかったため、優先審査の決定後、審査着手の前に

出願人が先行技術文献との対比説明書に含まれていない請求項に明細書を補正

する、又は外国特許庁が特許可能であると判断した請求項と実質的に同一では

ない請求項に明細書を補正する、若しくは国際調査又は国際予備審査において

新規性、進歩性、産業上利用の可能性がいずれもあると判断された請求項と実質

的に同一ではない請求項に明細書を補正する場合は、これに対する補完指示に

より優先審査再決定の手続きを行うことができる。この場合の補完指示は、審査

官の判断による裁量事項により、1カ月以内の期間を定めて補完指示をすること

ができる。[規定 60(2)] 

もし、出願人が請求範囲の補正と共に、補正された請求項を含むすべての請求

項について外国特許庁の審査関連通知書において引用された先行技術との対比

説明書を提出する、又は外国特許庁が特許可能であると判断した請求項との対

応関係説明表を併せて提出する、若しくは国際調査又は国際予備審査において

新規性、進歩性、産業上利用の可能性がいずれもあると判断された請求項との対

応関係説明表を提出する場合には、優先審査再決定の手続きを行わず、正常に優

先審査を進行しなければならない。 
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4.15 出願と同時に審査請求をしてその出願後 2月以内に優先審査申立があ

った実用新案登録出願 

(1)対象[実令 5(11)] 

出願と同時に審査請求をし、その出願後 2 月以内に優先審査申立があった実

用新案登録出願を対象にするため、特許出願は対象にならない。別途の証憑書類

を提出する必要はない。 

(2)基本要件 

①実用新案登録出願の権利存続期間は出願後 10 年であり、特許出願(出願後

20 年)に比べて短いという点、実用新案登録出願は個人出願が多いという

点、そして寿命(Life-Cycle)が短い技術が多いという点を考慮して、出願と

同時に審査請求をし、2月以内に優先審査申立をすれば、何ら制限なく優先

審査を受けることができるようにしたものである。 

②先願から分割又は変更された実用新案登録出願は、遡及される先願の出願

の日に遡及して分割又は変更出願の審査請求をすることが不可能であるた

め、同要件による優先審査の対象にならない。 

 

4.16 「地域特化発展特区に対する規制特例法」第 36 条の 8により規制特例

が適用された特化事業と直接関連した特許出願 

(1)対象 

特化事業と直接関連した特許出願を対象にしており、特許出願に限って該当

するため、実用新案登録出願は対象にならない。 

(2)基本要件 

①出願人が 2 人以上の共同出願である場合には、そのうち少なくとも一人は

特化事業者又は地域特化発展特区において地域特化発展特区計画による特

化事業に参加する者であると当該特区管轄地方自治体の長が認めた者(以

下、「特化事業参加者」という)でなければならない。 
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②出願日、優先審査申立日又は優先審査可否決定日のうち、少なくとも一時点

においては特化事業者又は特化事業参加者に指定されていなければならな

い。 

③特化事業者指定の可否は、優先審査申立人が提出した当該特区管轄地方自

治体の公報から確認することができ、特化事業参加者の場合は、地域特化発

展特区において地域特化発展特区計画による特化事業に参加する者と当該

特区管轄地方自治体の長が認めた書類が提出されていれば、特化事業参加

者であると認める。 

④優先審査申立出願に記載された発明は、関連特化事業と直接関連するもので

なければならない。出願発明と特化事業の関連性は、優先審査申立説明書及

び当該特区管轄地方自治体の公報に基づいて判断し、必要な場合、産業通商

資 源 部 で 運 営 す る 地 域 特 化 発 展 特 区 企 画 団 サ イ ト

(http://www.mke.go.kr/sezone/conduct/list.jsp)において当該特化事業

内容、特区指定理由などを参考にすることができる。関連特化事業と直接関

連していると判断し難い場合は、優先審査申立人に補完指示をしてこれを立

証させることができる。ただし、直接関連するものである可能性があって、

特別な理由がない場合は追加調査をせずに優先審査の対象に認めることが

できる。 

 

<特許出願に関する優先審査特例適用特区の指定現況、2016.12.16現在> 

No. 優先審査特例適用を申し立てた地域特区 特許庁協議日 特例指定(変更) 

1 英陽
ヨンヤン

唐辛子産業特区 ‘07.3.21. ‘07.4.27. 

2 浦項
ポ ハ ン

・九龍浦
クリョンポ

クァメギ(魚干物の一種) 

産業特区 
‘07.6.7. ‘07.7.25. 

3 慶尚北道
キョンサンブクド

・清島
チョンド

 

パンシ(渋柿の一種)の国特区 
‘07.08.03 ‘07.10.10 

4 居昌
コチャン

花崗岩産業特区 ‘07.08.09 ‘07.10.10 

5 漆谷
チルゴク

養蜂産業特区 ‘08.05.26 ‘08.08.01 

6 寧 越
ヨンウォル

博物館特区 
‘08.10.22 

‘16.2.12 
‘08.12.31 

‘16.3.18(変更) 

7 三 陟
サムチョク

消防・防災産業テクノバレー特区 ‘08.09.04 ‘08.12.31 

8 新安
シンアン

天日塩産業特区 ‘08.10.07 ‘08.12.31 
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9 唐津
タンジン

黄土ウェルビーイング特区 ‘08.11.19 - 

10 山 清
サンチョン

・智異
チ イ

山薬草研究発展特区 ‘08.11.19 ‘08.12.31 

11 原 州
ウォンジュ

漆・韓紙産業特区 ‘09.03.24. 
‘09.05.14 

(変更) 

12 霊 光
ヨングァン

イシモチ産業特区 ‘09.04.16. ‘09.05.14 

13 莞島
ワ ン ド

アワビ産業特区 ‘09.07.20. ‘09.10.23. 

14 醴 泉
イェチョン

昆虫産業特区 ‘09.08.04. ‘09.10.23. 

15 舒川
ソチョン

韓山素穀酒産業特区 ‘09.09.25. ‘09.10.23. 

16 扶餘
プ ヨ

マッシュルーム産業特区 ‘09.09.25. ‘09.10.23. 

17 霊 光
ヨングァン

麦産業特区 ‘09.12.15. ‘10.01.11. 

18 堤 川
チェチョン

ウェルビーイング薬草特区 ‘09.12.15. ‘10.01.11. 

19 鎮安
ジンアン

紅参・漢方特区 ‘10.03.03 ‘10.05.19. 

20 全 州
チョンジュ

韓スタイル産業特区 ‘10.03.04. ‘10.05.19. 

21 求禮
ク レ

野生花生態特区 ‘10.03.30. ‘10.05.19. 

22 羅州
ナ ジ ュ

梨産業特区 ‘10.03.30 ‘10.05.19. 

23 地の果て海南
ヘ ナ ム

 

ウェルビーイングサツマイモ産業特区 
‘10.10.06. ‘10.11.26. 

24 莞島
ワ ン ド

海藻類健康・バイオ特区 ‘10.10.11. ‘10.11.26. 

25 和順
ファスン

ワクチン産業特区 
‘10.10.21. 

‘16.2.12 
‘10.11.26. 

‘16.3.18(変更) 

26 嘉平
カピョン

松の実産業特区 
‘11.02.07. 

‘15.10.15 
‘11.04.22. 

‘15.11.27(変更) 

27 忠 清
チュンチョン

北道
ブ ク ド

太陽光産業特区 ‘11.02.21. ‘11.04.22. 

28 麟蹄
インジェ

山菜特区 ‘11.02.21. ‘11.04.22. 

29 光
クァン

州
ジュ

南
ナム

区
グ

文化教育特区 ‘11.11.14. ‘11.12.16. 

30 求
ク

礼
レ

サンシュユ産業特区 ‘11.11.14. ‘11.12.16. 

31 光
クァン

州
ジュ

広域市・ 光
クァン

山
サン

区韓国小麦産業特区 ‘11.11.14. ‘11.12.16. 

32 鎮安
ジンアン

紅参・漢方・アトピー特区 

(鎮安紅参・漢方特区から変更) 
‘11.11.17. ‘11.12.16. 

33 寧
ヨン

越
ウォル

博物館村特区 ‘12.3.28. 
‘12.5.16. 

(変更) 

34 扶
プ

安
アン

蚕タウン特区 ‘12. 4. 27. 
‘12.5.16. 

(変更) 

35 珍道
じ ん ど

民族文化芸術特区 ‘13.7.15. ‘13.8.30. 

36 巨昌
コチャン

りんご・いちご産業特区 ‘13.8.9. ‘13.8.30. 

37 淳 昌
スンチャン

味噌類産業特区 ‘13.8.9. ‘13.8.30. 

38 高興
コ フ ン

ウェルビーイングゆず・ざくろ特区 ‘14.2.2. ‘14.3.28. 
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39 
ソウル市中区ハッピーメディカル 

ツアーリズム特区 
‘14.2.12. ‘14.3.28. 

40 麟蹄
インジェ

・龍岱
ヨ ン デ

里ファンテ産業特区 ‘14.2.12. ‘14.3.28. 

41 務安
ム ア ン

黄土と玉ねぎ・韓牛の融合複合特区 ‘14.2.19. ‘14.3.28. 

42 栄州
ヨンジュ

ヒーリング特区 ‘14.2.19. ‘14.3.28. 

43 平 昌
ピョンチャン

山養人参産業特区 ‘14.7.22. ‘14.9.25. 

44 洪 川
ホンチョン

清浄山養人参産業特区 ‘14.8.12. ‘14.9.25. 

45 京畿南楊州
キョンギナミャンジュ

・楊 平
ヤンピョン

自転車レジャー特区 ‘14.12.30. ‘15.11.27. 

46 錦山
クムサン

・秋富
チ ュ ブ

ゴマの葉っぱ特区 ‘15.3.27. ‘15.4.24. 

47 江 原
カンウォン

(束草
ソクチョ

・ 平 昌
ピョンチャン

・高城
コ ソ ン

) 

明太産業広域特区 
‘15.3.27. ‘15.4.24. 

48 井 邑
チョンウプ

イワギク郷土資源振興特区 ‘15.6.3. ‘15.11.27. 

49 咸陽
ハミャン

・智異山
チ リ サ ン

山養人参産業特区 ‘15.10.15. ‘15.11.27.(変更) 

50 霊巌
ヨンアム

イチジク産業特区 ‘15.11.3. ‘15.11.27. 

51 寶城
ボ ソ ン

・筏橋
ボルギョ

ハイガイ文化産業特区 ‘15.11.3. ‘15.11.27. 

52 金堤
キムジェ

種子生命産業特区 ‘16.1.19. ‘16.3.18. 

53 高興
コ フ ン

粉青沙器文化芸術特区 ‘16.1.19. ‘16.3.18. 

54 任實
イムシル

にはチーズ・酪農特区 ‘16.2.18. ‘16.3.18. 

55 蔚山
ウルサン

・長生浦
チャンセンポ

クジラ文化特区 ‘16.2.18. ‘16.3.18.(変更) 

56 楊 平
ヤンピョン

ヘルスツアーヒーリング特区 ‘16.10.25. ‘16.12.7. 

57 昌 寧
チャンニョン

・牛浦
ウ ポ

ヌリニンニク・玉ねぎ 

産業特区 
‘16.10.25. ‘16.12.7. 

58 咸安
ハムアン

スイカ産業特区 ‘16.10.25. ‘16.12.7. 

 

 

4.17 「先端医療複合団地の指定及び支援に関する特別法」第 26 条により規

制特例が適用される入居医療研究開発機関が提出した先端医療複合

団地内の医療研究開発に関する特許出願 

(1)対象 

医療研究開発と直接関連した特許出願を対象にし、特許出願に限って該当す

るため、実用新案登録出願は対象にならない。 
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(2)基本要件 

①出願人が 2 人以上の共同出願である場合、そのうち少なくとも一人は、上

記の規制特例が適用される入居医療研究機関でなければならない。 

②出願日、優先審査申立日又は優先審査可否の決定日のうち、少なくとも一時

点においては、上記の規制特例が適用される入居医療研究機関として指定

されていなければならない。 

③優先審査申立出願に記載された発明は、関連の医療研究開発と直接関連す

るものでなければならない。従って、医療研究開発と直接関連していると判

断し難い場合は、優先審査申立人に補完指示を出してこれを立証させるこ

とができる。ただし、直接関連するものである可能性があり、特別な理由が

ない場合は、追加調査をせずに優先審査の対象に認めることができる。 

 

4.18 専門機関に先行技術調査を依頼した出願 

(1)対象 

優先審査申立人が、出願された発明について特許法第 58条第 1項により特許

庁長が指定した先行技術調査専門機関(以下、「専門機関」という)のうち一に該

当する機関(財団法人韓国特許情報部院、㈱WIPS、IPソリューション㈱、㈱KTG)

に先行技術調査を依頼した場合であって、[特令 9(11)、告示 4(4)] 

①その調査結果を特許庁長に通知するよう、当該専門機関に要請した出願を

対象にして、 

②当該専門機関が優先審査を申し立てた後 1 カ月以内に特許・実用新案優先

審査の申立に関する告示別紙第 4 号書式による調査結果を特許庁長に提出

する場合 

※当該専門機関が先行技術調査報告書(優先審査用)を優先審査申立日から 1 カ

月以内に提出しない場合には、補完指示をする。システム上において補完要求

書の発送を選択した後に表示されるメッセージ・ウィンドウにおいて、担当審

査官が先行技術調査結果の未提出又は調査結果に補完する事項があることを

補完指示の理由として選択すれば、補完要求書は優先審査申立人だけでなく、

当該専門機関にも同時に通知される。
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(2)基本要件 

専門機関から先行技術調査報告書が提出された優先審査申立出願について優

先審査の可否を決定する。審査対象請求項と先行技術調査報告書の調査対象請

求項が同一である場合には、優先審査申立を認め、下記の先行技術調査報告書

(優先審査用)の作成基準に違背するため、専門機関の先行技術調査報告書を審

査に活用することができない場合には、期間を定めて補完指示をしなければな

らず、補完指示の後も補完されていなければ、優先審査申立を却下する。[規定

59(1)] 

一方、優先審査申立のためには基本的に優先審査申立説明書を添付しなけれ

ばならないが、専門機関に先行技術調査を依頼した出願の優先審査申立の場合

には、先行技術調査が依頼された出願であることを確認した後、依頼機関、依頼

日付などを記載して優先審査申立書を提出すれば、優先審査の申立理由が充分

に疎明されたたま、優先審査申立説明書を提出したことに代えて別途の優先審

査申立説明書を添付しなくても問題ない。 

※原出願が専門機関の先行技術調査報告書の提出により優先審査の対象に決

定され、原出願の専門機関先行技術調査報告書において分割出願のすべての

請求項に対する調査が行われた場合には、その分割出願に対しても先行技術

調査の依頼があったとみなされるため、別途の先行技術調査の依頼がなくて

も分割出願に関する告示第 4 条第 4 号の優先審査の申立をすることができ

る。 

この場合、出願人が分割出願のすべての請求項が(分割前)原出願の請求項と

同一であることを示す対応関係表及び原出願の専門機関の先行技術調査報告書

に分割出願のすべての請求項に対する先行技術調査の結果が記載されているこ

とを説明する説明書を優先審査申立書に添付して提出すれば、その分割出願に

対して専門機関の先行技術調査報告書が提出されたとみなして優先審査の可否

を決定する。審査官が原出願の専門機関の先行技術調査報告書に分割出願のす

べての請求項に対する先行技術調査の結果が記載されていないと判断する場合

には、先行技術調査報告書が不備であることを理由にして補完指示をする。補完

指示にもかかわらず、不備点が解消されなければ、優先審査申立の却下決定を

し、補完指示後、要件を満たす別途の専門機関の先行技術調査報告書が提出され

るなど不備点が解消された場合には、優先審査を決定する。 
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(3)先行技術調査報告書(優先審査用)の作成基準 

①調査報告書に記載しなければならない先行技術文献の数 

5件以上の文献を記載することが原則であるが、本願請求項全体と比較する

とき、類似する先行技術文献が全くない、又は新しい技術分野であるため、

関連の先行技術文献がない場合など特別な事情がある場合には、その理由

を記載して文献 4件以下に記載することができる(記載要領第 2号ハ目を参

照)。 

②調査報告書の「調査結果」欄の記載 

本願請求項全体と比較して調査された先行技術文献の解決しようとする課

題及び課題の解決手段(当該頁/行などを表示)のうち、本願発明と関連した

内容を順に記載 

調査された先行技術文献別に作成されなけばならず、調査報告書の「関連請

求項」の部分に本願の関連する請求項を必ず表示しなければならない(記載

要領第 2号ハ目を参照)。 

③調査報告書の「対比説明」欄の記載 

a.請求項別に最も類似する先行技術文献との共通点と相違点を区分して具体

的に記載する一方、先行技術文献に記載された部分を具体的に表示(当該頁

/行など)しなければならない(記載要領第 2号ニ目を参照)。 

b.各請求項別に最も類似する一つの先行技術文献を選択して共通点と相違点

を区分して説明すれば充分で、各請求項を「調査結果」欄に記載された先行

技術文献すべてと比較する必要はない。 

c.本願のすべての請求項についてそれぞれ対比説明を記載することが原則で

あるが、従属項、カテゴリーのみ異にする独立項などについては、2以上の

請求項を同時に記載して対比説明を記載することができる(記載要領第 2号

ホ目を参照)。 

d.独立項について新規性、進歩性を認めた場合(関連図を「A」と記載した場

合)、従属項に関する対比説明は、簡略に記載することができる。 
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④その他の関連事例 

a.優先審査の申立後に明細書が補正された場合 

専門機関に先行技術調査を依頼して請求項を補正した後、優先審査を申し

立て、補正前の請求項を基準にして専門機関の先行技術調査が行われた場

合は、優先審査申立時を基準にして調査対象明細書と出願された明細書が

異なるため、補完指示の後に優先審査申立時の明細書に対する調査報告書

が再度提出される場合に優先審査を決定する。 

b.優先審査の補完指示の後、専門機関の先行技術調査により申立理由が変更

された場合 

基本的に補完書類を提出する過程で優先審査申立の理由を変更することが

できるため、変更された申立理由が適法であるか否かを基準に優先審査の

決定可否を判断する。ただし、その他理由において専門機関の先行技術調査

により申立理由が変更されたため、出願人が補完書類に依頼日付、依頼機関

を記載して提出すれば、担当審査官はシステムから先行技術調査報告書を

アップロードすることができるよう優先審査の可否決定画面において「調

査機関指定」をする(優先審査申立説明書においては専門機関の先行技術調

査と申立理由とを記載しているが、優先審査申立書には依頼日付及び依頼

機関を記載しない場合であっても、同様の手続きを行って調査機関を指定

する)。 

一方、優先審査用の先行技術調査報告書は、優先審査の申立日から 1 カ月

以内に受け付けることが原則であるため、補完期間完了後、優先審査の可否

を再度決定する時までに先行技術調査報告書が提出されなければ、改めて

補完指示をする。 

 

4.19 高齢者又は余命宣告を受けた患者の出願 

(1)対象 

65 歳以上の高齢者又は健康に重大な異常があるため、優先審査を受けずに

は特許又は実用新案登録の可否決定までに特許又は実用新案登録に関する

手続きをすることができないと予想される者が行った出願 
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(2)基本要件 

①高齢者の基準は 65歳以上にする。 

②余命宣告を受けた患者は、医療法第 3 条による医療機関が発行した診断書

又は所見書を基に判断する。ただし、具体的な疾患の種類又は程度を限定せ

ずに出願人の健康状態が特許に関する正常の手続きの遂行を妨害するか否

かを基準に判断する。 

(例 1)「上記患者の現在の状態は～し、余命はおよそ 6カ月であると予想さ

れる」 

(例 2)「上記患者は、上記名で診断が確定され、現在完治の可能性及び蘇生

の可能性は低いと判断される」 

(例 3)「上記患者は、上記病名で診断され、～治療中にあるため、今後特許

に関する正常の手続きを行うことが難しいと判断される」 
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付録：優先審査制度運用関連法令 

 

1.防衛事業法 

 

イ．防衛事業法[施行 2010.10.1.] [法律第 10218 号、2010.3.31.、一部改

正] 

 

第 34 条(防衛産業物資の指定)①防衛事業庁長は、産業通商資源部長官と協議して、

武器体系に分類された物資のうち安定した調達源の確保及び厳格な品質保証などの

ために必要な物資を防衛産業物資として指定することができる。ただし、武器体系に

分類されていない物資であって大統領令で定める物資については、これを防衛産業物

資として指定することができる。<改正 2008.2.29> 

②防衛産業物資は、主要防衛産業物資と一般防衛産業物資に区分して指定する。  

③2 項の規定による主要防衛産業物資と一般防衛産業物資の区分その他の防衛産業物

資の指定について必要な事項は、大統領令で定める。  

 

第 35 条(防衛産業業者の指定など)①防衛産業物資を生産しようとする者は、大統領

令で定める施設基準と保安要件などを満たして、産業通商資源部長官から防衛産業業

者の指定を受けなければならない。この場合、産業通商資源部長官は、防衛産業業者

を指定するに当たって、予め防衛事業庁長と協議しなければならない。＜ 改正

2008.2.29> 

②産業通商資源部長官は、第1項の規定により防衛産業業者を指定する場合には、主

要防衛産業業者と一般防衛産業業者に区分して指定する。次の各号の一に該当する防

衛産業物資を生産する業者を主要防衛産業業者とし、それ以外の防衛産業物資を生産

する業者を一般防衛産業業者として指定する。＜ 改正 2008.2.29> 

1.銃砲類その他の火力装備 

2.誘導武器 

3.航空機 

4.艦艇 

5.弾薬 

6.戦車・装甲車その他の戦闘機動装備 

7.レーダー･敵味方識別機その他の通信･電子装備 

8.夜間透視鏡その他の光学･熱像装備 

9.戦闘工兵装備 

10.化学兵器装備 

11.指揮及び統制装備 

12.その他、防衛事業庁長が軍事戦略又は戦術運用において重要であると認め

て指定する物資 
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 ③防衛産業業者の売買･競売又は買収･合弁その他の理由により経営支配権の

実質的な変化が予想される場合であって、大統領令で定める基準に該当する

ときは、当該防衛産業業者と経営上の支配権を実質的に取得しようとする者

は、大統領令で定めるところにより関係書類を提出して、予め産業通商資源部

長官の承認を得なければならない。ただし、「外国人投資促進法」第 6 条第 3

項から第 6項までの規定により産業通商資源部長官の許可を受けた場合には、

この限りでない。<改正 2008.2.29> 

 ④産業通商資源部長官は、第 3 項本文の規定による承認をしようとするとき

は、予め防衛事業庁長と協議しなければならない。<改正 2008.2.29> 

 ⑤第 1 項及び第 2 項の規定による指定について必要な事項は、大統領令で定

める。 

 

ロ．防衛事業法施行令[施行 2010.8.11.] [大統領令第 22328号、2010.8.11.、

他法改正] 

 

第 39 条(防衛産業物資の指定)①法第 34 条第 1 項ただし書の規定により武器体

系に分類されない物資であって、防衛産業物資として指定することができる

物資は、次の各号の通りとする。 

1.軍用として研究開発中の物資であって、研究開発が完了した後に武器体系

に採択されることが予想される物資 

2.その他に国防部令で定める基準に該当する物資 

②法第 34 条第 2 項の規定による主要防衛産業物資は、法第 35 条第 2 項各号

に該当する物資とし、一般防衛産業物資は、それ以外の防衛産業物資とする。 

③軍需品を生産し又は生産しようとする者は、国防部令で定めるところによ

り当該物資を防衛産業物資として指定することを防衛事業庁長に要請するこ

とができる。この場合、防衛事業庁長は、3月以内にその物資を防衛産業物資

として指定することが適合するか否か決定し、これを要請人に通知しなけれ

ばならない。 

④防衛事業庁長は、第 3項又は法第 34条第 1項の規定により防衛産業物資を

指定した場合には、これを産業通商資源部長官に通知しなければならない。 
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ハ．防衛事業法施行規則[施行 2010.8.13.] [国防部令第 717号、2010.8.13.、

他法改正] 

 

第 27 条(防衛産業物資の指定対象)令第 39 条第 1 項第 2 号により防衛産業物資

として指定することができる物資は、次の各号の一に該当する物資をいう。 

1.軍事戦略上緊要の少量･多種の品目又は軍戦用暗号装備であって、経済性が

低く、防衛産業業者などが生産を忌避する物資 

2.武器体系に分類されていないものであって、人の生命に直接関連し、厳格な

品質保証が要求される物資 

3.武器体系に分類された物資の主要部品又は防衛産業物資の主要部品であっ

て、研究開発が進行中、又は完了した物資 

4.生産･調達の中断が予定される装備であって、その修理付属品が長期間継続

して必要な物資 

5.研究開発して生産した物資に該当しないが、軍事戦略上の主要物資であっ

て、整備･再生･改良又は改造などが必要な物資 

 

第 28条(主要防衛産業物資)①防衛事業庁長が法第 35条第 2項第 12号及び令第

39 条第 2 項により軍事戦略又は戦術運用上重要であると認め、主要防衛産業

物資として指定しようとする場合には、次の各号の品目を対象とするが、武器

体系のうち完成装備の主要部品であって、その開発及び生産に専門的な技術

が要求され、その生産の保護･育成が必要な品目とする。 

1.民需分野との互換性が少なく、その開発及び生産に大規模な設備投資が必

要であるか、又は軍の需要だけでは経済的な生産規模に達し得ない品目と、

軍事戦略上外部に露出されてはならない品目 

2.外国からの輸入が制限されその獲得が難しい品目、又は国家政策的に国内

での開発及び保護育成が必要な品目 

 

2.騒音・振動規制法 

 

イ．騒音・振動規制法[施行 2010.7.1.] [法律第 9770 号、2009.6.9.、一部

改正] 

 

第 2 条(定義)この法で用いる用語の意味は、次の通りとする。 

1.「騒音」とは、機械・器具・施設その他の物体の使用により発生する強い音

をいう。 
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2.「振動」とは、機械・器具・施設その他の物体の使用により発生する強い揺

れをいう。 

3.「騒音・振動排出施設」とは。騒音・振動を発生する工場の機械・器具・施

設その他の物体であって、環境部令で定めるものをいう。 

4.「騒音・振動防止施設」とは、騒音・振動排出施設から排出される騒音・振

動をなくし、又は減らす施設であって、環境部令で定めるものをいう。 

5.「防音施設」とは、騒音・振動排出施設でない物体から発生する騒音をなく

し、又は減らす施設であって、環境部令が定めるものをいう。 

6.「防振施設」とは、騒音・振動排出施設でない物体から発生する振動をなく

し、又は減らす施設であって、環境部令が定めるものをいう。 

7.「工場」とは、「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第 2条第 1号

の工場をいう。ただし、「都市計画法」第 12 条第 1 項により決定された空

港施設内の航空機整備工場は除く。 

8.「交通機関」とは、汽車・自動車・電車・道路及び鉄道などをいう。ただし、

航空機と船舶は除く。 

9.「自動車」とは、「自動車管理法」第 2条第 1号による自動車と「建設機械

管理法」第 2条第 1号による建設機械のうち環境部令で定めるものをいう。 

10.「騒音発生建設機械」とは、建設工事に用いる機械のうち騒音が発生する

機械であって、環境部令で定めるものをいう。 

 

ロ．騒音・振動規制法施行規則[施行 2009.7.1] [環境部令第 335 号、

2009.6.30、他法改正] 

 

第 3条(騒音･振動防止施設など)法第 2条第 4号から第 6号までの規定による騒

音・振動防止施設(以下、「防止施設」という)、防音施設及び防振施設は、別

表 2 の通りとする。 
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別表 2 

 

騒音・振動防止施設など(第 3 条関連) 

 

1.騒音・振動防止施設 

 

イ．騒音防止施設 

1)消音器 

2)防音蓋施設 

3)防音窓及び防音室施設 

4)防音外皮施設 

5)防音壁施設 

6)防音トンネル施設 

7)防音林及び防音丘 

8)吸音装置及び施設 

9) 1)から 8)までの規定と同など又はそれ以上の防止効率を有する施設 

 

ロ．振動防止施設 

1)弾性支持施設及び制振施設 

2)防振具施設 

3)配管振動絶縁装置及び施設 

4) 1)から 3)までの規定と同など又はそれ以上の防止効率を有する施設 

 

2.防音施設 

 

イ．消音器 

ロ．防音蓋施設 

ハ．防音窓及び防音室施設 

ニ．防音外皮施設 

ホ．防音壁施設 

ヘ．防音トンネル施設 

ト．防音林及び防音丘 

チ．吸音装置及び施設 

リ．イからチまでの規定と同など又はそれ以上の防止効率を有する施設 

 

3.防振施設 

 

イ．弾性支持施設及び制振施設 

ロ．防振具施設 
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ハ．配管振動絶縁装置及び施設 

ニ．イからハまでの規定と同など又はそれ以上の防止効率を有する施設 

 

3.水質及び水生態系の保全に関する法律 

 

イ．水質及び水生態系の保全に関する法律[施行 2009.5.21] [法律第 9697

号、2009.5.21、一部改正] 

 

第 2条(定義)この法で用いる用語の定義は、次の通りとする。<改正 2007.1.19、

2007.4.11、2007.5.17> 

1.「点汚染源」とは、廃水排出施設、下水発生施設、畜舎などであって、管渠・

水路などを介して一定の地点へ水質汚染物質を排出する排出源をいう。 

2.「非点汚染源」とは、都市、道路、農地、産地、工事現場などであって、不

特定の場所において不特定に水質汚染物質を排出する排出源をいう。 

3.「その他の水質汚染源」とは、点汚染源及び非点汚染源として管理されない

水質汚染物質を排出する施設又は場所であって、環境部令で定めるものを

いう。 

4.「廃水」とは、水に液体性又は固体性の水質汚染物質が混入されてそのまま

使用することができない水をいう。 

5.「降雨流出水」とは、非点汚染源の水質汚染物質が混ざって流出される雨水

又は雪解け水などをいう。 

6.「不透水層」とは、雨水又は雪解け水などが地下に染み込むことができない

ようにするアスファルト、コンクリートなどで舗装された道路、駐車場、歩

道などをいう。 

7.「水質汚染物質」とは、水質汚染の要因となる物質であって、環境部令で定

めるものをいう。 

8.「特定水質有害物質」とは、人の健康、財産又は動植物の生育に直接的又は

間接的に危害を与えるおそれのある水質汚染物質であって、環境部令で定

めるものをいう。 

9.「公共水域」とは、河川・湖沼・港湾・沿岸海域その他の公共用に使用され

る水域とこれに接続して公共用に使用される環境部令で定める水路をいう。 

10.「廃水排出施設」とは、水質汚染物質を排出する施設物・機械・器具その

他の物体であって、環境部令で定めるものをいう。ただし、「海洋環境管理

法」第 2条第 16号及び第 17号による船舶及び海洋施設を除く。 

11.「廃水無放流排出施設」とは、廃水排出施設で発生する廃水を当該事業場

内において水質汚染防止施設を利用して処理し、又は同一排出施設に再活

用するなど、公共水域に排出しない廃水排出施設をいう。 
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12.「水質汚染防止施設」とは、点汚染源、非点汚染源及びその他の水質汚染

源から排出される水質汚染物質を除去又は減少させる施設であって、環境

部令で定めるものをいう。 

12 の 2.「非点汚染低減施設」とは、水質汚染防止施設のうち非点汚染源から

排出される水質汚染物質を除去又は減少させる施設であって、環境部令で

定めるものをいう。 

13.「湖沼」とは、次の各目の一に該当する地域であって、満水位(ダムの場合

には、計画洪水位をいう)区域内の水と土地をいう。 

イ．ダム・堰又は堤防(「砂防事業法」による砂防施設を除く)などを積み上

げて河川又は渓谷に流れ出る水を堰き止めた所 

ロ．河川に流れる水が自然に堰き止められた所 

ハ．火山活動などにより陥没した地域に水が閉じ込められた所 

14.「水面管理者」とは、他の法令の規定により湖沼を管理する者をいう。こ

の場合、同一の湖沼を管理する者が 2以上の場合には、「河川法」による河

川の管理庁以外の者が水面管理者となる。 

15.「上水源湖沼」とは、「水道法」第 7条の規定により指定された上水源保護

区域(以下、"上水源保護区域"という)及び「環境政策基本法」第 22条の規

定により指定された水質保全のための特別対策地域(以下、"特別対策地域"

という)外にある湖沼のうち湖沼の内部又は外部に「水道法」第 3条第 17 号

の規定による取水施設(以下、"取水施設"という)を設置して当該湖沼水を

飲水として使用する湖沼であって、環境部長官が定めて告示したものをい

う。 

 

ロ．水質及び水生態系の保全に関する法律施行規則[施行 2009.7.1] [環境

部令第 336 号、2009.6.30、他法改正] 

 

第 7 条(水質汚染防止施設)法第 2 条第 12号による水質汚染防止施設は、別表 5

の通りとする。 
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別表 5 

 

水質汚染防止施設(第 7 条関連) 

 

1.物理的処理施設 

 

イ．スクリーン 

ロ．紛砕機 

ハ．沈砂施設 

ニ．油水分離施設 

ホ．流量調整施設(集水槽) 

ヘ．混合施設 

ト．凝集施設 

チ．沈澱施設 

リ．浮上施設 

ヌ．ろ過施設 

ル．脱水施設 

ヲ．乾燥施設 

ワ．蒸留施設 

カ．濃縮施設 

 

2．化学的処理施設 

 

イ．化学的沈降施設 

ロ．中和施設 

ハ．吸着施設 

ニ．殺菌施設 

ホ．イオン交換施設 

ヘ．焼却施設 

ト．酸化施設 

チ．還元施設 

リ．殿物改良施設 
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3．生物化学的処理施設 

 

イ．散水ろ床 

ロ．曝気施設 

ハ．酸化施設（酸化槽又は酸化池をいう) 

ニ．嫌気性、好気性消化施設 

ホ．接触槽 

ヘ．安定槽 

ト．豚舍おがくず発酵施設 

 

4．第1号から第3号までの施設と同一又はそれ以上の防止効率を有する施設であっ

て、環境部長官が認定する施設 

 

5．別表6による非点汚染低減施設 

 

備考：第１号ハ目からホ目までの施設は、当該施設に流入する水質汚染物質をさらに処

理することなく直接最終放流口に流入させ、又は最終放流口を経ることなく排出する

場合には、これを水質汚染防止施設として認めない。ただし、その施設が最終処理施

設である場合には、水質汚染防止施設と認める。 

 

 

4.大気環境保全法 

 

 

イ．大気環境保全法[施行 2009.5.21] [法律第 9695 号、2009.5.21、一部改

正] 

 

第 2 条(定義)この法で用する用語の意味は、次の通りとする。<改正 2008.12.31> 

1.「大気汚染物質」とは、大気汚染の原因となるガス･粒子状物質であって、

環境部令で定めるものをいう。 

2.「気候・生態系変化誘発物質」とは、地球温暖化などにより生態系の変化を

もたらし得る気体状物質であって、温室効果ガスと環境部令で定めるもの

をいう。 

 

 

 

 

 

3.「温室効果ガス」とは、赤外線輻射熱を吸収し，又は再び放出して温室効果
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を誘発する大気中のガス状態物質であって、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒

素、水素フッ化炭素、過フッ化炭素、六フッ化硫黄をいう。 

4.「ガス」とは、物質が燃焼・合成・分解されるときに発生し、又は物理的性

質により発生する気体状物質をいう。 

5.「粒子状物質」とは、物質が破砕・選別・堆積・移積されるとき、その他機

械的に処理され、又は燃焼・合成・分解されるときに発生する固体状又は液

体状の微細な物質をいう。 

6.「ほこり」とは、大気中に漂い、又は舞い飛び落ちてくる粒子上物質をいう。 

7.「媒煙」とは、燃焼するときに生じる、主に遊離炭素からなる微細な粒子状

物質をいう。 

8.「煤」とは、燃焼するときに生じる、主に遊離炭素が凝結して、粒子の直径

が 1ミクロン以上となる粒子状物質をいう。 

9.「特定大気有害物質」とは、人の健康と財産又は動植物の生育に直接的又は

間接的に危害を及ぼすおそれがある大気汚染物質であって、環境部令で定

めるものをいう。 

10.「揮発性有機化合物」とは、炭化水素類のうち石油化学製品、有機溶剤、

その他の物質であって、環境部長官が関係中央行政機関の長と協議して告

示するものをいう。 

11.「大気汚染物質排出施設」とは、大気汚染物質を大気に排出する施設物・

機械・器具、その他の物体であって、環境部令で定めるものをいう。 

12.「大気汚染防止施設」とは、大気汚染物質排出施設から出される大気汚染

物質をなくし、又は減らす施設であって、環境部令で定めるものをいう。 

13.「自動車」とは、次の各目の一に該当するものをいう。 

イ．「自動車管理法」第 2条第 1号に規定された自動車のうち環境部令で定

めるもの 

ロ．「建設機械管理法」第 2条第 1号に規定された建設機械のうち環境部令

で定めるもの 

14.「船舶」とは、「海洋汚染防止法」第 2条第 8号による船舶をいう。 

15.「添加剤」とは、自動車の性能を向上させ、又は排出ガスを減らすために

自動車の燃料に添加する炭素と水素のみから構成された物質を除く化学物

質であって、次の各目の要件をすべて満たすものをいう。 

イ．自動車の燃料に体積基準で 1 パーセント未満の比率で添加する物質。

ただし、「石油及び石油代替燃料事業法」第 2条第 7号及び第 8号による

石油精製業者及び石油輸出入業者が自動車燃料である石油製品を製造し、

又は品質を補正する過程に添加する物質の場合には、その添加比率の制

限を受けない。 

 

 

 

ロ．「石油及び石油代替燃料事業法」第 2 条第 10 号による類似石油製品に

該当しない物質 
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15 の 2.「触媒剤」とは、排出ガスを減らす効果を高めるために排出ガス低減

装置に使用される化学物質であって、環境部令で定めるものをいう。 

16.「低公害自動車」とは、「首都圏の大気環境改善に関する特別法」第 2条第

6号による低公害自動車をいう。 

17.「排出ガス低減装置」とは、自動車から排出される大気汚染物質を減らす

ために自動車に取り付けられる装置であって、環境部令で定める低減効率

に適合した装置をいう。 

18.「低公害エンジン」とは、自動車から排出される大気汚染物質を減らすた

めのエンジン(エンジン改造に用いる部品を含む)であって、環境部令で定

める排出許容基準に合ったエンジンをいう。 

 

ロ．大気環境保全法施行規則[施行 2009.7.14] [環境部令第 342 号、

2009.7.14、一部改正] 

 

第 6 条(大気汚染防止施設)法第 2条第 12号による大気汚染防止施設(以下、"防

止施設"という)は、別表 4の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 4 
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大気汚染防止施設(第 6条関連) 

 

1.重力集塵施設 

2.慣性力集塵施設 

3.遠心力集塵施設 

4.洗浄集塵施設 

5.ろ過集塵施設 

6.電気集塵施設 

7.音波集塵施設 

8.吸収による施設 

9.吸着による施設 

10.直接燃焼による施設 

11.触媒反応を利用する施設 

12.凝縮による施設 

13.酸化・還元による施設 

14.微生物を利用した処理施設 

15.上記第 1 号から第 14 号までの施設と同様の防止効率又はそれ以上の防止

効率を有する施設であって、環境部長官が認定する施設 

 

備考:防止施設には大気汚染物質を捕集するための装置(フード)、汚染物質が

通過する管路(ダクト)、汚染物を移送するための送風機及び各種ポンプなど、

防止施設に付随する機械、器具類（予備用を含む)などを含む。 

 

 

5.廃棄物管理法 

 

イ．廃棄物管理法[施行 2011.7.24] [法律第 10389 号、2010.7.23.、一部改

正] 

 

第 2条(定義)この法で用いる用語の意味は、次の通りとする。<改正 2007.5.17、

2009.6.9、2010.1.13、2010.7.23> 

1.「廃棄物」とは、ゴミ、燃焼滓、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ及び動物の

死体などであって、人の生活又は事業活動に必要でなくなった物質をいう。 

2.「生活廃棄物」とは、事業場廃棄物以外の廃棄物をいう。 

 

 

 

 

3.「事業場廃棄物」とは、「大気環境保全法」、「水質及び水生態系の保全に関

する法律」又は「騒音・振動管理法」により排出施設を設置、運営する事業
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場又はその他に大統領令で定める事業場において発生する廃棄物をいう。 

4.「指定廃棄物」とは、事業場廃棄物のうち廃油・廃酸など、周辺環境を汚染

する可能性があり、又は医療廃棄物など人体に危害を与える可能性がある

物質であって、大統領令で定める廃棄物をいう。 

5.「医療廃棄物」とは、保健・医療機関、動物病院、試験・検査機関などにお

いて排出される廃棄物のうち人体に感染などの危害を与えるおそれがある

廃棄物と、人体組職などの摘出物、実験動物の死体など、保健・環境保護上

特別な管理が必要であると認められる廃棄物であって、大統領令で定める

廃棄物をいう。 

5 の 2.「処理」とは、廃棄物の収集、運搬、保管、再活用、処分をいう。 

6.「処分」とは、廃棄物の焼却・中和・破砕・固形化などの中間処分、及び埋

め立て、又は海域に排出するなどの最終処分をいう。 

7.「再活用」とは、次の各目の一に該当する活動をいう。 

 

イ．廃棄物を再使用・再生利用し、又は再使用・再生利用することができる

状態にする活動 

ロ．廃棄物から「エネルギー法」第 2条第 1号によるエネルギーを回収し、

若しくは回収することができる状態に作り、又は廃棄物を燃料として使

用する活動であって、環境部令で定める活動 

8.「廃棄物処理施設」とは、廃棄物の中間処分施設、最終処分施設及び再活用

施設であって、大統領令で定める施設をいう。 

9.「廃棄物減量化施設」とは、生産工程で発生する廃棄物の量を減らし、事業

場内の再活用を通じて廃棄物排出を最少化する施設であって、大統領令で

定める施設をいう。 

 

ロ．廃棄物管理法施行令[施行 2010.7.1] [大統領令第 22224号、2010.06.28.、

他法改正] 

 

第 5 条(廃棄物処理施設)法第 2 条第 8 号による廃棄物処理施設は、別表 3 の通

りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 3 

 

廃棄物処理施設の種類(第 5条関連) 
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1.中間処理施設 

 

イ．焼却施設 

1)一般焼却施設 

2)高温焼却施設 

3)熱分解施設(ガス化施設を含む) 

4)高温溶融施設 

5)熱処理組合せ施設[1)～4)のうち 2以上の施設が組み合わされた施設をい

う] 

6)セメント焼成炉及び溶鉱炉(廃棄物を処理するための投入設備などを備

えた施設であって、法第 30 条による検査機関から該当廃棄物処理施設と

同など又はそれ以上の性能があると認められた場合に限る) 

 

ロ．機械的処理施設 

1)圧縮施設(動力 10馬力以上の施設に限る) 

2)破砕・粉砕施設(動力 20馬力以上の施設に限る) 

3)切断施設(動力 10馬力以上の施設に限る) 

4)溶融施設(動力 10馬力以上の施設に限る) 

5)燃料化施設 

6)蒸発・濃縮施設 

7)精製施設(分離・蒸留・抽出・ろ過などの処理施設を利用して廃棄物を処

理する単位施設を含む) 

8)油水分離施設 

9)脱水・乾燥施設 

10)滅菌・粉砕施設 

 

ハ．化学的処理施設 

1)固形化・安定化施設 

2)反応施設(中和・酸化・還元・重合・縮合・置換などの化学反応を利用し

て廃棄物を処理する単位施設を含む。 

3)凝集・沈澱施設 

 

ニ．生物学的処理施設 

1)飼料化・堆肥化・消滅化施設(1 日の処理能力 100 キログラム以上の施設

に限り、乾燥による飼料化・堆肥化施設を含む) 

 

 

2)好気性・嫌気性分解施設 

 

ホ．その他環境部長官が廃棄物を安全に中間処理することができるものと認
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定して告示する施設 

 

2.最終処理施設 

 

イ．埋立施設 

1)遮断型埋立施設 

2)管理型埋立施設(浸出水処理施設、ガス焼却・発電・燃料化処理施設など

の付帯施設を含む) 

 

ロ．その他環境部長官が廃棄物を安全に最終処理することができるものと認

定して告示する施設 

 

 

6.家畜糞尿の管理及び利用に関する法律 

 

イ．家畜糞尿の管理及び利用に関する法律[施行 2008.3.21] [法律第 8957

号、2008.3.21、他法改正] 

 

第 2 条(定義)この法で用いる用語の定義は、次の通りとする。<改正 2008.2.29> 

1.「家畜」とは、牛・豚・馬・鶏その他大統領令で定める飼育動物をいう。 

2.「家畜糞尿」とは、家畜が排泄する糞・尿及び家畜の飼育過程で使用された

水などが糞・尿と混ざったものをいう。 

3.「排出施設」とは、家畜の飼育により家畜糞尿が発生する施設及び場所など

であって、畜舎・運動場その他環境部令で定めるものをいう。 

4.「資源化施設」とは、排出施設から排出される家畜糞尿を堆肥・液肥又は「新

エネルギー及び再生エネルギーの開発・利用・普及促進法」第 2 条第 1 号

ロ目の規定によるバイオエネルギーなどにする(以下、"資源化"という)施

設をいう。 

5.「堆肥」とは、家畜糞尿を発酵させて作った肥料成分のある物質のうち液肥

を除いた物質であって、農林水産食品部令で定める基準に適合したものを

いう。 

6.「液肥」とは、家畜糞尿を液体状に発酵させて作った肥料成分のある物質で

あって、農林水産食品部令で定める基準に適合したものをいう。 

 

 

 

 

 

7.「浄化施設」とは、家畜糞尿を沈澱・分解など、環境部令で定める方法によ

り処理(以下、「浄化」という)する施設をいう。 

8.「処理施設」とは、家畜糞尿を資源化又は浄化(以下、"処理"という)する資
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源化施設又は浄化施設をいう。 

9.「公共処理施設」とは、地方自治体の長が設置する処理施設をいう。 

10.「生産者団体」とは、畜産業者を会員とする非営利法人,「農業協同組合法」

第 2条第 4号の規定による農業協同組合中央会とその会員組合をいう。 

 

ロ．家畜糞尿の管理及び利用に関する法律施行規則[施行 2009.7.1] [環境

部令第 335 号、2009.6.30、他法改正] 

 

第 3 条(浄化施設の処理方法)法第 2 条第 7 号において"環境部令で定める方法"

とは、次の各号の通りとする。 

1.好気性生物学的方法 

2.任意性又は嫌気性生物学的方法 

3.物理・化学的方法 

4.第 1号から第 3 号までの規定による方法を組み合わせた方法 

 

 

7.資源の節約と再活用促進に関する法律 

 

イ．資源の節約と再活用促進に関する法律[施行 2011.7.24] [法律第 10389

号、2010.7.23.、他法改正] 

 

第 2条(定義)この法で用いる用語の意味は、次の通りとする。<改正 2010.7.23> 

1.「資源循環」とは、環境政策上の目的を達成するために必要な範囲内で廃棄

物の発生を抑制し、発生した廃棄物を適正に再活用又は処理(「廃棄物管理

法」第 2条第 6号による最終処理をいう。以下同じ)するなど、資源の循環

過程を環境親和的に利用・管理することをいう。 

2.「再活用可能資源」とは、使用された後、又は使用されず捨てられた後に回

収された物と副産物のうち再使用・再生利用することができるもの[回収す

ることができるエネルギーと廃熱を含むが、放射性物質と放射性物質で汚

染された物質は除く]をいう。 

3.「副産物」とは、製品の製造・加工・修理・販売若しくはエネルギーの供給

又は土木・建築工事から付随的に生じた物をいう。 

 

 

 

 

 

 

4.「指定副産物」とは、副産物のうちその全部又は一部を再活用することがそ

の資源を効率的に利用するのに特に必要なものであって、大統領令で定め

る副産物をいう。 
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5.「再活用」とは、「廃棄物管理法」第 2条第 7 号による再活用をいう。 

6.「再使用」とは、再活用可能資源をそのまま若しくは直して再度用い、又は

生産活動に再度使用することができるようにすることをいう。 

7.「再生利用」とは、再活用可能資源の全部又は一部を原料物質として再度用

い、又は再度使用することができるようにすることをいう。 

8.「エネルギー回収」とは、再活用可能資源から「廃棄物管理法」第 2条第 7

号目による基準(以下、“エネルギー回収基準”という)に従いエネルギー

を回収すること、又はエネルギーを回収することができる物質で転換させ

ることをいう。 

9.「再活用製品」とは、再活用可能資源を利用して作った製品であって、環境

部令で定める製品をいう。 

10.「再活用施設」とは、再活用可能資源又は再活用製品を製造・加工・組立・

整備・収集・運搬・保管するのに用いられる装置・装備・設備などであって、

環境部令で定めるものをいう。 

11.「再活用産業」とは、再活用可能資源若しくは再活用製品を製造・加工・

組立・整備・収集・運搬・保管し、又は再活用技術を研究、開発する産業で

あって、大統領令で定める業種をいう。 

12.「廃棄物」とは、「廃棄物管理法」第 2条第 1号による廃棄物をいう。 

13.「大型廃棄物」とは、家庭又は事業場などから排出される家具・家電製品

など、個別に計量することができ、品名を知ることができる物質であって、

大統領令で定める廃棄物をいう。 

14.「包装材」とは、製品の輸送、保管、取扱い、使用などの過程において製

品の価値・状態を保護し、又は品質を保全する目的で製品の包装に使用され

た材料又は容器などをいう。 

15.「使い捨て用品」とは、同じ用途に一回用いるように作られた製品であっ

て、大統領令で定めるものをいう。 

16.「生分解性樹脂製品」とは、「環境技術開発及び支援に関する法律」第 17

条により環境標識認証を受け、又は対象製品別の認証基準に合った製品で

あって、環境部令で定める製品をいう。 

17.「材質・構造改善対象製品」とは、使用された後、又は使用されず捨てら

れた後に回収されてその全部又は一部を再活用することがその資源を効率

的に利用するのに特に必要であり、容易に再活用することができるように

製品の構造又は材質を改善する必要がある製品であって、大統領令で定め

る製品をいう。[全文改正 2008.3.21] 

 

 

 

 

 

ロ．資源の節約と再活用促進に関する法律施行規則[施行 2010.1.1.] [環境

部令第 356 号、2009.12.31.、一部改正] 
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第 3条(再活用施設)法第 2条第 10号において"環境部令で定めるもの"とは、次

の各号の装置･装備･設備などをいう。 

1.再活用可能資源の収集・運搬・保管のために特別に製造又は設置されて用い

られる収集・運搬装備又は保管施設 

2.再活用可能資源の効率的な運搬又は加工のための圧縮施設、破砕施設、溶融

施設などの中間加工施設 

3.再活用製品を製造・加工・保管するのに用いられる装置・装備・施設 

4.再活用製品の製造に必要な前処理装置・装備・設備 

5.有気性廃棄物を利用して堆肥・飼料を製造する堆肥化・飼料化施設及びエネ

ルギー化施設 

6.「廃棄物管理法」第 25条第 5 項第 2号の廃棄物中間処理業及び同じ項第 4

号の廃棄物総合処理業の許可を受けた者などの法第 46条による廃棄物再活

用届出者が廃棄物の再活用に用いる施設及び装備 

7.その他、環境部長官が再活用可能資源の効率的な再活用のために必要であ

ると認定して告示する装置・装備・設備など[全文改正 2009.4.7] 

 

 

8.下水道法[施行 2011.6.9] [法律第 10359 号、2010.6.8.、他法改正] 

 

 

第 2 条(定義)この法で用いる用語の定義は、次の通りとする。<改正 2009.1.7、

2010.6.8> 

1.「下水」とは、人の生活や経済活動により液体性又は固体性の物質が混ざっ

て汚染された水(以下、「汚水」という)、並びに建物・道路その他の施設物

の敷地から下水道に流入する雨水・地下水をいう。ただし、農作物の耕作に

よるものを除く。 

2.「糞尿」とは、汲取式トイレから汲み取られる液体性又は固体性の汚染物質

(個人下水処理施設の清掃過程において発生する残滓を含む)をいう。 

3.「下水道」とは、下水と糞尿を流出又は処理するために設置される下水管

渠・公共下水処理施設・糞尿処理施設・排水設備・個人下水処理施設その他

の工作物・施設の総体をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.「公共下水道」とは、地方自治体が設置又は管理する下水道をいう。ただし、
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個人下水道を除く。 

5.「個人下水道」とは、建物・施設などの設置者又は所有者が当該建物・施設

などにおいて発生する下水を流出又は処理するために設置する排水設備・

個人下水処理施設とその付帯施設をいう。 

6.「下水管渠」とは、下水を公共下水処理施設に移送し、又は河川・海その他

の共有水面で流出させるために地方自治体が設置又は管理する管路とその

付属施設をいう。 

7.「合流式下水管渠」とは、汚水と下水道に流入する雨水・地下水がともに流

れるようにするための下水管渠をいう。 

8.「分類式下水管渠」とは、汚水と下水道に流入する雨水・地下水がそれぞれ

区分されて流れるようにするための下水管渠をいう。 

9.「公共下水処理施設」とは、下水を処理して河川・海その他の共有水面に放

流するために地方自治体が設置又は管理する処理施設とこれを補完する施

設をいう。 

9 の 2. 削除<2010.6.8> 

10.「糞尿処理施設」とは、糞尿を沈澱・分解などの方法で処理する施設をい

う。 

11. 削除<2010.6.8> 

12.「排水設備」とは、建物・施設などにおいて発生する下水を公共下水道に

流入させるために設置する排水管とその他の排水施設をいう。 

13.「個人下水処理施設」とは、建物・施設などにおいて発生する汚水を沈澱・

分解などの方法で処理する施設をいう。 

14.「排水区域」とは、公共下水道により下水を流出させることができる地域

であって、第 15条の規定により公告された区域をいう。 

15.「下水処理区域」とは、下水を公共下水処理施設に流入して処理すること

ができる地域であって、第 15条の規定により公告された区域をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.技術の移転及び事業化促進に関する法律[施行 2009.5.21] [法律第
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9689 号、2009.5.21、一部改正] 

 

第 11 条(公共研究機関の技術移転･事業化専門担当組織)①大統領令で定める公

共研究機関の長は、公共研究機関に技術移転・事業化に関する業務を専門担当

する組織(以下、"専門担当組織"という)を設置しなければならない。この場

合、「高等教育法」第 3条の規定による国立学校及び公立学校(以下、「国・公

立学校」という)に設置する専門担当組織は、法人としなければならない。 

②国・公立学校の専門担当組織については、この法で定めるものを除き、「民

法」のうち財団法人に関する規定を準用する。 

③政府は、専門担当組織を設置した公共研究機関に対し、その活動に必要な

支援をすることができる。 

④第 1 項の規定による専門担当組織の設置・運営及び第 3 項の規定による支

援などについて必要な事項は、大統領令で定める。 

 

10.ベンチャー企業育成に関する特別措置法[施行 2009.11.22] [法律

第 9685 号、2009.5.21、他法改正] 

 

第 25 条(ベンチャー企業に該当するか否かについての確認)①ベンチャー企業

であって、この法による支援を受けようとする企業は、ベンチャー企業への該

否に関して技術信用保証基金など、大統領令で定める機関又は団体(以下、"ベ

ンチャー企業確認機関"という)の長に確認を要請することができる。 

②ベンチャー企業確認機関の長は、第 1 項により確認の要請を受けた場合、

産業通商資源部令で定める期間内に確認をし、その結果を要請人に知らせな

ければならない。この場合、その企業がベンチャー企業に該当するときは、大

統領令で定めるところにより有効期間を定めてベンチャー企業確認書を発給

しなければならない。<改正 2008.2.29> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ベンチャー企業確認機関の長は、ベンチャー企業確認の透明性を確保する

ために大統領令で定めるところにより確認されたベンチャー企業に関する情
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報を公開することができる。ただし、次の各号の情報は公開してはならない。 

1.「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第 2 条第 2 号による営業

秘密 

2.代表者の住民登録番号など個人に関する事項 

 ④第 1 項と第 2 項による確認手続などについて必要な事項は、産業通商資源

部令で定める。 

 

 

11.中小企業技術革新促進法[施行 2011.1.1.] [法律第 10220 号、

2010.3.31.、他法改正] 

 

第 10 条(技術革新中小企業者に対する出捐)①中小企業庁長は、中小企業の技術

革新を促進するために必要であると認める場合、技術革新能力を保有してい

る中小企業者が単独又は共同で行う技術革新事業に出捐することができる。 

②第 1項の規定による出捐金の支給・使用・管理などについて必要な事項は、

大統領令で定める。 

 

第 15 条(技術革新型中小企業の発掘･育成)①中小企業庁長は、技術革新活動を

通じて技術競争力の確保が可能であり、又は未来成長可能性のある技術革新

型中小企業を発掘・育成するために必要な事業(以下、"技術革新型中小企業育

成事業"という)を推進することができる。 

②中小企業庁長は、技術革新型中小企業育成事業を支援するために必要な場

合には、公共機関に支援を要請することができる。この場合、支援の要請を受

けた公共機関の長は、特別な理由がない限り、支援のための対策を講じなけれ

ばならない。 

③中小企業庁長は、技術革新型中小企業育成事業を推進する機関又は団体の

長に必要な費用の全部又は一部を出捐することができる。 

 ④技術革新型中小企業の選定・支援手続などについて必要な事項は、大統領令

で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.産業技術革新促進法[施行 2011.1.1.] [法律第 10220 号、
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2010.3.31.、他法改正] 

 

第 2条(定義)この法で用いる用語の意味は、次の通りとする。<改正 2009.5.22、

2010.1.13> 

1.「産業技術」とは、「産業発展法」第 2条による産業、「鉱業法」第 3条第 2

号による鉱業、「エネルギー法」第 2条第 1号によるエネルギーと関連する

産業、「新エネルギー及び再生エネルギー開発・利用・普及促進法」第 2条

第 1 号による新・再生エネルギーと関連する産業及び「情報通信産業振興

法」第 2条第 2号による情報通信産業の発展と関連する技術をいう。 

2.「産業技術革新」とは、産業技術と関連して技術革新主体が技術革新資源を

活用して技術革新[製品及びサービスを企画・デザイン・開発・改良する製

品・サービス革新と製品・サービス生産の過程・管理及び関連装備などを効

率化する工程革新を含む。]活動を行い、その成果物を事業化することによ

って新たな付加価値を創出していく一連の過程をいう。 

3.「技術革新主体」とは、産業技術革新を行う企業・大学及び研究機関などを

いう。 

4.「技術革新資源」とは、産業技術革新に必要な産業技術人材、研究装備・施

設、知識財産権及び技術・産業情報など、有形・無形の資産をいう。 

5.「大学」とは、「高等教育法」第 2条による大学・産業大学・短期大学又は

技術大学をいう。 

6.「研究機関」とは、国・公立研究機関、「特定研究機関育成法」の適用を受

ける研究機関、「科学技術分野の政府出捐研究機関などの設立・運営及び育

成に関する法律」第 2条第 1 号による科学技術分野の政府出捐研究機関、第

42 条による専門生産技術研究所及び「民法」又は他の法律により設立され

た産業技術分野の法人の研究機関をいう。 

7.「産業技術革新事業」とは、第 11条による産業技術開発事業、第 15条第 2

項による開発技術事業促進事業、第 19条による産業技術基盤組成事業、第

27 条による国際産業技術協力事業、その他産業技術革新を促進するために

政府及び技術革新主体などが参加して推進する事業をいう。 

8.「技術革新成果物」とは、産業技術革新の結果として導き出される製品[試

製品を含む]・研究装備及び施設などの有形的成果と技術データ、研究報告

書及び知識財産権などの無形的成果をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

9.「事業化」とは、開発された技術を利用して製品・サービスの開発・生産及

び販売を行い、又はその過程の関連技術の向上に適用することをいう。[全
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文改正 2009.1.30] 

 

 

13.エネルギー基本法[施行2010.6.8.] [法律第10352号、2010.6.8.、

一部改正] 

 

第 12 条(エネルギー技術開発)①関係中央行政機関の長は、エネルギー技術開発

を効率的に推進するために、大統領令で定めるところにより、次の各号の一に

該当する者に対し、エネルギー技術開発をさせることができる。 

1.「公共機関の運営に関する法律」第 4条による公共機関 

2. 国・公立研究機関 

3.「特定研究機関育成法」の適用を受ける特定研究機関 

4.「産業技術革新促進法」第 42条による専門生産技術研究所 

5.「部品・素材専門企業などの育成に関する特別措置法」による部品・素材技

術開発専門企業 

6.「政府出捐研究機関などの設立・運営及び育成に関する法律」による政府出

捐研究機関 

7.「科学技術分野の政府出捐研究機関などの設立・運営及び育成に関する法

律」による科学技術分野の政府出捐研究機関 

8.「国家科学技術の競争力強化のための理工系支援特別法」による研究開発業

を専門とする企業 

9.「高等教育法」による大学、産業大学、短期大学 

10.「産業技術研究組合育成法」による産業技術研究組合 

11.「技術開発促進法」による企業付設研究所 

12.その他大統領令で定める科学技術分野の研究機関又は団体 

②関係中央行政機関の長は、第 1 項による技術開発に要する費用の全部又は

一部を出捐することができる。[全文改正 2010.6.8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.新エネルギー及び再生エネルギー開発・利用・普及促進法[施行



第 7 部 その他の審査手続き 

優先審査付録 24  (2012年 3月追録) 

2010.4.12.] [法律第 10253 号、2010.4.12、一部改正] 

 

第 11 条(事業の実施)①産業通商資源部長官は、第 10 条各号の事業を効率的に

推進するために必要であると認める場合には、次の各号の一に該当する者と

協約を結び、その事業をさせることができる。 

1.「特定研究機関育成法」による特定研究機関 

2.「技術開発促進法」による企業研究所 

3.「産業技術研究組合育成法」による産業技術研究組合 

4.「高等教育法」による大学又は短期大学 

5. 国・公立研究機関 

6. 国家機関、地方自治体及び公共機関 

7. その他産業通商資源部長官が技術開発能力を有すると認める者 

②産業通商資源部長官は、第 1 項各号の一に該当する者が行う技術開発事業

又は利用・普及事業に要する費用の全部又は一部を出捐することができる。 

③第 2 項による出捐金の支給・使用及び管理などについて必要な事項は、大

統領令で定める。[全文改正 2010.4.12] 

 

15.情報通信産業振興法[施行 2010.9.22.] [法律第 10166 号、

2010.3.22.、他法改正] 

 

第 8 条(研究課題などの指定)①産業通商資源部長官は、情報通信技術の研究開

発のために情報通信技術に関する研究課題を選定し、研究する者を指定する

ことができる。 

②第 1 項による研究課題の選定、研究する者の指定及び研究費の支援などに

必要な事項は、大統領令で定める。 

 

※電気通信基本法(法律第 9708号,2009.5.22)第 11条削除 

 

16.科学技術基本法[施行 2010.8.5.] [法律第 9992 号、2010.2.4.、一

部改正] 

 

第 11条(国家研究開発事業の推進)①関係中央行政機関の長は、基本計画に従っ

て担当する分野に対する国家研究開発事業を推進し、その支援施策を立てて

推進しなければならない。 

 ②政府は、国家研究開発事業を推進する際には、次の各号により行わなければ

ならない。 

1.政府は、民間部門との役割分担など、国家研究開発事業の効率性を向上す
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ることができる方案を持続的に講じなければならない。 

2.政府は、研究機関と研究者に最上の研究環境を作るなど、研究開発力量を

高めるための支援を強化しなければならない。 

3.政府が国家研究開発事業関連制度又は規定を準備するとき、研究機関と研

究者の自律性を最優先に考慮しなければならない。 

4.政府は、所要経費の全部又は一部を支援して得た知識と技術などを公開し

て成果を拡散し、実用化を促進するのに必要な支援施策を立てて推進しな

ければならない。 

③政府は、国家研究開発事業を透明かつ公正に推進して効率的に管理し、各部

処が推進する国家研究開発事業を緊密に連係するために次の各号に関する事

項を定めなければならない。 

1.国家研究開発事業の企画、公告などに関する事項 

2.国家研究開発事業の課題の選定、協約などに関する事項 

3.研究開発結果の評価及び活用などに関する事項 

4.国家研究開発事業の保安、情報管理、成果管理、研究倫理の確保など、研究

遂行の基盤に関する事項 

5.その他国家研究開発事業の企画・管理・評価及び活用など(以下、「企画など」

という)に関して必要な事項 

④中央行政機関の長は、所管国家研究開発事業の効率的推進のために必要で

あると認める場合には、所管法令で定める機関又は団体に国家研究開発事業

の課題企画などに関する業務を代行させることができる。この場合、中央行政

機関の長は、企画などを代行する者(以下、「専門機関」という)に対して企画

などの遂行に使用される費用の全部又は一部を支援することができる。 

⑤国家研究開発事業の円滑な推進のために、第 3 項による国家研究開発事業

の企画などに関する事項と第 4 項による専門機関の業務に関する事項は、大

統領令で定める。[全文改正 2010.2.4] [施行日 2010.8.5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.産業技術革新促進法 

 

イ．産業技術革新促進法[施行 2011.1.1.] [法律第 10220 号、2010.3.31.、
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一部改正] 

 

第 16条(新製品の認証)①政府は、韓国内で初めて開発された技術又はこれに準

ずる代替技術を適用して実用化が完了した製品のうち経済的・技術的波及効

果が大きく、性能と品質に優れた製品を新製品として認証することができる。 

②第 1 項の規定により新製品として認証を受けようとする者は、大統領令が

定めるところにより、関係中央行政機関の長に対し、認証の申立をしなければ

ならない。 

③第 1 項の規定により認証を受けた者は、当該製品・包装及び広報物などに

第 1 項の規定により認証を受けた製品(以下、「認証新製品」という)であるこ

とを表示することができる。 

④第 1 項の規定により認証を受けなかった者は、製品・包装及び広報物など

に認証新製品であることを示す表示若しくはこれと類似の表示をし、又は広

報をしてはならない。 

⑤第 1 項及び第 2 項の規定による認証の基準・対象及び手続などについて必

要な事項は、大統領令で定める。 

 

ロ．産業技術革新促進法施行令[施行 2009.11.22] [大統領令第 21835 号、

2009.11.20、他法改正] 

 

第 18 条(新製品認証の手続)①法第 16 条第 2 項により新製品として認証を受け

ようとする者(以下、「申立人」という)は、産業通商資源部令で定める書類を

揃えて産業通商資源部長官に認証の申立をしなければならない。 

②第 1項による申立を受けた産業通商資源部長官は、第 19条第 1項による新

製品認証の基準による審査(以下、"認証審査"という)をした結果、その基準に

適合すると判定された場合には、新製品として認証しなければならない。この

場合、産業通商資源部長官は、認証審査を効率的に行うために必要であるとき

は、認証業務の遂行に必要な技術評価を関係専門機関に依頼することができ

る。 

③産業通商資源部長官は、申立製品が次の各号の一に該当する場合には、第 2

項による認証審査の全部又は一部を実施したことに代えることができる。 

1.「技術開発促進法」による新技術認証を受けた場合 

2.「環境技術開発及び支援に関する法律」による新技術認証を受けた場合 

3.「建設技術管理法」による新技術認証を受けた場合 

4.「電力技術管理法」による新技術・製品認証を受けた場合 

5. その他政府が発掘・支援した製品であって、産業通商資源部長官が定めて

告示する基準に適合した場合 

 

 

 

④産業通商資源部長官は、第 2 項により新製品認証をするときは、申立人に
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産業通商資源部令に定める新製品認証書を発給しなければならない。 

⑤産業通商資源部長官は、第 4 項と第 20条第 3項により新製品認証書を発給

するときは、新製品認証の事実など、産業通商資源部令で定める事項を官報に

公告し、又は産業通商資源部長官が指定する情報通信網に公告しなければな

らない。 

⑥第 1 項から第 5 項までにおいて規定した事項以外に認証審査の手続きにつ

いて必要な事項は、産業通商資源部長官が定めて告示する。[全文改正

2009.4.30] 

 

18.技術開発促進法 

 

イ．技術開発促進法[施行 2009.10.23] [法律第 9630 号、2009.4.22、他法

改正] 

 

第 6 条(新技術の認証及び支援<改正 2005.12.30>)①新技術の認証を受けようと

する者は、産業通商資源部令で定めるところにより、産業通商資源部長官に申

立をしなければならない。<改正 2005.12.30、2008.2.29> 

②産業通商資源部長官は、第 1 項の規定により申立された技術を審査・評価

して新技術認証をするときは、これを告示し、新技術認証書を交付しなければ

ならない。<改正 2005.12.30、2008.2.29> 

③産業通商資源部長官は、新技術認証を受けた者に対し、その技術が新技術認

証を受けたことを示す表示を使用させることができる。<改正 2005.12.30、

2008.2.29> 

④政府は、新技術認証を受けた者に対し、新たな需要を作り出すための資金支

援及び新技術を利用した製品に対する優先購買など、支援施策を講じなけれ

ばならない。<改正 2005.12.30> 

⑤産業通商資源部長官は、第 1 項の規定により、新技術の認証を申し立てる

者に対し、産業通商資源部令が定めるところにより、申立技術の審査・評価に

要する費用を負担させることができる。<改正 2005.12.30、2008.2.29> 

⑥第 2 項から第 4 項までの新技術の認証対象・基準・審査及び支援などにつ

いて必要な事項は、大統領令で定める。<改正 2005.12.30> 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．技術開発促進法施行令[施行 2010.2.1.] [大統領令第 22003 号、

2010.1.27.、他法改正] 
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第 9 条(新技術の認証手続及び認証期間など)①産業通商資源部長官は、新技術

として認証しようとする技術については、申立人、技術の名称及び内容、技術

保有者、認証予定期間などを含む新技術認証予定の事実をインターネットの

ホームページに掲示しなければならず、官報又は「新聞などの振興に関する法

律」により全国を対象に発刊される日刊新聞(以下、「日刊新聞」という)に公

告しなければならない。<改正 2006.6.29、2008.12.31、2010.1.27> 

②第 1 項による新技術認証予定公告の利害関係人は、新技術認証予定公告日

から 20 日以内に産業通商資源部長官に異議申立てをすることができる。<改

正 2006.6.29、2008.12.31> 

③産業通商資源部長官は、第 2項の規定による異議申立てがあった場合には、

これについて調査・検討した後、その結果を申立人とその他利害関係人に知ら

せなければならない。<改正 2008.12.31> 

④産業通商資源部長官は、法第 6 条第 2 項の規定により新技術を認証すると

きは、3年の範囲内で期間を定めて認証しなければならない。<改正 2006.6.29、

2008.12.31> 

⑤産業通商資源部長官は、新技術認証を受けた者が新技術認証期間の延長を

申立したときは、新技術認証期間の延長が必要であると認められる場合、7年

の範囲内で新技術認証期間を延長することができる。<改正 2006.6.29、

2008.12.31> 

⑥第 1項から第 5項までによる新技術認証の手続などについて必要な事項は、

産業通商資源部令で定める。<改正 2006.6.29、2008.12.31> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.部品・素材専門企業などの育成に関する特別措置法施行規則[施行

2008.6.3] [産業通商資源部令第 11号、2008.6.3、他法改正] 
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第 6 条(部品・素材技術開発専門企業の確認)①令第 14条第 3項の規定により部

品・素材技術開発専門企業の確認を受けようとする者は、別紙第 5 号書式の

部品・素材技術開発専門企業確認申立書(電子文書からなる申立書を含む)に

次の各号の書類(電子文書を含む)を添付して、関係中央行政機関の長に提出

しなければならない。<改正 2005.2.2、2006.10.4> 

1.定款(法人の場合に限る) 

2.事業計画書 

3.企業の組織図及び技術開発専門担当要員の現況に関する書類 

4.技術研究・試作品製作及び商品化技術支援のための研究施設及び装備に関

する明細書 

②第 1 項による申立を受けた担当公務員は、「電子政府法」第 21 条第 1 項に

よる行政情報の共同利用を通じて法人登記簿謄本(法人でない場合には代表

者の住民登録票謄本をいう)を確認しなければならない。ただし、申立人が確

認に同意しなかった場合には、その書類を添付させなければならない。<新設

2006.10.4、2007.10.26> 

③関係中央行政機関の長は、第 1 項の規定により確認申立をした者が令第 14

条第 2 項の規定による要件を満たしたときは、別紙第 6 号書式の部品・素材

技術開発専門企業確認書を交付しなければならない。<改正 2006.10.4> 

④その他部品・素材技術開発専門企業に該当するか否かについての確認手続・

方法など必要な事項は、産業通商資源部長官がこれを定めて告示する。<改正

2006.10.4、2008.3.3> 

 

 

20.電子取引基本法[施行2010.10.13.] [法律第10250号、2010.4.12.、

他法改正] 

 

第 2 条(定義)この法で用いる用語の定義は、次の通りとする。<改正 2005.3.31> 

1.「電子文書」とは、情報処理システムにより電子的形態で作成、送信・受信

又は保存された情報をいう。 

2.「情報処理システム」とは、電子文書の作成、送信・受信又は保存のために

利用される情報処理能力を有する電子的装置又は体系をいう。 

 

 

 

 

 

3.「作成者」とは、電子文書を作成して送信する者をいう。 

4.「受信者」とは、作成者が電子文書を送信する相手方をいう。 

5.「電子取引」とは、財貨又は役務を取引するに当たって、その全部又は一部

(2012年 3月追録) 
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が電子文書により処理される取引をいう。 

6.「電子取引事業者」とは、電子取引を業とする者をいう。 

7.「電子取引利用者」とは、電子取引を利用する者であって、電子取引事業者

以外の者をいう。 

8.「公認電子文書保管所」とは、第 31条の 2第 1項の規定により指定を受け

て他人のために電子文書を保管若しくは証明し、又はその他に電子文書と

関連する業務(以下、「電子文書保管など」という)を行う法人をいう。 

 

21.地域特化発展特区に対する規制特例法[施行 2010.12.1.] [法律第

10331 号、2010.5.31.、一部改正] 

 

第 36 条の 8(「特許法」に関する特例)特許庁長は、特化事業と直接関連する特

許出願については、「特許法」第 61 条にかかわらず、審査官に他の特許出願

より優先して審査させることができる。[全文改正 2009.4.1] 

 

22.先端医療複合団地の指定及び支援に関する特別法 [施行

2010.3.18] [法律第 9932 号、2010.1.18、一部改正] 

 

第 26条(「特許法」に関する特例)特許庁長は、入居医療研究開発機関が提出し

た先端医療複合団地内での医療研究開発と関連する特許出願については、「特

許法」第 61 条にかかわらず、審査官に他の特許出願に優先して審査させるこ

とができる。 

 

※優先審査関連特許法令 

イ．特許法第 61条、実用新案法第 15条 

ロ．特許法施行令第 9、10条、実用新案法施行令第 5、6条、特許法施行規則

第 39条 

ニ．特許・実用新案審査事務取扱規定第 57条から第 67条まで 

ホ．優先審査の申立に関する告示 
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第 5 章 審査前置 
(2009.6.30.以前の出願) 

 

1.関連規定 

 

旧特許法第 173条(審査前置)①特許審判院長は、第 62条の規定により特許拒絶

決定を受けた者が第 132 条の 3 の規定により審判請求をし、その請求日から

30 日以内にその請求に関する特許出願書に添付された明細書又は図面を補正

したときは、審判をする前にこれを特許庁長に通知しなければならない。 

 ②特許庁長は、第 1 項の規定による通知を受けた場合には、その請求に関す

る特許出願を審査官に再度審査させなければならない。 

 

旧特許法第 174 条(審査規定の審査前置への準用)①第 51 条・第 57 条第 2 項・

第 78条及び第 148条第 1号乃至第 5号並びに第 7号の規定は、第 173条の規

定による審査についてこれを準用する。この場合、第 51条第 1項のうち「第

47 条第 1 項第 2 号」は、「第 47条第 1項第 2号又は第 3号」に、「補正」は、

「補正(同項第 2号による場合には、第 132条の 3の特許拒絶決定に対する審

判請求前にしたものを除く)」とみなす。 

 ②第 47 条第 1 項第 1 号・第 2 号及び第 63 条の規定は、審判請求に関する特

許拒絶決定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合には、第 173 条の規定に

よる審査に関してこれを準用する。この場合、第 63条第 1項ただし書きのう

ち「第 47条第 1項第 2号に該当する場合」は、「第 47条第 1項第 2号又は第

3 号に該当する場合(同項第 2 号による場合には、第 132 条の 3の特許拒絶決

定に対する審判請求前にしたものを除く)」とみなす。 

 ③第 66 条及び第 67 条の規定は、審判請求に理由があると認められる場合に

は、第 173条の規定による審査についてこれを準用する。 

 

旧特許法第 175 条(審査前置の終結)①審査官は、第 173 条第 2 項の規定による

審査の結果、その出願に関する拒絶理由が解消されたときには、特許拒絶決定
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を取り消して特許決定をしなければならない。この場合、その特許拒絶決定審

判の請求は消滅したものとみなす。 

②審査官は、第 173 条第 2 項の規定による審査の結果、特許決定をすることが

できない場合には、再度特許拒絶決定をせずにその審査結果を特許庁長に報

告しなければならず、報告を受けた特許庁長は、これを特許審判院長に通知し

なければならない。 

 

2.趣旨 

 

審査前置とは、審査官が拒絶決定した出願に対して出願人が拒絶決定不服審

判を請求し、審判請求日から 30日以内に補正書を提出した場合、直ちに審判手

続きに沿って審判をするのではなく、審査官に補正された出願を改めて審査さ

せる制度である。 

 審査前置制度は、拒絶決定不服審判請求後 30 日以内に補正書を提出した出

願について、拒絶決定を担当した審査官に改めて審査をさせることにより、審判

請求後の補正によって拒絶決定の原因になった拒絶理由を解消した出願に対し

て迅速に権利を設定して審判事件数を減少させる一方、出願人を保護するため

に設けられた制度である。 

(参考)拒絶決定不服審判請求の対象は「拒絶決定」である。審判請求人は、拒絶

決定を受けた者、すなわち、特許出願人(承継人を含む)である。特許を受

ける権利が共有に係る場合には、共有者全員が共同で請求しなければな

らない。 

拒絶決定に対する審判請求期間は、その決定謄本の送達を受けた日から

30日以内である。特許審判院長は、交通が不便な地域にある者のために、

請求により、又は職権で拒絶決定に対する審判請求の期間を延長するこ

とができる(特§15)。拒絶決定不服審判を請求する者は、特許法第 140条

の 2 において定める方式要件に合わせて審判請求書を提出しなければな

らない。 

特許出願人は、明細書又は図面に対して審判請求後 30日以内に補正する

ことができる。 
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3.審査前置の要件 

 

(1)拒絶決定された出願でなければならない。すなわち、審査前置の対象出願は、

審査官が拒絶決定した出願でなければならないため、無効又は返戻にされた出

願は、審査前置の対象にならない。 

(2)審査官から拒絶決定の謄本の送達を受けた出願人が、特許法第 132条の 3 の

規定により、30日以内に拒絶決定不服審判を請求しなければならない。 

(3)審判請求人は、審判請求後 30 日以内に出願書に添付された明細書又は図面

を補正しなければならない。ここでいう補正は、形式的補正を意味するため、実

質的内容を補正しなかった場合であっても審査前置の対象になる。 

 

4.審査手続き 

 

本節において説明する審査前置出願の審査手続きは、2001 年 7 月 1 日以降の

出願に限定する。2001年 6 月 30日以前の出願は、補正範囲も相異して補正却下

に対する不服審判が別途に存在するなど、適用される法規定が異なるため、詳細

な事項は、2010年 12月 31日以前までに施行された審査指針書を参照する。 
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<審査前置出願審査手続きのフロー図> 

 

 

 



第 5 章 審査前置 

 

 

7505 
 
(2015年 9月追録) 

 

4.1 方式審査 

(1)審判政策課は、審査前置対象の出願に関する拒絶決定不服審判請求書を受け

付けた後、電算入力及び方式審査を完了してから審査局に移送する。 

(2)審査局の主務課長は、特許審判院から前置審査に付された出願が受け付けら

れると、その事実を前置審査出願処理台帳に電算入力し、審査官に引き継がなけ

ればならない。ただし、電子書類ファイルについては、この限りでない。 

前置審査に付された出願の担当審査官は、拒絶決定した審査官にすることが

原則である。ただし、拒絶決定した審査官の所属が当該審査局の局外に変更され

るなど、その審査官による審査が適合しない場合には、前置審査に付された出願

の特許分類を審査する審査官など、審査に適合していると認められるその他審

査官を担当審査官にする。 

(参考)審判請求書に瑕疵があったが、特許審判院長がこれを看過して前置審査

に付した場合には、審判請求書を再度特許審判院に差し戻すことを原則

とする。ただし、その瑕疵が軽微なものであって審判院長又は審判長の補

正命令によって容易に直すことができ、原決定を維持する場合には、補正

命令をしないようにする。この場合には、瑕疵の事項を記載して原決定維

持の際にその旨を架電などにより通知することができる。 

 

4.2 補正の適合性判断 

(1)拒絶決定不服審判の請求日から 30 日以内にする補正の補正できる範囲は、

以下のように最後拒絶理由通知に対応した補正の範囲と同一である。 

①拒絶決定不服審判の請求日から 30日内の明細書又は図面の補正は、特許出

願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内でする

ことができる。 

②拒絶決定不服審判請求の日から 30日以内の補正のうち、請求範囲に対する

補正は、次の各号のいずれかの一つに該当する場合にのみすることができ

る。 
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1.請求項を限定又は削除する、若しくは請求項に付加して請求範囲を減縮

する場合 

2.誤った記載を訂正する場合 

3.不明りょうな記載を明確にする場合 

4.特許法第 47条第 2項による範囲を超えた補正に対し、その補正前の請求

範囲に戻す、又は戻すと共に請求範囲を第 1 号から第 3 号までの規定に

より補正する場合 

補正の範囲及び要件に関する判断基準は、第 4部第 2章を参照する。 

(2)拒絶決定不服審判の請求日から 30 日以内にした補正が上記の補正要件を満

たさない、又は新しい拒絶理由が発生した場合には、その補正を却下しなければ

ならない。 

 

4.3 不適法な補正の却下 

(1)特許法第 51 条を準用する同法第 174 条により、拒絶決定不服審判の請求日

から 30 日以内にした補正を却下しなければならない場合は、次の通りである。 

①補正の要件(特許法第 47条第 2項及び第 3項)を満たさない場合 

②その補正(特許法第 47条第 3 項第 1 号及び第 4号による補正のうち、請求

項を削除する補正は除く)によって新しい拒絶理由が発生したものと認めら

れる場合 

(参考)審判請求日から 30日以内の補正によっても以前に指摘した拒絶理由が解

消されなかった場合、その補正によって新しい拒絶理由が発生したもの

ではないため、補正は認めて原決定を維持する。一方、補正によって拒絶

理由が解消されなかったとしても、その補正によって新しい拒絶理由が

発生した場合であれば、補正を却下して補正前の明細書により改めて審

査する。 

(2)補正の適合性判断の際、比較の対象になる補正明細書は、次の通りである。 
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①最初拒絶理由通知後に拒絶決定した場合 

 

 

 

補正Ⅰの内容を反映させた明細書により審査して最初拒絶理由を通知し、

出願人が提出した補正Ⅱを反映して再度審査をした結果、拒絶理由が解消

されなかったため拒絶決定したところ、出願人が拒絶決定不服審判を請求

し、補正Ⅲを提出した場合、補正要件のうち、(a)特許法第 47 条第 2 項の

新規事項の追加有無については、最初の特許出願明細書及び図面と比較し、

(b)特許法第 47 条第 3 項の補正要件については、補正Ⅱの内容を反映した

明細書及び図面と比較して判断する。すなわち、補正Ⅲを反映した明細書と

補正Ⅱの同一請求項を比較して請求範囲の減縮有無などを判断する。 

②最後拒絶理由通知後に補正却下せずに拒絶決定した場合 

 

 

 

審査官が最後拒絶理由を通知したが、出願人が補正書を提出せず、審査官が

改めて審査した結果、拒絶理由を維持することができたために拒絶決定した

ところ、出願人が拒絶決定不服審判を請求しつつ補正Ⅲを提出した場合、補正

要件の判断は、上記①の最初拒絶理由の通知後に拒絶決定した場合と同一で

ある。 
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③再審査が請求される前、補正却下後に拒絶決定された場合 

補正Ⅱの内容を反映した明細書により改めて審査した結果、補正Ⅱにより発

生した拒絶理由があって最後拒絶理由を通知し、出願人が提出した補正Ⅲの

補正要件を判断した結果、補正Ⅲが補正要件を満たすことができなかったと

判断され、補正Ⅲを補正却下したほか、補正Ⅱ明細書により審査した結果、最

後拒絶理由を解消することができないものと判断されて拒絶決定したところ、

出願人が拒絶決定不服審判を請求して補正Ⅳを提出した場合、(a)補正却下に

対する不服がない場合には、補正要件のうち特許法第 47条第 2項の新規事項

の追加有無については最初明細書及び図面と比較し、特許法第 47条第 3項の

補正要件については、補正Ⅱの内容を反映した明細書及び図面と比較して判

断する。すなわち、補正Ⅳを反映した明細書と補正Ⅱの同一請求項を比較して

請求範囲の減縮有無を判断する。 

一方、(b)拒絶決定不服に関する審判請求理由書において拒絶決定と共に補正

却下に対する不服をした場合には、補正要件のうち特許法第 47条第 2項の新

規事項の追加有無は、最初明細書及び図面と比較し、特許法第 47条第 3項の

補正要件は、補正Ⅳと補正Ⅲの補正項目別の最終補正部分の組合わせにより

補正内容を確定した後、補正Ⅱの補正明細書及び図面と比較して補正要件を

判断する。 

(注意)審判請求の際、補正却下に対する不服の有無が不明りょうな場合には、

補正却下に対する不服も同時にあったものとみなして補正要件を判断

する。 

 

 

 

4.4 審査 I-III 

4.4.1 前置審査に付された出願の拒絶理由通知の基準 
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特許法第 63条を準用する特許法第 174条第 2項規定によると、前置審査に付

された出願であって、拒絶理由を通知しなければならない出願に関する規定は、

次の通りである。 

(準用される第 63 条)審査官は、第 62 条の規定により特許拒絶決定をしようと

するときは、その特許出願人に対して拒絶理由を通知し、期間を定めて意見書

を提出する機会を与えなければならない。ただし、第 47条第 1項第 2号又は

第 3号に該当する場合(同項第 2号による場合には、第 132条の 3の特許拒絶

決定に対する審判の請求前にしたものを除く)であって、第 51 条第 1 項の規

定により却下決定をしようとするときは、この限りでない。 

前置審査に付された出願に対する審査に当たって、審査段階別に拒絶理由通

知と補正却下決定をしなければならない場合は、次の通りである。 

(1)拒絶決定不服審判の請求後 30日以内の補正 

①拒絶決定不服審判の請求後 30 日内の補正が特許法第 47 条第 2 項又は第 3

項を違反する、又はその補正(請求項を削除する補正は除く)により新しい

拒絶理由が発生たと認められる場合には、補正を却下した後、その補正前の

明細書により審査する。 

②拒絶決定不服審判の請求後 30 日以内の補正に補正却下理由はないものの、

補正された明細書により再度審査した結果、前置審査前の審査段階におい

て指摘しなかった拒絶理由がある場合には、拒絶理由を通知しなければな

らない。 

すなわち、前置審査前の審査段階において新規事項が追加されるなど補正

要件を満たしていないにもかかわらず、このような事実が拒絶理由に指摘

されず拒絶決定され、拒絶決定不服審判の請求時、請求後 30日以内の補正

によっても依然として新規事項が追加された内容が引き続き存在する場合、

審査官は新規事項が追加されたという理由により補正を却下するのではな

く、拒絶理由を再度通知する。 

(2)前置審査時の拒絶理由通知 

①拒絶理由が審査段階における最初拒絶理由通知の前から存在した拒絶理由

である場合、最初拒絶理由を通知し、 
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②前置審査以前の最初拒絶理由通知又は前置審査における最初拒絶理由通知

に対応した補正によって発生した拒絶理由である場合には、最後拒絶理由

を通知し、 

③最初拒絶理由と最後拒絶理由が同時に存在する場合には、最初拒絶理由を

通知する。 

④一方、前置審査による補正があっても依然として審判請求に関する拒絶決

定理由を克服することができなかったと判断される場合は、追加の拒絶理

由を通知せず、原決定を維持する。 

 

4.4.2 拒絶理由通知後の審査 

前置審査に付された出願の拒絶理由通知後の審査は、通常の審査と類似し、以

下の通りに審査を行う。 

1)拒絶理由通知が最初拒絶理由通知であって、拒絶理由通知時に指定した期間

が経過した後、拒絶理由通知に対応した意見書又は補正書を踏まえて再度審査

した結果、 

①拒絶理由を解消した場合には、特許決定し、 

②拒絶理由を解消することができなかった場合には、原決定を維持しなけれ

ばならず、 

③前置審査以前、最初拒絶理由通知の前からあった拒絶理由を再度発見した

場合は、最初拒絶理由を通知し、 

④拒絶理由通知後の補正によって新しい拒絶理由が発生した場合には、最後

拒絶理由通知をする。 

(2)拒絶理由通知が最後拒絶理由通知であって、拒絶理由通知時に指定した期間

が経過した後、拒絶理由通知に対応した意見書又は補正書を踏まえて再度審査

した結果、 

①拒絶理由を解消した場合には特許決定し、 

②補正が特許法第 47 条第 2 項又は第 3 項を違反する、又はその補正(請求項

を削除する補正は除く)により新しい拒絶理由が発生したものと認められる

場合には補正を却下し、補正前の明細書により再度審査して最後拒絶理由に

おいて指摘した拒絶理由を維持することができる場合には、原決定を維持し

なければならず、 
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③補正に補正却下理由はないものの、補正後も拒絶理由を解消することがで

きなかった場合には、補正を認めた後で原決定を維持し、 

④指摘していなかった拒絶理由を発見した場合には、最初又は最後拒絶理由

を通知しなければならない。 

 

4.5 特許決定又は原決定の維持 

(1)特許決定 

審査官は、前置審査に付された出願に対する審査結果、審判請求に理由がある

と認められるときには原決定を取り消して、特許決定(実用新案登録決定)をし

なければならず、特許(実用新案登録)決定書には「原決定を取り消す。」という

文言を、「この特許出願(実用新案登録出願)は…特許決定(実用新案登録決定)す

る」という文言の前に挿入する(規定§54①、②)。 

(2)原決定の維持 

審査官は、前置審査に付された出願に対する審査の結果、特許決定(実用新案

登録決定)をすることができない場合には、特許拒絶決定(実用新案登録拒絶決

定)を再度せず、その審査結果を審査パート長に報告し、出願人に通知する。 

(3)審査後の書類ファイル及び書類の移送 

①特許決定した審判書類ファイルの移送 

審査官は、前置審査に付された出願を特許決定(実用新案登録決定)したと

きは、特許決定書(実用新案登録決定書)の写し及び審判書類ファイルを特

許審判院審判政策課に移送しなければならない。ただし、電子書類ファイル

については、この限りではない(規定§54③)。 

②原決定を維持した出願の審判書類ファイルの移送 

審査官は、前置審査に付された出願に対して審判請求の取下げ、出願の取下

げ又は出願の放棄があった場合、及び原決定を維持した場合には、審査結果

通知書の写し及び審判書類ファイルを特許審判院審判政策課に移送しなけ

ればならない。ただし、電子書類ファイルについては、特許審判院審判政策

課に関連書類の移送をしない(規定§53及び 54④)。 
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第 6 章 職権再審査 

 

1．関連規定 

 

特許法第 66条の 3(特許決定以降の職権再審査)①審査官は特許決定された特許

出願について、明白な拒絶理由を発見した場合は、職権により特許決定を取り

消し、その特許出願を改めて審査(以下、「職権再審査」という)することがで

きる。ただし、次の各号のいずれかの一つに該当する場合は、この限りでない。 

1．拒絶理由が第 42条第 3項第 2号、同条第 8項及び第 45条による要件に関

するものである場合 

2．その特許決定により特許権が設定登録された場合 

3．その特許出願が取下げ又は放棄にされた場合 

 ②第 1 項により審査官が職権再審査をするためには、特許決定を取り消すと

いう事実を特許出願人に通知しなければならない。 

 ③特許出願人が第 2 項による通知を受ける前に、その特許出願が第 1 項第 2

号又は第 3 号に該当するようになった場合は、特許決定の取消は最初からな

かったものとみなす。 

 

2．職権再審査制度の概要 

 

 特許決定以降から特許権が発生する前まで、これまでは瑕疵を発見しても改

めて審査を再開することができず、瑕疵のある特許がそのまま登録されるとい

う問題があった。 

 審査官の職権による再審査制度は、特許決定以降も審査官が明白な拒絶理由

を発見すれば、改めて審査することができるようにして瑕疵のある特許が登録

されるのを予め防止するために設けられた制度である。 
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 しかし、特許権者が特許料を納付して特許権が発生した場合、特許決定を取り

消す行為は、権利の安定性を害するものになりかねず、設定登録前までの時期的

要件を充足する場合に限って職権再審査をすることができ、審査官が既に特許

決定した特許出願に対して職権により特許決定を取り消すものであるため、拒

絶理由が明白な場合に限って運営される必要がある。 

 

3．職権再審査の要件 

 

(1)時期的要件 

 特許決定された特許出願に対して特許決定により特許権が設定登録された場

合、又はその特許出願が取下げ若しくは放棄にされた場合でなければ、審査官は

職権により特許決定を取り消し、改めて審査することができる。[特法 66 の

3(1)] 

(2)実体的要件 

 審査官は特許決定された特許出願について背景技術の記載要件、請求範囲の

記載方法及び単一性違背の拒絶理由を除いた明白な拒絶理由を発見した場合、

職権により特許決定を取り消し、改めて審査することができる。[特法 66 の

3(1)] ここで明白な拒絶理由とは、特許決定された特許出願が無効にされる可

能性があるという程度では足りず、その拒絶理由によって特許決定された特許

出願が無効にされることが明白な場合に限る。 

 

4．職権再審査における留意事項 

 

(1)審査官は、特許決定された特許出願について明白な拒絶理由により取り消そ

うとする場合は、審査課長又は審査チーム長を含めた 3 人協議によらなければ

ならず、特許決定を取り消すという事実を特許出願人に知らせなければならな

い。[特法 66の 3(2)、規定 26の 3(1)] 
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(2)審査官は、取消を通知した日からできるだけ迅速に(最長 7日を超えない)職

権再審査をするようになった明白な拒絶理由を最初意見提出通知書により出願

人に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。これに対して出願

人は、最初明細書又は図面に記載された事項の範囲内で明細書又は図面を補正

することができる。[特法 47(1)(2)括弧、規定 26の 3(2)] 

(3)職権再審査をして取り消された特許決定前に通知した拒絶理由により拒絶

決定をしようとする場合も、出願人に拒絶理由を改めて通知して意見書を提出

する機会を与えなければならない。[特法 63(1)] 

(4)明白な拒絶理由が背景技術の記載の不適合によるものと認められる場合、請

求範囲の記載方法を違背したものと認められる場合、1特許出願の範囲を超えた

ものと認められる場合は、職権再審査をすることができない。[特法 66の 3(1)] 

(5)特許出願人が特許決定を取り消すという通知を受ける前に、当該特許出願が

設定登録される、又は取下げ・放棄されたのであれば、特許決定の取消は最初か

らなかったものとみなして職権再審査をすることができない。[特法 66の 3(3)] 

(6)職権再審査をする場合、取り消された特許決定の前に行った補正を却下決定

することはできない。[特法 51(1)(2)] 

(7)特許決定された特許出願に対して設定登録の前に情報が提供された場合、審

査官は、提出された証拠資料により特許決定された特許出願に明白な拒絶理由

があるか否か把握しなければならない。 
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第 1 章 補正方向の提示によるポジティブ審査 

 

1. 概要 

審査官は、拒絶理由の通知時に補正方向を提示して、出願人が適正な権利を迅

速に確保するようにすることができる。 

 

2. 適用対象の出願及び方向 

(1)以下の①乃至③の要件をいずれも充足する出願に対して、補正方向を提示す

ることができる。 

①発明の内容を理解することができる場合 

②充分な先行技術検索をした場合(記載不備などにより不可避なときは除く) 

③先行技術と区別される技術的特徴がある場合 

(2)ポジティブ審査の効果を極大化させるため、できるだけ記載不備の解消より

も適正な権利範囲の提示に集中する。 

(3)補正方向は、簡単明りょうに提示することを原則とするが、無代理人による

出願はより明確に提示する。 

 

3. 補正方向の提示方法 

拒絶理由の通知時、補正方向の提示は【補正に関する参考事項】項目欄を利用

する。ただし、出願人の理解度を向上させるために【補正に関する参考事項】の

記載時に関する拒絶理由の部分を明示した後、補正方向を提示するようにする。 

 

3.1 新規性及び進歩性に関する補正方向の提示方法 

(1)以下の①乃至③のいずれかの一つに該当する場合において、新規性及び進歩

性に関する補正方向を提示することができる。 
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①特許可能な従属項のいくつかの構成から技術構成を導出し、理由を明示し

つつ、補正が必要な請求項に限定・付加するようにするなどの補正方向を提

示することができる場合 

②特許可能な請求項がなければ、審査過程で分かった発明の説明の技術構成

を導出し、理由を明示しつつ、補正が必要な請求項に限定・付加するように

するなどの補正方向を提示することができる場合 

③特許可能な従属項があっても、その従属項の一部又は全体構成よりも審査

過程で分かった発明の説明の技術構成が適正な権利範囲の確保により望ま

しい場合であって、技術構成を導出し、理由を明示しつつ、補正方向を提示

することができる場合 

上記の③の一部構成については、上記の①によって補正方向を提示しつつ、発

明の説明の技術構成を追加で知らせることを原則とする。この場合、権利の再作

成が必要な事項であるだけに、請求項に限定・付加するようにする上記の①、②

の補正方向の提示とは違ってその情報のみを明確に知らせることもできる。 

(2)次の例は、特許可能な従属項のいくつかの構成から技術構成を導出し、根拠

を明確に提示しつつ、補正に必要な請求項に限定・付加するようにした望ましい

補正方向の提示例である。 

(例 1)(請求項 2 は請求項 1 の従属項であって請求項 2 のみ特許可能な場合であ

り、請求項 2 のいくつかの構成から技術構成を導出して補正方向を提示

した事例) 

1. 前記拒絶理由 1.において指摘した請求項 1 の進歩性の拒絶理由に関

する内容です。 

請求項 2 に記載された構成中「ウェール(W1)及びウェール(W3)に熱収縮

性を備えた○○○がまたがって配置される」構成において、引用発明と相

違点があり、上記構成によって○○領域の○○○が向上する技術的効果

を有するものと判断されます。従って、請求項 2 に記載された上記構成

を請求項 1 に付加する補正をすれば、進歩性に関する拒絶理由が解消さ

れると判断されます。 
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(例 2)(「請求項 6 は請求項 5 を、請求項 5 は請求項 4 を…」のように順次に

先行請求項を引用し、請求項 1-5 は進歩性違背、請求項 6 のみ特許可

能な請求項である場合であって、請求項 6 のいくつかの構成から技術

構成を導出して補正方向を提示した事例) 

1. 上記の拒絶理由 1.において指摘した請求項 1-5 の進歩性の拒絶理

由に関する内容です。請求項 6 に記載された構成中「上記の第 2 段階

で、上記○○○は上昇状態を維持」する構成という点で引用発明と相違

しており、上記構成によって基板の収縮過程を減らして基板の非常に

薄い場合にも破損の危険がなく、○○○により安全に運搬することが

できる技術的効果を有するものと判断されます。 

従って、請求項 6 に記載された上記構成を請求項 1 に付加する補正を

すれば、進歩性に関する拒絶理由が解消されると判断されます。 

(3)次の例は、特許可能な請求項がないが、審査過程で分かった発明の説明の技

術構成を導出し、根拠を明確に提示しつつ、補正が必要な請求項に限定･付加す

るようにした望ましい補正方向の提示例である。 

(例 1)(請求項全項について進歩性を否定する拒絶理由を通知しつつ、発明の説

明から技術構成を導出して補正方向を提示した事例) 

1. 上記の拒絶理由 1.において指摘した請求項 1-5 の進歩性の拒絶理由

に関する内容です。発明の説明には「○○○及び○○○が形成された連結

管とねじ結合する構成(識別番号[0121、0122]参照)」が記載されており、

上記構成によって「○○管と○○管が相互スライドしながら容易な組み

立てを行うことができ、～○○管から複数回着脱させても第 1 リベット

及び第 2 リベットが容易に磨耗しなくなる(識別番号[0123]参照)」とい

う技術的効果が発生します。従って、上記構成は、引用発明と区別される

技術的構成とみることができるため、請求項 1 に「○○孔と○○部が形

成された○○管とリベット結合の構成」を付加する補正をすれば、進歩性

に関する拒絶理由が解消されると判断されます。 

(例 2)(請求項全項に対して進歩性を否定する拒絶理由を通知しつつ、発明の説

明から技術構成を導出して補正方向を提示した事例) 
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1. 上記拒絶理由 1.において指摘した請求項 1-5 の進歩性の拒絶理由に

関する内容です。発明の説明には、引用発明より技術的特徴があると判断

される『○○部と□□部が回転する際に、本体と駆動部が本体中心から瞬

間分離されて□□部の方向に曲がり、曲がってから再び復元する時に固

定体として機能して即時固定することにより◇◇◇する作用効果』が記

載されています。しかし、請求項 1の発明には「本体の内部に一体に形成

される場合も含む」と記載されており、上記の作用効果を発揮することが

できない場合も含まれています。従って、識別番号[0123]及び図 2乃至 5

に開示された○○○の形成位置及び形態を「本体外周面の一方の側面に

○○○で突出して一体に形成された○○○」で限定する構成を請求項 1の

発明と併合して、独立項として請求する補正を考慮して下さい。 

(4)次の例は特許可能な従属項があっても、その従属項の全体構成より審査過程

で分かった発明の説明の技術構成が適正な権利範囲の設定に望ましい場合であ

って、技術構成を導出して理由を明示して知らせた事例である。 

(例)1. 上記の拒絶理由 1.において指摘した請求項 1 の進歩性の拒絶理由に関

する内容です。発明の説明には、請求項 2(特許可能な請求項)に記載された

構成以外に二つの○○電極の間の放電が先に発生するよう、コンデンサに

おいて○○○と向き合うの部分の厚さが接地電極に向かった一面で○○○

と向き合うの部分の厚さより大きくする構成が記載されています(識別番

号[0012]参照)。上記構成により均質なコロナ放電を得ることができ、内部

空間の放電が◇◇モードに転移することを防止することができます(発明

の説明の識別番号[013]参照)。今後の補正時に請求項 2 を請求項 1 に併合

する方法以外に請求項 1に上記構成を付加した発明を新しく請求(既存の請

求項に限定・付加する、又は新しい請求項を新設するなど)することも考慮

して下さい。 

 

3.2 記載不備に関する補正方向の提示方法 

記載不備に関する補正方向の提示は、記載不備の解消ができる出願に対して

補正方向を明確に提示することができる。 

 

 

 



第 1 章 補正方向の提示によるポジティブ審査 

8105 (2014 年７月追録) 

(例)1. 上記の拒絶理由 1.において指摘した記載不備に関する内容です。 

請求項 1に記載された「超高速」の用語を削除する、又は発明の説明識別番

号[0123]に記載された「超高速」に関する定義規定である「○○～○○の処

理速度」に明確に表現すれば、特許を受けることができると判断されます。 

 

4. 望ましくない補正方向の提示例 

 

(1)登録可能な請求項を補正方向に単に繰り返した記載した場合 

(例)【請求項 4】(登録可能)第 1項において、そのうち上記透明基板上の複数の

電極線間に多数の○○を設置し、相互に相接する 2 つの○○は水平方向に

◇◇幅で距離を有することを特徴とするディスプレイ装置 

[補正に関する参考事項] 

請求項 4 の複数の電極線間に多数の○○を設置し、相接する二つの○○が

水平方向に◇◇幅で距離を有する構成(単に繰り返して記載)は、現時点で

は進歩性に関する適正な先行技術が見つからず、これを請求項 1 に付加す

る補正をすれば、上記の実用新案法第 4 条第 2 項の拒絶理由を解消するこ

とができると判断されます。 

(2)請求範囲を過度に縮小するように補正方向を提示した場合 

(例 1)[補正に関する参考事項]本願の請求範囲第 1 項乃至第 5 項を併合して減

縮する場合、上記の拒絶理由は解消されると判断されます。 

(例 2)[補正に関する参考事項]発明の説明の識別番号[0012]-[0020]に記載され

た構成を請求項 1 に付加する場合、上記の拒絶理由は解消されると判断

されます。 

(3)補正方向が明確ではない場合 

(例)出願発明と引用発明を対比すると、出願発明は請求項 4 の酸化ユニット、

気泡水発生器、流動管の有機的結合関係に特徴があるため、その構成を独立

項と結合すれば進歩性があると判断されます。 
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☞審査官が提示した補正方向の構成は酸化ユニット、気泡水発生器、流動管

の有機的結合関係であるが、その構成要素の範囲がどこまでなのか具体的

ではないため、望ましくない補正方向の提示例である。 

(4)補正方向の通りに補正した時に新しい拒絶理由が発生する場合 

(例)【請求項 2】第 1 項において、...する連結部材を備えたことを特徴とする

熱遮断器 

【請求項 3】第 2項において、上記の連結部材は下端部に熱遮断膜と○○○

を備えたことを特徴とする熱遮断器 

[補正に関する参考事項] 

発明の説明に記載された...効果は「連結部材の下端部に備えられた熱遮断

膜」によって発生するため、請求項 3 に記載された熱遮断膜を請求項 1 に

付加すれば、拒絶理由を解消することができます。 

☞補正方向通り補正時、連結部材及び熱遮断膜構成間の結合関係が不明確

になる新しい拒絶理由が発生するため、望ましくない補正方向の提示例で

ある。この場合、請求項 3 に記載された熱遮断膜を請求項 2 に付加するよ

う、補正方向を提示することが望ましいであろう。 

(5)最後拒絶理由通知の際、請求項の新設又は拡張などをするよう、提示するこ

とは望ましくない。 
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第 2 章 職権補正 

 

1．関連規定 

 

特許法第 66 条の 2(職権補正など)①審査官は、第 66 条による特許決定をする

ときに特許出願書に添付された明細書、図面又は要約書に記した事項が明白

に間違った場合は、職権により補正(以下、「職権補正」という)することがで

きる。 

 ②第 1項により審査官が職権補正をするためには、第 67条第 2項による特許

決定の謄本の送達と共にその職権補正事項を特許出願人に知らせなければな

らない。 

 ③特許出願人は、職権補正事項の全部又は一部を受け入れることができなけ

れば、第 79条第 1項により特許料を支払うまでにその職権補正事項に関する

意見書を特許庁長に提出しなければならない。 

 ④特許出願人に第 3 項により意見書を提出した場合、当該職権補正事項の全

部又は一部は最初からなかったものとみなす。この場合、その特許決定も同時

に取り消されたものとみなす。ただし、特許出願書に添付された要約書に関す

る職権補正事項の全部又は一部のみ最初からなかったとみなす場合は、この

限りでない。 

 

2. 職権補正制度の概要 

 

従前は出願に対して審査した結果、特許決定が可能であるが、明白な誤字・脱

字、参照符号の不一致など明確に誤って記載された内容のみ存在する場合、拒絶

理由通知をせずとも、より容易な方法で単純な誤記を修正することができるよ

うにすることで、審査の遅延を防止し、登録明細書の完璧を期すために審査官の

職権による補正制度が運営されていた。 
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しかし、拒絶理由が明白に間違って記載された内容に限って補正することが

できるため、いかに些細な拒絶理由であっても職権補正が不可能で活用度及び

実効性が低下し、特に最後の補正の段階において明白に間違って記載された内

容であるが、拒絶理由が間違って含まれてしまうとその補正は却下され、結局拒

絶決定される問題が依然として残っていた。 

こうした問題が解決するため、出願人が職権補正に同意しなければ特許決定

を取り消すという条件で、些細な誤字・脱字以外にも、拒絶理由に該当する記載

不備の事項も明白に間違って記載された場合は、審査官が職権補正することが

できるように 2017年 3月から職権補正の範囲を拡大した。 

ただし、明細書などを明確に記載する責任は原則的に出願人にあり、特許法第

47 条において補正することができる者、補正ができる期間及び範囲を厳格に定

めている点を考慮するとき、審査官による職権補正制度は出願人による補正の

例外として制限された範囲内で補充的に運営される必要がある。 

 

3. 職権補正が可能な事項 

 

(1)特許法第 66 条の 2 における明細書、図面又は要約書に記された事項が「明

白に間違っている場合」という通常の技術者にとってその記載が間違っている

との事実を容易に認識することができ、明細書などの記載、意見書及び出願当時

の技術常識を参酌して出願人の当初の意図が明確に分かるため、当該補正がど

のように行われるか容易に予測することができる事項を意味する。 

(2)職権補正の対象は、国語標準用語又は正書法上の単純な誤字、脱字又は図面

符号の不一致、出願人の当初の意図が明確に分かる記載不備などとして、具体的

な例は次の通りである。具体的な例は次の通りである。ただし、以下の同じ場合

であっても、出願人の意図が明確に把握されなければ、職権補正しない。 

①国文法に外れた誤字 

(a)半導態  →半導体 

(b)基板わ  →基板は 

②国文法上の解釈が明らかな脱字 
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(a)ラインに伝達す○信号 →ラインに伝達する信号 

(b)リニアーター  →リニアモーター 

③参照符号の不一致 

(a)発明の説明中[図 2]バッファー部(115)vs.図面[図 2]バッファー部(15) 

④重複した記載 

(a)特許庁特許庁は →特許庁は 

⑤図面の簡単な説明の部分の誤謬 

(a)図面番号の誤記 

図１は再生機器の断面図 

図１は再生機器の側面図 → 図 2は再生機器の側面図 

図 3は再生機器の斜視図 

(b)図面符号の誤記 

3…歯車  3…モータ → 3…歯車  4…モータ 

⑥代表図の誤記 

発明の説明から把握したところ、明確に誤って記載された代表図 

⑦明細書上の発明の名称が出願書と一致しない場合 

明細書の発明の名称を出願書に記載された発明の名称に職権補正すること

ができる。もし、出願書に記載された発明の名称が第 2 部第 2 章の発明の

名称の記載要件を充足しない場合には、出願書の発明の名称を適切である

と認められる発明の名称に職権で訂正(特許ネット審査画面上の職権訂正

ボタンを活用)し、明細書の発明の名称もこれに合わせて職権補正すること

ができる。 

⑧削除された請求項を引用する場合 

(a)削除された請求項だけを引用し、先行請求項が 1個の場合 

請求項 1．Aと Bを含む装置 

請求項 2．削除 
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請求項 3．請求項 2において、Cをさらに含む装置 

→請求項 1において、Cをさらに含む装置 

(b)削除されていない請求項も引用する場合 

請求項 1．Aと Bを含む装置 

請求項 2．削除 

請求項 3．請求項 1又は 2において、Cをさらに含む装置 

→請求項 1において、Cをさらに含む装置 

⑨従属項であるにも引用する請求項と末尾が異なる場合 

請求項 1．Aと Bを含む装置 

請求項 2．削除 

→請求項 1において、Cをさらに含む装置 

⑩補正により従属項が引用する請求項に併合されたにも従属項を削除しなか

った場合 

[補正前]請求項 1．Aを含む装置 

請求項 2．請求項 1において、Bをさらに含む装置 

[補正後]請求項 1．Aと Bを含む装置 

請求項 2．請求項 1において、Bをさらに含む装置→削除 

⑪同一の構成に対して二つ以上の用語を使用して称する場合 

請求項 1．核形成層を形成する段階と上記の核生成層の上にシリコン層を形

成する段階を含む半導体層の形成方法 

→請求項 1．核形成層を形成する段階と上記の核形成層の上にシリコン層を形

成する段階を含む半導体層の形成方法[2011ホ 7263] 

⑫請求項を間違って引用したことが明白である場合 
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請求項 1．Aを含む装置 

請求項 2．請求項 1において、Bをさらに含む装置 

請求項 3．請求項 1において、上記の Bは Cである装置 

→請求項 2において、上記の Bは Cである装置[2016ホ 5903] 

⑬文言的に同一である請求項を重複して記載する場合 

請求項 1．Aと Bを含む装置 

請求項 2．Aと Bを含む装置→削除 

⑭引用される項の番号を択一して記載していない場合 

a)請求項 1及び 2において、→請求項 1又は 2 において 

b)請求項 1 及び請求項 2 又は請求項 3 のうち、少なくともいずれかの一項

において→請求項 1乃至 3のうち、いずれかの一項において 

 

4. 職権補正の手続き 

(1)職権補正をしようとする審査官は、職権補正事項を特許決定謄本と共に特許

出願人に知らせなければならない。[特法 66の 2(2)] 

職権で補正することができる事項があると認められる場合、審査官は特許決

定書に職権により補正される事項を明確かつ具体的に記載して出願人に通知す

る。このとき、明確に誤ったものと認められる理由を具体的に付記することによ

り、出願人が職権補正事項を受け入れるか否かを容易に判断することができる

ようにする。 

 

(通知例) 

1. 発明の説明中の識別番号<20>の第 2行目；「…伝達す信号…」；「…伝達する信

号…」；明白な脱字の修正 

2. 請求項第 3 項の第 3行目；「…半導態記憶装置」；「…半導体記憶装置」；明白

な誤字の修正 
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また、職権により補正される事項の位置を記載する際には、識別番号又は当該

行数などを活用して具体的かつ明確に適示することで、出願人が職権補正を受

け入れるか否かを決定するに当たって、混乱が発生しないように留意しなけれ

ばならない。 

(2)出願人は、職権補正事項の全部又は一部を受け入れることができないときに

は、特許料を納付する時までに意見書を提出して審査官の職権補正の通知に対

して職権補正の事項別に取捨選択をすることができる。[特法 66の 2(3)] 

出願人が意見書を提出した場合、意見が提出された当該職権補正事項の全部

又は一部は最初からなかったもとみなされる。この場合、その特許決定も共に取

り消されたものとみなされ、審査官は改めて審査をする。ただし、要約書に関す

る職権補正事項の全部又は一部のみ最初からなかったものとみなす場合は、特

許決定が取り消されたものとみなさない。[特法 66の 2(4)] 

 

5．職権補正の受入拒否による再審査手続き 

 

(1)出願人が職権補正事項の全部又は一部を受け入れることができない意見書

を提出した場合、審査官は出願人が受け入れなかった職権補正事項を確認し、要

約書に関する職権補正事項以外の職権補正事項を受け入れなかった場合であれ

ば、意見書の移送を受けてから 1 カ月以内に再度審査に着手しなければならな

い。[規定 26の 2(1)] 

(2)審査官は改めて審査した結果、拒絶理由が見つからない場合は、特許決定又

は実用新案登録決定をしなければならない。このとき、当初職権補正事項の中か

ら出願人が意見書において受け入れることができないと明示した職権補正事項

は、再度職権補正をしないように注意する。[規定 26の 2(2)] 

(3)審査官は改めて審査した結果、拒絶理由が見つかった場合、出願人に意見提

出の機会を与えなければならない。このとき、その拒絶理由が職権補正前に既に

通知した拒絶理由であっても再度通知しなければならない。ただし、その拒絶理

由が出願人の受け入れなかった職権補正事項に該当し、既に通知された拒絶理

由であれば即時に拒絶決定をすることができる。 
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 また、職権補正の前に行った補正を却下決定することはできない。これは、登

録決定当時に当初拒絶理由が解消されたと信頼した出願人に不測の損害をもた

らしかねないという部分を考慮したものである。[特法 51(1)(1)][規定 26 の

2(4)] 

 

6. 職権補正における留意事項 

 

職権補正の対象は、明細書、図面又は要約書に記された事項が明白に誤った場

合である。従って、些細な誤字・脱字以外の拒絶理由に該当する記載不備も明ら

かに間違った記載であれば、審査官は職権補正することができる。[特法 66 の

2(1)] 

(1)職権補正により請求範囲に変動が生じないように留意しなければならず、一

部であっても異なる解釈の余地がある場合は、職権補正をしない。 

(2)出願人に拒絶理由を通知する場合は、職権により補正ができる事項を共に通

知し、出願人が補正により解消することができるよう誘導する。このとき、職権

により補正することができる事項のうち、些細な誤字・脱字は参考事項に、明ら

かに誤った記載不備に当たるものは拒絶理由に通知する。 

(3)職権補正によって特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載さ

れていない事項が追加されないように注意しなければならない。特に、図面を職

権補正する場合、意図しなかった新しい技術事項が含まれる可能性があるため、

注意しなければならない。 

(4)記載が間違ったという事実が明白であっても、明細書と意見書などから出願

人の当初の意図が明確に把握されなければ、職権補正しないことが原則である。 

(例)削除された請求項だけを引用しており、先行請求項が 2以上である場合、

削除された請求項の代わりに先行請求項のうち、どの項を引用しようと

したか、出願人の当初の意図が明確でなければ職権補正しない。 

(5)出願人が職権補正事項のうち一部を受け入れなかった場合は、その一部の職

権補正事項は最初からなかったものとみなすが、その他職権補正事項はそのま

ま維持されるため、その他職権補正事項を拒絶理由に通知しないよう留意する。

そして、改めて特許決定又は実用新案登録決定をする場合は、その他職権補正事
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項が最終明細書に反映されたか否か確認して、反映されていなければ、改めて職

権補正をする。 

(6)二つ以上の請求項が文言的に同一であるなどの理由から、一部の請求項を職

権により削除しようとする場合は、請求項の数も変わるため、特許ネットの審査

画面上において請求項の数も職権で訂正する。 

(7)発明の内容を充分に表現することができる図面があるにもかかわらず、出願

人が代表図を記載しなかった、又は誤って記載したことが明白である場合は、審

査官は要約書の代表図を発明の内容を最も充実に表現したと判断される図面に

職権補正することができる。 
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第 3 章 拒絶理由の再通知 

 

(1)拒絶理由を通知した後、補正書などを反映して出願を改めて審査した結果、

拒絶理由があり、その拒絶理由が既に通知した拒絶理由である場合には、再度拒

絶理由を通知せずに拒絶決定することが原則であるが、出願人が拒絶理由を解

消するための補正の意思などを明確に表示したものの、単にそのような補正が

補正書から漏れたと思われる場合には、一定の要件下で同一の拒絶理由を再度

通知することができる。 

同一の拒絶理由の再通知をすることができる要件は、次の通りである。 

①通知された拒絶理由を解消するための補正の意思と内容を意見書などに明

確に記載したが、 

②補正書にはそのような補正内容が漏れ、 

③補正書から脱落した補正内容で補正がされたならば、それに関する拒絶理

由が解消されるものと認められ、 

④補正書から漏れた補正内容に関する拒絶理由を除いては、既に通知された

その他拒絶理由がいずれも解消され、その他の新しい拒絶理由もないこと 

(2)再通知する拒絶理由の種類は、元の拒絶理由通知時の拒絶理由の種類と同一

である。すなわち、再通知する拒絶理由が元の拒絶理由通知時に最初拒絶理由で

あったものがあれば最初拒絶理由通知にして、再通知する拒絶理由が元の拒絶

理由通知時にすべて最後拒絶理由であったのであれば最後拒絶理由通知にする。 

(3)一方、代理人がいない出願において、出願人が拒絶理由通知を受けて明細書

の補正の方法が分からず、意見書に補正の意思などを示して提出しただけの場

合には、(上記②、③、④は充足せず)上記①の要件のみ充足しても審査官が出願

人の適正な補正機会の与えるために必要であると認めれば、同一の拒絶理由の

再通知をすることができる。 
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第 4 章 予備審査 

 

1．予備審査の概要 

 

予備審査とは、審査着手前に出願人などと審査官が対面面談により審査意見

を交換し、正確な審査及び迅速な権利化を図るための制度である。 

予備審査の面談により出願人などは審査着手前に拒絶理由及び補正の方向性

について審査官と協議し、特許決定の可能性を高め、発明の早い権利化ができる

ほか、審査官は出願人から技術内容に関する説明を直接聴取することができる

ため、正確な審査ができる。 

 

 

 

2．予備審査の申立対象 

 

2.1 予備審査の申立ができる出願 

予備審査は審査負担度が特許分類全体の平均以上である高難度の出願のうち、

審査官が優先審査を決めた出願(ただし、特許審査ハイウェイ出願の場合は、審

査官が優先審査を決めた出願を対象にする)を対象にする。 

 

2.2 予備審査の申立ができる者 
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予備審査を申し立てることができる者は、出願人又は代理人にする。 

 

2.3 予備審査の面談に参加できる者 

予備審査の面談に参加できる者は、当該出願に対して責任のある対応ができ

る者であって、出願人(法人である場合、法人を代表することができる者)、当該

出願の代理人又は副代理人の先任権がある代理人から面談手続きの委任を受け、

これを証明する書類を持参した代理人である。 

ただし、代理人のいる出願である場合、代理人は必ず面談に参加しなければな

らない。発明者も面談に参加することができるが、出願人、代理人又は面談手続

きの委任を受けた者など、当該出願について責任のある対応ができる者と共に

参加しなければならない。 

一方、保佐審査官が関連する出願については、保佐審査官の指導審査官も面談

に立ち会わなければならない。 

 

2.4 予備審査の面談の内容 

予備審査の面談において議論される事項は、実体審査に入る前に出願人又は

発明者と審査官が直接会って、迅速かつ正確な審査及び適正な権利範囲の確保

に役立つことができるすべての事項をいう。 

面談に参加する主体毎に出願人などは出願発明の具体的な技術内容、先行技

術との相違点などについて審査官に説明し、審査官の正確な審査を助け、審査官

は出願発明の特許性及び明細書の記載不備に関する事前検定など迅速な対応が

できるようにする。それと共に各主体は当該発明が適正な権利範囲を確保する

ことができるよう、拒絶理由の解消に向けた適切な補正方向について協議を進

める。 

 

3．予備審査の申立及び決定の手続き 

3.1 予備審査の申立 
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予備審査は、優先審査決定書の発想日より 14日になる日までに申し立てなけ

ればならない。ただし、予備審査の前に審査官が意見提出通知書など審査通知書

を通知した場合は、面談をする必要がない。 

予備審査の申立は、出願人などが特許路(http://www.patent.go.kr)のホーム

ページ(出願申立－予備審査申立)により申立人、出願番号、面談の希望日時、面

談の参加者、連絡先などを記載して申し立てることでできる。 

一方、出願人などは予備審査を申し立てるとき、説明資料などの準備期間と審

査官の事前検討期間を踏まえ、予備審査の申立日より 3週後から 6週以内(面談

可能期間)において 3つの日付を面談希望日に選択して希望面談時間と共に記載

しなければならない。 

 

3.2 予備審査の決定 

3.2.1 予備審査の決定基準 

特許路ホームページを通した予備審査申立の内容は当該出願の担当審査官に

即時移送される。 

予備審査の申立があった場合、審査官は面談の申立日から 7 日以内に特許ネ

ットのシステムを利用して予備審査を決定又は返戻しなければならない。 

予備審査は、正確な審査及び適正な発明の迅速な権利化を目指し、審査に着手

する前に審査官と出願人などが面談により審査に関する意見を交換する制度で

あり、予備審査による正確な審査及び迅速な権利化の効果を極大化するために、

技術難度の高い特許分類の優先審査出願を対象にする。具体的な予備審査対象

の出願基準は、以下の通りである。 

①高難度出願 

予備審査は、審査負担度を基準にして特許分類全体の平均難度以上の出願

を対象にする。審査官は当該出願が高難度の出願に該当するか否かを特許

ネットシステムの予備審査決定画面において確認することができる。 

②優先審査が決定された出願 

予備審査は、審査官が優先審査決定書を通知した出願を対象にする。 
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ただし、特許審査ハイウェイ(PPH)出願の場合は、審査官が優先審査を決め

た出願を対象にする。また、出願人などが予備審査を申し立てた内容に基づ

いて、以下のような基準も同時に考慮して予備審査の可否を決定する。 

③予備審査申立日 

予備審査は、優先審査決定書が発送された日から 14日以内に申立がされて

いなければならない。ただし、審査官が意見提出通知書など審査通知書を既

に発送した場合は、予備審査を申し立てることができない。 

④面談参加者 

予備審査の面談に参加することができる者は、出願人(法人の場合は法人を

代表することができる者)、発明者、当該出願の代理人又は出願人から面談

手続きの委任を受けた者である。出願に関する代理人がいる場合は、面談の

効率的な進行のために代理人が参加しなければならない。 

⑤面談希望日 

予備審査の面談を申し立てる者は、面談申立日より 3 週後から 6 週以内の

期間のうち、優先順位によって 3 つの日付を面談希望日に指定し、面談を

受けようとする時間と共に面談申立の際に記載しなければならない。 

⑥その他理由 

面談対象の請求項の範囲が広範囲に至る場合など、予備審査の面談を行う

に適合しない理由の有無 

 

3.2.2 予備審査申立の受諾 

 審査官は、当該予備審査の申立が上記の予備審査の要件をいずれも充足する

場合は、当該出願の予備審査申立を受諾する。 

 審査官は、予備審査を決定する際に当事者が提出した「面談希望日」のうち一

日に予備審査の面談日付を選択する。優先審査の決定後、審査官が当該出願の先

行技術調査を依頼した場合は、面談の前に先行技術調査報告書が納品され、 
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これを参考にして事前検討をすることができるよう、予備審査申立日より 1 カ

月以降に面談日を決めることが望ましい。審査官は、申立のあったすべての面談

希望日に面談を行うことができない場合は、出願人と架電により具体的な面談

日時について協議して決める。 

 一方、上記「3.2.1予備審査の決定基準」の予備審査の要件のうち、いずれか

の一つを充足しなくても、その理由が直すことができる場合は、出願人などと架

電により協議し、当該返戻理由を解消するように誘導することが望ましい。審査

官は出願人などと協議して当該返戻理由が解消されたと判断される場合は、面

談申立書の補正又は追加書類の提出がなくても職権により予備審査の面談を受

諾することができる。 

 

3.2.3 予備審査申立の返戻 

 審査官は、当該予備審査の申立が上記の「3.2.1予備審査の決定基準」の要件

のうち、いずれかの一つも充足できず、出願人などと協議などをしても返戻理由

を解消することができない場合は、予備審査の申立を返戻することができる。 

 ただし、出願人などは予備審査の申立が返礼されても、予備審査の申立ができ

る期間(優先審査決定書の発送日から 14日以内)に返戻理由を解消し、予備審査

の面談を改めて申し立てることができる。 

 

3.3 面談の延期又は取消 

 出願人などの不可避な理由により、面談期日に面談を進行することができな

い場合は、審査官は 1回に限って出願人などと協議して面談可能日(予備審査の

面談の申立日より 3週後から 6週以内の期間)のうち、面談日を改めて決めて出

願人などに通知することができる。 

 しかし、審査官が判断した結果、出願人などの延期理由が不可避なものと認め

られない場合、審査官は面談を取り消すことができる。 
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4．予備審査面談の進行手続き 

 

4.1 面談の事前準備 

 審査官は、面談に先立って出願発明を把握して特許要件、記載不備などについ

て検討しなければならない。このような検討は面談時に出願人などに拒絶理由

及び補正の方向性などについて明確に説明することができるよう、実際の審査

に準じて準備しなければならない。 

 審査官は、面談時に必要な出願書類、先行技術調査の結果などを準備して面談

に臨む。また、面談後、出願人などと面談において協議した事項をまとめる「面

談記録書(予備審査/一括審査/補正案レビュー用)」(以下、「面談記録書」とい

う)、「面談記録書(予備審査/一括審査/補正案レビュー用)の追加用紙」(以下、

「追加用紙」という)を準備して面談に臨む。 

 一方、審査官の拒絶理由に対する事前検討の結果は、面談記録書に予め記載

し、面談時にこれを参考にして出願人などに説明する。 

 

4.2 面談参加者の身元確認 

 審査官は面談を始める前に面談参加者の身元確認をする。特に未公開出願の

場合、住民登録番号などにより面談参加者の身元を確認しなければならない。も

し、身元確認に応じなければ、面談の内容を技術の説明などに限定する、又は面

談参加者が持参した書類の範囲内で予備審査の結果などを知らせる。 

 ただし、出願人などが面談のために庁舎に入場するときに身分証を預けるた

め、出願人などが庁舎内に入る前に確認することが望ましい。 

 事前に申し立てた面談参加者と実際の参加者が異なる場合は、出願書類に対

する保安及び面談の効率性などを踏まえて面談を中断する、又は着手期限など

を踏まえて面談を延期する、若しくは取り消すことができる。又は、面談に参加

した者を踏まえて面談の範囲を制限することができる。 

 

4.3 面談の進行 

 面談において議論される具体的な内容の例は、以下の通りである。
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(1)出願発明に関する技術の説明(主体：出願人) 

 出願発明の内容が複雑かつ高度であり、内容の把握が難しいと予想される場

合、明細書又は図面(以下、「明細書など」という)の内容だけでは技術的思想を

明確に理解することが難しいと判断されるなどの場合、出願人などは審査官に

技術内容について直接説明して審査官の明確な技術の理解を助ける。 

 この際、出願人などは審査官の理解を深めるため、出願発明の実物又はマルチ

メディア資料(写真、動画など)などを自由に活用することができ、審査官は必要

に応じて上記の面談補充資料を予め要請し、審査の参考にすることができる。 

(2)明細書などの予備補正案の説明(主体：出願人など) 

 出願院などは自ら発見する、又は専門機関の調査による先行技術調査の結果

に基づいて事前に提出した予備補正案を審査官に説明することができる。 

 この際、審査官は出願人などが明細書などの補正案などについて意見を求め

た場合、迅速かつ正確な審査に役立つと認められる範囲内において補正案に関

する意見を提示することができる。 

 一方、予備補正案は面談日から少なくとも 14日以前に審査官に提供され、審

査官に予備補正案を検討する充分な時間が確保される必要がある。従って、上記

期間以降に提供された予備補正案について審査官は意見を提示しないこともで

きる。 

 また、自発補正書もできれば面談日の 14日以前に受け付ける必要がある。上

記期間以降に補正書が受け付けられ、審査官が既に予備審査の面談に向けた事

前検討を終えた場合、審査官は当該補正書が受け付けられる前の明細書などを

基準にして面談を進める。 

(3)出願発明と先行技術との対比説明及び特許性の主張(主体：出願人など) 

 出願院などは当該出願発明を優先審査の申立時に提出した自発的先行技術調

査の結果又は専門機関に依頼された先行技術調査の結果による先行技術などと

対比して説明し、出願発明(予備補正案が提出された場合は、予備補正案による

出願発明)と先行技術との相違点及びそれに基づいた出願発明の特許性を主張

することができる。 
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(4)請求範囲及び明細書などに関する拒絶理由の説明(主体：審査官) 

 審査官は、予備審査可否を決定した後、予備審査の面談の前に出願発明に対す

る特許性及び明細書の記載不備などに関する事前検討を行い、その結果を面談

において出願人などに説明する。 

 また、審査官は予備審査の面談中、拒絶理由の解消に向けた適切な補正の方向

性がある場合、これを積極的に出願人などに対して提示することが望ましい。 

(5)適正な権利範囲の確保に向けた補正の方向性に関する協議(主体：出願人な

ど/審査官) 

 審査官と出願人などはそれぞれ提示した補正の方向性及び予備補正案などに

基づいて出願発明が発見された拒絶理由を解消し、適正な権利範囲を確保する

ことができるように補正の方向性の協議に努めなければならない。 

 ただし、審査官は、審査官の判断による適切な補正の方向性を提示したとして

も、出願人に対してこれに従うよう指示する、又は意図せず、①補正に対する審

査官の意見は参考事項に過ぎず、法的に強制されるものではないため、最終的な

補正は出願人などの意思と責任によって決定されるべきである、及び②面談後

に新しい先行技術又は証拠を見つける、若しくは面談後の補正により審査官が

提示した補正の意見は変更可能性があることを出願人に明確に説明しなければ

ならない。 

 一方、単純な事務連絡、審査進捗に関する質問及び特許手続きなどに関する問

い合わせなども付随的に面談の内容に含まれるが、このような事項は予備審査

の目的に符合しないため、これを面談の主な内容にすることはできない。 

 

4.4 面談記録 

 面談に参加した出願人などと審査官は、面談後に面談記録書を作成し、作成し

た面談の内容について確認したと署名しなければならない。署名後、出願人など

の要請があった場合、審査官は面談記録書の写しを出願人などに提供すること

ができる。一方、署名を完了した面談記録書は、面談後の特許ネットシステムに

搭載して審査履歴に記録する。 
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 面談記録書には面談日時及び場所、出願番号、発明の名称、面談参加者名、審

査官の拒絶理由に関する意見、協議された補正の方向性などを記載する。 

(1)拒絶理由に関する意見の記載 

 「拒絶理由に関する意見」は、出願発明に関する特許要件及び記載不備など、

審査官が事前に検討した結果とこれに対応した出願人の意見に関する内容であ

る。 

 審査官は、審査官の拒絶理由に関する意見を面談前に予め作成し、面談時に持

参する。ただし、事前検討の結果による拒絶理由は面談時に出願人などに対して

口頭で詳細に説明することが原則であるため、面談記録書には拒絶理由の趣旨

程度を記載し、面談時又は面談後に参考する程度であれば充分である。 

 出願人の拒絶理由に関する意見は、面談時に審査官が説明した拒絶理由に対

応して出願人が提示した意見を記載する。 

(作成例)拒絶理由に関する意見 

法条項 請求項 審査官 出願人 

第 29 条 

第 2項 

1-3 
引用発明 1 の△△△構成に

より容易に発明できる。 
認める。 

4-6 

引用発明 1 の△△△構成と

引用発明 2 の▲▲▲構成の

結合により容易に発明する

ことができる。 

引用発明 1、2は、相互の技

術分野及び発明の目的が相

違するため、その結合が容

易ではない。 

第 42 条 

第 4項 

第 1号 

4 

請求項 4 の☆☆☆の数値限

定は、発明の説明の数値範

囲を超えるため、発明の説

明により裏づけされない。 

認める。 

第 42 条 

第 4項 

第 2号 

1 
請求項 1 の○○○は、その

意味が不明りょうである。 

○○○は、当該技術分野に

おいて慣用的に使われる用

語であり、その意味が明り

ょうである。 

 

(2)協議された補正の方向性の記載 

 審査官と出願人などは、審査官が提示した拒絶理由の補正の方向性について

協議が成された場合は、審査履歴を残すために協議の結果を面談記録書に記載

しなければならない。補正の方向性に関する協議の結果は、「補正の方向性」に
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限って協議された場合、及び具体的な「補正案」まで協議された場合があるが、

面談記録書の記載は、できれば協議された内容そのまま記載することが望まし

い。 

(作成例 1)「補正の方向性」に限って協議された場合の作成内容 

1)請求項 1の進歩性の拒絶理由について 

 請求項 1 の◇◇◇構成を発明の説明及び図 5 を参考にしてさらに具体

的に限定 

2)請求項 4の記載不備(第 42条第 4項第 1号)の拒絶理由について 

 請求項 4 の☆☆☆の数値限定の範囲を発明の説明の実施例 1 に記載さ

れた数値範囲内に補正 

(作成例 2)具体的な「補正案」まで協議された場合の作成内容 

1)請求項 1の進歩性の拒絶理由について 

 請求項 1 の◇◇◇の構成を◆◆◆付加試料を採取することにより、◇

◇◇の上段の歯車で結合した◎◎◎部が回転し、◇◇◇が作動するもの

に限定 

2)請求項 4の記載不備(第 42条第 4項第 1号)の拒絶理由について 

 請求項 4の☆☆☆の数値限定の範囲を 50~60℃に限定 

 ただし、審査官と出願人などが拒絶理由に対する補正方向を充分に議論した

にもかかわらず、協議の結果を導き出すことができなかった場合は、協議された

補正の方向性に関する記載を省略することができる。 

 

4.5 面談の終了 

 審査官は、出願人などから充分な技術説明を聴取し、面談前に準備した予備審

査の結果を出願人などに説明するなど、面談の目的を達成して面談記録書を作

成した場合は、面談を終了することができる。 
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 ただし、面談中にも以下のように面談の実効性がないと判断される場合は、こ

れを出願人などに通知して面談を終了することができる。この場合、審査官は面

談記録書の作成時、面談終了時まで議論された事項を記録するだけで充分であ

る。 

①面談の内容が本来の面談の趣旨に沿わない場合(出願内容に関係なく、特許

制度又は手続きに関する単純な相談などが面談の内容の中心になった場合

など) 

②出願人などが多数の予備補正案を提示し、これに対する見解を求める場合 

③補正案に関する協議に至ることができない、又は円滑な意思疎通が不可能

であると審査官が判断した場合など 

④面談時間が不要に長くなる場合 

⑤その他、効率的な面談が不可能であると判断される場合 

 

5．予備審査の面談後の手続き 

 

5.1 出願人などの手続き 

 代理人(代理人がいない場合は、出願人)は、面談後に協議された補正の方向性

に対する出願人の意思を反映し、明細書などの補正書又は意見書を作成する。 

 協議を経て面談記録書に記載された補正の方向性は、たとえ審査官と出願人

などの間で協議された事項ではあるが、出願人は面談記録書に記載された補正

の方向性の内容と違う、自由な補正をすることができるほか、意見書に出願人の

意見を記載して提出することもできる。 

 出願人は、実際に審査に着手する前に面談を通して協議された補正の方向を

反映して(又は出願人などが自発的に)補正をしようとする場合は、審査着手の

締切日(予備審査の申立日より 2 カ月(PPH 又は専門機関の先行技術調査の依頼

による優先審査は 4カ月))より 10日以前になる日(以下、「予備審査補正書の提

出期間」という)までに補正書(必要に応じては、意見書を含む)を提出する。 
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ただし、出願人などの不可避な理由により、その期間内に補正書の提出が難しい

場合は、出願人などは審査官に架電により延長を要請することができる。 

 一方、面談の内容を前提にして意見書の記載内容を簡素化することは許容さ

れない。 

 

5.2 審査官の手続き 

5.2.1 面談結果記録書の作成(面談記録書の審査履歴化) 

 審査官は面談時に作成した面談記録書を審査履歴として残すため、面談終了

後、特許ネットのシステムを利用して面談結果記録書を作成しなければならな

い。 

 面談結果記録書は、出願人などと審査官が手書きで作成した面談記録書を電

算化する過程であって、面談記録書と同一の内容に記載して作成する。 

 一方、面談内容について出願人などが確認したことを明確に記録として残す

ため、出願人などの署名が捺印された面談記録書をイメージ化し、面談結果記録

書の作成時に必ず添付する。 

 

5.2.2 審査着手 

 審査官は、審査着手の時期が到来すると、面談記録書に記録された内容(協議

された補正方向の内容など)を参考にして審査に着手する。ただし、審査官は予

備審査補正書提出期間の満了日までに審査を保留する。 

 予備審査の面談後、予備審査補正書提出期間内に補正書が提出されなかった

場合、審査官は予備審査申立日より 2 カ月以内(PPH 又は専門機関の先行技術調

査の依頼による優先審査は 4カ月)に審査に着手する。 

 予備審査の面談後、審査官が審査に着手する前に補正書が受け付けられた場

合、審査官は補正書の移送を受けた日より 1カ月以内に審査に着手する。[規定

66(2)] 
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 審査官は原則として面談において出願人などと協議した補正の方向性があれ

ば、これを基に審査しなければならない。ただし、面談後に新しい先行技術調査

を遂行した結果、新しい引用文献を見つける、又は面談時には分からなかった記

載不備などを発見した場合は、面談記録書に記載された協議内容と異なる判断

をしても問題ない。また、面談時に誤判した拒絶理由を発見した場合も同様であ

る。一方、単純な拒絶理由の場合は、架電により自発補正を誘導してから審査す

る。 

 審査官は、最終判断をしてからは、通常の審査手続きと同じく、出願人に拒絶

理由を通知する審査手続きを進める。 
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第 5 章 補正案レビュー 

 

1．補正案レビューの概要 

 

 補正案レビュー制度は、出願人が通知を受けた拒絶理由に対応した最終補正

書を提出する前に審査官との面談を通して補正案に関する意見を交換すること

により、出願院は特許決定の可能性を高め、審査官は正確な審査を図るための制

度である。 

 

2．補正案レビューの申立対象 

 

2.1 補正案レビューの申立ができる出願 

 補正案レビューは、審査官が拒絶理由を通知した出願のうち、意見書提出期間

の満了日 1 カ月以前になる日までに補正書又は補正案を記載した意見書を提出

したすべての出願を対象にする。 

 

2.2 補正案レビューの申立ができる者 

 補正案レビューの申立ができる者は、出願人又は代理人にする。 

 

2.3 補正案レビューの面談に参加できる者 

 補正案レビューの面談に参加することができる者は、当該出願に対して責任

のある対応ができる者であり、出願人(法人の場合は、法人を代表することがで



第 8 部 ポジティブ審査基準  

8502 (2015年 1月追録) 

きる者)、当該出願の代理人又は出願人若しくは復代理人の選任権を有する代理

人から面談手続きの委任を受け、これを証明する書類を持参した代理人である。 

 ただし、代理人のいる出願である場合、代理人は必ず面談に参加しなければな

らない。発明者も面談に参加することができるが、出願人、代理人又は面談手続

きの委任を受けた者など、当該出願について責任のある対応ができる者と共に

参加しなければならない。 

 一方、保佐審査官が関連する出願については、保佐審査官の指導審査官も面談

に立ち会わなければならない。 

 

2.4 補正案レビューの面談の内容 

補正案レビューの面談において議論される事項は、出願人が事前に提出した

補正案を基にして通知された拒絶理由を解消し、適正な権利範囲の確保に役立

つことができるすべての事項をいう。 

面談に参加する主体毎に出願人などは出願発明の具体的な技術内容の説明と

共に補正案によって通知された拒絶理由を解消することができると説明し、審

査官は提出された補正案の拒絶理由の解消可否に関する事前検討の意見を出願

人などに説明する。それと共に各主体は当該発明が適正な権利範囲を確保する

ことができるよう、適切な補正方向について協議を進める。 

 

3．補正案レビューの申立及び決定の手続き 

 

3.1 補正案レビューの申立 

 補正案レビューは、意見提出通知書による補正書の提出期間の満了日より 1

カ月になる日までに申し立てなければならない。 

 補正案レビューの申立は、出願人などが特許路(http://www.patent.go.kr)の

ホームページ(出願申立－補正案レビュー申立)により申立人、出願番号、面談の

希望日時、面談の参加者、連絡先、補正案の提出有無などを記載して申し立てる

ことでできる。 

 一方、出願人などは補正案レビューを申し立てる際、説明資料などの準備期間

と審査官の補正案検討期間を踏まえ、補正案レビューの申立日より 2 週後から

3 週以内(面談可能期間)において 3 日を面談希望日に選択して希望面談時間と
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共に記載しなければならない。 

 

3.2 補正案レビューの決定 

3.2.1 補正案レビューの決定基準 

特許路ホームページを通した補正案レビュー申立の内容は当該出願の担当審

査官に即時移送される。 

補正案レビューの申立があった場合、審査官は面談の申立日から 7 日以内に

特許ネットのシステムを利用して補正案レビューの申立を決定又は返戻しなけ

ればならない。 

 補正案レビューの申立を受け入れるか否かは、申立内容を基に以下の基準に

従って決定する。 

①補正案の提出当否 

補正案は、補正書又は意見書の形で補正案レビューの申立前、又は申立と同

時に提出しなければならない。審査官は、補正案レビューの申立があった場

合、特許ネットの出願履歴によって補正書又は意見書が提出されたか否か

を確認する。ただし、方式審査の過程において受付が遅延される場合がある

ため、出願履歴において補正書又は意見書の提出を確認することができな

い場合には、出願人と出願人などにより補正書又は意見書が実際に提出さ

れたか否かを確認してから補正案レビューの申立を返戻する。 

②申立日 

補正案レビューは、意見書提出期間の満了日の 1 カ月以前になる日までに

申し立てなければならない。 

③面談参加者 

補正案レビューのための面談に参加することができる者は、出願人(法人の

場合は法人を代表することができる者、法人内の技術開発部署又は特許関

連部署の職員なども可能)、発明者、当該出願の代理人又は出願人から面談

手続きの委任を受けた者である。ただし、出願に関する代理人がいる場合

は、面談の効率的な進行のために代理人が参加しなければならず、出願人で

はない発明者は、単独で面談に参加することができない。 
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④面談希望日 

補正案レビューの面談を申し立てる者は、面談申立日より 2 週後から 3 週

以内の期間のうち、優先順位によって 3 つの日付を面談希望日に指定し、

面談を受けようとする時間と共に面談申立書に記載しなければならない。 

⑤その他理由 

複数の補正案を提示するなど、補正案レビューの面談を行うに適合しない

理由の有無 

 

3.2.2 補正案レビューの申立の受諾 

 審査官は、当該補正案レビューの申立が上記レビューの要件をいずれも充足

する場合は、当該出願の補正案レビューの申立を受諾する。 

 審査官は、補正案レビューの可否を決定する際に当事者が提出した「面談希望

日」のうち一日に補正案レビューの面談日付を選択する。審査官は申立のあった

すべての面談希望日に面談を行うことができない場合は、出願人と架電により

具体的な面談日時について協議して決める。 

 一方、上記「3.2.1補正案レビューの決定基準」の要件のうち、いずれかの一

つを充足しなくても、その理由が直すことができる場合は、出願人などと協議し

て当該返戻理由を解消するように誘導することが望ましい。審査官は出願人な

どと協議して当該返戻理由が解消されたと判断される場合は、面談申立書の補

正又は追加書類の提出がなくても職権により補正案レビューの面談を受諾する

ことができる。 

 

3.2.3 補正案レビューの申立の返戻 

 審査官は、当該補正案レビューの申立が上記「3.2.1補正案レビューの決定基

準」の要件のうち、いずれかの一つも充足できず、出願人などと協議などをして

も返戻理由を解消することができない場合は、補正案レビューの申立を返戻す

ることができる。 
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 ただし、出願人などは補正案レビューの申立が返礼されても、補正案レビュー

の申立可能期間に返戻理由を解消し、補正案レビューの面談を改めて申し立て

ることができる。 

 

3.3 面談の延期又は取消 

 出願人などの不可避な理由により、面談期日に面談を進行することができな

い場合は、審査官は 1回に限って出願人などと協議して面談可能日(面談申立日

より 15日乃至 21日)のうち、面談期日を改めて決めて出願人などに通知するこ

とができる。 

 しかし、審査官が判断した結果、出願人などの延期理由が不可避なものと認め

られない場合、審査官は面談を取り消すことができる。 

 

4．補正案レビューの面談の進行手続き 

 

4.1 面談の事前準備 

 審査官は、面談に先立って提出された補正案に基づいて既に通知された拒絶

理由を解消したか否かと特許要件、記載不備など、新しい拒絶理由が発生したか

否かなどについて検討しなければならない。このような検討は、面談時に出願人

などに拒絶理由が解消されたか否か、新しい拒絶理由が発生したか否か、及び補

正の方向性などについて明確に説明することができるよう、実際の中間書類の

審査過程に準じて準備しなければならない。 

 審査官は、面談時に必要な出願書類、提出された補正案、事前検討の結果など

を準備して面談に臨む。また、面談後、出願人などと面談において協議した事項

をまとめる「面談記録書(予備審査/一括審査/補正案レビュー用)」(以下、「面談

記録書」という)、「面談記録書(予備審査/一括審査/補正案レビュー用)の追加

用紙」(以下、「追加用紙」という)を準備して面談に臨む。 

 一方、審査官の補正案レビューの結果は、面談記録書に予め記載し、面談時に

これを参考にして出願人などに説明する。 
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4.2 面談参加者の身元確認 

 面談参加者の身元確認については、「第 4 章予備審査」の「4.2 面談参加者の

身元確認」と同一にする。 

 

4.3 面談の進行 

 面談において議論される具体的な内容の例は、以下の通りである。 

(1)提出した補正案の説明など(主体：出願人) 

 出願人などは補正案レビューの申立前に(又は同時に)提出した補正案を審査

官に説明する。補正案に対する説明は、通知された拒絶理由を解消したか否かを

中心に出願発明に関する技術説明及び先行技術の引用文献に対比した主張もで

きる。 

 この際、出願人などは審査官の理解を深めるため、出願発明の実物又はマルチ

メディア資料(写真、動画など)などを自由に活用することができ、審査官は必要

に応じて上記の面談補充資料を予め要請し、審査の参考にすることができる。 

(2)補正案レビューの結果の説明(主体：審査官) 

 審査官は、補正案レビューを決定した後、面談の前に提出された補正案による

拒絶理由が解消されたか否か、新しい拒絶理由が発生したか否かなどに関する

事前検討を行い、その結果を面談において出願人などに説明する。 

 また、審査官は面談中、拒絶理由の解消又は適正な権利範囲の確保に向けて必

要であると判断される場合、適切な補正の方向性を出願人に提示することがで

きる。 

(3)適正な権利範囲の確保に向けた補正の方向性に関する協議(主体：出願人な

ど/審査官) 

 審査官が補正案に対して事前検討をした結果、通知された拒絶理由を解消す

ることができない、又は新しい拒絶理由が発生した場合、審査官と出願人など

は、出願発明が発見された拒絶理由を解消し、適正な権利範囲を確保することが

できるように補正の方向性の協議に努めなければならない。 
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 ただし、審査官は、審査官の判断による適切な補正の方向性を提示したとして

も、出願人に対してこれに従うよう指示する、又は意図せず、①補正に対する審

査官の意見は参考事項に過ぎず、法的に強制されるものではないため、最終的な

補正は出願人などの意思と責任によって決定されるべきである、及び②面談後

に新しい先行技術又は証拠を見つける、若しくは面談後の補正により審査官が

提示した補正の意見は変更可能性があることを出願人に明確に説明しなければ

ならない。 

 

4.4 面談記録 

 面談に参加した出願人などと審査官は、面談後に面談記録書を作成し、作成し

た面談の内容について確認したと署名しなければならない。署名を完了した面

談記録書は、面談後の特許ネットシステムに搭載して審査履歴に記録する。 

 面談記録書には面談日時及び場所、出願番号、発明の名称、面談参加者名、補

正案レビューの結果、協議された補正の方向性などを記載する。 

(1)補正案レビューの結果の記載 

 「補正案絵ビューの結果」は、出願人が提出した補正案を反映して、審査官が

事前に検討した結果とこれに対応した出願人の意見に関する内容である。 

 審査官は、補正案を反映した明細書の拒絶理由に関する意見を面談前に予め

作成し、面談時に持参する。ただし、事前検討の結果は、面談時に出願人などに

対して口頭で詳細に説明することが原則であるため、面談記録書には拒絶理由

の趣旨程度を記載し、面談時又は面談後に参考する程度であれば充分である。 

 出願人の拒絶理由に関する意見は、面談時に審査官が説明した拒絶理由に対

応して出願人が提示した意見を記載する。 

※「補正案レビューの結果」の作成は、第 8部第 4章の「4.4面談記録」の作

成例を参考 

(2)協議された補正の方向性の記載 

 審査官と出願人などは、審査官が提示した拒絶理由の補正の方向性について

協議が成された場合は、審査履歴を残すために協議の結果を面談記録書に記載

しなければならない。補正の方向性に関する協議の結果は、補正の「方向性」に

限って協議された場合及び具体的な「補正案」まで協議された場合があるが、面

談記録書の記載は、できれば協議された内容そのまま記載することが望ましい。 
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※「協議された補正の方向性」の作成は、第 8部第 4章の「4.4面談記録」の

作成例を参考 

 ただし、審査官と出願人などが拒絶理由に対する補正方向を充分に議論した

にもかかわらず、協議の結果を導き出すことができなかった場合は、協議された

補正の方向性に関する記載を省略することができる。 

 

4.5 面談の終了 

 審査官は、補正案について出願人などと充分に意見を交換するなど、面談の目

的を達成して面談記録書を作成した場合は、面談を終了することができる。 

 ただし、面談中にも以下のように面談の実効性がないと判断される場合は、こ

れを出願人などに通知して面談を終了することができる。この場合、審査官は面

談記録書の作成時、面談終了時まで議論された事項を記録するだけで充分であ

る。 

①面談の内容が本来の面談の趣旨に沿わない場合(出願内容に関係なく、特許

制度又は手続きに関する単純な相談などが面談の内容の中心になった場合

など) 

②出願人などが面談時に多数の予備補正案を提示し、これに対する見解を求

める場合 

③補正案に関する協議に至ることができない、又は円滑な意思疎通が不可能

であると審査官が判断した場合など 

④面談時間が不要に長くなる場合 

⑤その他、効率的な面談が不可能であると判断される場合 

 

5．補正案レビューの面談後の手続き 

 

5.1 出願人などの手続き 

 代理人(代理人がいない場合は、出願人)は、面談後に協議された補正の方向
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性に対する出願人の意思を反映し、明細書などの補正書又は意見書を作成する。 

 協議を経て面談記録書に記載された補正の方向性は、たとえ審査官と出願人

などの間で協議された事項ではあるが、出願人は面談記録書に記載された補正

の方向性の内容と違う、自由な補正をすることができるほか、意見書に出願人の

意見を記載して提出することもできる。 

 出願人は、面談を通して協議された補正の方向を反映して(又は出願人などが

自発的に)補正をしようとする場合は、補正書提出期間の満了日までに補正書

(必要に応じては、意見書を含む)を提出しなければならない。 

 一方、面談の内容を前提にして意見書の記載内容を簡素化することは許容さ

れない。 

 

5.2 審査官の手続き 

5.2.1 面談結果記録書の作成(面談記録書の審査履歴化) 

 審査官は面談時に作成した 4.4 節の面談記録書を審査履歴として残すため、

面談終了後、特許ネットのシステムを利用して面談結果記録書を作成しなけれ

ばならない。 

 面談結果記録書は、出願人などと審査官が手書きで作成した面談記録書を電

算化する過程であって、面談記録書と同一の内容に記載して作成する。 

 一方、面談内容について出願人などが確認したことを明確に記録として残す

ため、出願人などの署名が捺印された面談記録書をイメージ化し、面談結果記録

書の作成時に必ず添付する。 

 

5.2.2 中間書類の処理 

 審査官は面談後、通常の中間書類の処理手続き及び期間に従って面談記録書

に記録された内容(協議された補正方向の内容など)を参考にして審査を進める。 
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第 6 章 一括審査 

 

1．一括審査の概要 

 

 一括審査とは、一製品に係る複数の特許・実用新案登録・商標登録・デザイン

登録出願に対し、出願人が希望する時期に一括して審査する制度である。 

 この制度を利用すれば、企業の事業戦略に沿って希望時期に権利化をするこ

とができるため、新製品の発売時期の前に製品に関する知的財産権のポートフ

ォリオを形成することができる。 

 

2．一括審査の申立対象 

2.1 一括審査の申立ができる者 

 一括審査は、一括審査の申立対象出願の出願人が申し立てなければならない。

この場合、一括審査の申立対象出願の出願人が 2 人以上であれば、その出願人

のうち 1人を代表者に選定して申し立てなければならない。 

 

2.2 一括審査の申立ができる出願 

 一括審査の申立対象は、次の(1)又は(2)に該当する出願であって、審査に着手

する前の 2以上の特許・実用新案登録・商標登録・デザイン登録出願である。こ

の場合、特許出願及び実用新案登録出願は審査が請求された出願に限定する。 

(1)一つの製品に関する次のいずれかの一つに該当する出願 

①出願人が実施中、又は実施準備中である出願 

②輸出促進に直接係る出願 

③「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第 25条によるベンチャー企業

の確認を受けた企業の出願又は「中小企業技術革新促進法」第 15条により

技術革新型中小企業に選定された企業の出願 
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④「1 人創造企業の育成に関する法律」第 11 条第 1 項による 1 人創造企業技

術開発事業の結果に関する出願 

(2)同一の国家新技術開発支援事業の結果に関する出願 

 

3．一括審査の手続き 

3.1 一括審査の手続きのフロー図 

 

 

3.2 一括審査の申立 

(1)一括審査を申し立てようと者 (以下、「申立人」という )は、特許路

(http://www.patent.go.kr)のホームページ(出願申立－一括審査申立)上にお

いて一括審査申立書を作成し、「一括審査申立に関する告示」の別表の証明書類

を添付して申し立てなければならない。ただし、特許・実用新案登録・デザイン

登録出願が出願人の実施中又は実施準備中である出願に該当すると証明する書

類の提出は、一括審査説明会において一括審査担当審査官(以下、「担当審査官」

という)が閲覧して代替することができる。 

(2)申立人は、一括審査申立日以降、7日から 14日までの一日を一括審査説明会

の開催希望日に指定し、一括審査説明会の希望日より 14日になる日以降のある

一日を希望する審査着手日(以下、「着手希望日」という)に指定し、着手希望日

以降 3 カ月になる日より 1 年以内のある一日を希望する審査終結日(以下、「終

結希望日」という)に指定して申し立てなければならない。 

(3)出願人が予備審査を求める場合は、一括審査の申立時に予備審査を要請する

ことができる。 

(4)申立後は、一括審査の申立対象の一部出願を取り下げることはできるが、変

更又は追加することができない。 

 

3.3 一括審査の方式審査 
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(1)特許庁の一括審査担当者(以下、「一括審査担当者」という)は、一括審査を受

けようとする出願が申立対象に該当するか否かと申立人の一括審査申立が申立

手続きを充足するか否かについて審査しなければならない。 

(2)一括審査担当者は、申立人の一括審査申立が申立対象、申立手続きを充足し

ない場合は、一括審査の申立日より 6 日になる日までに一括審査申立日を補正

しなければならない旨を申立人に知らせなければならない。この場合、この期間

内に一括審査申立書を補正しない場合は、一括審査の申立を受け入れることが

できない旨、又は当該出願は一括審査から除外される旨を申立人に知らせなけ

ればならない。 

(3)一括審査担当者は、一括審査説明会の開催希望日に基づいて申立人及び担当

審査官と協議して一括審査説明会の開催日を確定した後、その旨を申立人及び

担当審査官に知らせなければならない。 

 

3.4 一括審査説明会 

(1)申立人は、開催日が確定された一括審査説明会に参加して担当審査官に一括

審査の申立出願について説明し、その出願が一つの製品に係る出願であること

を説明しなければならない。 

(2)一括審査担当者と担当審査官は、一括審査説明会において一括審査を受ける

出願が申立対象に該当するか否かを協議し、一括審査の可否及び一括審査の対

象出願を決めなければならない。一括審査担当者、担当審査官及び申立人は、着

手希望日及び終結希望日に基づいて実際に着手できる日(以下、「着手予定日」と

いう)及び実際に着手終結ができる日(以下、「終結予定日」という)を協議して決

めることができる。一括審査担当者は、決定事項について申立人に知らせなけれ

ばならない。 

(3)一括審査申立の際、予備審査を求めた場合は、予備審査面談の進行及び面談

後の手続きは、第 8 部第 4 章の「4.予備審査面談の進行手続き」、「5.予備審査

面談後の手続き」と同一である。 

(4)一括審査担当者は特許・実用新案登録出願の着手予定日が一括審査を受ける

出願それぞれの審査順位に沿って予定される着手日より 3 カ月以上早い場合、

申立人に当該出願に対して一括審査担当者が指定した期間までに優先審査を申

し立てるよう求めることができる。 
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 また、一括審査担当者は商標登録・デザイン登録出願の着手予定日が一括審査

を受ける出願それぞれの審査順位に沿って予定される着手日より 1 カ月以上早

い場合、申立人に当該出願に対して一括審査担当者が指定した期間までに優先

審査を申し立てるよう求めることができる。 

 優先審査の申立を求めたにもかかわらず、指定期間に優先審査の申立をしな

い場合、又は優先審査の必要な出願が商標登録出願である場合で、出願人が実施

中又は実施準備中である出願に該当しない場合には、当該出願は一括審査から

除外されたものとみなす。 

(5)一括審査を申し立てた特許・実用新案登録について出願人が実施中又は実施

準備中である出願により優先審査を申し立てる場合は、次のいずれかの一つに

該当する証明書類を提出する。 

①試作品の実物写真、見本、実物写真が収録されたカタログなど 

②創業投資会社・新技術事業投資組合などからの投資実績書 

③銀行などからの貸出実績書 

④出願技術の実施に関する契約書 

⑤その他実施準備中であることを立証する書類 

(6)一括審査を申し立てた特許・実用新案登録・デザイン登録出願について優先

審査を申し立てる場合、出願人が実施中又は実施準備中である出願の証明書類

の提出は、担当審査官がその書類を閲覧することで代替することができる。審査

官は一括審査の申立があった出願において証明書類を閲覧することで、証明書

類の提出に代えた場合は、審査報告書にその証明書類の閲覧日時、場所及び内容

を記さなければならない。 

 

3.5 一括審査の処理 

 担当審査官は、一括審査をすると決めた出願について着手予定日に合わせて

審査に着手しなければならない。また、担当審査官は一括審査出願の中間書類を

終結予定日までに処理しなければならない。ただし、先行技術を追加検索する必

要がある、又は新しい拒絶理由が発生して拒絶理由を改めて通知しなければな

らないなど、不可避な理由が発生した場合は、この限りでない。 
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第 1 章 生命工学に関する発明 

(改訂・管理部署：バイオ審査課) 

本章は、遺伝工学、微生物、植物、動物などに関する発明に対して適用する。 

 

1. 発明の説明、請求範囲の記載要件 

 

1.1 発明の説明の記載要件 

遺伝工学に関する発明、特に遺伝子又はこの遺伝子がコーディングするタン

パク質に関する発明については、特定的かつ実質的であり、信頼性のある有用性

が記載されていなければならない。 

(参考)遺伝子に関する化学物質の発明について、その有用性が明確に明らかに

なるということは、旧特許法第 42条第 3項の発明の説明の記載要件とも

つながることであるため、当業者が該当化学物質の発明を実施するため

には、出願当時の技術常識に基づいてその発明と関連する物質を製造す

ることができる一方、これを使用することができなければならないため、

発明の説明に有用性が明確に記載されていなければ、当該発明に関する

物質を使用することができず、従って、その実施をすることができる程度

に明確かつ充分に発明の説明に記載する必要があるためである(特許法

院 2008年 9月 26 日宣告 2007ホ 5116判決を参照)。 

 

1.2 請求範囲の記載要件 

(1)遺伝子、DNA断片 

①遺伝子及び DNA断片は、原則的に塩基配列により特定して記載する。 

(参考)一つの DNA 配列が変わることにより、機能が相異するタンパク質が生成

されることもあり得ることを特徴とする遺伝子に関する発明において、

遺伝子は塩基配列で特定しなければならず、漠然と特定の基準配列と

「～%の相同性を有する塩基配列」のような表現を請求項に使用すること

は、原則的に許容されないが、新しい有用性を有する DNA 配列を発見し
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た場合、その変異体が有する DNA 配列が、上記の特定配列とどの程度の

相同性を有しているときに同一な機能を保有するのかに関する具体的な

根拠を発明の説明に提示するならば、請求項に特定配列と「～%の相同性

を有する配列」という表現を使用して請求範囲を拡張しても、請求項の記

載が不明確であるということはできない(特許法院 2002年 5月 30日宣告

2001ホ 1006判決を参照)。 

②遺伝子は、塩基配列がコーディング(coding)するタンパク質のアミノ酸配

列によって特定して記載することができる。 

③遺伝子変異体：塩基配列と共に｢欠失｣、｢置換｣或いは｢付加｣などの表現を使

用する場合、その位置と内容を明確にしなければならない。 

ただし、発明の説明に変異体に関する例示がある場合には、当該遺伝子の機能

と変異体の範囲を限定して記載することができる。この場合にも具体的な混成

化条件だけでは、遺伝子変異体の範囲が充分に特定されないものとみなす(特許

法院 2008年 5月 29日宣告 2007ホ 289判決を参照)。 

(2)タンパク質、組換えタンパク質 

①タンパク質、組換えタンパク質は、アミノ酸配列又はこのアミノ酸配列をコ

ーディングする構造遺伝子の塩基配列により特定して記載する。 

②タンパク質変異体：｢欠失｣、｢置換｣或いは｢付加｣などの表現を用いる場合、

その位置と内容を明確に記載する。ただし、発明の説明に臨界的意味を納得

することができる程度に具体的かつ充分な変異体に関する例示がある場合

には、請求範囲に当該タンパク質の機能と変異体の範囲を限定して記載す

ることが例外的に許容される(特許法院 2006 年 3 月 9 日宣告 2005 ホ 1998

判決を参照)。 

③タンパク質を配列により特定して記載することができないときには、タン

パク質の機能、物理化学的性質、起源(又は由来)及び製法をすべて記載して

特定しなければならない。この場合、タンパク質を配列により特定して記載

することができない理由が妥当なものでなければならない。 

(3)モノクローナル抗体 

モノクローナル抗体は、可変領域のアミノ酸配列又はこれをコーディングす

る遺伝子の配列により特定する、若しくはモノクローナル抗体が認識する抗原

とモノクローナル抗体を生産するハイブリドーマにより特定して記載すること

を原則とする。 
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ただし、抗原が新規であって進歩性を有する場合には、抗原を特定することだ

けでモノクローナル抗体により特定されるものとみなす。 

(4)植物に関する発明において 2006年 9月 30日以前の出願の処理 

2006年 9月 30日以前は、旧特許法第 31条*により「無性繁殖で反復生殖する

ことができる変種植物」に限って特許可能であるため、新規植物自体又は一部分

に関する発明の場合、請求範囲に無性繁殖の方法を欠かさずに記載しなければ

ならない。 

* 旧特許法(2006 年 3 月 3 日法律第 7871 号に改正される前の法)第 31 条(植物

発明特許)無性繁殖で反復生殖することができる変種植物を発明した者は、そ

の発明に対して特許を受けることができる。 

 

1.3 1 特許出願の範囲(第 2部第 5 章｢1特許出願の範囲｣を参照) 

単一性の充足当否は、先行技術の開示程度によりその基準が変わる。以下、生

命工学分野の出願の単一性に関する具体的な事例を例示する。 

(例 1)【請求項 1】特定 DNA配列 A 

【請求項 2】配列 Aと機能が異なって同一の起源を有する DNA配列 B 

☞ 同一の起源は、特別な技術的特徴であるとみなすことができないため、

単一性が存在しない。 

(例 2)【請求項 1】配列番号 1の核酸配列からなるポリヌクレオチド 

【請求項 2】配列番号 2の核酸配列からなるポリヌクレオチド 

☞ 発明の説明の記載によると、上記のポリヌクレオチドは人間の肝 cDNA 

library から得られたものであって、500bp cDNA であり、構造遺伝子の

一部であり、全長 DNA を得るための probe として利用することができ、

上記ポリヌクレオチドは互いに相同性が高くない。先行技術調査の結果、

人間の肝由来のポリヌクレオチドは公知である。この場合、特別な技術的

特徴が存在しないため、単一性が存在しない。 
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(例 3)配列番号 1からなる核酸分子であって A、B、C及び D の位置のうち、一つ

の SNPが存在することを特徴とする核酸分子 

☞ 配列番号 1の核酸は 6500 nt の長さであり、配列が公示になっている

が、特定機能は知られていない状態であり、各位置の SNP の個別的特徴

が分析されていない場合：配列番号 1 の遺伝子が公示になっていて、各

SNP 間の機能的関連がないため、同じ遺伝子に含まれる変異体という事実

だけでは単一性が満足されない。 

☞ 配列番号 1の遺伝子が公示になっており、発明の説明に各 SNP間の共

通の機能的関連がある場合：先行技術調査の結果、機能と関連して A、B、

C、D とは異なる位置の SNP が公示になっている場合、同一である、又は

相応する技術的特徴は特定機能と関連した配列番号 1 遺伝子の SNP であ

るが、これは先行技術に比べて改善されたものと認められず、請求された

SNP は公知になった SNPの代替物に適用されることがあるため、各 SNPは

相異するグループの発明に認められる。 

(例 4) VEGFL、ADEGFL、KEGFP、QWEGFGから選択された一つ以上の A遺伝子結合

オリゴペプチド 

☞ 発明の説明によれば、共通して A遺伝子に結合するオリゴペプチドで

あり、EGFという共通の構造が結合に重要な連関性を持つものと記載され

ている。先行技術調査の結果、同一の構造的共通点を有する結合ペプチド

が存在しない。この場合、同一である、又は相応する技術的特徴が A遺伝

子に結合する EGF 構造の類似性を有するオリゴペプチドであり、先行技

術に比べて改善されたものと認められるため、請求されたオリゴペプチ

ドは単一性を満足する。 

(例 5) CNPASSQLC、CTGPHSFHC、CSSHKSTYC、CQPMNSLTC又は CPKSLKNTCから選択

されたアミノ酸配列を有することを特徴とする小腸上皮細胞吸収促進誘

導ペプチド 

☞ 小腸を通過し M細胞に結合する様々な種類のペプチドと結合モチーフ

が先行技術に存在する場合、同一である、又は相応する技術的特徴は、小

腸を通過する機能を有するペプチドであるが、請求されたペプチドの間

に配列相同性又は構造的類似性が存在せず、共通した技術的特徴が先行

技術に比べて改善されたものと認められないため、各ペプチドは相異す

るグループの発明と認められる。 
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2. 特許要件一般 

 

2.1 有用性 

遺伝子、DNA 断片、アンチセンスヌクレオチド、ベクター、組換えベクター、

形質転換体、融合細胞、タンパク質、組換えタンパク質、モノクローナル抗体、

微生物、植物及び動物などの発明に対して特定的かつ実質的であり、信頼性のあ

る有用性が記載されていない、又はその有用性を類推することができない場合

には、特許法第 29条第 1項本文規定の｢産業上利用することができる｣発明に認

めない。 

(参考)一般的に化学物質の発明は、新規で産業上利用することができる化学物

質(すなわち、有用性のある化学物質)を提供することが発明の目的であ

り、化学物質自体が発明の構成であり、産業上有用な化学物質を提供する

ことが発明の効果である反面、その化学物質が遺伝子など元来自然系に

存在する物質である場合には、単に存在を明らかに確認したということ

だけでは発明に至ったとみるのは難しく、ここにその有用性が明らかに

され、従来の技術にない新しい技術的内容が加えられて初めて産業上利

用することができる発明になる(特許法院 2008 年 9 月 26 日宣告 2007 ホ

5116判決を参照)。 

(1) DNA断片の発明において、全長 DNAを取得するためのプローブ(probe)とし

て使用することができるということだけが記載された場合には、有用性がない

ものとみます。ただし、特定疾病を診断するためのプローブとして利用すること

ができる、又は特定タンパク質をコードするということなどが具体的に提示さ

れた場合は、有用性があるものとみなす。 

(2) SNP(Single Nucleotide Polymorphism)の発明において、単純に法医学的鑑

定に使用することができるということだけが記載された場合には、有用性がな

いものとみなす。ただし、特定疾病との関係を解明して特定疾病の診断薬として

利用することができるということなどが実験的に提示された場合には、有用性

があるとみなす。 
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(3)全長 cDNA の発明において、公知になった D/B を利用した相同性検索結果に

よって特定タンパク質の遺伝子であることを推定した場合には、原則的に有用

性がないものとみなす。 

(4)タンパク質の発明において、配列以外にタンパク質の物理的、化学的、生物

学的特性が記載されていない場合には、有用性がないものとみなす。 

 

2.2 特許を受けることができない発明(第 3部第 6章｢不特許発明｣を参照) 

発明の本来の目的に向けた実施が必然的に公序良俗を乱すときは、その発明

は特許を受けることができない発明にし、以下のようなものがある。 

(1)人間に危害を及ぼす恐れがある、又は人間の尊厳性を損傷させる結果を招き

かねない発明 

人体を使用する発明であって、その発明を実行するとき、必然的に身体を損傷

させる、又は身体の自由を非人道的に拘束する発明及び人間の尊厳性を損傷さ

せる結果を招きかねない発明(例：人間を複製する工程、人間生殖細胞系の遺伝

的同一性を修正する工程及びその産物など)については、公序良俗を乱す恐れが

あるものと認める。 

(2)人間を排除しない形質転換体に関する発明 
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第 2 章 医薬・化粧品関連発明 

(改訂・管理部署：薬品化学審査課・バイオ審査課) 

 

1. 発明の説明、請求範囲の記載要件 

 

1.1 発明の説明の記載要件 

(1)薬理効果 

①医薬に関する用途発明は、明細書に医学的用途を裏付けするための薬理効

果を出願時に記載しなければならない。薬理効果は、原則的に臨床試験によ

り裏付けされなければならないが、発明の内容によっては臨床試験の代わ

りに動物試験又は試験管内試験で記載してもよい。 

(参考)薬理作用の記載が要求される医薬の用途発明においては、その出願前

に明細書記載の薬理作用を示す作用機序が明確に明らかになった場合

のような特別な事情がない以上、特定物質にそのような薬理作用があ

るということを薬理データなどが示された試験例により記載する、又

はこれに代えることができる程度に具体的に記載して初めて発明が完

成したとみなされると同時に明細書の記載要件を充足したとみなすこ

とができる。 

(参考)化学物質に関する薬理活性は、多様な各置換基に応じたそれぞれの化

合物毎に測定値を異にするものであって、この件出願発明の明細書に

この件出願発明の化合物以外に無数に多い化合物が記載されているこ

とを勘案してみれば、上記の内容は、不特定化合物を対象にしており、

このような記載内容だけではこの件出願発明の明細書に記載された化

合物がすべてそのような活性を有すると認めることができないだけで

なく、一部化合物の効果であるとしても、その一部の化合物中にこの件

出願発明の化合物が含まれたものとみなす根拠もない。従って、これら

内容がこの件出願発明の化合物の抗 HCV 活性を具体的に記載したもの

ということはできない。 
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②選択発明の場合、発明の説明に選択発明が引用発明の有する効果と質的又

は量的に相違する効果があることを具体的に確認することができる比較実

験資料又は対比結果まで記載しなければならないものではないにしても、

通常の技術者が選択発明としての効果を理解することができる程度に薬理

作用を明確かつ充分に記載しなければならない。 

(2)その他明細書の記載要件 

①医薬に関する用途発明の明細書には、原則的に有効量、投与方法に関する事

項が出願時に記載されなければならない。 

②製剤化に関する事項は、通常の技術者が容易に実施することができる程度

に明細書に記載されなければならない。 

③毒性試験に関する事項については、毒性が特別に懸念される場合に限って

審査時に急性毒性試験の結果を要求することができる。 

(3)化粧品の発明 

化粧品の発明の場合、効果を確認することができる程度の客観的な判断資料、

例えば、パネルテスト(Panel test)による官能検査などの実験結果によって、

その効果を判断することができる。特に機能性化粧品などは、肌において生化学

的又は物理的効能・効果を表して肌の機能を向上させるようになるものである

ため、そのような機能的有用性を立証する事項が客観的資料によって詳細に記

載されていなければならない。 

 

1.2 請求範囲の記載要件 

(1)医薬発明の表現形式 

目的とする用途が医薬である用途発明は、原則的に物の形式で記載しなけれ

ばならない。 

(2)医薬発明の用途の表示 

医薬用途の表示において医薬用途を限定しない｢医薬｣、｢治療剤｣という包括

的記載は認めない。 
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医薬用途の表示は、原則的に疾病の診断、治療、軽減、処置又は予防に該当す

る薬効として表現しなければならない。 

ただし、医薬用途が作用機序だけで定義されていたとしても、当該表現が通常

の技術者に具体的な薬効として認識されていて、医薬としての用途が明確であ

ると認められる場合には、そのような記載を許容することができる。 

(例 1)【請求項 1】一般式を有する脈管形成抑制化合物、及び製薬学的に許容可

能な賦形剤を含む、脈管形成を抑制するに効果的な組成物 

☞ 「脈管形成を抑制するに効果的な」という表現は、当分野において脈管

形成依存疾病の概念が使用されていることが立証され、この表現が薬効に

関する記載としてその内容が明確であるため、医薬用途の記載に許容され

る。ただし、具体的な薬効に認識されることができず、医薬用途が不明確な

表現まですべて許容するという趣旨ではない。 

☞ 医薬の用途発明においては、特定物質が有している医薬の用途が発明の

構成要件に該当するため、発明の請求範囲には、特定物質の医薬用途を対象

疾病又は薬効に明確に記載しなければならない。医薬の用途発明に関する

請求項の記載内容は、その組成物の有効成分に脈管形成を抑制する特別な

性質があるという事実の発見に基づいて、病理学的進行過程で現れる望ま

ない脈管形成を治療又は予防することができる旨の薬効を表現しており、

その内容もまた明確であるということができるため、請求項 1 は、脈管形

成機転又は脈管形成抑制機転と疾病との相関関係が公示になっているか否

かを問わず、医薬の用途を明確に表示しているとみなすに値する。 

 

2. 特許要件 

 

2.1 特許を受けることができない発明 

(1)特許法第 32条に該当する発明 

①公衆の衛生を害する恐れがある発明 

 

 



第 9 部 技術分野別審査基準  

9204 (2016年 11月追

録) 

 

発明本来の目的に向けた実施が必然的に公衆の衛生を害するときは、その

発明は｢公衆の衛生を害する恐れがある発明｣に該当し、特許を受けることが

できない。 

(例)特許を受けることができない例 

- 人体に有害な程度の量の有害物を安定剤、着色剤、被覆剤などで使用す

る医薬、化粧品及びその製法の発明 

- 有害物が使用された場合、公衆の衛生を害する恐れがある発明であるか

否かは、その有害物による有害性と目的とする効果を比較して総合的に

判断する。 

- 人体に使用される許容量を超えて使用しなければ効果が期待できない有

害性分を、その許容量を超えて含有する化粧品 

②その実施状態により有害であって、無害でもあるものはこの規定に該当し

ないものとして取り扱う(例：胎児に害を及ぼす恐れがあって妊婦には投与

が禁止されるが、一般人には許容される医薬発明)。 

③薬事法によって許可を受けた医薬発明については、衛生に害があるものと

みなさない。ただし、食品医薬品安全処長が自主回収、製造・輸入禁止措置

を下した医薬品に関する発明については、原則的に公衆の衛生を害する恐

れがある発明とみなす。 

 

2.2 新規性 

(1)同一物質に関する医薬発明の新規性 

同一物質に関する医薬用途発明注)は、用途(投与用量・用法に限定された医薬

用途を含む)を異にする限り、同一であるとみなすことはできない。ただし、引

用発明と出願発明が表現上用途は相異していても、薬理作用が同一である、又は

密接な薬理作用を背景にしていると判断する場合は、その出願発明は引用発明

と同一のものであるため新規性がないものとみなす。 

(注)「医薬用途の発明」とは、特定物質又は物質を組み合わせて薬理効果を発見

した発明であって、(ⅰ)特定疾病における適用(例：A を有効成分に含む B 疾患

の治療に向けた薬学的組成物)又は(ⅱ)投与用法又は用量(投与時間、投与順番、

投与量、投与部位など)が特定された特定疾病における適用により表現される。

[2014フ 768、2006フ 3564、2012 フ 3664]
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(2)発明の記載形式は異なるが、実質的に同一の発明の新規性 

請求範囲に記載された発明が形式的には相異する場合であっても、目的及び

効果が実質的に同一である二つの発明は、同一の発明とみなす。 

①医薬の製造装置の発明と、その単純な使用方法とみられる医薬の製造方法

の発明(例えば、特許請求の範囲の末尾が各々錠剤の製造方法、錠剤の製造

装置になっており、その他は同一なものになっている場合)などは同一発明

とみる。 

②薬剤の発明とその単純な使用方法の発明は、同一の発明とみなす。 

③混合物の発明と単純な混合によるその製法の発明は、同一の発明とみなす。 

(3)請求範囲の末尾表現のみが異なる製法発明の新規性 

請求範囲の末尾の表現(例えば、用途の表現)が異なる医薬の製法発明であっ

ても、製法自体が同一で同じ薬理作用に基づいている場合、同一の発明とみて新

規性がないものとみなす。 

(4)新たな工程が付加された発明の新規性 

新しい工程が付加された発明は、新規性があるものとみます。ただし、付加さ

れた工程が公知になっている、或いは寛容技術の工程であり、その工程が単純に

付加されたものであって新しい技術的思想の創作がなければ、新規性がないも

のとみなす。 

(5)光学異性質体発明の新規性 

ラセミ体が公知になっている場合、それぞれの光学異性質体が文言的に開示

されていなくても、明細書の記載と出願時の技術常識に基づいて通常の技術者

が直接的に異性体の存在を認識することができる場合、具体的に開示されたも

のと認められ、新規性が認められない。 
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2.3 進歩性 

医薬発明において、薬理作用が出願当時の技術水準からみて有効活性物質の

化学構造又は組成物の組成成分から容易に類推することができない程度の発明

である、又は引用発明に記載された作用機序から通常の技術者が容易に推論す

ることができない程度の顕著な効果がある場合には、進歩性があるものとみな

す。 

(1)医薬組成物の製法発明 

有効活性成分ではない補助成分がこの技術分野において通常使用されるもの

であって、通常の技術者が容易に類推することができる程度であれば、進歩性が

認められない。 

(2)結晶を製造する方法発明 

対象物質が一つの溶媒に溶け、その他溶媒によく溶けない場合、混合溶媒を使

用することは周知慣用技術に該当するため、進歩性が認められない。ただし、引

用発明に比べて通常の技術者が予測することができなかった顕著な効果を示す

場合、進歩性が認められる。 

☞ 結晶又は再結晶によって、より高い純度の結晶を得ようとすることがこ

の技術分野における基本的課題であり、物質の結晶化のために対象物質が

一つの溶媒によく溶けてその他溶媒によく溶けない場合、混合溶媒を使用

することは周知慣用技術に該当するため、引用発明及び周知慣用技術の結

合によって容易に発明することができる発明は、進歩性が否定される。 

(3)投与用量及び用法により限定された医薬用途の発明 

医薬用途発明の場合、投与用法又は用量を医薬用途の発明の構成として認め

て進歩性を判断し、これによって通常の技術者が予測することができない顕著

又は異質な効果を発揮するため、特許として保護する価値があると認められる

特定の投与用法と投与用量に対してのみ、その進歩性が認められる。[2014 フ

768] 

(例 1)[請求項 1]担体基質の表面に付着した 0.5乃至 1.0mg の化合物 Aを 1日 1

回投与する B 型肝炎ウイルス感染の予防又は治療用の薬学的組成物 
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(拒絶理由の要約)引用発明には、活性成分として化合物 Aを 0.5~2.5mg で

毎日経口投与する B型肝炎ウイルス感染の治療用薬学的組成物が開示され

ており、薬理作用及び服用の利便性の向上に向け、単位投与用量及び投与

方法を最適化することが医薬分野において通常行われている程度の技術

的事項であるため、通常の技術者であれば、引用発明から化合物 A を 1mg

の低用量で 1日 1回投与した際も有効な効果があることが充分予測できる

上、この出願発明が引用発明から予測できない程度の顕著な効果を有して

いるとみなすこともできない。[2014フ 768] 

(例 2)[請求項 1]活性成分として化合物 Cを 100mg乃至約 150mgで毎月一日経口

投与する骨粗しょう症の予防又は治療用の薬学的組成物 

(拒絶理由の要約)引用発明には、活性成分として化合物 Cを毎日 2.5又は

5.0mgで投与することが骨粗しょう症の治療に有用であり、毎週 35mgで投

与することもできると開示されていることから、通常の技術者であれば、

骨粗しょう症の治療のために化合物 Cを毎月 150mgで投与することを容易

に選択すると思われ、たとえ出願人は 150mgの化合物 Cが低用量であるこ

とに比べて生物学的利用可能性が優れ、毎日 2.5mgで投与することより毎

月 150mgで投与した方が投与 1年後の骨密度の向上に効果があると主張す

るが、高用量を一回に投与する場合、生物学的利用可能性が低用量である

ことに比べて優秀なのは予測できる程度の効果であり、投与 1年後の骨密

度向上の効果も引用発明から予測することができない程度の顕著な違い

を有するとみなすことはできない。 

(4)結晶多形発明 

医薬化合物の製剤設計のためにその結晶多形の存在を検討することは、通常

行われることであるため、引用発明において公知になった化合物と結晶形態の

みを異にする特定結晶形の化合物を請求範囲にする結晶形発明は、引用発明に

公知になった化合物が有する効果と質的に異なる効果を持っている、又は質的

な違いがなくても量的に顕著な違いがある場合に限って、進歩性があるものと

みなす。 

☞ 同一の化合物が様々な結晶形態を有することができ、その結晶形態によ

って溶解度、安定性などの薬剤学的特性が異なることは、医薬化合物の技術

分野において広く知られており、医薬化合物の製剤設計のためにその結晶
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多形の存在を検討することは、通常行われることであるため、医薬化合物の

分野で引用発明に公知になった化合物と結晶形態のみを異にする特定結晶

形の化合物を請求範囲にする、いわゆる結晶形発明は、特別な事情がない限

り、引用発明に公知になった化合物が有する効果と質的に異なる効果を有

している、又は質的な違いがなくても量的に顕著な違いがある場合に限っ

てその進歩性が否定されず、この際、結晶形発明の発明の説明には、引用発

明との比較実験資料までは要らないが、上記のような効果があることが明

確に記載されていて初めて進歩性の判断に考慮されることができる。万一、

その効果が疑わしいときには、出願日以降に出願人又は特許権者が信頼で

きる比較実験資料を提出するなどの方法によって、その効果を具体的に主

張・立証しなければならない。 
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第 3 章 食品に関する発明 

(改訂・管理部署：農林水産食品審査課) 

 

1. 概要 

 

この産業部門においては多様な官能的・機能的効果を発揮する食品*及びこれ

を製造･加工する方法に関する発明を取り扱っている。 

* 食品とは農・畜・林・水産物をそのまま流通する新鮮食品と；これらの原材料

を製造･加工処理して保存性、栄養性などを高めた加工食品；人体に有用な機

能性を有する原料又は成分を使用して製造する健康機能食品；及び心理的、生

理的欲求を充足させるための嗜好食品をいずれも含む一方、医薬として摂取

するものは除く。 

食品の特性上、公衆の接近が容易で摂取が持続的に行われる点を考慮すると、

公衆の衛生を害する恐れがある食品であるか否かを判断しなければならず、食

品の官能的効果及び健康機能食品の機能的効果に関する記載方法、そして健康

機能食品の用途限定に関する事項など、食品分野の審査実務でしか適用されな

い特別な事項を判断しなければならない特殊性がある。 

 

2. 発明の説明、請求範囲の記載要件 

 

2.1 発明の説明の記載要件 

2.1.1 食品の官能的効果 

食品の官能的品質特性(味、匂い、外観、組織感など)は、食品を評価するに当

たって重要な要素の一つである。しかし、人間の感覚は、各個人の心理的･生理

的状態、社会的背景などの要因によって影響を受けるため、発明者自身又は特定

人の個人的感覚だけで効果があると断定することができず、理化学的又は機械

的分析若しくは体系的な官能検査などによって、その効果を客観的かつ科学的
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に立証することが必要である。 

(1)理化学的又は機械的分析 

食品の官能的特性は、理化学的又は機械的測定及び分析によって確認するこ

とができる。発明の説明には、通常の技術者がその発明を理解して容易に再現す

ることができる程度で方法、器具、条件などを具体的に記載し、その分析結果に

よって官能的特性が充分に裏付けられることができるよう明確かつ詳細に記載

しなければならない。 

官能的効果の分析に使用することができる分析機器の例は、下記の通りであ

る。 

- 色(視覚)：色度計(colorimeter)、分光光度計(spectrophotometer)など 

- 香味(嗅覚)：ガスクロマトグラフィー(gas chromatography)、電子鼻

(electronic nose)など 

- 味(味覚)：電子舌(electronic tongue)、屈折糖度計(refractometer)、塩度

計(salinity meter)、pHメーター(pH meter)など 

- 粘度/組織感(触覚)：粘度計(viscometer)、物性測定器(texture profile 

analyzer)、流動計(rheometer)、アミログラフ(amylograph)など 

(例)(出願発明)｢豆乳の製造過程中、デンプン加水分解酵素を添加して甘美が増

加した加工豆乳を製造する方法｣ 

☞ 豆のデンプンは、デンプン加水分解酵素によって相対的に甘美度が高い

低分子糖類に分解され、これは屈折率の変化につながるため、豆乳の甘美が

増加するという官能的効果の根拠は、屈折計によって測定された豆乳のブ

リックス(Brix)値の変化によって解明されたとみなす。 

(2)官能検査 

食品の官能検査とは、視覚、触覚、味覚、聴覚、嗅覚の 5種類の感覚器官を利

用して食品の官能的特性、嗜好度などを科学的に評価、分析するものであって、

下記の場合、官能検査による効果分析が必要である。 

- 発明の効果として食品の官能的特性を主張しているが、これに関する機器

分析の結果が提示されておらず、その官能的特性が通常の技術者にとって

自明でもない場合 

- 機器分析結果と官能的特性との相関関係がない、又は足りない場合 
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- 機械的に分析が困難である、又は複合的な官能的特性を主張する場合 

(例：苦味の減少、渋味の減少、キムチの臭み、マスキング効果など) 

- 発明の効果として食品の嗜好度又は選好度を主張する場合 

発明の説明には官能検査の方法、パネルの数又は選定基準などを具体的に記

載し、検査結果を数量で表示する一方、その検査結果による効果の有効性を客観

的に裏付けることができるよう、明確かつ詳細に記載しなければならない。 

(例)(出願発明)｢グルタミン酸ナトリウムに Xという物質を一定量均一に混合し

て呈味力を増強させる方法｣ 

☞ グルタミン酸ナトリウム処理区、X処理区、グルタミン酸ナトリウムと

Xの混合物処理区の 3種の試料について、適正な数の訓練されたパネルによ

って官能検査を実施し、その具体的方法及び結果を記載しており、グルタミ

ン酸ナトリウムと X の混合物の効果がグルタミン酸ナトリウム単独又は X

単独の効果と客観的に識別が可能であれば、発明の効果が確認されたもの

とみなす。 

 

2.1.2 食品の機能的効果 

食品は、健康増進又は疾病予防などの保健用途に有用な機能性を有するが、こ

のような食品の機能性又は新しい用途が認められるためには、試験管内(in 

vitro)実験、動物実験、人体適用(臨床)実験、又は生体指標(biomarker)を利用

した多様な方法などによって効果の有効性を充分に裏付けることができるよう、

明確かつ詳細に記載しなければならない。 

ただし、公知になった機能性原料又は成分*である場合、その機能的効果を再

び立証しなくてもその機能性を認める程度の有効量を含む場合には、これらの

組み合わせだけでも上記の原料又は成分の公知になった効果を含むものと認め

られる。 

* 公知になった機能性原料又は成分というのは、健康機能食品の機能性原料で

あって、食品医薬品安全処長が告示する、又は別途で認めた原料若しくは成分

である、又は国内・外において頒布された刊行物に掲載され、その機能性が認

められた原料又は成分 
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(例)(出願発明)｢X成分を有効性分として含有する血糖降下用食品組成物｣ 

☞ 発明の説明に X成分による血糖降下機能があることを裏付ける客観的な

実験結果を提示した場合、このような X 成分を有効性分として含有する食

品組成物の血糖降下効果が確認されたものとみなす。ただし、食品組成物に

含まれる X 成分の含有量が顕著に微々であって、食品組成物の効果が疑問

視される場合、記載不備を理由に拒絶理由を通知することができる。 

 

2.2 請求範囲の記載要件 

特定の生理活性又は疾病予防の機能を有する健康機能食品の場合、これに関

する用途を請求する形式で発明を記載することができ、審査官は次の①乃至③

に規定されたところに基づいて処理する。 

①請求範囲に記載された発明の対象が健康機能食品である場合、その健康機

能食品を限定する用途は、構成要件として認められる。 

(参考)用途に違いがあっても、特定発明が引用発明の目的又は用途と異なっ

た内容を記載して用途発明として特許請求をしない以上、その構成が

同じ引用発明とその目的又は用途が一致しないという理由だけで新規

性が認められるわけではない(大法院 2007 年 1 月 25 日宣告 2005 フ

2045判決を参照)。 

②健康機能食品の用途発明において、その用途は属性自体ではない、その属性

によって実現しようとする目的を具体的内容で表現しなければならない。 

(例)高脂血症改善用、血糖降下のための、肥満改善用 

(注)属性とは、用途の基礎になる性質、効果、作用、メカニズム(機作)などを

いい、そのような属性自体は適合した用途の表現ではない。 

☞ 「血小板活性因子の受容体に関する結合に対して拮抗活性を有する」と

表現された事項は、用途限定ではなく、機能を記載したものであるた

め、用途発明ではない(特許法院 2002 年 4 月 4 日宣告 2001 ホ 1501 判

決を参照)。 
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③健康機能食品は、人体に有用な機能性を提供するために多様な形態により

製造・加工された食品を意味するものであるため、特定の疾患又は症状を治

療するための用途で記載しなければならない医薬用途発明とは異なり、そ

の用途について、人体にどのような有用な機能があるか程度で記載すれば

問題ない。 

(例)「タウリン供給用豆乳及び豆乳調製物からなる低タウリン血症並びに低

タウリン尿症治療用食品」の場合、食品は「治療用」という医薬用途で使用

することができないため、保護を受けようとするところが不明りょうに記

載されたものに該当する。 

 

3. 不特許発明 

 

(1)食品は、いかなる者であっても日常的に摂取するものであり、人体に安全で

あることを基本前提にするため、食品に関する発明の場合、その材料又は成分

(食品の保存･加工中に生成される二次産物を含む)が人体に安全なものである

か否かを念入りに把握しなければならない。 

(2)食品材料又は成分の人体安全性が通常の技術者にとって自明ではない場合、

公衆の衛生を害する恐れがある発明であるため、審査官は特許法第 32条の拒絶

理由を通知する。 

食品の人体安全性が通常の技術者にとって自明ではない場合とは、次の通り

である。 

- 食品として摂取経験のない新しい材料又は成分である場合 

- 国内･外の政府報告書、国際機構の報告書、関連データベースで有害性を認

め、食品に使用することができないと規定した場合 

- 国内･外の学術誌において人体に有害であると報告された場合 

- 摂取量、摂取方法など発明の内容が当該技術分野の科学的常識の範疇を逸

脱するものであるため、その安全性が疑われる場合 

(例)本願発明の場合、鉄分粉末を単独で配合し、その混合比率も非常に過多で

あって、上記の食品組成物は、人体に有害な結果をもたらす恐れがあるこ

とを一般的常識を有する者であれば予測することができるものであるた
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め、安全性試験の成績の提示を要求したのは当然である(89 控原 1063 判

決を参照)。 

(3)人体への安全性が疑わしく、食品としての実施の可否が不明確であるという

拒絶理由に対して、出願人は、意見書に食品として安全であるという説明と共に

これを裏付ける客観的な立証資料を提示することによって対応することができ

る。この際、安全性に関する説明及び資料を発明の説明に追加する補正をする場

合、最初に提出された明細書などの記載から自明に導出することができる事項

でなければ、新規事項の追加に該当するため、注意しなければならない(｢第 4部

第 2章 1.2新規事項追加禁止の具体的判断方法｣を参照)。 

(4)健康増進、疾病予防のための健康機能食品の場合であっても、原則的に食品

としての安全性が確保されなければならない。もし、一つの出願に健康機能食品

と医薬品が同時に請求された場合、公衆の衛生を害する恐れがあるか否かは個

別に判断しなければならない。 

(例)【請求項 1】化合物 Xを有効成分とする心血管機能改善用食品組成物 

【請求項 2】化合物 Xを有効成分とする心血管疾患治療用薬学組成物 

☞ 薬学組成物の場合、化合物 Xの有害性と目的とする効果を比較し、公衆

の衛生を害する恐れがあるか否かを判断する反面[医薬分野審査基準を参

考]、食品組成物では、化合物 Xの効果がいかに優れているとしても人体に

有害であれば、公衆の衛生を害する恐れがある発明に該当する。 

 



第 4 章 機能性飲用水に関する発明 

9401 (2014 年７月追録) 

 

第 4 章 機能性飲用水に関する発明 

(改訂・管理部署：国土環境審査課) 

 

1. 概要 

 

電解還元水、六角水、磁化水など機能性飲用水に関する発明は、機能性飲用水

の医学的効果の記載、磁化水の磁化状態維持に関する記載などについての発明

の説明の記載要件、発明の成立性及び機能性飲用水が特許法第 32 条(特許を受

けることができない発明)により公衆の衛生を害する恐れがある発明に該当す

るか否かを判断しなければならない特殊性がある。 

 

2. 発明の説明の記載要件 

 

(1)発明の説明の記載に関する留意事項 

①電解還元水に関する発明の場合、水素イオン濃度、酸化還元電位、活性水素

の濃度などで限定しているのであれば、その生産方法が記載されなければ

ならず、これによる有利な効果が記載されており、通常の技術者の水準から

みて常識的に認めることができないものである場合は、信頼できる実験結

果を提示しなければならない。 

②六角水に関する発明の場合、既存の審査実務及び当該業界において六角水

という表現は慣用されているため、別途の説明がなくても発明が特定され

たとみなすが妥当であるが、通常の技術者の水準からみて充分納得できる

六角水の生成原理又は生成を確認することができる客観的な試験・測定方

法が提示されなければならない。 

③磁化水に関する発明の場合、磁場外において磁化状態を維持するという記

載がある場合、通常の技術者の水準からみて磁化状態の維持を確認するこ

とができる客観的な試験・測定方法が提示されなければならない。 
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④電解還元水、六角水、磁化水及び機能性飲用水の製造装置又は製造方法によ

って生産された機能性飲用水が医学的効果を有する場合、その効果に関す

る客観的な立証データが発明の説明に記載されていなければならない。た

だし、その医学的効果が技術常識に該当する場合には、客観的なデータの記

載を省略することができる。 

(参考 1)本件出願発明の明細書の記載のみでは、遠赤外線、植物の波長、磁石・

銅の波長、振動音がどのような原理によって六角水を生成するか全く

分からず、果たして実際に六角水が形成されているのかも確認されず、

上の各成分の量又は強さが特定条件を満足して初めて六角水が生成さ

れるのであるか、それともそのような量又は強さに関する条件を問わ

ず、上記の各成分を使用さえすれば必ず六角水が生成されるのである

のかも明らかではないことが分かる。このような事情を総合してみる

と、当業者が本件出願発明の明細書を見て、本件出願発明の内容を正確

に理解して容易に実施することができるということができない。 

(参考 2)本件発明は、地下水又は水道水を定電圧発生装置及び磁化器を循環さ

せ、核磁気共鳴 170-NMR 半値幅が 60Hz 以下の小集団水(Micro-

clustered water)処理する段階を必須の構成要素として記載している

ため、発明の説明には、通常の技術者が出願時の技術水準からみて特殊

な知識を付加しなくても、上記のような小集団水を生産し、その状態を

維持することができる技術構成を正確に理解することができ、同時に

再現することができる程度に記載されていなければならない。外国の

一部特殊文献において紹介された事実のみで、そのような技術構成が

我が国の平均的技術者にとって自明な事項であるとみなすことはでき

ず、それ以外に上記のような処理内容が周知慣用技術など、別途の記載

を要しない自明な事項であるという証拠もない。 

 

3. 特許要件 

 

3.1 産業上利用の可能性 

(1)発明の成立性が否定される類型(未完成発明) 

ヒランヤ(六角ピラミッド)模型による六角水生成装置又は生成方法は、単に
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ヒランヤ模型によって六角水が生成されることを確認することができる実験成

績証明書又は証拠資料がないため、これは目的達成が不可能な未完成発明に該

当し、これは自然界において経験により発見される法則(経験則)、自然科学上定

立された法則又は自然界の恒常的かつ普遍的な現象である因果関係を利用した

技術的思想として認められない。 

(参考)ピラミッド構造体によって六角水が生成されるということは、まだ科学

的に立証されていない仮説に過ぎないことが分かる。 

 

3.2 不特許発明 

(1)特許を受けることができない発明に関する一般原則 

水処理又は機能性飲用水の関連分野の発明は、その発明の本来の目的に向け

た実施が必然的に公共の秩序又は善良な風俗を害する恐れがある、又は公衆の

衛生を害する恐れがある場合、特許を受けることができない。発明が製造方法で

ある場合、その方法自体が公衆衛生を害する恐れがあるか否かが判断されなけ

ればならないだけでなく、その製造方法の目的生成物が公衆衛生を害する恐れ

があるか否かについても考慮しなければならず、また、発明本来の有益な目的は

達成されるものの、その結果、公衆の衛生を害する恐れがある場合には、その害

を除去する手段はあるか、又は利害関係を比較衡量することも必要であるとし

ている。 

(2)特許を受けることができない発明に関する留意事項 

機能性飲用水が水質に関する法令において規定している水質基準に適合しな

いもののように思われることだけを根拠にして、特許法上の公衆の衛生を害す

る恐れがある発明として取り扱ってはならない。ただし、明細書の記載だけで判

断した際、人体に有害であることが自明な機能性飲用水に関する発明について

は、公衆の衛生を害する恐れがある発明として取り扱い、このような場合であっ

ても、客観的な立証資料又は実験成績証明書などの提出によって安全性が立証

されれば、上記の規定に該当しないものとみなす。 
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第 5 章 有・無機化合物に関する発明 

(改訂・管理部署：応用素材審査課) 

 

1. 発明の説明、請求範囲の記載要件 

 

1.1 発明の説明の記載要件 

(1)化合物の発明 

①化合物の確認資料及び製造方法に関する記載 

化合物発明は、発明の説明に化合物の確認資料及び製造方法について記載

されていなければならない。 

ⅰ)化合物の確認資料に関する記載 

化合物の製造工程が際立って複雑である、又は有力な副反応を伴うなどの

理由により、製造方法に関する記載だけでは、その化合物が製造されたか否

かが疑わしい場合、元素分析分値、核磁気共鳴(NMR)データ、融点、沸点な

どのような化合物の確認資料を発明の説明に記載しなければならない。 

結晶多形発明は、発明の説明に確認資料(XRD(X線回折分析)データ、DSC(示

差走査熱量測定)データ、IR(赤外線分光)データなど)又は物理・化学的性質

などに関する記載によって結晶多形であることが分かるように記載しなけ

ればならない。 

ⅱ)化合物の製造方法に関する記載 

新規の化合物を製造する方法に関する具体的な記載がなくても、明細書及

び出願時の技術常識によって通常の技術者がその物質を製造することがで

きる場合を除いては、その化合物の製造方法を明確に記載しなければなら

ない。 

②実施例の記載 

新規の化合物発明の場合、技術的手段を具体化した実施例を記載しなければ
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ならず、請求範囲が包括的に記載されているときは、明細書及び出願時の技術

的常識に基づいて発明の具体的な内容を通常の技術者が分かる場合を除き、

グループ別に代表的な実施例を記載しなければならない。 

 

1.2 請求範囲の記載要件 

(1)発明の説明によって裏付けされること 

①発明の詳細な説明によって裏付けされない類型 

(例)請求項においては化合物の発明が請求されており、その化合物は多数

の構成要素を有するマーカッシュ形式により表現されているが、発明

の説明には特定の骨格構造を有する化合物に関する具体的製造例が記

載されているのみであって、構成要素に含まれるその他の骨格構造を

有する化合物については通常の技術者が明確に理解することができる

事項であるとみなすことができない場合、判断の根拠及び理由を提示

し、発明の説明に裏付けされないという拒絶理由を通知する。 

(2)発明が明確かつ簡潔に記載されること 

①発明が明確かつ簡潔に記載されているのかの判断類型 

ⅰ)新規の化合物が化学物質名又は化学構造式によって記載されていれば、請

求項の記載が明確なものである。 

化学物質を明確に特定するためには、化合物名、化学構造式及び必要に応じ

ては結晶構造を明確に記載しなければならない。ただし、構造式が簡単であ

る場合、化合物名のみの記載が可能である。化合物名又は化学構造式によっ

て発明の構成を特定することはできず、物理的又は化学的性質のみで特定

するしかない場合には、その性質によっても特定することができる。また、

必要に応じて製造方法を追加して特定することができれば、特定手段の一

部として製造方法を表示してもいい。 

ⅱ)請求範囲に置換基が炭素数の記載なく「アルキル」及び「アリール」と定

義されている場合、化学構造式の基本骨格、すなわち、母核構造に応じて多

様なアルキル及びアリールが導入され得るなど、置換基の特定自体が問題

にならない場合には、このような置換基の定義自体が不明確なものである

とみなさない。 

しかし、母核の化学構造及び実施例からみて、置換基の炭素数の範囲が特定
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されなければならない場合、又は「アルキル」及び「アリール」に該当しな

い実施例だけあり、これが「アルキル」及び「アリール」を裏付けることが

できない場合には、発明の説明によって裏付けられない、又は通常の技術者

が容易に実施することができないケースに該当するかについて詳察しなけ

ればならない。 

また、導入される置換基を特定しない「置換された...」のような表現は、

それによって構成が不明確になる場合には、これを認めない。 

ⅲ)「…化合物の誘導体」、「...化合物の同族体」などは、発明の説明及び技術

常識を考慮しても、その化合物の範囲を明確に特定することができない場

合には、不明確なものとみなす。 

 

2. 特許要件 

 

2.1 新規性 

(1)化合物発明 

①特定方法を異にする化合物 

化合物名又は化学構造式で示される化合物発明と、その他方法で特定され

た化合物発明とは、物質が同一であることが判断された場合には新規性が

ないものとみなす。 

②塩 

化合物の発明とそれの単純な塩の発明は、実質的に同一のものとして新規

性がないものとみなす。 

③化合物の精製物 

公知になった化合物に対する単純な純度(purity)の増加は、新規性がない

ものとみなす。ある化合物が純度が高くなったとしても、これは物質自体が

変化したものではないため、公知になった化合物と異なるものということ

ができない。 
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(2)化合物の製造方法の発明 

①用途が限定された化合物の製造方法 

化合物の製造方法の先行技術と製造方法が同一であるが、用途が限定され

た化合物製造方法の出願発明は、実質的には同一化合物の製造方法の発明

であるため、新規性がない発明とみなす。 

また、用途が限定された化合物の製造方法と製造方法が同一であるが、それ

とは異なる用途に限定されたその化合物の製造方法の発明とは、実質的に

は同一製造方法の方法であるため、新規性がない発明とみなす。 

②製法限定の出発物質を使用した製造方法 

反応物質を製法によって限定表現した発明とこれを化合物名又は物理的・

化学的性質によって表現した発明とは、他の要件が同一であれば、両者は新

規性がない発明とみなす。 

 

2.2 進歩性 

(1)化合物発明 

①化合物発明の進歩性の判断基準 

化合物発明は、ⅰ)化合物の化学構造、及びⅱ)化合物が有する特有の効果の

二つの特性によって判断する。 

化合物発明のように物の構成による効果の予測が容易ではない技術分野の

場合には、引用発明と比べてさらに優れた効果を有するということが進歩

性を認めるための重要な事実となる。公知になった化合物と単純に構造が

類似しているという理由で化合物の進歩性を否定してはならず、予測する

ことができなかった効果(結果、特性、用途)を考慮して進歩性を判断しなけ

ればならない。 

引用発明の化学構造とは相異する構造を有する化合物発明は、進歩性が認

められ、予想できなかった、又は独特の特性を有する化合物発明は、化学構

造が引用発明と類似していても進歩性がある。 
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そして請求項に記載された発明が引用発明と比較される有利な効果を有し

ていても、通常の技術者が請求項に記載された発明を容易に考え出すこと

ができるということが十分に論理的に認められたときは、進歩性が否定さ

れ得る。 

(参考)化学物質発明の進歩性は、化学構造における特異性と性質、又は用途面

における特異性に基づいて判断しなければならず、公知になった化学

物質の化学構造と顕著に異なる化学構造を有する化学物質の発明であ

る場合、公知になった化学物質と化学構造は類似していても、公知にな

った化学物質から予測することができない特有の性質を有する化学物

質の発明である場合、化学構造が類似した公知になった化学物質から

予測可能な性質を有する化学物質であっても、その性質の程度が顕著

に優れた化学物質の発明である場合は、通常の技術者が容易に発明す

ることができないものとみなして進歩性を認めなければならないが、

これを充足することができなければ、進歩性を認められることができ

ないといえる(特許法院 2008年 1月 17日宣告 2007ホ 2261判決)。 

②特定の結晶形態を有する化合物発明(結晶形発明) 

先行発明に公知になった化合物と結晶形態のみを異にする特定結晶形の化

合物を請求範囲にする結晶形発明は、特別な事情がない限り、先行発明に公

知になった化合物が有する効果と質的に異なる効果を有する、又は質的な

違いがなくても量的に顕著な違いがある場合に限ってその進歩性が否定さ

れない。 

(参考)同一の化合物が様々な結晶形態を有することができる上、その結晶形

態によって溶解度、安定性などの薬剤学的特性が異なることは、医薬化

合物の技術分野において広く知られており、医薬化合物の製剤設計の

ためにその結晶多形の存在を検討することは通常行われることである

ため、医薬化合物の分野において先行発明に公知になった化合物と結

晶形態のみを異にする特定結晶形の化合物を請求範囲にする、いわゆ

る結晶形発明は、特別な事情がない限り、先行発明に公知になった 
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化合物が有する効果と質的に異なる効果を有する、又は質的な違いがな

くても量的に顕著な違いがある場合に限ってその進歩性が否定されず、

この際、結晶形発明の説明には、先行発明との比較実験資料まで求めるわ

けではないが、上記のような効果があることが明確に記載されていて初

めて進歩性判断に考慮され、万一、その効果が疑わしいときには、出願日

以降に出願人又は特許権者が、信頼できる比較実験資料を提出するなど

の方法によってその効果を具体的に主張・立証しなければならない(大法

院 2011年 7 月 14日宣告 2010フ 2865判決を参照)。 

(2)特定性質を有する無機化合物の製造方法の発明 

一般的に無機化合物においては名称、化学式が同じであるとしても、結晶形、

粒子の単位表面積などの微細構造を含む物理的性質、或いは形状は異なる場合

が多い。従って、名称又は化学式だけではその対象を特定することができないこ

とが多い。 

ところで、このような微細構造を技術的に解明することが困難であるため、微

細構造については請求範囲と発明の説明に記載がないとしても、微細構造の相

違を予測させるに値する特定の性質(例えば、用途と関連がある性質)が説明さ

れている場合には、この説明を勘案して実際にどのような化合物が得られたか

を検討しなければならない。 

従って、特定の性質を有する無機化合物の製造方法の発明の進歩性を判断す

る場合、請求範囲においてその性質の記載有無に関係なく、この点も含めて行わ

なければならない。すなわち、その組成要件の採択、結合によって明細書に記載

された特定性質を有する化合物を製造することができることが当該技術水準か

らみて予測できるか否かを判断しなければならず、名称又は化学式が同一だか

らといってこの特定の性質が相違していることを無視し、単純に判断を行って

はならない。 
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2.3 特殊な発明の特許要件 

(1)化合物の用途限定の発明 

①請求項の解釈 

「～用」という用途限定が付けられた化合物(例えば、用途 Y用の化合物 Z)

については、一般的にこのような用途限定は化合物の有用性を示すものに

過ぎないため、用途限定がない化合物(例えば、化合物 Z)それ自体であるも

のと解釈する。 

②新規性及び進歩性の判断 

先行技術に化合物が公知になっていれば、用途限定がある化合物は新規性

がない発明であるとみなす。 

(例)明細書及び図面の記載と出願時の技術常識を考慮すれば、「殺虫用の」

という記載は、その化合物の有用性を示すものに過ぎないため、「殺虫

用である化合物 Z」は、用途限定のない「化合物 Z」、それ自体に解釈さ

れる。従って、この場合「殺虫用の化合物 Z」は先行技術に公知になっ

た「化合物 Z」と同一なものであるため、新規性がない。 

(2)選択発明 

①進歩性の判断 

先行発明にその上位概念のみが開示されていて新規性が認められた選択発

明が進歩性を認められるためには、選択発明に含まれる下位概念すべてが

先行発明の有する効果と質的に異なる効果を有する、又は質的な違いがな

くても量的に顕著な違いがなければならない。 

(例 1)(広範囲な化合物の中から特定の化合物を単純に選択して進歩性がな

い場合) 

広範囲な化合物の中から少数の化合物を単純に選択していて、その結果と

して得られた化合物は、先行技術の実施例にはない有利な特性を有するも

のと記載されていない、又は先行技術に記載された化合物と比較して有利

な特性があるものと記載されているが、このような特性は、当該技術分野

において通常の技術者が当該化合物の保有していると予想し、これを選択

する可能性が多い場合 
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(例 2)(広い範囲の化合物の中から特定化合物を選択して構成したものであ

って、その選択された特定化合物に期待されていない有利な効果が

あって進歩性がある場合) 

先行技術に開示されている全分野から特定置換基 R を選択するとこ

ろに特徴がある発明であって、この場合に一般化合物の中から特定

化合物を選択することによって有利な特性を有する化合物を生成す

るだけでなく、通常の技術者がその有利な特性を得るために、このよ

うな特定化合物を選択するということが、先行技術に開示されても

いない場合 

(3)光学異性質体発明 

①新規性の判断 

ⅰ)光学異性質体化合物の発明 

光学異性質体化合物が、ラセミ体化合物を記載している先行技術に具体的

に開示されている場合、新規性がない。 

先行技術に光学異性質体の存在を確認した資料が記載されていなくても、

その明細書の記載のみで光学異性質体の存在が確認される、又は出願当時

の技術水準からみて通常の技術者が容易に製造することができれば、先行

技術にはその光学異性質体が具体的に開示されているということができる。 

(参考 1)出願発明はラセミ体、すなわち、D, L-スピロヒダントインを不活性有

機溶媒内で光学的活性であるアルカロイドと反応させ、立体異性体の

塩を結晶に分離させた後、多少不溶性の塩を加水分解させて D-異性体

を製造する方法に関する技術であるが、先行文献に D, Lスピロヒダン

トインが公知になっており、DL 体が公知になったものであれば、D 体

も公知になったとみるべきものであり、製造方法も同一の方法であっ

て、出願発明は、結局出発物質、製造方法、最終生成物が全て公知にな

ったものとして、先行技術と同一の発明であると認められる(大法院

1986年 3月 25日宣告 83フ 52判決を参照)。 
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(参考 2)選択発明の新規性を否定するためには、先行発明が選択発明を構成する

下位概念を具体的に開示していなければならず、これには先行発明を

記載した先行文献に選択発明に関する文言的な記載が存在する場合以

外にも、通常の技術者が先行文献の記載内容と出願当時の技術常識に

基づいて、先行文献から直接的に選択発明の存在を認識することがで

きる場合も含まれる。原審判示の比較対象発明 1 の発明の説明におい

ては、その発明の対象について、「メチル-α-(4, 5, 6, 7-テトラヒド

ロチエノ(3, 2-C)-5-ピリジル)-o-クロロフェニル-アセテート」、「こ

れら化合物は、一つの非対称炭素(asymmetrical carbon)を有するため、

二つの光学異性質体(enantiomer)として存在する。本発明は、各々のエ

ナンチオマー二 2 ともと、これらの混合物に関するものである」と記

載しているため、比較対象発明 1の発明の対象である「メチル-α-(4, 

5, 6, 7-テトラヒドロチエノ(3, 2-C)-5-ピリジン)-o-クロロフェニル

-アセテート」は、置換基の命名順の違いによりその名称が異なるだけ

で、この件第１項発明の「メチルα-5(4, 5, 6, 7-テトラヒドロ(3, 2-

C)チエノピリジル)(2-クロロフェニル)-アセテート」と同じ物質であ

る。そして、比較対象発明 1 に記載された「各々のエナンチオマー」

は、「優先性光学異性質体」と「左旋性光学異性質体」を、これらの混

合物は「ラセミ体」をそれぞれ指すものであって、比較対象発明 1は、

上の化合物の優先性光学異性質体と左旋性光学異性質体及びラセミ体

の三つすべてを発明の対象にしているため、比較対象発明 1 には、上

の化合物の優先性光学異性質体であるこの件第 1 項発明のクロピドグ

レルが開示されているものである(大法院 2009 年 10 月 15 日宣告 2008

フ 736判決を参照)。 

②進歩性の判断 

ⅰ)光学異性質体化合物の発明 

光学異性質体化合物が先行文献に具体的に開示されていない場合には、その

光学異性質体化合物が有する特有の化学的、物理的性質によって公知になっ

たラセミ体に比べて顕著な効果があるか否かを考慮して進歩性を判断する。 
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ⅱ)光学異性質体の用途発明 

先行技術にその光学異性質体化合物の用途が具体的に開示されていない場合

には、光学異性質体化合物の特有の物理的、化学的性質によって公知になった

ラセミ体の用途に比べて顕著な効果がある場合に進歩性が認められる。 

(参考)光学異性質体の用途に関する発明の進歩性を認めた場合 

化学分野の発明においてラセミ体が公知になった場合、不斉炭素の個数

によって一定の数の光学異性質体が存在するということは広く知られて

いるため、特定光学異性質体の用途に関する発明は、第一、その出願日前

にラセミ体化合物の用途を記載している刊行物などにその光学異性質体

化合物の用途が具体的に開示されておらず、第二、その光学異性質体化合

物の特有の物理化学的性質などによって、公知になったラセミ体の用途

と質的に異なる効果がある、又は質的な違いがなくても量的に顕著な違

いがある場合に限って特許を受けることができる。しかし、光学異性質体

にその用途に関する様々な効果がある場合に効果の顕著さがあるという

ためには、光学異性質体の効果すべてをこれに対応する公知になったラ

セミ体の効果と対比して、全種類の効果面において顕著な違いがなけれ

ばならないのではなく、光学異性質体の効果のうち一部でもこれに対応

するラセミ体の効果に比べて顕著であると認められれば充分であり、通

常の技術者が単純な反復実験により光学異性質体の顕著な効果を確認す

ることができるという事情のみで、その効果の顕著さを否認することは

できない。ある特定の光学異性質体がラセミ体又は残りの光学異性質体

に対して優れた薬理作用を有することができるということが広く知られ

てはいるが、だからといって直接実験をしてみる前には、この件第 6 項

発明の(S)-エナンチオマーが刊行物記載発明のラセミ体又は残りの光学

異性質体の(R)-エナンチオマーより優れた薬理作用を有すると予測する

ことはできないため、2個のエナンチオマー形態に分離されなかった上の

ラセミ体の医薬的用途から、通常の技術者が出願時の技術常識に基づい

て困難なく、この件第 6 項発明の医薬的用途を認識することができると

みなすのは難しい(大法院 2003 年 10 月 23 日宣告 2002 フ 1935 判決を参

照)。 
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(4)触媒 

①新規性の判断 

触媒は、使用対象の反応を離れては特許性を判断することができないため、

触媒の構成と使用対象の反応の種類によって同一性を判断する。 

 

②進歩性の判断 

ⅰ)使用対象の反応が同一でも同種でもない場合 

当該発明の触媒の構成と同一又は類似している公知になった触媒が存在

しても、両触媒の使用対象の反応が同一でも同種でもない場合は、当該発

明の触媒を無触媒の場合と比較してその効果が認められれば、当該発明

は進歩性があるものとみなす。 

ⅱ)触媒の構成が類似していない場合 

当該発明の触媒を使用した対象の反応と同一又は同種の反応において、

触媒の構成が同一又は類似している公知になった触媒がない場合には、

当該発明の触媒が無触媒の場合と比較してその効果が認められれば、進

歩性があるものとみなす。 

ⅲ)支持触媒と非支持触媒の選択 

触媒システムにおいて、支持触媒又は非支持触媒の選択に関する進歩性

を判断するに当たっては、明細書に記載された技術的意義及び顕著な効

果を考慮しなければならない。 

 

(参考)触媒の支持体は、それ自体が触媒活性を有するものではないが、活性

物質と増進剤として触媒を製造する際、触媒反応に効率的な形態で

触媒を製造して製造価格を削減し、機械的性質を向上させるなど、多

様な目的のために使用されるもので、触媒を組成するに当たって支

持触媒の構成を取るか、非支持触媒の構成を取るかについて、どのよ

うな技術的意義及び効果があるかについて明細書に記載されていな

い場合、「非支持触媒」と「支持触媒」間に触媒の形態又は触媒シス
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テムにおいて技術的に特別な違いがあるとみることができない(特

許法院 2009年 10月 9 日宣告 2008ホ 13732号判決) 
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第 6 章 合金に関する発明 

(改訂・管理部署：金属審査チーム) 

 

1. 概要 

1.1 適用範囲 

本章は、合金技術分野(C22C)に関する発明に対して適用する。 

合金技術分野(C22C)を除いたその他技術分野においても、当該合金が通常の

技術者にその合金の成分と各成分の組成範囲の数値限定によって組織、性質又

は用途などが特定されるものと認められる場合は、本章の審査基準が適用され

る。 

(例 1)「第 1項のメッキ液を利用して形成されたニッケル－ジルコニウム合金の

メッキ層を少なくとも一層以上備えた製品」は、上記の合金メッキ層の組

織又は性質そのものに特徴があるのではなく、メッキ液によりメッキ層

が形成された製品に特徴があり、上記の合金メッキ層の合金成分と組成

範囲を限定していないため、上記の合金メッキ層に対して合金の審査基

準を適用する必要はない。 

(例 2)「A：6~9重量％、B：7~12重量％、C：10~15重量％、残りの Fe及びその

他不可避な不純物からなる鋼材を加熱、熱間圧延、冷間圧延、焼なましの

段階を含むことを特徴とする○○用○○合金の製造方法」は、製造方法を

請求しているものの、合金成分と組成範囲を限定した特定鋼材の製造方

法に関するものであるため、合金審査基準が適用される。 

 

1.2 合金と合金発明の特異性 

 合金とは、「2 種類以上の金属成分が全体として均質に存在していて、概観で

は 1 個の物質として把握されるもの」をいう。合金は、混合物と化合物の特性

を一部有しているだけでなく、合金固有の特性を有している。 
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 合金を構成する元素とそのような元素の性質は既に広く知られており、新し

い元素の発見がない限り、合金は既に知られていて限定されている元素郡から

選択組み合わせによって得られるものであり、合金は合金組成(合金成分と各成

分の組成範囲)によって組織、性質又は用途に差異がみられる。従って、合金発

明においては合金成分だけでなく、各成分の組成範囲を限定して初めて合金発

明の請求範囲が特定されるものであって、組織、性質又は用途などが発明の構成

要素になる。 

 

2．発明の説明、請求範囲の記載要件 

 

2.1 発明の説明の記載用件(特許法第 42条第 3項第 1 号関連) 

2.1.1 組成範囲に対する数値限定の理由及び実施例 

請求範囲に組成範囲に対する数値限定が記載されている場合には、発明の説

明に組成範囲に対する数値限定の理由及び実施例を記載しなければならない。

ただし、発明の説明に組成範囲に対する数値限定の理由又は実施例が記載され

ていなくても請求範囲に記載されている合金発明の特定が可能で、その発明を

容易に実施することができると認められる場合は、この限りでない。 

数値限定に当たっては、上限・下限の規定が明確でなければならず、不明確な

用語の使用は認められず、数値限定された区間毎に上限・下限を特定した数値限

定の理由、数値限定範囲の全区間において従来の技術と区別される顕著な上昇

効果の有無及び構成要素と連携作用する各元素の特性に関する具体的な理由を

記載しなければならない。 

(参考)組成範囲に対する数値限定の理由が記載されていない、又は実施例が記

載されていない場合は、当該合金成分が合金成分の相互間においてどの

ような作用をするか、その合金発明が取り組もうとする課題の解決にど

のような効果があるか、これによって従来の技術と区別される特徴又は

顕著な作用効果があるかなどの判断が難しく、その合金発明の再現又は

その合金発明が目的若しくは解決しようとする課題を達成することがで

きるかどうかを確認するために過度な試験の反復及び試行錯誤があり得

るため、発明の説明の記載用件を充足したとみなすことができない。 
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(参考)請求範囲に記載されている合金が合金組成が公知になった常用合金又は

標準工業規格(KS、ASTM、JIS、DIN など)に該当する合金などに認められ

る場合には、組成範囲に対する数値限定の理由及び実施例を必ず記載す

る必要はない。 

また、合金発明は、機械又は電気・電子分野の発明に比べて発明の構成による

効果の予測性が低い分野の発明であり、製造技術は理論的追求よりは実験の反

復によって発明されたものであるため、その合金の作用効果を立証することが

できる実験結果(実施例、試験例、比較例など)を記載する必要がある。特に実験

データを利用した場合には、通常の知識を有する者が容易に再現することがで

きるように実験対象物、実験方法と条件、このような効果によって先行発明では

解決することができなかった技術的課題などを具体的に記載しなければならな

い(2001フ 2740、2005フ 3338、2001ホ 997判決を参照)。 

発明の説明に実施例が記載されているか否かは、以下の通りに判断する。 

ⅰ)請求範囲と合金成分が一致し、当該組成範囲に含まれる実施例が記載され

ていれば、特許法第 42 条第 3 項第 1 号の要件を満たすものとみなす。す

なわち、独立項、従属項を問わず、請求範囲の組成範囲を満たす実施例が

1 個でも記載されていれば、これを出願発明を代表する実施例として認め

ることができる。 

ⅱ)実施例に請求範囲の必須合金成分のうち一部が記載されていない、又は請

求範囲にない合金成分が含まれている場合は、請求範囲に対する実施令が

記載されていないものとみなす。ただし、相違する合金成分が不可避な不

純物に該当する場合は、この限りでない。 

ⅲ)実施例には、各合金成分の具体的な含量を明示しなければならない。具体

的な含量はなく、各合金成分の組成範囲のみ記載されている場合は、請求

範囲に対する実施例が記載されていないものとみなす。 

ⅳ)発明の作用効果は、当該発明が目的とする特有の効果を具体的に記載しな

ければならない。抽象的又は主観的な表現しかない場合、効果が明確に記

載されているものとみなすことができない。 
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(参考)発明の説明の記載用件に限って考慮すると、少なくとも 1 個の代表的な

実施例の記載があれば充分であるが、合金発明において作用効果の顕著

性は、実験結果の記載(つまり、実施例の記載)によって立証されるもので

あり、当該合金発明において組成範囲の数値限定に対する技術的異議又

は臨界的異議が問題となる場合には、1個の実施例だけでは作用効果の顕

著性を立証することが難しい可能性がある。 

(参考)上記の実験は、この件第 1 項補正発明のうち特定の組成比を有する 1 個

の実験例だけを実験対象にしているものに過ぎず、上記の実験結果だけ

でこの件第 1 項補正発明が各構成成分の組成範囲、特に組成範囲の上限

と下限の付近で優秀な効果を有すると断定することはできない。また、上

記のヒット F を成す構成成分の組成比率は、比較対象発明において限定

した構成成分の組成範囲にも属するだけでなく、上記の実験は比較対象

発明の強と対比して実施されたものでもない。従って、上記の実験結果だ

けではこの件第 1 項補正発明が比較対象発明に比べてクリープ破壊の強

度、高温酸化耐性又は蒸気腐食耐性において顕著な効果を有するとみな

すことはできない(特許法院 2010 年 10 月 15 日宣告 2010 ホ 1381 判決を

参照)。 

 

2.1.2 組織、性質・用途など 

通常の技術者に請求範囲に記載されている発明の特定とその発明を容易に実

施することができるように記載されているか否かの判断に必要であると認めら

れる場合は、発明の説明にその合金が有している組織、性質又は用途などを明確

に記載しなければならない。 

合金発明においては組織、性質又は用途などによって発明が特定され、合金の

組織、性質又は用途などが発明の構成要素になるため、発明の説明にその合金が

有している組織、性質又は用途などを明確に記載する必要がある。ただし、合金

発明又は合金を製造する発明は、用途の記載により発明の様相が変わることは

ないため、用途の記載は特別な場合を除いては発明の構成とみなさないが妥当

である。 
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2.1.3 合金の製造方法 

出願発明が｢合金｣である物の発明に関するものであっても、通常の知識を有

する者がその合金を容易に再現することができるよう、その合金の製造方法(溶

融、鋳造、熱処理、機械加工など)を発明の説明に具体的に記載しなければなら

ない。 

合金の製造方法は、一般的に製錬又は精錬によって製造する方法と、既に知ら

れた母材に対して意図した目的を達成するために物理的・化学的変化(機械加工、

熱処理、メッキ、その他表面処理など)を付与して組織、性質又は用途を変化さ

せる方法に分類され、これらすべてが別個の発明として認められる特殊性を有

しているためである。 

また、合金発明に対する特許権又は実施権を所有している者がその合金発明

に関する製造方法を知っていなければ、その合金を容易に再現する、又は実施す

ることができず、特許権又は実施権を所有しているのが無意味になるため、これ

を防止するためである。 

ただし、合金発明が通常の手段によって製造可能な場合には、その趣旨を簡略

に記載する。 

 

2.2 請求範囲の記載要件(特許法第 42条第 4項第 2号関連) 

2.2.1 合金組成の限定 

合金は、2種以上の成分によって構成されるものであり、その目的とする性質

又は用途が得られる合金組成が定められていなければならない。単純に合金の

成分のみ記載されていて、各成分の組成範囲が限定されていない場合、合金の特

性上合金成分は同一であっても組成範囲によってその組織、性質、用途などが全

く異なることがあるため、請求範囲が特定されるとは言い難く、特別な事情がな

い限り、請求範囲が明確に記載されていないものとみなす。 

※成分の組成範囲が限定されていないことから請求範囲が特定されたと見難く、

拒絶理由を通知する場合、明細書全体の記載を見て妥当な具体的理由を記載

する(第 5部第 3章「5.4.2 意見提出通知書の作成方法」を参照)。 
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(例)「C、Si、Mn、Al 及び残りの Fe からなる○○用鋼板」は、合金の成分のみ

を表示して構成を明確に判断することができないもので、「C(a～b 重量%)、

Si(c～d重量%)、Mn(e～f重量%)、Al(g～h重量%)と残りの Fe及び不可避な

不純物からなる○○用鋼板」のように合金成分と共にそれぞれの合金成分

の組成範囲を記載する。 

(参考)組成範囲が過度に広い場合(例えば、「成分 A：0~100％、B：0~100％、…」、

「C：0.0001~5％…である鋼板(鉄合金)」など)組成範囲によて合金の組

織、性質、用途などが異なるため、特別な事情がない限り、請求範囲が明

確に記載されていないものとみなす。 

(例)特別な事情の例として、全率固溶体、非晶質合金、合金組成が公知になった

常用合金、標準工業規格(KS、ASTM、JIS、DIN など)に該当する合金などを

挙げることができる。全率固溶体及び非晶質合金は合金組成とは関係なく、

組織、性質、用途などに大差がなく、合金組成が公知になった常用合金及び

標準工業規格に該当する合金は、合金組成に特徴がないため、組成範囲を具

体的に特定する必要がない。 

 

2.2.2 合金成分中の不純物の許容範囲に関する記載 

請求範囲に記載された構成要素のうち、明細書によって不純物と規定される、

又は通常不純物に認められるものを除いては、不純物と判断してはならない。一

般的にすべての不純物の許容範囲を請求範囲に明確に記載する必要はないが、

できれば、発明の説明にその許容範囲を明確に記載する。ただし、合金の性質又

は用途に重大な影響を及ぼしかねない不純物の許容範囲は、請求範囲に記載し

なければならない。 

合金製造時に合金を構成する必須成分以外に不要だと認められる成分が多少

存在するときがあるが、これは技術的与件又は通常の方法では完全に除去する

ことができないものである。 

このような成分を一括して不純物としているが、このようなものは極めて微

量が存在するとしても、これが合金の性質又は用途に顕著な影響を及ぼす可能

性もあるため、技術公開の目的上、このような不純物の許容範囲(ただし、KS規

格に明示された場合、例；KSD 3751 の規格など不純物制限規定)を明確にする 
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必要がある。また、このような不純物の許容範囲を表示する場合には、上限のみ

を規定すれば充分であるため、｢0.3 重量％以下｣のように表現すれば問題ない。 

 

3. 明細書の新規事項の追加 

 

合金発明は数値限定発明が主流になっていて、数値限定発明はその技術的範

囲が比較的に明確なため、明細書又は図面を補正すれば新規事項の追加になる

可能性が多い。 

出願書に最初に添付された明細書を基準にして、成分の削除、新しい成分の付

加及び組成範囲の変更、さらに新しい性質又は用途の追加・拡張などの補正は、

明細書に新規事項が追加されたものと認められる。 

ただし、組成範囲が縮小され、性質又は用途などに変更がない場合には、新規

事項の追加とみなさない。 

 

3.1 新規事項の追加とみなす場合 

請求範囲において新しく数値限定をしたが、数値限定及びその理由が発明の

説明に予め記載されていなかったものが新しく示されている場合は、新規事項

の追加とみなす。 

(参考)合金発明において合金組成は、発明を特定する重要な技術的事項に該当

するため、特別な事情がない限り、最初出願明細書に記載されていなかっ

た合金成分又は各成分の組成範囲を補正時に追加することは、最初出願

明細書になかった発明を特定する構成要素を新しく追加することになる

ため、新規事項の追加とみなされる。 

(例 1)出願書に最初に添付された明細書又は図面において数値限定をしていな

かった部分を補正時に一定範囲に限定した場合。 

・最初出願：合金成分(A)(B)(C)、及び残りの Fe からなる○○用○○合

金 
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・補正後：合金成分 A(a 重量%)、B(b 重量%)、C(c 中量%)と残りの Fe 及

びその他不可避な不純物からなる○○用○○合金 

(例 2)最初の数値限定の部分を補正時に別途の数値範囲に拡張して補正した場

合 

・最初の出願：合金成分 A(4～8重量%)、B(7～12重量%)、C(15～18重量%)

と残りの Fe及びその他不可避な不純物からなる○○用○○合金 

・補正後：合金成分 A(6～9重量%)、B(7～12重量%)、C(10～15重量%)と

残りの Fe及びその他不可避な不純物からなる○○用○○合金 

 

3.2 新規事項の追加とみなさない場合 

明細書の記載内容及び発明が属する技術分野からみても、その程度の数値で

なければならないことが明確なときには、単純な誤記の訂正であると判断して

新規事項の追加とみない。 

(例 1)請求範囲に記載された数値限定範囲に縮小がある場合 

・最初の出願：100ppm 以下のマグネシウムと少量のカルシウムを含有す

る鉛の合金であって、カルシウムの含量が 100乃至 900ppmであるこ

とを特徴とする合金組成物 

・補正後：1乃至 80ppmのマグネシウムと少量のカルシウムを含有する鉛

の合金であって、カルシウムの含量が 690乃至 900ppmであることを

特徴とする合金組成物。 

☞ 最初出願明細書の蓄電池用に使用される鉛合金は一定量以上のカル

シウムを必要とするが、酸化によってカルシウムの量がだんだん減少す

るようになり、これに備えるためにカルシウムの量を増加させる場合、合

金の腐蝕抵抗性が減少するようになる。本発明においては、合金にマグネ

シウムを少量添加してカルシウムの酸化を防止することに成功したもの

の、マグネシウムも濃度が高まれば、合金の腐蝕抵抗性を減少させるた

め、適切なマグネシウム量及びカルシウム量の選択が必要であると記載

されている。また、上記明細書の実施例及び比較例中にマグネシウムが

20～58ppm、カルシウムが 690～710ppmの組成物が記載されている。 
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 このような場合、合金発明において組成範囲が発明の効果に係るその

他性質と密接に関係するものではなければ、組成範囲は特定実施例の記

載によって補正することができるため、新規事項の追加に該当しない。 

(例 2)請求範囲に記載された数値限定範囲に縮小がある場合 

・最初出願: 

請求範囲 

【請求項 1】200～10000μm の直径を有し、……中空ガラス微小球 

発明の説明 

ガラス微小球は、希望する最終用途に応じて様々な直径にすることがで

き、直径は 200～10000μm、適正値は 500～6000μm である。 

・補正後： 

【請求項 1】200～6000μm の直径を有し、……中空ガラス微小球 

☞ この補正は、当初の請求範囲に記載されていた数値範囲｢200～

10000μm｣中、最大値を変更して｢200～6000μm｣にしたものであるが、補

正後の数値範囲(200～6000μm)は、当初明細書に記載されていた数値範

囲(直径 200～10000μm)以内のものであり、補正後の数値範囲を特定する

数値(6000μm)は当初明細書において望ましい範囲を示す数値に記載さ

れている。すなわち、補正後の数値範囲は当初明細書などに記載した事項

の範囲内のものである。 

 

4. 特許要件 

 

4.1 新規性 

4.1.1 同一性の判断基準 

合金における発明の同一性は、合金を構成する(1)各成分が同一であり、その

組成範囲、組織状態が同一範疇内にあるか否か、（2)有用性(性質又は用途)が同

一であるか否かによって判断する。 
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(参考)合金に関する発明の同一性は、合金を構成する各成分、その組成範囲、組

織状態及び合金の性質乃至用途の同一当否によって判断し、合金の製造

方法の場合は、製造方法に使用される合金の同一性に加えて製造工程の

同一性当否も判断しなければならない(特許法院 1998年 12月 17日 宣告

98ホ 928判決を参照)。 

ただし、合金の有用性は、合金組成と組織によって実現されるものであるた

め、有用性に関する記載は、その有用性に限って適合した合金組成又は組織を限

定すると解釈される場合に限って発明を特定するための事項としての意味を有

するとみるが妥当である。 

 

4.1.2 同一性の判断方法 

(1)合金組成と組織が同一で性質・用途が相異する場合 

請求項に記載された発明と先行発明の構成を対比して、両者の合金組成が同

一でありその組織が同一であれば、その作用効果においても特別な差があり得

ないため、認識した性質が相違しても、両者は実質的に同一の発明である。 

請求項に記載された発明と先行発明の構成を対比して、両者の合金組成と組

織が同一であれば、先行発明がその用途を記載していなくても、先行発明がその

用途に適合した組成範囲と組織を既に有しているため、これは単純な用途の違

い又は単純な用途限定の有無に過ぎない場合であって、両者は実質的に同一の

発明である。 

(参考)第 1 項発明は、引用発明 1 の特許請求範囲と明細書本文に示されたステ

ンレス鋼合金及びその製造方法と技術的構成が同一であるため(合金の

場合は範囲全体が同一であってこそ構成が同一であるわけではなく、重

複する範囲が存在さえすれば構成が同一のものとみなすべきである。も

し、含まれる範囲内の特別な領域を限定して臨界的意義を有する選択を

したのであれば、別途に特許性を取得するようになるが、明細書本文を参

酌したとき、第 1 項発明の数値限定が引用発明 1 と比較して臨界的意義

を有する限定とみなされることもない)、技術的構成が同一である以上、 
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技術的目的又は効果にも特別な違いがあるはずがないため(技術的構成

が同一であるにもかかわらず、技術的目的の違いによって特許性を取得

するためには、新しい用途発明に該当しなければならないが、第 1 項発

明は、引用発明 1 の場合に比べて新しい用途発明に該当するとみる余地

がない)、第 1項発明は、引用発明 1の特許請求範囲の構成によって公示

になる、又は明細書本文に記載された構成から当業者が容易に発明する

ことができるといえる(特許法院 2001年 1月 18日宣告 2000ホ 1542判決

を参照)。 

(2)合金組成が同一で組織が記載されていない場合 

合金の組織は、製造方法に依存的であって合金組成が同一であってもその製

造方法によって合金の組織が変わる場合が多い。例えば、鉄鋼及び熱処理型非鉄

合金は、加熱・冷却の組み合わせによる操作、すなわち、熱処理によって様々な

金属組織に変化する。従って、合金発明の場合、同一の合金組成に同一の段階別

工程を有する製造方法を適用すれば、同一の組織が得られるのは当然なことで

あるため、合金組成とその製造方法が同一であれば実質的に同一の発明である。 

(3)合金組成が同一で組織・性質・用途が相異する場合 

合金組成が同一であっても、性質と用途が相違するときには同一の発明とい

うことができない。これは、合金組成が特定されていても、その中には組織が異

なる多様な合金が存在し、それぞれの性質も異なり、適合した用途が異なるため

である。 

(例)A. 組成 aを有するピアノ線用 Fe系合金 

B. 組成 aを有する歯車用 Fe系合金 

☞ 両発明は、合金組成が同一の Fe 系合金であるが、明細書及び図面の記

載と出願時の技術常識を考慮すると、A発明はピアノ線に適した高張力を付

与するための微細層状組織を有する｢Fe 系統合金｣と把握され、B 発明はこ

のような微細層状組織を有しないため、両者は別発明である。 
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(4)認識した性質が異相違しても用途が同一範疇にある場合 

同一の合金組成について認識した性質が相違しても、それによって新しい用

途が得られずに従来の有用性に含まれる場合、それは単純にその合金に内在し

ている性質に過ぎないため、実質的に同一の発明である。 

(例)A. 耐熱合金  B.電気抵抗材料 

Cr：15～35% Cr：15～40% 

Al：5～12% Al：6～14% 

Fe：残り  Fe：残り 

☞A発明は、上記組成からなる耐熱合金であり、その明細書には性質として

高温耐酸化性、高電気抵抗率、用途は抵抗発熱体、炉構造体であることが記

載されている。B発明は、上記組成からなる電気抵抗材料であり、明細書中

にその性質として陰(－)の電気抵抗温度係数、耐酸化性、用途は電熱線、熱

応動素子(thermistor)であることが記載されている。この場合、B発明は合

金組成、性質、用途において A発明と一致する点があるため、実質的に同一

の発明である。 

 

4.2 進歩性 

4.2.1 進歩性の判断基準 

合金発明の進歩性は、①合金組成及び必要に応じた組織、②その合金が有する

有用性(固有の性質又は用途)、③必要に応じてその合金の組織又は有用性を得

るための具体的手段(製造方法)などを踏まえて判断する。 

(1)合金組成が相違する場合 

発明の対象になっている合金が公知になっている同一基の合金と比べ、下記

ⅰ)、ⅱ)、ⅲ)のうちいずれかの一つ以上に該当する場合において、公知になっ

た合金に比べて有用性が顕著に改善されなければ、その発明は進歩性がない。 
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ⅰ)組成範囲が相違する場合 

ⅱ)別個の合金成分が添加された場合 

ⅲ)別個の合金成分に置換された場合 

上記ⅰ)及びⅱ)について、同一基の合金において、例えば「A」という合金成

分を 3～8%含むある合金が公知になった場合に「A」を 1～2%、又は「A」を 9～

15%の範囲で含む同一の目的及び性質の合金は、上記ⅰ)に該当し、また、単純な

他の合金成分「B」を 0.05～0.5%添加した合金は、上記ⅱ)に該当するのである。 

上記ⅲ)について、例えば、成分「A」と成分「B」が合金に関するある同一の

目的について同一の作用効果を有することが公知になっていて、「A」を添加した

ある合金が公知になっている場合、「A」の代わりに「B」を添加した合金が作用

効果上の違いがない場合である(例：1 群の合金成分の中で成分間の置換に該当

する場合である)。 

(参考)第 1 項補正発明は、不純物である場合を除いては Ti(チタニウム)又は

Zr(ジルコニウム)を含有しないが、比較対象発明は 0.002～0.500％の Ti

と 0.002～0.500％の Zrを単独で、又は複合して含有している。…比較対

象発明における Ti 又は Zr の組成比率は 0.002～0.500％であって、第 1

項補正発明において上記成分が不純物として許容される組成範囲と重複

する。…通常の技術者が金属間化合物の析出量及び Ti 又は Zr の添加に

よって粗い窒化物が形成される問題などを踏まえ、比較対象発明におけ

る Ti 又は Zr の含量を第 1 項補正発明と同じく不純物の水準で制限する

ことは技術的に難しくないとみられる(特許法院 2010 年 10 月 15 日宣告

2010ホ 1381判決を参照)。 

(参考)第 1項発明は、Cr0.05 乃至 4.50％を必須成分に、Mg0.0005乃至 0.020％

を選択成分に含有している対し、比較対象発明は Cr0.01～2.0％選択成分

に、Mg0.0002～0.0150％を必須成分で含有する構成からなっている。しか

し、両発明がいずれも Cr と Mg を合金成分に含有することができ、その

組成範囲も重複する以上、Crと Mgを合金成分としていずれも含有する場

合は、その合金成分の構成及び作用効果に差がない(特許法院 2010 年 6

月 17日宣告 2009ホ 8256判決を参照する)。 

 

 



第 9 部 技術分野別審査基準  

9614 (2015年 1月追録) 

 

 

(参考)構成 3 のマンガンの含量は 1.05～1.8 重量％であり、これに対応する比

較対象発明のマンガンの含量は 0.5～0.95 重量％であるため、両発明に

おいてマンガンの含量は互いに重複しない。…ところで、①比較対象発明

の明細書には、マルエージング鋼に含まれたマンガンが材料内に切削性

を促進する硫化マンガンを形成するために 0.5～0.95％重量％の範囲内

に限定することが望ましいと記載されており、比較対象発明の場合にも

硫黄を固定する機能を遂行するためにマンガンを添加していることが分

かる点、②出願発明の明細書にも硫黄の固定機能などを遂行するための

適度のマンガンの含量を 0.55 重量％以上、さらに有利にするには 0.75

重量％以上にしていて、上記の比較対象発明のマンガンの含量と大差が

がない点、③焼き入れ性及びフェライト含量の現象に係るマンガンの効

果についても、マンガンを添加するだけで達成されるものであるため、マ

ンガンの添加量によってその効果に多少の差はあり得るが、添加量の差

異によって両発明が異質的な効果を見せるとは思えない点などを総合し

てみると、構成 3 においてマンガンの含量を数値限定したことが比較対

象発明に比べて技術的意義がある、又はそれにより異質的な効果が発生

すると見難い。…構成 3 のマンガンの含量に対する数値限定は臨界的意

義が認められるとも見難い。結局、構成 3 に限定されたマンガンの含量

は、通常の技術者が通常的かつ反復的な実験により、適切に選択すること

ができる程度の単純な数値限定に過ぎない(特許法院 2012 年 11 月 16 日

宣告 2012ホ 4247判決、特許法院 2013年 5月 15日宣告 2012ホ 10822判

決を参照)。 

(参考)①出願発明の明細書には関係式 1 を設定した技術的意義又は関係式 1 を

導出する過程が記載されておらず、関係式 1 において定義されたパラメ

ータ F の数値範囲内外で異質である、又は顕著な効果の差異が表れると

みるべき記載がない点、②関係式 1 の数値範囲は組成元素で使用される

クロム(Cr)、モリブデン(Mo)、珪素(Si)、バナジウム(V)、炭素(C)、窒素

(N)、ニッケル(Ni)、マンガン(Mn)、銅(Cu)の含量に依存して決定される

値であって、上記の各組成元素及びその原料が同一であればその値も同

一であるといえるため、以下の「構成 3の対比」部分の通り、関係式 1 
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に含まれた上記の各組成元素及びその含量が比較対象発明において対応

される各組成元素及びその含量と重複するため、比較対象発明の上記対

応される各組成元素の含量を関係式 1 に代入すれば、パラメータ F の数

値範囲に含まれるとみえる点、③たとえ比較対象発明はニオブ(Nb)を含

んでいないものの、ニオブ(Nb)成分は以下の「構成 3 の対比」部分の通

り、選択的成分であって第 1 項出願発明のステンレススチールに含まれ

ない可能性もある成分であるため、それによる違いが認められない点な

どを総合すると、関係式 1 が比較対象発明に比べて技術的意義がある、

又はそれによって異質的効果が発生すると言い難く、その数値範囲内外

で顕著な効果の差異が表れるとも 言い難い(特許法院 2012年 11月 16日

宣告 2012 ホ 4247 判決、特許法院 2010 年 9 月 17 日宣告 2010 ホ 1367 判

決を参考)。 

(2)合金の組織又は有用性において差異がある場合 

 合金組成が同一であり、製造方法に違いがない場合において合金の組織又は

有用性に顕著な違いがなければ、その発明は進歩性がない。 

(参考)合金の組織は、製造方法に依存するものであって合金の組成範囲が同一

であってもその製造方法によって合金の組織が異なるため、合金分野の

発明において成分組成の範囲が互いに境界を成す、又は互いに含まれ、段

階別工程を遂行する具体的な作業条件に違いがなければ、これによる合

金の有用性(性質、特性、用途など)は当然同一の範囲で生産されるとみな

すべきである(特許法院 2012年 5月 10日宣告 2011ホ 9849判決を参照)。 

(参考)構成 2 は、「TiB2 析出物の 80％(個数基準)超過が単結晶の特性を有する

もの」である反面、比較対象発明の対応構成は、これについて明示しない

という点で相違する。…両発明は、鋼の主な構成成分に関する組成範囲に

おいて実質的な違いがなく、製造工程などによる違いによって生成され

る有用性に違いがあるとも言い難いため、いずれも TiB2工程の析出物が

多数である微細な単結晶を形成し、同一性の範囲内でマトリックスに均

一に分布されるとみられる。…上記の単結晶特性 80％を基準に顕著な効

果又は作用上の違いを表すと立証された実験試料など、別途の記載がな

いだけでなく、これを立証することができる証拠もないため、構成 2 の

うち「TiB2 析出物の 80％(個数基準)超過が単結晶の特性を有するもの」

は、適切な値として単純な数値限定に過ぎないといえるため、上記の相違

点は通常の技術者が比較対象発明の対応構成及び周知慣用技術から容易
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に導出することができる(特許法院 2013 年 5 月 15 日宣告 2012 ホ 10822

判決、特許法院 2012年 5月 10日宣告 2011ホ 9849判決を参照)。 
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第 7 章 高分子に関する発明 

(改訂・管理部署：高分子繊維審査課) 

 

1. 発明の説明、請求範囲の記載要件 

 

1.1 発明の説明の記載要件 

1.1.1 高分子化合物の発明 

(1)高分子化合物を特定して記載しなければならず、請求範囲に記載された高分

子化合物の全体が充分に裏付けされる程度に具体的に記載しなければならない。 

(2)高分子化合物を特定するに当たっては、その化合物の構造を表示する要件に

よって特定することを原則とする。この要件としては、次のようなものを挙げる

ことができる。 

①反復単位、②反復単位の配列(ホモ、ランダム、ブロック、グラフト、頭尾

結合など)、③分子量、④部分的特質(分枝度、置換基、二重結合、架橋度、末端

基など)、⑤立体特異性(アタクチック、イソタクチック、シンジオタクチックな

ど) 

(参考)高分子化合物の発明の構成は、高分子化合物それ自体であるため、その化

合物を特定することは当然の前提である。そして高分子化合物を特定す

るに当たっては、化学分野において一般的に成されている通りその高分

子化合物を直接的に規定する事項、すなわち、その化合物の構造を表示す

る要件によってしなければならない。また、多くの高分子化合物は立体構

造、分子量、時には構成分子の種類が相違する分子の集合体からなってい

るため、その物質を完全に記述することは不可能であるが、少なくともそ

の物質を構成する主要な原子団、結合などが明確になる程度にその物質

の構造を表示する要件によって特定しなければならない。、例えば、主鎖

が唯一の原子団の反復によって構成されている線状の有機重合体は、少

なくとも反復単位と分子量によって特定しなければはならない。 
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(3)高分子化合物の構造を表示する要件だけでは充分に特定することができな

い場合、再び基礎的な物性を表示する要件を追加して特定することができる。た

だし、基礎的物性を表示する要件は、定量的に表現しなければならない。基礎的

物性を表示する要件には、粘度、結晶性、ガラス転移温度、融点、密度、引張強

度、伸張度、弾性率、硬度、衝撃強度、透明度、屈折率などがある。 

(4)構造を表示する要件のみで、又は構造を表示する要件と基礎的物性を表示す

る要件のみでは、高分子化合物を充分に特定することができないときに、製造方

法を記載することによってその高分子物質の特定がより具体的にできる場合、

特定手段の一部として製造方法を表示することができる。 

(5)高分子化合物が通常の技術者に明確に認識される程度に、その確認資料が具

体的に記載されていなければならない。 

(参考 1)この確認資料としては、例えば、元素の分析値、結合の分析値、ガラス

転移温度、屈折率、分子量、融点、粘度、赤外線吸収スペクトル、塑性

など、その他の物理的及び化学的性質を挙げることができる。 

(参考 2)高分子化合物の確認資料は、その技術分野において普通に採用されてい

る方法によって測定したものでなければならず、その測定方法は、明確

になっていなければならない。ただし、やむを得ずその他の方法によっ

て測定された場合、その測定方法は通常の技術者が容易に反復再現す

ることができる程度に具体的に説明されていなければならない。 

(6)請求範囲に記載された高分子化合物全体を通常の技術者が容易に製造する

ことができる程度に原料物質、製造条件及び場合によっては製造装置など必要

な事項と共に、その化合物の製造方法が少なくとも 1 つ以上具体的に記載され

ていなければならない。 

(7)高分子化合物の用途が請求範囲に記載された場合は、発明の説明に高分子化

合物全体がその用途に特に有用であるということが具体的に少なくとも一つ以

上明確に記載されていなければならない。 

 

1.1.2 高分子の製造方法の発明 

高分子の製造方法の発明の構成は、基本的に(イ)原料物質、(ロ)処理手段、

(ハ)目的生成物の 3つを必須構成要件とする。 

 

(イ)原料物質が新規の化合物である場合には、それを製造する方法を具体的に
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記載しなければならない。 

(ロ)処理手段について、溶媒、触媒、反応温度、反応圧力、反応時間などが通常

の技術者にとって容易に実施することができる程度に明確かつ詳細に記載

されていなければならず、実施例は、通常の技術者が容易に反復再現するこ

とができる程度に具体的な数値、その他事項を表示して記載しなければな

らない。 

(ハ)目的生成物が新規の高分子である場合は、その高分子化合物を特定して記

載しければならず、この高分子を具体的に確認することができる物理的又

は化学的性質の中から 1 つ以上を通常の技術者が容易に認識することがで

きる程度に具体的に記載しなければならない。 

 

1.1.3 高分子組成物の発明 

(1)高分子組成物の発明の構成は、組成物それ自体に関する事項とその高分子組

成物の用途に関する事項で記載される。 

(2)高分子組成物の発明自体に関する事項については 

(イ)高分子組成物の原料成分、各原料成分間の配合比率などが詳細に記載され

ていなければならない。 

(ロ)高分子組成物発明が状態又は性質に特徴を有する場合には、状態又は性質

についても詳細に記載されていなければならない。 

(ハ)実施例は、通常の技術者が容易に反復再現することができる程度に具体的

な数値及びその他事項が記載されていなければならない。 

(ニ)原料物質が新規の化合物である場合には、その物質の製造方法についても

通常の技術者が容易に製造することができる程度に具体的に記載されてい

なければならない。 

(3)どのような物質のどのような性質を改善する、又はどのような性質を得るた

めにそのような組成にするものであるかが記載されていなければならない。ま

た、その高分子組成物の有用さを示す程度に少なくとも一つの用途が記載され

ていなければならない。 

 

 

(参考)用途が記載されていることは、その組成物をある特定用途に適用するこ
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とが客観的に確認できるように記載されている場合、用途を総括的に表

現する性質が記載されているため、その組成物にどのような用途がある

かが明白である場合、又は用途が記載されていなくても発明の目的及び

構成で判断してその組成物の用途が自明である場合などをいう。 

 

1.2 請求範囲の記載要件 

1.2.1 高分子化合物の発明 

高分子化合物の発明の請求範囲には、その請求しようとする高分子物質を特

定して記載しなければならない。 

高分子物質を特定するに当たっては、その物質の構造を示す要件により特定

することを原則とする。構造を示す要件のみで不充分な場合には、それ以外に基

礎的物性を示す要件を追加して特定することができる。また、構造を示す要件、

或いは基礎的物性を示す要件によっても充分に特定することができないときに

は、それ以外に特定手段の一部として製造方法を示すことができる。 

 

1.2.2 高分子の製造方法の発明 

高分子の製造方法発明の請求範囲には、原料物質、処理手段及び目的生成物の

3つの必須構成要件が相互連結されて記載されていなければならない。 

 

1.2.3 高分子組成物の発明 

(1)高分子組成物形式の場合 

高分子組成物形式の請求範囲は、高分子組成物の組成が明確に記載されてい

なければならない。万一、組成のみで高分子組成物の構成を明確に表現すること

ができないときには、その組成物の状態、性質又は製造方法などを併記すること

ができる。 
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(参考)組成物の組成は、対象になる組成物それ自体の組成によって表示しなけ

ればならず、組成物それ自体の組成の把握が困難な場合には、やむを得ず

原料物質の組成によって表示しても問題ないが、原料組成と生産組成物

の組成が相異すれば(主に状態変化を伴う組成物の場合に該当する)、そ

の状態変化又はプロセスなどに関する事項を併記して補充する必要があ

る。 

(2)性質限定或いは用途限定の高分子組成物形式の場合 

性質或いは用途限定の高分子組成物形式の請求範囲は、(1)に記載した組成物

自体に関する事項以外に改めて用途の総括的表現として把握することができる

性質、或いは用途が記載された表現形式をいう。これらの表現としては、｢××

性組成物｣、｢××用組成物｣、｢××製組成物｣などの表現形式が使用される。 

(参考)高分子組成物の形式が「○○性」で表現されたものは、高分子組成物を組

成のみで特定することができず、性質により機能的に限定することによ

って初めて確実に組成物を特定することができる場合に限って必要であ

る。例えば、成分要件又は成分と配合比率の要件などを表示した構成要件

を有する組成物の場合、これだけで高分子組成物が特定化され、この要件

だけを有する高分子組成物はいずれも○○性の物質を必然的に有してい

るのであれば、その組成物の特定にはこの要件だけで充分であり、○○性

は必要ない。一方、上記の要件だけではその発明の目的を達成するための

高分子組成物の特定に充分でないため、この要件の高分子組成物のうち、

○○性の高分子組成物が発明の対象であれば、○○性の要件は必要な要

件であり、必須要件として記載されていなければならない。 
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第 8 章 繊維産業に関する発明 

(改訂・管理部署：高分子繊維審査課) 

 

1. 発明の説明の記載要件 

 

(1)物性に特徴がある化学繊維の発明において、紡糸、延伸、後処理などの加工

条件により最終製品の特性が大きく変わる繊維製造技術の特性上、発明の説明

にはその物性を達成するための手段(原料物質、繊維の構造的特徴、工程条件、

その他必要な事項)が具体的に記載されていなければならない。このような手段

が明確に特定されず、通常の技術者がその発明を実施するために過度な試行錯

誤又は反復実験を経なければならないと予想される場合には、発明を容易に実

施することができるように記載されていないとみなす。 

(2)織物、編物などの繊維構造体の発明において、組織構造に発明の技術的特徴

があるものであって、通常の技術者に自明な基本組織構造に該当しない場合に

は、反復する単位である完全組織の構造と製造方法が発明の説明、図面などを利

用して具体的に記載されていなければならない。 

 

2. 進歩性の判断時の考慮事項 

 

(1)重合体で形成される繊維発明の進歩性の判断 

公知になった線状重合体を他の技術的特徴なく、単純に繊維の製造に使用す

ることを要旨にする発明は、進歩性がないものとみなす。 

ただし、公知になった線状重合体から特定した組成又は構造を有するものを

選択使用し、既存の線状重合体で形成された繊維とは顕著に相違する性質と既

存の線状重合体で形成された繊維から期待することができない有用性があるこ

とが確認されたときには、進歩性があるものとみなす。 
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(2)パラメータ発明 

合成繊維の発明において新しいパラメータを導入して請求範囲を特定する場

合には、発明の説明で提示している製造方法と、製造された合成繊維の強度など

の物性が先行技術の提示している実施形態と類似しているか否かを把握して進

歩性を判断しなければならない。 

(例 1)「寸法安定性ポリエステル糸及びその製造方法」 

両発明において、物性値の換算値(結晶度、複屈折率)が実質的に同一であ

り、その出発原料及び製造工程の具体的な態様も同一・類似しており、ま

た、紡糸工程中で引取速度が増加すれば適切な範囲内の融点上昇が導出

されるということがこの発明の属する技術分野において既に公知になっ

ていた点などに照らしてみると、引用発明 1 から得られた未延伸糸も、

特別な事情がない限り、この件特許発明第 1 項において意図する融点上

昇が成されるとみなされるため、この件特許発明第 1 項の未延伸糸の融

点上昇は、引用発明 1 から当然得られるものである、又は少なくともこ

の発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が引用発明 1 か

ら容易に得ることができる程度のものとみるに相当する。 

(例 2)「ポリエステル微細フィラメントの製造」 

本件第 1 項発明は、上で定義したパラメータの概念又は数式自体を特許

として請求したものではなく、数式によって計算される値を繊維の紡糸

条件にして請求したものであり、比較対象発明 1 が上の工程パラメータ

を使用してはいないが、そのパラメータ値を決定する工程変数を開示し

ており、このような工程変数を利用して本件特許発明のパラメータに換

算してみると、その結果が本件特許発明において限定した範囲内にある

点、本件特許発明において定義した上記パラメータそれぞれの値に影響

を及ぼす工程変数の大部分(例えば、重合体粘度、密度、紡糸速度、フィ

ラメント数、毛細管の直径、紡糸口の断面積など)が、比較対象発明 1の

それと同一性範囲内にあり、その値も大部分固定された値を有する点に

照らしてみたとき、原告が主張する工程変数を調整するということは、実

際には比較対象発明 1において調整される範囲内にある程度に過ぎない。 
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(例 3)「溶媒紡糸セルロースフィラメント」 

非破断時間は、フィラメントのフィブリル化傾向の程度を示すパラメー

タに該当するといえよう。NMMO から放射されたセルロースフィラメント

のフィブリル化傾向は、上のセルロースフィラメント自体に内在する性

質であると同時にその技術分野において通常の知識を有する人が上のセ

ルロースフィラメント製造に当たって、強度、破断伸度などと共に考慮し

なければならない物性であって、比較対象発明によって請求項 1 発明の

出願前に既に公示になっていたといえる。従って、非破断時間は、NMMOか

ら放射されたセルロースフィラメント自体に内在している出願前に公知

になった物性に対して、表現方式だけを異にして示したパラメータに過

ぎない。 

(3)製造方法により特定される繊維の発明 

紡糸方法により限定した繊維糸の発明において、紡糸直後に形成された未延

伸糸に熱処理と延伸操作により用途に適合した物性を付与した繊維製造時の技

術的特徴を考慮して、実施例と比較例として先行技術との差別性を立証してい

る場合、新規性と進歩性が認められることもある。 

合成繊維の紡糸方法により特定される繊維素材の請求範囲を特定するに当た

っては、発明の説明で提示している実施例でその範囲を限定するのではなく、そ

の方法的記載によって生産可能な繊維素材の特性範囲全体を進歩性の判断対象

とみなすべきである。 

(4)デザイン的構成が付加された繊維の発明 

繊維製品に関する発明において繊維組織の配置又は加工処理によって発現す

る外観の審美的効果に限って特徴があって、その評価が主観的に成されるのは、

その繊維組織の形成方法又は加工処理方法が先行技術に示されている、又は通

常の技術者に自明であって、一般的に使用される程度の技術であれば、単純にこ

れを利用してデザイン的効果を発生させるものは、進歩性がないものとみなす。

ただし、デザイン的構成が新しい技術的機能を有するようになる場合には、出願

発明の特許性を認めることができる。 
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(5)形状の限定による効果の判断 

リング、トラベラ、メタリック針布、メリヤス針などの形状は、僅かな差が効

果に非常に大きな影響を与える場合があるため、この場合には、若干の形状上の

差であっても考慮する。また、若干の形状の差による効果は、確認することが困

難な場合が多いため、その効果が疑われるときには実験データ又は実験成績証

明書などによって効果を判断する。 

(6)伝統技術関連分野の審査 

伝統技術関連出願は、徒弟式に伝授されてきた技能分野の産業化と連関した

場合が多く、特許文献の先行技術検索だけでは正確な審査が困難であるため、非

特許資料に対する調査が必要である。天然染色方法のような伝統技術に関する

出願は、伝統的な方法を改善して出願する場合が多いため、改善された部分の技

術的特徴を当該分野において公知になった技術と比較して進歩性を判断する。 

(7)繊維機械の進歩性を審査する時の関連技術分野の範囲 

繊維は、産業革命に伴って始まり、機械工学と共に発展してきた歴史の古い産

業分野である。一部出願は、単純設計変更に過ぎない構成、例えば、チェ－ン構

造をベルト構造に変更する、又はカム構造のように基本的な機械要素の細部設

計を単純に異にする程度を発明の特徴にして主張する場合がある。このような

設計変更による作用効果の顕著さは考慮しなければならないが、これに先立ち

先行技術検索の範囲を関連 IPC(D セクション)に限定せず、一般機械分野に対し

ても広げることが重要である。 

また、特許文献の検索ではアクセスできない装置の説明書又はカタログなど

の文献が情報提供又は無効審判において提出される場合があるため、審査官は

一般機械などその他技術分野において公知になった技術水準を把握して審査す

ることが望ましい。 

(例 1)「高速レピア織機用レピアグリッパバンド」に関する本件第 1項発明に属

する通常の知識を有する者がレピアグリッパバンドの耐摩耗性、耐久性、

柔軟性、潤滑性の向上のために、ポリエステル織物と炭素繊維を複合積層

し、これをイミドが含まれたエポキシ樹脂に成型した後、その一面にポリ

イミドが混用された PTFE表面層を製作しようとする場合、高速レピア織

機用レピアグリッパバンドの技術分野だけでなく、PTFE/POLYIMIDE 

COMPOUND に関する一般化学の技術分野及びイミド環を有するエポキシ樹

脂を作る一般化学の技術分野を参酌することができる。 
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(例 2)「ヤーン供給機装置」に関する本件特許発明が属する繊維機械分野におけ

る通常の技術者であれば、比較対象発明 4 が属するベアリング関連技術

は、「ローラ」のような回転体を支持する構成がある機械装置を利用する

技術分野において一般的に使用する技術である点に照らてみたとき、比

較対象発明 1 又は本件特許発明の明細書に記載された先行発明に基づい

て、ベアリングローラの誤整列問題を解決するために、比較対象発明 4に

開示されたベアリングシートに弾力を付与する構成を容易に結合するこ

とができる。 

 

3. 繊維産業分野特有の単位換算方法 

 

糸の太さは番数で表し、番数には恒長式、恒重式の番数表示方法がある。 

恒長式番数は太さに比例し、恒重式番数は太さに反比例する。 

- 恒長式番数(constant length count)：恒重式番数に対応する用語であり、

主にフィラメント(生糸、人絹糸、合成繊維糸)の太さを表すために使用され

る。標準の長さに対するの糸の重さで表し、比重と関連がある。デニール

(denier)と SI単位のテックス(tex)が代表的である。 

nデニール = フィラメント 9,000mの重さが nグラム 

nテックス = フィラメント 1,000mの重さが nグラ。 

  [関連語]キロテックス(ktex)、デシテックス(dtex) 

- 恒重式番数(proportional count system)：綿、ステープル、毛など紡績糸

に対して標準重量当りの長さの比で表す糸の番数。標準重量は糸の種類と

英国式、大陸式、ドイツ式などによって少しずつ異なる。 

 

 

 

 

 

 

番数：1ポンドの重量を作るための基準束の数 
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基準束：綿糸 840 ヤード、絹紡糸 840 ヤード、梳毛糸 560 ヤード、紡毛糸

300ヤード 

綿糸 n番数 = 長さ 840ヤードの束 n個が 1ポンドである時 

 

分類 [単位系1](y) [単位系2](x) 変換式 

繊度、線密度 

(yarn count, 

fineness) 

テックス [tex] 

綿番手 

(cotton count) [Ne] 

y=590.5/x 

(例: 590.5tex=1Ne) 

メートル番手 

(metric count) [Nm] 
y=1000/x 

キロテックス [ktex] y=1/1000×x 

デシテックス [dtex] y=10×x 

ミリテックス [mtex] y=1000×x 

デニール[denier] 

([D], [De], [d] な

どでも表記) 

テックス [tex] 
y=9×x 

(例: 9denier= 1tex) 

デシテックス [dtex] y=0.9×x 

単位面積当り重量 

(areal density) 
[g/m2] 

[oz/in2] y=0.04394×x 

[oz/yd2] y=33.91×x 

密度/デニール/直

径の相互変換 
直径(D) [㎛] 

密度(ρ) [kg/m3], 

デニール [denier] D=11.91×√
denier

A
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第 9 章 建築設計に関する発明 

(改訂・管理部署：住居基盤審査課) 

 

1. 明細書の記載要件 

 

建築設計の発明は、機能が付与された空間の組合わせによって発明が完成す

るものであるため、請求範囲及び発明の説明に空間の機能について記載しなけ

ればならず、追加で発明の説明には、単位空間の機能のみで発明全体の作用効果

を容易に分かる場合でなければ、単位空間の機能間の相互作用も記載しなけれ

ばならない。 

建築設計発明の記載形式は、一般的に物の形状及び構造を直接記載する場合

と、空間要素の相互間の結合によって物を特定する場合に分けることができる

が、物の形状及び構造の特定は、結局空間を特定するためのものであり、上の二

種類の場合において記載要件をそれぞれにする理由がなく、従って、物の形状及

び構造を直接記載する場合にも、空間の機能及び機能間の相互作用について明

細書に記載しなければならない。 

(1)請求範囲に記載された発明が属したカテゴリーが不明確な場合 

建築設計発明と関連して特許法第 2 条第 1 号の規定による発明は、物又は方

法に限定されることが原則であるが、建築設計の分野において多様な表現形式

が慣行的に使用されており、これらをそのまま使用する場合、請求しようとする

ところが物に関するものであるか、それとも方法に関するものであるかが不明

確な場合がある。 

例えば、～アパート設計、～配置計画、～平面計画、～構造システム、～平面

システムなど、請求項の末尾の記載自体が不明確でカテゴリーが不明確になる、

又は請求範囲に記載しようとする内容は物についてであるが、請求項末尾は方

法に関するものに記載し、発明のカテゴリーが不明確な場合などを挙げること

ができる。 
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従って、請求項末尾を記載する際には、発明で保護を受けようとするところが

何であるかによって、記載形式を異にしなければならず、請求しようとするとこ

ろがアパートというものであるか、アパートを施工する方法に関するものであ

るか、それともアパートを設計する方法に関するものであるかを明確に特定し

なければならない。 

(例)第 1 寝室と第 2 寝室の間にリビングが配置されることを特徴とするアパー

ト単位世帯の設計方法 

☞上の事例において請求しようとするのは、リビングと二つの寝室が相互

結合された物に関するものであって設計する方法ではないため、請求項末

尾をアパート又はアパート単位世帯の構造などと記載しなければならない。 

(参考)設計図書の頒布時期 

設計図書とは、工事の施工に必要な設計図又は示方書及びこれに伴う構

造計算書若しくは設備関係の計算書をいうが、このうち示方書は施工方

法、材料の種類と等級、工事現場における注意事項など設計図に表示する

ことのできない内容を記述した文書であって、建物を施工するために製

作された書類として特別な事情がない限り、秘密遵守の義務規定がない

者(通常、一般人)が閲覧することができる状態に置かれる時期を頒布時

期と推定する。例えば、工事の許認可を得るために官公庁に提出する日は

一般人が閲覧することができる状態ではないため、頒布時期とみること

ができない。ただし、許認可を得るための状態にあるが、一般的に住民の

閲覧を条件とする都市計画公告などは一般人に閲覧される日を頒布時期

とみる。 

 

2. 特許要件 

 

建築設計の発明は、建築設計によって創作される建築物及び建築物関連方法

の発明で、物と物の設計及び製造方法に関する発明であるという点で通常の物

及び方法発明と差がないが空間の分割又は組合わせによって物を特定する点、

空間自体は機能がないため空間に付与された機能及び機能間の相互作用によっ

て効果が現れるという点、機能が付与された空間は付与された機能以外の他機

能を持つことができ、付与された機能と異なる用途で使用される場合、目的にし

ていた発明とは異なる発明になるという点で、通常の物の発明とは区別される

特徴がある。 
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2.1. 成立性 

建築設計の発明は、単位空間が有する機能及びこれら機能間の相互作用によ

って発明の目的及び効果が達成されるものであるため、機能のない単位空間の

配置又は結合だけでは発明が完成したとみることができない。 

従って、建築設計の発明は単位空間又は単位空間を形成する物から機能が自

明に導出される場合でなければ、物を構成する単位空間の機能を特定しなけれ

ばならず、必要に応じてはこれら機能間の相互作用も特定して初めて発明が完

成したとみなす。 

ここで注意する点は、機能及び機能間の相互作用自体は発明でないというこ

とである。すなわち、建築設計発明の主な技術的思想は、機能及び機能間の相互

作用にあるが、発明で請求しようとする場合にはそのような機能及び機能間の

相互作用が体化した物で請求しなければならない。 

 

2.2. 新規性及び進歩性 

建築設計の発明は、単位空間が有する機能及びこれら機能間の相互作用に発

明の目的及び効果があるものであるため、請求範囲を解釈するに当たって、空間

に付与された機能を排除し、空間の配置又は結合のみで請求範囲を特定すると、

空間の機能及び機能間の相互作用に特徴がある建築設計の発明を特定すること

ができなくなる、又は過度に権利範囲が広く設定され、発明が意図する目的及び

効果とは全く異なる目的及び効果を有する発明によっても新規性又は進歩性が

ないという不合理な結果を生んでしまう。従って、建築設計発明の進歩性を判断

する際、機能を排除して請求範囲を解釈してはならず、空間の機能差による発明

全体の機能及び作用効果を考慮しなければならない。 

(例)出願発明：寝室、リビング、クローゼットルームで構成されたアパート単位

世帯の構造 

公知になった発明：準備室、手術室、回復室で構成された病院 

☞ 上の事例で出願発明を特定するに当たって、機能を排除して第 1 空間、

第 2 空間、第 3 空間で構成された建築物であると特定する場合、公知にな

った発明とは目的及び効果が全く相違するにも、両発明は第 1空間、第 2 空

間、第 3 空間で構成された建築物という点で差がないため、出願発明は新

規性及び進歩性がないという不合理な結果が導出される。
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第 10章 コンピューターに関する発明 

(改訂・管理部署：コンピューターシステム審査課) 

 

 本章は、発明の実施にコンピューターソフトウェアを必要とする発明(以下、

「コンピューターに関する発明」という)に関する出願を審査する際、特有の判

断及び取扱いが求められる事項について説明する。 

 

※この審査基準において使用されている用語の説明 

・ソフトウェア：コンピューターでハードウェアを稼動する技術 

・ハードウェア：コンピューターを構成する類型の装置又は機器(例：CPU、メモ

リー、入力装置、出力装置、周辺装置など) 

・段階：所定の目的を達成すべく、時系列的につながった一連の処理又は操作 

・プログラム：コンピューターで処理するに適合した命令の集合 

・プログラムリスト：プログラムを紙に印刷する、又は画面に表示することで提

示したもの 

・プログラム記録媒体：プログラムを設置し、実行する又は流通するために使用

される「プログラムを記録したコンピューターで読み取ることができる媒体」 

・データ構造：データ要素間の相互関係を表示したデータの論理的構造 

・データ記録媒体：記録されたデータ構造からみて、コンピューターが行う処理

の内容が特定される「構造を有するデータを記録したコンピューターで読み取

ることができる媒体」 
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1．明細書の記載要件 

 

1.1 特許請求範囲の記載要件 

 コンピューターに関する発明において特許請求範囲の記載要件のうち、発明

の範疇について特有の判断、取扱いが求められる事項を中心に説明する。 

 

1.1.1 コンピューターに関する発明 

(1)方法の発明 

 コンピューターに関する発明は、時系列的に繋がっている一連の処理又は操

作、すなわち、段階として表現することができれば、その段階を特定することに

よって方法の発明として請求項に記載することができる。 

(2)物の発明 

 コンピューターに関する発明は、その発明が完遂する複数の機能により表現

することができる時、その機能により特定された物の発明として請求項に記載

することができる。 

(3)プログラム記録媒体の請求項 

 プログラムの記録媒体、すなわち、プログラムを設置し、実行する又は流通す

るために使用される「プログラムを記録したコンピューターで読み取ることが

できる媒体」は、物の発明として請求項に記載することができる。 

(例 1)コンピューターに段階 A、段階 B、段階 C、…を実行させるためのプログ

ラムを記録したコンピューターで読み取ることができる媒体 

(例 2)コンピューターを手段 A、手段 B、手段 C、…で機能させるためのプログ

ラムを記録したコンピューターで読み取ることができる媒体 

(例 3)コンピューターに機能 A、機能 B、機能 C、…を実現させるためのプログ

ラムを記録したコンピューターで読み取ることができる媒体 

(4)データ記録媒体の請求項
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 データ記録媒体、すなわち、記録されたデータ構造からみてコンピューターが

遂行する処理内容が特定される「構造を有するデータを記録したコンピュータ

ーで読み取ることができる媒体」は、物の発明として請求項に記載することがで

きる。 

(例)A 構造、B 構造、C 構造、…を有するデータを記録したコンピューターで読

み取ることができる媒体 

(5)ハードウェアと結合し、特定の課題を解決するために媒体に保存されたコン

ピュータープログラムの請求項＜2014年 7月 1日の出願から適用＞ 

(例)コンピューターに段階 A、段階 B、段階 C、…を実行させるために媒体に保

存されたプログラム 

※上記の例において「コンピュータープログラム」がそれに準じる用語(アプ

リケーションなど)で記載された場合であっても許容される。 

※一方、「媒体に保存されていないコンピュータープログラム」は、プログラ

ム自体を請求したものであるため、許容されない。 

 

1.1.2 発明を明確に記載しなかった例 

 特許法第 42 条第 4 項第 2 号は、「発明が明確かつ簡潔に記載されること」を

規定している。発明を明確に記載せず、特許法第 42 条第 4項第 2号に違背する

場合は以下の通りである。 

(1)請求項の記載自体が明確でない場合 

(例)【請求項】コンピューターを利用して顧客から商品の注文を受ける段階、注

文された商品の在庫を調査する段階、当該商品の在庫がある場合は当該商

品を発送することができると上記の顧客に回答し、当該商品の在庫がない

場合は当該商品を発送することができないと上記の顧客に回答する段階を

実行する受注方法 

☞「コンピューターを利用して、…段階」において各段階の動作の主体が明

確ではない。まず、「コンピューターを(計算のツールとして)利用して、(人

がコンピューターを操作して)顧客から商品の注文を受ける段階、(人がコ

ンピューターを操作して)注文された商品の在庫を調査する段階、当該商品

の在庫がある場合は当該商品を発送することができると(人がコンピュー
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ターを操作して)上記の顧客に回答し、当該商品の在庫がない場合は当該商

品を発送することができないと(人がコンピューターを操作して)上記の顧

客に回答する段階を実行する受注方法」という「コンピューターという計算

ツールを操作する方法」として解釈することができる。 

また、「コンピューターを利用して(構築された受注システムにおいて)(コ

ンピューターが備えた手段 A が)顧客から商品の注文を受ける段階、(コン

ピューターが備えた手段 B)注文された商品の在庫を調査する段階、当該商

品の在庫がある場合は当該商品を発送することができると(コンピュータ

ーを備えた手段 Cが)上記の顧客に回答し、当該商品の在庫がない場合は当

該商品を発送することができないと(コンピューターを備えた手段 C が)上

記の顧客に回答する段階を実行する受注方法」という「コンピューターソフ

トウェアによる情報処理方法」として解釈することもできる。 

従って、本来それぞれの請求項に記載すべき「コンピューターという計算ツ

ールを操作する方法」及び「コンピューターソフトウェアによる情報処理方

法」という相違する概念を一つの請求項に含んでいるため、請求項に関する

発明を明確に把握することができない。 

(例)【請求項】顧客から商品の注文を受け付ける受注手段、注文された商品の在

庫を調査する在庫調査手段、当該商品の在庫がある場合は当該商品を発送

することができると上記の顧客に回答し、当該商品の在庫がない場合は当

該商品を発送することができないと上記の顧客に回答する顧客応対手段を

備えたプログラムを記録したコンピューターで読み取ることができる媒体 

☞プログラムは、コンピューターを手段として機能させるものであるが、プログ

ラムそれ自体が手段として機能するわけではない。従って、プログラムそれ

自体が機能手段を備えることができないため、請求項に関する発明を明確

に把握することができない。請求項に関する発明が「コンピューターを、顧

客からの商品の注文を受け付ける受注の手段、注文された商品の在庫を調

査する在庫調査手段、当該商品の在庫がある場合は当該商品を発送するこ

とができると上記の顧客に回答し、当該商品の在庫がない場合は当該商品

を発送することができないと上記の顧客に回答する顧客応対手段として機

能させるためのプログラムを記録したコンピューターで読み取ることがで

きる媒体」であれば、コンピューターを手段として機能させることが明確で

ある。
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(2)発明を特定するための事項の技術的意味を理解することができない場合 

(例)【請求項】右脳の推論規則を利用してパズルを解くコンピューター 

  ※発明の説明に「右脳推論規則」に対する定義は記載されていない。 

☞「右脳推論規則」は、発明の説明にその定義が記載されておらず、出願時の技

術常識でもない。従って、発明を特定するための事項の技術的意味を理解す

ることができないため、発明が明確でない。 

(3)発明を特定するための事項の間に技術的関連性がない場合 

(例)【請求項】特定コンピュータープログラムを伝送している情報伝送媒体 

☞情報伝送媒体は、情報を伝送する機能を有する媒体を意味する。従って、特定

コンピュータープログラムを情報伝送媒体に載せて伝送しているのは、物と

して伝送媒体を技術的に特定したものとみなすことができない。従って、発明

を特定するための事項の間に技術的関連性がないため、発明が明確でない。 

(4)特許を受けようとする発明が属する範疇が明確でない場合 

プログラム信号、プログラム信号列、プログラム製品、プログラム産出物など

は発明が属する範疇が明確でない。 

(5)範囲を曖昧にさせる表現がある場合 

(例)【請求項】字句の解釈を高速で行う手段と句文の解釈を行う手段を有し、両

手段を並列で実行することができるコンパイラ装置 

☞技術常識を考慮しても「高速」という用語は、比較の基準又は程度が不明

瞭である。従って、発明の範囲を曖昧にさせる表現があるため、発明が明確

でない。「字句の解釈を行う手段と句文の解釈を行う手段を有し…」と記載す

ることで発明を明確にすることができる。 
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(6)発明を特定するための事項に達成すべき結果が含まれているとき、「請求項

に記載された発明を特定するための事項」及び「出願時の技術常識」を踏まえて

も発明の範囲に属する具体的なもの(具体的な手段、具体的な物、具体的な工程

など)を想定することができない場合 

(例)【請求項】乱気流(航空機の飛行に影響を及ぼす程度の不規則な気流)の発生

を予め予測する航空機管制用コンピューター 

※発明の説明に、乱気流の発生を事前に予測することができる具体的な手

段が記載されているが、実質的にその具体的な手段しか記載されていない。 

☞出願時の技術常識を踏まえても乱気流の発生を事前に予測することがで

きる具体的なコンピューターを想定することができないため、発明が明確

ではない。発明の説明に乱気流の発生を事前に予測することができる具体

的な手段が記載されているが、実質的にはその具体的手段しか記載されて

いないと認められるため、発明の説明に記載された発明を「乱気流の発生を

予め予測する航空機管制用コンピューター」のように達成すべき結果で特

定して初めて適切に特定したといえるわけではない。請求項に記載された

発明を発明の説明に記載された具体的手段に特定する場合、発明を明確に

把握することができる。 

※「機能、特性など」(以下、「機能」という)で物を特定する請求項におい

て、発明の範囲が明確であるか否かを判断する方法 

①通常の技術者が出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された物を特

定するための事項であって、その機能を有する具体的な物を想定すること

ができる場合には、発明の範囲が明確である。 

②これについて、通常の技術者が出願時の技術常識を踏まえても請求項に

記載された物を特定するための事項からその機能を有する具体的な物を想

定することができない場合は、通常、発明の範囲が明確ではない。 

③しかし、想定することができない場合であっても(ⅰ)その機能で特定し

て初めて明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができ、

(ⅱ)その機能を有する物と出願時の技術水準の関係を理解することができ

るときは、発明の範囲が明確である。
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④ここで(ⅰ)機能で特定して初めて明細書又は図面に記載された発明を適

切に特定することができる場合は「特殊パラメータで物を特定する請求項」、

「製造方法により物を特定する請求項」などである。このような場合まで具

体的な物を想定することができないという理由により発明の範囲が明確で

はないというのは不当である。 

⑤ただし、この場合でも(ⅱ)その機能を有する物と出願時の技術水準の関

係を理解することができるときは、「新規性及び進歩性の判断」、「侵害判断」

の手がかりを得ることができないため、特許請求範囲の機能が担保されな

いことから、発明の範囲が明確であるとはいえない。 

 

1.2 発明の説明の記載用件 

1.2.1 実施可能要件 

 発明の説明には、コンピューターに関する発明の分野において通常の技術的

手段を利用し、通常の創作能力を発揮することができる者が特許請求範囲以外

の明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識に基づいて請求項に関す

る発明を容易に実施することができる程度に明確かつ充分に記載しなければな

らない。 

 

1.2.2 実施可能要件の違反の例 

(1)一般的に使用しない技術用語、略語、記号などを定義しないまま使用してい

て、これら用語の意味を明確に把握することができず、結果、請求項に関する発

明を実施することができない場合 

(2)発明の説明において請求項に関する発明に対応する技術的段階又は機能を

抽象的に記載しているだけで、その段階又は機能をハードウェア若しくはソフ

トウェアでどのように実行又は実現するか記載しなかった結果、請求項に関す

る発明を実施することができない場合 
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(例 1)請求項にビジネス方法又はゲーム方法を実行する情報処理システムを記

載しているにもかかわらず、発明の説明にこれら段階又は機能をコンピ

ューターでどのように実行若しくは実現するか記載しなかった結果、請

求項に関する発明を実施することができな場合 

(例 2)コンピューターの表示画面[例：GUI(Graphical User Interface)を利用し

た入力形態]を基にコンピューターの操作段階を説明しているが、コンピ

ューターの操作段階からはそのコンピューターの操作段階をコンピュー

ターにおいてどのように実行するか記載しなかった結果、請求項に関す

る発明を実施することができない場合 

(3)発明の説明において請求項に関する発明の機能を実現するハードウェア又

はソフトウェアを単純に機能ブロック図又は概略フローチャートで説明してい

て、その機能ブロック図又は概略フローチャートによる説明では、どのようにハ

ードウェア又はソフトウェアを構成するか明確ではないため、結果、請求項に関

する発明を実施することができない場合 

(4)請求項は機能を含む事項で特定しているが、発明の説明はフローチャートで

説明しているため、請求項の機能と発明の説明のフローチャートがどのように

対応するか明確ではないため、結果、請求項に関する発明を実施することができ

ない場合 

 

1.2.3 留意事項 

(1)発明の説明を機能的又は作用的に記載している場合、通常の技術者が請求項

に関する発明を出願時の技術常識に基づいて容易に実施することができる程度

に明確かつ充分に記載しているか否かに注意する。通常の技術者にとって容易

に実施することができないと認められる場合、審査官は特許法第 42条第 3項第

1号違反の拒絶理由を通知する。 
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(2)発明の説明に記載された事項について具体的な説明がない場合、通常の技術

者が請求項に関する発明を出願時の技術常識に基づいて容易に実施することが

できる程度に明確かつ充分に記載しているか否かに注意する。通常の技術者に

とって容易に実施することができないと認められる場合、審査官は特許法第 42

条第 3項第 1号違反の拒絶理由を通知する。 

(3)通常の技術者に広く知られている言語で記された短いプログラムリストで

あって、充分な説明が付いていて発明の理解に役立つものは、明細書又は図面に

記載することができる(プログラムリストは参考資料として提出することもで

きる。ただし、参考資料の記載に基づいて明細書を補正することはできない)。 

 

2．特許要件 

 

 コンピューターに関する発明において特許要件のうち、発明であることの要

件と進歩性の要件が重要であるため、これら要件について説明する。 

 

2.1 対象になる発明 

(1)特許要件に関する審査の対象になる発明は「請求項に関する発明」である。 

(2)請求項に関する発明は、請求項の記載に基づいて認める。この場合、「特許請

求範囲以外の明細書及び図面の記載」及び「出願時の技術常識」を踏まえて請求

項に関する発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈する。 

 

2.2 成立性 

 請求項に関する発明が特許法上の発明に該当するため、自然法則を利用した

技術的思想の創作のうち、高度なものである必要がある。 

 

2.2.1 基本的な考え方 

 コンピューターに関する発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」にな

る考え方は以下の通りである。 
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 ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現され

ている場合、当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置(機械)、その動

作方法及び当該ソフトウェアを記録したコンピューターで読み取ることができ

る媒体、媒体に保存されたコンピュータープログラムは、自然法則を利用した技

術的思想の創作である。 

☞ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現さ

れている場合とは、ソフトウェアがコンピューターに読み取られることによ

ってソフトウェアとハードウェアが協働した具体的手段であって、使用目的

による情報の演算又は加工を実現することでしよう目的に応じた特有の情報

処理装置(機械)又はその動作方法が構築されることをいう。そして、使用目的

に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法は、自然法則を利用し

た技術的思想の創作であるといえる。そのため、ソフトウェアによる情報の処

理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、当該ソフトウェ

アと協働して動作する情報処理装置(機械)、その動作方法及び当該ソフトウ

ェアを記録したコンピューターで読み取ることができる媒体、媒体に保存さ

れたコンピュータープログラムは自然法則を利用した技術的思想の創作であ

る。 

※一般的にビジネスに関する発明とは、情報技術を利用して実現した新しい

ビジネスシステム又はビジネス方法に関する発明を意味し、このようなビジ

ネスに関する発明に該当するには、コンピューター上でソフトウェアによる

情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていなければならな

い(特許法院 2001年 9月 21日宣告 2000ホ 5438判決とその上告審である大法

院 2003 年 5 月 16 日宣告 2001フ 3149判決を参照) 

 

2.2.2 判断の具体的な手法 

 コンピューターに関する発明において請求項に関する発明が自然法則を利用

した技術的思想の創作であるか否か(発明に該当するか否か)を判断する具体的

手法は、以下の通りである。 

(1)請求項に記載された事項に基づいて請求項に関する発明を把握する。 

(2)請求項に関する発明においてソフトウェアによる情報の処理がハードウェ

アを利用して具体的に実現されている場合、すなわち、ソフトウェアとハードウ

ェアが協働した具体的手段によって使用目的に応じた情報の演算又は加工を
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実現することで、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方

法が構築されている場合、当該発明は自然法則を利用した技術的思想の創作で

ある。 

(3)一方、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実

現されていない場合、当該発明は自然法則を利用した技術的思想の創作ではな

い。 

(例 1)【請求項】文書データを入力する入力手段、入力された文書データを処理

する処理手段、処理された文書データを出力する出力手段を備えたコン

ピューターにおいて、上記の処理手段によって入力された文書の要約を

作成するコンピューター 

☞コンピューターによって処理された文書データが入力手段、処理手段、

出力手段の順に入力されることを挙げ、情報処理の流れが存在するとい

うことはできるが、情報の処理が具体的に実現されているとはいえない。

入力された文書の要約を作成する処理と処理手段がどのように協働して

いるかを具体的に記載していないためである。従って、請求項に関する発

明は、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的

に実現されていないため、自然法則を利用した技術的思想の創作ではな

く、発明に該当しない。 

(例 2)【請求項】数式 y=F(x)において、a≼x≼b 範囲の yの最小値を求めるコンピ

ューター 

☞数式 y=F(x)において、a≼x≼b 範囲の y の最小値を求めるためにコンピ

ューターを利用することを挙げ、数式 y=F(x)の最小値を求める情報の処

理が具体的に実現されているとはいえない。コンピューターを利用する

ことだけでは、数式 y=F(x)の最小値を求める処理とコンピューターが協

働しているということができないためである。従って、請求項に関する発

明は、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的

に実現されていないため、自然法則を利用した技術的思想の創作ではな

く、発明に該当しない。 

※コンピューターに関する発明特有の判断が必要とされない例 

①自然法則を利用した技術的思想の創作でない例 

請求項に関する発明が以下に該当する場合、自然法則を利用した技術的

思想の創作ではない。 
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(a)経済方式、人為的決定、数学公式、人の精神活動 

(b)デジタルカメラで撮影された画像データ、文書作成装置で作成された

運動会プログラム、コンピュータープログラムリスト、情報の単純な提示 

②自然法則を利用した技術的思想の創作の例 

請求項に関する発明が以下に該当する場合、自然法則を利用した技術的

思想の創作である。 

(a)機器(例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置)に対する

制御又は制御のために必要な処理を具体的に遂行すること 

(b)対象の物理的性質又は技術的性質(例：エンジン回転数、圧延温度)に

基づいた情報の処理を具体的に遂行すること 

 

2.2.3 留意事項 

(1)請求項に関する発明が判断の対象であるため、ソフトウェアによる情報の処

理がハードウェアを利用して具体的に実現されることが発明の説明及び図面に

記載されていても、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して

具体的に実現されたことが請求項に記載されていない場合には、発明に該当し

ない。 

(2)請求項に関する発明が自然法則を利用した技術的思想の創作であるか否か

を判断する場合、請求項に記載された発明の範疇(方法の発明又は物の発明)に

拘束されず、請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解

釈した後で判断する。 

(3)プログラム言語として特許請求された発明については、人為的な決定に該当

するため、自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく、発明に該当しない。 

(4)プログラムリスト自体として特許請求された発明に対しては、情報の単純な

提示に該当するため、自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく、発明に該

当しない。
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2.2.4 データ記録媒体の取扱い 

 データ記録媒体、すなわち、記録されたデータ構造によりコンピューターが遂

行する処理内容が特定される「構造を有するデータを記録したコンピューター

で読み取ることができる媒体」が発明に該当するか否かについては、2.2.1基本

的な考え方によって判断する。 

 

2.3 進歩性 

2.3.1 基本的な考え方 

(1)進歩性の判断は、請求項に関する発明が属する技術分野における出願時の技

術水準を正確に把握し、通常の技術者であればどのようにするかを考慮し、通常

の技術者が請求項に関する発明を引用発明に基づいて容易に導き出すことがで

きるという論理を付与することができるか否かによる。 

(2)具体的には、①請求項に関する発明及び引用発明(単数又は複数)を認めた後、

②「請求項に関する発明」と「論理の付与に最も適合した一つの引用発明」を対

比し、請求項に関する発明を特定するための事項と引用発明を特定するための

事項の一致点及び相違点を明確にした後、③この引用発明と相違する引用発明

(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から請求項に関する発明について

進歩性を否定することができる論理の構築を試みる。 

(3)論理は、様々な観点から付与することができる。例えば、請求項に関する発

明が引用発明から最適となる構成の選択、設計の変更、単純な奏合に該当するか

否か、又は引用発明の内容に動機を与えることができるものがあるか否かを検

討する。 

(4)その結果、論理を付与することができる場合は、請求項に関する発明の進歩

性が否定され、論理を付与することができない場合は、請求項に関する発明の進

歩性が否定されない。 
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(5)また、所定の目的を達成するために、ある分野において利用されている方法、

手段などを組み合わせる、又は特定分野に適用することは、ソフトウェア分野に

おいて一般的に試みされている。従って、様々な分野において利用されている技

術を組み合わせる、又は特定分野に適用することは、通常の技術者の通常の創作

活動の範囲内のものであるため、組合せと適用に技術的困難性(技術的阻害要

因)がない場合は、特段の事情(顕著な技術的効果)がない限り、進歩性が否定さ

れる。 

 

2.3.2 発明が解決しようとする課題 

 ソフトウェア化、コンピューター化などによる課題は、コンピューター技術に

共通して適用される一般的なものが多い。「人工知能又はファジィ論理によって

判断を高度化すること」、「GUI(Graphical User Interface)によって入力を容易

にすること」などがその例である。これらはコンピューター技術分野において既

に知られている一般的な課題だという点を念頭において、請求項に関する発明

の進歩性を判断する。 

 

2.3.3 通常の技術者 

 特定分野に関するコンピューター関連発明において、通常の技術者は「その特

定分野に関する技術常識と一般常識(顕著な事実を含む)」及び「コンピューター

技術分野の技術常識(例えば、システム化技術)」を有していて、研究及び開発に

向けた通常の技術的手段を利用することができ、設計変更を含む通常の創作能

力を発揮することができ、その発明が属した技術分野(特定分野とコンピュータ

ー技術分野)の出願時の技術水準にあるものすべてを自身の知識にすることが

できる者を想定している。 

 また、通常の技術者は、発明が解決しようとする課題に関する技術分野の技術

を自身の知識にすることができる。また、個人よりも複数の技術分野の「専門家

で構成されたチーム」で考えた方が適切な場合もある。 

 

2.3.4 通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する例 
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(1)その他特定分野に適用 

 特定分野に関するコンピューター関連発明において使用されている段階又は

手段は、適用分野を問わず、機能又は作用が共通していることが多い。このよう

な場合、どの特定分野のコンピューターに関する発明の段階又は手段をその他

特定分野に適用しようとするのは、通常の技術者による通常の創作能力の発揮

に該当する。 

(例 1)「ファイル検索システム」の引用発明が存在する場合、その機能又は作用

が共通している手段(検索のための具体的な構成)を医療情報システムに

適用して「医療情報検索システム」を創作することは、通常の技術者によ

る通常の創作能力の発揮に該当する。 

(例 2)「医療情報検索システム」の引用発明が存在する場合、それと機能又は作

用が共通している手段を「商品情報検索システム」に適用することは、通

常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(2)周知・慣用手段の付加又は均等手段に置換 

 システムの構成用途として通常使用されるもの(周知・慣用手段)を付加する、

又はシステムの構成要素の一部を均等手段に置換しようとするのは、通常の技

術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(例)システムの入力手段としてキーボード以外に数字コードの入力のために画

面上の項目表示をマウスで選択して入力する手段と、バーコードで入力す

る手段を付加することは、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該

当する。 

(3)ハードウェアーに実行している機能のソフトウェア化 

 ハードウェアの回路で実行している機能をソフトウェアで実現しようとする

のは、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(例)ハードウェアのコード比較回路で実行しているコード比較をソフトウェア

で実行するのは、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(4)人が遂行している業務のシステム化 

 引用発明に特定分野において人が遂行している業務を開示しているが、その

業務をどのようにシステム化するかについて開示していない場合がある。この

ような場合であっても、特定分野において人が遂行している業務をシステム化
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してコンピューターにより実現することは、通常のシステム分析手法及びシス

テム設計手法を利用した日常的作業で可能な程度のものであれば、通常の技術

者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

☞システムは通常「計画樹立(準備)→システム分析→システム設計」という過

程により開発される。例えば、システム分析は、従来の業務を分析してそれを

文書化することである。人が遂行している業務も分析対象になる。このような

システム開発の実際からみると、システム分析により人が遂行している業務

をシステム化することは、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当

する。 

(例 1)電話又は FAX で注文を受けていたことを単純にインターネットホーム

ページで注文を受けるようにシステム化することは、通常の技術者による

通常の創作能力の発揮に該当する。 

(例 2)雑誌に読者の売買情報を掲載していたこと(いわゆる「売ります・買い

ます」のコーナーを掲載)を単純にインターネットホームページに読者の売

買情報を掲載するようシステム化することは、通常の技術者による通常の

創作能力の発揮に該当する。 

(5)公知になった事象をコンピューターの仮想空間において再現すること 

 公知になった事象をコンピューターの仮想空間において再現することが通常

のシステム分析手法及びシステム設計手法を利用した日常的作業により可能な

程度のものであれば、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(例 1)テニスゲーム装置において、単純にハードコート上でバウンドされたテニ

スボールの速度をクレイコート上でバウンドされたテニスボールの速度

より速く設定することは、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に

該当する。 

(例 2)レーシングゲーム装置において、単純に路面の状態によってスピンが発生

する確率を変化させることは、通常の技術者による通常の創作能力の発

揮に該当する。 

(例 3)計算機、複写機などに備えられた従来の入力・出力インターフェイス(ボ

タン、表示部などの形相及びそれらの位置関係)を単純にコンピューター

画面上で動画により再現することは、 常の技術者による通常の創作能力

の発揮に該当する。 
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(6)公知になった事実又は慣習に基づいた設計上の変更 

 請求項に関する発明と引用発明の相違点が公知になった事実又は慣習に基づ

いた場合、その相違点がその他公知になった引用発明、技術常識、一般常識(顕

著な事実を含む)などを考慮し、本来、通常の技術者が適切に決定することがで

きる性格のものであり、組合せに技術的阻害要因がないときには、その相違点は

通常の技術者が必要に応じて定める設計上の変更に過ぎないため、通常の技術

者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(例 1)表示手段を保有した電子商取引装置において商品を購入した後、「ご購入

ありがとうございました」というメッセージを出力する手段を付加する

ことは、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

売買契約が成立した時、販売者が購入者に感謝の心を表明することは一

般常識でありながら、電子商取引の装置においてメッセージを出力する

機能を付加することは、周知・慣用手段の付加に該当するためである。 

(例 2)電子商取引の装置においてクーリングオフに対処するための手段を付加

することは、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

一般商取引においてクーリングオフを備えることが消費者保護の観点か

ら望ましいことは一般常識でありながら、電子商取引の装置においてク

ーリングオフ機能を付加することは通常の技術者が日常的なシステム設

計手法を利用して遂行することができる程度のものであるためだ。 

※クーリングオフ(Cooling Off)は、商品購入を申し込んだ後でも、一定

期間以内であれば、商品の購入申し込みを撤回することができるように

する制度である。例えば、分割払いの販売契約取消保証制度がある。 

 

2.3.5 発明の効果 

 コンピューターによりシステム化して得られる「迅速に処理できる」、「大量の

データを処理することができる」、「間違いを減らすことかできる」、「均一な結果

を得ることができる」などの一般的効果は、システム化に伴う当然な効果である

ことが多い。これらはコンピューター技術分野において既に知られている一般

的効果であることを念頭において、請求項に関する発明の進歩性を判断する。 
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2.3.6 留意事項 

(1)商業的成功又はこれに準じる事実の参酌 

 商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に追認する過程

で役に立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張又は立証に

よってこの事実が請求項に関する発明の特徴に基づいているものであり、その

他販売技術、宣伝などの原因によるものでないという心証を得ることができる

場合に限る。 

(2)データの内容(コンテンツ)に限って特徴がある場合の取扱い 

 請求項に関する発明と引用発明の相違点として、データの内容(コンテンツ)

を挙げることができる場合、この相違点により請求項に関する発明の新規性が

肯定されるわけではない。 

(例 1)「データ構造 Aを処理する成績管理装置」という発明が存在する場合、デ

ータ構造 A を処理する方法を変更せずにデータ構造 A に学生の成績管理

データを保存することにして「データ構造 A を有する学生の成績管理装

置」にする、又は競走馬の成績管理データを保存することにして「データ

構造 A を有する競走馬の成績管理装置」にしても「データ構造 A を処理

する成績管理装置」という点で相違するところがないため、新規性が否定

される。 

(例 2)データ構造 Bを有する「音楽 Cを記録したコンピューターで読み取ること

ができる媒体」が保存された情報処理装置が存在する場合、同一のデータ

構造 B を有する「音楽 D を記録したコンピューター判読のできる記録媒

体」が保存された情報処理装置にしても「データ構造 B を有する音楽を

記録したコンピューター判読のできる記録媒体が保存された情報処理装

置」という点で相違するところがないため、新規性が否定される。 

(3)「コンピューターで読み取ることができる媒体」に記録 

 請求項に関する発明と引用発明の相違点が通常の技術者による通常の創作能

力の発揮に該当し、進歩性が否定される場合、請求項に「コンピューターで読み

取ることができる媒体」に記録という限定が追加されたとしても、この限定の追

加からして請求項に関する発明の進歩性が肯定的に追認されるわけではない。
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(4)情報を伝送することができる媒体 

 請求項に関する発明が「所定の情報を伝送することができる媒体」のように

「情報を伝送する」は、媒体固有の機能だけで特定されている場合、新規性又は

進歩性が否定されるため、特許を受けることができない。 

 プログラム、データなど所定の情報を伝送することができるのは、通常の通信

網、通信線路などが有している固有な機能である。そのため、所定の情報を伝送

することができるのは物として「伝送媒体」を特定するための事項であって通常

何ら役に立たない。従って、「所定の情報を伝送することができる媒体」は、通

常の通信網、通信線路などと相違しない、又は通常の技術者が通常の通信網、通

信線路などから容易に発明することができるため、新規性又は進歩性が否定さ

れる。 

(例 1)【請求項】コンピューターに段階 A、段階 B、段階 C、…を実行させるため

のプログラムを伝送する媒体 

☞所定の情報を「伝送する媒体」に記載されているが、ここで「伝送する」

という用語は、「伝送することができる」という意味で解釈される。 

 そして所定の情報を伝送することができるのは、伝送媒体の固有の機

能であるため、伝送媒体の特定に通常何ら役に立たない。従って、請求項

に関する発明は、引用発明(任意のコンピュータープログラムを送信する

ことができる任意の伝送媒体)と物として相違しない、又は通常の技術者

が同一の引用発明から容易に発明することができるため、新規性又は進

歩性が否定される。 

(例 2)【請求項】デジタル情報を少なくとも 128kbps 以上の速度で伝送すること

ができる有線ケーブルで構成されていることを特徴にする伝送媒体 

☞「少なくとも 128kbps 以上の速度」で伝送することができると記載さ

れているが、ここで「少なくとも 128kbps以上の速度」とは、伝送媒体に

おける通信性能を特定したものである。そして所定の情報を伝送すｒう

ことができるのは、伝送媒体の固有の機能であるため、伝送媒体の特定に

何ら役に立たない。従って、請求項に関する発明は、引用発明[請求項に

関する発明と同一の通信性能(少なくとも 128kbps 以上の速度)を発揮す

ることができる伝送媒体]と物として相違しない、又は通常の技術者が同
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一の引用発明から容易に発明することができるため、新規性又は進歩性

が否定される。 
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 付則＜2014.7.1.＞  

第 1条(施行日)この例規は、2014年 7月 1日から施行する。 

第 2条(再検討期限)「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」(大統領

訓令第 248 号)により、この例規後の法令又は現実与件の変化などを検討

し、この例規の廃止、改正などの措置を取るべき期限は 2017年 7月 1日ま

でにとする。 

 

 

 付則＜2015.1.1.＞  

第 1条(施行日)この例規は、2015年 1月 1日から施行する。 

第 2条(再検討期限)「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」(大統領

訓令第 248 号)により、この例規後の法令又は現実与件の変化などを検討

し、この例規の廃止、改正などの措置を取るべき期限は 2017年 7月 1日ま

でにとする。 

 

 

 付則＜2015.4.6.＞  

第 1条(施行日)この例規は、2015年 4月 6日から施行する。 

第 2条(再検討期限)「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」(大統領

訓令第 248 号)により、この例規後の法令又は現実与件の変化などを検討

し、この例規の廃止、改正などの措置を取るべき期限は 2017年 7月 1日ま

でにとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 付則＜2015.10.1.＞  

第 1条(施行日)この例規は、2015年 10月 1日から施行する。 

第 2条(再検討期限)特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規

定」により、この例規に対して 2016年 1月 1日基準に毎 3年になる時点(毎

3 年目の 12月 31 日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置

を取らなければならない。 

 

 

 付則＜2016.2.11.＞  

第 1条(施行日)この例規は、2016年 2月 11日から施行する。 

第 2条(再検討期限)特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規

定」により、この例規に対して 2016年 7月 1日基準に毎 3年になる時点(毎

3 年目の 6 月 30 日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置

を取らなければならない。 

 

 

 付則＜2016.11.21.＞  

第 1条(施行日)この例規は、2016年 11月 21日から施行する。 

第 2条(再検討期限)特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規

定」により、この例規に対して 2017年 1月 1日基準に毎 3年になる時点(毎

3 年目の 12月 31 日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置

を取らなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 付則＜2017.3.1.＞  

第 1条(施行日)この例規は、2017年 3月 1日から施行する。 

第 2条(再検討期限)特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規

定」により、この例規に対して 2017年 7月 1日基準に毎 3年になる時点(毎

3 年目の 6 月 30 日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置

を取らなければならない。 

 

 

 

 

 

 

付録 
 

 

 

 





 

 

 
 

 

  



付録 1 

 (2016年 11月追録) 

<付録 1> 

国家(機関)名コード(ST.3 Code) 

略語 国名 略語 国名 略語 国名 

AD Andorra CI Cote d'Ivoire GL Greenland 

AE United Arab Emirates CK Cook Islands GM Gambia 

AF Afghanistan CL Chile GN Guinea 

AG Antigua and Barbuda CM Cameroon GQ Equatorial Guniea 

AI Anguilla CN China GR Greece 

AL 

 

Albania 

 

CO 

 

Colombia 

 

GS 

 

South Georgia and the south 

Sandwich Islands 

AM Armenia CR Costa Rica GT Guatemala 

AN Netherlands Antilles CU Cuba GW Guinea-Bissau 

AO Angola CV Cape Verde GY Guyana 

AP ARIPO CY Cyprus HK Hong Kong 

AR Argentina CZ Czech Republic HN Honduras 

AS American Samoa DE Germany HR Croatia 

AT Austria DJ Djibouti HT Haiti 

AU Australia DK Denmark HU Hungary 

AW 

 

Aruba 

 

DM 

 

Dominica 

 

IB 

 

International Bureau of the world Intellectual 

Property Organization(WIPO) 

AZ Azerbaijan DO Dominican Republic ID Indonesia 

BA Bosnia and Herzegovina DZ Algeria IE Ireland 

BB Barbados EA Eurasian patent Organization(EAPO) IL Israel 

BD Bangladesh EC Ecuador IN India 

BE Belgium EE Estonia IQ Iraq 

BF Burkina Faso EG Egypt IR Iran(Islamic Republic of) 

BG Bulgaria EH Western Sahara IS Iceland 

BH Bahrain EM OHIM IT Italy 

BI Burundi EP EPO JM Jamaica 

BJ Benin ER Eritrea JO Jordan 

BM Bermuda ES Spain JP Japan 

BN Burnei Darussalam ET Ethiopia KE Kenya 

BO Bolivia FI Finland KG Kyrgyzstan 

BR Brazil FJ Fiji KN Saint Kitts and Nevis 

BS Bahamas FK Falkland Islands(Malvinas) KP Democratic People's Republic of Korea 

BT Bhutan  FM Micronesia(Federated States of Micronesia) KR Republic of Korea 

BV Bouvet Island FO Faroe Islands KW Kuwait 

BW Botswana FR France KY Cayman Islands  

BY Belarus GA Gabon KZ Kazakstan 

BZ Belize GB United Kingdom LA Laos 

CA Canada GD Grenada LB Lebanon 

CF Central African Republic GE Georgia LC Saint Lucia 

CG Congo GH Ghana LI Liechtenstein 

CH Switzerland GI Gibraltar LK Sri Lanka 
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 (2016年 11月追録) 

略語 国名 略語 国名 略語 国名 

LR Liberia PL Poland UA Ukraine 

LS Lesotho PT Portugal UG Uganda 

LT Lithuania PY Paraguay US United States of America 

LU Luxembourg QA Qatar UY Uruguay 

LV Latvia RO Romania UZ Uzbekistan 

LY Libya RU Russian Federation VA Holy See 

MA Morocco RW Rwanda VC Saint Vincent and the Grenadines 

MC Monaco SA Saudi Arabia VE Venezuela 

MD Republic of Moldova SB Solomon Islands VG Virgin Islands(British) 

MG Madagascar SC Seychelles VN Viet Nam 

ML Mali SD Sudan VU Vanuatu 

MM Myanmar SE Sweden WS Samoa 

MN Mongolia SG Singapore YE Yemen 

MO Macau SH Saint Helena YU Yugoslavia 

MP Northern Mariana Islands SI Slovenia ZA South Africa 

MR Mauritania SK Slovakia ZM Zambia 

MS Montserrat SL Sierra Leone ZR Zaire 

MT Malta SM San Marino ZW Zimbabwe 

MU Mauritius SN Senegal   

MV Maldives SO Somalia   

MW Malawi SR Suriname   

MX Mexico ST Sao Tome and Principe   

MY Malaysia SV EI Salvador   

MZ Mozambique SY Syria   

NA Namibia SZ Swaziland   

NE Niger TC Turks and Caicos Islands   

NG Nigeria TD Chad   

NI Nicaragua TG Togo   

NL Netherlands TH Thailand   

NO Norway TJ Tajikistan   

NR Nauru TM Turkmenistan   

NZ New Zealand TN Tunisia   

OA African Intellectual Property Organization(OAPI) TO Tonga   

OM Oman TP East Timor   

PA Panama TR Turkey   

PE Peru TT Trinidad and Tobago   

PG Papua New Guinea TV Tuvalu   

PH Philippines TW Taiwan、 Province of China   

PK Pakistan TZ United Republic of Tanzania   
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<付録 2> 

[主要国の特許文献種類識別コード適用例] 

国名 文献ｺｰﾄﾞ 文献名及び説明 

WO 

A1 国際調査報告書が添付された公開国際特許出願公報 

A2 国際調査報告書が添付されていない公開国際特許出願公報 

A3 公報の最初のページが添付されて公開された国際調査報告書 

US 

米国 

A 特許明細書 

A1 特許出願公開公報 

A2 特許出願公開公報(出願人の要請による再公報 

A9 訂正特許出願公開公報 

B1 特許明細書、以前に出願が公開されなかった場合 

B2 特許明細書、以前に特許出願公開公報が発行された場合 

C1, C2, C3 再審査証明書(C1:第一次再審査、C2:第 2次、C3:第 3次 

B1, B2, B3 再審査証明書(B1:第一次再審査、B2:第 2次、B3:第 3次 

E 再発行特許明細書(公報には RE が表記 

H 法定発明登録 

P 植物特許明細書 

P1 植物特許出願公開公報 

P2 植物特許明細書、以前に出願が公開されなかった場合 

P3 植物特許明細書、以前に特許出願公開公報が発行された場合 

P4 植物特許出願公開公報(再公報) 

P9 訂正植物特許出願公開公報 

S デザイン特許 

EP 

欧州 

A1 調査報告書が添付された特許出願公開公報 

A2 調査報告書が添付されていない特許出願公開公報 

A3 調査報告書 

A4 補充調査報告書 

B1 特許明細書 

B2 特許明細書(明細書が補正された場合 
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 (2016年 11月追録) 

国名 文献ｺｰﾄﾞ 文献名及び説明 

JP 

日本 

A 公開特許公報 

A 公表特許公報(国際出願に基盤した特許出願公開 

B1 特許公報(公開特許公報が発行されなかった場合 

B2 特許公報(公開特許公報が発行された場合 

H 訂正特許公報 

U 公開実用新案公報 

U 公表実用新案公報(国際出願に基盤した実用新案出願公開 

Y1 実用新案公報(公開実用新案公報が発行されなかった場合 

Y2 実用新案公報(公開実用新案公報が発行された場合 

1 登録実用新案審判請求公告 

S 意匠公報 

GB 

英国 

A 特許出願公開明細書 

B 特許明細書 

C 訂正特許明細書 

A 特許明細書 

B 訂正特許明細書 

CA 

カナダ 

A1 特許出願公開 

C 特許明細書 

E 再発行特許 

F 再審査証明書 

A 特許明細書(1948 年 1月 6日から公開) 

B 再発行特許(1948 年 1月 6日から公開 

FR 

フラ 

ンス 

A1 特許出願公開明細書 

A2 追加特許公開明細書 

A3 実用新案公開明細書 

A4 追加実用新案公開明細書 

B1 特許明細書 

B2 追加特許明細書 

B3 実用新案明細書 

B4 追加実用新案明細書 

T EPO特許明細書翻訳 

K 調査報告書 
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 (2016年 11月追録) 

国名 文献ｺｰﾄﾞ 文献名及び説明 

DE 

ドイツ 

A1 特許出願公開 

C1, C2, 

C3, C4 
特許明細書 

T1 ヨーロッパ特許出願の請求の範囲翻訳文 

T1 国際出願翻訳文 

T2 ヨーロッパ特許明細書翻訳文 

T3 訂正ヨーロッパ特許明細書の翻訳文 

T4 ヨーロッパ特許明細書の訂正 

U1 実用新案明細書 

A5 

特許明細書(方式審査されたがサーチされなかった場合、第一

次公開)、東ドイツに出願されて東ドイツ特許庁に登録される

かドイツ特許庁に 1990年 10 月 2 日以降登録された場合 

A7 

特許明細書(サーチと審査が完了、第一次公開)、東ドイツに出

願されて東ドイツ特許庁に登録されるかドイツ特許庁に 1990

年 10 月 2日以降登録された場合 

A9 東ドイツに出願されて公開された特許出願、第一次公開 

B1 

特許明細書(2次公開、サーチ及び審査完了、経済特許)、東ド

イツに出願されて東ドイツ特許庁に登録されるかドイツ特許庁

に 1990年 10月 2日以降登録された場合 

B3 

特許明細書(2次公開、サーチ及び審査完了、独占特許)、東ド

イツに出願されて東ドイツ特許庁に登録されるかドイツ特許庁

に 1990年 10月 2日以降登録された場合 

B5 特許明細書(2次公開)、東ドイツで出願されたもの 

C2 

特許明細書(第 3次公開、訂正又は補正された場合、サーチ及

び審査完了、経済特許)、東ドイツに出願されて東ドイツ特許

庁に登録されるかドイツ特許庁に 1990 年 10月 2 日以降登録さ

れた場合 

C4 

特許明細書(第 3次公開、訂正又は補正された場合、サーチ及

び審査完了、独占特許)、東ドイツに出願されて東ドイツ特許

庁に登録されるかドイツ特許庁に 1990 年 10月 2 日以降登録さ

れた場合 

C5 
特許明細書(第 3次公開、訂正又は補正された場合)、東ドイツ

で出願されたもの 

T9 特許明細書の翻訳文 

KR 

韓国 

A 公開特許公報 

B1、 B2 特許公報 

U 公開実用新案公報 

Y1, Y2 実用新案公報 

S 意匠公報 

 

  



付録 2 

 

 (2016年 11月追録) 

国名 文献ｺｰﾄﾞ 文献名及び説明 

CN 

中国 

A 特許公開公報 

A8 特許公開公報(書誌事項のみ再出版) 

A9 特許公開公報(全文再出版) 

B 特許登録公報(1985~1993、2010~) 

B8 特許登録公報(書誌事項のみ再出版) 

B9 特許登録公報(全文再出版) 

C 特許登録公報(1993~2010) 

U 実用新案登録公報(1985~1993、2010~) 

U8 実用新案登録公報(書誌事項のみ再出版) 

U9 実用新案登録公報(全文再出版) 

Y 実用新案登録公報(1993~2010) 

S デザイン登録公報 
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索引 

 

 (2017年 3月追録) 

 

索引 

ㄱ 

加算料・・・・・・・・・・・・・1704 

刊行物・・・・3203、3205、3221、5340 

減免対象・・・・・・・・・・・・1705 

鑑定・・・・・・・・・・1802、5106 

個別代理・・・・・・・・・・・1202 

拒絶決定・・・・・5104、5301、5366 

拒絶決定書・・・・・・・・・・5336 

拒絶理由・・・・・・・・・・・5316 

拒絶理由際通知・・・・・・・・・8301 

拒絶理由通知・・・・・・・・・5316 

見本・・・・・・・・・・・・・・1802 

競合出願・・・・・・・・・2107、3506 

考案・・・・・・・・・・3102、3107 

公開の効果・・・・・・・・・・・5127 

公共研究機関・・・・・・・・・・1707 

公共の秩序・・・・・・・・1801、3601 

共同・・1209、1216、6303、7117、7502 

共同発明・・・・・・・・・・・・1410 

共同発明者・・・・・・・・2103、3406 

共同審査・・・・・・・・・5105、5108 

共同出願・・・・・・2012、6103、6404 

共同出願人・・・・・・・・・・・6404 

公序良俗・・・・・・・・・・・・3601 

公示送達・・・・・・・・・1608、5357 

公然実施・・・・・・・・・・・・3221 

共有・・・・・2102、7106、7118、7502 

共有者・・・・2102、7106、7118、7502 

公衆・・・・・3101、3202、3301、5309 

公衆衛生・・・・・・・・・3603、9403 

公知になった発明・・3213、3220、5308 

公知例外主張・・・3228、5308、5314 

      6106、6204、6308、6405 

公害防止・・・・・・7404、7426、7432 

法定休日・・・・・・・・・1303、6304 

過誤納・・・・・・・・・・・・・1710 

管理人・・・・・・・1105、1208、5119 

交付・・・・・・・・1606、1607、3203 

国家有功者・・・・・・・・1705、1709 

国の品質認証事業・・・・・・・・7441 

国内優先権主張出願・・・・・・・5523 

国立大学・・・・・・・・・・・・1105 

国立研究機関・・・・・・・・・1105 

国民基礎生活保障法・・・・・・・1706 

国防関連・・・・・・・・・1605、7301 

国際機構・・・・・・・・・・・・3209 

国際寄託機関・・・・・・・・・・2602 

国際出願・・・・・・・・・・・・5312 

国際特許出願・・・・・・・・・・5312 

権利能力・・・・・1104、1410、5329 



索引 

 

 (2016年 11月追録) 

権利の相続・・・・・・・・・・2102 

権利の承継・・・・・2102、3410、6303 

権利の移転・・・・・・・・1507、2101 

権利者・・・・・・・2107、3228、5311 

均等物・・・・3302、3311、3412、5204 

棄却・・・・・・・・・・・・・・1502 

期間経過・・・・・・・・・1409、5132 

期間満了・・・・・・・・・1307、5343 

期間延長・・・・・・・・・1307、5342 

期間の延長・・・・・1301、1305、6308 

機能の同一性・・・・・・・・・・3305 

機能的表現・・・・・・・・・・・2412 

起算日・・・・・・・1301、3233、5132 

技術分野の関連性・・・・・3305、3310 

技術評価請求・・・・・・・・・・1102 

技術革新型中小企業の出願・・・・7438 

記載不備・・・・・・・・2306、2405 

基準日・・・・1208、3230、3503、5314 

寄託機関・・・・・・・・・・・・2602 

緊急処理の必要性・・・・・・・・7409 

 

ㄴ 

納付方法・・・・・・・・・・・・1701 

グリーン技術・・・・7401、7405、7426 

         7427、7429、7431 

収賄罪・・・・・・・・・・・・・1805 

能力喪失・・・・・・・・・・・・1207 

ㄷ 

単独・・・・・・・・・・・1209、2106 

単一性・・・・・・・・・・2502、5338 

当事者能力・・・・・・・・・・・1105 

代理権・・・・・・・1201、1207、1504 

代理人・・・・・・・・・・・・・1201 

代理制度・・・・・・・・・・・・1203 

代理行為・・・・・・・・・1103、1204 

代表者・・・・1106、1216、1608、5128 

より良い効果・・・・・・・・・・3315 

図面・・・・・・・・・・・・・・2205 

図面の簡単な説明・・2205、2309、8202 

独立項・・・・・・・・・・・・・2417 

同一発明・・・・・・3234、3505、6304 

同一性の判断・・・・3409、6313、6404 

            7115、9609 

書留郵便・・・・・・1607、5356、7316 

登録原簿・・・・・・・・1609、7312 

ㅁ 

マーカッシュ・・・・2307、2411、2512、 

         3504、5116、9502 

満了日・・・・・・・・・1303、5132 

末日・・・・・・・・・・・1303、3204 

面談・・・・・・・・5319、5352、5357 

明細書・・・・・・・・・・・・・2203 

名義変更・・・・・・・・1105、1210 

名称変更・・・・・・・・・・・1105 

冒認者・・・・・・・・・・・・・2108 



索引 

 

 (2016年 11月追録) 

冒認出願・・・・・・・・・・・・3504 

模型・・・・・・・・・・・・・・1302 

無国籍者・・・・・・・・・1107、6304 

無権代理・・・・・・・・・・・・1211 

制限行為能力者・・・1103、1608、5128 

無効処分・・・1407、3231、5107、5303 

    5308、5343、6311、6318、7415 

無効処分通知書・・・・・・1406、1606 

未居住・・・・・・・・・・・・・1610 

微生物・・・・1108、2511、2601、3103 

未完成発明・・・・・・・・・・・4202 

ㅂ 

返戻要請書・・・・・・・1404、1409 

返戻処分・・・・・・・・・・・・1409 

反復再現性・・・・・・・・・・・3106 

搬送書類・・・・・・・・・・・・1609 

頒布時期・・・・・・・・・3204、3222 

返還申立・・・・・・・・・5350、7416 

発明の名称・・・・・2201、2301、5366 

            7107、8202 

発明の保護範囲・・・2202、2403、2406 

発明の説明・・・・・・・・・・・2301 

発送・・1304、1406、1603、1606、5347 

発信主義・・・・・・・・・・・・1611 

防衛事業法・・・・・7308、7328、7425 

賠償・・・・・1213、7313、7323、7327 

法律規定・・・・・・・・・1203、1213 

法律行為・・・・・・・・・・・・1101 

法人格・・・・・・・・・・1105、5351 

法定期間・・・1302、1703、5343、5367 

法定代理人・・1101、1204、1504、1608 

法定請求期間・・・・・・・・・・1410 

ベンチャー企業育成に関する特別措

置方・・・・・・・・・・・・7401、

7436 

変更出願・・・・・・3403、5309、6201 

弁理士・・・・・・・・・・・・・1202 

補完要求・・・・・・・・・・・・5107 

補正・・・・・1307、1404、4101、4104 

補正却下・・・4301、5347、5401、7503 

補正期間・・・1303、1405、4104、5317 

              5344 

補正料・・・・・・・1406、1704、1706 

補正命令・・・2605、3231、6312、7112 

補正方向の提示・・・・・・・・・8101 

補正時期・・・・・・・・・・・・4102 

補正要件・・・4102、4302、5361、5401 

              7504 

補正要求・・・1406、2608、5107、5129          

7113 

復代理権・・・・・・・・・・・1214 

復代理人・・・・・・・・1207、1213 

複数当事者・・・・・・・・1202、1803 

復任権・・・・・・・・・・・・1213 

賦課金額・・・・・・・・・・・・1703 

ブタペスト条約・・・・・・1108、2601 

不動産・・・・・・・・・・・・・1206 

分割出願・・・・・・1302、5309、6101 

不受理・・・・・・・・・・1710、5345 



索引 

 

 (2016年 11月追録) 

不認定予告通知・・・・・・5310、6109 



索引 

 

 (2016年 11月追録) 

            6206、7119 

秘密漏洩罪・・・・・・・・1801、1804 

秘密遵守義務・・・・・・・・・・3202 

非特許文献・・・・・3203、5206、5340 

            7455、7458 

 

ㅅ 

事務処理契約・・・・・・・・・・1206 

産業上利用の可能性・・・・2309、2312 

            3101、3109 

上告・・・・・・・・・・・・・・5101 

相続・・1502、1504、2101、3407、6412 

相続人・・・・1207、1502、1504、2105 

上位概念・・・・・・2306、2417、3224 

            3511、4203 

書類送達・・・・・・・・・・・・1609 

書類の搬出・・・・・・・・・・・1802 

書類の閲覧・・・・・・・・・・・1802 

書類の援用・・・・・・・・1802、6107 

書類提出・・・・・・・・・1601、5201 

書面提出・・・・・・1208、3230、5314 

署名・・・・・1210、5341、7318、8408 

配列・・・・・・・・・・・2607、9101 

善良な風俗・・・・・1801、3601、5127 

選任・・1106、1201、1307、1803、5343 

選任監督・・・・・・・・・・・・1213 

選任命令・・・・・・・・・・・・1205 

選任届出・・・・・・・・・・・1208,1803 

選任審査官・・・・・・・・・・・5107 

選任手続き・・・・・・・・・・・1209 

先願主義・・・3502、4102、5309、6202 

選択発明・・・・・・・・・・・・3315 

先行技術・・・・・・1801、2501、2516 

           3206、5201 

先行技術調査・・・・5201、5317、6311 

           6409、7419 

設計変更・・・・・・・・・・・・3310 

疎明期間・・・・・・1404、1409、7113 

疎明機会・・・・・・1209、6108、6206 

訴訟行為・・・・・・・・・・・・1206 

送達・・・・・1606、5343、6306、7118 

送達方法・・・・・・・・・・・・1606 

送達書類・・・・・・1607、1610、5356 

受継申立・・・・・・・・・・・・1502 

受継通知・・・・・・・・・1503、1507 

授権行為・・・・・・・・・・・・1207 

受領者・・・・・・・・・・・・・1607 

受領証・・・・1601、1603、1607、1611 

           5348、5356 

首席審査官・・・・・・・・・・・5107 

手数料・・・・1701、5102、7412、7415 

輸出促進・・・・・・・・・7401、7434 

受取人・・・・・・・・・・・・・1609 

数値限定・・・2305、3217、3222、3317 

           4208、9601 

数値限定発明・・・・・・・2407、3222 

           3317、3320 

受託番号・・・・・・・・・2310、2601 

受託者・・・・・・・1202、1207、1214 

           1510、1504 

受託証・・・・・・・・・2601、2604 

数学公式・・・・・・・・・・・・3103 



索引 

 

 (2016年 11月追録) 

承継・・1501、2102、3229、3503、6303 

承継人・1501、2104、3229、6303、7502 

新規事項・・・2605、4103、4201、7507 

新規性判断・・・・・3214、3303、3409 

新技術開発支援事業・・・・7402、7440 

信託任務・・・・・・1202、1207、1214 

実用新案・・・1106、1204、3102、6107 

               7315 

実用新案技術評価・・・・・1106、1611 

実用新案登録・・・・1208、1705、2102 

実質的同一・・・・・・・・3410、3502 

実験成績書・・・・・・・・・・・3224 

審査前置・・・4305、5133、5401、7501 

               7508 

審査請求・・・・・・・・・・・・5127 

審査請求料・・・・・・・・1702、5127 

審査請求人・・・・・・・・・・・5119 

審判請求人・・・・・1105、1409、7502 

双方代理・・・・・・・・・・・・1204 

 

ㅇ 

アミノ酸配列・・・・2607、9102、9104 

譲渡・・・・・・・・2102、6303、7423 

エネルギー法・・・・・・・・・・7440 

研究機関・・・・・・・・・・・・3207 

延長登録拒絶決定・・・・・・・・7106 

延長登録対象・・・・・・・・・・7120 

延長登録出願・・・・・・・7101、7112 

営業に関する行為・・・・・・・・1104 

誤訳・・・・・・・・・・・・・・2205 

外国刊行物・・・・・・・・・・・3204 

外国人の権利能力・・・・・・・・1107 

外国特許庁長と合意した出願・・・

7450 

料金後払い・・・・・・・・・・・1607 

要約書・・・・・・・・・・・・・2202 

要旨変更・・・・・・・・・・・・4201 

用途限定・・・・・・・・・3410、3414 

優先権主張出願・・・・・・6310、6401 

優先審査・・・・・・・・・・・・7401 

優先審査可否決定・・・・・7407、7414 

優先審査対象・・・・・・・・・・7419 

優先審査申立・・・・・・・・・・7407 

優先審査申立説明書・・・・・・・7409 

郵便送達・・・・・・・・・・・・1610 

原出願・・・・・・・・・・・・・6102 

委任契約・・・・・・・・・・・・1206 

委任者・・・・・・・・・・・・・1210 

委任状・・・・・・・・・・・・・1208 

遺言行為・・・・・・・・・・・・1103 

遺族・・・・・・・・・・・1706、1707 

遺贈・・・・・・・・・・・2101、2105 

意見書・・・・・・・・・・4103、5103 

医療機器・・・・・・・・・・・・3109 

医療行為・・・・・・・・・・・・3109 

医薬品・・・・・・・・・・・・・7105 

二重出願・・・・・・3403、5106、7407 

印鑑・・・・・・・・1211、1607、1803 

引用文献・・・・・・・・・3212、5205 



索引 

 

 (2016年 11月追録) 

インターネットサイト・・・・・・3210 

一般公証・・・・・・・・・3203、3208 

一般承継・・・・・・2102、6412、7120 

臨界的意義・・・・・・・・3223、3318 

任意代理人・・・・・1104、1203、1206 

 



索引 

 

 (2016年 11月追録) 

ㅈ 

自己契約・・・・・・・・・・・・1204 

自己実施・・・・・・・・・・・・7406 

自然法則・・・・・・・・・・・・3102 

自発補正・・・・・・1406、4103、4201 

自発先行技術調査・・・・・・・・7409 

残余期間・・・・・・・・・・・・1507 

障碍者・・・・・・・・・・1706、1710 

在内者・・・・・・・・・・・・1209 

再審査、再審査請求・・・・5101、6207 

在外者・・・・・・・・・・1106、1203 

電気通信基本法・・・・・・・・・3208 

電気通信回線・・・・・・・・・・3205 

電算障害・・・・・・・・・・・・1304 

専用実施権・・・・・・・・7108、7110 

電子取引に直接係る出願・・・・・ 

7449 

電子署名・・・・・・・・・1602、7449 

手続補正・・・・・・・・・4104、5345 

手続続行・・・・・・・・・・・・1501 

手続受継・・・・・・・・・・・・1505 

手続きの停止・・・・・・・・・・1507 

手続きの中断・・・・・・・・・・1504 

手続きの中止・・・・・・・・・・1506 

正規出願・・・・・・・・・6305、6316 

情報提供・・・1104、1610、2515、5351 

情報通信網・・1304、1604、5356、7458 

訂正公告依頼・・・・・・・・・・5107 

第三者による実施・・・・・・・・7422 

製造された物・・・・・・・2413、3218 

除斥・・・・・・・・・・・5106、5130 

早期公開・・・・・・・・・・・・5126 

条約優先権主張・・・・・・・・・6301 

組合体・・・・・・・・・・・・2106 

存続期間延長登録出願・・・・・・7102 

従属項・・・・・・・・・・・・2417 

従業員・・・・・・・・・・1708、3202 

宗親会・・・・・・・・・・・・・1106 

住民登録共同利用システム・・・・

1206、1608、5357 

住民登録謄本・・・・・・・・・・1204 

住所不明・・・・・・・・・・・・1610 

周知慣用技術・・・・・・・3220、3324 

中間書類・・・・・・・・・5132、7420 

中小企業技術革新促進法・・・・・7403 

証拠調査・・・・・・・・・・・・5351 

地方自治体・・・・・・・・1705、3207 

指定期間・・・・・・・・・・・1302 

指定期間満了・・・・・・・・・1305 

指定期間延長・・・・・・・・・・1305 

指定期間延長承認書・・・・1308、5344 

指定代理人・・・・・・・・1203、1207 

職権濫用罪・・・・・・・・・・・1805 

職権補正・・・・・・・・・・・・8201 



索引 

 

 (2016年 11月追録) 

職権再審査・・・・・・・・・・7601 

進歩性・・・・・・・3301、5201、5309 

請求範囲・・・・・・・・・・・・2401 

請求範囲記載不備・・・・・・・・2306 

請求項別審査・・・・・・・・・・5318 
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ギウン、イ・ジュンホ、イ・ヒョノン、イム・ドンウ、

ハム・ジュンヒョン、ヒョン・ジェヨン 

校   正：イ・ソジン 
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校   正：イ・ソジン 

 

 

特許審査基準改正推進団 

推進団長 ：チャン・ワンホ 

総括委員長：カン・フムジョン 

改訂委員 ：カン･ウォンギル、コン・ヨンギュ、ク・ジャウク・キ

ム・ラン、キム・イテ、キム・ジョンフン、ナ・ソン

ヒ、パク・キソク、パク・サンヒョン、パク・ソンホ、

パク・ジェウ、オム・イングォン、ユン・ギウン、ユ

ン・ソンジュ、イ・ギョンヨル、イ・ミンジョン、イ・

ジノン、イ・チュングン、イム・ドンウ、チョン・イ

ジュン、チェ・スジョン、ハン・ジソン、ヒョン・ジ

ェヨン 

校   正：イ・ソジン 

 



 

 

 

 

2017年 3月：改訂 

 

 

 

 

特許審査基準改正推進団 

推進団長 ：チャン・ワンホ 

総括委員長：カン・フムジョン 

改訂委員 ：カン･ウォンギル、コン・ヨンギュ、ク・ジャウク・キ

ム・ラン、キム・イテ、キム・ジョンフン、ナ・ソン

ヒ、パク・サンヒョン、パク・ジェウ、ユン・ギウン、

イ・ギョンヨル、イ・ミンジョン、イ・チュングン、

イム・ドンウ、チェ・スジョン、ヒョン・ジェヨン 

校   正：イ・ソジン、ホン・ジェギョン 

 


